
決算特別委員会の審議方法について 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

９月９日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和元年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・監査委員 

・議会事務局 

・総務課 

・企画財政課 

・会計室 

９月１１日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和元年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・町民生活課 

・税務課 

・住民課 

９月１４日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和元年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・福祉課 

・子育て支援課 

・健康介護課 

・産業観光課 

９月１６日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和元年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

・教育委員会 

９月１８日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

１．令和元年度宮代町国民健康保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

２．令和元年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

３．令和元年度宮代町介護保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・健康介護課 



４．令和元年度宮代町公共下水道事業特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

５．令和元年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

６．令和元年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 
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本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 長  堀  康  雄 主 幹 小  林  賢  吉 

主 任 岡  村  恵 美 子   
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開会 午前１０時１０分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（山下秋夫君） それでは、おはようござ

います。 

  決算特別委員会委員長の山下秋夫でございます。 

  本日、９月９日から18日までのうち、５日間に

わたりまして委員会が開催されるわけでございま

すが、円滑な運営にご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。 

  決算審議の方法につきましては、先日お手元に

配付いたしました決算特別委員会日程及び審議方

法についてのとおり、一般会計決算、各特別会計

の決算、水道事業会計の順に審議を進めていきた

いと思います。また、審議につきましては、最初

に監査委員に対しての質疑、その後一般会計につ

いては、課ごとに議会事務局、総務課、企画財政

課、会計室、町民生活課、税務課、住民課、福祉

課、子育て支援課、健康介護課、産業観光課、ま

ちづくり建設課、教育委員会の順に審議をお願い

したいと思いますが、議事進行の都合により変更

もあると思われますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  なお、本特別委員会への町長及び副町長の出席

につきましては、他の公務との調整を図りながら

交代で出席をするとのことです。よろしくお願い

いたします。 

  それから、委員会の運営上のお知らせとお願い

がございます。 

  初めに、運営上のお知らせでございます。新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今回の決算

特別委員会については、傍聴席を議会室外に設け

させていただくとともに、傍聴人数を制限させて

いただいております。また、出席職員についても、

議会室内への入室を制限させていただくこととい

たしますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、運営上のお願いでございます。質問者、

答弁者とも発言されるときは、必ず挙手をして、

委員長の許可を受けてから、質問者、答弁者の氏

名を述べていただき、発言をしていただくようお

願いを申し上げます。 

  最後に、委員皆様のご協力をいただきまして、

委員会が慎重審議かつ効率的な運営が図れますよ

う特段のご配慮をお願い申し上げまして、あいさ

つとさせていただきます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎開議の宣告 

○委員長（山下秋夫君） ただいまの出席委員は13

名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに決算特別

委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議長あいさつ 

○委員長（山下秋夫君） これより議事に入ります。 

  それでは、議長、ごあいさつをお願いいたしま

す。 

○議長（田島正徳君） おはようございます。 

  決算特別委員会の皆様には、各決算の審査をお

願いするわけですが、先ほど委員長からもお話が

ございましたとおり、効率的な中にも慎重な審議

ができますよう、また、この決算の審査が来年度

に向かっての有意義な審査となりますようにお願

い申し上げて、あいさつとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ありがとうございました。 
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────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４２号の審査（監査委員・

議会事務局） 

○委員長（山下秋夫君） それでは、代表監査委員

から本日の、新祖代表監査委員に出席していただ

いておりますので、一般会計、特別会計の決算、

水道事業会計について代表監査委員に質疑がござ

いましたら、よろしくお願いいたします。 

  質疑はありますか。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野でございます。よろし

くお願いいたします。 

  総括の意見の中で決算の背景なんですが、(1)

の次のページに入らせていただくんですけれども、

法人町民税では、法人税割の減少により平成30年

度から30％近く減少するなど、依然として厳しい

経済環境が続いておりますというふうにお書きに

なっていただいているんですけれども、それで、

まとめとして、⑩なんですけれども、コロナ禍の

中、厳しい状況もあろうかと思いますが、商工業

の活性化を一層推進するとともに、町民参加の実

行委員会形式による各種イベントや観光事業など

を通じて、引き続きにぎわいづくりを進めてくだ

さいということなんですけれども、宮代町は、企

業の誘致とか、それに伴って雇用の確保とかの有

用な提案がなされていないんですけれども、その

辺はどのようなふうに感じておられますか。ちょ

っとお聞きしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（山下秋夫君） 新祖代表、よろしくお願

いします。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

ございます。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  ただいまの川野議員さんのご質問ですけれども、

私自身の考えということでよければ申し上げたい

と思いますが、宮代町は、やはり中小企業の町と

言っていいんですかね。もちろん、以前、ある議

員さんからは、中小というよりも零細が中心だと

いうようなご意見もいただきましたけれども、中

小零細企業というのが中心ということで、なかな

かやはり企業誘致といっても、ある程度の土地と

かいわゆる不動産関係、余力というものがどの程

度あるのか、ちょっと私も詳しいことは分かりま

せんけれども、なかなか厳しいのかなと。 

  ただ、そういう中で、「宮代で働こっ」とか、

そういう形でいろいろと町外への呼びかけといい

ますか、発信はそれ相応にやられていて、そうい

う中で新しく宮代で開業される方も、少ないです

けれども、出てきているという状況もございます

ので、ですから、思い切って大きなところをとい

うのを誘致していくというのはなかなか厳しいか

なというふうには思っていましたけれども、ただ、

ここで東武動物公園の西口開発の中で、東武鉄道

のほうが一応商業施設を誘致するということで、

具体的な今、誘致が決まって計画が先に進み始め

たので、そういうところをやはり何か起爆剤とし

て、やはりなかなかない袖は振れないというだけ

ではなくて、やっぱりない中でも何かいろいろ知

恵を絞って、そういう誘致ということも進めてい

ければいいのかなというふうには思いますが、た

だ、具体的に私もその辺が詳しくは分からないの

で、どういうふうな形でやったらいいのかという

のが提言としてはちょっと申し上げられないです

けれども、やはり企業を誘致して商工業を活性化

するというのが一つのやっぱり大きな宮代町の発

展の要だと思いますので、その辺はやはり力を入

れていただきたいという、そういう願いも込めま

して、一応要望の中に加えさせていただいたとこ
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ろでございます。 

○委員（川野武志君） ありがとうございます。 

○委員長（山下秋夫君） 川野委員、よろしいです

か。 

  どなたかほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか質問させていただきます。 

  まず、令和元年度一般会計予算の町債の残高に

ついてなんですけれども、こちら監査委員の新祖

さん、いろんなところで自治体の監査をされてい

るということなので、この５億7,371万1,000円の

町債の残高というのは、これ他市町と比べてみて、

比率的に見ても多いのか、それとも普通なのか、

少ないのかというのをちょっとお聞きしたいとこ

ろです。 

  同じように、基金の残高もそうなんですけれど

も、20億4,754万3,000円の基金の残高というのは、

これ他市町と比べて、これ比率的に見て多いのか

な、少ないのかな、普通なのかというのをちょっ

とお聞きしたいところです。 

  もう一つ、まとめのところの最初のところなん

ですけれども、各種事務事業を効率的に執行し、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにというふ

うにありますけれども、これやっぱり事務のＩＴ

化やＩＴ機器を導入して、もしくはオフィスサポ

ーターなんかを入れて職員に係る人件費を抑える

ことが経費削減につながるというような考えでよ

ろしいのでしょうか。 

  あと、②のところの持続可能な行財政運営を行

うべく、最後に結論を出してくださいということ

なんですけれども、小中学校の適正配置をやはり

早く結論を出したほうが持続可能な行財政運営に

つながるということなのでしょうか。 

  もう一つ、令和元年度国民健康保険特別会計の

まとめのところなんですけれども、被保険者の健

康寿命の延伸を目指しというふうにありますけれ

ども、これは被保険者が健康に留意などをして病

気にならないことが歳出の抑制に一番つながると

見てよろしいのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 新祖代表委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

ございます。 

  ただいま浅倉議員さんに幾つかご質問いただき

ましたけれども、初めに、町債残高と基金残高の

額のことですけれども、私、今、議員さんのほう

からは、いろいろほかにもというお話ありました

けれども、あまり、正直言って、町債と基金とか

ということでほかのところの監査等をやったとい

う経験はないんです。 

  ですから、宮代町がどうなのかということにつ

いては、正直よく分からないところがございます

が、ただ、数字だけで勘案させていただくとすれ

ば、多くもないし少なくもないというか、いわゆ

る普通の状態なのかなという。特に町債のほうは、

引き続き元金、順調に今、返済されていますので、

今のところ、町債については、それほど大きな償

還の問題についてはないのかなというふうに一応

考えております。 

  それから、基金について、財政調整基金、どこ

の市町村もやはり、いわゆる役所のいざというと

きのために貯金ということでこの基金は積んでい

るというところがほとんどでございますけれども、

少なくはないけれども、決してそんなに多い数字

ではないかなというふうに私としては、印象とし

ては感じております。 

  コロナの関係で、東京都が大分財政調整基金を

食い潰したという話がありますけれども、やはり

万が一のときに一定の、10億ぐらいの基金という
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のは、宮代町の規模ですと、やはりあったほうが

いいのかなというふうには個人的には思っており

ます。 

  それから、２つ目が最小の経費で最大の効果を

上げるということと、人件費の、それは人件費を

抑えることかというご質問だったかと思うんです

けれども、私は、必ずしもそういうふうには思っ

ていません。 

  もちろん人件費というのは、要するにいたずら

にやはり肥大化するというのはよくはありません

けれども、人件費を抑えることがそういうことに

直接つながるかということではなくて、やはり最

小の経費で最大の効果というのは、やっぱり例え

ば経費の節減という面でいうと、単に無駄遣いを

するなということではなくて、やっぱり同じ仕事

をするんであれば、少しでも安くできるように創

意工夫をしてその仕事を進めるという、そういう

側面ももちろんありますし、それから事務の効率

的執行、ＩＴ化等ももちろんそうなんですけれど

も、同じお金をかけるんであれば、少しでもより

効果が出るように知恵を絞っていくということが

やはり効率化ということの最大の主眼なのかなと

いうふうに思うので、単に職員の数を抑えるとか

そういうことではなくて、やはり有効に職員の方

の能力が発揮できるような、そういう環境を整え

ていくということも重要だなというふうに思いま

す。 

  残念ながらというか、宮代町は、いわゆるラス

パイレス指数で言うと下から数えたほうが早いと

いうところがあるんですけれども、それはもちろ

ん町の事情ということもあるかと思いますので、

一概に批判的なことは言えないんですけれども、

でも、やはりそういう中でも一生懸命に職員の皆

さん、私なんか決算審査とか例月のいろんな検査

の中でヒアリングをさせていただきますけれども、

いろいろと知恵を絞られているなというのは常日

頃感じていますので、そういう方のやはり人材を

生かすというのは、やっぱりそういう最少の経費

で最大の効果を挙げるということにつながるもの

ではないかなというふうに考えております。 

  それから、まとめのところの②の話なんですけ

れども、ちょっと質問の趣旨がいま一つ分かりま

せんでしたので、もう一度ちょっとお願いできれ

ばと思うんですが。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 持続可能な行財政運営を行

うべくというところで、小中学校の適正配置は、

早めによりよい結論を出してくださいというふう

に最後書いてあるので、これは早く結論を出した

ほうが持続可能な行財政運営を行うことができる

のでしょうかという…… 

○委員長（山下秋夫君） 代表委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 早めにというか、

早く出せという趣旨ではないですが、昨年も、一

応この問題については要望の中に入れさせていた

だきましたけれども、なかなかやっぱり小中学校

の適正配置ということがありますことの中身とい

いますか、持続可能な、確かに行政運営の中での

取組ではありますけれども、いろいろとやはり、

単に人口とかいわゆる周りの環境等だけでは単純

に何校にすべきだという結論が出しにくい部分も

あるかと思いますし、それから昨今の例えば小中

一貫教育の普及とか、そういう教育の中の流れ、

環境の変化というんですかね、そういうものもや

はり加味しながら、この適正配置というのは考え

ていかなきゃいけないので、なかなか難しいとは

思うんですけれども、でも、一定の時期にはやは

り結論を出さなきゃいけないので、そういう意味

から、とにかくできる限り必要なものについては

全て話し合って、最終的によりよい計画になるよ
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うに結論を出してくださいという、そういう趣旨

で一応書かせていただきました。 

  あと、健康寿命の延伸の件、これについては、

まさにやはり寿命が延びているといっても、ずっ

と寝たきりとかというふうになってしまっては、

やはりその方にとってもよくありませんし、やは

り健康で長生きできるということが一番いいわけ

でございますので、そういう意味から、やはり保

険事業を効果的に推進することによって、まさに

健康で長生きできる、そういう健康寿命というも

のを延ばしてほしいと、そういうような趣旨で書

かせていただいた次第です。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） ちょっと確認なんですけれ

ども、そういうことは、最後の健康寿命の延伸な

んですけれども、健康寿命が延伸することで、や

っぱりこれは歳出の抑制につながるというふうに

見てもよろしいんですかね。 

〔「何の抑制」と言う人あり〕 

○委員（浅倉孝郎君） 歳出の抑制ですね。 

○委員長（山下秋夫君） 代表委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） やはりおっしゃる

とおりで、病気のためにいろんな意味で経費がか

かってまいりますので、それを結果的には抑える

ことにつながると。もちろんそれが目的になって

しまうというのもちょっとおかしいとは思います

が、やはり健康で長生きできるという、いろんな

環境整備というんですかね、そういうものを進め

ていく中で、そういう今までかかってきた医療に

かかる経費というものも削減できるんではないか、

そういう趣旨でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかにありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） １点だけちょっとお聞き

したいんです。 

  この間、本会議で監査委員の報告、また決算書

をずっと昨日まで目を通していたんですが、前か

ら幾らか思っていたことなんですけれども、１点

だけちょっとお聞きしたいのは、不用額の問題が

これからいっぱい出てくると思います。なぜ多い

んだと。最終的には実質収支額、これが最終的に

はのってきますよね。それがあまりにも不用額が

多い。ほとんど不用額。 

  それは先ほど前段者の質問の中で、安くやるよ

うにするとかいろんな話がちょこっとあったよう

ですけれども、それはそれでいいんですけれども、

私が聞きたいのは、特に毎年大体４億から５億収

支残高が出るんです。どうも計画的、こういうふ

うにつくっているんだなと思っているんです。そ

れだと正常な予算をつくっていないというふうに

も取れるんですよね。 

  これ今年だけじゃないんですよ。もう何年も同

じように大体四、五億残しているんです。どうも

それが正常な予算つくっていないと、私はそう感

じ、今までも幾らか感じていましたけれども、今

度の監査としてどう思っているか。 

  それはやっぱり予算をつくるときの問題に、さ

っき議長のあいさつにもありましたように、次の

予算の関係の議論にもなりますので、それらにつ

いて今度の監査委員はどう判断しているのか、ど

ういう判断というか、どういうにしていったほう

がいいのかというのを教えてもらいたいと思いま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

ございます。 

  ただいまの小河原議員さんの質問ですが、不用

額が多いというのは、決してもちろん好ましいこ

とではないかというふうに思いますけれども、問

題は、やはりなぜ不用額になったかということだ
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と思うんです。 

  ですから、その内容については、やはり私も決

算審査の中でいろいろとたださせていただいたん

ですけれども、正当な理由で不用になったのか、

それとも、そうでなく初めからその予算の立て方

がおかしかったのか、そういうようなことをちょ

っと考えながらいろいろと伺ってまいりました。 

  正直、例えば契約なんかで入札をして差金が出

るという問題があります。それは当然、要するに

予算を立てたときに見積りよりも安く落ちたとい

うことですから、非常に効率的なお金の使い方を

したんではないかなというふうに思いますし、で

すから、それはもちろん是としますし、ただ、あ

まりよく理由が分からないのに不用になったとい

うものも、ちょっと今、ぱっと思い出せませんが、

中にはあったかと思うんですけれども、ただ、全

体としては、個別に伺っていく中では、私の印象

では、それぞれほぼ正当な理由で不用になったと

いうふうに理解をしてまいりましたので。ですか

ら、その結果として執行残が一応残るという結果

なのかなというふうに思っていまして、私、今、

県の出身ですけれども、県のほうでも毎年必ずそ

れこそ一定額の不用額というのは出て、とにかく

歳出がオーバーするということはまずない。歳入

のほうももちろんそんなに甘く見ているわけでは

ありませんけれども、かなり厳しめには見ている

んだろうと思うんですけれども、さらにそれを上

回って経費の節減ということ、あるいは事務の効

率化とかということに努めることによって、最終

的に、それが不用額という形で一つの結果として

残ったというふうに私のほうは一応捉えておりま

す。 

  ただ、具体的な中身として、不用額が正当な理

由がなくて不用になったということであれば、そ

れはそれで一応問題だと思いますし、もしそうい

う事例というか大きなものがあれば、それは改善

をするように私のほうでやはり意見として出して

いきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  監査委員の説明の内容については、ある程度理

解はするんです。そのとおりだなと、私も長い間

思ってきたこともあります。 

  ただ、私が最後に言いたいのは、いつも大体４

億から５億残るんです。どうもこれが数字のあや

というか、そういうような予算をつくるときに指

導をされているのかなと私は思っちゃうんですよ。

あまりいい考えじゃないですけれどもね。あまり

にも毎年同じ、大体。それがどうも、ちょっと予

算編成するときにどう鉛筆をなめているのかなと

いうふうに思っちゃうんです。そうすると、本当

の、正当な予算を組んでいないと私は若干思いが

ちなんですよね。 

  ただ、説明の中にもありましたように、例えば

事業の入札のときに、それは入札同士が安くして、

安くなるというのは説明の中では聞いていますけ

れども、それはそれでいいと思います。それ以外

でも、ほとんど不用額出ています。事業以外でも

ね。そこら辺が何か鉛筆をなめているんじゃない

かと思われる、今までずっと思っていたんですよ。

それをどう解決していくのかなというふうに、ま

た予算をこれから組むときにちゃんと指導しても

らえるのかなというふうに思ったわけです。 

  そういうことで説明を聞きましたけれども、取

あえず今日は言いっ放しで、後は終わりたいと思

いますが、私なりにまた勉強していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 
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  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  １点質問をさせていただきます。 

  歳入の森林環境譲与税なんですけれども、こち

らは適切に使われましたでしょうか。 

  失礼いたしました。 

○委員長（山下秋夫君） いいですか。 

○委員（塚村香織君） 撤回いたします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  １点、この意見書ではないんですが、いつも議

会だよりのほうに意見書を、監査委員さんのを載

せていただいております。４年間させていただい

て、監査委員さんの意見というものは全部町民に

伝えたいという思いと、あと、議会だよりとして

いかに議会だよりを手に取ってもらいたいか、そ

うすると、どうしてもスペースが少なくなってい

ったりしました。 

  ４年間やって、私は今年、広報ではないんです

が、監査委員さんとして、ここは町民の方に伝え

たい、意見書がある、この膨大な中から、例えば

２ページとかを監査委員さんにすると、字がいっ

ぱいになってしまって読まない、逆の効果になっ

てしまう。 

  広報をつくる委員は、いかに読んでもらうか、

町民の目に届くか、それで、ああ、こういうこと

が町では決算され、そして審議がされているかと

いうことをちょっとお聞きしたいんですが、ちょ

っとそういうところは監査委員さんとしてはどう

いうところを伝えてほしいとか思うか、もしお願

いできたらと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 答えられますか。 

  代表委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

す。 

  今の丸山委員さんのご質問ですけれども、私も

議会だよりのほうはいつも拝見させていただいて

いますが、そもそもこう言っていいのかどうかあ

れなんですが、決算審査の意見書というのは、本

来、決算審査というのは、予算のいわゆる計数の

正確性とか、それから予算の合法性というか、合

規性というか、そういうものについて審査をする

というのが本来の趣旨なので、意見書の中にいろ

いろ政策的な要望とか、そういうものも本来盛り

込むべきなのかどうかというのは、私自身も、ち

ょっと常々いいのかなという、そこまで書いちゃ

っていいのかなというふうに思いながら書いてい

るわけですが、ただ、近隣の市町でも今年、ちょ

っといろいろ調べてみましたら、市町村によって

結構まちまちで、本当に決算審査の意見しか書い

ていない意見書というのもあります。ただ、そう

でなく、町に対する要望をいろいろ書かれている

のもあります。 

  私の個人的なやはり思いとして、この政策的な

要望というものは出させていただいて、もちろん

議選の委員さんと話合いながら、お互いに了解し

たところで出させていただいたんですけれども、

ですから、個人的にはそこも載せてほしいなと思

うんですが、ただ、意見書の趣旨は、あくまでも

決算審査に対して、それがどうだったのかという

ことなので、その辺はちょっと、あとは議会の広

報委員会さんのほうで判断していただくしかない

かなと思うんですけれども、個人的な思いとして

は、そういうことでございます。 

  よろしいですか、そういうことで。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で代表監査委員の質疑を終了させていただきます。 
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  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時３３分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開いたしま

す。 

  それでは、本委員会に付託されました議案第42

号 令和元年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認

定についての審査を行ってまいります。 

  最初に、議会事務局から始めたいと思います。

本日出席している説明員の紹介をお願いいたしま

す。 

  事務局長。 

○議会事務局長（長堀康雄君） 皆さん、おはよう

ございます。改めまして、議会事務局長の長堀で

ございます。よろしくお願いします。 

  担当につきましては自己紹介させますので、よ

ろしくお願いします。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 皆さん、おはよ

うございます。議会事務局主幹の小林です。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 本件については、既に本

会議において説明済みでございます。直ちに質疑

に入っていきたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  １点だけ質問させてもらいます。 

  進修館の議場で使うときの音響設備のメンテナ

ンス費とか備品というのは、これ議会事務局が出

しているんですか。それとも、別の課が出してい

るのかをお聞かせください。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁お願いします。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林です。 

  音響設備については、一応議会事務局の管理と

いう形になっておりますので、修繕等につきまし

ては、議会事務局のほうで対応する形になります。

ただ、物によって、スピーカーとかについては、

進修館の町民生活課のほうで直しているものもご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 進修館が開設してからもう

既に40年たちますので、議会における音響設備と

いうのは、相当老朽化が目立ってきているんでは

ないかと思っています。毎回の議会において、音

声に支障がないかなど綱渡りの状態が続いている

というふうに事務局からも聞いています。 

  これ万一議会中にマイクが使えないなどの事態

が起きたときは、審議が中断となります。議員や

執行部だけはなく、傍聴者にも迷惑をかけてしま

いますので、議会で使う音響設備は早急に更新し

てほしいです。 

  また、音響設備を更新することで、ほかの議会

以外のイベントなどで使う場合もあるかと思いま

すので、町民の皆さんにも快適な音響設備を提供

できるのではないかと思いますので、来年度の予

算のほうに音響設備の更新の予算を入れてほしい

ということをお願いして終わります。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 

  １点だけちょっとお尋ねしたいんですけれども、

先ほど監査委員もお話しし、言及されていたんで

すが、不用額の問題なんですけれども、議会費で

内容的には問題はないと思うんですけれども、特
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に今、半数近く占めているのが会議録の調整事業

委託料で半数ぐらい占めちゃっているんですが、

議会の場合は、かなり法律で縛られているという

ところはあって、本当にこういうのが必要なのか

ねということも問われるようなものもあるんです

が、会議録で今年、元年度の場合にどうしてこん

なに不用額が出たのか、まずそれだけ教えてくだ

さい。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。 

  会議録のほうなんですけれども、当初予算要求

する際に、過去の実績等を踏まえて、本会議につ

いてはこれだけの時間がかかる、委員会について

はこれだけの時間がかかるということで想定して

予算計上させていただいたんですけれども、元年

度につきましては、当初予定していた時間ほどか

からずに会議のほうが進めていただくことができ

たということで不用額が発生したということでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  会議録は、全部でどれぐらい作成されています

か。何部というところでお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁お願いします。 

  担当主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） すみません、議

会事務局主幹の小林でございます。 

  部数につきましては、20部作成させていただい

ておりまして、内訳としましては、議員の皆さん

のもの、皆さんにお配りする分、あと町長、副町

長にお配りする分、あと保存用という形でござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 48ページなんですけれども、

録画配信委託料、これ各議員の一般質問の録画配

信だと思うんですけれども、去年から始まりまし

て、延べ何回配信して、合計何人が見に来て、１

回というか、議員１人当たり平均で割り算したら

何人見られているのかなという数字は出るんです

か。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。 

  各月ごとの件数、何件視聴されたという件数に

ついては議会のほうでも把握しておりまして、そ

の把握している件数プラス、あと、その月に視聴

された上位10件の視聴した録画放送の件数という

のは把握しております。 

  ただ、録画している、その月に放送している録

画配信のほうなんですけれども、必ずしも、例え

ば９月議会なんで６月議会のものを見られている

というわけではなくて、その前の12月のものを見

られていたりもするので、どの議員さんがどれだ

け配信で見られているという統計については、ち

ょっととっておりません。 

  その回答で大丈夫でしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 大体でいいんですけれども、

１回の議会で何人ぐらいなんですか。100人単位

なのか、1,000人単位なのか。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。 

  月によってちょっとばらつきがございまして、

一番少ない月ですと61件というときがあります。

一番多いときですと266件、かなりばらつきがあ

りまして、平均的な件数としますと130件という
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ような、10月から３月までで平均すると130件と

いう形になります。年間、令和元年度の視聴件数

としましては777件視聴いただいているというよ

うな状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 決算には関係あるか、な

いかもしれませんけれども、前々から宮代の議会

事務局、課長以下プラス２人、３人、これを１人

増やしてくださいという要望があると思うんです

よ、議会からは。それで、いろいろな規則をつく

ったり、いろいろな条例の問題をつくるのに、や

っぱり職員の力を借りないとできない部分もある。

また、もう一つは、いろいろ見ていると、この３

人では大変、本会議なんか始まると大変だなと私

が見ていても思います。 

  ですから、前々からどこかの施設を委託すると

人件費をどうのこうので私は問題にするんですけ

れども、ほかの課にはどんどん職員を回して、こ

の事務局に一向に回してもらえない。どうもそこ

ら辺が私は、町長がいるからわざと言うんですけ

れども、本当なんですよ。もう事務局に対して冷

たい。 

  ですから、もう１人増やしてもらう。なぜ増や

してくれなかったのか。それだけ決算だから聞い

ておきたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 担当課長。 

○議会事務局長（長堀康雄君） 事務局長の長堀で

ございます。 

  大変涙が出るようなうれしいご質問で、ありが

とうございます。昨年は、私はこちらにおりませ

んでしたので、その辺の事情は存じ上げませんが、

毎年ですと、12月ぐらいに人事のヒアリングがご

ざいます。その際には、小河原議員からも今、温

かいお言葉をいただきましたので、確かに条例、

規則、それから議会の特に直前になりますと仕事

が集中しますので、これは執行部のほうで決める

ことではありますけれども、人員の要望につきま

しては、させていただきたいというふうに考えま

す。決定権はうちにはございませんので、理由を

つけて要望をさせていただきたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 再質問はありますか。再

質疑は。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 局長から言っていること

は理解できないわけでもないですけれども、私が

聞きたいのは、なぜ増やさないのかということな

んだよね。ほかの課は、いろんなことを長い間見

ていると、人員を増やしているんだよね。なぜ事

務局だけ増やさないのかと、それを聞いているわ

け。冷たいねと。我々もいろいろ活動するのに、

やっぱり３人だとちょっと制約されるなというよ

うに感じていますので、だから、なぜ増やさない

のかと。 

  局長から答えろというのは無理かもしれない。

増やさないんだから。幾ら局長が増やせと言った

ってね。ここを増やす、事務局を増やす権限があ

るのは議長と、あと町長なんだから、議長が指名

できるんだから、なぜやらないのか、なぜ増やさ

ないのかと、それだけなんですよ。 

○委員長（山下秋夫君） 事務局長から答えさせま

すか。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 答えられますか。 

  事務局長。 

○議会事務局長（長堀康雄君） 事務局長の長堀で

ございます。 
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  前任者がどういう形でこれまで人事のヒアリン

グのときに執行部に申し上げていたかは存じ上げ

ませんが、やはり事務局のほうでもきちんと、議

員さんがおっしゃったように、これこれこういう

理由だからということで、どういう事業をやるか

らこれだけ必要だとか、あるいはほかの市町村と

比較した場合とか、ほかの市町村よりもプラスア

ルファでいろいろなやっぱり議会の事務を行って

いる、あるいはこれから未来にかけてどういうふ

うに議会を、改革というと大変生意気な言い方に

なるかもしれませんが、いい町にしていくために、

これ二元代表制ですから、議員さんの思いも伝え

ながら、ぜひ人を増やすことについてはお願いし

たいと。 

  人を増やすにつきましては、これはたしか定数

条例があると思いますので、やるとなると12月議

会か３月議会に定数条例も改正するようになるか

と思いますが、そういうことも含めましてお願い

したいというふうには、お願いの要望はしていき

たいと思いますが、今、答えられるのは、そこま

でしか私としてはお答えができないということで、

大変申し訳ありませんが、ご理解していただけれ

ばありがたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） じゃ、ひとつ、ほかで聞

いている人もいるんだから、それだけ耳に入って

くれればいいなと思って。大分、局長からは決め

られない。要望は出せるにしてもね。要求や要望

は。ただ、運営する人が、そこに何か担当者が座

っているので耳に入っていると思いますが。それ

で今日は終わりたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  １点だけお尋ねしたいんですが、会議録の件な

んですけれども、会議録を委託している先は、も

う何年ぐらいになるんでしょうか。それと、会議

録についても、ある程度入札なんかをして選定し

ていかなければいけないと思うんですけれども、

そういった点では少し考えどきなのかなというふ

うな感じもしているんですけれども、そういう点

では、事務局としてはどういうふうに考えていま

すか。その点、お尋ねいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。 

  会議録研究所のいつからやっているかというお

話なんですが、会議録研究所については、会議録

検索システムのほうもお願いしておりまして、そ

ちらは平成14年頃からシステムが入っております

ので、その辺りから会議録研究所のほうに業務は

委託しているものだと考えております。 

  あと、こちらの契約のお話かと思うんですけれ

ども、今の時点では随意契約という、システムの

関係もありますので随意契約ということでやらせ

ていただいているところでございますが、今年度、

音響システムの予算要求のほうをさせていただく

つもりで考えているんですけれども、そちらのほ

うで入札のほうをさせていただいた際に、ほかの

業者のほうで音響システムを入れるということに

なった場合については、会議録についても、そう

いった業者も含めた形で検討していければなとい

うふうに考えているところでございます。 

  入札につきましては、一応プロポーザルの方式

を入れた形でやれればというふうに今、事務局の

ほうでは考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 
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○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  そうしますと、それらを含めて考えていくとい

うことで理解してよろしいですか。それとも、い

や、このままでいいんだというふうには聞こえな

かったんで、検討していただくのかなというふう

に感じたんですけれども、もう一度その点。 

○委員長（山下秋夫君） 事務局長。 

○議会事務局長（長堀康雄君） 事務局長の長堀で

ございます。 

  丸藤議員がおっしゃるとおり、この案件に限ら

ず、ずっと同じ業者に随契でやっていくというこ

とがいいかどうかというのは、どこかの時点で考

えなければならないと思います。 

  ただ、今行っておりますのが会議録だけではな

くて、先ほど主幹からもご説明がありましたとお

り、検索システムの関係であるとか、それから現

在、ビデオ撮影しているものにつきましても、全

部会議録研究所に委託料を払って機器の提供とか

を受けていることもございますので、単なるお金

だけで図れない細かいサービスもございますので、

そういったことも含めて検討した結果、随意契約

がいいのか、プロポーザルで競争でやったほうが

いいのかというのも検討していくべきかなと思い

ます。 

  ただ、いずれにしましても、その検討をしない

で、単なる随意契約で会議録研究所というのは好

ましいことではないというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  その検討する際に、議会だよりの点でも、昨今

ではほかの自治体では、会議録を作成する会社な

んかも一緒に加わっての議会だよりの作成に携わ

っていますので、そういった点でも、これからは

少しずつ考えていかなければいけないのかなとい

うふうにも思いますので、その点も考慮していた

だければと思います。これは要望で。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で議会事務局の質疑を終了させていただきます。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開いていき

ます。 

  これより総務課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○総務課長（赤井誠吾君） 総務課長の赤井でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。よろしくお願いいたします。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室長の柴﨑と申します。よろしくお願いい

たします。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山と

申します。よろしくお願いします。 

○総務課庶務職員担当主査（田邊和美君） 総務課

庶務職員担当主査の田邊と申します。よろしくお

願いいたします。 

○総務課広報担当主査（平向優子君） 総務課広報

担当主査の平向と申します。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明
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済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  １点目が決算書の50ページの職員研修事業につ

いてなんですけれども、こちらは予算の半分程度

しか使っていないのはなぜかということです。 

  次が54ページの広報広聴事業なんですけれども、

こちら前回も質問させていただいたんですけれど

も、その後いろんな方に聞きましたり、また、要

望をいただいておりまして、やはり広報紙がおし

ゃれになったというような声を子育て世代から聞

いております。ただ、いまだに多くの町民からい

ただいている、特に高齢者の皆さんなんですけれ

ども、やはり見づらいというような話をたくさん

いただいています。本年度の成果で分かりやすく

情報提供するように努めましたというふうにあり

ますけれども、広報みやしろに関しては、ちょっ

とここは当てはまらないのではないかなというふ

うに思います。やはり早急に何とかしてほしいと

いう声をいただいていますので、これは以前にも

質問しましたけれども、何かその後、見やすくす

るための工夫をしたのかというのと、多分高齢者

の読者の方が一番多いと思いますので、高齢者の

読者を想定してレイアウトやデザイン、色使いな

どを考えているのかというのをお聞きいたします。 

  ３点目なんですけれども、60ページの庁用自動

車管理事業なんですけれども、庁用自動車のほう

を電気自動車ＥＶ、もしくはプラグインハイブリ

ッドカーのＰＨＥＶにできないのかということで

す。 

○委員長（山下秋夫君） それは企画財政。 

○委員（浅倉孝郎君） ２点だけお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  まず１点目、決算書50ページの職員研修事業執

行率が50％程度ということでご質問をいただきま

した件について回答させていただきます。 

  こちら研修事業の予算の積算に当たっては翌年

度の研修の受講の状況というのは、なかなか予想

しづらい状況にございます。毎年度予算の積算に

当たっては、大体10月、11月になっておりまして、

様々な研修の項目自体も年度末近くになって新年

度の開催予定が来るということになっておりまし

て、多少多めに研修予算のほうは取っている状況

にございます。 

  令和元年度の執行額、おおむね90万弱になるん

ですけれども、例年と同額ぐらいの執行状況には

なっておりますけれども、多少多めに積算してい

る関係で、どうしても50％から60％の間ぐらいと

いうことになっているという状況にございます。 

  ただ、予算があるということもございますし、

研修については積極的に参加するよう呼びかけは

している状況にございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  広報紙の関係でご質問がありましたのでお答え

します。 

  ご指摘のとおり肯定的な意見、否定的な意見、

両方あるというのは十分承知しております。 

  肯定的なのにつきましては、浅倉議員おっしゃ

ったとおり、やっぱりおしゃれになったとか、気

軽に手に取りやすいというようなところがありま

す。 
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  他方、否定的な意見というのも寄せられており

まして、一番はやっぱりレイアウトが変わりまし

たので、これまで慣れ親しんだ記事の位置が変わ

りますので、非常に探しづらいといったものだと

か、フルカラーにしたことによりまして、ちょっ

と色が多色になりますので、多少色に気を取られ

てしまって文字が入ってこないだとか、読みづら

いというようなことは、広報担当のほうに直接電

話等で寄せられております。 

  それについて広報担当とすると、まずは紙面が

非常に大きくなりましたので、文字のフォントサ

イズだとか行間というのは、今まで以上に工夫で

きるのかなと工夫はしております。 

  あとは、日々の改善としましては、今、埼玉新

聞さんと一緒に広報紙を作っておりますけれども、

広報紙の粗原稿ができた段階で、新聞社の方に来

ていただきまして、その方に見ていただいて、プ

ロの視点でもっとこういうレイアウトがいいとか、

ここはそろえたほうがいいとか、ここは色味をこ

うしたほうがいいというところで、なるたけ多く

の方に手に取っていただいて、かつ読んでいただ

けるというような広報紙を目指しているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 職員研修事業についてなん

ですけれども、私、議員になる前まで東京で働い

ていたんですけれども、議員になってずっとこの

宮代町にいることになって思ったんですけれども、

やっぱり外の情報というのがすごい入りにくいと

いうか、こちらから取りにいくこともなくなって

しまったので、考え方が物すごく狭くなるんだな

というのを自分自身でちょっと感じました。これ

だけの予算があるので、どんどん私は逆に使って

ほしいというふうに考えています。 

  職員の皆さんが新しい情報や考え方、他市町村

の先進的な事例などをどんどん学ぶことで、やっ

ぱり行政にどんどん生かせるんですね。そうする

とそれが町民にも返ってきますので、こちらどん

どんやってほしいです。 

  特に積極的に外部からの情報や知識、考え方な

どと接触して、宮代町の今やっていることは必ず

しも全国市町村のスタンダードではないので、ど

んどんやり方をアップデートしてほしいです。こ

ちら要望になります。なので、どんどん職員の方

に研修していただきたいということです。 

  広報紙なんですけれども、2019年の広報コンク

ールというのがありまして、その町村部を見ると、

特選が愛媛県の内子町、入選が神奈川県葉山町、

愛知県の東浦町、静岡県の吉田町ということで、

これ全てタブロイド紙じゃないんですよね。前の

ような形になっていまして、そもそもタブロイド

判というのは、これは見づらいんじゃないかとい

うふうに感じています。 

  ただ、タブロイド判では、県及び政令指定都市

で特選が青森県、入選が新潟市、静岡市などとな

っていますので、タブロイド判でいくんであれば、

こうしたコンクールで特選入選しているタブロイ

ド判を参考にしていただきたいなということです。

全体的に色使いも、やっぱり高齢者の皆さんを考

えると３色、せいぜい４色程度でお願いしたいな

と。 

  カテゴリー化されていないので、何がどこに書

いてあるのか分からないという声も聞きますので、

例えば右側とか上部にインデックスをつけて、何

ページに何があるというのをお願いしてほしいな

ということです。 

  あと埼玉新聞の方が指導しているということな

んですけれども、そもそも埼玉新聞が見やすいか

というのもありますので、ちょっと大手出版社な
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どからアドバイスをいただいてもいいのかなとい

うことで終わりにいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 今のは要望だけでよろし

いですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 

  総務課関係ですけれども、まず歳入のほうで、

総務課はもう雑入のところになると思うんで38ペ

ージからになると思うんですけれども、実費弁償

金というのは、これは各課がまたがっちゃってい

るから、これは分からないな。空き地環境保全受

託金というのは、これは総務課担当ですか。違う。 

○委員長（山下秋夫君） これは違いますよね。 

○委員（西村茂久君） 違うところね。 

  そうすると、要は予算現額に対して収入済が少

ないのが、これは雑入でいえば学校給食負担金と

雑入か款項目のほうではそうなるんですけれども、

歳入確保というところでは、こういう雑入の関係

も結構しっかり取ってもらわないと駄目なんで、

ちょっと分からないので、途中に補正予算を１億

540万組んでいますから、何でこれを組んだのか

承知していないので分かりませんけれども、そう

いうことだけ、歳入の関係で総務課はあまりない

んで、一応それだけします。 

  歳出のほうで、まず広報広聴事業についてお尋

ねしますけれども、決算で言いますとページ数は

54ページですね、タブロイド判をすることによっ

て印刷製本費が少し高くなっちゃったよというこ

とで、これまでもいろんなタブロイド判に関して

は質問があったんですけれども、これ非常に私か

ら言わせればあまり人気がないというか、保存す

るのに非常に不便なんですよね、あのタブロイド

判というのは。以前の、この前のやつというのは、

全部穴が開いていて、これはとじれて、とじて開

いたんですが、今度のやつはできないと。要は住

民サービスにどうつながっているかということで

お聞きをするんですけれども、本当にタブロイド

判に変更したことによって効果が上がったと理解

されているのか、まず１点ですね。 

  取りあえずそれだけにします。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  ご指摘ありましたタブロイド判の広報紙につい

て、個人的には人気がないと思うというところと

保存が非常に難しいというところで、町民サービ

スにどのように役立っているのかというふうなと

ころで、効果はあったのかというようなところで

ございますけれども、先ほどお話ししたとおり、

賛否があるのは重々承知しております。 

  否の部分につきましては、当然これから今年の

１月ですから始まりましたので、今広報担当は私

も含めて、どういうふうなレイアウト、色使い、

文字使いにするのが一番いいのかというのは模索

中です。皆さんからいろんな改善点を伺えれば、

なるたけそれに沿ったもので、より広く多くの方

に町の情報を届けたいというのが町の考えです。 

  他方、やはりいい面というのは、実際お電話等

で話がありましたけれども、手に取りやすくなっ

たというような意見が、やっぱりご指摘のとおり

若い方から非常にあります。今まで町政、まちづ

くりに関して興味がないといったらちょっと御幣

があるかもしれませんけれども、自分から取りに

いかなかった方が自ら取りにいっているという方

が一人でも二人でも三人でもいるというのが、非

常に効果があると思っております。 

  なので、新しい人の読者を獲得するプラスこれ

までずっと慣れ親しんだ高齢者を含めた多くの読

者にも理解をしていただく見やすくするような納
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得感をいただくような施策というのは、これから

どんどん打っていく必要があるのかなとは思って

はおります。本当に現在、皆様からこれをこうし

たほうがいいんだよというのは、非常にありがた

いご意見ですので、もう日々、毎回、毎号毎号、

頭をひねらせて作っておりますので、ご意見ご要

望とか、もっとこうしたほうがいいんじゃないか

というのはいただけると非常にありがたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  効果があったということですから、それはそれ

で理解をしますけれども、それはあくまで形式じ

ゃなくて中身の問題でよかったということじゃな

いのかな。私はタブロイド判にすることによって

従前とは違う内容が掲載できるというものではな

いと思うので、その辺についてはどうでしょうか

ね。あくまでこれは、内容がよかったからおっし

ゃったようなサービス向上につながった、効果が

あったということになるんじゃないですか。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  再質問、よかったという効果、評価については

中身、内容ではないかというようなところでござ

いますけれども、当然内容について評価をいただ

けるのはありがたいことですけれども、私が先ほ

どちょっとお伝えしたかったのが、例えば表紙に

大きな今まで以上の、新聞サイズの半分の大きな

ところに写真がぼんと来る、広報みやしろという

ロゴにつきましても、若い方にとっても親しみや

すいような形式にしているというようなところで、

若い方がまずはまちづくり、町がどういうことを

やっているのか、町はどういうことを進めている

のかというのを分かっていただくという面で、手

に取っていただくというのは第一歩でございます

ので、そういった意味で効果があったのではない

かというような考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  最後になりますからあれですけれども、今、若

い人若い人とおっしゃるんだけれども、広報みや

しろを読んでいるのは、年寄りのほうが、年寄り

と言ったら変だな、高齢者層のほうが多いんじゃ

ないんですか。私はそう思いますよ。そうすると、

高齢者の方々が非常に読みやすくなった、そして

また保存しやすくなった、そういうことがあって

初めてよかったということになる。若い人たちは

ネットでも調べられるんだから、この形式がどう

であろうとあまり関係ないだろうと思います。 

  タブロイド判になったことで、本当に若者がこ

の広報みやしろを読むようになったんですか、見

るようになったんですか、最後にお尋ねします。

で、高齢者層についてのお考えをお聞きします。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  質問の件で、まず若い人が本当に見るようにな

ったのかというようなご質問ですけれども、そこ

につきましては、正直統計もアンケートも取って

おりませんので、現時点では分からないというの

が正直な答えでございます。ただし、町役場に寄

せられる一部のご意見については、肯定的な意見

を話す方が若い方が多かったというような結果で

ございます。 

  ちょっと誤解があるのかもしれませんけれども、

決して宮代町に住む高齢者の方々に対して読みづ

らくしようとか、何か若者だけにスポットを当て

ようというようなことは決して思っておりません。

先ほどお話ししたとおり、これまで町政になかな
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か自分から参加をしなかった、自分から情報を取

りにいかなかった方というのは、当然町のホーム

ページも見ません。でも、広報というのは、町の

ほうからプッシュ型でご自宅に送れますので、来

たものをそのまま資源ごみに捨てるのか、来たも

のを何だろうと思って開くのかというのは、大き

な違いがあるのかなと思っております。 

  そういった意味で、当然高齢者の方も大事です

し、若者も大事だと、若者にはもしかしたら一定

の効果があるのかもしれないというような認識で

いますので、今後は否定的な意見を考える方のお

話をたくさん聞いて、もっとじゃこういうふうな

色使い、レイアウトにすればいいのではないかと

いうようなことをご提案いただければ当然直して

いきたいですし、お声を聞いていきたいというふ

うに考えております。 

  また、タブロイド判、これまでのＡ４の広報紙

とは全く違いまして、例えば写真を使ったダイナ

ミックな表現というのもできるのかなとは考えて

おります。そういったこれまでの広報紙にはなか

った何か町が生き生きと町民の方にまちづくりを

伝えられるというようなツールとして使っていき

たいと思いますので、引き続き、特にこうしたほ

うがいいんではないかというようなアドバイスに

つきましては、ぜひお聞かせいただければ大変あ

りがたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 質疑なんですけれども、

今の町の広報なんですけれども、８月の「避難の

心得」、すごくよくできているなと私は思ったん

です。マイタイムラインをきちんと出して、防災

の時期に、今はレイアウトだとか色使いだか、そ

ういうもののご要望がありましたけれども、私は

内容がちょっと充実してきているなという印象を

すごく感じています。私が読んでいて、女性が作

っているなっていうそういう意識が、すごい女性

目線というか女性の視点で動かしているんじゃな

いかなという、そんなふうな読みやすいというか、

啓発、こうしていきましょうよというのをさり気

なくやっているという、そういうので、すごく私

は結構感動して毎回見ています。 

  私は若くはないですけれども、特にこの二、三

か月を見ていて、何かこうしてほしいと町からの

思いが伝わってきているなと、ちょっとここのと

ころ感じているところです。やっぱり女性が入っ

ているんじゃないかなというそんなふうな雰囲気

が紙面、子育て世代を意識しているなという紙面

をちょっと感じました。 

  ちょっと質疑としては広報広聴のところの、順

番がちょっと違いますけれども、56ページの秘書

事務事業の26番の寄附金ですよね、この寄附金10

万円なんですが、これは町として出しているんで

すけれども、これは宮代議会としても聞いておき

たいという思いで聞いているんですが、これを出

すというのはどういう経過で、どこでどういうふ

うに決めて、近隣とかそういうようなもの、横並

びとかいろんなことがあるかと思うんで、それに

ついてお伺いしたいです。 

  それから、選挙費の88ページの町会議員選挙な

んですけれども、どこかでこれは出たかもしれな

いですけれども、この年は選挙が３回あって、こ

の町の議員のは町の持ち出しということで、やっ

ぱり民主主義というのはお金がかかるというのは

よく分かって、誰が一応町議会議員に立候補して

もいいんだと思うんですよ。それで、やはり本当

に出るんですかという問合せがあるというのは、

やっぱりあまりよくないんじゃないかなというふ

うに思います。看板の本当に予算をきっちり執行
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したいという気持ちで流用したくないという思い

は本当によく分かるんですけれども、それで今回

公職選挙法が変わって町長選だとか町議会選でも

お金が国のほうから出てくれば、そういう心配は

なくなるのかどうかという、その辺も一緒に聞き

たいと思います。 

  それから、あと特定事業主行動計画とかが今年

度で多分計画を終了したり、また、女性活躍推進

におけるということで、今一生懸命やられている

と思いますが、それについての一つ一つの成果に

ついて確認しておきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁お願いします。 

  総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  １番目のご質問、決算書55、56ページの秘書事

務事業26番寄附金、令和元年台風15号見舞金とい

うことでございますけれども、こちら千葉県の町

村会に対しまして寄附を行ったものでございます

けれども、取りまとめにつきましては、埼玉県の

町村会のほうで皆さんからもし10万円の寄附をし

たいと思うがというところで話がありまして、乗

ったところでございます。 

  こちらにつく町村会、町村につきましては横並

びでやっているような事業でございます。埼玉県

町村会を通じて、千葉県町村会へ見舞金を送った

ものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  ２点目の質問、選挙に関する事項ですけれども、

２月の町議選の際に、立候補を予定されている方

に対しまして職員のほうから立候補の動向の確認

ということで電話をさせていただいた件につきま

しては、たしか３月の予算の委員会のときにもご

指摘いただきまして、その点につきましては、大

変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした

ということで、今後というんですか、そういった

ことはしないということで考えておりますので、

ご理解くださいますようお願いします。 

  この選挙の費用に当たって公職選挙法が改正さ

れまして、今回の一般質問のほうでも選挙公営の

拡大ということで、今後12月の法施行後に執行さ

れる選挙については適用が可能ということで、条

例の整備に向けて現在準備はしているところです

けれども、予算の執行に当たりましては、なるべ

く経費はかけないようにということで考えてはい

るんですけれども、この公営制度が入ることによ

って、見込みが非常にまた難しくなるなと考えて

はおります。 

  ただ、立候補される方というのが、世の中全体

からすると町長選であり町議選というのは無投票

で終わってしまう自治体というのは増えている中

で、そういう状況には宮代町は現在ないというこ

とで、町の議員の選挙については14人の定数のと

ころを大幅に上回る候補者が出ているということ

で、大変いい状況と判断してもいいのかなと思っ

てはおります。 

  条例整備後ですけれども、この予算、来年度町

長選挙が予定されておりますので、その積算に当

たって、どういう積算がいいのかというのは、今

検討中ではございますけれども、立候補される方

の数を見込んで、適正な予算というのを組んでい

きたいと考えておりますので、ご理解くださいま

すようお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 人権推進

室長の柴﨑です。 
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  ３点目のご質問で、特定事業主行動計画につい

ての成果の確認ということでございますが、こち

らは女性活躍推進法、いわゆる女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律に基づきまして、

宮代町の組織として、事業所として事業主特定行

動計画というものを定めているものでございます。 

  ご指摘がございましたように、今年５年目とい

うことで改定ということになっておりまして、現

在改定するに当たりまして進めているところでご

ざいます。 

  その成果につきましては、幾つかの項目に女性

が活躍できる事業所であるということを公表する

ということで、女性登用ですとかの見える化とい

うものを厚生労働省のほうのホームページだった

と思いますが、全国の組織で見える化をしている

ところでございます。 

  宮代町におきましても、ホームページのほうで

公表させていただいておりまして、女性の職員の

採用割合ですとか、採用試験の受験者の女性割合、

例えば女性の職員割合、あと男女別ですが育児休

業の取得率、あと男性の配偶者出産休暇の取得率、

超過勤務の状況、年次休暇の取得率、あとは各役

職の段階における職員に対する女性の割合という

ものを公表させていただいております。 

  毎年、年によって変わることは多くあるんです

けれども、全体的に過去５年を見まして公表させ

ていただいているデータを見ますと、職員の女性

割合というものは増えているかなと思っておりま

す。今年度おきまして４月１日現在ですが、職員

の女性割合は46.5％ということで、約半数が女性

の職員となっているような状況で、女性が多く働

いている職場であると言えるかと思います。 

  また、女性職員の採用割合としましても例年

60％を超えているということでございますので、

多くの女性の職員が採用されているという状況で

ございます。 

  各役職における女性職員の占める割合でござい

ますが、宮代町は大変管理職の割合というのは低

いという段階ではありますけれども、主査級以上

の職員が年々少ないですが増えているというよう

な状況にパーセントとしてはなってきております。

まだまだ「202030」の段階には行かないかと思っ

てはおりますけれども、少しずつ女性の活躍ので

きる職場であるということが成果として上がって

いるのではないかと思います。 

  ただ、マイナス要因といたしましては、男性の

育児休業の取得率ですとか、あと男性の配偶者の

出産休暇ですとかというのはなかなか取得はまだ

できていない状況で、特に育児休業取得率につい

ては男性のほうはゼロというパーセントになって

おりますので、この辺が今後徐々に改善されるよ

うな職場環境になれればと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） ３点質問いたします。 

  自主財源比率が、この30数年間下がり続けてい

るような気がするんですけれども。 

〔発言する人あり〕 

○委員（金子正志君） 歳入で企画財政、分かりま

した。はい。 

  道佛地区が完成いたしましたけれども、道佛地

区の完成した、何世帯で、税金はどれくらい、固

定資産税、都市計画税。 

○委員長（山下秋夫君） ページ数をおっしゃって

ください。 

○委員（金子正志君） 11ページです。 

○委員長（山下秋夫君） 11ページですか。 

○委員（金子正志君） 11ページの固定資産税です。 

○委員長（山下秋夫君） 総務じゃなく、税務課で
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すよね。 

○委員（金子正志君） これも駄目。 

○委員長（山下秋夫君） 税務課です、それは。 

○委員（金子正志君） 失礼しました。 

  それでは、宮代の広報ですけれども、杉戸の埼

玉県信用金庫に宮代の広報がラックに置いてある

んですけれども、杉戸町の町民の方にも宮代のこ

と知ってもらうのに大変よろしいかと思うんです。

ほかにも杉戸町内のどこかに置いてあるんでしょ

うか。 

  それと、もう１点、商工総務課ですけれども、

産業観光課と課を一緒にして課を減らす考えはな

いでしょうか。似たような業務の場合は、一緒に

してもよろしいんではないかなと思うんですけれ

ども。お願いいたします。総務課です。 

○委員長（山下秋夫君） 分からないんですけれど

も、総務課と観光課……。 

○委員（金子正志君） 商工と産業観光です。課の

統廃合を考えるのは総務課の仕事だと思いますの

で、質問いたします。 

○委員長（山下秋夫君） お答え願います。 

  主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  １点目のご質問、広報の杉戸町町内での配置状

況ということでございますけれども、埼信以外に

杉戸郵便局さんのほうに置かせていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  ご質問いただきました課の設置の関係かと思い

ます。現在、商工ですとか観光につきましては産

業観光課ということで、観光部門と商工部門と農

業部門と同じ課でやっております。産業観光課で

すね。 

  全体で見ますと、13の課、室、局ということで、

議会事務局から始まりまして総務課、企画財政課、

住民課、税務課、町民生活課、福祉課、子育て支

援課、健康介護課、産業観光課、まちづくり建設

課、あと会計室と教育推進課ですね、その13の課、

室、局という体制で現在行っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 分かりました。 

  それから、一般の町民の方から質問されるんで

すけれども、役所は何であんなに座っている人が

多いんですかと聞かれるんですけれども、何と答

えればよろしいんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  座っている職員が多いというのが、どういう時

間帯とか状況かというのもありますけれども、当

然通常の事務というのは、デスクワークが主にな

ってきます。ただ部署によっては、外での現場の

確認ですとか、あと町民との折衝ですとか、そう

いったところで出ていく職員も多いです。デスク

ワークが主ということでありますので、そこのと

ころは何と説明していいかというのもこちらもち

ょっと難しいですけれども、基本的にはパソコン

を使って作業するというのが多い状況にございま

す。あとは職員同士の打合せというのもあります

し、ちょっと明確ではないかもしれないですけれ

ども、そのような点で机に向かって座ってしてい

る職員が多いということでご理解いただければと

思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 質問が行ったり来たりです
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みません。広報の話になります。 

  埼信と郵便局というと金融機関ですけれども、

ほかに金融機関がりそなと三井信託と農協と３つ

ありますけれども、その３つの金融機関にも置か

せてもらうということは可能なんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  今おっしゃられました他の金融機関、ほかにも

当然杉田町町内いろんな施設がありますので、お

願いをしてご承諾をいただければ置こうかなと思

いますけれども、今の段階ではまだお願いもして

いないような状況でございますので、お願いをし

てみて、向こうの方がいいですよということであ

れば対応できるかなとは考えております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  １点質問させていただきます。 

  決算書の64ページの女性相談業務についてです。

説明書の66ページにもありますけれども、女性相

談員というのは、どういう方なのでしょうか。 

  それと、相談件数21件ということですけれども、

その悩みなどが解決に向かっているのか。また、

何かそこからつなげられているのかということを

伺いたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 人権推進

室の柴﨑です。 

  ご質問にございました女性相談の件でございま

す。 

  まず、女性相談は月１回、第三月曜日に開催し

ております。相談員につきましては、女性相談ネ

ット埼玉に所属の相談員をお願いしております。

こちらの女性相談ネット埼玉さんは、県内でも多

数の市町村の相談を請け負っている一般社団法人

でございます。宮代町ももう既に七、八年前ぐら

いからベテランの相談員をお願いしております。 

  相談件数なんですけれども22件ということで、

昨年度につきましては、その前年に比べて増えて

いる状況でございます。多くの悩みが、女性の生

き方ですとか、自身の性格というんですか、そう

いったものについて悩まれている方が多くいらっ

しゃるのが今の相談内容の主なものでございます。 

  その方に対して解決策といいますか、悩みが改

善したかというところまでは、やはり相談員です

ので、その方ご自身の考え方ですとか、そういっ

たところだとは思うんですけれども、相談員とい

たしましては、いろいろな経験の中から、その相

談者に寄り添って、その方が今一番どこに本質が

あるのかとか、その方の考えの中の棚卸しという

んでしょうか、そういったところを主に整理をし

ていくということでございます。これは22件とい

うことで人数的には延べ人数にはなるんですけれ

ども、やはり１回１時間という相談時間でござい

ますので、なかなかその相談の中では終わらない

件数もございまして、継続で相談をされて、少し

ずつ気持ちを打ち解けて、前向きに過ごしていこ

うという方が多くいらっしゃるのかなと思っては

おります。 

  この中で、ＤＶの件数ですとか、そういったと

ころにつきましては、やはり緊急性、危険性、そ

ういったものを判断いたしまして、早急に私ども

の人権推進室の職員につなげて対応というのはし

ておりますので、ちょっと別には対応はさせてい

ただきます。 

  やはりそれぞれの内容におきまして、私たち人

権推進室も相談員全てに任せるわけではなく、相

談員と常に情報共有しながら女性相談の業務に努

めております。 
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  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員、よろしいです

か。 

  ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  ２点お願いします。 

  男女共同参画に関してなんですけれども、育児

休暇取得が職員の中で、今ほかの議員の答弁の中

でゼロということをお聞きしたんですが、それは

担当課としてどのように、なぜ出てこないのかと

いうことをどう考えるかお聞きしたいです。 

  民間では、民間でもなかなか進まないところは

ございますが、まず人事部が率先して取る、１か

月、１年取るということをしているようです。や

はり取っていく、誰かがその一番目になる方が多

分いないと思うんですが、それのこれからの対策

と、どう考えるかということです。 

  それと、ページ50ページの職員研修の中で、昨

年はＬＧＢＴのことをやってくださって、職員も

町民に対しても非常によかったなと思うんですけ

れども、こういうものを例えば育児取得とかそう

いう社会の流れとか、そういうものを職員が学ぶ

機会、取れないんじゃなくて取っていいんだ、取

ったほうがいいんだ、取っていくのが今の生活な

んだということを分かるような職員研修というの

はいっぱいやっていると思うので、そういうとこ

ろを町として取り組むのはどうかということが男

女共同参画の関連で質問いたします。 

  あとは、広報紙なんですが、先ほど角野委員も

おっしゃっていましたけれども、女性の視点がす

ごく入っていると思って、内容的に私もすごくい

いなと思うんですが、ページ数が多い。あと読ん

でいてやっぱり両方だと思うんです。町は若い人

にも読んでほしいというターゲットをある程度年

齢下げていると思います。ところが駅に置いてく

ださってありがたいんですが、ちょっとたつと湿

気とかでふにゃふにゃの古新聞の何か乾いたみた

くなっちゃって、みすぼらしく、言葉が変ですけ

れども、何かせっかく頑張って作った広報紙がこ

んな状態というのがあるので、何かあれを見ると、

このままでいいのかなというのがあります。 

  それで、年度途中で変えられたんですが、それ

は何だったのか、４月、年度初めに、さあ新しい

タブロイドでという町民も理解が得られることも

あると思うんですが、何で途中だったのか、ちょ

っと今さらなんですが理由を聞かせていただきた

いのと、女性の活躍推進で、例えばまちづくり建

設課とかでもやっぱり女性が入ったことで、ご相

談とかいろいろな対応が非常に早くなっていると

感じています。ほかの課でも多分女性が入ったこ

とで進んでいることが多いと思うんですが、今後、

ほかの課、学校教育とかも女性職員がいますけれ

ども、今後、町としては女性の活躍、さらにどう

していくのか、ちょっと大ざっぱではございます

が質問といたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 人権推進

室、柴﨑です。 

  男女共同参画の視点での育児休業についてのご

質問にお答えさせていただきます。 

  こちら育児休暇につきましては、先ほどもお話

しさせていただきましたとおり、宮代町は前年度、

男性の取得率ゼロ％というような現状です。それ

に比べるというわけではないんですが、女性の取

得率は100％、皆さん取っていらっしゃるという

ような現実です。 

  男性の育児休業というのは社会的にももう少し

取りましょうというような流れにはなってきてい
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るかと思っておりますけれども、宮代町において

決して今までなかったわけではございませんで、

過去に女性みたいにという言葉は語弊がございま

すが、１年、２年の単位で取るということではな

くて、例えば１週間、２週間、３週間、そういっ

た単位で取られる方もいらっしゃいました。 

  ただ現実、職員の年齢構成にもよるかと思うん

ですが、最近若手の職員がとても増えてきており

ますが、まだ数年前ですと対象となる職員が少な

かったというのも現状ではございますので、今後

様々社会的にも変化がありますし、２番目の質問

に関連してしまいますけれども、育児ですとか、

男性が休暇を取るというような男女共同参画の視

点の研修等も検討してまいりまして、さらに意識

を高めて男女共同参画というようなことを進めて

いければと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  ２点目の広報紙の関係で、２点ということです

ね。 

  まず１点目が、駅等に置いてあると、長期間置

いてあると湿気でよれよれになってしまってみっ

ともないというところでございますので、こちら

ちょっと担当に持ち帰りまして、何かいい改善策

があるかどうか考えてみます。ありがとうござい

ます。 

  ２点目、１月からというところで、その時期の

理由というか、何でなのかしらというところでご

ざいますけれども、広報紙の印刷につきましては、

例年、前年度中に印刷業者を年度末に入札等で決

定します。予算が成立する前でございますので、

当然４月早々からというのはちょっと難しいとい

うところでございまして、年度の途中で切れのい

い１月というところを目途にタブロイドにしよう

という目標を立てて予算を組んで、どういった準

備をするかということで粛々と準備を進めたとい

うふうに聞いてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 広報紙の１月というところ

は分かりました。 

  それで、その広報紙なんですが、やっぱり年齢

によって育児をする子育て支援の年齢の方、高齢

者の年齢の方で、先ほど議員からも出ていました

けれども、ぱっとここは子育ての見たいだったら、

ここ、例えばピンクとか、ぱっと見えるのがあっ

たらすごくいいなというのは、よく見ていて思う

ところです。ぱっと分かりやすいというのは、ほ

かの広報紙でもよくあるところなんですが、いろ

んな色使いをもうちょっと見やすい、例えて言う

と駅に行くと地下鉄にはこの色、この電車にはこ

の色みたいなのがありますけれども、何かそうい

うふうな誘導みたいな上手なもうちょっと工夫を

していただけたら読みづらいという方も少し読み

やすくなるのかなというのは、それは私の考えで

すけれども、何かそんな工夫もしてほしいと思い

ます。 

  ほかのことは分かりましたので、男女共同参画

のほうの研修もぜひとも入れていただいて、取り

づらくないような、若手の方もたくさん入ってい

らっしゃいましたので、町の職員の方が率先して

取っていただくということになっていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） これは要望でよろしいん

ですね。 

  ここで休憩いたしたいと思います。 

 

休憩 午後１２時００分 
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再開 午後 １時００分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開いたしま

す。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  職員の自己紹介をお願いいたします。 

○総務課文書法規担当主査（松井美絵君） 総務課

文書法規担当の松井と申します。よろしくお願い

します。 

○委員長（山下秋夫君） それでは、午前中に引き

続き総務の審議を行いたいと思います。 

  何か質問ありますか、どなたか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。何点か

ご質問させていただきます。 

  まず、47、48ページの真ん中の一般管理人件費

なんですが、上程説明のときに44名分ということ

でしたが、これは特に町民生活課は生活安全担当、

地域振興担当、あと環境推進担当というのがあり

ますが、これは町民生活課は全員じゃないんです

よね。そこをまず１つ確認したいと思います。 

  それから、職員の給与及び手当の関係で、人事

院勧告に基づく給与条例の改定による給与、手当

は分かるんですけれども、特に管理職特別勤務手

当と超過勤務手当が増加したということで、その

理由は台風19号だということだったんですが、ど

ういうふうな内容になっているのか、大部分が台

風19号によるものなのかどうなのか、その点お尋

ねをしたいと思います。 

  それから、給料及び職員手当の額なんですけれ

ども、前年度比で1,111万円の増額となっていま

す。これについては、超過勤務手当の増加に対応

するために予備費からということなんですけれど

も、その点についてもご説明をお願いしたいと思

います。 

  それから、決算書の次のページ、49、50ページ

の上の３分の１ぐらいのところですか、市町村総

合事務組合負担金というのがございますが、内容

については、定年退職とか勧奨退職者の増加に伴

うものだという説明だったんですけれども、特に

勧奨退職者、宮代町の場合は勧めているんでしょ

うか。企業関係では、よく肩たたきみたいなもの

は聞くんですけれども、これがあるということは

宮代町でも、傾向は分かりませんが、そういうこ

とが行われているのかどうか、その点についても

お尋ねしたいと思います。 

  それからオフィスサポーターの件、53、54ペー

ジなんですけれども、その前に、男女共同参画社

会推進事業が組まれております。これについても

成果書にも書かれておりますけれども、どういっ

た成果があったのか、その点についてご報告をお

願いしたいと思います。成果書では34ページに書

かれておりますけれども、その辺も加味してお願

いしたいと思います。 

  それから同じく53、54ページの顧問弁護士の委

託料費なんですけれども、これも弁護士さんにつ

いては節目節目で替えているのか、それともずっ

てこの顧問弁護士さんは替わっていないのかどう

か、替わっていないとすればどういう理由なのか、

その点もご説明お願いしたいと思います。 

  それから、同じく53.54ページのオフィスサポ

ーター雇用事業なんですけれども、このことで忘

れないうちに、まず宮代町の正職員、令和元年度

の職員数、それから新採用、退職者は何人いたか、

それの合計がどうなっているのか、その点をお尋

ねしたいと思います。 

  それで臨時職員は、賃金については前年度比減

っております。それは任期付職員だとか再任用だ

とかいろいろあると思うんですけれども、その辺
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の理由について、まずお尋ねをしたいと思います。

当初の見込みより少なかった理由をお願いしたい

と思います。 

  それから、53、54ページの広聴広報費、もう前

段の議員さんから言われておりますので、私も議

会だよりを作っておりますので、私自身の感想は、

やはり今までのＡ４よりも大きくなりましたから、

それでカラー化しましたから非常に見やすいです

よ。見やすいんだけれども、逆に、先ほど前段の

議員から言われたように保存しづらい、それから

ぺたっとなって、なかなかこれを立てて、きちっ

としておけないとか、そういう話もあったんです

けれども、この物理的な問題はあるんですけれど

も、私はやはりここで見やすいとか、いやそうは

思わないとかというと、それぞれの立場からあれ

だと思うんですけれども、やはり一度アンケート

を取ったらどうかなと。これは提案なんですけれ

ども、アンケートも読んでいない人ではなくて、

私は毎回読んでいるとか、毎月読んでいるとか、

時々読むとか、そういう項目も入れて、それで年

代も、10代、20代、30代、どういう方から来てい

るか、そういうのを一度アンケートを取って、や

はり町民のために、町民が読みやすい広報紙にし

たい。議会だよりもそうですけれども、だとすれ

ば、議会だよりの場合はあまり、それこそ予算が

ないのでアンケートは取れないんですけれども、

広報紙は、ある程度読まれているという前提で、

どうなんでしょうか。その点、アンケートを取っ

てみたらという。私も聞きます。非常に読みづら

いとか、それから一般の買い物をするときの２枚、

３枚ぐらいだったらタブロイドもいいけれども、

こんなにページ数があるのに何回も何回も大きな

のをしなければいけない、そういった点で読みづ

らいという方もいます。私は、さっき言ったよう

にカラー化されて字も大きくなって、字の間隔も

あるし、読む方によっては読みやすくなっている

のかなというふうには思いますけれども、それだ

けではないとすれば、そういう方法もどうでしょ

うかということで、一度アンケートを取ってみた

らということで、最後ですので、その点お尋ねし

たいと思います。 

  それからもう１点は、たしかタブロイドにする

ときには、予算がこれまでも安価にできるという

こともちょっと耳に記憶があったんですけれども、

むしろやはりカラー化したりして、予算が増えて

いるんですよね。その点では、初めから予算が増

えるということを前提にやったんでしょうか。そ

の点も１点気になるところですので、お願いした

いと思います。 

  それから、先ほども男女共同参画の件でお尋ね

したんですけれども、決算書の61、62ページのほ

うでもあるんですけれども、意識啓発パネル展の

開催だとか、男女相談業務委託経費などいろいろ

あるんですけれども、増額理由に、子育て世代が

参加しやすいよう一時保育もやったということで、

これは大変結構なことだと思うんですけれども、

これが主な理由なんでしょうか。委託料が増えた

理由についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、決算書の73、74ページの公平委員会

運営事業なんですけれども、これは例年いつも委

員さん３名分載っているんですけれども、これに

諮る事案がなかった、案件がないということなん

ですけれども、ここ数年間で、公平委員会運営事

業の中でそういった何か問題はあったのかどうか、

その点もお尋ねしたいと思います。決算では令和

元年度ではないということなんですけれども、そ

ういう事例があったのかどうか、この数年間のス

パンでお願いしたいと思います。 

  それから、先ほど87、88ページの町議選の関係

では、先ほど副課長のほうからも掲示板のスペー
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ス、逆に出るんですか出ないんですか、それは３

月議会で聞いておりますのであれなんですけれど

も、今回の町議選で随分待たされたということが

ありましたよね。私は、みんな出るときには、い

っときでも早く出たいわけですよね。ところが、

受付でいろいろあったのかもしれませんが、私は

逆に何が原因で遅れたのか、仮に遅れたとしても

その方も含めて、遅れるとその方からずっと後は

遅れちゃうわけですよ。全然問題なければ、その

前の人は受付して、早くからすぐ出られると、そ

ういう問題があったときには、その方も受付をし

て、この点について問題だからちょっと残ってい

ただいてという、そういうことをしないと、全部

立候補者がその人以降遅れちゃうわけですよね。

そういう工夫も必要なのかなと、みんなが何で遅

れているんだ、何で遅れているんだというような、

そんなことも言っておりましたので、そういった

工夫も必要なのかなというふうに思ったんですけ

れども、そういうふうにできなかったんでしょう

けれども、その点どういう理由だったのか、その

点についてもお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  何点か質問をいただいている中で、私のほうで

お答えできる部分についてお答えさせていただく

んですけれども、まず、人件費ということで町民

生活課のほうの職員の割り振りというんですか、

どの担当が該当するかということでございますけ

れども、町民生活課のうち除いている職員は、町

民生活課長と環境推進担当の職員でございます。

その職員を除いた方が一般管理費のほうで計上さ

せていただいていることになります。 

  続きまして、管理職特別勤務手当と超過勤務が

増えた理由でございますけれども、まず管理職特

別勤務手当につきましては、昨年度、二度台風が

来まして、その関係で大体34万円ぐらいの管理職

特別勤務手当を支給しております。また、選挙の

執行に当たって支出している部分もございまして、

９万円ほど支出しております。 

  あと超過勤務手当の関係ですけれども、この台

風の関係で、別の質問でいただいている超過勤務

手当の予備費の関係もご一緒にという形になるか

と思うんですけれども、予備費充用ということで

289万1,000円充てていますけれども、こちらにつ

きましては台風の関係でということで不足が生じ

たので予備費を充てまして支出のほうをしたとこ

ろでございます。 

  続きまして、勧奨退職の制度ですけれども、現

在いつから始めたかというのは、ちょっと覚えて

はいないんですけれども、毎年こちらにつきまし

ては、民間でいう肩たたきというわけではないん

ですけれども、職員の判断で早期に退職したいと

いう方がいるかどうかということで確認をとりま

して、本人の希望に基づいて早期退職するという

場合には、そういったものを受け付けるというこ

とで毎年度やっております。あくまでも総務課で

は、町のほうから辞めるように勧めるとか、そう

いう意味ではなくて、あくまで職員の判断でとい

うところで行っている制度でございます。 

  続きまして、職員の数です。職員数でございま

すが、平成31年４月１日現在というのが212名で

ございました。年度途中で増減が多少ございまし

て、職員で退職した方は、年度末の定年退職も含

めますと15人退職です。退職に伴いまして、任期

付の職員を３名採用しております。年度途中で３

名、退職とあとは職員の育児休業の取得等に伴っ

て３名の任期付職員を採用いたしまして、あとは

新採用職員ということで13人です。あとは新たな
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再任用ということで３人増えております。それと

県からの派遣ということで１名受入れしまして、

令和２年４月１日現在で217人ということになっ

ております。 

  続きまして、オフィスサポーターの賃金の関係

ですけれども、こちらは不用額が結構出てはいる

んですけれども、これは年度途中の育児休業です

とか職員の休職等に対応するため、または通常の

事務、お手伝いいただくために予算措置をしてお

るんですけれども、各課の見込みよりも非常にそ

こまで人数を雇う必要がなかったということで、

多めの不用額がちょっと出ているというような状

況にあります。 

  続きまして、決算書73ページ、74ページの公平

委員会の関係ですけれども、議員ご指摘のとおり

令和元年度につきましては、公平委員会に諮るよ

うな案件はございませんでした。ここ数年という

ことで申し上げますと、毎年ない状況にはあった

んですけれども、正式に年度はちょっと私のほう

で今覚えてはいないんですけれども、大変あって

はならないことで、職員のほうで何年か前に逮捕

されるという案件がございましたときに委員会の

ほうを開催しております。それ以外は、案件はご

ざいません。 

  最後に決算書87ページ、88ページの町議選の関

係ですけれども、立候補の受付の際、確かに時間

がかかってしまって、後半の受付の方につきまし

てはお待たせしてしまって、選挙運動になかなか

入れないという状況になってしまったというのは

実際のところですので、大変ご迷惑をおかけして

申し訳なかったと思っております。 

  ただ立候補の受付に当たって、ちょっとどの書

類について不備があったかまでは把握はしていな

いんですけれども、届出いただく書類に不備があ

った関係で、そこで訂正を求めたりしていた関係

で時間を要したと。その届出書類にもよるんです

けれども、その書類が整っていないと立候補の受

付すらできないといった場合もございます。そう

いった場合には、それより後の方を一つずつ番号

を繰り上げていかなくちゃいけない、そういった

事態にもなりますので、一概にその方を別の場所

でやって、次の方を優先にやるということはでき

ない場合もあるんですけれども、ただ書類によっ

てという部分がありますので、事前の説明会から

そうなんですけれども、前もってこちらでの説明

が足りなかった部分というのもあったかと思いま

すので、その説明、あとは書類の事前審査、そう

いったときをうまく利用して、次回、町長選挙が

ありますけれども、町長選挙と町議選、町の選挙

につきましては同じようなことが起きないように

工夫をしてまいりたいと思いますので、ご理解く

ださいますようお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 人権推進

室の柴﨑です。 

  ご質問のございました男女共同参画社会推進事

業、どのような成果があったのかというご質問で

ございますが、こちらにつきましては成果書にも

記載させていただいておりますが、男女共同参画

社会推進事業といたしましては、男女がお互いの

人権を尊重し、個性と能力を十分発揮できる社会

の実現のため様々な事業を実施しております。昨

年度につきましては、昨年度、男女共同参画基本

法成立20年という年でもございましたので、前年

に比べて少し職員研修ですとか住民に対する周知

の研修、そういったものを多く含ませていただい

ております。 

  男女共同参画セミナーにつきましては、今、社

会的にも様々な課題となっておりますＬＧＢＴに
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ついて多く取り上げまして、住民に対しても、ま

た職員に対しても理解を深めることが大切である

ということで、職員につきましては全職員対象に

実施をさせていただいたところです。また、ドメ

スティックバイオレンス、これも今ＤＶと虐待と

いうことが大変社会的な問題になっておりますが、

こちらにつきましても職員の理解も含めて、それ

で円滑な対策、対応、また支援ができると考えま

して、職員に対する研修会も実施をさせていただ

きました。 

  これらのことから、様々な職員に対しても、ま

た住民に対しても男女共同参画社会ということに

つきまして、周知、啓発ができたものと考えてお

ります。 

  続きまして、男女共同参画社会推進事業の予算

の増額理由ということで、予備費のほうから９万

9,000円を充当させていただいておりますが、こ

ちらにつきましては、一時保育業務の委託料にご

ざいます。こちらにつきましては、最近一時保育

の需要が高まっておりまして、昨年度、様々な事

業において一時保育をご利用いただいたため、委

託料が不足したため予備費充当をさせていただい

たものでございます。その他につきましては、予

算の範囲内で全て事業を行っておるところでござ

います。 

  続きまして、弁護士委託事業でございます。弁

護士を変更しているのか、変更していないとすれ

ば、その理由ということでのご質問でございます

が、弁護士につきましては、ここ数年といいます

か、数十年を超えるかと思うんですけれども、弁

護士のほうを大塚弁護士のほうに顧問弁護士委託

料と無料法律相談、あと職員に対する研修会、こ

の３つを委託させていただいております。例年、

この内容の中でずっと継続してお願いしていると

ころでございます。 

  変更しない理由といたしましては、変更しない

ということではなく、長年携わっていただいてお

りますので町政及び町のことをよく存じている弁

護士ということでお願いしてございます。町のほ

うからも弁護士のほうにいろいろご相談させてい

ただいている案件も多くありますので、そういっ

た意味からも弁護士を継続してお願いしていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課の村山です。 

  広報に関して２点ご質問をいただいております

ので、順番にお答えします。 

  １点目が、広報の見やすさとか改善点とかアン

ケートを取ってはどうかというふうな提案をいた

だいております。取る、取らないも含めまして、

はたまた取るのであればどういった方法で、いつ、

どのようにするのかというところも含めまして、

持ち帰りまして担当と相談をさせていただきたい

と考えております。 

  ２点目、タブロイド判に変更するに当たり予算

が増えると見込んでいたかというふうなご質問で

ございますが、令和元年度の当初予算においても

支出については増えると見込んでおりまして、予

算ベースで198万3,000円の増という予算を組ませ

ていただいております。実績につきましては、旧

来のＡ４判の広報紙ですと、ページ数によりまし

て前後はありますけれども、おおむね30万円前後

の費用が一月にかかってございました。タブレッ

ト版に変わりまして、昨年度につきましては表紙

及び特集につきましては、埼玉新聞社のほうにデ

ザイン等を委託してございましたので、70万円程

度の支出を一月にしてございました。今年度から

は職員のほうで表紙並びに特集についても全て編

集をしてございますので、今現時点での一月の支
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出につきましては、おおむね50万円前後というと

ころで、従来のＡ４ベース30万円前後というもの

が、タブロイド判にしたことによりまして50万円

前後になったというふうなことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  先ほどＯＳの賃金の関係で不用額ということで、

１点ちょっと説明が不足していた部分がございま

したので、お伝えさせていただきます。 

  令和元年度につきましては、平成30年度と比較

して下がってはいるんですけれども、そのうち予

算の所管替えをした部分がございまして、子育て

支援課の子育て支援員と保育士２名分の予算を移

管している関係で、その影響で750万円ほど総務

のほうから子育て支援課のほうに予算を移してお

ります。実質的には250万円ぐらいの不用額とい

うんですか、そこにつきましては、先ほど申し上

げた理由ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。答弁あ

りがとうございました。 

  それでは、何点か再質問させていただきます。 

  まず、47、48ページの一般管理人件費の関係で

ございますが、なるほど町民生活課だけ環境推進

担当が入っていないと。そうすると細かく、申し

訳ありませんけれども、町長及び副町長は分かる

んですけれども、それが総務課、企画財政、それ

から会計室、それから町民生活課、これが総務で

すよね。それぞれ何人になっていますか。確認の

ためお願いしたいと思います。 

  それから職員の給与及び手当の関係で、管理職

員特別勤務手当、先ほど34万円というんですけれ

ども、管理職員特別勤務手当だけで31万6,000円

ですから、何の数字かなと、先ほど言った数字は。 

  それと超過勤務手当、これは以前、何回も私は

多過ぎるということで言っていたんですけれども、

今回は台風19号ということを言われましたので、

ああそういうこともあるのかなと。そうすると、

これからこういった自然災害も多くなってきます

し、予算の在り方そのものが変わってくると思う

んですけれども、そういった点で、なかなか難し

いんですけれども、通常の勤務手当、超過勤務手

当、台風19号に充てた分はどれぐらいなのか、参

考までお示し願いたいと思います。 

  決算ですので、ちょっと細かいですがよろしく

お願いしたい。 

  それから、49ページ、50ページの市町村総合事

務組合負担金で、退職者が15人、それから新規が

13名ですか、それで任期付が３名、再任用が３名、

それで県からの派遣が１名、町からも県に対し行

きますけれども、その分も全部入っていますので、

そうすると217人になりますけれども、そういう

ことでいいわけですよねということで、確認した

いと思います。 

  それと勧奨退職者なんですけれども、確かにも

う退職される方は管理者クラスだったら分かるん

ですけれども、あれいつの間にいなくなっちゃっ

たな、あの人はどうしたんだろうと思うようなと

きもあるんですよ、確かに。勧奨退職者というこ

となんですけれども、やはり予算づけするために

も、これは確かに職員から聞いておかなくては予

算もつけられないし、そういう意味では職員の判

断でということはそうなんですけれども、それは

分かりました。もちろん勧奨退職者というものが

あるものの肩たたきではないということは承知し

ていますが、分かりました。 

  それから、オフィスサポーターなんですけれど
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も、いつもこれは聞くんですけれども、オフィス

サポーターは現在何人ぐらいいて、そのうち令和

元年度、2019年度はどれぐらいの方が臨時職員と

して賃金が払われたのか。その点、名簿と実際に

賃金を払われた人数というのは違うと思いますの

で、その点を明らかにしていただきたいと思いま

す。 

  あと男女共同参画社会、確かに様々な人権に関

する理解を深めることを目的にとか、先ほど女性

が本当に輝いて働くというか、そういうことにな

らなければいけないと思うんですけれども、さっ

き言われたようにドメスティックバイオレンス、

最近ではジェンダー平等という、そういうことも

言われています。男性、女性じゃなくて、やはり

一人一人が平等で尊厳ある人間関係をつくってい

かなければいけない、そういうふうに思うんです

けれども、いろいろ職員向けの研修もなさってお

りますけれども、私は、女性の管理職というか幹

部職員が少ないと思うんですね。これはもう昔か

ら変わっていないですよ。もう何年前ですか、昔

は課長もこんなにはいなかったけれども、名前は

言えませんけれども、やはり女性の管理職は１人、

今も課長クラスは１人ですよ。 

  私、これはやはり町長に言いたいんですけれど

も、人事権は町長にあるし、先ほどから13課ある

とおっしゃっていましたが、派遣職員も衛生組合

とか県にも派遣したりしますから、そういうもの

を除いたにしても、除いて13分の１ですよ。率か

らいっても全然低いし、副課長級のクラスでは19

人中ゼロです。それから主幹級まで言っていいの

か分かりませんけれども、18分の２ですよ。少な

くても課長級、副課長級は32人いて１人ですよ。

少ないと思いませんか。 

  口では男女共同参画とか言っているんですけれ

ども、これは町が率先してきちっと進めるべきで

しょう。見本を示さなければだめですよ、これは。

全然変わっていないの。私はもう40年いますけれ

ども、昔は課長級はいませんでしたよ。みんな同

じだったんですけれども、今は、部長クラスはな

いにしても、課長クラスが管理職でしょう。そう

したら課長、副課長、１人ですよ、この中で。旧

態依然、変わっていない。 

  それから中身を聞きますと、昇給試験も全然受

けていないんでしょう、2019年度は。それは無理

して偉くなることはないにしても、私はもう少し

こういうふうに頑張れば、女性も頑張れば管理職

になれるという、そういう見本をちゃんと示さな

いと、まずいんじゃないでしょうか。研修とか何

とかじゃないですよ、職員の体系そのものが女性

を全然重んじていない。 

  これは町長に聞きたいんだけれども、どうなん

ですか、その辺の検討はなされているのか。私は

なされているように思わないんですけれども、そ

れはもう毎回毎回検討していますよと言えるのか

どうか、その点お願いしたいと思います。 

  それから、最後の公平委員は分かりました。 

  町議選の件なんですけれども、これは書類に不

備があった。私はこれはおかしいと思う。事前説

明があって、事前の審査があって、もう当日なん

か、ほかの自治体では事前審査のときに封印しち

ゃって、これは当日持ってくればいいですよだけ

なんですよ。それなのに事前説明とか事前審査が

あって、当日書類の不備があったというのは、ち

ょっと考えられないんですけれども。そうすると、

私はうがった見方というか、候補者が自分の意に

反したことをやられて、言って、遅れちゃったの

かなというふうに思っていたんですけれども、そ

うすると、これは町のほうの、選管としての間違

いだったのかどうか、その辺をもう一度確認させ

ていただきたいと思います。 
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  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  再質問いただきました件につきまして回答させ

ていただきます。 

  まず１点目、決算書47ページ、48ページの一般

管理費の職員の人数でございますが、総務課職員

14人、企画財政課の職員が14人、会計室４人、町

民生活課10人、それと特別職ということで２人、

以上でございます。 

  それと管理職特別勤務手当でございますが、こ

ちらにつきましては、一般会計分として台風対応

の関係で31万6,000円の支出をしております。プ

ラス選挙の関係でということで９万円、合計で40

万6,000円になります。水道の事業会計というこ

とで、これは台風被害の対応のためということで

２万2,500円の支出をしております。 

  台風関連の費用といたしますと33万8,500円の

支出をしております。 

  昨年度、台風が２件ございましたけれども、合

計で47人の職員に支給しております。 

  続きまして、オフィスサポーターの雇用の人数

等ですけれども、こちらにつきましては令和元年

度につきましては、雇用されたのは延べで137名

でございます。オフィスサポーターの支出額です

けれども、2,591万8,865円でございます。 

  続きまして、管理職職員に女性が少ないという

ことで町長のご意見を求められたところではござ

いますけれども、現在、議員おっしゃるとおり課

長級の職員につきましては、女性職員につきまし

ては１人ということになっております。副課長級

で１名、続いて主幹級で２名ということで、町の

中で管理職といいますと、課長級と副課長級と主

幹級ということで合計で４名の女性がおります。

その次の主査級の女性職員ですと10人ということ

になります。 

  やはり組織といたしましても女性の視点も含め

た政策展開というのは重要だと考えております。

先ほどほかの議員の方から広報紙において女性の

視点が随分生かされているという、ああいったお

言葉をいただきまして、そういった形のものが各

方面での政策に表れてくればいいのかなと考えて

おりまして、何とか女性職員の管理職への登用と

いうのは考えてはいるんですけれども、取組は続

けてはいるんですけれども、現在、主査級が10人

ということで、おおむね主査級職員の４分の１ぐ

らいが女性ということになっております。これは

正確な数字を私は以前のは覚えていないので何と

も言えないんですけれども、主査級の女性職員も

ちょっと増えてきているかなと感じておりまして、

これから主幹、副課長、課長と段階を踏んで上っ

ていっていただける職員というのがいるのかなと

考えておりますので、まだ取組は足らない部分が

あるかと思います。もっともっとその主査級に上

がる職員も必要ですし、管理職として上がる職員

も必要だと考えておりますので、私からのこの女

性職員の登用に関しての説明は以上となります。 

  町議選の関係ですけれども、ちょっとどのよう

な不備があったかというのは、再度細かく確認さ

せていただいてでないと明確な回答はできないの

で、大変申し訳ないんですけれども、確かに選挙

運動というのは立候補届出を済ませて、すぐにや

っていただきたいということで、説明会の段階か

らいろいろな手続について説明はさせていただい

ております。そのための事前審査というものがあ

ると、こちらとしてもそういう意図でやっており

ますし、立候補される方につきましても、そうい

うことをご理解いただいて、早め早めの手続とい
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うのをしていただいているという認識ではおりま

す。 

  明確な回答にはならないかもしれないですけれ

ども、次回の選挙に向けてというんですか、そう

いったことがないようにというのは、対策という

のは考えていかなくてはいけない、また次回から

は恐らく選挙公営という形で、さらに手続が複雑

になるというのもあります。そのためには準備を

どういうふうにやっていかなくてはいけないか、

こちらとしても準備はそうですけれども、立候補

される方につきましても事前にやっていただきた

いこと、あとは一定の手続が終わらないと、逆に

届出に至れないというのもあるかと思いますので、

事前にそこら辺の周知というのはしっかりさせて

いただいて、同じようなことが起こらないように

努力してまいりたいと思いますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 町長。 

○町長（新井康之君） 私のほうから、女性の管理

職登用について少しお答えをいたします。 

  女性の管理職がなかなか誕生しないということ

については、もう丸藤委員おっしゃるとおりだと

思っています。我々もそれはすごく、ある意味悩

みの種だったわけでございますけれども、先ほど

副課長のほうから説明がありましたとおり、どう

しても試験を受けてきて、主査級試験を通らない

と次の段階にいきませんので、まず主査になる気

がなかったといいますか、そういう方が少なかっ

たというのが現状だったと思います。 

  私も課長時代のときに、よく女性職員に試験を

受けましょうというようなことで背中を押してい

たりはしていたんですが、なかなか受けようとし

なかったのも事実でありますし、また、その数年

前は受ける雰囲気ができていなかったといったら

いいんでしょうか、そういうのもあったのも事実

だったと思います。でもここへ来て、今主査級の

女性が４分の１になってきたということは、働き

方改革ではありませんけれども、女性プロジェク

ト、いわゆる女性の仕事の在り方といいますか、

楽しく仕事をするではありませんけれども、自分

たちがきちんと話し合って提案して、それが事業

化していくというような仕事の組み立て方のよう

なものを研修するようなプロジェクトをつくって

何年間かやりました。その結果、その中から試験

を受けてくれるような方々が誕生してきたり、ま

たそういう姿を見て、じゃ私も受けようという方

も増えてきているのが事実だと思います。 

  ですから、ここ数年で始まったことではありま

すけれども、４分の１の主査級が誕生したという

のも本当にここ数年の話ですので、これから徐々

に女性活躍の場をきちんとつくって見ていただく、

若い職員にもその姿を見ていただくということが

一番大事だと思っていますので、これからも引き

続きそういう形で登用できるように、また、ほか

の市町村では主査級試験までを強制的に試験とし

て全職員に受けさせるというような市町村もござ

います。そういうふうにしたほうがいいのかどう

か、我々も相当悩んだんですけれども、今ちょっ

と増えてきたこともありますので、もう少し職員

の自主性といいますか、自分もやってみようとい

うその気持ちを大切にして伸ばしていきたいなと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（山下秋夫君） 副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  ご質問いただいた件のうち超過勤務の手当の関

係で答弁が漏れておりましたので、回答させてい

ただきます。 
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  まず台風15号の被害で超過勤務、支出したのは

13万4,865円でございます。台風19号で支出した

金額というのが292万3,834円です。それ以外が一

般の事務の分ということになってきます。 

  あと一般の事務に含めていいかどうか分からな

いですけれども、昨年度は選挙が非常に多かった

ので、その関係で240万円ほど支出している部分

と、統計調査の関係で23万5,000円ほど、またプ

レミアム商品券の発行事業ということで32万円ほ

ど、あとは保育の無償化に伴いまして100万円ほ

ど支出している状況にございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。答弁あ

りがとうございます。 

  47、48ページの一般管理、人件費の関係ですが、

そうしますと町民生活課の残り、環境推進担当、

これが６人ぐらいということになりますか。それ

が含まれていないということで。 

  それから管理職員特別勤務手当と超過勤務手当、

今、追加で言われましたので、数字が２つの台風

による影響のものということが分かりました。 

  先ほど男女共同参画、職員研修等々も併せて職

員の関係をお聞きしました。そういった理由もあ

るんだと思いますけれども、なぜかということで

非常に気になっておりましたし、首に縄をつけて

まで受けさせるのかどうかというのも、それもま

た非常に酷な問題だと思いますけれども、いかん

せん全然この30年全く変わっていないということ

で思いました。来年はこの管理職、課長も１人退

職するんですよね。そうするとゼロになるわけで

すよ、課長クラスが。突然つくれと言っても、こ

れは難しいと思うので、ほかの自治体では８対２、

極端な話７割５分、２割５分ぐらいの対比でも非

常に女性の管理職は少ないと言われているんです

から、宮代町は13分の１、来年は13分のゼロ、こ

れは問題だと思いますよね。やはりきちっと。 

  それから先ほど副課長級が１人とおっしゃって

いましたが、その女性副課長はどこにいるんでし

ょうか。 

〔「人権推進室長です」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） 兼務ですか。私職員一覧表

を見ているんですよ。副課長のところに入ってい

ますか。新しいやつは入っていないんですよ。今

決算だから令和元年、平成31年度のを見ているん

ですけれども、入っていないんですよ。今は１人

ですよ。令和２年度は。そのとおりですが、だか

ら課長級が１人、副課長がゼロで主幹級が２人な

んですよ。だから極端に少ないと思いましてね。 

  取りあえずそういう問題があるということで、

ぜひ是正をしていただきたいということでお願い

するしかないんですけれども。 

  それから、そういう意味では昇任試験もいろい

ろありますけれども、なるべく受けていただくよ

うに。それから確かに主査級は増えておりますの

で、数年後はかなり期待していいということで、

この場では確認したいと思うんですけれども。 

  それから、先ほど顧問弁護士の関係で、長いこ

とが悪いとは決して言いませんけれども、やはり

長ければ長いなりのデメリットも出てくるのかな

と思いますので、こういった点では、決して悪い

とは言いませんけれども、やはり考える必要があ

るのかなというふうに思いますので、その点も聞

き置きしていただきたいと思います。 

  それから、最後の87、88ページの町議会議員選

挙の関係ですけれども、副課長から間違いなく書

類不備があったということを冒頭に答弁があった

ので、書類不備だと普通は考えられないんですよ。

さっきも言ったように、事前審査でもう封印しち

ゃいますからね。それを持ってこなければ不備に
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なりますけれども、持ってくれば、普通はもうど

んどん進むわけなんですけれども、どなたか途中

でこういうふうになってしまったということを聞

いたもんですから。そうするとこれは後でという

ことなんですけれども、もう執行したことで、副

課長、理由はもう明らかなんでしょう、これは。

書類不備だったんでしょう。そうすると理由がそ

れではつかないでしょうというふうに私は思うん

ですけれども、その点もう一度この点についてお

尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  念のため、ちょっと担当職員のほうに内容を確

認させていただいてもよろしいでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） それでは、ちょっと確認

するまで休憩したいと思います。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○委員長（山下秋夫君） 時間にまだなっていない

んですけれども、全員そろっていますので、ここ

で再開したいと思います。 

  では副課長、回答をお願いします。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  お時間をいただいてありがとうございます。確

認をさせていただきまして、確かに事前審査の際

に書類等を確認させていただいて、選挙管理委員

会のほうで封印をした上で告示日当日にお持ちく

ださいということでお願いはしております。その

まま封印を解かないでお持ちいただければ、内容

は確認済みのものということでスムーズに進むん

ですけれども、場合によっては封印した書類の中

の一部に修正が生じる場合があります。そういっ

た場合には、当然前日とかにおっしゃっていただ

ければ前もって確認ということは可能なんですけ

れども、こういった届出の書類というのを前日ま

でにこちらに持ってきて確認を受けなければいけ

ないという決まりはありません。皆さんのご協力

で、スムーズに進めるためのこちらからのお願い

と立候補を予定されている方のご協力で成り立っ

ているものではあるんですけれども、当日の朝、

立候補受付の際に修正が生じたということで言わ

れることというのもあります。その届出の際に修

正が生じた、それで中身の確認というものをさせ

ていただいた関係で時間がかかったと。前回の町

議選のときは、そのような経緯で立候補の受付に

時間がかかってしまったというものでございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で総務課の質疑を終了したいと思います。 

  ここで暫時休憩を入れたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、暫時休憩前に

引き続き会議を行いたいと思います。 

  これより企画財政課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日の出席している説明員の

紹介をお願いいたします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 
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  副課長の伊東です。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 副課長の伊東

です。よろしくお願いします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 主幹の榎本です。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） よろしくお願い

します。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 主幹の田中です。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） よろしくお願い

します。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 主査の中村です。 

  財政担当の主査の中村です。 

○財政担当主査（中村淳一君） よろしくお願いし

ます。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 管財担当の島村で

す。主査の島村です。 

○管財担当主査（島村 剛君） よろしくお願いし

ます。 

○企画財政課長（栗原 聡君） あと、富永、ちょ

っと、今出かけていて、すぐ戻ってきますので、

接客対応であれなんで。もう１人対応させていた

だきます。よろしくお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入りたいと思います。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括しての質疑をお受けいたします。 

  質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  歳出の58ページで、森林環境譲与税についてな

んですけれども、こちらの使い道というのは基金

の積立金にしているということでしょうか。ほか

に使い道があれば教えてください。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  森林環境譲与税につきましては、その使途とい

うのが限定的に定められておりまして、当町の場

合ですけれども、約15年ほどかけて基金の積立て

をさせていただきまして、今の予定ですけれども、

庁舎等の修繕、木質化というところ、その森林環

境譲与税という性格からして、木材の利用の促進

とか、あとその森林環境の保全に当たっている人

に対するケアだったり、そういった目的が定まっ

ておりますので、当町の場合については、今、木

材を使用しているこの庁舎等の修繕等に使うため

に基金として積立てをさせていただいているとい

う状況でございますので、当面は基金に積立てを

させていただく予定で考えておるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  はい、分かりました。15年間積立てということ

なんですけれども、今、何年ぐらい、もう15年積

み立てているということですか。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  森林環境譲与税につきましては、令和元年度か

ら導入された制度でございますので、積立て１年

目ということになりますので、今後、今のあくま

でも予定です。今、特別会計、国の特別会計で前

借りをして、皆さんから頂く税金というのは令和

６年度以降に住民税という形で頂くわけですけれ

ども、そのパリ協定等の運用を早期に行う必要が

あるということで、国は一応借金を使って、今、

会計にお金をプールして、都道府県及び市町村に

配分をしているというものになります。その制度

が始まったのが令和元年度からということで、１
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年目に当たりますから、宮代町としてはあと14年

ぐらい積立てを行って、ある程度まとまった段階

で、この庁舎等の修繕等に充てたいというふうに

考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員、もうよろしい

ですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。何点かご質問さ

せていただきます。 

  まず、60ページの庁用自動車管理事業なんです

けれども、こちら今、庁用自動車として電気自動

車、ＥＶですね、１台あるかと思うんですけれど

も、今後、ＥＶ、電気自動車、もしくはプラグイ

ンハイブリッドカーをもっと増やしていくのかど

うかということです。 

  というのも、ＥＶ、ＰＨＥＶにすることにより

まして、燃料費は半分以下に下げられて、大幅に

経費を削減することができますし、災害時は蓄電

池としても使えますし、また、問題になっている

地球温暖化の原因である二酸化炭素も出さないの

で、環境に配慮するということですので、今後、

増やしていくのかどうかということが、１点目です。 

  もう一つが、64ページのみやしろ定住促進作戦

なんですけれども、こちら約150万円ほど使って

いますけれども、費用に見合った効果はあったの

かどうかということです。 

  例えば、事業実施によって定住した人が何名増

えたのかということです。 

  同じく、みやしろ初めてツアーなんですけれど

も、これ、どこに行ったのかというのと、行った

先の場所はどう決めたのかというのをお願いいた

します。 

  続きまして、66ページのふるさと納税管理事業

なんですけれども、管理事業費で約3,400万円か

かっております。寄附金が約6,600万円ですので、

半分が管理事業費でなくなっているんです。これ、

管理事業費というのは下げることができないのか

ということです。 

  あと成果についてなんですけれども、その中の

地域の資源ＰＲ情報誌作成とありますけれども、

これ約200万円使われています。これ、町民の皆

さんから情報誌が宮代町、多過ぎるのではないか

というご指摘をいただいていますので、このふる

さと納税でどんな情報誌を何種類出して、どれく

らいの枚数を発行したのかというのを教えてくだ

さい。 

  あと、64ページの対話のまちづくり推進事業な

んですけれども、町長とチャブ台トークの参加者

が４か所で26人というのは、ちょっと参加者が少

ないように思えるんですけれども、こちら町長の

コメントを頂きたいところです。また、参加者の

年齢層も教えてください。 

  続きまして、54ページの便利バスが走る事業な

んですけれども、これ、年々、委託料が上がって

いるんですけれども、その理由を教えてください。 

  次、58ページの庁舎等管理事業なんですけれど

も、庁舎及び進修館の不法駐車対策として看板を

設置等したということなんですけれども、これど

れくらい不法駐車、車と自転車です、があるのか

というのと、現在、どう対応しているのかという

のを教えてください。 

  最後になりますけれども、66ページのＯＡ管理

事業のＯＡ機器のリースなんですけれども、パソ

コンのディスプレイというのはブルーカットの対

応をしているのかというのを教えてください。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課主幹
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の田中です。 

  まず初めに、電気自動車の予定なんですけれど

も、電気自動車、今現状では、役場の管財担当で

管理している車両が全部で34台あるんですけれど

も、そのうちの１台、ご存じのとおり、日産の電

気自動車１台ある状況でございます。 

  今後、環境面の配慮、あるいは災害時の活用、

行政として率先してそういった車両を取り入れて

いくという、模範となっていく必要があるという

ところは十分認識しているところなんですけれど

も、今ある電気自動車については、１回の充電で

半日から１日充電時間がかかる。そのあと、約

130キロぐらいしか走らないとか、あと車両価格

が高い、そういった部分で、まだまだ課題も正直

言ってあったりするような気がします。 

  また、さらにと言ったらあれなんですけれども、

充電する設備も当然つくっていかなきゃいけない

と、そういった課題もありますので、その辺を解

決しながら、その辺の課題を解決しながら、今後、

導入について検討いきたいと考えております。 

  続きまして、５つ目のバスの委託料が年々上が

っているということについてのご質問なんですけ

れども、バスの委託料については、現在のバスの

契約が平成30年から令和４年度までの５年間での

契約になっております。契約更新に当たって車両

が新しくなったので、委託料も上がったというよ

うなことが１つと、あとは、昨年度から今年度に

かけては消費税が上がっておりますので、その分

で上がっていると、ちょっとこれは大きな要因に

なっております。 

  続いて、次にご質問いただきました不法駐車対

策なんですけれども、昨年度大きな問題として取

り上げまして、警備員を配置して、朝、警備員を

進修館の駐車場と庁舎の入り口に立たせて、不法

駐車の取締りというかを行わせていただきました。 

  現在、そのときに、併せて看板のほうも、注意

喚起の看板のほうも設置をさせていただきまして、

現在は朝８時まで門を閉めるというかバリケード

を置く形で、８時になったら警備員が行って開け

るというようなことを徹底しておりますので、現

在は、不法駐車というかほとんどない状態です。

毎朝、ない状態です。 

  日中なんですけれども、これまで日中も不法駐

車と思われる車が結構あったようなんですけれど

も、今年の場合はコロナの関係でイベント等も結

構少なくなってきているので、実際、どうなのか

というのは、正直いって分からない。昨年度はど

こかの部署でイベントをやったりしているのが１

個でもあれば、駐車場がいっぱいになっちゃうよ

というようなことが結構あったんですが、今年は

そういったことが起こっておりません。駐車場対

策の成果と見るのか、コロナの影響というのかあ

るんですけれども、そういった状況でございます。 

  今年度も駐車場警備員の予算を取ってはいるん

ですけれども、そのような状況ですので、使って

っていない状況で様子を見ているという、そうい

った状況でございます。 

  取りあえず以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町長。 

○町長（新井康之君） チャブ台トークの人数と年

齢ということで、ご質問いただきました。チャブ

台トークの人数がちょっと少ないんじゃないかと

いうご質問でございますけれども、昨年度につき

ましては、第５次総合計画をつくることを意識し

ておりましたので、対面式の、町長に、いわゆる

町政報告的なトークではなくて、テーマを決めて、

模造紙に膝を突き合わせて、意見を出し合って、

書いてという研修的な内容で行いましたので、そ

の募集の仕方のこともあり、ちょっと少し敬遠さ

れたのかなというふうに思っています。 
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  今後、第５次総合計画の作成は終わりましたの

で、逆に、もう少しフラットな形で工夫をしてい

きたいなというふうに考えています。 

  あと、年齢は中高年の方がやはり多かったのか

なというふうに思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本です。 

  定住の関係でお答えさせていただきます。 

  150万円の予算、見合っているかどうかという

お話があったかと思います。これについては、そ

のあとの質問として、ツアーの話ですとか、そう

いったことも踏まえてお答えしたいと思いますの

で、ツアーのお話も併せてさせていただければな

と思っています。 

  昨年度のツアーの実績は、２件でございます。

２件のうち、実際に転入された方は、今現在確認

した中では１件となっています。 

  昨年は、東京都港区ですとか、相談も含めます

と野田市ですとか、越谷市、こういったところか

ら、ご相談ですとか、ツアーがあったところです。 

  ちなみに、本年度については６件、ツアーです

とかお問い合わせをいただいています。 

  実際、ツアーは５件ありまして、実は、本日も

ツアーの申込みがありまして、今、これから行く

ような段取りになっているかなと思います。 

  こちらのツアーについては、どちらを回ってい

るかというお話ですが、こちらの希望される方の

ご希望を伺って、ツアーを行っています。よくあ

る流れですと、進修館ですとか、笠原小学校です

とか、図書館、こういった公共施設のほか、ご希

望されているお住まいのある地域の様子というこ

とで、車窓からになるんですが、スーパーですと

か住宅地の様子ですとか、公園の様子ですとか、

そういったところをご案内させていただいていま

す。 

  こういったツアーですとか、町で、「宮代で暮

らそっ」という定住促進のためのホームページを

運営しているんですが、この埼玉県の東部地区で

こういったサイトを運営している場所というのは

非常に少なくて、埼玉県が運営しています移住サ

ポートセンターというところが都内にあるんです

が、こちらに最近問い合わせも多いようなんです

が、この東部地区に関してはこういった形で、移

住に対して開かれている自治体というのがあまり

ないということで、サポートセンターからはよく

宮代町を紹介していただいています。 

  なかなかお電話をして、ツアーに行きたいんで

すというには、ちょっとハードルがやはり高いよ

うで、問い合わせがあってもツアーまでつながる

方というのは実際少ないんですが、こういった移

住に対して、開かれている町だというところをア

ピールしていくということは、非常に大事なのか

なと思っています。 

  これに関連してですが、町ではふるさと納税も

行っておりまして、件数から言いますと、埼玉県

でもかなり上位の件数いただいているところです。

こちらのお礼状にもこういった定住促進のウエブ

サイトのご案内なんかを冊子として入れされてい

ただいて、そういったところからつながって、宮

代町に足を運んでいただいている方というのも、

ツアーに来ていただいた方のアンケートを聞く限

りでは多かったかなというふうに思っています。 

  もう一つ、今回、第５次総合計画では住民意識

調査を行わせていただいたんですが、道佛地区に

過去５年間にお住まいになった方のアンケート項

目の中には、「みやしろで暮らそっ」というサイ

トをご覧になったかどうかという設問も選択肢の

中で設けさせていただいています。そちらを確認
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しましたところ、約８％の方がそちらをご覧にな

っていましたので、これは推測でしかいかないん

ですが、約160世帯から170世帯ぐらいの方には移

住に当たっての参考になったのではないかなとい

うふうに考えているところです。 

  これらを含めまして、150万円の予算というの

が、見合っているかどうかということについては、

ＰＲ効果としては非常にあったんではないかなと

いうふうに考えているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課主幹

の田中です。 

  最後にご質問いただきましたが、ＯＡ管理事業

のパソコンのリースの関係なんですけれども、パ

ソコンのブルーライトについては対応しておりま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  浅倉委員から頂いたふるさと納税の情報誌の関

係でよろしかったでしょうか。成果書のページと

いう理解で、73のところの成果のところにある地

域の資源ＰＲ情報誌等の作成というのを内訳がど

ういうことかということで理解してよろしいでし

ょうか。 

  こちら成果書の36ページと162ページというこ

とで、産業観光課のほうで発行している「宮代

iIine（い～ね）！」機関紙ですね、等の発行に

使わせていただいているという状況でございまし

て、詳細につきましては産業観光課のほうでご確

認をいただければというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） それでは、浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） それでは、再質問をさせて

いただきます。 

  まず、庁用自動車管理事業なんですけれども、

ＥＶのほかにプラグインハイブリッドカーであれ

ば、ガソリンでも走るし、充電もできるというこ

となので、こちらの導入も検討の余地があるのか

なというふうに思っているところです。 

  質問のほうは、今、ＥＶの止まっている隣に充

電設備があると思うんですけれども、こちら庁舎

の電気自動車の充電中は使えないとしても、充電

が終わった後は、これ、一般の町民の方にも開放

できるのかどうかということです。そうすれば、

町の中でＥＶの普及が増えて、また災害時に役に

立つのかなということで、充電設備を開放する予

定はあるのかどうかというのが１点です。 

  先ほど質問しましたふるさと納税の件なんです

けれども、こちらちょっと答えていただけなかっ

たんですけれども、管理事業費が約3,400万円か

かって、寄附金が約6,600万円なので、こちら管

理事業費がもう少し安くならないのかなというの

を教えていただければと思います。 

  あと、便利バスの件なんですけれども、委託料

が上がったということは理解しました。それと同

時にぜひとも一般質問でもしましたけれども、フ

リー乗降制というのをちょっと考えていただけれ

ばなというふうに思います。こちら、平たんなと

ころでやっている町というのはないと思いますの

で、もし、平たんな町でフリー乗降制ができたら、

物すごいＰＲになって、町への視察もたくさん来

るかなというふうに思っているところです。 

  庁舎等の管理事業なんですけれども、こちら車

は分かりましたけれども、自転車はどうなってい

るのかなというのをお聞かせください。 

  もう一つ、これ最後は、要望というのにもなる

んですけれども、庁舎管理のほうで一般の住民、
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特に高齢者の方から庁舎内の便器が洋式じゃなく

て、かつウォシュレットじゃないということを、

これどうにかならないかというのを頂いておりま

すので、こちら洋便器化とかウォシュレットの予

定はないのかというのをお聞かせください。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課主幹、

田中です。 

  順に答弁させていただきます。 

  ハイブリッドカーの導入の検討することについ

ては、これから購入、買い替えの際に選択肢の一

つとして検討させていただきたいと思います。 

  充電設備を一般開放するという話なんですけれ

ども、浅倉委員おっしゃっているとおり、直接そ

ういったことをというところは、私もそうやって

思います。ただ、実際に今ある充電の設備が一般

のものに対応できるのかどうかとか、そのあたり、

ちょっと今、状況が分かりませんので、その辺も

含めて、ちょっと対応のほう検討させていただき

たいと思います。 

  続いて、循環バスのフリー乗車制の件について

は、一般質問で課長のほうからも答弁のほうさせ

ていただいておりますけれども、これからバスの

契約が切れて、これからのバスの、地域交通の在

り方を考えていく際の選択肢の一つとして検討さ

せていただくいいアイデアをいただいたかなと、

担当としても考えておりますので。ただ、宮代町

に、現状に合っているかどうかとか、そういうと

ころを含めて考えていきたいなと思っております。 

  庁舎の自転車の対策なんですけれども、自転車

については警備員をつけてまでという対応は、今

はしておりません。過去に、やっぱり駅に行く人

とかが止めちゃっているとかというのは結構あっ

たので、過去には明らかに役場とかに用がないだ

ろうと思える自転車については貼り紙をして、こ

こは庁舎専用ですよと貼り紙をしたりとか、そう

いう貼り紙をしたりとか、そういう対応をとった

ことあるんですけれども、最近は行っておりませ

ん。庁舎の清掃員とかからもちょっと止めている

方がいるよという情報も、最近入ってきておりま

すので、対応のほう考えておりまして、貼り紙を

新しく最近したんですけれども、それ以外の対応

についても、これから状況を見ながら対応を考え

ていきたいと考えております。 

  あとは、庁舎の便器の洋式、ウォシュレットの

導入につきましては、これも予算の関係もあるか

と思うんですけれども、おっしゃっておられると

おりだと思いますので、検討のほう、すぐに対応

できるかどうか分かりませんけれども、問題意識

として持たせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  先ほどの質問にお答えできていなくて大変申し

訳ございませんでした。 

  経費率、ふるさと納税管理事業3,400万円に対

して、寄附いただいている金額が6,500万円強と

いうことで、経費率が大体、約50％ということで

ございます。これも総務省のルールで、経費率に

ついては50％以内、返礼品の割合については30％

以内ということで決めております。 

  このタイアップ事業者負担金というのは、まさ

にその返礼品に対する、それに見合った金額とい

うことになるわけですけれども、その経費率につ

いては、その返礼品について30％以内というルー

ルが厳密に定められておりまして、その30％以内

目指すために、極力その寄付額をぎりぎりに設定

してやらせていただいていると。すなわちその
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50％の経費率のうち30％はその返礼品の割合にな

っているわけですので、残り20％の経費でやらな

ければいけないということで、それ以外の経費に

ついても非常にぎりぎりのところでやらせていた

だいているというのが実情でして、もちろん、例

えばふるさと納税をＰＲするために、今、ふるさ

とチョイスという形で利用させていただいており

まして、ほかの事業者からも売り込みあります。

その経費率等についてはあまり、さほど変わらな

いです、ほぼ同じ。先行しているので、ＰＲのや

り方が非常にうまく長けていて、また、ほかの市

町村さんとの競争というところでもいろいろＰＲ

の工夫もできているということもあって、そこを

下げることがなかなか難しいというのがあって、

その20％の中で、かつかつの中でやらせていただ

いているというところですので、ここについては

努力をさせていただいているということでご理解

をいただければなというふうに思っております。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 丁寧なご答弁ありがとうご

ざいました。大体分かりました。 

  最後に、ＯＡ機器のほうなんですけれども、パ

ソコンのディスプレイ、ブルーカット対応してい

ないということなんですけれども、職員の皆さん

の職場環境の改善として、ぜひ対応してほしいな

と思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 要望としてお聞きしたい

と思います。 

  それと、まだ質疑ありますか。質疑がある人。 

  質疑、ほかに。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 終わったんですよ、浅倉

委員は終わった。 

  質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。質疑じゃな

いんだけれども、聞きたいこと。あまり時間がか

かるとあれですから、１点だけ、じゃ。 

  庁舎管理事業の関係で。どこを庁舎、修繕した

んだか分かりませんけれども、この間ほかの人の

話も聞いていて、喫煙所の会議室を改修したと、

たばこの問題で、ちょっと問題になったと思うん

ですよ。たしか庁舎内では吸えないと。ところが、

たばこを吸う人は、じゃどこで吸っているか。ま

た、あといろいろ庁舎の清掃をやっている人たち

もたばこ吸っている人がいるようですけれども、

そういう人たちもどこでたばこを吸っていいか困

っているようですけれども。何でたばこを吸えな

いように庁舎の改修をしちゃったのか。ほかの市

町村は、れっきとしたたばこを１億何千万円も収

入があるたばこの税収のために、建物は逆に改修

を、宮代の場合は改修したときなくすんだから、

冷たいやり方なんだよね。ほかの市町村では特別

に吸える場所を、建物を造っているわけだよ、立

派なのを。そういう発想がないのかどうか、それ

だけまず聞きたい。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） お答え申し上げま

す。 

  健康増進法の改正によって、公共施設の喫煙、

建物の中、敷地内については喫煙ができなくなる

ということで相談室等、住民サービスに提供でき

るようにということで昨年度、改修をさせていた

だいたのが庁舎管理事業での庁舎改修費です。 

  敷地内で喫煙についてという件については、こ

の本会議で健康介護課長のほうから、答弁があっ

たとおりの内容ということになります。 

  町の公共施設で、庁舎もそうですけれども、ほ

かの進修館、それから保健センターは当たり前で
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すけれども、ぐるる等についても、同じような対

応をさせていただいているというところです。庁

舎に限ったことではなくということです。 

  これについては、健康増進法の観点から受動喫

煙、たばこを吸わない人に煙が行かないようにと

いうことからのものですので、健康増進法の流れ

でそうなっているということをご理解いただけれ

ばと思いますし、また、健康増進法とはいかなる

ものかというご質問もあるかと思うんですけれど

も、その辺、健康介護課のところでお聞きいただ

くのがいいのかなというふうには思います。 

  庁舎については、本会議で健康介護課長が言っ

たとおり、受動喫煙防止の観点から喫煙所を設け

なかったということになってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） それは、すぐ法律を持ち

出して、宮代町はやらない方向にやるのが、説明

するのがお得意だよね、相変わらず。 

  確かに、会議室の改修は、それは確かに法律で

吸えないと、建物の中では。私が言っているのは

それを言っているんじゃないないですよ。ほかの

市町村では、同じ建物、これ庁舎内でも立派なた

ばこ専門に吸う建物を造っているわけです。そう

いうことをなぜやらないんだと言っている。 

  その法律の問題は今までも聞いていますから、

おおよそ分かりますけれども、私が言っているの

はそうじゃない、分かっているでしょう。杉戸町

なんかすごいですよ、いいの造って。財政だけは、

もらうだけはもらって、たばこの。ほんでそうい

う人たちの対応には冷たい。私はそれを言ってい

るわけ。すぐ法律がどうのこうので、庁舎内では

吸えませんよと、それは説明聞きましたよ。それ

は法律に基づいて、また逃げの答弁考えたんだ、

あんたらは。 

  私が言っているのはそうじゃないんだ、財政が

１億何千万、２億近い金が入るのに、そういう人

たち、またたばこをなかなかやめられない人のた

めに特別に造ってくれないんですかと、それを聞

いているわけよ。そんなことばっかりで、すぐ法

律で逃げることばっかり言ってさ。誰だってでき

るんですよ、そんな答弁は。そういう１億7,000

万も入る人たちのために、また町のために私はど

うして、そういうなぜそういうことをやらないん

ですかと聞いているわけ。やってくださいよと言

いたいけれども、これは決算だから言えないけれ

ども、なぜやらないんだと聞いているだけ。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁、お願いします。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 先ほどと同じ答弁

は申し上げましたので繰り返さないのですが、近

隣だと春日部市、久喜市、久喜市は何か屋上に灰

皿を１個置いて吸うようにしたという、春日部市

は２階の議会のところに１か所置いてあって、た

だ職員にはそこは使うなというような通知が出て

いるというふうには聞いてはいるんですけれども。

杉戸町については、金子委員さんが一般質問頂き

ましたけれども、敷地の中に、建物の裏のほうで

すか、お造りになったという話は聞いています。 

  宮代町の中でもいろいろ、もちろん健康増進法

というのがありますので、町の中で町民の健康と

か、そういったことも含めて話があったんですが、

宮代町の場合は敷地内には喫煙所は設けないとい

うような考えでいくということになったというこ

とで、小河原委員さんの質問には直接、ちょっと

ダイレクトに答えになっていないのかもしれない

ですけれども、町としての考えでそうしたという

ことにはなりますけれども。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 答弁聞いたって小学生の
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答弁と同じなんだよ。もう法律がどうのこうの、

教科書がどうだ、それに基づいてそういうことに

乗っかってそういう答弁はいつも考えているの。

私が言っている質問は違うんです。そういうこと

はやらないんですかと聞いているだけなんだ。す

ぐ法律がどうのこうの。また、かっかかっか私を

来させないほうがいいですよ。やることが全て、

どこかで講演聞いたら、公務員というのはこうい

う仕事だと、いかにやらないかと、いかにそれを

証明するかというのが仕事なんだと。同じだって、

それだと。やっていることは同じ。指導者が言っ

ているのとそっくり同じ。我々がこういうふうに

聞いたりしても。いかに仕事をやらないか、いか

にそれを証明するかというのが日常の仕事なんだ

って、課長クラスは。そういうことだけ聞いてい

るんじゃないというんです、初めから。 

  ほか建物、ちゃんと喫煙所造りなさいと言って

いるんですよ。そういう市町村あるんじゃないで

すか。そういう勉強もしないで。本当に楽な仕事

だよね。法律はやらないほうがいいんだ。それの

理由をつけよう。何とかのために造りませんと。

誰だってできるんじゃないの、そんな。そういう

んじゃないの。ほかの市町村では頭のいい人もい

るんだよ。また、たばこを吸う人のために、また

財政を上げるためにそういうことを考える人がい

るわけよ。宮代はいないじゃない、そういう人。

いつも、また法律だって。何の質問しても、やは

り意味がないよ、もう。今日はやめます、これで。

何の質問しても意味がなし、法律で決めるから。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁なしということで、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） お願いします。 

  32ページの不動産売払収入、普通財産売払収入

がありますが、これについてお願いします。説明

というか。それから、ちょっと私もここのところ

忘れっぽくて、もしかしたら補正だとかであった

のかもしれないですけれども、申し訳ない、もし

間違っていたらすみません。 

  あと、60ページなんですが、工事請負費の庁舎

和室改修工事、これはどこを和室に変えたのかな

というのを参考までにお伺いします。 

  それから、62ページの一番上の委託料、旧ふれ

愛センターの調査設計委託料というのが198万が

ございますが、これは補正ではやらなかったとい

うことなんですね。ちょっと、忘れてすみません。

流用になっているということは、いつのときに流

用にしようとして、流用したのか、その辺をお伺

いします。 

  それから、土地借上料、これが減っているとこ

ろの説明をお願いします。 

  それから、15、工事請負費の公有財産整備、こ

れはどちらのことなのか、お伺いします。 

  それから66ページ、ふるさと納税管理事業に関

してですが、23の寄附金返還金とありますが、こ

れは何なのか、ちょっと教えていただきたいと思

います。 

  それから、成果のほうなんですが、成果書の76

ページの便利バスが走る事業のほうなんです。こ

れちょっと、私、理解不足で申し訳ないです。令

和元年度から高齢者の運転免許自主返納者に支援

をしますよというのが始まったのかなと思うんで

すが、この説明がちょっと、便利バス回数券70枚

で、申請数は129件、利用件数731とは、ちょっと

説明を、申し訳ないです、お願いしたいと思いま

す。 

  それから、58ページの第４次総合計画の公共施

設の再編２期計画というので、令和元年は結構力

が入るんだろうなという思いがしました。でも、
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この予算と決算、ちょっとその辺の感じのことを

教えていただきたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 以上でよろしいんですか。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課主幹

の田中です。 

  まず初めに、決算書32ページの普通財産売払収

入なんですけれども、こちらについては道佛地区

の土地区画整理の保留地が売払収入、売れたとい

うことの収入になります。 

  続いて、庁舎等管理事業の和室改修工事につい

ては、１階の一番北側の清掃員の詰所になってい

た和室のスペースがあったんですけれども、そこ

を改修したというものでございまして、何で改修

したかといいますと、道佛の土地区画整理組合の

職員がこっちに引き上げる人ということで、道佛

の土地区画整理事業に関する書類の置き場所がな

くなってしまったということで、倉庫として活用

したいというお話がありまして、和室を倉庫に改

修したと、書類置場に改修したというものでござ

います。 

  あとは、ふれ愛センターの委託料、ふれ愛セン

ターの関係なんですけれども、こちらはちょっと、

後で答弁させてください。 

  土地の借上料が減っているというお話なんです

けれども、こちらについては土地の借地料の支払

いが減っているということで、平成30年度に西原

自然の森を買収、買取りさせていただきましたの

で、その関係で、それまで借地料だったものがな

くなっているというところが大きなところでござ

います。 

  公有財産管理事業の工事請負費、決算書の62ペ

ージの工事請負費、こちらにつきましては何をや

ったのかといいますと、普通財産の竹林の伐採と

いうことで、普通財産に竹がいっぱい生えていて、

竹林になっていると。隣接の地権者の方からどう

にかしてくれというお話を頂きまして、竹林の伐

採、結構広かったんですけれども、伐採を行った

というものでございます。 

  続いて、便利バス事業です。高齢者運転免許自

主返納者への支援ということで、こちらについて

は昨年度からスタートしたんですけれども、成果

書に書いてあるとおり、運転免許を自主返納され

た満65歳以上の方に、便利バスの回数券70枚、70

回分の回数券を交付させていただいております。

１回きりということで、１回交付したら、もう２

回目はないんですけれども、運転免許証を自主返

納した方に、その証明となる書類を持って役場に

お越しいただけましたら、申請書を書いていただ

いて、その場で便利バスの回数券を70枚お渡しし

ているというものでございまして、こちらについ

ては、高齢者による交通事故を減らしていくとい

う考え方と、あとは便利バスの利用促進、両方を

目的とした事業でございます。 

  成果書で申請者129件というのは、129人の方が

活用されたということ。利用件数731件というの

は、実際に使った枚数です。731枚、令和元年度

中に使われたということでございます。129人の

方に70枚ずつ配ったので、すごい数になるんです

けれども、実際には令和元年中は731枚が使われ

たと、そういったものでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  まず、決算書60ページから62ページの13の委託

料の旧ふれ愛センター、建築物改修調査業務委託

料ということの内容ということでございますが、

ご案内のとおり、旧ふれ愛センターにつきまして

は、現在、社会福祉協議会ですとか、福祉作業所
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の入居に向けて業務等進めさせていただいている

状況でございますけれども、その経費、旧ふれ愛

センターの改修に向けた経費をどこまで圧縮でき

るかといったところで、その閉館後、５年程度経

過している状況の中で、使えるものが、どういっ

たものがあるのだろうかといったことを調査する

目的に計上させていただいているものでございま

して、年度当初においては想定でできていなかっ

た、いわばその旧ふれ愛センターをどういうふう

に活用するかについては、年度途中から具体的に

話が進みましたから、これについては同委託料の

中で、利用を行わせていただいて、公有財産購入

費から流用させていただいて、活用させていただ

いたものでございまして、その旧ふれ愛センター

の浄化槽の状況ですとか、旧ふれ愛センターの建

物の中の電気設備でフルに活用して、極力経費を

抑えたいということで、この建物改修調査の業務

委託料を使わせていただいたということでござい

ます。 

  当初は想定していなくて、公有財産購入費の活

用状況を勘案して流用をさせていただき、活用さ

せていただいたという趣旨でございます。 

  また、66ページのふるさと納税管理事業の中の

寄附金返還金、23節の寄附金返還金についてご質

問いただいたかと思いますけれども、これについ

ては昨年の６月の議会の中で少しご案内をさせて

いただきましたが、いわゆるワンストップ特例、

その納付、寄附金を頂いたときに、その自治体に

自分が赴かなくてもその該当する自治体に連絡が

行くというようなシステムを活用したいという意

向を示した人については、宮代町からその該当す

る自治体に対して連絡すべきことだったんですけ

れども、その電算システムの最終的な操作ミスが

ありまして、そのデータがその当該自治体に届か

ないという事象が発生してしまったと、それが

163人分あったという経緯がございまして、そう

いった中で、実際には宮代町としては自治体に送

るべきデータが十分に送れなかったというところ

で、自治体にそのデータを送ったんだけれども、

その対応が間に合わない、その住民税の控除が間

に合わなかった人が何人か出てしまいまして、そ

の方についてはお金をお返ししたほうがいいのか、

それともご自身で確定申告をしていただけるのか

という意向を確認して、結果として返還を選んだ

人に対してお金を返させていただいた。寄附金を

いただいたんですけれども、その分、お返しをさ

せていただいたという返還金でございます。 

  本来的には寄附をいただいたので、そのまま活

用したいところなんですけれども、そのご意向に

沿わせていただいた。本来的には、申告をしてい

ただくというのが第一義的なものなんですけれど

も、そういったこともなかなか難しい面もあって、

頂いたものについてはお返しをさせていただいた

分があるというものでございます。 

  それと、成果書の58ページ、公共施設再編第２

期計画の、角野委員、それ、予算と決算の乖離が

あるというようなご理解でよろしいでしょうか。 

  ２期計画の中には、公共施設総合管理計画の策

定以降、特に今、中心的には小中学校の適正配置

と併せて借地の解消というのを進めさせていただ

いております。借地の解消というのは、その優先

順位を決めて進めさせていただいているところで

ございまして、特にその公共施設が配置をされて

いて、宮代町が取得すべき優先順位の高いもの、

例えば体育館が乗っかっているような土地ですと

か、学校のグラウンドなど、その優先順位が高い

ものについて、順次、その借地の解消を進めよう

というふうにしておるわけですけれども、当然、

その借地でございますので、相手方との交渉があ

るわけでございます。その予算の規模と併せて、
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相手方のご意向、その土地をお持ちの方のご意向

というのもあって、交渉は進めたもののうまくい

かなかったということもあって、そういった差異

が生じてしまっているということもありますので、

その交渉の結果ということでご理解をいただけれ

ばなというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 今、ご答弁いただきまし

て、ありがとうございます。 

  再質疑の中の60ページの庁舎の和室の絡みなん

ですが、今回、道佛のほうがもう道佛土地区画と

いう事業が終わって大変だったろうなとは思うん

ですが、それに絡めて、書類の置場、今、あそこ

西原公民館、あそこは資料館のが入っていたりだ

とか、結構、前はあそこの進修館のコンテナみた

いなのに入れたり、何か置場というのがあっちに

あり、こっちにありみたいな、その辺を計画的に

は多分できないんだろうと思うんですが、その空

いている空間は本当に庁舎内にはなくて、どこか

考えられるところというのはどうなのかなという

ところをちょっと、再質疑でします。 

  あと、借地、62ページのほうに土地借上げ、西

原の森で借地料がなくなっているということは、

これは買い上げたということで、これは結構なこ

となんですが、この竹林、町有地の管理で竹林が

生えていると、これはどこのことなんですか。差

し支えなかったら教えていただきたいと思います。 

  それから、一番上の委託料の198万ですが、こ

れは福祉作業所、社協に使おうかという、その意

思決定をする前の段階でこういうのを調べないと

意思決定に出せないということでこれをやったと

いうことで流用をしたという話なんですが、当初

予算に計上できなかったと。この意思決定という

のは、全協で聞いたかもしれないんですが、それ

以前の流用というのは、これ、いつその流用しよ

うと、時期的なものはいつだったのか、ちょっと

お伺いします。 

  それから、公共施設の再編についてですが、こ

れは、今回の決算で、国納の保育所の地べたを買

ってくださった、よく頑張ってくださったんだな

と思ったんですが、多分、予算のときだと思うん

ですが、借地、この借地解消というのは、こっち

側に借地解消したくても、なかなかできない、そ

ういう借地の契約というのがあって、そして、そ

れがちょうどうまい具合に、この令和元年度くら

いにうまく切れる、長い10年契約とか、そういう

のがちょうどうまく切れるんだろうなという、何

か、私も資料で見て、今年は頑張ってもらえるん

だろうと思っていたような印象があったんです。

それで、後期実行計画、元年度の下期進捗状況の

借地解消の取組というところに、令和元年度末に

賃貸借契約が満了する１施設に交渉を行いました

がという書き方があって、引き続き交渉を行うこ

ととしました、１年間延長し、というのが、大体、

10年ごとみたいなのが、平成31年、令和元年度、

平成32年、令和２年度ぐらいに切れるのがいっぱ

いあったような気がしたんですが、それの関係で

１つだけ、今交渉しているということなんでしょ

うか。このチャンス、今、交渉しなきゃならない

チャンスは、この元年度、２年度なんじゃないの

かなというふうに契約の年度数を見ると思うんで

すが、その辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思います。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時３１分 
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○委員長（山下秋夫君） 時間前なんですけれども、

全員揃っているようですので再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開くんですけれども、

職員さんの自己紹介を１人するということで、よ

ろしくお願いいたします。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） すみません、先

ほど、開会のときに電話対応で出席できなかった

情報担当主査の富永です。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当主査、富

永です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） それでは、先ほどの角野

委員の質問に対しての回答をお願いいたします。 

  担当主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 主幹の田中です。 

  順に答弁させていただきます。 

  和室の改修の関係で、先に、ちょっと先ほど答

弁が足りなかったところがありますので、１つ、

この関係で訂正をさせていただきます。 

  先ほど、和室の改修については、道佛土地区画

整理の書類の話をさせていただいたんですけれど

も、それもあるんですけれども、それよりも来年

度から開発許可の権限移譲を埼玉県のほうから受

けると、それに当たりまして過去の開発登録簿な

ど、開発許可の権限移譲に伴って必要な書類が大

量に県のほうからこれから宮代町関連の開発許可

書類が送られてくるというのがありまして、その

置く場所を確保しなきゃといけないと、その書類

については都市計画担当の窓口からすぐに取りに

行ける場所にないといけないということで、庁舎

内に置場を整備したというところでございます。 

  先ほどご質問いただきました書類に限らずいろ

んなものの置場所の関係なんですけれども、庁舎

内にある倉庫もある程度飽和状態になっている状

況、文書の書庫は百間中学校の空いている教室を

お借りさせていただいて役場の書庫という形にさ

せていただいております。 

  それ以外の各担当課で所有している物品とか資

材についても、消防署にある倉庫あるいは先ほど

ちらっとお話しいただいた旧西原公民館倉庫、教

育委員会のほうですけれども、そういったところ

に分散して活用している、対応しているという状

況でございます。 

  今後の計画というか何か目安というかルールが

あるのかというところは、正直言って、現在のと

ころ、これから倉庫をどうしていくかという計画

は今のところございません。 

  ただ、ふれ愛センターに社会福祉協議会が移転

することに伴って、庁舎、今の社会福祉協議会あ

るいはひまわり作業所のほうも施設の跡地を考え

ていくといった中で、そういった話、いろんなも

のの置場所としてという活用という話も出てくる

かもしれませんし、それ以外の行政目的でという

話も出てくるかもしれませんけれども、スペース

が何か生み出せそうな場合にはそういったところ

で検討していくといった状況でございます。 

  続きまして、竹の伐採をした竹林はどこかとい

うお話なんですけれども、こちら普通財産の一覧

ということで過去にも資料をお示しさせていただ

いています中にもありますのでお伝えさせていた

だきますが、本田５丁目の日工大の南側にある普

通財産171.8平米に生えている竹を伐採したもの

でございます。 

  続いて、公共施設の用地の取得の関係なんです

けれども、基本的に先ほど伊東副課長のほうから

申し上げましたとおり、建物が建っている、小学

校が建っている、図書館が建っている場所とか庁

舎が建っている場所、進修館の場所、そういった

建物が建っている借地については優先的に買取り

をしていくという方針で対応しております。 



－４９－ 

  借地の契約期間が満了するタイミングで更新前

提ではなくて、まず買取りをさせていただけない

かということでお話をさせていただくのが基本に

なっております。その上で快く、じゃ売りますよ

と言っていただける場合もあれば、ちょっと考え

させてくださいと、考えさせてくださいの中に前

向きなご意向があったものが１年延長したような

形になっているという状況もございます。 

  今年度も幾つかの施設の借地が計画期間の満了

を迎えますので、そこについてもまずは買取りを

させていただけませんかという相談をさせていた

だいた上で対応のほう、協議のほう、用地交渉の

ほうを進めさせていただくと、そういった手順で

進めさせていただいております。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  決算書62ページの旧ふれ愛センター建築物改修

調査業務委託料ということでございまして、検討

の経緯でございますけれども、昨年６月の議会で

福祉的利用について検討を進めるといったご答弁

を町長のほうから申し上げて以降、社会福祉協議

会さんですとか２つの福祉作業所さんと旧ふれ愛

センターの建物の活用に向けて調整を進めてきた

経緯がございます。 

  そういった中で建物を、極力今の状態を生かし

た形で活用していく、そして、経費を抑えつつ最

大限に活用しようといったところで調整を進める

中で、建築物の活用をどこまでできるかといった

ところを調査する必要が出てきたのが今年の１月

の終わりぐらいだったというふうに記憶をしてお

ります。 

  そのため、補正予算が組めない時期にあった関

係もございまして、流用による活用をさせていた

だいたという経緯でございます。３月議会にも間

に合わない状況だったことから、こういった活用

をさせていただいたという状況でございまして、

現在、具体的な設計と施工に向けて進めさせてい

ただいているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ご答弁いただきましてあ

りがとうございました。 

  やはり今の委託料の話なんですが、流用という

といつ流用で、私たちもある程度は知っていたの

にという思いがあったので聞きました。なるべく

だったら、本当は12月の補正で出していただけれ

ばよかったのかなと思うんですが、そういう時事

的な経過があるもので、それはしょうがないのか

なというふうにも思います。 

  それから、竹林、町有地のこの辺は鬱蒼とした

ところでやはり近隣住民が長年ここをどうするん

だろうというところだったので、これは住民サー

ビスの観点からもしっかりとこういうのはやって

ほしいなということで、分かりました。 

  それから、先ほど再質疑でしそびれたんですが、

ふるさと納税の償還金の話なんですが、ちょっと

聞いたことがあったかなというふうに思ったんで

すが、これは、そうしますと寄附金を返還したん

ですけれども、返礼品というのは渡していなかっ

たということで確認していいのかな。そこだけち

ょっと確認します。 

  あと、便利バスの自主返納者の支援ということ

で便利バスのところにこんなふうに書いてあった

んで、ここで聞いていいのかどうか分からないん

ですが、129件申請があったということで、じゃ

65歳とは限らないんですが、免許返納者は町内で

129件というふうに思っていいのか、それとも便

利バスを利用するからといって来られた方という
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ことで、幹線道路の市街化調整区域の人はあまり

入っていない数なのか、その辺ちょっと教えてい

ただきたいなと思います。 

  それから、公共施設の再編というのは、第４次

総合計画でしっかりとこの後期計画にも入れて、

これまで公共施設全てのことなんですが、その中

に借地解消というのをわざわざ入れてあったんで

すが、これは第４次総合計画で取りあえずこうい

う町の方向性を示すというところは、もう入れな

いのか入れるのか、その辺だけお伺いしておきま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長、伊東でございます。 

  まず、ふるさと納税の返還金についてでござい

ますけれども、その多くがお米ですとか巨峰であ

ったり梨であったということもあって、食べ物を

出して返してくださいというわけにはいかないと

いうこともありまして、それについては特段お戻

しいただくということを求めずにご寄附いただい

た金額をお戻しするのか、それとも確定申告をし

ていただけるのかということでのご意向を確認し

て、そのうち14人についてはご自身で確定申告を

いただいたということ、それ以外の方については

ご返還を申し上げたということです。 

  20人については、改めてまた今年度もご寄附を

いただいておりますので、その方には感謝を申し

上げて、返礼品もお送りをしているということで

ございます。 

  また、公共施設の再編につきましては、当然に

継続していく必要があろうかと思っておりまして、

第５次総合計画についても、今現在、検討中では

ございますけれども、４章のところにある方針に

基づいて公共施設整備のマネジメント計画につい

ても改めて策定をして、宮代町の中における公共

施設の在り方についてお示しをしたいというふう

に、今現在、検討中でございますけれども、考え

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 主幹、田中です。 

  便利バスの免許自主返納の申請者129人は、こ

の制度の申請者の数なので、免許返納者の数とは

イコールじゃありません。 

  ちなみに、免許返納者の数については、県のほ

うから町の町民生活課のほうに情報提供があった

資料の提供を受けていますので、ただ令和元年中

ということで年度じゃなくて年なのでしっかりか

み合わないんですが、宮代町、令和元年は192人

の方が返納していると。うち、64歳未満が10人と

書いてあるので182人が65歳以上になるというデ

ータがございます。 

  なので、結構な割合でこっちに来ていただいて

こちらの制度を使っていただいているという状況

でございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  本来なら、決算書に基づいて質問をするところ

なんですが、時間の関係もありますので、決算書

と並んで説明書、それからそれに関係する書類が

提出されておりますので、それらの内容について

お尋ねをいたします。 

  明日以降、監査委員が意見書で触れられており

ますけれども、その総括意見で、やはり一層の歳

入確保と経常経費の節減に努める、効率的に執行

するということを望んでいらっしゃいます。 

  令和元年度の決算の指標がたくさん出されてい

ます。計算書類もありますけれども、それらは細
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かくなっちゃいますので大きなところで質問をい

たします。 

  まず、財政健全化の比率ですけれども、これは

監査委員もお墨つきを与えて良好な基準だという

ことですから、それはそれで結構でございます。 

  問題は幾つかあるんですけれども、その中で特

にお尋ねをしたいのは、まず、説明書でいくと11

ページ、３番の財政指標、その中でそれぞれ比率

が出ておりますが、問題にしたいのは経常収支比

率、これは当然財政の硬直化をはかる指標、この

比率がこれは３か年平均で出ますので単年度じゃ

ありませんけれども、常に93から94を示している

わけです。 

  十数年前もこの数値だったんですけれども、依

然としてこういう状態にあることについて、まず

伺います。 

  それから、もう一つは、これは30年度決算にな

るんで財務書類の４表というやつなんで、今年度

はこれはもらっておりませんのであれなんですが、

一つは、資産形成度ということで町民１人当たり

の資産額、平成30年でいくと120万という数値が

あります。それから、その次は、世帯間の公平性

ということで、純資産比率というのがあって、こ

れが65.2％、それから、持続可能性、これは健全

性をはかるものですけれども、町民１人当たりの

負債額が41万8,000円であるということ、それか

ら基礎的な財政収支が4,000万、最後に、効率性

ということで、行政サービスが効率的に提供され

ているかどうかということで町民１人当たりの行

政コスト、これが54万円という数値が出ています。 

  これらの数値について、現状においてどう認識

されているかということだけじゃなくて、将来、

どういうふうにこれを持っていくべきなのかとい

うことをお尋ねしたいんです。 

  企画財政課というのは、主に財政政策を所管す

るかなり精鋭が配置されていると思いますけれど

も、ぜひ、今現状だけじゃなくて、将来に向けて

やはりこうしていく必要があるという、そのあた

りのことをお話しいただければなと思います。 

  特に、この経常収支比率はどうしようもないん

で、これはなかなか難しいところなんですが、こ

れ財政構造の問題もありますからなかなか難しい

んですけれども、お答えができるようであればお

願いをいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁お願いします。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） それでは、お答え

申し上げます。 

  まず、経常収支比率についてです。 

  経常収支比率については、西村委員おっしゃる

ように平成20年代からほぼ横ばいの数字で比率も

93％台となっております。 

  １つは、経常収支比率そのものが経常的に町民

に対してサービスを提供する経常的な経費の比率

になるわけでございまして、当然、町民に対する

経常的なサービス、例えば医療費の無料化である

とかそういったものを実施していない、あるいは

公共施設の数が少なくて公共施設を維持する経費、

これも経常的な経費になるんですけれども、そう

いったものがない自治体、同じ人口規模でも比べ

ますと80％台の村とか規模の小さな自治体なんか

ですと逆に経常的に町民に対して何か提供する、

その一つの中に循環バスなんかも当てはまるのか

もしれないんですけれども、経常的に町民に対し

て何かサービスを提供するといったものがその比

率が高くなっている要因になってくるかと思いま

す。 

  この10年ぐらいの傾向を見ますと、近隣の自治

体でもやはり同じような数字の伸びといいますか、

宮代町だけが極端に際立ってということではなく
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て、やはり住民ニーズに応じて行政サービスとい

うのを提供していくと高くなっていくという傾向

にはあるようです。特に、今までですと高齢化に

伴う様々なサービスだけではなくて、近年では子

育て関係の経常的な住民サービスというのもあり

ます。そういったこともあって、経常収支比率と

いうのは押しなべて高くなる傾向にあるという理

解でおります。 

  逆に経常収支比率が70％で低いぞといった場合、

見方を変えると何か住民向けに何かそういった提

供をしていないんじゃないかというようなことを

裏返しても見えるわけでございまして、そこら辺

はバランスなのかなというふうに考えています。 

  もう一つ、財務諸表、６月に31年度分のやつに

ついてはお配りしたので後でご覧いただければと

思いますが、傾向とするとおおむね同じ状況とい

うことです。 

  この財務諸表については、もともと夕張市の財

政破綻をきっかけに、一般会計は健全でも出資し

ている第三セクターであるとか特別会計に赤字を

付け替えて一般会計が健全のように見せかけてい

るけれども、そうではなくて町が関わっている全

てのもの、それこそ一部事務組合であるとか第三

セクターであるとか特別会計、それと出資してい

るような団体、全部民間と同じようなバランスシ

ートで見ていきましょうというのが財務諸表にな

ります。 

  これ、着眼点とすると、夕張をきっかけにとい

うことで自治体の財政指標といいますか盲点とし

て一般会計は健全のように見えても特別会計、第

三セクターで赤字があって実は物すごく財政が自

治体が破綻するぐらいの危機にあったというのが

夕張をきっかけにということで出てきています。

そういう中で、これは毎年つくって議会の皆様に

もそれをお示しているというようなものです。 

  西村委員のおっしゃられたいろいろな分析のと

ころについては、確かに、ただ自治体がバランス

シートをつくると道路であるとか建物であるとか

公共施設であるとか橋であるとか、これは一応資

産にはなるんですけれども売却できる資産ではな

いので、下水道もそうですけれども、資産である

んだけれども売却できる資産ではないので、そう

いうのも含めてそれも分かった上で民間と同じよ

うなバランスシートをつくったらどうなるんだろ

うというようなところだと思います。 

  宮代町の財務諸表については、毎年度、議会で

お示しさせていただいたところですが、特段、特

別会計それと第三セクターも含めて赤字というこ

とはないので、そこのあたりについては特に町を

揺るがすようなものがあるというような結論には、

当たり前ですけれども、なってございません。当

たり前ですけれどもなってございませんというの

を示す格好になっているというところでございま

す。 

  ただ、普通の株式会社のように資産があるから

といって公共施設を売却するとか現金に換えると

かということは自治体の場合はできませんので、

そういったつくりになっていますけれども、最初

の話に戻りますけれども、夕張の例を見るまでも

なく、一般会計だけを見て安心しないで見ていき

ましょうというところでの報告ということになっ

ております。ちょっと追加で。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  西村委員からいただきました４表の13ページの

各種財務書類から算出される指標ということにつ

いては、正直、その制度、統一的な基準に基づく

財務書類の整備というのがまだ始まってそこまで

たっていないと、２か年程度、３か年程度という
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こともあって、恥ずかしながら、この数値、先ほ

ど西村委員が申し上げていただいたような町民１

人当たりの負債額41万8,404円というのが本来ど

うあるべきかといったようなこと、また、町民１

人当たり行政コストが54万691円という数字が適

正なのかどうなのかということについては、正直、

まだ深く分析できていないというのが状況でござ

います。 

  少し、この辺については、我々財政担当として

も宮代町としてどういった数字が適正なのかにつ

いては、５か年程度かけて研究を進めて、その辺

の適正な回答というのができるような形で検討を

進めていきたいというふうに思っておりますので、

ご理解をいただければというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） ありがとうございます。 

  確かに、おっしゃるとおりでこれは一つの財務

のいろんな書類から引き出された指標ということ

で何の様式化もされていないやつだというのは理

解しています。 

  ただ、町民から見ると、町民１人当たり税金を

どれだけ納めているかとか、あるいはこの事業に

ついて町民１人当たり何円しているかとか、そう

いう数字は出てくるんですけれども、町全体の資

産、負債、そういうものに対して、じゃ町民に割

り返してみれば大体どういうふうな形になってい

るかということをやっぱり示すのも必要かなと。

ただ、これ精査されていないものだから、そう簡

単には出せないと思いますけれども、でもやっぱ

りこれは非常に分かりやすい数字になると思うの

で、これをもう少し柔らかくして町民の皆さんに

お示しいただければいいのかなと。 

  前段の財政健全化比率について、これが悪い数

値だったら、今ここでは大騒ぎになっちゃうんで

すよね。１項目でも。財政健全化団体になっちゃ

いますから、それがないということだけでもそれ

はありがたいことなんですけれども、また、なる

ような、今、状況に町財政はなっていないという

のは分かりますから、これはあくまで国に提出す

るためのものであって、この数字がいいからどう

のこうのというあるいは悪いからどうのこうのと

いうんだったら大変なことになるんですけれども、

いいと思います。 

  ただ、経常収支比率について、これはどの町村

もやっぱり90％台の前半、場所によっては後半に

入っているところもあると思います。県から示さ

れるいろんなこの関係の財政の指標というのがあ

ると思うんですけれども、その中でも宮代町は決

していいとは思えないんで、この比率が高いとど

うしても単独事業がなかなかできないという、補

助金事業に頼るという、こういう形になってしま

うので、これをどういうふうに改善していけばい

いのかなという。 

  なかなか20年も同じような数字を経過してきて

いるというようなことであるならば、これ以上言

ってもしようがないんですけれども、ちょっとで

もやはり改善できるものがあれば改善をすると、

そういう意味で、監査委員さんがやはり歳入の確

保と経常経費の節減ということに努めなさいよと

いうことが必要になってくると思います。 

  ということで、質問を終わります。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質問。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  １点、ちょっとご説明をお願いいたします。 

  65、66ページの委託料13番、第５次総合計画策

定サポート業務委託なんですけれども、この639

万1,000円のもう少し内容、詳しくご説明お願い
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いたします。それだけです。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課主幹

の榎本でございます。 

  こちらについては、第５次総合計画の策定サポ

ート委託料ということで、昨年来行ってきました

住民意識調査の実施に当たる項目の検討であると

か、実際の実施、分析、そのほか町の社会指標の

分析ということでいろんな統計の分析、そのほか

総合計画審議会をこれまで昨年度は８回行ってき

ていますが、こちらの資料の作成ですとか議事録

の作成、そういったサポートをしていただいてお

ります。 

  最終的に素案としてまとめさせていただいた書

類の作成等、総合的な委託をさせていただいてい

る費用となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員、いかがですか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 分かりました。 

  これで大体金額って、今、分からないと思いま

すけれども、第４次とか、業務委託料というのは

大体同じようなものになるのか、ちょっと10年前

の話だと分からないとは思うんですが、内容的に

とか多分同じぐらいなのかなとは思うんですが、

ちょっと答えられないかもしれないんですけれど

も。すみません、ちょっと確認です。 

  あと、すみません、内容はこういうものを今ま

でしてきたとかということです。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○企画財政課主幹（榎本恭一君） 企画財政課の榎

本です。 

  10年前の契約額ですが、これを実施するに当た

って、もちろん私もそういった前回のどのくらい

かかったかというのは確認はしているんですが、

うろ覚えですが、ほぼ同じぐらいの額だったとい

うふうに認識しています。最終的にはコンペ方式

で業者を決めさせていただきましたが、結果的に

は内容がよかったところが金額的にも安かったと

いうような結果となっています。 

  内容についてですが、議会のほうにも配らせて

いただきました住民意識調査結果などについては、

今回、第４次では行わなかった転入者についても

今回やらせていただきましたので、ボリューム的

にもちょっと意識調査だけでも倍のボリュームに

なっていたり、最近ですと、多くのワークショッ

プですとかそういったこともやらせていただいて

いますので、内容的には第４次総合計画よりも委

託した項目というのは非常に多かったかなという

ふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきたいと思います。 

  まず、歳入の関係で、17、18ページの地方交付

税、これについて成果書の中でも言われておりま

すけれども、地方交付税についての財源の確保に

ついてどういう状況だったのか、ご説明をお願い

したいと思います。 

  それから、歳出では、55ページ、56ページの各

種財政管理費の積立金なんですけれども、特に公

共施設整備基金積立事業なんですけれども、これ

はごみ焼却施設の新炉建設負担準備金、それと借

地解消のための普通財産売払いなどの積立がある

んですけれども、この公共施設整備基金のごみ焼

却施設の負担金については、もう対応はできてい

るものと思うんですけれども、この点についてお

願いをしたいと思います。 

  それから、同じく57、58ページの庁舎等管理事
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業なんですけれども、前年度比に比べ276万円、

これは庁舎改修工事ということなんですけれども、

これについての内容等についてもお願いしたいと

思います。 

  それから、59、60ページの公有財産等管理事業

で、西原自然の森は分かるんですけれども、国納

保育園の購入費用があると思うんですけれども、

これについてもご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、61、62ページの６目企画費の中で、

ちょっと分からないんですけれども、ＯＡ管理事

業における職員端末更新費用に係る月数が説明で

８か月分から２か月分となったことによるものと

いうふうに説明、不用額の関係で言われましたが、

これはどういうことなのか、もう一度ご説明お願

いしたいと思います。 

  それから、197、198ページの公債費なんですけ

れども、これについても不用額が1,561万円、合

わせて出ておりますけれども、これ一時借入金が

なかったためということなんですけれども、あと

借入れの利率が当初見込みを下回ったということ

なんですけれども、もう少し具体的にその点ご説

明をお願いしたいと思います。 

  それから、最後なんですけれども、これは前段

の質問が今ありましたが、経常収支比率が高くな

って、それで財政力指数も非常に悪いですよね。

これはずっとこうなんですけれども、先ほど課長

から、つまり経常経費はやることをやっているか

ら高くなっているという説明がありましたが、そ

れはそのとおりだと思うんですけれども、一面や

はり財政が硬直化している、先ほど前段の委員も

指摘していましたが、やはり窮屈になって首も回

らなくなってしまう、そういう状況になると思う

んですけれども、そういった点では、やはり経常

経費の節減というんですけれども、要求との関係

もありますけれども、どういうふうにこれを減ら

していかなければいけないのか。結局、財政力指

数が悪くなってきますので、もう決算は各自治体

全部そろっていますので、財政力指数はやはり県

内で下から２番目ですか、具体的に数値も押さえ

ていると思うので、その点、参考までお尋ねした

いと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  まず、いただきました質問のうち、地方交付税

の状況についてはどうかというようなご質問をい

ただいております。 

  昨年度、令和元年度分の内容を見てみますと、

例えば社会福祉費、個別算定経費といったものの

中に社会福祉費というのがありまして、保育所の

入所者数が17人増加したということ、それは主な

理由ですけれども、に伴ってその額としては

2,500万円程度上回っていたりですとか、65歳以

上の人口が212人増えたことに伴って2,200万円ほ

どの算定が上がっていたりとか、そういったとこ

ろが大きく作用していて普通交付税が大きく伸び

たといったところでございます。主な理由として

は、ほかにも幾つか要因があるわけでございます

けれども、主に顕著なところはどこかといったと

ころではそういったところ。 

  あわせて、地域振興費というのが個別算定の中

にはあって、人口ですとか面積によって算出され

る費用があるわけでございますが、その単位自体

が下がっていて大きく減少した、これが1,100万

円程度減少したということもあって、その増減の

結果として伸びが見られたといったところで、先

ほどの繰り返しになりますけれども、保育所入所

者数の増ですとか65歳以上の増というのが大きく

影響する、75歳以上ですと340人ほど増えている
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んですけれども、そういった中ではその影響も大

きいというところもあります。 

  普通交付税の算定については、それぞれの項目

によって出てくるわけですけれども、そういった

要因によって大きく伸びているのかなといったと

ころ。 

  また、特別交付税につきましては、12月と３月

に算定が行われるわけですけれども、12月におい

ては、特別交付税のパイ、その全体、交付税の

６％程度が当たりますけれども、その３分の１程

度が算定されるというルールになっていまして、

それが12月に交付され、その12月に算定された以

外のものについて３月に算定されるということで、

この普通交付税で措置されないような各種市町村

独自に見るべき項目について算定が行われ交付さ

れるということもありまして、元年度については

宮代町も700万程度多く、一昨年、30年度と比較

して700万円程度多く算定された経過があるとい

うことでございます。 

  公共施設整備基金につきましては、実際、新炉

建設に向けた貯蓄については、現在、その予定さ

れている額については、基金積立てを終了してい

るという状況もありますので、どちらかというと

公共施設の売却に伴う売却益ですとか駐輪場から

得られる収入、そういったものをその目的に積立

てをさせていただいているというような状況でご

ざいます。 

  あと、197、198ページの公債費の不用額につい

てはどういう状況かということでご質問をいただ

いたということでご理解させていただいて。 

  特に元金については750万円程度出ているわけ

ですけれども、もともと30年度で借入れてしまっ

たものとの相殺の中で出たというところが大きく

反映している一方で、利子については、特に臨時

財政対策債についてはその利率が決まるのが当該

年度ということもあって予算編成時においては

１％の利率設定で計算をしてしまっているという

状況もあります。 

  結果としては、0.04という利子に大きく落ちて、

結果としてこういうふうな800万程度の不用額が

生じてしまっているという状況でございまして、

ここについては、令和３年度の予算編成において

は少し見直しをする必要があるかなというふうに

は認識をしておるところでございまして、改善を

していければなというふうに思っております。 

  あと、元金については、一時借入金がなくても

資金運用の中でできたと、前年度からの繰越金と

いうのもあってその中で対応できるもので、その

付け替え、借りずに財政調整基金をうまく活用し

たりとか執行残等を活用して運用ができたという

ふうに理解しているという状況でございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課、田

中です。 

  私のほうから、まず初めに、庁舎管理事業の増

の理由ということで276万円ほど、前年度比で増

だった理由なんですけれども、主な理由といたし

ましては、11節需用費の中の施設修繕料と、あと

は15節工事請負費、こちらは先ほど角野委員から

もご質問いただいた和室改修工事、そういったと

ころが主な要因となっておりまして、施設のほう、

庁舎のほう、出来上がってから15年が経過してお

りましてあちこち傷みが出てきていると、そうい

った状況の中で、昨年度は修繕費の大きなものと

いたしましてはトイレの便器のフラッシュバルブ

の修繕で55万円ほどの修繕あるいは上水受水槽の

薬を注入する装置の改修とか、細かいところも含

めまして大小様々な修繕というのが発生している

と、そういう状況でトータルで276万円ほど増に
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なったというものでございます。 

  続きまして、公有財産購入費の国納保育園の用

地購入の説明ということで、こちらにつきまして

は、購入額は決算書にも書いてあるとおり2,338

万1,400円、面積は1,758平米の土地を購入したも

ので、こちらも借地期間が満了したことに伴いま

して用地交渉した結果、購入に至ったというもの

でございます。 

  もう１点、ＯＡ管理事業の職員端末、ＯＡ管理

事業の具体的には14節使用料及び賃借料の不用額

の関係、1,200万円近い不用額が出ている理由と

いうところになるかと思うんですけれども、こち

らについては、職員の端末、職員が使っているパ

ソコン、こちらのほう、昨年度入替えを行ったん

ですけれども、それを年度当初、早めに交換をし

ようということで計画していたんですけれども、

パソコンと中に入れるソフトの調達の関係で早期

の調達が難しいという状況があったので、調達す

る時期が遅れたということと、あとは、当初見込

んでいたよりも入札をやった結果、安くなったと、

期間が短くなって、さらに価格も半分近くの価格

で調達することができたということで、このよう

な形で不用額が発生したというものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 財政力指数の関係

でご質問いただいています。 

  財政力指数、もちろん、市と町で全体的な状況

は違うわけでして、昨年度、一番新しいのが平成

30年度について、決算について、12月に埼玉県が

出していますので、令和元年度分の財政指標につ

いても同様に今から数か月後、12月に公表される

と思いますが、30年度の数値でご了承いただけれ

ばと思うんですけれども、市が総じて高いのは高

いんですが、宮代町、財政力指数0.64ということ

ですが、秩父市は0.57ということで市の中でも宮

代町よりは低い数字になっています。逆に戸田市

については1.24ということですので不交付団体と

いうこと、あと和光市、1.04ということで不交付

団体になっています。 

  町村の中では、町村の平均が0.65ということで

して、その中で宮代町は昨年度0.64ということで、

宮代町よりどこが低いかというと、低いことをも

ってどうこうということではないんですが、越生

町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿

野町、東秩父村、神川町については宮代町よりも

数値は低いです。松伏町については宮代町と数字

が全く同じという状況になっています。埼玉県内

の町村平均が0.65で、宮代町が0.64ですので、ほ

ぼ平均値かなというふうに考えています。 

  もう一個、埼玉県は首都圏にありますので、ど

ちらかというと全国平均から見ると数値が高い部

類なのかなというふうにもう一方で考えています。

全国的には0.5以下のところが非常に多いという

ところで、今、全国平均の数値はちょっと捉えて

いないんですが、たしか0.5以下だったかなとい

うふうに思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございました。 

  地方交付税の関係ですが、なかなか調整額もあ

って非常に難しいと思うんですけれども、ただ、

以前は普通交付税と特別交付税、普通交付税が

94％の特別交付税が６％相当額ということで言わ

れていたんですけれども、災害復興特別交付税と

いうのは、これはいつごろから特別交付税と分け

て入るようになっているのか、この項目がついた

のは、東日本大震災があって、その後数年経過し

てでしたか、ちょっと記憶にないんですけれども、
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その辺はどういうふうな状況だったのか、ちょっ

と併せてお尋ねしたいと思います。 

  先ほど、保育所の関係とそれから高齢福祉の関

係で65歳以上ということなんですけれども、トッ

プランナー方式の導入はされてもう幾年もなるん

ですけれども、まだトップランナー方式のことが

言われているのかなというふうに思ったんですけ

れども、これはどれぐらい影響しているんでしょ

うか。 

  このトップランナー方式というのは、かえって

査定が複雑になって難しいかなというように思う

んですけれども、これは宮代の場合はどういうふ

うに加算されているんでしょうか、分かればお示

し願いたいと思います。 

  それから、ごみ焼却施設の関係は完了したとい

うことで、分かりました。それから、庁舎の関係

も。 

  それから、公有財産等管理事業なんですけれど

も、これは昨年度の場合は国納保育園の購入だっ

たんですけれども、もう今年度、来年度について

はまた優先して購入するんだと思うんですけれど

も、その辺ではどういうふうな状況になっていく

んでしょうか、この点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、61、62ページのＯＡ管理事業なんで

すけれども、理由は分かりましたが、そうすると

ソフトが遅れたためなんですね。短期間になった

理由は。このソフトというのは全体に関わるんで

しょうけれども、購入するのにソフトを後で購入

する、そういう買換えであれば普通はパソコンを

換えて必要なものは後でということになると思う

んですけれども、その辺はソフトがなければ意味

がなかったのかどうか、その辺、私どもには実務

は分かりませんので、その点についてもお尋ねし

たいと思います。 

  あと、公債費の関係は分かりました。 

  借入利率の関係なんですけれども、これは臨時

財政対策債、この利率の関係だけですか。 

  あと、よく言われる公債費の関係なんですけれ

ども、利率が高いのはなるべく借換えしてやはり

利率の低いほうに換えるというのが鉄則だと思う

んですけれども、この令和元年度の場合はそうし

た点ではどうだったのか、お尋ねをしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  交付税についての再質問をいただいておりまし

て、トップランナー方式の状況ですとか、震災復

興特別交付税というところでご質問をいただいた

かなというふうに思っておりまして、制度の変遷

について、今、手元に資料があってお答えできる

のですが、まさに震災が起こった平成23年度に特

別交付税に関する制度の改正が行われて、特例と

して交付税を設けることができるようになってい

るということでして、実際に算定がいつからとい

うのはちょっと手元にないので、後ほど資料を入

手してご回答申し上げたいというふうに思ってお

ります。 

  また、トップランナー方式についても継続して

行われている状況でございまして、元年度につい

てでございますが、例えば先進的に行われている

ような事例として、例えば学校用務員さんを民間

委託するですとか、体育館などを指定管理を導入

したところの費用などを基準値として置いて、そ

の比較によって行うといったものがトップランナ

ー方式と言われているものでございまして、例え

ば、これまでの変遷でいきますと、31年度の取組

としては、特に学校用務員さんの業務ですとか庶

務業務といったものが民間委託を導入された場合
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には、その単位費用として最終年度に当たる年に

おいては例えば小学校であれば298万1,000円とい

ったような費用に見ますといった、その単位費用

を下げて見ますよといったところで、要はやって

いないところには割を食うような仕組みを導入す

るというのがトップランナー方式といったもので

して、宮代町の場合ですと多くは採用されていな

いというのが実情かなと。指定管理の部分では早

期に導入してきたという経緯もありますので、当

然、そこの部分については多く算定されていると

いうふうには思いますけれども、算定の結果とし

て見ているものについては、特にトップランナー

で幾らとして算出されているかというのは結果が

出ているわけではないので、それについて幾らか

というのはちょっとお答えができないということ

でご了解をいただければというふうに思います。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 担当主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課の田

中です。 

  まず、公共施設借地の取得の今後の予定の関係

についてお答えさせていただきます。 

  先ほどもご答弁させていただいたんですけれど

も、基本的に平成29年度に町のほうで借地の具体

的な取得計画というのをつくりまして、そこで対

象施設を具体化しています。具体的には、須賀小

学校、中学校の体育館の敷地、笠原小学校の敷地、

進修館の駐車場、図書館、あと公用車の駐車場と

庁舎の敷地、コミュニティー広場、あと庁舎の駐

車場、その中に国納保育園も入っていたんですけ

れども、昨年度買収したということで、今、早口

で言ってしまって申し訳なかったんですけれども、

要は、箱物が上に乗っかっている借地については

優先的に買取りを進めていくと、その交渉のタイ

ミングというのは、借地契約の期間が満了するタ

イミングということでなっておりまして、これか

らも借地契約が満了するタイミングに合わせて地

権者の方に買い取らせていただきたい旨を相談、

用地交渉のほうをさせていただくという方針とな

っております。 

  続きまして、ＯＡ管理事業のパソコンの入替え

の期間が短くなった、イコール時期が遅くなった

理由でございますけれども、先ほど説明が至らな

くて申し訳ありませんでした。 

  具体的な理由としましては、ウインドウズ、パ

ソコンに入っているＯＳのサポート切れの時期が

重なりまして、全国的あるいは全世界的にウイン

ドウズ10への切替えが進んでいたと。ウインドウ

ズ10が入っているパソコンが手に入りにくい状況

が生じていたということで、業者のほうも大忙し

でなかなか応札してくれる業者を探すのも大変だ

ったということなんですけれども、そういった状

況でウインドウズ10が入っているパソコンがなか

なか手に入らなかったと、それが調達できたのが

年度後半になってしまったというところでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 先ほどの震災特公

の関係でお話しいただいた、もちろん、ここでい

う震災というのは東日本大震災のことでございま

して、埼玉県内ではもらっている自治体のほうが

少ないということで、宮代町は幾ばくでもないん

ですけれども該当しているということです。 

  具体的に、何を名目として幾ばくでもないお金

がというところについては、ちょっと今、手元に

資料がないものですから、後でお知らせ申し上げ

ますので、すみません、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 
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○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございました。 

  そうしますと、まず地方交付税の関係なんです

けれども、これトップランナー方式の導入等によ

っての宮代町の地方交付税がこういうふうに変わ

っているということがあまり言えないんだったら、

あえて成果書に入れることはないんじゃないかな。 

  もちろん、これは導入したときの予算のときも

説明がありましたが、実際、国との関係で、この

関係が本当にどうなのかなというふうに思いまし

たので、担当としても言えないのであれば、わざ

わざ入れる必要がないのかなというふうに思いま

すので、この辺はぜひ検討していただきたいと思

います。 

  それから、公有財産の今後の関係については、

分かりました。 

  あと、先ほど公債費の関係で借入れの関係で償

還を高い利率のものを早く償還して利率の切替え、

これはやはり必要なことだと思うんですけれども、

令和元年度、昨年度についてはどうだったのか、

そのお答えがなかったかなと思いますので、その

点と、それから、ＯＡ機器の関係なんですけれど

も、分かりました。ウインドウズ10、これ個人的

にも皆さんパソコンを買い替えたと思うんですけ

れども、これによる、遅れてはいるんですけれど

も、特にあのときにはメールとかやり取りで突然

パソコンが使えなくなるような、そういう宣伝も

よくされたんですけれども、これについては特に

支障はなかったのかどうか、なかったとは思いま

すけれども、その点では遅れたということなんで

すけれども、その対処は、じゃどういうふうにさ

れたのか、その点だけお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 最初にトップラン

ナー方式ですけれども、国の意図とすると、いま

だに地方自治体の中には電話の交換であったり庁

舎の清掃であったりとかをそれ専用の職員を雇っ

て運営しているような自治体も、まだ全国の中に

は、国の業務まで役場の職員直営でそれ専属でや

っているというようなところがございます。 

  そうではなくて、業務委託に切り替えて、町民

の皆さんからいただいた税金ですので、経費を控

えて運営している自治体とそうでない自治体とに

差があったりするというところがあって、国のほ

うとすると、もう時代が違うんだから切り替えて

いきましょうよというような考えでやっていると

いうことです。 

  先ほど、副課長のほうから話がありましたけれ

ども、宮代町においては、過去、指定管理で施設

を運営している部分であるとかというのをトップ

ランナー方式の算定ということで出てきています。 

  ですので、国に言われる話ではないのかもしれ

ないですし、その意味では丸藤委員さんおっしゃ

るとおりで自治体がどう思うかの話なんですけれ

ども、国の考え方はどうもそういう考えのようで

す。 

  ただ、町とすると、国がこういうトップランナ

ー方式をやっているからやっているというわけで

はなくて、宮代町全体の財政運営を考えて一番町

民の利益にかなう方法でということでやっていま

すので、そういった意味でトップランナーありき

でということではないというようなことになりま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  震災復興特別税については、平成23年度の制度

改正後、それから宮代町は算定されていただいて

いるという状況でございます。福島から避難され
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た方に対するケアですとか、そういったものにつ

いての費用について算定をされ、交付税をいただ

いているという状況でございます。 

  公債費については、毎年度、もともと予定して

いたものが利率が高かったものについては財源更

正などを行って、補正予算において財源更正を行

わせていただいている状況で、令和元年度も行わ

せていただいたという状況でございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（田中啓之君） 企画財政課の田

中です。 

  ＯＡ管理事業のパソコンの入替え時期が遅くな

ったことによる支障、影響はなかったのかという

ご質問につきましては、特にトラブル、支障等は

発生しておりませんでした。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で企画財政課の質疑を終了したいと思います。 

  ここで休憩に入りたいと思います。 

 

休憩 午後 ４時４６分 

 

再開 午後 ４時５８分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより会計室の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○会計管理者兼会計室長（大橋洋巳君） 会計管理

者の大橋でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○会計担当主査（加藤智浩君） 会計主査の加藤で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  それでは、質疑ありますか。質疑はありません

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で会計室の質疑を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

  それでは、本日はこの程度にとどめ、次回は９

月11日金曜日、午前10時から委員会を開き、引き

続き町民生活課関係の審査から始めたいと思いま

す。 

  これにて延会といたします。 

 

延会 午後 ４時５９分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（山下秋夫君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は13名であります。定足数

に達しておりますので、９月９日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４２号の審査（町民生活課） 

○委員長（山下秋夫君） これより町民生活課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○町民生活課長（齋藤和浩君） 改めておはようご

ざいます。 

  町民生活課長、齋藤と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  なお、本日出席している職員につきましては、

自己紹介という形でさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） おはようござ

います。町民生活課副課長の山﨑と申します。地

域振興担当と環境推進担当のほうを所管させてい

ただいております。よろしくお願いいたします。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） おはようござ

います。町民生活課副課長の押田と申します。私

のほうでは、危機管理担当のほうを見させていた

だいております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○危機管理担当主査（横溝秀武君） 危機管理担当

主査の横溝と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○危機管理担当主査（田代宇隆君） おはようござ

います。危機管理担当の主査、田代と申します。

よろしくお願いいたします。 

○地域振興担当主査（関根雅治君） おはようござ

います。地域振興担当主査の関根と申します。よ

ろしくお願いします。 

○環境推進担当主査（小林知弘君） おはようござ

います。環境推進担当主査、小林と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。幾つか質問させ

ていただきます。 

  72ページの防災活動事業についてですけれども、

ＡＥＤの賃貸料になります。これ、高齢化が進ん

でいきますと、ＡＥＤを使うケースが増えてくる

と推測されますけれども、町内に現在何か所設置

してあるのかというのと、また使用状況はどうな

のかというのと、今後も増やしていくのかという

ことをお聞かせください。 

  続きまして、74ページの防災コミュニティ促進

事業になります。防災・防犯マスター認定者は、

全部でこれは何人ぐらいいるのでしょうか。また、

年齢層はどれくらいなのでしょうか。今後何名ま

で増やしていくという目標などはあるのでしょう

か。 

  続きまして、地域コミュニティ活性化事業、52

ページになります。 

  集会所の修繕維持管理費の補助で、修繕補助金

が平成30年度と比べて大幅に削減しているのは、

これは何ででしょうか。 
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  それと、もう一つ、上手に使おう集会所事業で、

集会所等を活用した地区、自治会と市民団体と11

件マッチングしたということですけれども、その

後どのような展開があったのでしょうか。 

  続きまして、70ページの環境推進事業なんです

けれども、アライグマやハクビシン、カラスの巣

など、町民の生活環境、または農作物被害につな

がる害獣の対策はどのようにしているのでしょう

か。アライグマやハクビシンの数は増えているの

でしょうか。また被害状況はどうなのでしょうか。 

  続きまして、76ページの防犯活動事業になりま

す。 

  防犯の件で、昨年度宮代町でどれくらいの犯罪

が発生したのでしょうか。例えば振り込め詐欺と

か空き巣とか痴漢、窃盗などですね。 

  こちら、最近若い人を中心に夜中に県道を多く

歩いていることが多く見受けられます。うちの前

の県道もそうなんですけれども。先日うちの娘が

習い事から帰ってくると、自宅から黒いリュック

をしょった人が出てきたということで、私もちょ

っと危険だなと思ったんですけれども、追いかけ

たところ、マスクもしていない全身真っ黒な服装

の若い男性かと思ったら、アジアの女性なので驚

きました。近所に聞きますと、最近見知らぬ人が

家の中に来たりということもあるそうです。近隣

の方から怖いという話も聞いております。また小

中学生が見知らぬ人から声をかけられたり追いか

けられたりするケースもあります。防犯パトロー

ルなどを強化していただきたいところなんですけ

れども、そこで質問になります。 

  職員による防犯パトロールですけれども、これ

まで何か成果はあったのでしょうか。例えば不審

者を発見して通報したことなど。 

  続きまして、76ページの進修館管理事業になり

ます。 

  進修館は、1980年にできまして40年経過しまし

た。修繕工事費は年々どれぐらい増加していくの

でしょうか。また、大規模修繕などを今後してい

くのでしょうか。もしするのであれば、いつ頃を

想定しているのでしょうか。 

  もう一つ、市民活動地域資源の縁結び事業で、

やりたいゾゥ登録者と市民活動団体のマッチング

件数が32件ということですけれども、マッチング

をどんな事業を展開しているのでしょうか。 

  130ページの環境衛生事業になります。 

  野外焼却で明らかに事業者と思われる方や一般

家庭の方がごみを野焼きしている光景をいまだに

見られます。野焼きはダイオキシン類など有害物

質が発生して人体に被害が出るだけではなく、廃

棄物処理法に違反する立派な犯罪行為です。これ

はどのように対応しているのでしょうか。 

  また、水質にも苦情があるということでするこ

れ、どんな苦情なのでしょうか。 

  132ページの清掃総務事業になります。2025年

に久喜市に新しい清掃工場が竣工し、久喜宮代衛

生組合は解散します。宮代町は久喜市にごみ処理

を委託するようになります。現在久喜市の審議会

では、今行っているプラスチックなどの分別はし

ないで可燃ごみにする方向性で話が進んでいます。 

  どのような手法で委託料が決まるのか分かりま

せんけれども、ごみを出せば出すほど委託料が増

えていることは間違いがありません。逆に減らせ

ば、委託料は減るということになります。 

  今から小中学生や一般者向けに今後減量の啓発

をするべきだと考えますけれども、いかがでしょ

うか。 

  続きまして、160ページの消防総務事業になり

ます。 

  消防団装備費に35万6,400円を歳出しています

けれども、消防団装備品の老朽化が目立っていま
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す。例えば防火服も古くて重いです。消防団の高

齢化も進んでいますので、軽い防火服の整備が必

要だと考えます。 

  また、防火服を着るときに下のズボンがあるん

ですけれども、こちらもかなり古いので、サイズ

が25センチとかそういうものもあるんですね。そ

ういったときに履くのに苦労したりしますので、

古くなった備品の更新をしてほしいという団員か

らの要望を受けています。消防団備品のさらなる

充実を図っていってほしいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

  すみません、長くなりますけれども、最後にな

ります。 

  宮代の魅力推進事業、70ページになります。 

  里山体験事業は、町外の方も多く参加して、子

育て世代に人気が高く、宮代町の魅力を町外に発

信する大きなツールになっています。特に山崎山

トラスト祭やツリークライミング、蛍の鑑賞会、

夜の生き物を観察するスーパーナイトハイクなど

は大勢の親子が参加しています。自然と楽しむこ

とができ、お金もかからないことから、保護者の

皆さんらからも大好評です。ぜひ第５次総合計画

にも里山のイベントを入れてほしいということで

す。 

  質問ですけれども、桜の木の管理です。桜の管

理費に約840本の管理に274万3,600円支出してい

ます。桜は町民の皆さんにとって春の景色として

もちろん楽しみにしているところもあります。た

だ一方で、桜の開花の時期は短く、その後害虫駆

除や剪定など維持管理費にお金がかかるというこ

ともあります。これ以上増やさなくてもいいので

はないかという町民の声もあります。今後桜の木

は増やしていくのでしょうか。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  それぞれの質問に回答のほうをさせていただき

たいと思います。 

  まず、52ページの地域コミュニティーの集会所

の修繕の費用でございます。こちらでございます

が、こちらにつきましては、その年度年度によっ

て修繕の内容、規模が変わっております。その関

係で金額のほうは大きく変更のほうがなっている

ところでございます。その年度年度によって修繕

の内容が違うということでご理解のほういただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２点目の70ページの環境の関係と

いうことでお話をいただいております。 

  害獣駆除の関係でございます。こちらでござい

ますが、今宮代町として、害獣の駆除をさせてい

ただいているのが、主にアライグマでございます。

これは、県のアライグマの防除計画がございまし

て、そちらの計画に基づいて処理のほうをさせて

いただいているところでございます。 

  そのほかにご相談をよく受けるのが、ハクビシ

ンでございます。ただ、ハクビシンは野生鳥獣と

いうことで保護をされている関係から、アライグ

マのように速やかな処理ができないということと

なります。一定の手続を取った後に処理というこ

とになるんですが、これは被害を受けている方か

らの申請があって初めてなされるということでご

ざいますので、今町のほうで主に行っている害獣

の対策につきましては、アライグマがメインにな

っているということでございます。 

  続きまして、76ページの進修館の管理関係でご

ざいます。こちらでございますが、40年経過して

いるということで、進修館、かなり傷みが激しく

なってきております。特に大ホールのエアコン、

２階ロビーのエアコンにつきましては、今年度設
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計を組んでおりまして、設計の内容によって次年

度以降改修のほうをさせていただこうと思ってお

りますが、規模が大きい関係でこちらのほう大き

な修繕費用がかかってくると思われているところ

でございます。 

  続きまして、マッチングの関係でございます。 

  先ほどごめんなさい、地域コミのほうで11件の

マッチングの内容につきまして、お話をさせてい

ただかなくて申し訳ありません。ちょっと戻りま

してお話のほうさせていただきます。 

  11件の地域コミのほうのマッチングでございま

すが、こちらは、各地域でいろいろな事業イベン

トをやられるご相談がございます。そちらの中で、

そちらのイベントで発表ができる、あるいは敬老

会とかで発表ができるとかそういう方のご紹介を

させていただいているのがメインでございます。 

  11件の集会所利用のマッチングということでご

ざいまして、このうち５団体が敬老会のマッチン

グということでさせていただいているところでご

ざいます。 

  続きまして、やりたいゾゥのマッチングでござ

います。すみません、やりたいゾゥのほうは後で

にさせていただきたいと思います。失礼します。 

  続きまして、130ページの環境の関係の野焼き

の対策ということでお話のほうをさせていただき

たいと思います。 

  町のほうにも野焼き、随分苦情のご連絡をいた

だいております。野焼きのほうは、先ほどご質問

にもありましたとおり、法律に違反しております

ので、ご連絡いただければ、速やかに現場のほう

に向かわせていただきます。現場のほうに向かわ

せていただきまして、野焼きの状況を確認させて

いただきます。野焼きの中には、農家の方が行う

やむを得ない野焼き、野外焼却もございます関係

から、野焼きの状況を確認させていただいて、そ

の都度お話のほうをさせていただいております。

ただ、農家の方が行っている除外されている野焼

きであっても、近隣の方にご迷惑がかかっている

状況をお話をさせていただいて、風向きとか曜日

をご検討いただきたいというお話をさせていただ

いているところでございます。 

  続きまして、清掃総務の関係でございます。 

  久喜市のほうにごみ処理のほうを委託するとい

うことで今のところ進んでおるところでございま

す。 

  宮代町のごみ問題、ごみ処理の関係につきまし

ては、今の分類、ごみの分別がございます。それ

が今後どう変化するかは、今後の久喜の状況によ

って変わってくると思いますが、その辺は今後の

状況によってということになると思いますが、ご

みの減量の教育をさらにということでございます。

今宮代町のほうでは、子供たちが環境の関係でキ

ッズＩＳＯとかいろいろやられているところでご

ざいます。その中でいろいろな発表を私のほうも

お聞きしているんですけれども、あのような形で

子供たち、一生懸命環境について考えていること

ございますので、そちらのほうの動きを今後も続

けていただければなと思うところでございます。 

  次に、70ページの魅力推進事業の関係でござい

ますが、こちらお話しいただいたとおり、町外の

利用の方も随分多くご来場いただきまして、非常

にご好評いただいている事業でございます。 

  その中で桜の管理ということでお話をいただい

ているところでございますが、桜につきましては、

ほとんどの桜が河川の管理敷のほうに植栽されて

いるところでございます。従前は桜の木、ああい

う形で植えさせていただくことは可能だったんで

すが、これ以降、今法律、河川法の治水の関係と

かいろいろございまして、新たに桜を植えること

は難しいのかなと思っているところでございます。
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また、河川改修に伴って大規模な伐採も発生する

ところから、今後桜の本数のほうは少なくなって

いくと。極端に短く少なくなるということではな

くて、少しずつ少なくなってくるだろうと思って

おります。かなり老木の桜も増えておりまして、

伐採が必要な状況もございます。その中で少なく

なってくると思うところでございます。 

  すみません、やりたいゾゥのマッチングのほう

は後で回答のほうさせていただきます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田と申します。 

  それでは、まず、１点目、72ページ、防災活動

事業のＡＥＤの賃借料の点についてお答え申し上

げます。 

  ＡＥＤについては、町内に何か所あるのかとい

うご質問に対しましては、町内全体でＡＥＤに関

しましては17台の管理をさせていただいておりま

す。役場のほうで２か所、町内の小中学校で７校

分、総合運動公園１台、進修館１台、社会福祉協

議会１台、保健センター１台、町立図書館１台、

旧生きがい活動センター１台、郷土資料館１台、

はらっパーク１台ということで17台の管理をさせ

ていただいているところでございます。 

  また、ＡＥＤの使用状況については、特段出先

機関等から使ったというような報告は受けており

ませんので、私の認識の中では、使用はしていな

いということで認識をしております。 

  また、今後ＡＥＤについて増やすのかどうかと

いうご質問に対しましては、今現在増やす予定は

ないということで回答させていただきます。 

  続きまして、74ページの防災コミュニティ促進

事業に関しまして、こちらまず、１点目の防災・

防犯マスター認定者、こちらの認定者は何名おる

のかということに対しまして、現在のところ、延

べで162名の認定者がいるところでございます。 

  こちらに関しましては、防災・防犯の両分野に

おける住民１人の力を高めることで各自主防災会

及び防犯会、さらに町全体の防災・防犯を向上さ

せることを目的として実施いたしまして、全６回

の講座を予定しております。８割以上受講した方

を防災・防犯マスターとして認定させていただい

ているところでございます。 

  ２点目のこちらの認定者の年齢層につきまして

は、ちょっと資料がないということで内訳のほう

は私のほうで今現在把握しておりませんので、お

答え申し上げることができないということでご了

承ください。 

  また、目標についてでございますけれども、こ

ちらのほうは、成果書の30ページ、こちらのほう

の後期実行計画の成果目標、令和２年度というと

ことで、防災・防犯マスター修了者年間活動実績

30人以上ということで目標値を挙げているところ

でございます。元年度で言えば、10名の方が認定

として登録させていただいたところでございまし

て、この目標については、年度ではなく、延べと

いうことで捉えさせていただければというふうに

考えているところでございまして、目標について

は達成しているということで認識させていただい

ているところでございます。 

  続きまして、防犯活動事業についてでございま

す。 

  こちらのほうの町の犯罪に関するご質問でござ

いますけれども、町内での犯罪発生状況について

申し上げます。 

  こちらのほうは、自転車の盗難、自動車の盗難、

車上狙い、自動販売機狙い等で令和２年３月末日

現在で16件という数字を拾っているところでござ

います。 

  また、職員のパトロールの成果についてという
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ことなんですけれども、週２回職員によるパトロ

ールのほうを実施させていただいているところで

はございますけれども、特段職員が戻ってきて何

かあったというような報告は直近では受けていな

い状況でございます。しかしながら、過去におい

て一事例申し上げますと、教育委員会の職員が現

場に出ていたときにそのときに何か警察のほうか

ら連絡があって、追っている人がいるということ

で、それらしき人物を見かけたということで、警

察のほうに通報して、その犯人を捕まえたという

ような話は聞いておりますので、そういった事案

が過去に１件あったという記憶を私のほうではし

ているところでございます。 

  最後になりますけれども、160ページの消防総

務事業についてでございます。 

  こちらのほうにつきましては、消防団員の防火

服が古くなってきたとかちょっと重たいというこ

とで、装備品の老朽化に伴って何か考えていただ

きたいようなご要望をいただいたところでござい

ます。 

  こちらのほうにつきましては、各分団、６分団

ございますけれども、定期的に各分団ごとに打合

せ等行っていると思いますので、皆様方、各分団

員の方が、分団長のほうに要望として上げていた

だいて、その要望を分団長から町の事務局のほう

に各団員からこういう要望が出ているんだけれど

もということでご要望いただければ、それに基づ

いて予算措置のほうについては、検討させていた

だければというふうに考えているところでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） すみません、

町民生活課副課長の山﨑です。よろしくお願いい

たします。 

  先ほどのやりたいゾゥ登録者、市民活動団体と

のマッチングの関係をお答えさせていただきます。 

  こちらにつきましては、先ほどの集会所使用の

11団体のマッチングのほかに高齢者支援活動をし

ている団体がございます。こちらのほうが、やり

たいゾゥ登録者のほうに14団体のご紹介のほうを

させていただいていたり、あるいは個人がそれぞ

れ茶道を学びたいとかいろいろな事業のパートナ

ーを探しているとかそういうものの積み上げで32

件になっているということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） すみません、幾つか再質問

させていただきます。 

  まず、最初の防災活動費のＡＥＤの件は分かり

ました。 

  ２つ目の防災コミュニティ事業、促進事業のほ

うの防災・防犯マスター認定者の年齢層が分から

ないということなんですけれども、恐らく昼間に

講座をやっているので、ご年配の方が多いんじゃ

ないかなということがちょっと推測されます。 

  これから防災活動というのは、一般質問で課長

さんが答えていましたけれども、まずは、自助、

そして続いて共助と言えますので、地域の共助で

こうした防災・防犯マスターということがいると

いうことはすごく共助につながると思いますので、

若い人も参加できるような時間帯に講座行うとい

うような計画はあるのでしょうか。 

  地域コミュニティ活性化事業のほうは、こちら

は了解いたしました。 

  環境推進事業のアライグマ等の件なんですけれ

ども、これは、アライグマの被害というのはある

んですか。もしくは駆除の頭数などを教えていた

だければと思います。 

  防犯活動事業なんですけれども、先ほど自転車
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と車と自販機の件は聞きましたけれども、振り込

め詐欺とか空き巣とか痴漢というのは、宮代町で

はこれは発生していないのでしょうか。 

  進修館管理事業なんですけれども、大ホールと

２階ロビーのエアコンが、規模が大きく金額も張

るということなんですけれども、本格的な大規模

な修繕というのが必要になる時期というのは来る

のでしょうかということをお聞きいたします。 

  あと、環境衛生事業なんですけれども、野焼き

があれば、連絡が来れば、現場に向かって確認す

るということなんですけれども、その後の対応は

どうしているのでしょうか。 

  あと、清掃総務事業のほうなんですけれども、

小学生の場合はキッズＩＳＯとか環境会議でいろ

いろやっていますけれども、一般市民へのごみ減

量の啓発活動というのは、今後していくのでしょ

うか。 

  以上、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） まず、１点目

のアライグマの被害でございます。 

  こちらのほうは、アライグマ、お話をいろいろ

ご相談をお受けするんですが、農家の方の農作物

への被害が多くご連絡いただいております。特に

ブドウ等のああいうものがアライグマは狙われる

傾向が多いということでございます。 

○委員長（山下秋夫君） すみません、回答のとき、

質問のときもページ数をちょっと言ってください。

お願いします。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） すみません、

アライグマの関係なんですが、環境衛生事業の

106ページのこの中の環境問題の関係ということ

でお話のほうをお受けいたします。 

  アライグマなんですが、先ほどもお話しさせて

いただきましたとおり、農家の方からのご相談が

メインでございます。ちなみに平成元年度のアラ

イグマの捕獲頭数は11匹を捕獲のほうをさせてい

ただいているところでございます。 

  続きまして、成果書の103ページ、進修館管理

事業の関係でということでご質問いただいており

ます。 

  進修館の大規模な修繕、先ほどもお話しさせて

いただきましたが、40年進修館たっているという

ことです。その中で大規模な修繕、今後考えられ

るものですと、先ほど言ったエアコンの修繕とか、

あるいは屋根の防水関係が今のところクローズア

ップされてきているところでございます。 

  ただ、防水関係につきましては、やはり事業費

がかかる関係で、今後検討していきたいというこ

とでございます。 

  かかる費用につきましては、適時その都度積算、

予算の関係で検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

  続きまして、野焼きの関係でございまして、こ

ちらはやはり環境衛生事業ということで、成果書

の107ページ、環境問題処理ということで回答の

ほうをさせていただきます。 

  こちら野焼き、野外焼却でございますが、現場

に行ってお話をさせていただいて、通常の状況で

すと、その場でやめていただけている方がほとん

どでございます。１回その場で収まっても、継続

してられる方も何件かいらっしゃるんですが、そ

ういう方には、継続してお話のほうをさせていた

だいているような状況でございます。 

  続きまして、清掃総務事業の108ページ、久喜

宮代衛生組合の久喜市へのごみ処理の委託の関係

ということで、関連した内容ということでご質問

のほうをお受けしております。 

  こちらのごみの分別の関係につきましては、今

後機会あるごとに広報等を使わせていただいて、
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ＰＲさせていただければなと思うところです。 

  当然そのお話いただいたように、ごみの処理の

量が増えれば、当然委託料が増えてくるというと

ころもございます。また今後のいろいろな検討の

中で住民の方に意識をしていただけるような形は

考えていきたいと思っているところではございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  再質問の成果書29ページ、防災コミュニティ促

進事業、こちらのほうの認定者の関係について再

度お答え申し上げます。 

  浅倉議員のほうから認定者については、推測で

あるけれども、年配の方が多いんではないかとい

うようなお話をいただいたところでございますが、

振り返ってみますと、確かにおっしゃるとおり、

講座については平日等開催しているところであり

ますので、若い方については参加できないのかな

というふうに考えたところもございます。 

  また、災害活動については、自助、共助、公助

という形になりますけれども、自助につきまして

は、住民の責務といたしまして、住民一人一人が

自分の身は自分で守る、みんなのまちはみんなで

守るということもございます。また、共助という

ことで、地域の皆様方で手を取り合って助け合う

という精神も必要でございます。最後に公助とい

うことで、役所の職員が地域の皆様方に協力をさ

せていただくような形になるかと思います。 

  そこで、防災・防犯マスターの講座ついて実施

を見直す計画はあるのかというご質問でございま

すけれども、こちらのほうにつきましては、先ほ

ど申し上げたとおり、平日に開催しているところ

でございまして、若い世代を取り入れようという

ふうに考えた場合については、平日開催のみなら

ず、土曜日、日曜日のお休みの日も使った形で講

座を開催していかなれば、若い世代を取り込めな

いというふうに考えております。 

  したがいまして、今後につきましては、計画す

る際にそういった若い世代も取り入れるという観

点から考えますと、平日に限らず、土日の休みの

日も取り入れた計画について考えていかなければ

ならないと考えているところでございます。 

  振り込め詐欺、詐欺被害状況についてのご質問

に対しましてお答え申し上げます。 

  町での特殊詐欺の被害状況でございますけれど

も、令和元年１月から12月の数字で申し上げます。 

  特殊詐欺ということで、高齢者を狙った詐欺、

こちらのほうが６件、オレオレ詐欺ということで

親族を装って現金をだまし取る詐欺ということで、

こちらのほうが１件、預貯金の詐欺、警察官、金

融機関職員等を装ってキャッシュカードをだまし

取って、不正に現金を引き出す詐欺につきまして

は３件、還付金の詐欺が１件、キャッシュカード

詐欺が１件という形で、こちらのほうは数字を捉

えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） ありがとうございました。 

  防犯活動事業なんですけれども、これ、特殊詐

欺は空き巣とかじゃないということ、１件もない

ということなんですか。宮代町の場合ですと。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  空き巣の被害については、特に報告を受けてい

ない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありませんか。 
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  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  決算書の52ページ、そして説明書の32ページに

なります。 

  地域コミュニティ活性化事業についてなんです

けれども、地域敬老会集会所利用敬老会実施件数

25件となっております。こちらも補助金というの

が、この決算書のほうのコミュニティ事業助成金

ということでよろしいのでしょうか。 

  この全ての自治会で、この敬老会を行った件数

が25件ということでよろしいのかということをお

伺いいたします。 

  次に、集会所整備事業補助金ということで、こ

ちらの10の集会所を修繕したということだと思う

んですけれども、この修繕費の中に例えば使いづ

らくなった椅子とかテーブルとかのそういった備

品を買い換えるということも入るのかどうか、お

伺いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） それでは、成

果書の32ページ、地域コミュニティーの関係とい

うことでお話のほうをいただいているところでご

ざいます。 

  集会所利用の敬老会の実施件数が25件というこ

とでここに記載のほうをさせていただいておりま

して、こちらは集会場を利用した敬老会の件数と

いうことでございまして、補助の件数ではござい

ません。敬老会の補助のほうは町民生活課のほう

では行っておりませんので、何件敬老会が行って

いるかはこちらでは把握しておりません。集会所

を使った敬老会の件数が25件ということでご理解

をいただきたいと思います。お願いいたします。 

  続きまして、集会所の整備補助でございます。

こちらは、やはり地域コミュニティーの関係でご

ざいますね。成果書の32ページということでござ

いますが、こちら集会所の建物の整備、修繕の補

助になります。中の備品等の整備は対象とはなっ

ていないということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ありがとうございます。 

  ２点目のほうの椅子とかテーブルとか備品につ

いては、別な補助金があるということでよろしい

んですか。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  今ほどお話いただきました成果書32ページの集

会所の整備事業の補助金の内容ということでお話

のほうをさせていただきますが、地区の皆様には、

集会所の整備のほかに豊かな地域の補助関係、豊

かな地域づくりの推進事業費補助金とかを出した

りしておりますが、こちらも備品等の整備はでき

ないこととなっております。 

  備品等の整備で大きくできるのが、俗に言う宝

くじの関係でコミュニティ助成事業というのがご

ざいますが、こちらの中で、各地区で大きな金額

になるんですけれども、整備いただいている地区

が多くございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  はい。泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  細かい質問になって申し訳ないんですが、説明

書のほうで、まず、97ページなんですが、一番下

のところの表で、道路反射鏡設置及び修理工事と

いうことで、新設が13基、修繕が22基となってい

るんですが、この13基は、全て曇り止めがついた
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カーブミラーをつけられたのか、お答えください。 

  あと、修繕は、どういうものが多かったかをお

聞かせください。 

  それから、あと、99ページで放置自転車の撤去

の件なんですけれども、一番下の成果のところで、

町内をパトロールすることで放置自転車が発生し

にくい環境の整備に努めましたということで、こ

の環境の整備というのは、どういうことがあった

のかをお聞かせください。 

  それから、あと、101ページなんですが、防犯

灯の新設ということで、防犯灯設置工事９か所で

14万8,500円と書いてあるんですけれども、何か

すごい安い気がするんですね。決算書の72ページ

ですと、15番のところで防犯灯設置費及び修繕工

事が137万6,360円と出ているんですけれども、こ

の中でこの新設の９か所は14万8,500円で済んで

いたということでよろしいんでしょうか。 

  その３点お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 回答はどなたが。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１０時４７分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  まず、１点目、成果書の97ページの関係でござ

いますけれども、道路反射鏡については、曇り止

めかどうかというご質問に対しましては、こちら

のほうは曇り止めで対応させていただいているよ

うな状況でございます。 

  また、修繕につきましては、反射鏡が割れてい

る、欠けているですとか、柱の破損等お話いただ

いた場合に修繕ということで適宜対応のほうをさ

せていただいているような状況にございます。 

  続きまして、成果書の99ページ、自転車対策事

業、こちらのほうの成果ということで、下段のほ

うに放置自転車が発生しにくい環境の整備に努め

たということで、記載のほうをさせていただいて

いるところでございますけれども、こちらのほう

の環境整備ということはどういうことかというこ

となんですけれども、こちらのほうについては路

面標示とかの対応をさせていただいたような状況

にございます。 

  最後に、成果書の101ページ、防犯活動事業並

びに決算書の72ページの防犯活動事業に関しまし

てでございますけれども、成果書のほうでは、防

犯灯の設置工事ということで９か所の14万8,500

円、決算書上では、防犯灯の設置費及び修繕工事

ということで137万6,360円ということで数字のほ

うの違いでございますけれども、決算書のほうで

いう137万の中には、成果書のほうで示しており

ます14万8,000円、こちらのほうが含まれている

ということでございます。ですので、成果書上で

は、新しく新設のみをした場合の数字のほうを記

載させていただいているところでございます。 

  また、決算書上は、新設並びに修繕等を行った

全ての数字のほうを計上させていただいているよ

うな状況でございます。 

  以上です。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  まず、１問目ですね。道路反射鏡なんですけれ

ども、私、要望いただいておりまして、曇りがど

うしても起っているということで、すごい見えな

いところが多いと言われてしまいまして、今度土

日でちょっと調べてみたいとは思うんですけれど

も、やっぱり曇り止めがなっているにも関わらず
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曇ってしまっているのか、もしくは、曇り止めに

なっていないミラーであるのかというのがまだは

っきりしないんですけれども、この曇り止めでは

ないミラーと曇り止めになっているミラーの場所

というのは、もう把握はされているわけでしょう

か。 

  それと、あと、２問目も聞いていいんですかね。 

  それから、２問目のほうは分かりました。 

  あと、３問目のほうなんですけれども、新設す

る場合その９か所で、思ったより私、もっと高い

お金がかかるかと思っていたんですけれども、こ

のぐらいでできるのをびっくりしてしまったんで

すけれども、修繕工事というのが、じゃ、相当か

かってしまうということになるわけなんでしょう

か。それ、お聞きいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  まず、１点目の道路反射鏡の曇り止めの関係で

ございますけれども、町内に道路反射鏡は全体で

800本弱設置のほうがされているところでござい

ます。したがいまして、１か所１か所、その曇り

止めかクリアかというようなものについては、ち

ょっと把握していない状況にございますので、ご

理解くださいますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  まず、１点目の防犯灯設置工事９か所14万

8,500円、こちらのほうの金額についてですけれ

ども、金額的には結構安いというお話です。 

  こちら新設に当たりましては、器具につきまし

ては、町のほうで提供のほうさせていただいてい

るところでございます。ですので、器具のほうは

町のほうで提供して、業者さんのほうに設置のみ

をお願いしているような状況にございます。こち

らのほうの設置につきましては、町内業者さんと

単価契約を結んでいるところでございまして、そ

の単価契約に基づいた額で工事のほうを実施して

いただいているような状況にございます。 

  また、成果書の101ページ関係でございますけ

れども、防犯灯の維持管理の実施、こちらのほう

の金額が全体で853万3,177円ということなんです

けれども、こちらのほうにつきましては、下段の

ほうの維持管理内容に示しているとおり、器具の

交換、その他ということでそれぞれのほうを記載

をさせていただいているような状況でございます。 

  防犯灯の維持管理の実施でございますけれども、

内容については、器具交換ということで、一体型

のＬＥＤの修繕、こちらのほうが40件ございまし

た。また、ＬＥＤの改造型から一体型のＬＥＤと

いうことで、こちらのほうの修繕が27件、その他

ということで、器具の撤去ですとか、移設点検等

で19件の修繕のほうをさせていただいたような状

況にございます。したがいまして、修繕件数が合

計で86件ということで、かなり多かったというこ

とで金額的には多くなっているような状況にござ

います。 

  また、大変失礼しました。 

  この853万3,000円の中に維持内容の上段で示し

ているとおり、防犯灯の電気料も含めているよう

な状況にございます。こちらの電気量を除きます

と、器具交換等で127万7,860円ということで、修
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繕費のほうがかかっているような状況にございま

す。 

  決算書上では137万6,360円ということなんです

けれども、新設の設置工事費の14万8,500円と先

ほど申し上げた器具交換の修繕の127万7,860円を

足した額が、決算書の72ページの15節の工事請負

費防犯灯設置及び修繕工事ということで137万

6,360円ということで決算額で示しているところ

でございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 泉委員、分かりましたか。 

○委員（泉 伸一郎君） よろしいです。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  説明書の103ページ、災害に強いまちづくり啓

発事業、主な実施内容の地域防災訓練の実施の成

果の中に、動物支援ナースによるペット防災コー

ナーを設けて住民に説明をしていますが、これか

ら起こり得る災害時の避難所にペットの持込みは

町としてどのように考えているでしょうか。 

  １問だけです。お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  成果書の103ページ、災害に強いまちづくり啓

発事業に関するご質問で、地域防災訓練、こちら

のほうを実施した際に、動物支援ナースによるペ

ット防災コーナー、こちらを設けたということを

記載のほうをさせていただいたところでございま

すが、今後災害が起きた際に、ペットの持込みに

ついてはどのよう考えているかというご質問に対

しましてお答えのほうをさせていただきます。 

  災害時には、大勢の人々が避難生活を行う避難

場所に来るわけでございます。こちらの中には、

ペットを飼っている方はもちろんのこと、ペット

を飼っていない人も来ます。したがいまして、そ

の中では、動物が苦手な人ですとか、アレルギー

を持った人なども一緒に暮らさなければならない

ような状況になります。避難所の運営者としては、

こちらの点については、大変頭を悩ますところで

ございますが、適切な対応をしていかなければな

らないというふうに考えているところでございま

す。 

  ペットとの同行避難自体が持つメリットを考え

れば、こちらのほうについては、決して否定でき

るものではないというふうに考えているところも

ございます。ましてや視覚ですとか聴覚に障がい

を持った方たちが生活する上で、大きな頼りであ

ります盲導犬ですとか聴導犬などの身体障がい者

補助犬は、言わば障がいを持つ方々の一部である

ため、指定避難所等で必ず受け入れる必要がある

というふうに考えているところでございます。 

  したがいまして、避難所の我々運営者は、まず、

身体障がい者補助犬とその利用者の避難所の便宜

を考えまして、同時にペットを連れた避難者への

対応も一緒に考えていかなければならないという

ふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） はい、分かりました。あり

がとうございました。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思うんですけれども。11時20分まで休憩したいと

思います。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時２０分 
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○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  冒頭に申し上げますけれども、質問者は必ずペ

ージ数を言ってください。 

  それでは、質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

いたします。何点かあります。 

  ページ67から70の交通安全対策事業、交通安全

対策特別給付金について、成果書の16ページ。

380万で交通違反反則金の原資としているという

ことでなっているんですが、町道の横断歩道とか

がどうしても消えているところとか、あとグリー

ンベルトの切れているところがあるんですが、こ

れは原資だけで賄うのか、学校の要望等で原資を

超えた場合はどうしているのか。特に、グリーン

ベルトが非常に剥げているところが多いんですけ

れども、来年度につなげてどうなっていくか、こ

の原資から教えてください。 

  次は、交通指導員に関してです。これも成果書

16ページ、交通安全対策事業、67から70です。交

通指導員の人数が足りないということなんですが、

積極的に増やしてほしいということがあります。 

  それで、先日も、こちらから行きますと須賀の

踏切を小学生が集団下校しているんですが、私の

前を５台ぐらい走っていったんですけれども、一

旦停止はするんですけれども、10人の列があって

も誰も通してあげる人がいなかったんです。ああ

いうところを、交通指導員さんとか設置できない

のか、そんなことも来年度につなげてほしいので、

質問いたします。 

  あと、自転車対策事業、これも69から70です。

放置自転車の状況なんですが、前段の議員の質問

もありましたけれども、以前より放置自転車は少

なくなったとは思いますが、見回りだけで済んで

いるのか、その状況をお願いいたします。 

  あと、防災活動事業、71ページから74ページで

す。防災士資格を２人取得されています。費用が

６万9,400円で取っていただいているんですが、

地域の防災士として資格を取って、地域だけで活

動しているのか、それともまち全体の防災の活動

に生かしてくださっているのか、お聞きします。 

  あと、避難に関して、資料の中に、食料、飲料

水、携帯ラジオ等ってホームページにも載ってい

るんですが、持参するように書いてあるんですが、

避難されている方はどの程度用意されていたのか、

お聞きします。 

  あと、地域コミュニティ活性化事業、51ページ、

52ページ、上手に使おう集会所事業なんですが、

集会所が私たちのところも20人ぐらいしか、２メ

ートル、２メートルですると、人数が入らない状

況なんですが、敬老会とかいろいろやってきまし

たが、今後、集会所を使っての敬老会とか難しく

なってきます。 

  毎年敬老会については、たくさんの議員から質

問が出ていますけれども、これからの形態の在り

方、やり方が変わってくると思いますが、予算も

あるんでしょうが、その辺がどうなっているのか

お聞きいたします。 

  あと、地域コミュニティ活性化事業、52ページ

です。成果書の95ページ。コミュニティ掲示板の

維持管理費が21万円で8,200円減っているんです

が、町内のコミュニティ掲示板を見てみますと、

結構破損とかしているんですが、こちらは8,200

円使っていないんですが、かなり傷んでいるこの

掲示板を今後どうしていくのか。地域の方が非常

に頼りにしている掲示板ですので、整備するとか

そういう考えがあるのか、なぜ8,200円が残った

のか、お聞きします。 

  あと、自転車対策、ページ70ページです、成果
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書99ページ。町営駐輪場なんですが、利用者が随

分和戸駅、第２駐車場は昨年も減っていたと思い

ますが、今年37万4,400円減になっております。

コロナの関係もあると思いますが、利用者がかな

り減っている原因、どう担当課は考えているのか、

お聞きします。 

  あと、先ほど進修館、76ページ、成果書103、

104なんですが、コロナの対応で水洗のトイレと

かの手洗いも水が出るようになったんですが、先

ほど前段議員からも出ましたけれども、大がかり

な修復ということで、屋根の修復が大きな課題と

いうことなんですが、以前から何度もお願いして

いるんですが、女子トイレの壁と天井なんですが、

それはやっぱり屋根を修理しないと改善につなが

らないのか、お聞きいたします。 

  あと、合併浄化槽がページ130ページです。毎

年10件ずつの予定になっております。今年は国の

予算で多分半額補助か何かで、補助額が大きいの

で利用件数が多くなると思うんですが、国納では

新築の家屋が非常に多くなっていたりして、また

来年度とか補助金が減っていくと、10件で足りな

くなると思いますが、この10件というのが毎年な

っているんですけれども、10件というのは毎年変

わらないのか、10件で要望がかなっているかお聞

きします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず、１点目の敬老会の補助関係、今後の動き

でございますが、敬老会のほうは町民生活課のほ

うでは所管しておりませんです。先ほどもちょっ

とお話させていただいたとおりでございます。担

当課のほうにご確認いただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

  ２点目のコミュニティ掲示板の関係でございま

す。コミュニティ掲示板の維持管理につきまして

は、地区のほうにお任せをしております、管理の

ほうですね。地区のほうで修繕、あるいは新設が

必要ということで、こちらのほうに申請が上がっ

てきた時点で、こちらのほう、補助のほうの対応

をさせていただいておりますので、こちらの補助

額の変化というのは、地区からの要望の変化とい

うことでご理解いただければと思います。 

  続きまして、進修館の女子トイレの修繕関係で

ございます。今一度現場のほうを確認させていた

だきたいと思います。対策のほうは今確認させて

いただいて、女子トイレの壁関係の修繕も、今回

のトイレの修繕と一緒に併せてやるということで

確認取れました。 

  続きまして、合併浄化槽の10件の関係でござい

ます。こちら、合併処理浄化槽の補助の内容でご

ざいますが、くみ取トイレ、あるいは単独処理浄

化槽からの転換を補助対象とさせていただいてお

ります。新築は補助対象外ということでございま

すので、今後も10件ということで継続させていた

だければなと思います。 

  ただ、要望が多かったりはするんで、対応のほ

うは考えたいと思うんですが、ただ、県のほうの

補助体制が来年大きく変わりそうな感じもします

ので、いろいろな条件を加味した中で考えていき

たいと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  順次、ご質問にお答えのほうをさせていただき

たいと存じます。 

  まず、１点目の交通安全対策事業、こちらの関

係でございますけれども、こちらにつきましては、
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横断歩道ですとかグリーンベルト等、通学路の要

望等により、塗り替えのほうを適宜考えさせてい

ただき、対応させていただいているような状況に

ございます。 

  続きまして、交通指導員の関係でございます。

現在のところ、交通指導員数は足りない状況にあ

るというようなご指摘を受けたところでございま

すけれども、こちらのほうにつきましては、平成

30年度、31年の３末で13名、31年度、いわゆる令

和元年度で12名で、今年度４月１日で10名という

ことで、年々、若干数ではございますが、減って

いるような状況にございます。 

  令和２年度から、新たに会計年度任用職員制度

という制度に基づいて、交通指導員のほうもお願

いしているところでございます。従来であればオ

フィスサポーターということで、足りない状況で

あれば、誰か声をかけていただいて、すぐにお願

いできる方については、お願いをしていたところ

でございますが、制度が変わった関係で、すぐに

増やすということはちょっと難しい状況にござい

ます。 

  しかしながら、担当といたしましても、少ない

という状況は把握しておりますので、広報等で募

集をかけさせていただいたりの対応をしていると

ころでございますので、そういった形で一人でも

多く交通指導員の方が増えて、交通安全に対して

安全な形で児童・生徒を見守ればというふうに考

えているところでございますので、ご理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、自転車対策事業で、放置自転車が

少なくなったという形で、こちら、少なくなった

原因については、見回りだけで対応しているのか

というようなお話でございますが、当然のことな

がら、適宜町内を循環して、放置自転車がないか

どうかのような確認はさせていただいているよう

な状況にございます。 

  また、町民等から、目についた放置自転車があ

れば連絡を受けているところでございますので、

そういった形で連絡を受けた際には、現場に行っ

て、放置されているような自転車であれば撤去し

て、管理のほうをさせていただいているような状

況にございます。 

  続きまして、防災コミュニティ促進事業、成果

書の29ページです。こちらのほうで、防災士資格

取得にという形でございます。こちらのほうの記

載については、支援数（団体）ということで、こ

ちらのほうは２団体ということで表示のほうをさ

せていただいているところではございますが、イ

コール各団体１名ずつということで、２名という

ことで捉えていただければというふうに考えてい

るところでございます。 

  また、その後、地域だけに資格を取った後、つ

ながるのかというご質問に対しましては、当然の

ことながら、資格を取った後、地域の自主防とか

でいろいろ先頭に立って面倒を見ていただくよう

な形になりますけれども、町のほうの、例えば自

治会等からいろいろな防災に関する研修等がござ

います、そういった場合に、誰か講師になる方は

いないかというようなご相談を受けますので、そ

ういった場合については、そういった資格をお持

ちの方をご紹介させていただいて、その地域に戻

って自分で勉強したことをさらに地域の方々に還

元していただくということでお願いしているよう

な状況にございます。 

  それと、避難所の関係で、食料関係、こちらの

ほうにつきましては、町のほうで防災倉庫のほう

を設置しているところでございます。進修館です

とか須賀小学校、姫宮北公園、東小学校等々、そ

ちらのほう並びに町内の小・中学校の余裕教室を

借りた形で、そちらのほうにも食料関係を備えて



－７９－ 

いるところでございます。こちらのほうにつきま

しては、一例ではございますけれども、アルファ

米ですとかクラッカーですとかビスケットなど、

約9,000食分の備えをさせていただいておりまし

て、災害時に各地区への避難の際に備えていると

ころでございます。賞味期限が切れていないかも

適宜確認をさせていただいておりまして、賞味期

限切れ前には、新たにそのものを購入して、入替

えのほうをさせていただいているような状況にご

ざいます。 

  また、食料につきましては、町民の方々には、

自身でそういった水ですとか食べ物を、最低限３

日分は持つように備えていただきたいようなお願

いをしているところでございます。町といたしま

しては、町として1.5日分、県からの支援を受け

まして1.5日分ということで、町としては３日分

の備えはさせていただいているような状況にござ

います。 

  それと、自転車対策事業の関係でございます。

こちらのほうの町営駐輪場の収入源というような

お話をいただいたような状況にございますけれど

も、こちらに対しましてお答えのほうをさせてい

ただければと存じます。 

  駅前のほうには、民間の駐輪場も最近はできて

いるような状況にあるかと思います。利用者にと

っては、町の町営でやっている駐輪場のみならず、

民間の駐輪場も利用できるということで、選択肢

のほうは増えているような状況にあるということ

で、こちらの点については、利用者にとってはよ

い点だというふうに考えているところでございま

す。 

  また、公営駐輪場だけでなく、民間駐輪場もあ

ることによって、不法駐輪の減少にもつながって

いるというふうに考えているところもございます。

町の収入を増やすことも必要かというふうに考え

ているところでございますが、収入の点では、町

の美観を考えた場合、不法駐車が減るということ

で、収入は減っているような状況にございますけ

れども、町の美観という点から考えればいいんじ

ゃないかなというふうに考えているところもござ

いますので、ご理解賜りますようよろしくお願い

いたします。 

  それから、交通指導員の関係のご質問に対して

１点漏れてしまいましたので、改めて質問に対し

ましてお答えさせていただきます。 

  交通指導員を下校時に配置できないかというよ

うなご質問に対しましては、ご協力いただいてい

る方については、何らかの仕事を持っている方に

ご協力いただいているということで、現在のとこ

ろはちょっと難しいのではないかというふうに考

えておりますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） わかりました。 

  交通指導員に関してはわかりました。広報にも、

何か記事には載っているんですけれども、指導員

にスポットを当てるとか、多分知らない方で、じ

ゃ、やろうという方がいらっしゃると思うので、

制度も変わりましたし、会計任用職員になったの

で、ちょっと違うふうにして町民に目に触れるよ

うにしていただいて、数人入っていただいたら、

本当に子供を守れるので、そういうことを検討し

てほしいなと思います。それが要望です。 

  あと、前より放置の自転車が減ったような状況

なので、町民からの連絡はあるということでわか

りました。 

  あと、防災士の資格を取った方は、せっかく取

ってくださったので、きちんと得たものは皆さん

にこうしていただけるといいなと思いますので、
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積極的に講師派遣とかしてもらいたいと思います。

防災士の金額をつけていただいたのは、非常にあ

りがたいと思いますので、生かしていただく。そ

の方のためにも町としても生かしていただくよう

にお願いします。 

  あと、すみません、質問の仕方が悪かったんで

すが、成果書の30ページに、自主避難所を設置し

ましたと登録制メールの文言が載っているんです

けれども、そこでさっきもご説明いただいたんで

すが、生活必需品を持って避難してくださいとい

うことなんですが、去年の10月の台風の際とか、

結構避難した人がいるんだけれども、皆さん、や

っぱり少し持って、防災倉庫とかにはあるという

ことは存じ上げているんですが、こういうときに

皆さんが避難されているときに、ある程度のもの

は持っていらっしゃっているのか。心構えですよ

ね。慌てて避難しちゃったのか、常々３日分はと

おっしゃっている、それが浸透していれば、皆さ

ん持ってくると思うんですが、その辺が今回の台

風でどうだったかという現状をお聞きしたいので、

そこをもう一回お願いします。 

  あと、大変失礼しました、集会所の敬老会、申

しわけないです。 

  あと、コミュニティ掲示板は地元から申請があ

れば、修理とかできるということで確認しました。 

  あと、和戸駅の駐輪場は確かに民間が駅横にで

きたので、随分利用されているので、美化の点か

らも非常によくなったので、その点は減収になっ

ていますから、理解いたしました。 

  さっき１点聞き忘れちゃったんですが、ページ

124ページ、狂犬病対策、成果書105ページなんで

すが、再通知で成果が上がったと書いてあったと

思うんですが、どれくらい向上したのか。１回目

の通知だと多分少ないけれどもということで、成

果率を教えてください。 

  あと、合併浄化槽に関しても、新築はなしとい

うことで、転換ということで理解しました。10件

で足りているのかなとちょっと心配はあったんで

すが、要望があったら要望をかなえる件数でやっ

て、例えば15件とかもしあったら、意識の向上に

なるので、お願いしたいです。 

  あとは、ありがとうございます、進修館の壁の

汚れ、今回やっていただけることなので、そちら

も理解をしました。 

  何点か先ほどの質問のお答えをお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 危機管理担当主査。 

○危機管理担当主査（田代宇隆君） 危機管理担当

の田代と申します。 

  先ほどの質問で、昨年の台風19号のときの避難

所の様子についてお答えさせていただきます。 

  事前に町のホームページ等で、身の周りのもの、

生活用品とかを持ってきていただきたいというこ

とで協力を呼びかけたところでございます。中に

は、避難生活が長期にわたることを想定して、例

えば歯ブラシですとか、あとは下着ですとか体を

拭くもの、あと簡単な軽食を持ってきてください

というところで呼びかけたんですけれども。 

  避難所の中では、12日の夕食と翌日の朝、町の

ほうからアルファ米の食事と、あとお茶のほうを

提供させていただきました。その中で、食事は持

ってきているからいいよという方が数名いらっし

ゃいまして、その数というのは把握していないん

ですけれども、呼びかけた効果等はあったのでは

ないかと考えているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず、狂犬病の接種率の関係でございます。狂

犬病予防の再通知、注射の再通知のほうを12月頭
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に発送のほうをしております。その発送前の接種

率でございます、11月の接種率でございますが、

こちらが63.39％でございました。また、これが

再通知後の３月末になりますと、71.59％という

ことでございまして、8.2％の増が図られている

ところでございます。 

  また、この再通知をさせていただきますと、接

種率が上がるということもあるんですけれども、

犬が亡くなってしまっても、登録しっ放しになっ

ている方もいらっしゃいまして、再通知をするこ

とで、連絡が町のほうに入るようになっていて、

正確な状況の把握のほうにも努めている形となっ

ているところでございます。 

  続きまして、合併浄化槽の補助基数の増でござ

います。今まで10件程度でお話が大体整理ができ

ているところが多かったりもするんですが、ここ

１、２年、10件よりプラスアルファでご相談いた

だくこともございます。また、国・県の補助も入

っていたり、また、補助基数を増やすということ

は、町の負担も増えるようなこともございますの

で、いろんな条件を検討させていただきながら、

考えさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 大体分かりました。 

  避難されている方がどの程度周知できているの

と、自覚を持っていらっしゃるとお聞きできて、

持参しているからいいよというお話があったとい

うことで、分かりました。 

  狂犬病のほうも、今年はコロナの影響で狂犬病

を打っている方も多分遅れているとは思いますが、

再通知で増える可能性も多いということで、期待

しています。 

  合併浄化槽のことは負担もあるということで、

分かりました。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） すみません、１点だけ質問

させていただきます。 

  環境推進担当で魅力推進事業、里山体験事業な

んですけれども、聞きそびれちゃったと思うんで

すけれども、決算書の70ページ。宮代の魅力推進

事業の346万6,000円という金額が提示されている

んですけれども、ちょっと聞きそびれちゃったの

か、支出の内容を教えていただきたいんですけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  お話しいただきました決算書の70ページ、魅力

推進事業の内訳でございます。こちら、里山体験

事業のほかに、先ほどもお話しさせていただきま

したが、桜の管理の委託が274万3,600円、ツリー

クライミングの実施委託料が４万3,200円、さい

たま緑のトラスト保全地の保全の整備委託料が29

万7,000円でございます。このほかに、イベント

にかかる諸経費等が含まれておりまして、総額

346万6,030円となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。再質問させてい

ただきます。 

  内容的には、ほとんどの予算が桜の木の保全に

なるような形ですか。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  今ご説明させていただきましたとおり、346万

6,030円のうち、桜の管理委託料が274万3,600円
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ということでございますので、魅力推進事業の多

くが桜の管理ということとなっております。ただ、

先ほど魅力推進事業、里山体験事業はＮＰＯ団体

の皆さんのお力をいただいたり、環境団体の皆さ

んのお力をいただいたり、皆さんのお力をいただ

く中で実施をさせていただいておりますので、町

の負担が少ない中で実施をさせていただいている

ということでございます。 

  こちら、成果書の38ページをご覧いただきたい

と思うんですが、こちらで下の表、里山イベント

の実施ということで、月１回程度のこちらのイベ

ントのほうを実施させていただいております。こ

ちらの費用の多い少ないにかかわらず、これだけ

の方が宮代町に来ていただいて、宮代町の豊かな

自然環境を楽しんでいただいているということで

ございますので、金額の多くは桜の管理というこ

とでございますが、このような事業を実施してい

るということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  里山のほうの魅力事業は、何となく観光のよう

な感じがするので、桜の木の保全とイベント性の

ある事業とは分けて、素朴な質問なんですけれど

も、町民生活課、担当がいろいろあると思うんで

すけれども、そういった観光的な事業は産業観光

課というわけじゃないですけれども、そういった

別のほうに振り分けて予算組みをしたほうがいい

のかなというふうな気がするんですけれども、そ

の辺はどのように感じているか聞きたい、質問さ

せていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  こちらに上げさせていただいているイベントで

ございますが、交流人口を増やすということの町

の総合計画の中の位置づけをされていることは事

実でございます。ただ、交流人口を増やすという

ことではなくて、宮代町の豊かな自然環境を次世

代の子供たちに残すと、そういうことを含めてこ

ういう事業をやらせていただいております。 

  産業観光のほうで、そちらのほうの中身を含め

て実施をできるかというと、なかなか難しいかと

思いますので、このような形で実施させていただ

ける形を今後も考えたいということでございます。

ただ、今後、どういう形で残るかというのは、今

後の検討ということになるところでございますが。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

中に質疑があるような人がいたら、おっしゃって

ください。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  もう時間ですので、多分質問だけで終わると思

います。 

  分かりやすいのは、成果書が一番分かりやすい

と思うので、それに沿って質問だけさせていただ

きます。 

  まず、95ページの地域コミュニティ活性化事業。

私も町民生活課というのは、非常に地域がお世話

になっているところだから、非常に質問はしづら

かったんですけれども、立場が変わりましたので、

質問をいたします。 

  地域コミュニティ活性化事業、３点です。まず

１つは、花いっぱい活動、いわゆるステップアッ

プ事業のところは、元年度は29、30年ないのに出

ていた。これについては、コミ協の関係が影響し

ているかと思うんですが、もともとこれも長年コ

ミ協を通しての話だったんですけれども、このコ

ミ協を今後どうするのかということをお尋ねしま
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す。 

  ２つ目が、自治会長等の報奨金の交付について

です。自治会長の報奨金という性格が、総額でも

う800万ありますので、この性格をはっきりとさ

せていただきたい。本当に報奨なのか、あるいは

業務委託といったら変ですけれども、例えば配布

物を区長を通して、自治会長を通してやるから、

その仕事を委託しているのか。この報奨金という

性格がどうもよくわからないので、これについて

お答えください。 

  それから、３番目は地区連絡会ですけれども、

この地区連絡会については、不要ではないかなと

私は思っております。なぜかと言いますと、会長

時代に、地区連に４年ほど出ているんですけれど

も、ここは情報の共有や意見交換を行うためとい

うことで書かれてあるんですが、情報の伝達だけ

なんです。意見交換が全くないもので、地区連の

会長をやっていたときに、かなりしつこく各区長

さんに意見を求めて、本当の意見交換ができるよ

うな、そういう場にしたかったんですけれども、

残念ながら、１年交代でどんどん代わっていきま

すので、全くこれは継承されないということにな

ります。 

  地区連で渡される書類というのは、欠席した人

は、封筒に入れて欠席者の区長に届けるという形

になって、それで間に合っちゃうんですよ。伝達

事というのは、その中身を見ればの話、見なけれ

ば全く分からないんです。見れば分かると、そう

いう内容なんです。お願い事となると、直接担当

のほうから話をしないと、お願い事は通じないと

いうことになるんですけれども、もともと地区連

は区長会というのがあって、区長会は人数が多い

から、４地区に分けて、そこでもうちょっと密度

を高く、伝達も含めて意見の交換をすれば、もっ

とコミュニティーの活性化につながるということ

に狙いがあったんですけれども、実際はあまり機

能していないねと、私は印象です。 

  ここに地区連の関係では、大した金額は使って

いないんですけれども、でもそれも無駄だなとい

うふうに理解します。その３点です。 

  それから、市民活動推進事業、96ページ、次の

ページになりますが、これで１点だけ。 

  これまでといいますか、これは36回の町民まつ

りについては、決算なんですけれども、町民まつ

りの参加されているみこし、そして流し踊りの団

体、この参加団体数を教えてください。歴史的な

経過も併せてそこではお答えください。 

  あわせて、ここが問題なんですが、参加地区数。

先ほど地区連のところで話したんですが、町民ま

つり、皆さん行きましょうよと、そこで話をして

も、意見を求めても、いや、ということになるわ

けで、確かに地区から有志が参加しているという

ことは分かるんです。でも、本当の意味で、地区

全体で、町全体で盛り上げるということになれば、

これは地区なんですよ。体育祭も同じなんです。

そういう面において、実際の参加地区数、これを

教えてください。 

  それから、ちょっとめくっていきまして、101

ページ。これは前段の議員から質問があった内容

で、防犯灯です。防犯灯については、前段の議員

にもご答弁ありました。しかし、私はこれは納得

していません。 

  ここで質問するのは、具体的には防犯灯の設置

費と修繕工事、それぞれ別々に金額を出してくだ

さい。 

  それから、回答の中で単価契約というやつが出

ましたけれども、この単価契約はどういう内容な

のかというのをきちっと説明してください。場合

によっては、その単価契約を見せていただくと、

こういうことになるかと思いますけれども、その
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辺疑問に感じますので、お答え願います。 

  それと、防災活動、102ページ、全部成果書で

す。この防災活動にぜひ１点だけ。 

  去年、防災無線の自主防災会に対して、端末を

各１台出して、災害時に本部、つまり役場等の防

災等と連絡を取るという、ダイレクトに取る、そ

ういう機会を与えたんですが、この訓練というの

はされているんでしょうかどうか。お願いします。 

  それから、今度は105ページ、狂犬病の予防注

射なんですけれども、元年度は登録者数は1,700

あるんですが、実際に集合注射をしたのは400ち

ょっと。あとはこれは医療機関、動物病院で予防

注射をしたというふうな理解でよろしいんですか

ね。 

  実際の狂犬病予防注射の候補が1,200というこ

とですから、それでも500ぐらいは全然何もして

いないです。そうすると、注射していないわんち

ゃんがいるということになるんで、そこのところ

をお願いしたいと思います。 

  成果のところに、接種率が向上しましたと書か

れていますけれども、どれくらい向上したのか、

数値を示してください。 

  それと、106ページ、環境衛生事業、もう少し

お金を使ってもいいと思うんだけれども、100万

の執行残があるということなので、その中身を教

えていただきたいということと、107ページの同

じ環境衛生の中で、犬猫等の死骸の処理という状

況が書かれていますが、その他というのが多いん

ですけれども、この中にはムジナとか何とかとい

うのが入っているんですか。その他というのはど

ういうものがあるのか、教えてください。 

  それから、108ページ、これは清掃総合事業に

なりますけれども、この表を見ますと、全体のご

み搬入量も増えているんですけれども、その大き

な要因は、燃やせるごみ、これが増えていると。

これはあまりいい傾向ではないと思うんですけれ

ども、これをどう理解されているのか。 

  それと、もう一つ、し尿の関係で、元年度は前

年より増えて424キロリットルになるんですけれ

ども、これは今後どういうふうな推移を取るとい

うふうに理解されているのか。 

  以上でございます。ちょっと多いんで、申し訳

ありません。 

○委員長（山下秋夫君） これで質問は打ち切りま

して、午後１時５分から再開をしたいと思います。

休憩に入りたいと思います。 

  以上です。 

 

休憩 午後１２時０５分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  西村議員に対しての回答をお願いいたします。 

  答弁をお願いします。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、順次、西村議員からのご質問に対し

てお答え申し上げます。 

  まず、１点目、成果書の101ページ、防犯灯に

ついてのご質問でございます。 

  こちらのご質問内容が、防犯灯の修繕費と設置

費についての金額を示していただきたいというお

話でございますけれども。 

  こちらのほうにつきましては、成果書の101ペ

ージ、防犯灯維持管理の実施項目において、４項

目ございますけれども。そのうち２行目からの器

具交換、一体型ＬＥＤの修繕、器具交換、ＬＥＤ
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改造型から一体型ＬＥＤ、その他、器具の撤去、

移設点検等で、それぞれ右側で金額のほう、お示

しのほうさせていただいているような状況にござ

います。 

  こちら３点の合計金額ですが、127万7,860円。

こちらのほうが修繕費という形での金額になって

いるところでございます。 

  また、その上に防犯灯の新設ということで、防

犯灯設置工事９か所ということで、決算額にしま

して、14万8,500円ということで計上のほうさせ

ていただいているような状況にございます。 

  こちらの新設工事の14万8,500円並びに先ほど

申し上げた３点の修繕の127万7,860円を合計いた

しますと、決算書上で言います防犯活動事業の工

事請負費の合計金額でございます137万6,360円と

いう形で、決算として示させていただいていると

ころでございます。 

  こちらの修繕、設置に関しましては、２点目の

単価契約の内容の説明ということで重複する点が

あるかと思いますが、ご理解賜りますようお願い

いたします。 

  こちらのほうにつきましては、防犯灯の修繕・

設置工事という形で工事の契約のほうを締結させ

ていただいているところでございます。 

  町と宮代町の電設協会、こちらのほうで単価契

約ということで、契約のほう締結させていただい

ているような状況にございます。 

  町内の電設協会ということで加盟している業者

さんでございますけれども、山口電気商会さん、

三共電設さん、千葉電気商会さん、中野電業社さ

んの４社と結んでいるところでございます。 

  こちらの単価契約の中身でございますけれども、

項目といたしまして、設置、交換、移設、撤去、

その他ということで、５項目に分けさせていただ

いた形でそれぞれの内容をお示しし、それぞれの

単価を示した形で、契約のほう締結させていただ

いているところでございます。 

  例えば、設置で申し上げますと、新設という形

になりますけれども、単価といたしまして１万

5,000円の単価契約を締結させていただいており

ます。 

  また、交換につきましては、金額が１万5,500

円。こちらのほうはＬＥＤへの器具交換、例えば

蛍光灯、水銀灯からＬＥＤへの交換ですね。こち

らのほうが単価として１万5,500円。また、ＬＥ

ＤからＬＥＤへの器具交換といたしまして、壊れ

たＬＥＤの防犯灯の交換として、単価契約として、

１万円ということで締結しているところでござい

ます。 

  また、移設につきましては、電柱共架、防犯灯

の移設ということで、１万8,000円の金額でござ

います。 

  こういった形でそれぞれの項目に対しまして、

単価をお示しして契約を締結させていただいてい

るところです。 

  先ほど、私のほうで申し上げた単価につきまし

ては、税抜き価格ということで申し上げたところ

でございます。 

  続きまして、２点目、成果書102ページ、防災

活動事業になります。 

  こちらのほうのご質問内容でございますけれど

も、防災無線、端末ですね。簡易無線機のほうを

自主防のほうに配っているところではあるけれど

も、訓練はしているのかというようなご質問内容

でした。 

  こちらのほうにつきましては、町内のほうにお

きまして、自主防災会56団体ございますけれども、

昨年度56団体に対しまして、簡易無線機１台をそ

れぞれお渡ししたところでございます。昨年度お

渡ししたということで、渡してから１年ちょっと
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しかたっていない状況にございます。 

  訓練内容でございますけれども、現在のところ

町としては、訓練は実施していない。 

  しかしながら、昨年度、台風19号が発生したか

と思いますが、そのときに、それぞれ自主防のほ

うで、そのお渡しした簡易無線機を使って、近所、

隣同士の地区との連絡は取り合ったというような

お話のほうは聞いているところでございます。 

  こちらの簡易無線機につきましては、自主防と

町で直接連絡を取り合うという形でお渡ししたも

のではございません。先ほど申し上げたように、

近くの地区の方々といろいろな情報交換をしてい

ただいたりする際にお使いいただきたく、お渡し

したところでございます。 

  無線機を配布しましたが、特にこの訓練自体が

行われているような状況にはないところです。 

  それと、１点、訂正のほうさせていただきます。 

  防犯灯の関係で、私のほうで防犯灯維持管理の

実施、器具交換、器具交換その他ということで、

この３点を足した合計額127万7,860円ということ

で申し上げたんですが、正しくは122万7,860円と

いうことで訂正のほうさせていただきます。申し

訳ございませんでした。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  西村委員さんの質問に、随時お答えのほうさせ

ていただきます。 

  まず、成果書の95ページ、地域コミュニティー

の関係でございます。 

  花いっぱい運動が、豊かな地域づくりの補助金

に追加されたのは、コミュニティ協議会の代わり

の事業かどうかというお話でございます。 

  こちら、コミュニティ協議会が平成30年５月12

日に、コミュニティ協議会の総会で廃止のほうを

されているところでございます。 

  こちら、コミュニティ協議会の中では、クリー

ン宮代、あいさつ運動、花いっぱい運動、クリー

ン古利根等の事業をやっていただいていたところ

でございます。 

  お話いただきましたとおり、各地区から花いっ

ぱい運動の助成については、要望が多いというこ

とから、花いっぱい運動の補助のほうを、豊かな

地域づくりの推進事業費補助金のほうに追加のほ

うさせていただいたところでございます。 

  コミュニティ協議会の今後の考え方ということ

でございますが、コミュニティ協議会、いろいろ

な組織で、活動のほうやっていただいていたとこ

ろでございます。 

  コミュニティ協議会に代わる組織というのは、

町としては今具体的には考えておりませんが、コ

ミュニティーを強く形成する組織は、コミュニテ

ィーをより一層推進したいという考えはございま

して、今まで区長会という会議が４月当初に開催

していたんですけれども。 

  区長会、これは会議をやる場として区長会とい

うことで考えていましたが、その区長会を組織化

のほうをさせていただきたいと。区長会を組織化

する中で、地域、町のコミュニティーの推進を図

りたいというお話を各区でさせていただいており

ました。 

  また、こちらのほう整理のほうができておりま

せん。ご同意いただけない地区もございますこと

から、そのような状況にあるということで、ご報

告のほうさせていただきたいと思います。お願い

いたします。 

  続きまして、同じく95ページですかね。 

  自治会長等の報奨金の関係でございます。 

  こちらの報奨金でございますが、地区自治会を
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代表し、町政に関する事項にご協力いただくとと

もに、地域の自治活動に当たっている方にお支払

いをするということで、お支払いのほうさせてい

ただいております。 

  先ほど、お話がありましたとおり、広報等の配

布ですね。防犯灯、公園等の各施設の維持管理の

ための調整、自治会の意見等の取りまとめや行政

との調整及び処理、町主催事業、または行事等へ

の参加、そのほか町からの依頼事項の対応という

ことで、このような活動をご調整いただいている

方にお支払いのほうさせていただいております。 

  こちら、区長さんにということだけではなくて、

地区からここの口座にお支払いしてほしいという

ご要望いただいて、そちらのほうにお支払いをし

ておりますので、区長さんだったり地区の口座だ

ったり、様々な形を取らさせていただいていると

ころでございます。 

  続きまして、地区連絡会でございます。 

  こちら、先ほどお話をいただきましたとおり、

こちらの地区連絡会でございますが、区長、自治

会長同士で、情報の共有化を図り、意見交換を行

う場として、町内を４地区に分けた地区連絡会を、

平成18年に設立のほうさせていただいたところで

ございます。 

  先ほど、地区連絡会の中で、意見交換とか情報

の共有化はまるで図られていないから不用だとい

うお話もいただいたところでございますが、この

４地区の中には、こちらの趣旨をご理解いただい

て、区長、自治会長同士で情報の共有化を図り、

また意見交換をしていただいている地区もござい

ます。 

  そのような地区もございますことから、今後、

地区連絡会の設立の趣旨に基づいて活動ができる

ように、各地区連の代表の方とともに、お話のほ

うをさせていただきたいなと思うところでござい

ます。 

  続きまして、成果書の96ページ。 

  市民活動事業でございます。 

  こちらにつきましては、お祭りの関係でご質問

のほういただいております。 

  こちら、みこし、流し踊りの参加団体というこ

とでございますが、おみこしのほうが、前回、昨

年のお祭りでは、おみこしが５、流し踊りのほう

が14ということでございます。 

  各地区からの参加ということでお話を先ほどい

ただきましたが、こちら、お祭りの役員として地

区からご参加いただいている区ということで理解

のほうさせていただいております。こちらは、４

地区ですね。地区のほうからご協力、区長さんで

すね、ご協力ということでいただいているところ

でございます。 

  続きまして、105ページの狂犬病予防事業でご

ざいます。 

  こちらにつきましては、集合注射の内訳という

ことでございますが、先ほど西村委員さんのほう

からもお話いただきましたとおり、こちら集合注

射と獣医師さんのほうで打っていただいている方

がいらっしゃいます。 

  こちら、105ページの犬の登録事務の狂犬病予

防注射済票の交付。1,250は、こちらの狂犬病予

防注射、集合注射の実施ということで、下表の

405を含んでおります。ですので、405を含んだ形

で、そのほか残りの方が、獣医師さんのほうで接

種していただいて、注射済みとの交付を受けてい

るということでございます。 

  先ほども、お話のほうさせていただいたところ

でございますが、再通知後の接種率の向上でござ

います。 

  これは丸山委員さんのほうにもお答えさせてい

ただきましたが、12月上旬に通知のほうをさせて
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いただいているところでございますけれども、11

月末の接種率が63.39％でございます。３月末の

接種率が71.59％ということで、8.2％の接種率の

向上のほうさせていただいたところでございます。 

  続きまして、106ページ。 

  環境衛生事業の不用額の関係でございます。 

  こちらは、側溝清掃の堆積物の、こちらの委託

料の残ということでございます。こちら地区の清

掃活動に伴って、処理量が変化する関係で、予算

のほう取らさせていただいている関係で、不用額

が発生しているところでございます。 

  続きまして、107ページの犬・猫の死骸処理の

状況でございます。その他のものということで、

お話のほういただいているところですが。その他

につきましては、下の米印、その他ということで、

カラス、ハト等と書かせていただいております。 

  鳥が、結構道路上で亡くなっていることが多い

ことから、こちらのほう処理させていただいてい

るところでございます。 

  続きまして、108ページの清掃総務事業でござ

います。 

  こちらの燃やせるごみの量、し尿の量の増減に

つきましては、衛生組合のほうから集計した数を

いただいているところでございます。この増の内

容につきましては、今衛生組合のほうに照会をか

けておりますが、具体的な数字、回答がございま

せんので、改めてお話のほうさせていただければ

と思います。 

  以上でございます。 

  あわせて、燃やせるごみの量が増えているもの、

し尿の増加分につきましても今、衛生組合のほう

に確認をさせていただいておりますので、改めて

お話のほうさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  時間があれば、もうちょっとしつこく詳しくお

尋ねするところですけれども。 

  その中で、何点かお尋ねいたします。 

  防犯灯の絡み、決算書は72ページですから、あ

れですけれども。 

  これ、単価契約の内容をお話しいただいたんで

すけれども、例えば設置単価１万5,000円という

ことで、安いなとは思ったんですけれども。この

積算というのは、単価だけぱっと単価契約にのせ

ているんですか。それとも、その材料費等含め、

積算をした内容でこの１万5,000円というのは出

ているんですか。非常に安いと思います。 

  それで、防犯灯を新しく設置するときには、ポ

ール代もあるだろうし、電球代もあるだろうし、

その他、配線工事の問題もある。何よりも人件費

も入ってくる。 

  その中で１万5,000円ぐらいでできるんであれ

ば、私のところもやってほしいなと思いますけれ

ども。 

  それはともかくとして、積算があるのかどうか。

契約書そのものに載っていなくても、付属の資料

といいますか、そういうので出ているのかどうか、

再度お尋ねいたします。 

  それから、成果書の95ページの地域コミュニテ

ィーの関係で、２つ目の問題で、自治会長の報奨

金、この性格を教えてくださいよと言ったんです

けれども。どうも聞いていて、そうですかという

ふうには、なかなかいかなかったですよね。 

  報奨金をどこへ振り込むかということについて

は、これは個人の口座もあるし、自治会とか区の

口座、そこに振り込むのもあると思うんですけれ

ども。この性格がもうちょっとね、もう一回説明

していただきたい。どうもよく分からない。これ

は仕事に対するお支払いということで、委託料に
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近いような内容のものだと理解しているんですが、

違うんですか。 

  それから地区連絡会につきましては、いやいや、

そうはおっしゃるけれども、この地区連絡会の趣

旨について理解をしていただいている地区もござ

いますということなんですが。本当にそうなんで

すかね。そういう地区があったら教えていただき

たいなと思います。それで聞いてみたいと思いま

す。取材をしたいと思います。 

  この地区連絡会が、どうしてもないと困るとい

うことなのかどうか。 

  お金というのは、やっぱり行政効率と効果の問

題がありますので、こういう事業をするにも、結

構いろんな人が、目に見えない形での費用支出が

出ているはずなんで。この点について改めて伺い

ます。 

  それから、次のページの96ページの、町民祭り

の関係ですけれども。みこしのほうのお答えがな

かったんですけれども。流し踊りは14団体だと。 

〔「５基」という人あり〕 

○委員（西村茂久君） ５基。５団体ね。 

  これ、みこしじゃなくて山車も入っているんで

すね。多分ね。純然たる担ぎみこしということに

なると４団体だと思いますけれども。 

  いずれにしても、10年前、20年前の過去の町民

祭りに参加する団体さんとしては相当落ちてきて

いると。その理由は、これはもう地区が地区とし

て参加しないという、決めちゃっているわけです。 

  だから、本当の意味で、これ町民祭りになって

いるのかどうか。そこのところをお伺いしたかっ

たんですけれども。単純に昨年度の参加数はそう

であったということは理解はいたします。 

  もう一度、そこのところ。過去に遡って考えた

ときに、このままで町民祭りいいのかどうかとい

うのをお尋ねします。 

  それから、防災無線の、いわゆる簡易無線です

ね。自主防災会に各１台提供されている。 

  この趣旨は、もともと近隣のところの自主防災

会と連絡を取る、取り合うというためのものであ

って、例えば、役場の本部とか、そういうところ。

あるいは、町民生活課の防災担当と連絡を取ると

いうものを前提としたものでないということです

けれども。これちょっと話違うと思うんです。最

初はそういう話じゃなかったんですよ、計画上は。 

  これは、町と直接話ができるということで、お

渡ししますよということを、私会長時代聞いてる

んだから。だから、前提が違うよというふうに言

われても困るんです。 

  実は、一番地区で東、北のほうにあるところ、

つまり４キロ、４キロの地点では役場と直接通信

することはできないんです。和戸地区の防災会と

の経由、こういう形になる。 

  それは話が違うだろうということです。その点

いかがでしょうか。 

  それから狂犬病の関係で、実は３分の１しか集

合注射していないんですよね。それ以外の、要す

るに注射済票を交付したところというのは、間違

いなくこれやっているんですが。あと500はどこ

に行っちゃったんですかね。その話はなかったの

でお伺いします。 

  接種率が向上しましたということですが、これ

は例え３であろうが５であろうがパーセンテージ

が上がれば、それだけ向上しましたという、再通

知で。それは分かります。それはそれでいいです。 

  それから、カマス環境衛生事業の100万円の執

行残はカマスの関係だとこういうことですね。 

  それから、犬・猫等の死骸処理状況で、確かに

その他はカラス、ハトとなっているんですけれど

も、こういう鳥類ばっかりなんですかね。それで

あればもはや回答する必要はないです。 
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  それと、ごみについては分かりました。後で調

べないと分からないということですね。 

  以上。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  まず、１点目の防犯灯関係でございます。 

  契約に際して、こちらのほう積算があるのかと

いうご質問に対しまして、まず、お答えのほうさ

せていただきます。 

  こちらのほう、金額を確認する際に、町のほう

から宮代電設協会の会長さんのほうに見積り依頼

をするわけでございます。内容といたしましては、

項目、内容、仕様という形で、それぞれ示させて

いただいております。 

  例えば、設置、内容については、電柱共架の新

設。仕様項目としまして、器具支給。取付バンド、

書類作成、東京電力の申請料を含む。また、交換

につきましては、ＬＥＤの交換等で、仕様といた

しまして、こちらのほうも器具のほうは支給。取

付バンド、書類作成、同じように東電申請料を含

むという形で、仕様のほうそれぞれ項目ごとに示

させていただいております。 

  これを基に、まず電設協会の会長さんが金額の

ほうをはじいて、それぞれほかに３社の業者さん

がおりますけれども、会員の皆様方に金額を示し

て、合意の下で、会長さんから見積書ということ

で町のほうに金額が上がってくる状況にございま

す。その金額が、先ほど申し上げた単価契約の金

額となっているところでございます。 

  続きまして、２点目の、簡易無線機のご質問に

対してお答え申し上げます。 

  こちらのほう、先ほど再質問において、西村委

員さんのほうから、そもそも自主防災に配った趣

旨は、近隣、いわゆる隣の地区との連絡を取るた

めのものではないというようなお話をいただいた

ところでございます。 

  その点に関しましては、大変申し訳ございませ

ん。私もその当時の経緯を把握していないので、

その点については、何ともこの場では申し上げら

れないということで、ご理解いただければと思い

ます。 

  また、北のほうの地区、４キロでは、連絡、通

信が直接町とできないようなお話をいただき、中

継点として、和戸経由で町と連絡を取るというよ

うなお話もいただいたところでございます。 

  そういった事実もおありかと思うんですけれど

も、直接町のほうで連絡を取りたくても通信でき

ないので直接つながらないといった場合について

は、つながる中継地点、どこかしらの地区の自主

防の方と一度連絡を取って、町のほうにどこどこ

地区からの要請ということで、連絡手段としてや

っていただければというふうに考えているところ

もございますので、ご理解賜りますようお願いい

たします。 

  また、近くの自主防でなく、それぞれの地区に

おいて、町のほうには６分団の分団がございます

ので、その分団を経由して分団から町のほうへの

連絡というのも、一つの手段かとは思いますので、

その辺も活用していただいた上で、簡易無線機の

利用について、お願いできればと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  自治会長と報奨金の補助金の趣旨の関係でござ

いますが、こちら先ほどもお話をさせていただき

ましたが、町政に関する事項にご協力いただくと

ともに、地域の自治活動に当たっている方にお支
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払いしますということでございます。 

  各業務をやっていだたくこと、あるいは地区の

活動に当たっていただいていることに対する報償

ということでお支払いをしている金額でございま

す。そのような形でご理解いただければと思いま

す。 

  続きまして、２点目の地区連絡会、本当に必要

かということでございますが。 

  こちら、自主的に活動されている地区がござい

ます。もし、ご希望があるようであれば、そちら

の地区、ご案内させていただいて、一度視察等の

お話も調整させていただければなと思うところで

ございます。 

  ただ、本年度はコロナの影響で、ちょっと開催

のほうが難しいこともございますので、その辺は

ご了解いただきたいと思うところでございます。 

  続きまして、成果書の96ページのお祭りの関係

でございます。 

  先ほど、おみこしが５、山車が２ということで

７団体の参加をいただいているところでございま

す。 

  町民祭り参加人数が少なくて、今のままでいい

のかというお話もいただいているところでござい

ますが、参加団体のほうも確かに少なくなってい

るのも事実でございます。 

  ただ、町民祭り、お祭りを支えていただいてい

る方、多くの方が町民の方が支えていただいてお

ります。ストリート委員会、イベント委員会、安

全美化委員会、広報記録委員会、４団体のほかに

町の実行委員会ということでお集りいただいて、

100名ぐらいの町民の方にご協力いただいて、初

めて実施できるお祭りでございます。まさに、町

民祭りだなということで感じているところでござ

います。 

  お祭りの在り方について、いろいろお話をいた

だくこともございます。ご協力いただいている町

民の方は、非常に大変な労力をいただいていると

ころもございますので。町民祭りではないかとい

うことではなくて、そういうご協力いただいてい

る皆様に、町民祭りの在り方についても、確認の

お話のほうもさせていただくことも考えたいと思

います。 

  続きまして、犬の集合注射でございます。 

  先ほど、お話いただきましたとおり、集合注射

のほう、成果書の105ページになります。 

  実際、注射の行われている1,250のうち、405で

すので、３分の１程度の集合注射の接種率という

ことになります。そのほかにつきましては獣医師

ということで、お話のほうさせていただきました。 

  残りの、1,746から1,250を引いた分の残り、大

体500ぐらいの引数でございますが、こちらは注

射済票の交付を受けていないということで確認が

できる数字でございます。 

  これは、狂犬病の予防注射をしても、町のほう

に届け出る、あるいは町内の獣医師のほうで注射

済票の交付を受けていないと、やったということ

にはなってきませんので、記録には残りませんの

で。そういう方がいるのも、お聞きするところは

ございます。 

  ただ、その500のうち、未接種の方も多分にい

らっしゃる。また、先ほどもお話しさせていただ

きましたが、犬が死亡しているのに、町のほうに

届けていない方もいらっしゃいます。 

  そういう実数の把握に向けて、また今後、再通

知以外に違う方法があれば、幸手保健所管内の連

絡協議会もございますので、そちらのほうでもお

話のほうを検討させていただきたいなと思うとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 



－９２－ 

○委員（西村茂久君） 最後になります。 

  まず、防犯灯ですけれども。普通考えたら１万

5,000円であれができるのかなという気はします

けれども。いや実はこうなっているということで、

説明を受けたんで、しようがないという。 

  角度を変えて言いますけれども、防犯灯の設置

を要請しても、極めてこれハードルが高いんです

よね。なかなか設置をしない。１灯１万5,000円

だったら、じゃんじゃんやっていいんじゃないん

ですか。電気料はもちろんかかりますよね。かか

りますけれども。 

  今の要綱上は50メートルというやつも含めて、

いろいろハードルがあるので、その辺を少し緩め

るということも考えてよろしいんじゃないですか。 

  それから、報奨金、私が質問しているのとちょ

っと違うところでの回答なので、これまた同じよ

うな答えになると思うので言いません。 

  地区連絡会、ぜひ教えてもらいたい。 

  ただ、問題は４つある地区で、ただ１つだけが

一生懸命やっていますよと、活用していますよと

いうのであれば、そこだけやればいいじゃないで

すか。４地区全体がどうして横並びしないのかと

いうところを考えて、それで答えもう一回求めま

す。 

  町民祭りの件に関しては分かりました。 

  これ、300万円近い費用を補助金として出して

おりますけれども、地区連の会議をやるとすれば、

今年はちょっともう全部終わっているから、来年

の話になっちゃいますけれどもね。 

  だったら、町民祭りに各地区の区長さん、やり

ましょうよということで呼びかけができないんで

すかね。そんな個人個人の協力に頼っているから、

町民祭りというのが、町民祭りでなくなっている

わけだ。その点をお願いします。 

  それから、話をいろいろお聞きしていて、もっ

と聞きたいことはあるんですけれども、一応今日

出した分に関しては、その点で、再度お答えをし

て終わりになります。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  地区連絡会の関係でございますが、お話をいた

だいた内容で、各地区連絡会の趣旨を、もう一度

各地区連絡会のほうの代表の方、あるいは地区連

絡会のほうにお話のほうをさせていただきたいと

思います。 

  町のほうとすれば、各地区連絡会を設けていた

だいて、各地区でいろいろな情報の交換、共有化

を図っていただいて、地域のコミュニティーの活

性につながるように、今後もお話のほうさせてい

ただきたいと思うところでございますが。 

  各地区が、もう要らないというお話をいただく

ことが強いのであれば、それはちょっと再考しな

ければいけないのかなと思うところでございます。 

  ただ、先ほどお話させていただきました、そう

いう地区もございます関係から、この在り方につ

いてはもう一度考えさせていただきたいと思うと

ころでございます。 

  続きまして、お祭りの協力者へのお願いでござ

いますが、区長さんのほうにはお願いの通知のほ

うはさせていただいているところでございます。 

  なかなかやはり、各区のお仕事がお忙しいとい

うことから、町のほうにご協力いただいている関

係の方が４団体しかいらっしゃらないということ

でございますので、併せて今後も継続してお願い

のほうを続けていきたいと思うところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） それでは、再
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度、防犯灯についてのご質問についてお答えさせ

ていただきます。 

  まず、防犯灯については、設置要望してもハー

ドルが高いですとか、50メートルのハードルを緩

めたほうがよいのではないかというようなお話を

いただいたところでございます。 

  まず、防犯灯の設置に関しましては、防犯灯の

設置検討部会というものがございます。こちらの

ほうは、平成19年度から様々な問題を解決するた

めに、防犯灯の設置検討部会ということで立ち上

げさせていただいたところでございます。町民の

視点から防犯灯の新設について検討することとな

った経緯がございます。 

  こちらの部会のほうでは申請のほうがあった防

犯灯について、設置基準に照らし合わせて新設の

可否のほうの審議をさせていただいております。

このように部会の活動で、公平性を確保した計画

的な防犯灯の新設が可能となったというふうに考

えているところでございます。 

  また、防犯灯の設置につきましては、区長さん

等を通じて、年１回の申請のほうをいただいてお

り、先ほど申し上げたように、部会のほうで現地

確認をさせていただいて、その設置の可否につい

て決定をさせていただいております。 

  仮に申請が上がって、例えば、例えばの話です。

10件に対して５件しかつかなかったら残りの分件

はどうするんだというようなお話になった場合、

その漏れた５件について、今年度、例えば無理で

あっても、次年度にその現場の環境等が変われば、

また改めてそういった環境が変わったことを考慮

して、設置が可能になる場合もございますので、

ご理解賜りますようお願いいたします。 

  また、防犯灯につきましては、防犯灯の設置に

代わる、町を明るくするためのものといたしまし

て１戸１灯運動ということで、町のほうからお願

いしている点もございます。 

  こちらのほうは、防犯灯だけでなく夜道を明る

くするのが難しい現実もあるかと思いますので、

そこで地域の方々と連携して、夜、家の門灯、玄

関灯をつけていただいて、町全体を明るくして、

犯罪の発生しにくい環境をつくるということで、

１戸１灯運動ということで、皆様方にお願いして

いるようなところもございますので、こちらのほ

うについては、防犯灯に代わるものとして申し上

げたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、51ページ、52ページの市民活動推進事業

の関係でございます。 

  成果書では、96ページ。 

  これは、町民祭りとクリーン宮代なんですけれ

ども、特にクリーン宮代については、町内何か所

でやっていたのか。それから、私は年に１回ぐら

い自分の家の周りをきれいにすることについては、

いいと思っていますし、これぐらいのことはやっ

てもいいと思うんですけれども。 

  せっかく、やっているんですけれども、どれぐ

らいの量出ているのか。これを量るのにまた時間

がかかったり、余計な費用がかかるんだったら結

構ですけれども。 

  ただ、これでは成果としてやっているというだ

けで、どういう本当に成果が出たのかというのは

よく分かりませんので。費用対効果あると思うん

ですけれども、できればその辺のことも付け加え

ていただいたほうがいいのかなということで、何

か答弁ありましたら、その点お願いしたいと思い
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ます。 

  それから、ごみ協との関係で、私どもの地域は

古利根川沿いの清掃というか、やっていました。 

  これは、国のほうからの指示で、それはやらな

くてもいいということになったみたいなんですけ

れども。その点については、正確な、どうしてそ

ういうふうになったのか、お尋ねしたいと思いま

す。これについては、もうずっと何十年もやって

きていますので、どうしてそういうふうになった

のか、その点、確認の上でお示し願いたいと思い

ます。 

  それから、予算書67ページ、68ページの交通安

全対策でございますが。 

  この不用額があります、119万。交通指導員が

減少したということと、交通指導員の被服費の執

行残ということなんですが、これについてもう少

し詳しく、金額等もお示し願いたいと思います。 

  それから、指導員が減少というふうにおっしゃ

いましたが、基本は何人、本来いなければいけな

いのか。先ほど、前段者のところで平成31年度で

は13名、令和元年度では12名、今年度では10名と、

だんだん減っているんですけれども、広報で募集

もするということなんですけれども。本来何人い

なければいけないのか、その点、お尋ねをしたい

と思います。 

  それから、同じく交通安全対策事業なんですけ

れども。これは前年度と比較して289万円増額と

なっているということなんですけれども。特に、

道路標識等とか、道路反射鏡、カーブミラーです

ね。これは、区長から申請があって、そこからさ

っきの部会とか検討していく。防犯灯もそうなん

ですけれども。 

  これは、集約は最終的には７月なんでしょうか。

それ以降はもう１年間ずっとつかないということ

になってしまうんですけれども。その点、どうい

うふうになっているのか、まずお尋ねしたいと思

います。 

  それから、69、70ページの上のほうの工事請負

費の中の道路照明灯整備費工事13万6,400円なん

ですけれども、成果書の97ページでは32万7,480

円。これは、違いはどうしてなんでしょうか。そ

の点、お尋ねをしたいと思います。 

  それから、自転車の対策事業なんですけれども、

これにつきましても、成果書にあります99ページ。

放置自転車撤去台数が書かれておりますけれども、

この中に、その他119台。その他というのは何な

んでしょうか。改めてお尋ねしたいと思います。 

  それから、その下に、リユース販売しましたと。

これだけあるんですけれども、販売台数が８台で

6,800円。これしかお金にならないのか。これは

有効活用ですので、リユースになっていますけど。

そのほかで、これは収入源にならないのかどうか。

その点も併せてお尋ねしたいと思います。 

  それから、公害防止対策の関係で。この関係で

は、成果書の100ページにその他とあるんですけ

れども、この家庭ごみ、粗大ごみ、その他とあり

ますよね。これについてもお示し願いたいと思い

ます。 

  それから、69、70ページの環境管理費の不用額

60万円なんですけれども。これについては、桜の

木管理委託料が入札結果によって安価でできたと

いうことなんですけれども。これについては、管

理業者はどうなっているんでしょうか。やはり、

これも長年ずっと同じ業者になっていないのかど

うか。 

  入札結果により安価で対応できた。どれぐらい

安価になったのかね。同じ業者で入札結果によっ

てこれだけ安価になるんだったら、業者を競争入

札させてやればもっと安価になるのか。そういう

ふうにも考えられますので。その点、この桜の木
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管理業者はどういうふうになっていますか。推移

状況も併せてお願いしたいと思います。 

  それから、一番下の宮代の魅力推進事業の中で、

これは申し訳ありませんね、本当は休憩中に聞け

ば済む話なんですけれども。以前から思っていた

んですけれども。里山を活用した娯楽体験事業。

あえて娯楽と言っているんですけれども。５つの

体験事業があるんです。娯楽というふうに言って

いるので、この娯楽という意味ですね。どういう

ものを指すのか。参考まで、お尋ねいたします。 

  それから、防犯活動。71、72ページの、成果書

では101ページなんですけれども。これで一体型

ＬＥＤの修繕と、ＬＥＤ改造型、これを一体型Ｌ

ＥＤに、器具の交換をしていますね。これは具体

的にどういうふうなことなのか。 

  それから、支出済額で前年度と比較して113万

円減額になっていますが、そうすると、防犯灯全

てＬＥＤ化したということですので、全部、令和

元年で交換したというふうに分かるんですけれど

も。工事費がそれによって膨らんだ部分と、それ

から、その代わり、通常の防犯灯の修繕等にとど

まったというふうにも設置のほうで説明されてお

りますけれども。増額分と減額分についての、も

う少し詳細の説明をお願いしたいと思います。 

  それから、73ページ、74ページの災害に強いま

ちづくり啓発事業。それから、その後の防災コミ

ュニティー推進事業ということで、載っておりま

す。 

  私は、一般質問でも取り上げました。昨年台風

19号では、町がきちんと対策本部を設置しなかっ

た。あれだけ大きな台風が来ると言われている中

で、設置しなかったということについては、やは

り言語道断だし、本当に今後このようなことがな

いように、ぜひお願いしたいというふうに思うん

ですが。 

  町の担当者としても、やることをやりましたと

言うんですけれども。それは我々も認めています

よ。でも、きちんとね、法にのっとって、それか

ら防災計画からにのっとってちゃんと設置しない

と、被害がなかったから、結果よかったからでは

済まないと。万が一、命に関わる問題ですからね。 

  ここはね、やはりそういうふうにならないよう

に、私はそのことばっかり言うんではなくて、や

はり決算ですので、これからの問題として、それ

はそれとして、きちんと反省をして。これから、

風水害から、やはり住民の命を守るために、現在

避難所は何人確保されているのか。避難所箇所も、

聞いてはおりますけれども、あえて確認のために

お願いしたいと。 

  それから、この問題では、やはり一番、要配慮

者利用施設の避難確保、これが本当に大事なのか

なと。誰一人も取り残さない、そういった水害対

策を取らなければいけないと思うんですけれども。

そういった意味では、今後どういうふうに、しか

も、これまでの避難場所、それから避難ルート、

どういうふうに確保していくのか。 

  それから、さらに今年度、コロナ禍による３密

対策で、これまでの避難場所、避難箇所では到底

間に合わないわけです。それをどういうふうに増

やして確保していくのか。その点についてもお尋

ねしたいと思います。 

  それから、防災コミュニティ推進事業の中で各

自主防災組織で整備する前に、町で安心・安全な

まちづくり推進事業費補助金として交付しており

ますけれども。これが、例年度より申請件数が減

ったというふうにおっしゃっていますけれども、

これはどういう理由なのか。その点についてお尋

ねをしたいと思います。 

  それから、129、130ページの関係で、成果書で

は105ページになりますか。 
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  環境衛生事業ですが、側溝清掃、これは今年度

はコロナ禍ということで、側溝清掃もしない地域

もあったと思います。私の住んでいる地域も、や

はり何かあってはいけないということで中止にな

りました。 

  これは、ずっと議論してきましたけれども、強

制的ではないので、だとするとどんどんこれ減っ

ていきますよね。これは、地域、一自治会の問題

じゃないですよね。道路の側溝ですから。管理は

町ですから。道路舗装も同じように、これは全長

を見て、計画的に舗装、修繕しますよね。 

  それと同じように、自然に堆積される側溝、こ

れ仮に側溝の蓋が重いですから、地域でもやらな

くなった場合、やはり、町としても計画的にやっ

ていく、またやっていかなければいけない問題だ

と思うんですけれども、これらについては、どう

いうふうにされていくのか。町民の協力を得られ

るうちはいいんですけれども。得られなくなって

くると思うんですね。そうした場合、どういうふ

うにされるのか。その点についてもお尋ねしたい

と思います。 

  それから、129、130ページの利根広域斎場組合

負担金なんですけれども、これは利用件数が128

件で、利用率は57.5％。以前よりはよくはなって

いるものの、やはり、物すごい利用率が上がると

いうふうにも、地理的な条件からないと思います

ね。この点については、どういうふうに利用率を

上げていくのか、その点についてもお尋ねしたい

と思います。 

  それから、最後ですが、159、160ページの消防

費。 

  これについては、不用額が751万円生じており

ます。これについての理由ですね。説明では、消

火栓の設置、修理の負担金が少なくなったとか、

修繕も少なくなったとかという説明がありますが。

その点についての金額が大きいのでお尋ねしたい

と思います。 

  それから、中島出張所は廃止されました。非常

に、地域住民の方々も不安に思っています。残念

に思っています。 

  これから、ますます合理化が進められ、これも

病院と同じで、新自由主義の一端かもしれません

けれども。これは、どんどん合理化がされて、特

に宮代町では出張所がなくなって、負担金は減っ

ていきますよね。そのためにやっているんでしょ。

それで、減らされて、負担金は増えていくという

ようなことはないと思うんですけれども。 

  一方では、加須辺りではすごく総合病院も誘致

されて、救急車両もよくなって、一方では物すご

く、そういった物すごい差があるなというふうに

思っているんですけれども。 

  そういった点では、今後、こういうふうになっ

た責任も、町長の責任も大きいと思いますけれど

も。今後のことで、どういうふうな負担の在り方

になっていくのか、その点も、決算ですので、合

わせてお尋ねしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（山下秋夫君） ここで、一旦、休憩した

いと思います。 

  始まりは、25分ということでよろしくお願いし

ます。 

 

休憩 午後 ２時１２分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  丸藤委員の質問に対しての回答をお願いいたし

ます。 



－９７－ 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  丸藤委員のご質問に随時お答えをさせていただ

きます。 

  まず、成果書の96ページ、市民活動事業のクリ

ーン宮代の参加者の関係でございます。クリーン

宮代につきましては、37か所の集積場所を設けさ

せていただいております。参加人数が1,321人で、

こちら回収されたごみの量が970キロということ

となっているところでございます。こちらの事業、

ごみの回収にとどまらず町内の環境美化だけにと

どまらず環境関係全般を町民の方に考えていただ

く機会となっておりますことから、今後もクリー

ン宮代続けさせていただければなと思うところで

ございます。 

  次に、クリーン古利根の実施内容の変更につい

てでございます。クリーン古利根につきましては、

河川管理者であります杉戸県土整備事務所のほう

から河川の敷地内にまで入ってのごみ拾いは危険

が伴うのでやめてほしいというお話をいただいて

いるところでございます。これは、コミュニティ

協議会が実施しているときからもう同じようなお

話をいただいておりまして、継続しての話となる

ところでございます。このようなことから、町が

地区にクリーン古利根の実施をお願いをさせてい

ただくときに、河川の区域内に入っての清掃は危

険ですのでやめてくださいというお話をさせてい

ただいておりました。ただ、各地区から河川の区

域内に入って清掃ができないのであればクリーン

古利根、こちらをやる意味がないじゃないかとい

うお話を強くいただくようになったところでござ

います。そのようなことから、町のほうとしては

町が主催して一堂に会して町内全域での実施とい

うのは行わないということとさせていただいて、

地区のご判断でやっていただく地区は町のほうで

回収等の手配をさせていただくのでご連絡くださ

いというお話のほうをさせていただいたところで

ございます。ちなみに令和元年度につきましては、

若宮の地区のほうが１地区だけなんですがクリー

ン古利根実施していただきまして、60名程度のご

参加をいただいたところでございます。 

  続きまして、成果書の67、68の公害防止のその

他でございます。成果書の100ページです、失礼

しました。 

  不法投棄の処理状況のその他というところでご

ざいます。こちら、コンクリートがらとバイクの

バッテリーを回収のほうさせていただいたところ

でございます。 

  続きまして、環境管理費の桜の管理の関係でご

ざいます。こちらは、管理している業者がＪパー

クという会社がここ数年管理のほうをしていただ

いております。その前は関根造園という町内の業

者なんですが両方とも、行っておりまして、現在

よりより安価で落札のほうをしておりました。ち

なみに、今は指名競争入札を行っておりまして、

11社の指名の中でＪパークのほうが落としており

ます。 

  続きまして、魅力推進事業の五楽体験の関係で

ございます。こちら成果書の38ページをご覧いた

だきたいと思います。こちらの表の上、里山イベ

ントの実施ということで五楽体験事業（宮代の豊

かな自然環境を体の五感全てを使って楽しんでい

ただく事業）ということでございます。体の五感

全てで楽しむということで五楽体験ということで

名前のほうをつけさせていただいているところで

ございます。 

  続きまして、側溝清掃の関係でございます。側

溝清掃の関係につきましては、いろいろお話のほ

うをいただいております。町道の側溝でございま
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すが、町道の側溝は道路の雨水排水を適切に処理

することを目的に道路の側溝のほうは造られてお

ります。ただ、家庭の排水を流す先としても使用

されておりますが、そのときは町の管理している

施設を使うということから、排水放流承認という

流す手続を取っていただいております。排水放流

承認にはいろんな条件をつけさせていただいて、

町のほうで承認をしているところでございますが、

その中で側溝の清掃に努めることという条件もつ

けさせていただく中で排水放流承認、承認のほう

をしているところでございます。従前は公共下水

道が整備されていないこともございまして、排水

放流承認をお取りいただいて家庭の排水を道路側

溝に流されている方がほとんどだったかと思うん

ですけれども、現時点では公共下水道も整備され

ている地区が多くございます。また、調整区域は

同じように側溝に流されている地区もあるかと思

います。そういう関係から、町民生活課では地区

で側溝清掃が必要な地区がございましたら町の町

民生活課のほうでカマスの配付、そちらの回収を

させていただくのでご希望があれば地区の現状に

合わせてこちらのほうにご通知くださいというこ

とでお話のほうをさせていただいているところで

ございます。そのような中で、地区それぞれの考

えがありますので、それぞれの地区でご対応いた

だいているということでございます。先ほどお話

しいただいた側溝は町管理なので今後どう考える

んだということでございますが、町民生活課のほ

うでは側溝の施設そのものの管理はいたしており

ませんのでそういうお話ということであればまち

づくり建設課のほうの管轄になってくると考えて

いるところでございます。 

  続きまして、トネの利用率の関係でございます。

従前は50％を切ることもございましたが、ここ数

年50％を超えていることも多くあります。宮代町

縦に長いという地勢からどうしてもトネのほうに

近いところと遠いところが出てきてしまいまして、

利用率の上昇なかなか難しいということもござい

ます。あとトネの施設を考えますと大々的にＰＲ

することも難しいこともございます。ただ、トネ

が宮代町が組合に入っていると、メモリアルトネ

の組合に入っているということを知っていただく

ために転入時にいろいろなチラシを配らせていた

だいているんですが、その中にトネの利用のパン

フレットのほうも入れさせていただいているとこ

ろでございます。そのような周知を図る中で、今

後利用率が上がってくればいいなと思っていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課押

田です。 

  それでは、丸藤議員さんの質問に対しまして順

次お答え申し上げます。 

  まず、交通安全対策事業、決算書67、68ページ

の関係でございますけれども、こちら不用額につ

きましては、交通安全対策費ということで119万

9,116円の不用額が生じたところでございます。

主な不用額の内容といたしましては、１節の報酬

と11節の需用費の不用額が多かったものによる不

用額でございます。内容につきましては、まず、

１節の報酬につきましては、交通指導員の人数が

減ったということで執行もその分がなかったとい

うことによる不用額が生じたところでございます。

また、11節の需用費についてでございますが、こ

ちらのほうにつきましては、当初交通指導員の方

を募集を予定しておって募集したところ応募がな

かったということで、その指導員分の被服費のほ

うの予算が余ったということで不用額が生じたと

ころでございます。そういったことが主な不用額
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の理由でございます。 

  続きまして、同じく交通安全対策事業、こちら

のほうの前年比で約289万円の増額ということに

なっておりますけれども、その理由でございます。

こちらのほうは、主に工事請負費分の増額による

増額という形になっております。また、道路標識

等関係で区長からの要望等こちらはいつ集約して

それ以外は使えないのかという形になりますけれ

ども、こちらのほう区長さんから申請が上がって

くるものは道路反射鏡いわゆるカーブミラーの申

請が年１回上がってくるところでございます。こ

ちらのほうは７月中の要望申請しているというこ

とで、今のところ随時の受付けはしていない状況

にございます。 

  続きまして、決算書の69ページ、70ページをご

覧ください。 

  こちらのほうですが、同じく交通安全対策事業

絡みでございます。決算書上では15節の工事請負

費、ぽち点２つ目になりますけれども、道路照明

等整備工事13万6,400円、成果書で言いますと97

ページです。こちらのほうの下段のほう、交通安

全施設の新設修繕という形で項目が３点ございま

すけれども、そのうち中段の道路照明等整備工事、

金額が46万3,888円ということで決算書上の数字

と成果書上の数字で整合性が取れていない、違う

というようなお話をいただいたところでございま

す。その違いは何かと申し上げますと、令和元年

度の決算いわゆる今回の決算では、道路照明等整

備工事費こちらのほうなんですけれども、11節と

15節の合算による額を計上しているものでござい

ます。昨年度は平成30年度の決算時成果書上では

11節のみの計上という形を取らせていただいた関

係で、昨年度と今年度ではちょっと若干考え方が

変わりますけれども、２つの節を合わせた形でそ

の分が増額となっているということでご理解賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、決算書69、70ページの自転車対策

事業、成果書で言いますと99ページ、こちらのほ

うで、まず成果書の放置自転車の撤去項目のとこ

ろで放置自転車の場所別の撤去台数ということで

記させていただいております。その中で、その他

119という形で示しているところでございますけ

れども、そのその他とはどういったことかという

ようなご質問をいただきました。こちらのその他

については、放置自転車の場所別撤去台数を和戸

駅周辺、東武動物公園駅周辺、姫宮駅周辺、その

他という形で４区分で記しているところでござい

ますが、宮代町自転車等の放置の防止に関する条

例の第８条の放置禁止区域の指定に基づきまして

自転車等の放置を防止することにより公共の場所

の通行機能を確保するとともに、町の美観を維持

し、もって町民の安全で快適な生活環境の保持に

資することを目的といたしまして、町自転車対策

協議会の意見をお聞きいたしまして協議の上、ま

た警察と協議の上、放置禁止区域のほうを定めさ

せていただいているところでございます。その上

で和戸駅周辺、東武動物公園駅周辺、姫宮駅周辺

は指定区域とさせていただいておりまして、それ

以外のところをその他ということで成果書上で示

させていただいている状況でございます。また、

その下段の放置自転車の有効活用（リユース）に

つきまして、販売台数８台、収入金額6,800円と

いうものがございます。こちらのほうにつきまし

てお答えさせていただきます。 

  こちらのほうのリユースにつきましては、放置

自転車の再利用に関する協定書というものを宮代

町の自転車再利用促進協会と結ばせていただいて

いるところでございます。その中で程度のいい物

をその業者さんが買い取るという形で、台数にし

て８台、１台辺り850円ということで6,800円をそ
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の自転車の業者さんにお支払いさせていただいた

ところでございます。したがいまして、この

6,800円については町内の自転車屋さんにいった

ということでございます。 

  続きまして、決算書71、72ページ、防犯活動事

業、成果書の101ページになります。こちらのほ

う101ページの成果書上で防犯灯維持管理の実施

ということで、維持管理内容のところ、器具交換

その他いろいろ記させていただいております。そ

の中で、一体型ＬＥＤ、またＬＥＤ改造型から一

体型ＬＥＤ、これはどういったものなのかという

ようなお話をいただいたところでございます。こ

ちらのほうにつきましては、一体型ＬＥＤは最新

タイプのものでございましてＬＥＤ改造型とは蛍

光管のそのものを使って中の玉だけをＬＥＤ化し

たものでございます。昔の防犯灯のかさを使って

中だけＬＥＤ化にしたものでございます。 

  続きまして、同じく防犯活動事業です。こちら

のほうで全て蛍光管をＬＥＤ化にしたのかという

ようなお話をいただいたところでございますが、

こちらのほうは平成30年度に調査いたしまして全

てＬＥＤ化にさせていただいたところでございま

す。それによりまして、前年比で113万円ぐらい

の減額となっているというような状況でございま

す。 

  続きまして、決算書73、74ページ、防災コミュ

ニティ促進事業、こちらのところで昨年度の台風

19号のお話をいただいたところでございます。そ

の中で、ご質問については避難所は何か所あるの

か、またどれくらい避難できるのかというような

ご質問をいただいたところでございます。町内全

体では避難所といたしまして25か所という形で宮

代町の地域防災計画上では定めさせていただいて

おります。これは、341ページに記させていただ

いているところでございます。あわせて、その中

で収容人員も記させていただいておるところでご

ざいますが、全体で9,120名という形での収容人

員を記させていただいているところでございます。

また、避難関係のお話をいただきまして、要配慮

者、こちらの方についてはとても大事というお話

をいただいたところでございますが、今後どうい

った形でしていくかということでございます。こ

ちらのほうにつきましては、高齢者ですとか障が

い者の配慮については提供を平時と災害時で継ぎ

目なく連結させることが必要だというふうに考え

ているところでございます。したがいまして、近

所の方々からの支援をいかに確保するかも重要な

課題として捉えていく必要があると考えていると

ころでございます。今後につきましては、福祉部

局ですとか自主防災会、自治会等と調整を図りな

がら改善に努めて災害に備えた形で対応させてい

ただければというふうに考えているところでござ

います。 

  続きまして、同じく決算書73、74ページの防災

コミュニティ促進事業、こちらの関係の自主防災

組織への補助金の関係で前年比よりも減額してい

るというお話をいただいているところでございま

す。こちらのほうにつきましては、令和元年度、

今の決算で申し上げますと合計で38件の申請をい

ただいております。昨年度、平成30年度決算時に

は46件、したがいまして前年比で８件減っている

ような状況にございます。令和元年度の補助の内

容をお話させていただきますと、防災資機材の購

入、これが９件の申請、防災拠点整備の申請が４

件、地区防災訓練の実施に関するものが20件、地

区防災研修会の実施が３件、防災士資格取得が２

件ということで、先ほど申し上げた合計38件とな

っているところでございます。こちらのほうの昨

年度に比較して減ってしまったというような理由

はどういうことかという形なんですが、その辺に
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ついては精査していない状況でございますので、

この場でお答えすることができませんので、ご理

解賜りますようよろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、決算書159ページ、160ペー

ジの消防総務事業の不用額751万円、こちらの理

由はどういった理由で不用額が生じたかというお

話をいただいたところでございますが、そちらに

ついてお話のほうさせていただきます。消防総務

事業の不用額751万4,399円、こちらのほうはいろ

いろな説がございまして、様々な説の積み上げで

750万くらいの不用額が生じているところでござ

います。大きな不用額が生じたところにつきまし

ては、旅費、需用費、負担金補助及び交付金等々

これら細々としたものもございますが、全ての積

み上げで750万円ぐらいの不用額が生じてしまっ

たという状況にございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（斎藤和浩君） 町民生活課長、斎

藤でございます。 

  私の方からは中島出張所につきましてお答えを

させていただきたいと存じます。 

  中島出張所につきましては、埼玉東部消防組合

の再編、要するに処々の合理化ということで中島

出張所の再編ということで杉戸署等に再編された

ところでございます。当町としまして、埼玉東部

消防組合のほうに負担金という形で今現在もお支

払いさせていると。今後につきましては、処々の

合理化というものとセットというふうに考えるべ

きものかなと、要するに処々が再編されたことに

より負担金が上がる下がるということよりも、ま

ずは基本となるものをしっかりとしていくべきか

なということで今は協議がされているところでご

ざいます。議員ご存じのとおり中島出張所であっ

たり幸手西分署、篠津分署、加須等まだまだ処々

の再編をする処々等がございます。その辺と合わ

せまして今後の負担金というところについて見直

しを図るということで、今の段階では金額等につ

いては具体的に示されているわけではなく、今後

負担金を決めるに当たっての基準というものを今

現在調整をしているという段階でございますので

ご理解をいただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 町民生活副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  １点答弁漏れがございましたので、その質問に

対しまして改めてお答え申し上げます。 

  交通指導員関係、こちらのほう何人いなければ

いけないのかというご質問をいただいたところで

ございますが、人数の基準はございません。理想

といたしましては各小中学校３、４名で配置でき

ればいいかと考えておりまして、全体で12から16

ぐらいが理想かなと。失礼しました。中学校はご

ざいません。小学校４校のみです。小学校４校で

３名から４名ぐらいの配置ができればいいかとい

うふうに考えておりまして、12名から16名ぐらい

が理想的であるというふうに考えているところで

ございます。 

  また、１点訂正させていただきます。成果書の

99ページ、放置自転車の有効活用のリユースとい

うことで、販売台数８台の6,800円、こちら6,800

円これは自転車屋さんにお支払いのほうさせてい

ただいたということで答弁させていただいたとこ

ろでございますが、町が自転車屋さんに売って、

町が得た収入が6,800円ということでございます。 

  申し訳ございませんでした。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 
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  答弁ありがとうございました。 

  それでは、何点か再質問させていただきます。 

  まず、51、52ページの市民活動推進事業なんで

すが、決算書の67、68ページです。クリーン宮代

の件につきましては、分かりました。970キロ回

収しているということであればこれも成果ですか

ら、例年同じように書かないで回収できた数量に

ついても把握しているんでしたら成果書に入れて

いいんじゃないでしょうか。よろしくお願いいた

します。これは要望です。 

  続きまして、67、68ページの交通安全対策費で

ございます。交通指導員は各小学校３人から４人

ということで、12人から16人ということでした。

これ不用額が出ていますので、令和元年度は何人

を予算化したんですか。16人なんですか。予算化

していますので、不用額の理由についてもお伺い

しましたので、その点お尋ねしたいと思います。 

  被服費については分かりました。で、この交通

指導員もやはり子供たちの命に関わる交通事故

等々から守るという意味でも大事な役割を果たし

ていると思います。この点では募集したけれども

それに応えていないということなので、それが仕

方がないで終わってしまうのかと。やはりこれに

ついてはどうされるのか、粘り強くやるというこ

とになるんでしょうけれども、その点募集をした

けれどもなかったのでないで終わりなのか、それ

でいいのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく67、68ページの交通安全対策

で、先ほど前年度との関係で増減についてはあれ

ですが、特に区長についてはちょっと答弁が声が

弱かったんですけれども、確か私の記憶では７月

中で区長からの申請をいただいてそれで先ほど答

弁があったように追加はないというふうなんです

けれども、それは一度に設置できればそれはいい

んですけれども、中には例えば道路反射鏡、カー

ブミラーなんですけれども、うちの中島から行っ

て百間６丁目のところを新しく住宅地が開発され

ました。それで、最近やっと家が売れて人が入っ

てということで、それは町のほうの期間に合わせ

てオープンしているわけではありませんので、や

はりこの辺もカーブミラーがあるないでは大きな

違いだと思います。申請してもしかも検討委員会

でふるいがかけられるんですから、なお心配なん

ですけれども、そういう意味からも区長の申請７

月で終わってもう後は次年度にしてくれでは、や

はりそれもちょっといかがなものかなというふう

に思いますけれども、そういうふうにしているの

はなぜなのか、その点お尋ねをしたいと思います。 

  それから、成果書の97ページなんですけれども、

これは交通安全施設の新設、修繕ということで書

かれておりますけれども、実際申請はどういうふ

うな状況だったのか。それで結果はこういうこと

になったということなんですけれども、道路標識

等工事、道路照明、反射鏡についてもお尋ねした

いと思います。 

  それから、今言ったカーブミラーの件もそうな

んですが、特に私も一般質問でも取上げましたけ

れども、道路土地区画整理事業でやったあの道佛

地域の道路標識です。これは警察の関係だと言う

んですけれども、随分やはり道路標識が足りない

ように思います。これについてはどういうふうに

改善されていくのか。やはり町としても、特に道

佛新興住宅、あそこは子供さんが多い地域でもご

ざいます。やはり子供たちが安心して通れる、そ

ういった道路にしなければいけないと思うんです

けれども、この点についてもやはりまちづくりの

一環の一つであり、大事な問題だと思いますので、

非常に少ない、それからわざわざ何というんです

か、土で土のうみたいので押さえて仮の標識まで

しているわけでしょう。完全に標識がないわけで
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す。事故がないように町としても苦肉の策でやっ

ていると思うんですけれども、あれは非常に見苦

しいです。そういう点でもやはりこういう声をう

んと警察のほうに、もちろん言っているというふ

うには聞いているんですけれども、もっと強く言

っていいんじゃないでしょうか。その点心配です

ので、その点もう一度、この点についてもお伺い

したいと思います。 

  それから、成果書の99ページの関係でリユース

販売台数は分かりました。これも収入なんですが、

放置自転車これだけ撤去して、今あまり少なくな

りましたけれども、廃品回収業が少なくなってい

ますけれども、これだけの量あると鉄分ですよね。

何らかの収入になりませんか。リユースできただ

けの台数で、これは使いものになりますので分か

るんですけれども、その点その分はどうなってい

るのか。それから、この表示の仕方ですけれども、

だとすれば、この３つの和戸駅周辺、東武動物公

園駅周辺、姫宮駅周辺と３つになっているんです

からこの駅周辺のと駅周辺外の３つに分けてその

他でこの３つ以外をぽーんと持ってくるんではな

くて、和戸駅周辺とその他に分けて、それから東

武動物公園駅周辺とその他に分けて、３つに分け

てその他をしたほうが見やすいですよね。ちゃん

と数字も出しているんですから、もう少し見やす

いような成果書にしたほうがいいんじゃないでし

ょうか。そうすると、その他は周辺だけでも東武

動物公園駅周辺が多いんです。その他もどういう

ふうな傾向か分かりますので、この辺の工夫もそ

うなんですけれども、どういうふうな実態になっ

ているのかお示しいただければと思います。 

  それから、公害対策費については分かりました。 

  それから、69、70ページの環境管理費の桜の木

の管理委託料なんですけれども、ここ数年という

ことなんですけれども、これはＪパーク、毎年入

札しているんですか。それで参加している業者と

いうこと。はい、分かりました。 

  それから、すみません、先ほどもう一つ聞き忘

れたんですけれども、環境推進事業の中に支出済

額2,000円というのが、猫対策捕獲機の修理とい

うふうになっておりますが、私は猫の捕獲にボラ

ンティアがやっているという話伺いました。これ

は大変だと思うんですけれども、これは捕獲機の

修理なんですけれども、そういったボランティア

への援助というのは考えられないのかどうか。そ

れから、それはちゃんとあるのかどうか。お尋ね

したいと思います。それと同時に、それとは逆に、

これもやはり野良猫を増やさないために頑張って

いる方たちです。同時に宮代役場庁舎の近くで毎

朝餌を与えている方いるんです。これはやはり野

良猫の命を大切にしたいということでそういうふ

うにやっている方もいるんですけれども、これは

野良猫が増えないのかどうか。こういった猫の捕

獲で、動物病院に連れて行って避妊をさせてきち

んと野良猫を増やさない、そういう方たちとはま

た違うと思うんです。そういう点では、猫の命に

関わることですけれども、それはもう一方ではど

ういうことなのかということで、それは指導はさ

れているのかどうか。見ているだけなのかどうか。

そういうふうに見えますので、そういった点での

対策はどうなっていますか。ちょっとお聞きする

のを改めてお願いしたいと思います。 

  それから、宮代の魅力推進事業、分かりました。 

  それから、決算書の71、82の防犯対策費の関係

ですが、これについては分かりましたが、金額で

すよ。成果書の97ページのこの交通安全施設の新

設、修繕ということで、46万3,880円、そうです

ね、11節と15節合算すればこの金額になりますが、

これ分かりづらいですよね。説明されて初めてあ

あそうなのかというふうに分かるんですけれども、
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予算書の70ページです。道路照明等整備工事、こ

れが15節。で、同じくその上の11節の需用費の32

万7,480円、これを足してこういうふうになるん

だったら、初めからこういう道路照明等というの

はこういうふうになっていると、合わせて道路照

明等整備工事と修繕というふうに入れないと正確

じゃないですよね。違うんですか。成果書がちょ

っと言葉が足りないんです。成果書のほうが。だ

って道路照明等整備工事、それは右のほうには新

設修繕ＬＥＤ交換というふうに修繕も入っていま

すけれども、工事と修繕というふうに。言ってい

ること分かりますか。私はちょっと何で金額が違

うんだろうというふうに思ったんです。これは説

明がありましたので分かりました。 

  で、次なんですけれども、防災活動事業で先ほ

ど言いました避難所の関係です。これは一般質問

でも出ておりました。そのとおりだと思うんです

けれども、避難場所は25か所、全体の収容人員が

9,120人、これでさらにコロナ禍になると約３割

から４割という答弁もしていましたけれども、普

通４分の１ぐらいというふうに言われていますよ

ね。そうすると2,500人、１万人で2,500人ですか

らもっと減らされるわけです。これは町民が約３

万4,000人いて2,500人切るとこれは問題です。こ

れはやはり一刻も早く作る必要があると思うんで

すけれども、今後の対応だということなんですけ

れども、ハザードマップが今年度に作るようにな

っていますけれども、これは実際にかなっている

と思うんですけれども、この不足分をどうするの

か。どうなんでしょう。避難所は今後どれぐらい

に、できてからというんではなくて、もうある程

度担当ではもう分かっていますよね。これまでの

は9,120人ですけれども、避難所の箇所数と収容

人員は増えるんでしょう。どれぐらいを想定して

いるんでしょうか。 

  それと、先ほど要配慮者利用施設、これについ

てはほかの介護だとかそういうところとの連携も

必要なんですけれども、今、正直言って私の住ん

でいる自治会もそうなんですが、町のほうでいざ

というときには助けを求める方ということで名を

連ねています。その方々は正直言って不安なので、

町に対して書きますよね。そうするとそれを、じ

ゃ近所の人々というとやはり自治会になるんです

けれども、こういうのがありますよというんでそ

れをほかの役員さんにも見せていいのかどうか、

個人情報になってしまうし。そういった点では非

常にこういう方がいるよと区長が言われても悩ん

じゃっているわけです。じゃ、いざというときに

は助けなければいけないと思うけれども、こうい

うふうになってますよという状況ですよね。はっ

きり言って今。これを早急に助ける人、先ほど近

所の方々からいかに確保するかというふうに言わ

れましたけれども、これは急がないといけないと

思うんですけれども、どうなんでしょうか。その

辺は今度の町の防災計画との関係ではどういうふ

うに理解すればいいのか。周知も大変だと思うん

ですけれども、その点で大きな問題ですのでぜひ

お願いしたいと思います。 

  それから、大きな特に町の防災計画にもなって

いますけれども、風水害は震災と異なって気象情

報により、ある程度事前に災害の危険性を予測す

ることが可能なことから、被害を軽減するために

災害発生直前における風水害に関する情報の収集、

伝達、住民の避難誘導、災害の未然防止活動等を

的確に実施することが重要である。これは本当に

そのとおりだと思うんですけれども、今もう３日

前ぐらいから避難情報もきちんと出すと、そうい

う意味では私も一般質問の中で国のほうの、国交

省のほうの避難情報もやはり大事だと思うんです

けれども、町としても、今３日ぐらい前というふ
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うに言われていますが、その点では以前町の議員

もこのことを指摘していた記憶があるんですけれ

ども、そういった点ではどういうふうになされる

か、考え方だけで結構ですのでお願いしたいと思

います。 

  あとは結構でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩をいたしたい

と思います。 

 

休憩 午後 ３時２２分 

 

再開 午後 ３時３３分 

 

○委員長（山下秋夫君） 時間がちょっと早いです

けれども、再開いたします。 

  答弁をお願いします。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  環境推進事業の猫の関係でございます。地域猫

の関係でございます。昨年は、猫の捕獲用わなの

修理ということで2,000円のみの支出ということ

となっております。昨年は、猫のＴＮＲ関係なん

ですが試験的にやらせていただいていたこともあ

りこのような支出ということとなっているところ

でございます。今年度におきましては、県の補助

を受けながらボランティアさんへの補助というこ

とで支出のほうも40万円取っているところでござ

います。こちらボランティアさんへの援助という

ことではなくて、ボランティア活動に対しての援

助ということになりますので、ご理解いただけれ

ばと思います。ちなみに、地域猫の実績でござい

ますが、令和元年度は158匹の猫の不妊を行った

ところでございます。今年度におきましては、先

週末で170匹の避妊手術を行ったところでござい

ます。ＴＮＲを行ったところでございます。ちな

みに、役場周辺の餌やりの関係でございますが、

お話をさせていただくこともございます。餌やり

そのものが悪いということではなくて、ＴＮＲ、

手術をしていない猫に対しての餌やりはよろしく

ないので、ＴＮＲにご協力いただくようにお話の

ほうはさせていただいたりしております。餌やり

の方はそこに何匹の猫がいるとかよく周知してお

りますので、ＴＮＲの捕獲の際にご協力いただく

ということとさせていただいているところでござ

います。この辺周辺で餌やりをやられている方に

は、置き餌をしないようにとか、あげた餌は必ず

回収して帰るようにとかそのようなお話はさせて

いただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 危機管理担当主査。 

○危機管理担当主査（横溝秀武君） 危機管理担当

主査の横溝と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  再質問につきましてご答弁させていただきます。 

  まず、交通指導員の関係なんですけれども、交

通安全対策事業でございますが、交通指導員の人

数何人見ていたかというお話ですけれども、平成

元年度当初交通指導員さん12名いらっしゃいまし

た。途中で１人お亡くなりになりまして、年度末

にお辞めになったということで現在10名の交通指

導員さんがおります。元年度の当初予算では２名

の交通指導員さんを増員しようということで予算

計上をさせていただいたところでございます。で

すが、残念ながら交通指導員さん増えなかったと

いうことになってしまいましたが、現在10名の交

通指導員さんでお願いしているところです。それ

と、募集したけれどもそれでいいのかというお話

ですが、今年度から交通指導員さん会計年度任用
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職員ということになりましたので、それと合わせ

まして元年度の途中で交通指導員さんが減になる

ということからも現職の交通指導員さんの知り合

いの方または経験者の方にお話を差し上げていた

ところでございます。地道な広報というか募集は

したんですけれども、やはり一度経験された方あ

るいはお知り合いの方の募集がなかったというこ

とで現在の状況になっているところでございます。 

  それと、カーブミラー、百間６丁目新たに住宅

地ができましたよというお話がありました。確か

に住宅地、今まで田畑、畑だったので見やすかっ

たと。新たに住宅になったということで見にくい

ということになりますが、基本的には先ほどから

申し上げておりますとおりカーブミラーにつきま

しては毎年７月の申請、区長さん、自治会長さん

のほうから７月の申請となっております。これは

７月１か月ということになりますが、公平性を保

つために７月１か月の中で申請をしていただいて

いるという状況ですが、要綱上道路環境が変化し

たことによりまして新たに新設することも可能と

いうような要綱となっております。 

  続きまして、成果書の97ページ。交通安全施設

の新設、修繕の表でございますが、こちらで道路

標示等の工事と道路反射鏡の設置及び修理の工事

の申請内容と設置状況というようなお話がありま

した。道路反射鏡につきましては、先ほど来から

のお話ですが、令和元年度に22件の申請がありま

して設置は13か所です。９か所できなかったとい

うのは、専門部会さんのほうの委員さんのほうの

現場を見ていただいてここは必要じゃあないんじ

ゃあないのかなというようなところもありますし、

また申請はあったのですが道路が狭くてカーブミ

ラーを設置すると反対に交通事故が起こる可能性

があるというようなところにつきましては却下さ

せていただいて、申請された区長さん、自治会長

さんのほうにもその旨通知を差し上げております。 

  次に、話前後で申し訳ございません。道路標示

等の工事ですが、道路標示等の工事、新設10か所、

修繕６か所ということなんですが、道路標示等の

工事、主にこちらにつきましては通学路の安全対

策ということで、毎年小中学校から通学路の安全

対策ということの要望書をいただいております。

令和元年度につきましては、申請件数が28か所、

28か所の要望がありまして、新たに道路標示をし

たところにつきましては、成果表にあるとおり16

か所になっております。この内容につきましては、

新設というのは今までなかったところにそのまま

止まれとか、失礼しました。止まれが消えている

ところにつきましては、修繕等でやったと。あと

は新設につきましては、通学路注意というような

文言を入れながら設置をさせていただいたところ

でございます。 

  それと、申請と設置の、申請が28か所あって、

設置が16か所ということなんですけれども、道路

標示以外にも通学路の交通安全ということで何か

表示といいましょうか、注意喚起ができないかと

いうお話もあったので、道路標示だけではなく立

て看板あるいは電柱に巻き看板をさせていただい

たところでございます。なお、内容につきまして

は、こちらにつきましても要望のございました学

校につきましてはこれこれこういうような形で対

応させていただきましたということで、ご理解と

いいましょうかご通知をさせていただいておりま

す。 

  次に、道佛区画整理地内の新設の標示が少ない

というお話ですけれども、実際に去年の場合新た

に道路標示等をしたところもございますし、また、

ご質問のありました今までなかなか周知、一時停

止の規制の周知が一時停止の要望をしていたにも

関わらずやれていないところがありましたという
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ことにつきましては、既に一時停止につきまして

公安委員会のほうで何年前か忘れてしまいました

がそちらのほうで一時停止の標示はしております。

そこに、お話の中に看板を土のうで止めて置いて

あります。ある程度周知ができたのかなというこ

ともありますし、そのようなご質問がありました

ので近々そちらの立て看板のほうは撤去させてい

ただきたいと思います。 

  次に、放置自転車につきまして、鉄くずで収入

になるのではないかというお話をいただきました。

こちらにつきましては、申し訳ございません。決

算書の40ページお開きください。決算書40ページ

の雑入の中に、廃棄自転車回収代金ということで

１万8,400円ございます。これは、廃棄された自

転車を売った代金がこちらのほうで収入となって

おりますので、鉄くずでしょうか、そちらのほう

に処分をさせていただいています。それと、成果

書のほうで自転車の撤去の表示が表が分かりづら

いというようなお話がありました。駅以外でも例

えば調整区域のほうにある自転車につきましては

その他のほうの一くくりになってしまいますので、

表示方法につきましては検討させていただきたい

ということでご了解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員、まだあります。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 続きまして、

防災活動事業の決算書71、72ページ関係でござい

ます。 

  先ほど、避難所数ですとか収容人員についてご

質問いただきまして答弁させていただいたところ

でございます。さらに、コロナ禍の関係で３割か

ら４割減るということで、一般質問の中で課長の

ほうで答弁させていただいているところでござい

ますが、今後対応といたしましてその本来収容で

きる人数に対して不足分についてはどう考えてい

るかということでございますけれども、こちらの

ほうにつきましては今の指定避難所に対しまして

ほかに分団の詰所ですとか、自治会でお持ちの集

会所等をサブ的な避難所としてできないかなとい

うふうに考えているところでございます。分団詰

所につきましては町の所有物でありますので、町

の判断で避難所として活用することはできるかと

思いますけれども、集会所につきましては町所有

でなく、あくまでも地元の方、自治会での所有物

という形になっているところでございますので、

その辺につきましては町と自治会で調整して、自

治会のご理解を得ないことにつきましては避難所

として指定することができませんので、その点に

ついては課題として随時今後地元の方々、自治会

と調整しながら、集会所もサブの避難所として利

用できないかということで考えさせていただけれ

ばというふうに考えているところでございます。 

  また、要配慮者についての関係でございますけ

れども、こちらのほうにつきましては、今後町の

防災計画のほうでどう理解すればよいのかという

ことでございますので、町の防災計画を見直す際

にきちんとした形でまた改めて要配慮者について

明記させていただいた対応をさせていただければ

と思います。 

  また、避難関係で３日前からという３日という

数字が出ておりますけれども、災害時の避難につ

きましては町のほうといたしましても今後失敗を

恐れることなく早め早めの対応で住民の方に対し

ては情報発信した形で避難等について促せればと

いうふうに考えておりますので、ご理解賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 
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  １点だけ再質問させていただきます。 

  避難所の関係と防災情報の発信の早めの発信と

いうことで答弁いただきましたが、やはりこれ皆

さん高齢者の方、それから障がい者の方、それか

ら周りの守っていかなければいけないそういう自

治会の役員さん、みんなが心配しているんです。

ですから、早め早めということで答弁言われまし

たけれども、ぜひこの対応を急いでいかないと、

もういつ何時来るか分かりませんので、そういっ

た点では先ほども言いましたように、震災と風水

害は違いますので、ぜひお願いしたいと思います。

それから、この風水害の情報発信の関係ですけれ

ども、これは2015年の水防法改正でもう1,000年

に１回級の降雨ということで言われていますので、

これは再検討していくことは当たり前になってい

るんじゃなかったですか。そういった点からも急

いでやるべきだと思うんですけれども、この点最

後お願いしたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課、

押田です。 

  風水害の関係の情報発信、2015年に水防法改正

ということでお話いただいたところでございます

が、ちょっと今手元に資料等がございませんので

詳細についてはお答えできないということで、改

めてということでご理解賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようでしたらここで。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 大変失礼いた

します。 

  西村委員のご質問の中で成果書の108ページ、

清掃総務事業のごみの搬入量、し尿の収集量の増

加原因について衛生組合のほうから回答が返って

きましたのでこちらのほうでお話のほうさせてい

ただきます。 

  まず、燃やせるごみの増加の理由でございます。 

  こちら、世帯数が増えているということと、生

ごみの分別が終了して燃やせるごみに含まれたこ

とにより増加しているということでございます。 

  また、し尿処理につきましては、仮設の現場の

事務所等が増えたことにより収集量が増えている

ということの回答が返ってきているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 以上で、町民生活課の質

疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時５１分 

 

再開 午後 ３時５４分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより税務課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井です。

よろしくお願いいたします。 

  職員の自己紹介でお願いします。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 税務課徴収担当主

査、折原です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○資産税担当主査（鈴木健司君） 税務課資産税担
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当の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

○町民税担当主査（田原浩介君） 税務課町民税担

当の田原です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入っていきたいと思

います。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  多々あるんですけれども、２点に絞ってご質問

をいたします。 

  最初の質問は決算書11、12ページです。もう一

つは成果書の87ページについて質問をいたします。 

  まず、決算書の11、12ページでございますけれ

ども、質問事項は不納欠損額の件数及び不納欠損

に至った理由、これについて町税全般に、町たば

こはないですから、それ以外についてご説明をお

願いいたします。 

  理由なんですけれども、全体として予算現額、

それから調定額、収入済額、収入未済、これにつ

いては大きくは問題はないと思います。収納率に

関しても非常に母体の大きい個人町民税について

は、もう１％ぐらい上げてほしいかなと。ただし、

これ普通徴収が入りますので、なかなかその辺が

しんどいところかなと。大体97％を超えれば、現

年課税分ですね、よしとしなければならんと思い

ます。 

  滞納繰越分につきましても、今回この数値を見

ますと大体40％を超えるという、そういう状況で

あります。普通は、私も３年徴収事務に携わって

おりますから中身が分かるんですけれども、普通

は20％から30％の間なんですよ。でも、それは

20％じゃ何もしないという、30％は少し努力をし

たと、40％というのは相当努力をしたと。しかし

ながら目標は50％に持っていっていただきたいと。

現年度課税分が結局収入未済を出すと、翌年は滞

繰分に回っちゃいますので追いかけっこになるん

ですけれども、その中で様々な工夫をしていると

いうことは成果書の中でもうたっていますので、

それはよしといたします。 

  ただ、くせ者は不納欠損なんですよね。これが

安易に適用されると、やはり町税をあずかる税務

課さんとしてはどうかなということになります。

したがいまして、質問が不納欠損についての令和

元年度分の件数と、それに至った理由を説明いた

だきます。 

  ２つ目の質問は成果書の87ページです。これ、

町たばこの税の賦課の状況について出ております。

皆さんご存じないかと思いますけれども、まず、

質問としては、町たばこ税というのは安定財源で

100％なんです。この町たばこ税の増収を図る策

というのをお聞きしたいと、これは２つ目の質問

になります。 

  理由としましては、たばこ税というのは非常に

高いんですよね。１本当たり、今現在大体13.2円、

１本当たり。そのうち町のたばこ税が5.7円とい

うことです。これ20本、１箱に換算すると、１箱

で260円、税として喫煙者は納めていると。こう

いう実態を知っていただきたい。これ月に換算し

ますと、大体１日１箱ですから3,420円、年間に

換算しますと約４万円です。これが安定的に入っ

てくる税金になるわけで、健康増進法という法律

の趣旨は分からないでもないですが、町の財政を

あずかるところとして極めて安定した財源です。

この増収を図るための策があれば教えてください。

なければ検討してください。今言わなくて結構で

すから。 
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  これは、非常に町の財政指標を高める上で、税

務課の徴収努力、徴税努力、これはかなり大きい

んですよね。本来は政策的なものとして担税能力

のある人をたくさん増やすということがいい。そ

れから、事業者も増やす、しかもちゃんとした税

金を払える、そういう人たちをやっぱりつくって

いかなくちゃいけないと。固定資産税もしかり、

これ人が増えると固定資産も増えていきますから。

都市計画税についてはいろいろ議論があるんであ

れですけれども、税を徴収する側としては都市計

画税がないほうが１科目減るから楽だと思うんで

すけれども、そうもいかないんでということで、

２点についてお答えを願います。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  徴収担当主査。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 徴収担当主査、折

原でございます。 

  委員の、まず１点目の不納欠損の件数と理由に

ついてお答え申し上げます。 

  まず、町民税からでございますが、町民税の不

納欠損額の総数、こちらのほうが56件でございま

す。内訳なんですけれども、基本的に不納欠損で

落とす理由としまして３つ、３種類というんでし

ょうか、ございます。まず１点目というのが、滞

納処分をすることができる財産がないときという

のが１つ。もう一つが、滞納処分をすることによ

ってその生活を著しく窮迫させるおそれがあると

き、３つ目が、その所在及び滞納処分をすること

ができる財産がともに不明であるとき、この３種

類に該当するときに、不納欠損という形へ落とし

ていくことになるんですが。 

  町民税でございますが、こちら総数が56件あり

ます。財産がない、こちらのほうが47件、生活困

窮、こちらのほうが７件、その所在及び滞納処分

をすることができる財産がともに不明であるとき

と、こちらのほうが２件、合わせて56件です。 

  法人町民税はゼロです。 

  固定資産税ですが、財産なしが２件、生活困窮

者が１件、その他所在不明であるとき、こちらの

ほうが１件で、合わせて４件でございます。 

  都市計画税です。財産なしが２件で合計２件で

ございます。 

  軽自動車税につきましては、財産なしが21件、

生活困窮が３件、合わせて24件です。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  町たばこ税の増収する策というご質問でござい

ますが、町たばこ税につきましては、町税にとり

ましても安定的な財源として推移しているところ

でございますが、成果書の87ページのとおり、売

渡し本数という形で載っておりますが、日本たば

こ産業、ＴＳネットワーク、その他こちらのほう

は太豊通商という中国系のたばこの事業者でござ

いますが、こちらのほうの売渡し本数に伴い、町

のほうに税収として入ってくるというところでご

ざいまして、状況といたしましては、喫煙者数の

低下、健康志向の高まりにより、こちらのほうは

ここずっと低下傾向にあるというところでござい

まして、増収する策といたしましては、できるだ

け地元で購入していただくという形で、これにつ

いてはホームページ、広報等で周知させていただ

いて、こちらのほうは埼玉県からの要請もありま

すので、県とともに広報、周知に努めて、できる

だけ職場でなく地元のほうで購入していただくと

いう形で、今後とも周知に努めていきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 
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○委員（西村茂久君） ありがとうございました。

まず、２問目の町たばこ消費税の関係でどういう

努力があるかといったら、例えば、たばこは町で

買いましょうぐらいは言えるでしょう。これはよ

そで買ったって町の収入にならないんだから。で

も、どこにもそういう呼びかけはないんです。せ

っかく吸うなら町で買いましょうと。 

  それは異論のある方もいらっしゃると思います

けれども、安定財源なんです。１億7,500万、昔、

私いたときは１億5,000万だと。10年で15億、こ

れで今の庁舎、これ建っているんですよ、換算す

ればね。今は１億7,000万という2,000万も増えて

いるんですよ。それは値上げがあったからですよ。

喫煙者数は今、計算すると大体宮代町は4,300人

ぐらいだと思います。それぐらいいるんですよ。

ただ黙っている、大っぴらに吸えないから。でも、

この税収分というのは固定資産税に並んでいるん

ですよ。だから、そういう意味でそれを考えてく

ださい。たばこについては終わりです。 

  不納欠損についてですが、ちょっと気になるの

がこの表の中にあるんですよね。現年課税分で不

納欠損をしているという、これはどういう理由な

のか教えてください。 

  それから、不納欠損に至るまで結構納入の作業

をされているんだと思いますけれども、本当の意

味でこれ職員の方やられていて、不納欠損という

のは年数待てばそれでできるというものではある

んですけれども、でも、やはり徴収努力を重ねた

上で不納欠損に最終的にはもう処理すると、安定

性を確保するためにということになります。 

  できるだけ不納欠損額を少なくして、収入済み

のほうに数値が移行するように努力をしていただ

きたいと思いますが、今の点についてよろしくご

答弁ください。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時１１分 

 

再開 午後 ４時１１分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  徴収担当主査。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 徴収担当主査、折

原でございます。 

  委員のご質問に対して回答させていただきます。 

  考えられるものとしてということでお答えさせ

ていただくんですけれども、まず、生活保護にな

ってしまった方ですね、そういった方に関しては

やはり処分停止となりますので、現年であっても

処分停止になっていくということがあると思いま

す。 

  また、国外に行かれてしまっている方とか、そ

ういった方に関しても処分停止の不納欠損という

形になることが考えられます。 

  すみません、一応、手持ちとすると、以上でご

ざいます。 

○委員長（山下秋夫君） 徴収担当主査。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 申し訳ございませ

ん。徴収担当主査、折原です。 

  私が先ほどお答えさせていただいたのは、一般

的に全ての税に対して共通的に言えるということ

でございますので、固定資産税、軽自動車税、あ

と町県民税、この３税について言えることという

ことで理解しております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） それぞれ個人町民税、これ

１件ね、現年課税で不納欠損にしたのが。それか

ら固定資産税１万1,200円、これも１件ね。そう

いうカウントでよろしいですか。軽自動車税３万
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1,800円、これ１件、これでいいんですか。 

  あのね、不納欠損をするときはきちっとした数

字を出していただきたいんです。お願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時１３分 

 

再開 午後 ４時２０分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  税務課課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井でござ

います。 

  大変お待たせして申し訳ございません。 

  即時で欠損をした件数ということで税目別で、

町県民税につきましては14件、固定資産税につき

ましては１件、軽自動車税につきましては２件、

都市計画税についてはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２１分 

 

再開 午後 ４時２２分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  ２つほど質問させていただきます。 

  まず、成果書の85ページの本年度の成果の中に、

固定資産税事業では地価下落に伴う宅地の価格の

見直しを行うとともにとありますけれども、これ

地価はどれくらい下落して、宅地の価格をどれく

らい見直して、それにより固定資産税にどんな影

響があるのかというのを教えてください。 

  もう１点目が、成果書の86ページの町民税事業

なんですけれども、法人町民税の賦課の状況につ

いて、町では中小企業の活性化対策や起業・創業

の支援などを行っていますけれども、法人町民税

の納付義務のある事業者というのは、こちら直近

５年間ぐらいでいいんですけれども、増えている

のか、減っているのか、横ばいなのか教えていた

だければと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） １点目の地価下落

の状況でございます。 

  固定資産税につきましては３年に一度評価替え

を行うことになってございますが、平成31年、令

和元年度につきましては基本的には据置きの年に

なります。地価下落が見られた場合については評

価に反映させるということで、平成29年４月１日

から平成30年の４月１日までの１年間の下落率を

反映させるという形になってございます。 

  町内の状況といたしましては、普通商業併用住

宅地につきましては据置きの状況、普通住宅地の

うち東武動物公園駅周辺につきましてはやはり据

置きの状況、姫宮駅、和戸駅周辺については

0.2％程度の僅かな下落、調整区域におきまして

は0.2％から0.5％のやはり僅かな下落という形で、

こちらの価格変動のほうを反映させている状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時２６分 

 

再開 午後 ４時２７分 
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○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  法人町民税の事業者数につきましては、成果書

の86ページにございますが、令和元年度につきま

しては502人、平成30年度につきましては502人、

平成29年度については512人、こちらには載って

いませんが平成28年度につきましては520人、平

成27年度につきましては517人という形になって

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  確認いたしますけれども、そうしますと、地価

下落に伴う固定資産税の徴収にはあまり影響はな

いというふうに見てよろしいのでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時２８分 

 

再開 午後 ４時２９分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  地価下落の税額への影響というご質問でござい

ますが、評価額につきましては僅かな下落を反映

させております。それの評価額から課税標準額に

反映いたしますのは負担調整措置がございますの

で、その中で下落の影響が加味される場合につい

ては、課税標準額についても多少差があると、据

置きの場合もございます。評価額の下落の範囲内

の影響という形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  76ページの不用額についてお伺いします。税務

総務費の327万不用額と、それから78ページの委

託料の345万、これについてお伺いします。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時３１分 

 

再開 午後 ４時３２分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  決算書76ページ、税務総務費の不用額、こちら

のほう327万ほど生じておりますが、このうち半

分強は人件費の部分でございまして、税務課で所

管する部分につきましては、主に23節の償還金利

子及び割引料の部分で111万ほど出ておる状況で

ございます。こちらにつきましては、年度前半に

法人町民税のほうで大きな金額の還付等が生じた

ものでございますが、７月に予備費充用、９月補

正において550万ほどの補正対応を図ったところ

でございますが、補正に当たっては後半の実績等

を加味して見込んだところでございますが、後半

は見込みより少なかったために生じたものでござ

います。 

  続きまして、決算書78ページ、２目賦課徴収費

のうち13節委託料のところで345万ほど不用額の

ほうが生じてございます。こちらにつきましては、

賦課徴収に係る電算システム委託料において不用
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額が生じたものでございます。主に町民税事業に

おきまして、ｅＬＴＡＸ、地方税の電子化を通じ

た国税データ連携システム関連に伴う増加を見込

んでいたところでございますが、当初の見込みよ

り少なかったため、不用額が生じたところでござ

います。また、引き続き電算委託に係る印刷、帳

票関連の見直しをさらなる節減を図ったことによ

りまして、こちらの帳票印刷代等につきましても

不用額が生じたというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 以前、徴収指導員という

のを配置していたかと思いますが、これは令和元

年度は徴収指導員はいなかったということでよろ

しいということなんでしょうか。それで、もう条

例で徴収指導員も入れたような条例改正もしたよ

うな気がするんですが、今後はもうこれ見ますと、

収納率もアップしていますし、しっかりアップで

きるような体制がもう組めているということで、

徴収指導員は当分要らないのかなというふうな、

その辺の判断というか、その辺をお伺いします。 

  それから、委託料の話なんですか、成果書の90、

91ページのほうで、令和元年度の10月からｅＬＴ

ＡＸによる地方税共通の税システムを開始すると

ともにという、これが目標というか考えていたよ

り少なかったという判断でよろしいのかどうか、

お伺いします。 

  それから、その90、91のところなんですが、こ

れ賦課徴収費全てに係るんですが、納税しやすい

環境ということであれやこれやいろいろしてくだ

さって収納率も上がっているかと思うんですが、

徴収するほうの町としては口座振替が大分減って、

新しいやり方でＰａｙＢ収納が増えていますが、

口座振替の手数料というのと、それからコンビニ

エンス収納の手数料というか、徴収費用、そうい

うのをいろいろ現金で持ってくる方もいるかと思

うんですが、この辺でどれが徴収するほうとして

は一番効率的というか、いろんな種類があります

けれども、口座振替を勧めるということは今後し

ないということになるんでしょうか。ちょっと聞

き方分からないんですけれども。 

○委員長（山下秋夫君） 税務課課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井でござ

います。 

  まず、徴収事務指導員の件についてお答えさせ

ていただきます。 

  徴収事務指導員につきましては、平成30年度に

契約によって１年間ということでお願いしたとこ

ろなんですけれども、ご自身の体調不良なんかも

ありまして上半期の６月で契約任用のほうは終了

いたしまして、元年度につきましては、当初から

契約任用の方向性を打ち出さず、現行職員スタッ

フで取り組むという考えで事務に当たりました。 

  専門性のあるそのような徴収事務指導員によっ

て、その納税交渉ですとか財産調査、差押えの手

法とかそういったノウハウは、期間中は学ばせて

いただくことはもちろんできたんですけれども、

ご自身の体調不良なんかもありまして。 

  今後どうしていくのかといった部分につきまし

ては、これはその徴収事務指導員の雇用、任用と

は直接ではないんですけれども、埼玉県の個人県

民税対策課に実務研修という形で、これまで３名

ほど職員を３か月ですとか、６か月ですとか、実

務派遣して、埼玉県の現場で徴収事務を学ぶとい

うところで持ち帰って、町の徴収事務に反映させ

ると。 

  あとは、個別の案件につきましては、春日部の

県税事務所と県税事務所職員の派遣によって困難

事案への対応、そういった仕組みも整備できてい

ますので、そういった部分で今後は徴収事務進め
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ていくというところで体制としては考えていると

ころでございます。 

  それから、納税の手法の件で口座振替ですとか

コンビニエンス収納で、町といたしましては費用

負担の部分を考えた場合には、口座振替につきま

しては１振替10円プラス消費税で、コンビニエン

ス収納は、ＰａｙＢも一緒なんですけれども、１

収納当たり55円の費用負担というのが生じます。

ですので、持ち出しが少なければそれにこしたこ

とはないんですけれども、収納のしやすさという

ことであれば、そこでコンビニ収納が伸びていく

ということは、町としても喜ばしいことではない

かなというところで捉えているところでございま

す。 

  私から以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時４３分 

 

再開 午後 ４時４３分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  賦課徴収費の委託料の不用額の電算委託料の関

係でございますが、こちらにつきましては、委員

おっしゃるとおり共通の税システムの部分も含ん

でございます。こちらのほうと国税データ連携、

こちらに伴う増加を当初は見込んでおりましたが、

見込みより少なかったため不用額が生じたという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  では、３点だけお尋ねいたします。 

  決算書では11、12ページの関係です。 

  成果書では86ページにも示されておりますけれ

ども、まず、納税義務者なんですけれども、平成

30年度に比べて113人増えていますよね。この理

由についてお尋ねします。 

  ２点目は、町民の所得の状況、あるいは地域経

済の実態ということでお聞きしたいんですけれど

も、まず、納税者のうち年収100万円以下の方が

どれぐらい占めているのか。それと、そのうち年

金所得者数はどれぐらいになっているのか、２点。 

  それから、もう１点は法人税なんですけれども、

均等割と法人税割、示されておりますけれども、

この町内の企業というか、502社ですよね、これ

の中で倒産、あるいは業況が非常に悪い、自治体

によっては半分以上が赤字に陥っているという話

も聞くんですけれども、宮代の状況はどういうふ

うになっていますか。この３点お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

 

再開 午後 ４時４８分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず、成果書86ページの個人町民税のほうの納

税義務者数でございますが、こちらのほう令和元

年度１万7,520人ということで113人増えてござい

ます。内訳を見ますと、特別徴収につきましては

164人増加、普通徴収は29人減少、均等割のみに
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ついては31人減少というところでございまして、

特別徴収の給与所得者の増加が引き続きあるとこ

ろによる増となっているところでございます。 

  続きまして、２点目の町民の所得の状況という

ところでございますが、年収100万以下という形

でのちょっと税務統計はございませんでして、そ

ちらの年収のほうから所得控除後、そして課税標

準100万円以下という形の数値でございましたら

今、手持ちであるんですが、そちらのほうにつき

ましては5,860人という形になってございます。 

  すみません、２点目の100万円以下の部分につ

いて、年金所得者の数というところでございます

が、こちらのほうについてはちょっと数値を持ち

合わせてございません。 

  続きまして、３点目の法人町民税の状況という

ことで、町内の企業の倒産等の状況でございます。

令和元年中の企業の新設については24社、廃業に

ついては同じく24社という状況になってございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 今、答弁になかった部分に

ついては後で教えていただけますか。例えば所得

100万円以下の納税者数は聞いたんですけれども、

そのうちの年金所得者数は分かりませんか。 

○委員長（山下秋夫君） 税務課課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井でござ

います。 

  年金所得者というくくりでの統計資料がござい

ませんので、その旨ご理解いただくようお願いい

たします。 

○委員長（山下秋夫君） 他に質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で税務課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時５４分 

 

再開 午後 ５時０５分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより住民課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日の出席している説明員の

紹介をお願いいたします。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 住民課戸籍住民担

当、中村でございます。よろしくお願いします。 

○年金担当主査（山﨑 貴君） 住民課年金担当、

山﨑と申します。よろしくお願いします。 

○戸籍住民担当主査（海老原剛章君） 住民課戸籍

住民担当、海老原と申します。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けい

たします。ただし、特別会計は入りませんのでご

注意ください。 

  質疑はありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  １つだけ質問させていただきます。 

  成果書の84ページのところなんですけれども、

後期高齢者医療制度加入者を対象として無料で受
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診できる健康診査を個別健診及び集団で実施した

ということで、こちら1,765名が健診したという

ことなんですけれども、後期高齢者医療制度加入

者のどれくらいの割合になるのでしょうか、教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁お願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。 

  全体の割合ですけれども、全体に対して36.1％

になります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） こうした制度は非常に病気

をやっぱり早期発見するほうが治療もしやすいで

すし、早く治りますし、費用も少ないので、ぜひ

ともこの健康診断受診者数を増やしてほしいなと

思うんですけれども、何か増やす対策みたいのは

しているんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。 

  受診勧奨の対策でございますが、まず、５月の

終わり頃にまず個別に受診案内通知を送らせてい

ただいております。そのほか、パンフレットとか

に健診を受診しましょうといったロゴを入れさせ

ていただいて受診勧奨しているところでございま

す。 

  ２年度から、さらに電話等でも受診勧奨をする

予定となっておりまして、この間、保健センター

での集団健診の電話予約を終わりましたけれども、

この後に、そのときに予約が入っていない方に対

しまして電話勧奨する予定で今、予定してござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  ぜひとも36.1％から40％、50％に上げていただ

きたいと思いますので、引き続き対策をお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） そのほか質疑ありますか。 

  ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ２点だけご質問させていただきます。 

  まず、79、80ページの戸籍住民基本台帳費の中

の、これは当初補足説明でもされましたけれども、

不用額、委託料ですよね、この24万6,797円。こ

れについての理由と、それから128ページのこれ

はいいほうのあれなんですけれども、人間ドック

で２万5,000円から２万7,000円に引き上げられま

した。これは大変評価したいんですけれども、今、

近隣の状況ではどういうふうになっていますか。

その点だけお尋ねいたします、２点。 

○委員（丸藤栄一君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当、中

村でございます。 

  まず、丸藤委員ご質問の１点目、戸籍住民基本

台帳管理事業の不用額についてご説明申し上げま

す。 

  こちらの委託料の不用額につきましては、予算

上、住居表示のコンピューターのシステムを導入

しておりますが、そちらのシステムのほうの保守

委託料を今回まだ導入して間もないということで、

導入した会社のほうから今年は委託料不要でいい

ということで、そちらの分が余ったものでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 
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○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野でございます。 

  人間ドックの近隣の状況でございますが、近隣

ということで宮代町にとりあえず接している市町

村ということでございますけれども、大体２万

7,000円前後になっておりまして、宮代町もその

近隣の平均の状況に合わせまして２万7,000円に

引き上げたという経緯がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 他に質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で住民課の質疑を終了したいと思います。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月14日月曜

日午前10時からの委員会を開き、引き続き福祉課

関係の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

延会 午後 ５時１２分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（山下秋夫君） ただいまの出席委員は13

名でございます。定足数に達しておりますので、

９月11日に引き続き決算特別委員会を開会いたし

ます。 

  会議に先立ち、ご報告を申し上げます。 

  税務課から、先日の答弁に際しての回答がござ

います。お願いいたします。 

○税務課長（門井義則君） おはようございます。 

  税務課長、門井でございます。貴重なお時間あ

りがとうございます。 

  改めまして、西村委員からの町税における現年

度分の不納欠損、即時欠損につきましての質疑に

対してお答えさせていただきます。 

  決算書11ページ、12ページでございます。 

  町民税個人分の現年度課税分不納欠損額４万

888円、こちらは対象人数１人、対象者は調査の

結果、財産がないと。対象者は外国人で、帰国に

より追うことが困難ということもあり、欠損した

ものでございます。区分として、所在不明という

整理も考えたところでございましたけれども、今

回は財産なしとしての区分として整理したもので

ございます。 

  次に、固定資産税の現年度分不納欠損額１万

1,200円、併せまして、13、14ページの都市計画

税現年度分3,000円、それぞれ対象者はお一人、

こちらは同一人、町内に住所を有しない方でござ

いまして、調査の結果、財産なし。課税の対象と

なる不動産はお持ちでしたけれども、差押えに値

するような価値に当たるものじゃないというとこ

ろで判断して、欠損処分したものでございます。 

  11、12ページに戻っていただきまして、軽自動

車税現年度分不納欠損額３万1,800円でございま

す。こちらは、対象者はお二人、お一人は２台

4,000円、生活困窮により欠損したものでござい

ます。もう１人は、３台お持ちで２万7,800円、

こちら、調査により財産なしと判断して欠損した

ものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  では、ここで暫時休憩をいたします。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 再開します。おっしゃっ

てください。結構です。 

  ただ、回答者は１人ですので、ひとつよろしく

お願いします。 

○委員（西村茂久君） ありがとうございます。西

村です。 

  課税をして、それで、最初の年に課税年度内で、

これはもう徴収が不能だというお話ですけれども、

例えば、外国人の事例についていえば、その外国

人が戻ってくるかどうかも分からないんですよね。

その辺は、恐らく調査はされていると思うんです

けれども、どうかなと。 

  固定資産税とあれについて、同一の人なんだけ

れども、ほとんど資産価値がないという。滞納処

分をするのも、その例には当たらないというよう

な判断で不納欠損にしたんだけれども、課税につ

いては問題はないと思うんですけれども、現年課

税分をいきなり不納欠損にするということについ

ては、ちょっと時期尚早かなという考え方もある

んですよね。 

  普通は、課税そのものに問題があったというこ

となんだけれども、今回はそういう事例でもなさ

そうですが、いずれにしても不納欠損については、

これは本来納めるべき税金を納めないで、課税し

たほうはその債権を放棄するということになるわ

けで、極めてやっぱり慎重でなければいけないの
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かなと、こういうふうに思います。 

  滞納繰越分等については、いろいろ年数をかけ

ていますから、それなりの事情はあると思うんで

す。現年課税分は、今後はやっぱり、ちょっと慎

重に扱っていただきたいと。 

  普通は不納欠損というのはあり得ない、死亡し

たということであれば、これはどうしようもない

ので、追跡はしようがないということなんですが、

税金は義務ですから、税金を払っている人との公

平性の問題もやっぱりありますから、できるだけ

今後、不納欠損の処理に当たっては慎重であって

いただきたい、こういうふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） では、ここで暫時休憩い

たします。 

 

休憩 午前１０時０７分 

 

再開 午前１０時０８分 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４３号の審査（福祉課・子

育て支援課・健康介護課・産業観

光課） 

○委員長（山下秋夫君） 再開します。 

  これから福祉課の審査に移ります。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○福祉課長（吉永吉正君） 皆様、おはようござい

ます。 

  福祉課長の吉永です。本日は、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  それでは、出席している職員の自己紹介をさせ

ていただきます。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） おはようござい

ます。 

  福祉課副課長、小川と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○福祉課主幹（小島 晃君） おはようございます。 

  福祉課主幹、小島と申します。よろしくお願い

いたします。 

○福祉課主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当主査、

長瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  それと、ここの場所は決算の場所でありますの

で、要望などは控えめにしていただきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

  それでは、質疑ありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  まず初めに、説明書の112ページ、社会福祉事

業のところで成果でございます。そこに、民生委

員・児童委員の活動については、高齢者の安否等

の問題から、主に独り暮らしの高齢世帯を対象と

した訪問活動とございますが、現在宮代町に、高

齢者で独り暮らしの方は何人いらっしゃるのでし

ょうか。その１点、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  ただいまのご質問で、高齢者独り暮らしの方、

宮代町内に何人いるかというご質問でございまし

たが、大変申し訳ございません。人数のほうにつ

いては、ちょっとこちらで、今資料を持っており

ませんので、お答えすることができません。大変
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申し訳ございません。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） それは、調べれば分かるこ

となんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  後ほど調べて、ご報告申し上げたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ３点質問をさせていただきます。 

  決算書の92ページの19節負担金、補助及び交付

金の不用額について、主にどのようなものが不用

になったのか、お伺いしたいと思います。 

  ２点目、成果書の118ページの在宅重症心身障

がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助

金について、詳しく教えてください。 

  最後に、成果書117ページの地域活動支援セン

ター事業についても教えてください。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  まず、１点目、決算書92ページ、負担金の不用

額ということでございますが、負担金につきまし

ては、こちら、同じ節の中に事業が５事業ござい

まして、主なものを申し上げます。 

  まず、障がい者総合支援事業におきまして、不

用額が生じた理由でございますが、更生医療、育

成医療とも、過去数年の実績を基に予算を計上し

ておりますが、受給者が変動することや医療機関

への受診状況を正確に見込むことは困難であり、

結果的に不用額が生じたものでございます。 

  また、宮代町生活サポート事業、こちらの生活

事業補助金でございますけれども、こちらは、登

録された事業所による一時預かりや送迎サービス

等の１対１で行われる福祉サービスに対し補助す

るものであり、過去の実績を基に積算しておりま

すが、見込みより利用時間が少なかったことによ

り、不用額が生じたものでございます。 

  続きまして、成果書118ページ、障がい者更生

援護事業のレスパイトケアでございます。 

  こちらにつきましては、人工呼吸器を使用する

等、医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障

がい児等を介助する家族の精神的・身体的負担の

軽減を図るため、ショートステイ促進事業及びデ

イサービス促進事業を実施する事業者に対して、

予算の範囲内において補助するものでございます。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  地域活動支援センター事業について、ご説明さ

せていただきたいと思います。 

  地域活動支援センターにつきましては、町内に

住所を有する15歳以上の方で、障がい者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援する法律の第４条

に掲する障がい者及び障がい児に対して、活動の

場を提供する事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  １問目については、利用者が少なかったという

ことで承知いたしました。 

  ２問目のほうですけれども、ショートステイや

デイに補助するということで、こちらは決算書の
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何ページに当たるのでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（塚村香織君） 分かりました。 

  こちらは、このショートステイやデイの事業所

に補助金を出しているということでよろしいので

しょうか。それとも、利用する方に補助金を出し

ているのでしょうか。 

  ３点目なんですけれども、15歳以上の障がい児

の方々の活動の場を提供しているということなん

ですけれども、具体的にもう一度教えていただけ

ればと思います。お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  決算書98ページの障がい者更生援護事業の中の

重症心身障がい者等レスパイトケア事業補助金で

ございますが、こちらは事業者に対して補助する

ものでございます。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  地域活動支援センター事業の具体的な内容とい

うことで、ご説明させていただきたいと思います。 

  地域活動支援センター事業につきましては、利

用者に対して創作的活動、生産的活動の機会の提

供を行うことを基本としております。専門的職員、

例えば精神保健福祉士などを配置して、地域活動

のボランティアなど、そういったことも含めて行

っている事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  まず、成果書112ページ、決算書は92ページに

なりますけれども、民生委員・児童委員の件が１

件です。 

  それから、もう一つは、成果書119ページ、決

算書で言いますと98ページですね。福祉タクシー

等の利用料金の助成事業、この２つで質問をしま

す。 

  まず、民生委員・児童委員の関係ですけれども、

民生委員・児童委員の活動費等の補助金が439万

円、約440万円、それから、費用弁償が6,000円と

いうことになるんですが、これ、１人当たりにす

るとお幾らになりますか。計算すれば出るんです

けれども、まずそれをお尋ねします。 

  それと、民生委員の関係でもう一つ、現在、欠

員はどこまで補充されているかお尋ねしますね。 

  それから、次に、福祉タクシーの絡みで、成果

書119ページですけれども、利用状況を見ると、

タクシー券と燃料費の助成と合わせて、交付枚数

が結構出ているんですけれども、実際にこれ、利

用されている枚数が少ないので、このタクシー券

等を交付するときに、どういう指導をされている

のか、お尋ねをしたいと思います。 

  まず、それ、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  まず、民生委員に対する補助金の関係でござい

ますが、決算書の92ページ、社会福祉事業の一番

下でございます。こちらにつきまして、報償金と

して約440万円、それから、９番旅費として6,000

円計上してございます。 

  こちらにつきまして、１人当たり幾らかという

ご質問でございましたが、今現在、民生委員につ

きましては、定数55名のところ44名でございます。

44名でこの440万を割り返しますと、１人当たり

約10万円という形になってございます。 
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  それから、民生委員の数でございますが、こち

らにつきましては、民生委員・児童委員合わせて

55名が定数でございます。本日現在で44名、11名

が不足しているところでございますが、こちらに

つきましては、引き続き地元の区長様等にお声か

けをして、どなたかいらっしゃらないかというこ

とで、民生委員・児童委員を募っているところで

ございます。 

  それから、10月１日に新たに民生委員委嘱を予

定しておりまして、その方が委員になることで45

名、プラス１名増えるところでございます。 

  それから、続きまして、成果書98ページ、福祉

タクシー等利用料金助成事業、成果書につきまし

ては119ページでございます。 

  こちらにつきましては、交付枚数に対して利用

枚数のほうが少ないということでございますけれ

ども、利用率につきましては、交付枚数9,864に

対して利用枚数5,630でございますので、57.1％

の利用率でございます。 

  こちらにつきましては、交付する際に特段指導

というのは行ってはおりませんが、毎年こういう

ふうに利用率のほうは低い状況でございますので、

それを加味した上で、なるべく使っていただける

ように、それぞれご都合はあろうかとは思います

けれども、なるべくお使いいただけるように周知

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  まず、民生委員・児童委員の関係、かなり私、

しつこく質問するわけですけれども、これは元年

度の決算というところで見て、１人当たり10万円

という、これは費用弁償も含めてですが、正直言

って、本当にそんなに出していますかという、私

の聞いた範囲では、そんな金額じゃないですね。 

  なぜ、元年度もそうですけれども、その次の年

も、つまり今年度も引き続いて、こんなに欠員が

あるのかねと。成果のところでは、確かに寄与し

ましたと、安心して暮らせる地域社会づくりに寄

与しましたと。でも、これは一定の寄与であって、

本当の意味の民生委員・児童委員制度をフル活用

したような、決して状態ではないなと。 

  結論的に言うと、10万円という金額が正しけれ

ば、それはそれで構わないんですけれども、そん

な金額じゃないはずですよ、年間を通して１人当

たり。 

  何で成り手がないかといったら、実際に担当す

る人たちの数も増えているんですよ、１人当たり

でね。そういう中で、ましてや非常に難しい高齢

者が、独り暮らしを含めて増えている。そういう

中で、俗な言い方をすると、仕事に見合わないと

いう、そういうことを聞いています。だから、辞

めるんだと。そういう辞めた方の経験等が、結局、

次の成り手の方にも話が通っていっちゃう。 

  私は、もう少し民生委員・児童委員に対しては、

そのご苦労に対しての見合った、そういう金額を

補助すべきだと。これは、昔の民生委員・児童委

員制度と今と違うんだよね。状況が全く一変して

いるという。そういう中で、同じような補助額で、

基本的には推移してきていると思うんですが、も

はやそれは限界ではないかなというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課長。 

○福祉課長（吉永吉正君） 福祉課長、吉永です。 

  民生委員さん、児童委員さんの成り手不足の問

題です。委員さんご指摘のとおり、民生委員さん

の役割といいますか、お務めといいますか、時代

の変化とともにだんだん複雑化しております。地

域の課題も、複数のものが絡み合ってくるといい

ますか、そういう状況になってきておりますので、
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しばらく以前、昔とは、やはり仕事の内容も、ま

た活動、求められるものも変わってきているんだ

ろうということは実感しております。 

  委員さんのご意見といいますか、お考えのとお

りだと承知しておりますので、これにつきまして

は、民生委員・児童委員協議会という組織がござ

いますので、会長さん、それから役員の方、また

委員の皆さんともよく話し合って、成り手が出て

きていただけるように考えてまいりたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 所管は違うんですけれども、

例えば区長手当というのは、あの仕事の内容から

すれば、出し過ぎと言ったら変ですけれども、こ

ちらが少ないんですよ。精神的に物理的に、民生

委員・児童委員さんは大変しんどいんですよ。と

ころが、仮に10万円が正しかったとしても、区長

手当のほうがはるかに上なんですよ。だから、そ

このところ、何とか変えていただきたい。 

  ただし、これは法律があるんでね。補助金を出

すに当たっても、その基準がたしかあるはずです。

だから、町のそういう組織で検討することはいい

んです。でも、それを上へ上げていかないと、こ

の問題、いつまでも解決しないんですよ。そうい

う努力をお願いして質問を終わります。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  何点かお願いします。 

  ページ91、92、成果書112ページです。 

  この成果の中に、福祉ボランティアとの連携や

と書いてあるんですが、ここ、具体的にどなたな

のか教えてください。訪問とかしている方たちな

のか、ほかにいらっしゃるのかお願いします。 

  あと、独り暮らしの高齢者宅への歳末訪問と書

いてあるんですが、前段委員からも出ていました

けれども、民生委員さんがいないところの対応は

どうされているのか。いるところはされたと思う

んだけれども、民生委員さんがいないところの対

応はどうされたのかお聞きします。 

  あと、福祉交流センター、93ページ、94ページ、

成果書の115ページです。 

  利用状況の中、毎年書いていただいているんで

すが、小・中・高生の利用の内訳、高校生が何人

利用されているのかなと、来てくれる人がいるの

かなというのは、ちょっと、どういう理由で来て

くれているのか、この内訳お願いします。小学生

と高校生では違うので、お願いします。 

  あと、今の施設利用者のところの施設関係者に

よる利用調整会議を行っているというのは、これ

毎月とかやっているのか、ちょっと具体的にお願

いします。 

  あと、やっぱり私も福祉タクシー券、97、98ペ

ージ、成果書119ページですよね。 

  前段委員が質問されていたのですが、パーセン

トがとても少ない気がするんで、57.1％とお聞き

したんですが、この利用されない理由、去年とか

も少なかったと思うんですが、利用されない理由、

ここのところを利用者から聞いているのか、それ

とも、担当課はそれを把握して、どうしようとし

ているのか。 

  これ、半分ちょっとの利用なんですよね。せっ

かくある利用なんだけれども、私も知っている方

から聞くと、使いづらいと言うんですよね。やっ

ぱり、もらっても使わないと言うんですよ。そこ

のところ、どう担当課は考えていらっしゃるのか

お聞きします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 
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○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。初めに、１点目の成果書112

ページ、社会福祉事業の成果に記載させていただ

いております福祉ボランティアとの連携というこ

とでございますが、社協ボランティア連絡会に所

属するボランティア団体につきましては、現在15

団体あります。 

  そのグループについては、いろんなことをされ

ているわけでございますけれども、例えば情報交

換だとか、それから交流会、それから慶弔、それ

からイベント、それから介護施設への訪問、慰問

活動等やられている団体がございますので、そう

いった団体の方と連携をして、独り暮らしの高齢

者宅へ訪問した際には、見守り活動のほうを行っ

ているというところでございます。 

  それから、２点目の民生委員さんの関係でござ

いますけれども、民生委員さんが定数55のところ、

44で不足していると。民生委員さんのいないとこ

ろについては、どうしているのかということでご

ざいますが、いないところのお隣の民生委員さん

に、そちらをカバーしていただいているという状

況でございます。 

  今現在、そういう状況で、民生委員さんには活

動していただいておりますが、コロナウイルス感

染の関係で、直接訪問というのは、今は控えてい

るところでございます。ただ、見守り活動のほう

を中心にやっているわけでございますけれども、

ポストに民生委員さんからの手紙をポストインし

て、見守りのほうの活動もやっていただいている

ところではございます。 

  それから、続きまして、福祉交流センター運営

事業、決算書が94ページ、それから、成果書のほ

うが115ページの上段でございます。 

  こちらにつきまして、利用状況の表がございま

すが、小・中・高生の内訳でございます。こちら

につきましては、2,396人の小・中・高生が利用

したわけでございますが、こちらのうち、高校生

が３人です。また、中学生につきましてはゼロで

ございます。 

  それから、利用調整会議につきましては、毎月

実施しております。こちらについては、福祉課の

担当職員、それから陽だまりサロンのほうの職員、

それから笠原小学校の先生で、次の月のイベント

の情報であるだとか、それから現状の情報交換と

いうことで、実施のほうをさせていただいており

ます。 

  それから、最後の福祉タクシーの関係でござい

ます。 

  福祉タクシーの関係につきましては、決算書の

98ページ、それから成果書の119ページでござい

ます。 

  こちらについては、毎年見ますと、利用率のほ

うは交付枚数に比べますと低いわけでございます

けれども、窓口で使っていただくように周知をし

たいというふうに考えております。 

  今年度につきましては、やはりコロナの影響も

あるのかなというふうには考えております。タク

シーに乗るのが怖いだとか、それから外出を控え

るという方もいらっしゃったと思います。ですの

で、今年度につきましては、利用率57.1％にとど

まっているところでございます。 

  それから、利用の向上のために、ガソリン券、

タクシー券の併用ということもありますので、そ

ういったところで利用率のほうを向上させていき

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 分かりました。 

  成果のところに書かれているボランティア団体

15団体って、いつも団体さんの名前も写真も載っ
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て出されているわけなんですけれども、この中に

結構、民生委員さんもいらっしゃっていると思い

ます。たくさん関わっている方たちが、民生委員

さんとかにつながったらいいなということも思う

んですけれども、それで、ボランティア団体って、

ちょっと違う団体がいるのかなと思ってお聞きし

ました。もうちょっと踏み込んだ、民生委員さん

協力隊みたいな人がいると非常にいいなと思った

ので、質問いたしました。 

  あと、民生委員さんのいないところは、隣の民

生委員さんがしてくださるという、もともと200

件とか多い担当で、その倍とかというところのお

独り暮らしの方だけど、負担がかなり多くなるの

で、やはりそれは考えていかないと、民生委員さ

んが、前段委員もおっしゃっていましたけれども、

やはり負担が大きいと思います。 

  それで、多分、民生委員さんと児童委員さんと

かって、活動の報償とかというのは金額違ってく

ると思うので、大ざっぱな10万円ということだと

思うんですが、やはり負担少なくと思っています。 

  あと、タクシーの利用は、やはり今年、コロナ

の影響ということで、少なかったということある

んですけれども、やっぱり周知とか必要だと思い

ました。 

  あと、ガソリン券とかありますけれども、免許

返納とかやはりして、動きづらくなっているとい

う声は、どうしてもタクシー券にせざるを得ない。

旦那さんが返納してしまうと、ガソリン券にして

いたものをタクシー券に変えなきゃいけないんだ

けれども、やはり使いづらいという声を聞いてお

ります。ガソリン券とか、いろいろ周知が必要か

と思いました。 

  以上です。分かりました。ありがとうございま

す。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません、角野です。 

  質疑というか、ちょっと分からなくて教えてい

ただきたいんですが、96ページの成年後見人の役

務費ですね、12、障がい者地域生活支援事業の役

務費に今回３つ入っていますが、成年後見人。こ

れについて、詳しく教えていただきたいと思いま

す。 

  それとは無関係で、19の負担金、補助金で成年

後見人等報酬助成金、これの絡みなのか、全然無

関係だと思うんですが、それについてもちょっと

説明していただきたいと思います。 

  それから、98ページの障がい者更生援護事業の

重症心身障がい者等レスパイトケア、先ほど質疑

がございましたが、これ、超重症心身障がい児等

と重症心身障がい児等の違いというのがあるのか

どうか、ちょっとお伺いします。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  初めに、決算書96ページ、障がい者地域生活支

援事業の成年後見人の関係でございますが、こち

らの制度につきましては、認知症、知的障がい、

精神障がい、発達障がいなどによって、物事を判

断する能力が十分ではない方について、ご本人の

権利を守る援助者、成年後見人を選ぶことで、ご

本人を法律的に支援する制度でございます。 

  こちらにつきましては、昨年度につきましては

……昨年度は１名の方が該当しております。こち

らにつきましては、補助金のほう……すみません、

答弁のほう代わらせていただきます。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  成年後見制度の申立ての件につきましては、先
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ほど、１名ということでお答えしているところで

す。こちらのほうが、町長申立てということで、

ご本人さんとか家族で申立てができない方につき

ましては、町のほうで申立てを行うということで、

１件、町のほうで、町長申立てということで実施

しました。 

  19節の報酬助成金につきましては、ご本人さん

に収入がない、あとは財産がないという方につき

ましては、後見人さんの報酬自体を支払うことが

できない状況でありますので、そちらのほうを町

のほうで負担をしているという形になります。 

  こちらのほうにつきましては、過去の分も含め

て、支出で43万2,000円という金額になっており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  レスパイトケアに関するご質問で、超重症、そ

れから準超重症の判断でございますけれども、こ

ちらにつきましては判定基準というのがございま

す。こちらにつきましては、判定基準が15項目ご

ざいまして、こちらの状態が６か月以上継続する

場合にという基準がございます。 

  その判定スコアでございますけれども、例を挙

げますと、気管内挿管、気管切開、それから腸ろ

う、腸管栄養、人工肛門などがございまして、こ

ちらの点数を足していった場合に、25点以上の場

合が超重症になります。それから、10点以上25点

未満である場合が準超重症ということでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  じゃ、96ページの12の役務費については、町長

申立てだったから、こういうふうに費用がかかる

ということで、私も成年後見人で、町で費用が出

たのが、これって初めてなのかなと思ったんです

けれども、下の成年後見人等報酬助成金は昨年度

も支出になっていますので、町長申立てだと、こ

ういうところに役務費として乗っかってくるとい

う、そういう理解でいいんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島で

す。 

  町のほうで申立てした場合には、こちらのほう

の予算活用になっていきますので、役務費が中心

に出ていきます。この中で、申立てに必要な鑑定

料とかという部分につきましては、その方の状況

によって、かかる、かからないが出てくるような

状況でございます。 

  報酬助成につきましては、過去の町長申立てに

伴いまして、お二人分ということで43万2,000円

という支出になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  じゃ、負担金、補助金、交付金のほうの報酬助

成金というのは、過去に成年後見人制度で申し立

てて、申請があって認められた方々は永遠に続く、

永遠という言い方はおかしいですけれども、ずっ

と続く助成金になるということでいいんですか。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  その方の資産、収入の状況が変化がなければ、

この方の後見人さんがついている限りは、報酬助

成という形で、町のほうで支出していくような状

況になります。 

  以上でございます。 
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○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、93、94ページの重度心身障がい者手当支

給事業なんですけれども、これは延べ支給人数が、

119人が増となっております。それについても成

果書でも書かれておりますけれども、これについ

てのもう少し詳しい内容についてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、94ページの福祉交流センター運営事

業でございます。 

  これにつきましても、全体として減っておりま

す。率も減っております。その理由は、先ほども

言っておりますけれども、新型コロナウイルス感

染防止のためということなんですけれども、では、

コロナウイルス感染防止といいますけれども、２

月21日以前はどういう状況だったのか、その点お

尋ねしたいと思います。 

  それから、成果書の115ページのイベント55回

と実施されておりますけれども、これはどのよう

な内容になっているのか、内容等についてもお示

し願いたいと思います。 

  それから、利用調整会議というんですが、先ほ

ど、笠原小の学校関係との調整もあると思うんで

すけれども、わざわざ調整会議というふうになっ

ていますけれども、これはどういうことで、何を

調整しなければいけないのか、その点についても

お尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく94ページの宮代町生活サポー

ト事業なんですけれども、この事業におきまして

は、民間事業者が行う生活サポート事業に対する

補助金なんですけれども、これは宮代の場合は、

事業者というんですけれども、たくさんあるんで

しょうか。どういった事業者に依頼しているのか、

何社ぐらいあるのか、お尋ねしたいと思います。 

  それから、96ページの障がい者地域生活支援事

業の次のページ、扶助費の日常生活用具給付費な

んですけれども、成果書にも出ておりますけれど

も、消化器疾患による人工肛門等ということなん

ですけれども、これ以外は、ぽつぽつぽつなんで

すね。この辺についての、日常生活用具というん

ですけれども、こういった給付の在り方でいいの

かどうか。前年と比べても、延べ利用者で73人増

えているということなんですけれども、その点で

の状況についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく98ページ、福祉タクシー等利

用料金助成事業なんですけれども、これは、前段

の委員からも質問がありましたけれども、コロナ

の影響もあるのかもしれませんけれども、利用人

数が増えているんですよね。コロナ感染防止とい

う、そういう状況の下でも増えていて、支給金額

が減っているんですよ。ですから、その辺の状況

もちょっとちぐはぐなんですけれども、コロナ禍

というだけで言えるのかどうか、その点、もう一

度お尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく98ページの宮代町災害見舞金

等支給事業、それから、その下の義援金配分事業

なんですけれども、昨年の台風19号による床上浸

水の被害を受けた２世帯に、町のほうで２万円、

それから、県のほうから４万円ということなんで

すけれども、これは、いつ頃支給されているんで

しょうか。その点についてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩を取りたいと

思います。 

  11時10分まで休憩したいと思います。 
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休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きたいと思います。 

  丸藤委員の回答をお願いします。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  それでは、まず１点目、決算書の93、94ページ、

重度心身障がい者手当支給事業でございます。成

果書のほうにつきましては、113ページでござい

ます。 

  119人、昨年度に比べて増えているということ

でございますけれども、こちらにつきましては、

表にございますとおり、上の身体１・２級、療育

マルＡ、Ａ、精神１級、こちらが118名増えてご

ざいます。次に、身体３級については、こちらは

25名の減でございます。療育のＢについては26名

の増、合計119名の増でございます。 

  続きまして、決算書の94ページ、福祉交流セン

ター運営事業でございます。 

  こちらの２月以前の活動状況、事業の状況とい

うことでございますけれども、２月以前、４月か

ら２月の11か月間の合計が、成果書115ページの

利用状況の表にございます8,418でございます。

３月につきましては、コロナの関係で閉館のほう

をさせていただいております。 

  ちなみに、この8,418名でございますけれども、

11か月間で8,418名、月平均にしますと765人でご

ざいます。昨年度に比べまして644人減っている

というのは、３月閉館の影響が大きいと思われま

す。 

  続きまして、陽だまりサロンにおきますイベン

トの内容でございますけれども、こちらにつきま

しては、55回行っているわけでございますが、

様々なイベントがありまして、例えば本読みであ

るだとか、それからマジックショー、それから大

正琴のコンサート、それからクリスマス会ですね、

それからお正月飾りを作ったり、それから、春の

七草、おひな様を飾るなどのイベントがございま

した。 

  それから、利用調整会議でございますけれども、

こちらにつきましては、福祉課の職員、それから

陽だまりサロンの職員、学校の先生で行っている

わけでございますが、調整する内容といたしまし

ては、陽だまりサロンが笠原小学校内にございま

すことから、学校の行事とバッティングしないよ

うにイベントなどを組むために調整のほうをさせ

ていただいております。 

  続きまして、生活サポートの関係、地域生活の

関係につきましては、この後答弁させていただき

ます。 

  タクシー利用の関係でございます。福祉タクシ

ーにつきましては、決算書の98ページ、成果書に

つきましては、119ページでございます。 

  こちらにつきましては、利用人数について１名

増えておりまして、利用枚数のほうは減ってござ

います。こちらにつきましては、やはり年明けま

してからのコロナの影響等も考えられ、外出を控

えるなどして、利用枚数のほうが減ったというこ

とが考えられます。 

  続きまして、災害見舞金、それから義援金につ

きましてでございます。こちらの支払い時期でご

ざいますが、災害見舞金につきましては、10月の

末が１件、それから11月の頭が１件、義援金につ

きましては、12月と３月にそれぞれお支払いをし

ているところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  成果書115ページの生活サポート事業について

お答えいたします。 

  生活サポート事業は、民間事業者ということで、

登録事業者数につきましては13事業所になります。

主に、こちらのほうの事業者の内容につきまして

は、障がい福祉サービスを提供している事業者が

主な事業者になっております。 

  続きまして、決算書96ページの障がい者地域生

活支援事業のうち20節の扶助費、場所につきまし

ては、98ページのほうに記載されております日常

生活用具給付費についてご説明します。成果書に

つきましては、117ページになります。 

  117ページの成果書のほうを見ていただければ

と思いますが、ストーマ用装具、人工肛門になっ

てしまった方が、このストーマ用装具という形で

日常生活用具を利用しております。この表に書か

れている内容のうち、大多数がストーマ用装具と

いう形になっております。 

  給付の在り方ということなんですが、一応うち

のほうで、町のほうで設定しております一覧表に

基づいて、そこの必要な日常生活用具についてご

相談を受けまして、提供しているような状況にな

っております。仮に、その方の状況によって、日

常生活に支障があるということでご相談があった

場合で、町のほうで設定されていない用具がござ

いました場合には、要綱等の改正を行いまして支

給できるようなことも、対応としては行っている

状況でございます。 

  したがいまして、その方の状況に応じたものを

支給できるという体制で、こちらのほうは臨んで

いるような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

す。 

  それでは、何点か確認してご質問したいと思い

ます。 

  まず、重度心身障がい者手当支給事業、94ペー

ジの関連なんですけれども、これは、その表を見

ればという答えだったんですけれども、先ほどは、

これはこういうふうになっていますけれども、ど

ういったことでこういうふうになっているのかと

いう質問だったんですけれども、これは在宅の重

度心身障がい者の、やはり経済的負担を軽減する

というのが大きな目的ですよね。ですから、そう

いう意味では、もっと増えてもいいのかなという

ふうに思うんですけれども、そういった点での、

こちらの町の働きかけですね、そういった点では

どうだったのか、その辺もう少し詳しくご説明を

お願いしたいと思います。 

  それと、冒頭にちょっとお聞きするのを忘れて

いたというか、社会福祉事業ですから、92ページ

の民生委員と児童委員活動費等補助金ということ

で、先ほど、前段の西村委員、丸山委員からも言

われましたけれども、これは先ほど、単純に民生

委員・児童委員活動費等補助金439万8,830円、こ

れを44で割れば、それは10万ぐらいになるかもし

れないんですけれども、これは西村委員も言った

ように、全部込み込みでしょう。 

  例えば、区とか自治会長なんかは、均等割と、

それから人数割で違いますよね。民生委員につい

ても、これは今後、これまでこの補助金について

はどういうふうな経過をたどっているか、ちょっ

と分からないんですけれども、これからの需要を

考えれば、高齢者は増えてくるわ、それから独り

暮らしもどんどん増えてくる中で、今の状況でい

いのかということなんですよ、前段の委員さんも。 
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  ですから、それに対応できないというのは、私

はこれで、町、55人は基準としてあるわけでしょ

う。ないところの地域について、後で結構ですか

ら、明らかに委員さんに、こういう地域が足りな

いというふうになっているということをやはり知

らせていかないと、ただでさえ補助金が少ないん

だから、増えるわけないですよね。ですから、そ

の点、やはり増える、どうしたら増えるのかとい

うところ、知恵を出していかないと増えないと思

いますので、その点もう一度。 

  実際は、本当に10万ですかと前段も言っていた

んですけれども、これはやはり少ないからでしょ

う、成り手が。あとは、高齢者も増えてきて成り

手がいないと。しかし、もう一方では、主に独り

暮らしの高齢者世帯を対象として訪問活動して、

安心して暮らせる地域社会づくりに寄与している

というんですから、少ないと寄与したということ

になりませんので、その点もう一度、成り手のい

ない地域を明らかにしていただきたいのと、その

辺の考え方ですよね。それはどういうふうに考え

ているのか、もう一度お尋ねしたいと思います。

すみません。 

  それから、94ページの福祉交流センター運営事

業については分かりました。 

  それから、町民生活サポート事業について、同

じ94ページです。先ほど、民間事業者、13事業所

ということなんですけれども、これは全部このと

ころに該当しているんでしょうか。前年度、令和

元年度は、この13事業所のうち幾つか、全部この

補助金は対象として出されているんでしょうか。

また、全事業所が何らかの生活サポート事業に関

係しているのかどうか、もう一度その辺の状況に

ついてお尋ねしたいと思います。 

  それから、障がい者地域生活支援事業、96ペー

ジ、これでは一番上ですが、98ページの関係です

けれども、これは要綱等の改正をするということ

でなっているんですけれども、この辺の周知はど

ういうふうになっているんでしょうか。先ほど、

その方に合ったというようなことで用具の貸出し

をしているんだと思うんですけれども、その点に

ついてお尋ねします。 

  それから、98ページの福祉タクシー等利用料金

助成事業なんですけれども、利用人数、何か１人

と言ったんですけれども、上程説明のときは９人

というふうに聞こえたんですけれども。利用人数

ですよ、増えていると思うんですけれども、その

辺ちぐはぐではないかなというふうに言ったんで

すけれども、もう一度、前年度との比較でお願い

したいと思います。 

  それから、98ページの見舞金のほうが、11月末、

10月上旬ですかね、県のほうは随分遅いですよね、

対応が。この辺の状況はどうなんでしょうか。そ

れと、これは見舞金支給事業ですから、各市町村

の金額というのは２万円というふうになっている

んでしょうか。その点、お尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  まず、在宅手当の関係でお答えいたします。 

  在宅手当の働きかけというところなんですが、

こちらのほうは、手帳の取得者の等級によって支

出するようなものになります。ですので、こちら

のほうで手帳の取得者を把握しておりますので、

その方々の経済的負担軽減のためということで、

所得の確認を行わせていただいております。課税

者に対しては、こちらのほうの支出はできないと

いうことになっておりますので、非課税の方、も

しくは生活保護受給者の方に対して支給している

状況であります。したがいまして、こちらの手帳
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で該当になっている方につきましては全ての方が

対象として、支給対象として見ておりまして、そ

ちらのほうで条件に合った方全てに支給されてい

るという状況になっております。 

  続きまして、生活サポート事業、成果書の115

ページになります。 

  登録事業者につきましては、13事業所というこ

とで先ほどご説明させていただきました。こちら

のほう、登録の事業所数という形になっておりま

す。利用者がおりまして、その方が使うか使わな

いかによって、補助金のほうが支出される、され

ないという形になっておりますので、登録は13な

んですが、実際利用者がいない事業所さんもいら

っしゃいますので、全ての事業所に支出している

ということではない状況であります。 

  続きまして、地域生活支援事業の日常生活用具

ですね。決算書で98ページ、成果書で117ページ

になります。 

  周知方法ということであります。こちらのほう、

手帳取得時もしくは等級の変更があった場合等に

つきまして、一覧表を用いまして、各利用できる

サービス等のご案内をさせていただいております。

その際に、その方の障がいの状況によって、こう

いったものもありますということで具体的に説明

させていただいておりまして、その中で、必要と

いうことであれば申請をしていただいて、審査の

上で支給決定をしていくという状況になっており

ます。 

  私のほうからは以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  まず、民生委員さんの関係でございます。成り

手のいない地区でございますけれども、申し上げ

ます。 

  今欠員が出ている地区でございますが、字姫宮、

字宮東の一部が１つです。２つ目、字川端、川端

２・３丁目の一部、３つ目、字中島のうち新中町、

４つ目、笠原１・２丁目、字百間、５つ目、本田

１丁目、６つ目が本田２丁目、７つ目が和戸１丁

目、それから、８つ目が和戸３丁目、それから、

残りの３つが宮代台１丁目、２丁目、３丁目の各

地区になります。 

  このうち、和戸１丁目については、10月に委嘱

をする予定でございますので、定数55のところ45

という形になる予定でございます。 

  それから、民生委員さんのいない地区につきま

しては、各地区の区長さんにもご相談いただきな

がら、また、過去に民生委員さんやられていた方

だとかと連携しながら、新しい方を引き続き探し

てまいりたいと考えてございます。 

  続きまして、成果書119ページ、福祉タクシー

の表の関係でございます。 

  先ほど私のほうで、プラス１名ということで申

し上げましたが、こちらにつきましては、利用状

況の表のタクシー券、こちらについては、昨年度

472に対しまして473、プラス１ということで申し

上げました。委員のおっしゃるとおり、合計にい

きますと、合計につきましては、昨年度1,039に

対しまして今年度1,048でございますので、プラ

ス９ということでございます。 

  最後に、県の義援金の関係でございます。 

  県の義援金につきましては、台風19号により被

災された県民に対しまして、日本赤十字社埼玉県

支部、埼玉県共同募金会及び埼玉県で義援金のほ

うを募集いたしました。この募集をした結果、令

和元年11月29日に、県の第１回義援金配分委員会、

こちらが開催されまして、各被災者に配分する額

が決まりましたことから、宮代町の見舞金に対し

まして遅れが出ているところでございます。 
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  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  先ほど、生活サポート事業についてご説明しま

したが、ちょっと回答の内容に不足がございまし

たので、補足させていただきたいと思います。成

果書のほうにつきましては、115ページになりま

す。 

  先ほど、13事業所が登録ということで、その中

で、全ての事業所に支出しているものではありま

せんということでお答えさせていただきましたが、

実績につきましては、13事業所のうち５事業所に

なります。 

  事業所のほうは、過去に登録された事業所も、

こちらのほう、登録事業所ということで記載され

ておりますので、実際、現在使われているのは５

事業所ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、民生委員の関係は分かりました。 

  うちの区、自治会では、やはり民生委員さんも

大変なので、総会のときはいつも、この方が民生

委員さんになっていますと紹介しているんですよ

ね。それで、民生委員さんからも一言あいさつあ

って、だから、みんながやはり、民生委員さんは

この方なんだということで、地域に訪問するわけ

ですから、知らない人がいないようにということ

で、そういうふうにしているんですけれども、残

念ながらいないというところは、先ほど言ったよ

うに、やっぱり、なりたくてもというよりも、や

はり大変さが先に来るわけですよね。だから、そ

れに合わせた、報償じゃないですけれども、そう

いった形にしないと、やはりこれから成り手がつ

くっていかれるのかなというふうに思いますので、

その点では、十分増やすための知恵ですよね、考

えていただければと思うんですけれども。 

  そのことについてはちょっと、前段の委員の答

弁で言い尽くしているから、言わないんだったら

言わないで結構なんですけれども、その点につい

ても先ほどお伺いしたつもりなんですけれども、

お願いしたいと思います。 

  あと、福祉交流センターの利用調整会議につい

ても分かりました。 

  94ページの宮代町生活サポート事業なんですけ

れども、事業所は13事業あって、昨年度の予算上

で補助金が出された事業所ですね、これが主なん

ですか。その点、確認したかったもんですから、

５事業所でしたらそれで結構です。 

  あと、障がい者地域生活支援事業についても分

かりました。 

  最後の見舞金の関係ですが、これはもう金額は

変えられないのか、それから、これは各市町村は

みんな同じなのか。その点最後に、この点につい

てお尋ねしたいと思います。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課課長。 

○福祉課長（吉永吉正君） 福祉課長、吉永です。 

  民生委員・児童委員さんの関係は、前段の委員

さんにお答えさせていただいたとおりでございま

すが、協議会の会長をはじめとした皆様とも相談

して、成り手の方を増やす工夫をしてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 災害見舞金の関

係でございますが、災害見舞金につきましては、

町のほうで支給条例がございます。その条例でま

いりますと、損害の程度に応じて額のほうを定め

させていただいておりますが、全焼・全壊または
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流出につきましては１世帯につき10万円、半焼ま

たは半壊につきましては１世帯につき５万円、床

上浸水につきましては１世帯につき２万円という

ことで決まってございます。 

  近隣の状況につきましては、大変申し訳ござい

ません、今資料がございませんので、お答えでき

ないんですけれども、こちらにつきましては、金

額のほうはこれを継続してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課主幹。 

○福祉課主幹（小島 晃君） 福祉課主幹、小島と

申します。 

  実績については、５事業所ということで間違い

ありません。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑はございませ

んか。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  一番初めに土渕委員のほうからご質問いただき

ました高齢者の数につきましてお答え申し上げま

す。 

  75歳以上の独り暮らし世帯、80歳以上の高齢者

のみ世帯につきましては、792人でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 人数は分かりました。 

  これは近隣の市町と比べて多いのか少ないのか

分かりますか。 

○委員長（山下秋夫君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小川英一郎君） 福祉課副課長、

小川でございます。 

  大変申し訳ございません、近隣の状況に比べて

多いか少ないかというのは、ちょっとこの場では

分かりかねます。申し訳ございません。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） はい、分かりました。後で、

できたら教えていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で福祉課の質疑を終了したいと思います。 

  暫時休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午前１１時４３分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  これより子育て支援課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○子育て支援課長（小暮正代君） おはようござい

ます。 

  子育て支援課長の小暮でございます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

  それでは、適宜、出席職員の自己紹介をいたさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） おはようご

ざいます。 

  子育て支援課副課長の横内でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） こんにちは。 

  子育て支援課主幹、吉田と申します。よろしく

お願いいたします。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 皆さん、こん

にちは。 
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  子育て支援課の石井と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○こども笑顔担当主査（清水邦江君） こんにちは。 

  子育て支援課のこども笑顔担当の清水と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○保育担当主査（松岡祥哲君） 皆さん、こんにち

は。 

  子育て支援課保育担当の松岡と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ４点質問をさせていただきます。 

  決算書の108ページ、成果書の125ページになり

ます。 

  民間保育所給食費補助金についてなんですけれ

ども、アレルギーに対応したとありますけれども、

どのようなアレルギーに、どのような対応をして

いるのか、ちょっと詳しく教えてください。 

  ２点目、決算書108ページ、成果書126ページ、

こども医療費支給事業についてなんですけれども、

こちらは、町外で受診したものに関して、５年以

内の期限があって精算をしていただけるというこ

となんですけれども、５年以内にできていない方

というのは分かるのかどうか。もし申請されてい

ない方がいたら何かされているのかとか、その辺

ちょっと教えてください。 

  ３点目、決算書108ページ、成果書127ページ、

みんなで子育て！こども未来事業についてなんで

すけれども、子育てひろばの講座など、インター

ネット放送局などの動画でも、いつも子供たちが

楽しく参加している様子とか拝見をしています。

安心できる居場所となっていると思います。 

  グループで来ているお母さん方、お子さんと一

緒にお母さん方、来ている方とか、あと、１人で

お子さんと来ている方、いろんな方がいらっしゃ

ると思うんですけれども、そこで、１人で来られ

ているお子さんとお母さんとかに、子育て相談員

さんとか指導員さんがお声かけをしているのかと

か、子育ての相談員さんの中で、例えば共通の理

念や対応とか、そういうのはどうされているのか

とか、詳しく伺いたいと思います。 

  最後に、成果書の137ページなんですけれども、

ちょっと分からなかったので教えていただきたい

んですけれども、委託延べ児童数と受託延べ児童

数ということで、町外の保育園などに通っている

方ということでよろしいのか、ちょっとその辺、

詳しく教えていただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 子育て支援課

主幹、吉田です。 

  まず、アレルギー対応について詳しくというこ

とでお答えさせていただきます。民間保育所さん

ということでありましたが、公立でも同じかなと

いうところでお答えさせていただきます。 

  今お受けしているアレルギーのお子さんの種類

といいますか、食材何かといいますと、大きいも

のが、卵、乳というのが多いかと思います。その

ほかナッツ類ですとか、あと小麦というものが主

に挙げられております。でも、アレルギーはやは

り、そのお子さん、お子さんでありますので、そ

れが複数重なっているお子さんですとか、１つの

お子さんですとかということであります。入所時

に、どんなアレルギーがあるかというところを聞
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き取りさせていただきまして、それに合わせた除

去食として食材を提供して、安全に給食とおやつ

とを提供している状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課

の石井と申します。 

  委員さん２点目のこども医療費に関するご質問

なんですが、委員さんおっしゃるとおり、領収書

の日付から５年をもって時効ということで、受付

のほうができないという事務処理のほうを行って

いる次第でして、領収書を役場のほうに提出しな

い件数につきましては、残念ながらちょっと、こ

ちらで把握できない数字になっているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長、横内でございます。 

  みんなで子育て！こども未来事業のところで、

子育てひろばやげんきっ子に１人でおいでになっ

ている保護者の方への対応でございますが、こち

らにつきましては、指導員、相談員とも、やはり

お一人の方がいた場合は一応気をつけて、孤立し

ないようにお声かけをさせていただいているとこ

ろでございます。そういった方々が、新しい方が

どんどん広がっていくようなということで、指導

員、相談員とも共通理念の下、活動させていただ

いております。 

  次に、成果書137ページの委託延児童数と受託

延児童数の関係でございますけれども、こちらは

委員おっしゃるとおり、管外から宮代にまず受け

入れている方が受託児童数になりまして、また、

町内からほかの市町村の保育所に行かれている方、

こちらは町外に委託しますことから、委託延児童

数ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  １点目のアレルギー対応いただいて、その代え

のものをお出ししていただいているということで、

承知いたしました。 

  あと、こども医療費についてですけれども、な

かなか領収書を持っていけない方もいらっしゃる

んですけれども、それは把握ができないというこ

とで、その保護者の問題ということで承知をいた

しました。 

  ３点目の子育てひろばについてなんですけれど

も、そのようなご配慮をいただいているというこ

とで、きっと１人で子育て、家にいて、ちょっと、

１人なんだけれども行ける場所というところで、

今ちょっとコロナのことで制限はあると思うんで

すけれども、そういった安心できる場所になって

いると思います。そこで、そういったお声かけを

みんなでしようということで伺って、とても安心

いたしました。 

  こちらの１点、ご要望といいますか、講座をた

くさんされているんですけれども、その中で、例

えばなんですけれども、40代以降の高齢出産の方

とか、あとは、帝王切開などで出産後がちょっと

つらい、通常の出産よりつらいと思うんですけれ

ども、そのような方の講座というか、例えばリフ

レッシュできたりとか、そういった負担があった

よねと話せるような、何か講座があったらいいな

というのも思いました。 

  ４点目なんですけれども、町外に行かれている

ということで、何かちょっと遠いところもあった

ので、どういうことかなと思ったんですけれども、

遠いところに行ってしまっているということなの

か、通っている方もいるし、そちらに行ってしま
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っているということでよろしいのでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  委託児童と受託児童の関係でございますが、確

かに委託児童のところで、大分遠い市町村に行っ

ている方もいらっしゃいますが、こちらの方につ

いては、今現在はそちらに居住しているというこ

とでございまして、そちらの保育園に、期間はち

ょっと分かりませんけれども、お願いをして保育

をしていただいているということでございます。 

  また、基本的には勤務先を選択する方が多いと

いうことで、ほかの県内の市町村については、ほ

ぼ勤務先の保育園を利用されているということに

なります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか質問させていただきます。 

  まず、成果書のほうの42ページと127ページに

なります、みんなで子育て！こども未来事業にな

ります。 

  子育て支援センターの利用者数が前年度と比べ

て著しく減っていますけれども、何か理由があっ

たのでしょうか。コロナの影響なのかなとは思っ

ています。 

  もう一つが、子育て相談の実施についてなんで

すけれども、育児相談、乳幼児健全育成相談、子

ども家庭相談、これ、最も多かった相談内容を教

えてください。また、相談の内容について、一つ

事例でいいんですけれども、こんな相談がありま

して、こんな解決をしましたというような事例を

お聞かせください。 

  それと、子育て応援ウェブサイト「みやしろで

育てよっ」なんですけれども、こちらはほかの自

治体と比べましても、デザインはとてもすばらし

いと思います。ただ、内容を見ると、宮代町で子

育てをするメリットというのが伝わってこないと

いう、子育て世代の方から話をいただいています。

宮代町で子育てすると、他市町村と比べてこんな

いいことがありますよ、こんなメリットがありま

すよという内容が少ないと思います。また、子育

て支援の制度についても、町のホームページにた

だ飛ばすだけでは、子育て世代に対して正直熱心

さが伝わってきません。 

  例えば、さいたま市、吉川市、高崎市などは、

うまく子育てＰＲをしているホームページがあり

ますので、そういったものを参考にしたり、特に

浜松市では、年齢ごとにカテゴリーが分かれてい

るので、例えば１歳と３歳児のお母さんであれば、

そこをクリックすると、どんな制度があるのかと

いうのが一目で分かるようになっています。 

  ですので、質問ですけれども、予算はあると思

うんですけれども、大規模なリニューアルを行っ

てほしい、もしくはしたほうがいいと思いますが、

いかがでしょうかということになります。 

  続きまして、学童保育所運営事業、学童保育所

整備事業、成果書の123ページになります。 

  かしの木第一児童クラブが前年度と比べて11人

も減っていますけれども、こちらは何か理由があ

ったのでしょうかということです。 

  それと、いちょうの木児童クラブ分室なんです

けれども、こちらは階段がありますけれども、雨

天時は滑って危ないという保護者の声を幾つかい

ただいています。もともと非常階段でありますの

で、雨が吹き込むと階段がぬれて、確かに危ない

と私も感じました。今後、階段を改善する予定は

あるのかということです。 

  それと、学童クラブの指定管理者制度なんです
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けれども、こちらは指定管理者制度に移行しまし

て、保護者からの評判も上々です。私の息子が通

っているいちょうの木学童クラブですけれども、

指定管理者制度になってよかったという保護者の

声もいただいておりますし、若い職員が増えて外

遊びが増えて、さらにサッカー選手が来るという

日は、私の息子は朝からわくわくしております。 

  そこで、ご質問です。 

  指定管理者になりまして、コロナが終息すれば、

いろんな体験とか、例えば英語の語学などができ

ると聞いていますけれども、具体的にどんなこと

をしていただけるのか、教えていただければと思

います。 

  続きまして、緊急サポート運営事業、こちら

110ページになります。 

  お手伝いできる人、提供会員というのは、どう

募集しているのでしょうか。何か資格などは必要

なのでしょうか。また、利用会員は、どこでこの

制度を知ることができるんでしょうかというのと、

どういった趣旨で、この制度をそもそも始めたの

かということをお聞かせください。また、利用者

はこれ、料金幾らで利用できるのか。緊急という

からには、その日に頼んでも大丈夫なのかという

のをお聞かせください。 

  最後になります。成果書の135ページ、宮代保

育所運営事業になります。 

  現在、待機児童はいないのかというのと、保育

園の途中で入園したいという方がやっぱり引っ越

してきて、何人かお話をいただいております。月

ごとに途中入園ができるということなんですけれ

ども、仕事の関係で、すぐに保育園に入れたい、

預けたいという子育て世帯がいた場合は、どのよ

うな対応をしているのかをお聞かせください。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩をいたします。 

 

休憩 午後１２時０２分 

 

再開 午後 １時０３分 

 

○委員長（山下秋夫君） 休憩前に引き続き会議を

開いていきたいと思います。 

  それでは、答弁のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  順不同で私のほうから、３点目につきましてご

回答させていただきたいと存じます。 

  ３点目、「みやしろで育てよっ」の件でござい

ます。 

  委員ご指摘のとおり、今、「みやしろで育てよ

っ」につきましては、いろいろな制度の概要であ

るとか、公園であるとか施設の内容、特集記事と

いったものを掲載させていただいているところで

ございますけれども、４年目になりまして、やは

り担当の中でも、リニューアルをしていこうとい

う話は出ているところでございます。 

  特に、例えば今年の例で申し上げますと、毎月

毎月、どういうページにどういうアクセスが、数

が多かったとかという分析は出ておりまして、今

年度で申し上げますと、８月はすごくアクセス数

が多かったんです。その理由といたしましては、

９月から始まる子育てサロン、こういった記事が

掲載された関係で多かったと、そのページのアク

セスする数が多かったんですね。 

  そういったことも踏まえまして、第５次総合計

画もスタートする中で、本当に保護者が求めてい

る内容といったものをきちんと精査しながら、ま

た先進事例を参考とさせていただきながら、今後、
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新たにまたページを増やしていくなり、またはペ

ージの中で、それをいろんな求められる人たちの

ページがあって、またそれを支援する、今度、子

育て応援隊というのもつくっていきたいと考えて

いるんですけれども、そういったものとちゃんと

マッチングできるような、そういう仕組みも中で

検討していきたいというふうに、今進めていると

ころでございますので、今後十分に精査しながら

取り組んでまいりたいと存じます。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  まず、１点目の町の支援センター、役場内の子

育てひろば及び国納保育園内のげんきっ子の利用

数の件でございますが、委員ご指摘のとおり、や

はり昨年度末からコロナウイルス感染症対策の関

係で、支援センターでは両方共、２月28日から閉

園をしております。その関係で、やはり利用者数

は減少しているところでございます。 

  次に、支援センターへの相談内容の件でござい

ますが、こちらは、一般的には心配事の相談が大

体多くて、話を聞くと落ち着くような方が多い傾

向にございます。一応内容といたしましては、子

供の成長・発達に関することや家族問題のこと、

また相談者自身のことなどの、その他各種いろい

ろな相談が寄せられているところでございます。 

  このような中で、解決といいますか、一応解決

の方向につなげられた事例といたしましては、発

達が心配なお子さんの相談がありまして、こうい

った事例をよくお子さんとかを観察させていただ

いた上で、保健センターにつなげたというような

事例がございます。 

  また、家族問題の相談では、同居している親御

さんが最近物忘れが増えてきて、いろいろ手間が

かかってきたというようなご相談について、これ

は高齢者の地域包括支援センターへ紹介して、方

向を相談してくださいというように、解決につな

げたというような事例がございました。 

  続きまして、学童保育の関係でございます。 

  まず、学童保育のかしの木児童クラブが、ちょ

っと11人減少しているということでございますが、

こちらは確かに平成30年度、31年度を比較します

と、年度当初の１年生の数が少なかったという傾

向がございます。ただし、年度末については、大

きく変わっていないような状況でございます。こ

の当初の１年生が少なかったというのは、申し訳

ございません、分析していないので、明確な理由

はちょっと分かりませんが、保護者の就労状況な

どが、例えばパートタイムの人が多かった年につ

いては、保育園には行っていたんだけれども、小

学校ですと放課後の時間帯が短くなりますところ

から、学童保育は利用せずに済んだというような、

こういった就労状況が影響しているものと考えら

れます。 

  次に、いちょう分室の階段の件でございますが、

こちらは状況を早急に確認して、対策を考えたい

と思っております。 

  続きまして、指定管理になってよかったという

ような点でございますが、委員ご指摘のとおり、

まずサッカー教室等を、こちらはプロのユースチ

ームにいた指導員を呼んで、サッカー教室を開催

しております。また、理科教室ということで、こ

ちらは日本工業大学の先生をお迎えして、液体窒

素を使って実験をするというような教室も既に実

施されております。 

  また、指定管理者であります株式会社アンフィ

ニからの提案では、このほか、英会話教室や地元

の団体と連携した教室、提案ではオカリナ教室等

が提案されてございましたが、こういったものも

今後実施していく予定とのことでございます。 
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  続きまして、緊急サポートの関係でございます。 

  こちらは、まず、緊急サポートのサービスを提

供する側、こちらにつきましては、提供会員につ

きましては、特に資格は要らないということにな

っておりますが、ただし、24時間の研修を必ず受

けていただいております。この研修の中で、保育

の基礎的なことや、あと緊急時の対応とか、救命

教室のようなことも研修の中に盛り込ませていた

だいて、それで万全な体制を整えて対応していた

だくということになっております。 

  利用料金でございますが、緊急サポートにつき

ましては、８時から20時の間の時間帯では１時間

当たり1,000円、20時から翌日の朝８時までの時

間帯においては１時間当たり1,200円というふう

になっております。 

  また、ＰＲでございますが、こちらは緊急サポ

ートのＰＲにつきましては、町のホームページ上

や、またチラシを作成してありまして、子育て支

援課の窓口等で配布をしたり、あと、昨年のこど

もまつりにおいては、実施機関、委託先のＮＰＯ

法人様に来てもらいまして、ブースを作りまして、

そこでＰＲをしていただきました。また、学童の

入所説明会においても、やはりＮＰＯ法人さんに

来ていただきまして、そこで説明をしていただい

ているというような、こういった広報活動を行っ

ているところでございます。 

  そもそも、緊急サポートがなぜ必要になったか

という点でございますが、こちらはまず、宮代町

では、このほかにファミリーサポートセンター事

業がございまして、こちらもやはり提供会員と利

用会員でサービスのやり取りができるということ

になっておりますが、ファミリーサポート事業で

は、事前にマッチングなどが必要になってきまし

て、緊急的な対応ができないということで、それ

ではやはり、ニーズとしては緊急的な利用もした

いというものがございましたところから、緊急サ

ポートを導入した次第でございます。 

  緊急サポートであれば、その日、当日の利用希

望でも受け付けております。また、病気などのと

きの預け入れも行っていたり、また、宿泊を伴う

預け入れも対応しているところでございます。 

  続きまして、保育園の待機児童数と入所の関係

でございますけれども、待機児童数につきまして

は、今年の４月１日現在は、宮代町はゼロ人でご

ざいます。待機児童数は発生しておりません。た

だし、年度途中にやはり希望が出てきますので、

年度途中は待機児童数が生じることもございまし

て、現在の段階では、５人ほど待機児童数が生じ

ているところでございます。 

  また、途中入園の件につきましては、こちらは、

月の頭からの入所については受け付けているとこ

ろではございますが、月途中からの入園につきま

しては、やはり複数の方の申込みを月で取りまと

めて、判定を行って保育の優先順位をつけており

ますので、月の途中では、現在のところ、入所は

受け付けておりません。ただし、事前に入所の相

談は受け付けておりますので、例えば転入とかの

予定があるということであれば、転入前から話を

受け付けて、切れ目なく保育を提供できるように

は配慮はしております。 

  ただ、どうしても急に、例えば来ることになっ

てしまったというような場合は、みやしろ保育園

や姫宮保育園で実施しております一時保育や、あ

とは一時預かりですね、こちらはＮＰＯ法人きら

りびとみやしろで実施しております一時預かり等

を紹介して、やはり支障のないような保育につな

げるといった対応をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 
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  丁寧なご答弁ありがとうございます。 

  １番のみんなで子育て！こども未来事業なんで

すけれども、こちら、子育て支援センターの利用

数と子育て相談の実施についてはよく分かりまし

た。解決につないでいるということは、やはり必

要なのだと思いますので、今後とも相談のほう、

丁寧に扱っていただければと思います。 

  子育て応援ウェブサイトなんですけれども、こ

ちらもリニューアルをしていただけるということ

で了解しました。 

  学童保育所運営事業のほうなんですけれども、

いちょうの木児童クラブのほうは、ぜひとも状況

を確認して、対応していただければなというふう

に思います。 

  あと、学童の指定管理者なんですけれども、や

っぱり指定管理者のよさというのを今後遺憾なく

発揮していただいて、学童へ行くのが楽しみとい

う児童が増えることに、こちらは期待したいと思

います。 

  ご質問なんですけれども、緊急サポート運営事

業のお手伝いできる人、提供会員というのは、こ

ちらはどんな人が会員になっているのかというの

と、年齢的にどのあたりの年齢の方が提供会員に

なっているのかというのを教えてください。 

  それと、みやしろ保育園運営事業なんですけれ

ども、待機児童はゼロということですが、現在５

名発生しているということなんですけれども、こ

ちらの年齢層はどれくらいなのか教えていただけ

ればと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  緊急サポートの提供会員についてでございます

が、こちらは、特にいろいろな制約を設けている

わけではございませんので、子供の保育に興味が

ある方とか、子供の面倒を見ることに興味がある

方とかということで、こういった方におおむねお

いでいただいているような、応募いただいている

ような感じでございます。 

  年齢につきましては、研修会場をちょっと見渡

しての限りでのお話で申し訳ございませんが、や

はり子育てが一段落した方が多い、大体40代、50

代の方とか、こういった方が提供会員では多い傾

向にございます。 

  続きまして、待機児童の年齢でございますが、

現在、待機が５人発生しているというお話しさせ

ていただきましたが、こちらは全てゼロ歳児の待

機になっておりまして、やはり子供が生まれて、

そろそろちょっと職場、仕事もしようかなという

ときに応募をしていただいた方が、現状のところ、

ほとんどでございます。ただ、残念ながら、ゼロ

歳児はちょっと今、枠が空いていない状況でござ

いまして、ちょっと待機になっているという状況

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） ぜひとも、緊急サポート運

営事業なんですけれども、どんな方がやっている

かというのは分かりました。最後のセーフティー

ネットのような事業なので、もっと周知をしてい

ただければと思います。 

  また、みやしろ保育園運営事業なんですけれど

も、待機児童ゼロということですけれども、何か

緊急なことがありましたら、一時保育とか、そち

らのほうをご案内していただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 
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  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

します。 

  先ほど、前段の委員からも質問あったんですが、

118ページ、成果書136、137ページ、管内の入所

の児童数というので、受託と委託についてなんで

すが、この137ページの表を見てちょっと感じた

ことなんですが、委託は173人、全部でいらっし

ゃいますよね、３歳児未満と３歳児以上。それで、

さいたま市とか５人とか委託されているんですが、

さいたま市って県内で一番待機児童が多く、そし

て、全国でも一番多いんですけれども、先ほどち

ょっと答弁の中にもあった入所判定というのも絡

むんですが、さいたま市の事情を聞いたら、申込

みに30か所まで書くそうなんですよね。入所希望

をご自分の近いところから30か所まで書いて、祖

父母が仕事をしているかしていないかというとこ

ろまで記入するそうなんですが、その中で待機児

童が出ているんだけれども、さいたま市に５人お

願いできているというこの状況、多分、さいたま

市中心に、仕事、働きに行っている人たちがかな

りの人数いるんですが、この条件というのが、判

定、町内も多分さいたま市も、そんな違いはない

と思うんですが、判定と、この５というのが希望

どおりに入っているのか、待機児童が一番多いと

ころに５人も入っていけるのかというのを、状況、

ちょっと細かいこと分からないので、お願いいた

します。 

  それとあと、町外に173人て、結構多い数字な

んですけれども、去年の数字、すみません、ちょ

っと覚えていないので、申し訳ないですが、結構

これが毎年続いている人数なのか、やっぱり子育

て世代が増えて増加傾向にあるのか、お願いいた

します。 

  次は、あと、すみません、110ページ、成果書

131ページ、私立幼稚園振興助成金の交付につい

てなんですけれども、ちょっとこの数字で分から

ないところございまして、私立幼稚園振興助成金

の交付が、文字の抜粋しちゃいますと、障がい児

教育の自立を促進ということなんですが、姫宮の

成就院幼稚園が平成29年度110万、平成30年度が

63万、令和元年度111万で、増減が48万になって

いるんですが、ほかの幼稚園との違いをご説明を

お願いしたします。 

  あと、一般質問でも出させていただいたんです

が、103、104ページ、学童保育所運営整備事業で

すね、成果書123ページです。 

  ふじ児童クラブ、建設していただいてよかった

んですが、工事費１億1,180万円なんですね。そ

れで、普通、新しいところへ行くと不備はないは

ずなのに、ちょっとカビが生えたり、雨漏りが入

ったりしていました。それで、設計料も507万で

したっけ、入っていると思うんですが、ここのと

ころ、設計料507万、高い安いとかって問題じゃ

ないんですが、学童保育としての設計ができてい

たのか、ちょっと気になったことと、何で、こん

なにお金をかけて、いいもの造っていただいたん

ですが、ちょっと首をかしげる施設の内容だった

りしたので、そこのところをお答え願います。 

  あと、緊急サポート、110ページですね。成果

書の132ページ、133ページは、前段の委員さんも

質問されていましたけれども、周知をされて、利

用会員とか増えているとは思うんですが、この周

知を今後どうするのか、もう少し増やす方法をお

聞かせ願います。 

  それとあと、すみません、133ページの成果書

ですね。このファミリーサポートセンター活動状

況の利用なんですが、上段のほうですね。保育園、

幼稚園、学童とかのお迎えが、非常に利用されて

いる方が多くて、すごい助かっているという声を
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聞くんですけれども、これって大体決まった方な

のか、大幅にたくさんの方がいるのか、これ延べ

人数なんでしょうか。ちょっとそこを細かくお願

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  まず、保育園の委託児童の関係でございますが、

さいたま市５人ということで、確かにさいたま市

は待機児童が多いということで、現在ニュース等

にも出ているところでございますが、こちらは、

まずちょっと延べ人数ということになっていると

いう点が一つと、あと、やはり一度入園しますと、

やはりなかなか、次の年に退園ということは難し

い状況にありますので、一度入られた方が継続し

て、さいたま市の保育園を利用している事例が多

いものかと思われます。 

  判定でも継続入園の方は、通常の多くの市町村

で有利な点数になりますので、こういったところ

で、さいたま市に５人ほど委託できているかなと

いうふうに考えております。延べ人数なので、５

人、現在委託しているということではないという

ことで、ご理解いただければと思います。 

  また、幼稚園振興助成金の関係でございますが、

姫宮保育園が、確かに委員ご指摘のとおり、金額

がほかの幼稚園と、ちょっと毎年違っているとこ

ろでございますが、こちらは姫宮保育園が障がい

児の受入れを積極的に行っているものでございま

して、このため、姫宮保育園だけ助成金がちょっ

と高くなっております。年ごとの障がい児の受入

れ数によりまして、金額は上下しているようなと

ころでございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

  続きまして、ふじ児童クラブの関係でございま

すが、こちらは本会議でもご指摘いただいている

ところでございまして、実際に使い始めてみて、

確かにちょっと湿気が多かった箇所とか、また、

予期せぬ大雨が降ったときに、サッシのところか

ら水が浸入してきたというような事例が聞かれて

いるところでございます。 

  こちらにつきましては、通常の建物ということ

で、設計のときは適正に行われて、工事完成検査

も済んでいるところでございますけれども、実際

に使ってみて、ちょっと不具合が生じているとこ

ろが発生しているところでございますので、こち

らにつきましては、今後いろいろ対処・対応を行

っていきたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただければと思います。 

  続きまして、緊急サポートですね。こちらの周

知の方法でございますが、確かに緊急サポートに

つきましては、利用数が今、若干増えてきている

とはいえ、まだそんなに多くの方が利用している

状況ではございません。このため、やはり今後は、

重ねてまたチラシを配布したり、ひろばに来てい

る方に周知を図ったり、また学童保育とか、こう

いったところを使っている方が利用のニーズが多

いかなとは考えられますので、学童保育の保護者

の方に再度また周知を図ったりといった対応を今

後も続けていきたいというふうに考えております。 

  次に、ファミリーサポートセンター事業でござ

いますが、そうですね、委員おっしゃるとおり、

送迎のご利用が大変多いところでございます。こ

ちらの送迎の利用につきましては、決まった方が

結構利用されておりまして、毎日とか利用されて

いる方もいるというところでございます。 

  ただ、そういった方からの口コミによりまして、

新規の方も結構増えてきている状況でございまし

て、引き続きファミリーサポートセンター事業に

つきましては、こういった、ちょっとした保育が
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必要な方の手助けになるかと考えられますので、

引き続き周知を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  ２点目ですね、委託の児童数が173という延べ

人数でございますけれども、毎年同じ傾向かとい

ところですけれども、昨年度の成果書では167と

いうところで、大体毎年同じような傾向かなとい

うふうに思います。大体多くが、宮代に転入して

来る前に、そこで保育を利用していたという方が

多いというところで、そこで既に入所を決定して

いるという方もいらっしゃいますし、また、職場

に近いところにというところで、ご利用される方

もいらっしゃるんですけれども、その場合は、ち

ゃんとこちらから、入所の申請は宮代町にしてい

ただくんですが、ちゃんと町から相手方の市に入

所調整という、そういったものをご依頼して、き

ちんと判定をしていただいているところでござい

ます。 

  また、産休で一時的に里帰りをして、数か月そ

ちらでいたいという方もいらっしゃって、そうす

ると上の子の保育というところでは、その数か月

間そちらの市で使うと、そういった例もあるとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 分かりました。 

  学童保育のほうは、いろいろ出てきて、通常の

建物としてということで、ちょっと湿地帯という

ところもあるので、これからも出てくると思いま

すので、子供の健康に関わるところなので、いろ

いろと対処してくださるということで注意してい

ただきたいのと、指定管理が非常に、私も見させ

ていただきましたが、指導員さんとかの評判もよ

く、話が町に通りやすくなったとかなっています

ので、よく連携取っていただいて、やっていただ

きたいと思います。 

  それで、造ってしまった建物なんですけれども、

ちょっと介護施設っぽい建て方だねと、学童によ

く精通している方に言われまして、そうやって見

ると、私も、これ介護施設だと思ってしまうよう

な建物なんですね。手を洗うところがない、これ

一番、子供のいるところでは、学校でも手洗い所

はいっぱいありますから、そこが欠けているので、

そういうところを、今後のことも関わるんですけ

れども、やっぱりちょっとよく見極めなきゃいけ

ないなと感じました。 

  それで、さっき、すみません、１点質問を忘れ

たんですが、いちょうの木第一児童クラブの分室

の借りている賃貸ですね。これ、152万円ですか、

年間。ちょっと町の考えとして、あそこはしばら

く借りると思うんですが、これってかなり大きい

金額ですよね。笠原と東小は子供が増えていく状

況で、担当課としてはこのまま続けるのか、中は

非常に使いやすくはなっておりました。そこをち

ょっとお聞きします。 

  それと、さいたま市のほうへ５人ということで、

延べ人数ということと、こちらに転入する前にと

いうことで、そこは分かりました。 

  緊急サポートのほうは、送迎とか、ファミリー

サポートもそうなんですが、よく周知していただ

いて、知らない人がまだ多い、やっぱり利用でき

る人の数を増やす、困っていて知らない人を減ら

すという努力をしていただきたいですね。 

  じゃ、すみません、ちょっと質問したことをお

願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 
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○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  いちょう分室の関係でございますが、そうです

ね、子育て支援課の見込みでは、あと一、二年は

児童数、ニーズが増加するというふうに見込んで

おりますところから、いちょう分室は、この間は

賃貸で使わせていただくことになるかと考えてお

ります。 

  また、申込みの児童数等によりまして、分室の

拡張とかも検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  賃貸料の話でしたよね。そちらにつきましては、

令和元年度につきましては、敷金、礼金がまずあ

るということと、一番なのは、あそこを改装させ

ていただいているのと、非常装置を急遽つけさせ

ていただいて、あれ結構、100万規模というとこ

ろもありまして、それを込みで３年間の契約をさ

せていただいているんですけれども、それを案分

してお支払いをしているというところでご理解を

いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 案分してということで、分

かりました。 

  前段委員からも、非常階段がちょっと高くて危

ないとかと出ていたんですが、これ、町が全部や

るとか、持ち主がやるとかというのもあるんでし

ょうけれども、本当雑居ビルなので、やはり子供

が安全で、緊急サポートとかファミリーサポート

の方も結構年齢高い方がいらっしゃって、あと、

ご本人のおじいちゃん、おばあちゃんとか、お迎

えにいらっしゃるんですけれども、階段が怖くて、

冬場で行けないという状況もありますので、そう

すると、指導員さんが下までついていっている間、

保育室は１人、職員欠けちゃうんですよね。 

  そういうこともあって、やはりそこをきちっと

対応していってもらいたい、安全面に関わるとい

うことと、やはりかなり私も大変なんだと、場所

も信号機の横で車も頻繁に来る、あと駐車場行く

にも怖い、この状況で安全に日々過ごせるかと、

ちょっと不安なところもございます。よくサポー

トしていただいて、安全な通学路とかになるとい

いなと思っています。 

  何年か、できたらちゃんとしたものをと思いま

すけれども、室内はきちっとしていましたけれど

も、どうしても分かれていることで、兄弟がいる

人たちはそっち、大きな学年の方たちは分室、そ

の弟、妹は下で、こっちに２教室、小学校内にあ

るというと、やっぱり一体化がなかなか難しい。

やっぱりそっちに行っちゃった子供たちは、ちょ

っとかわいそうかなという面もあるので、そうい

うところも、地理的なものはございますけれども、

子供たちにとっては同じ学童ですので、そういう

ところもよくお考えいただきたいと思います。数

字とかに関しては分かりました。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） そのほか質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  106ページなんですが、質疑というより、委託

料の幼児教育無償化関係業務委託料、これについ

て詳しく、どこに委託して、どんななのかお伺い

します。 

  あと、ちょっと、いろいろ調べても分からない

のでお伺いしますが、成果書の15ページの地方特

例交付金の歳入のほうですね。成果書15ページ、

決算書は17ページです。 
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  地方特例交付金の子ども・子育て支援臨時交付

金というのが入っています、4,469万。この成果

書には、令和元年度の10月から無償化だったと思

うんですが、幼児教育・保育の無償化の実施に当

たって、町負担分を国が全額負担するために臨時

交付金が交付されましたというふうに書かれてい

ます。そうしますと、決算書の4,469万が町負担

分ということだったんだなというのが分かるんで

すが、そうしますと、幼児教育・保育の無償化の

実施に当たって町負担分というのは、普通でいく

とこの倍、毎年毎年出すということの理解でいい

のか、ちょっとその辺お伺いします。 

  それから、それにちょっと関連して、決算書

108ページなんですが、上から２番目は、民間保

育所給食費補助金があります。副食費の補足給付

費補助金が116万になっていますが、これの説明

も一緒にお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 以上ですか。 

  回答お願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  まず、決算書106ページ、無償化に係る委託料

の関係でございますが、こちらは、まず大きいの

がシステムですね。無償化に対応するためのシス

テムの改修費とか、こういったところ、実際にシ

ステムは株式会社ＴＫＣのものを使っております

が、こちらの無償化に伴うシステム改修業務委託

料が多いところでございます。 

  また、制度の法規の整備等もございましたので、

こちらもコンサルの委託料を入れておりまして、

こちらの委託料も発生しているところでございま

す。委託料については以上でございます。 

  次に、決算書、こちらは歳入ですね、17ページ

の臨時特例交付金についてでございますが、こち

らは委員ご指摘のとおり、無償化に伴いまして、

令和元年度分につきましては、国が町が本来負担

するべき分も持ちますということで交付をされた

分でございます。無償化に伴いまして、当然、公

立保育園も保育料の収入がなくなったりといった

ことがございますので、こういった分につきまし

てを国のほうからいただいているということでご

ざいます。 

  保育料の負担分とかが主なものになっておりま

すけれども、保育料分だけではございませんので、

ある程度、金額的には、半年分で4,618万1,000円

ということになっているところでございます。 

  続きまして、決算書の108ページでございます。 

  こちらの、まず民間保育所給食費補助金でござ

いますが、こちらは町内の民間保育所に対しまし

て、給食費について、多少でございますが、補助

をさせていただいているところでございまして、

その分の健全な食育を推進していただくというこ

とで、補助をさせていただいているところでござ

います。 

  また、副食費の補足給付でございますが、こち

らにつきましては、無償化に伴いまして副食費が、

幼稚園の副食費分につきましてが無償化の対象に

なっているところでございます。こちらは、ちょ

っと対象者につきましては基準がございまして、

住民税所得割額が年額の７万7,100円以下という

ことと、あと多子世帯の方ですね、第３子以降の

方については無償にするということで、この分の

補助金の額を計上しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 今、ご答弁いただきまし

て、ありがとうございました。 

  決算書の17ページの子ども・子育て支援臨時交

付金は、公立保育園の保育料収入分というような



－１４８－ 

ことがご答弁でありましたが、そうしますと、20

ページの一番上の保育所保護者負担金というのが

ございますが、これが年額入る分が10月から入ら

なくなる分の、昨年というか、その差額で減って

いる分がそのまま入るんだなという、そういう理

解でいいのかどうかお伺いします。 

  それから、108ページのほうなんですが、10月

から保育・幼児教育の無償化ということで、私も

私立の保育園とか幼稚園とかに、10月に一通り、

これに関してご不便なことがあったのかどうなの

かということで、ちょっと調査をさせてもらった

んですが、そのときに民間の保育所のほうからは、

無償化になったのはいいんだけれども、給食費を

改めて給食費だけ徴収しなきゃならない、その手

間があって、それは町でやってもらえないのかな

なんていう、そんなような要望というか、実際事

務が大変だというのを聞いたんですが、この民間

保育所給食費補助金というのは、食育のために補

助を出しているということですが、これは１人に

つき幾らということで出しているのか、園につい

て出しているのか、その辺をお伺いします。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  １点目でございます。臨時交付金の関係でござ

いますが、こちらにつきましては、令和元年度に

つきましては、先ほど申し上げました保育料減免

分、これ、負担割合が、私立園分につきましては

国２分の１、県４分の１、町４分の１、ただし、

公立は町10分の10なんですけれども、あと施設等

利用給付分、これ何かと申し上げますと、新たに

造られた幼稚園の利用料であるとか、預かり保育

であるとかという部分になりますけれども、こち

らは国２分の１、県４分の１、町４分の１、あと、

先ほどから出ました幼稚園利用者の副食費の補足

給付分、こちらが国３分の１、県３分の１、町３

分の１、令和元年度につきましては、この保育料

の減免分の町10分の10も含めて、先ほど言った町

分が全部入ってきています。 

  ただし、実際は、交付申請されるときには国の

ほうで一律の計算式というのがありまして、人数

を普通に入れますと、利用人数を入れていきます

と、自動的に国のほうで計算して決定してくると

いう数字になりますので、若干この案分にはいか

ないかなというふうには見ているんですけれども、

ちょっと多めに入ってきているとは思っています。 

  令和２年度以降、同じように臨時交付金はある

のかというと、ございませんので、先ほど言った

私立保育園分等につきましては、公定価格の中で

見ていきますし、町負担分につきましては、交付

税措置されるということになりますので、単純に

倍にという形にはならないというところでご理解

をいただきたいと存じます。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 民間保育所

給食費補助金の関係でございますが、こちらは、

金額は施設１か所当たり、年額１人当たり２万円

に年間平均児童数ですね、こちらを乗じた額を交

付させていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  それから、もう一つ、10月から始まったときに

幼稚園にちょっとご意見を伺ったときに、宮代町

に関しては、園児数が確定して申請してください

ということで、よその市町村だと、大体おおよそ

幾らみたいな形で出して、すぐ払ってくれるのに、

宮代町は１か月遅れで、きっちりした数でないと

申請できないというような、そんな話聞いたんで

すけれども、そうしますと、支払いが今も１か月
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遅れになっているということなのかどうか、そこ

だけお伺いします。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  ご質問につきましては、私立幼稚園さんの通常

１人２万5,700円を上限にした無償化の部分が、

お支払いを町のほうでしているということでござ

いますけれども、支払い方法というのは、ある程

度国のほうで示されていて、宮代町の場合は、一

度説明会を開催させていただきながら、ご相談さ

せていただいて、今の方法を取らせていただいて

います。毎月結果をいただいて、お支払いをして

いるというところでございますが、今後、幼稚園

さんのほうとちょっと確認をしながら、検討をし

てまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 

  子育て支援課分ですけれども、一応、質問は１

点だけです。 

  成果書は全ページです。決算書も、子育て支援

課所管分全ページです。 

  今回の決算につきましては、子育て支援課分に

ついては特に問題はないと見ています。ただ、さ

らに強化する必要はあるだろうねと、こういうふ

うに思った上で質問をしたいと思います。 

  その前提として、実は子育て政策について、ち

ょっと過去を振り返ってみたいんです。 

  私が幼児の頃、幼少の頃、それから、私が子育

てしていた頃、それから現在ということになりま

すけれども、私自身が戦中・戦後派ですから、子

供時代というのは、はっきり言って、覚えている

のはＢＣＧ接種とか、本当に限られたもので、お

よそ支援するという代物じゃなかったですね。で

も、生きてきたわけですよ。もちろん子育て支援

なんていう言葉はないです。 

  私自身が子供を育てる時代というのは、やはり

そんなものはなかったですね。これが実際に、ど

の役所においても、子育てという一つのキーワー

ドの中で支援対策を強く進めるようになったと。

その原因は、明らかに少子化にあるんです。そし

て、高齢化が同時進行したと。こういう中で、子

育ての課題が役場に大きくのしかかってきたと、

こういうふうに認識はしております。 

  私の子供の頃というのは、今のような35人学級

でもなし、60人学級でしたから、学校が終われば

家に真っすぐ帰らないんです。どこかグループで

遊びに行っちゃうんです。学校の校庭で遊ぶこと

もあるし、あるいは公園、近くの、お家に帰る方

角の公園で遊ぶと。それで、カラスが鳴く頃に帰

るという形で、見守り隊も何もなかったです。自

分たちがたくましく生きる、こういうやっぱり教

育だったんですよね、あるいは政策だったんです

よ。 

  今日は、社会条件が全然変わっていますから、

だから、そういう中でこれをやるのは、やむを得

ないと思っています。しかしながら、これから20

年ですね。15年から20年の間で、また変わってく

るんです。高齢化のピークは、そのあたりから下

がり始めます。そういう中で、少子化がどうなる

かというのは分からないんです。でも、そういう

ことを考えたときに、子育ての政策、あるいは子

育ての支援というのはどうあるべきか。もし考え

方があるようでしたら、課長にひとつお話をいた

だきたいと。今の政策を進めるときに、これ大事

なことなんです。先をちゃんと見据えた上で今現

在を強めていくと、こういうことをやっぱりやら
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ないといけないんじゃないかなと。 

  保育園というのは今、主流ですけれども、私た

ちの時代には保育園はないです。幼稚園だけです。

全くないんです。そういう中で、時代は変わった

という、私もそんなには長くは生きていけないん

ですけれども、もしお考えが、多分、これまで子

育てにも何年か携わっておいでになったわけです

よ。そういう中でお話を伺えればいいかなと。そ

れによって、次の予算のやっぱり前提をつくりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  今、西村委員さんのお話をお伺いしながら、私

も自分の子供だったとき、宮代で育ちましたけれ

ども、何もなくて、おっしゃるとおり、近所の上

から、中学生ぐらいの子から下の、本当に赤ん坊

ぐらいの子たちまで一緒になって地域で遊んで、

時間になったら帰ると。いたずらもしましたし、

悪さもしましたし、そんな時代を自分は過ごして

きたなと思います。 

  よく、日本工業大学がありますけれども、あそ

こから私、中央なんですけれども、そこまでの道

って何もなくて、やぶだらけの中を探検したりと

か、本当に力強い子供となって育ったんだなと、

今思いながらお聞きしていました。 

  自分も子育てをして、私の子育てのときには、

本当に保育の零歳児保育もありませんでしたし、

今みたいな本当に育休もありませんでしたから、

２か月で復帰して仕事に出ていました。そういう

ことを思いますと、本当に今は制度が整い、子育

てをしやすい環境というところではあるのだと思

いますけれども、一方で、じゃ自分が育っていた、

また自分が子育てをしていたときと何が変わって

きたのかと思いますと、本当に、西村委員さんも

おっしゃっていた少子化というところもあります

けれども、地域社会のコミュニティーの希薄化で

あるとか核家族化、あと情報が簡単に手に入るこ

とが、かえって子育てを混乱している部分もある

んじゃないかなんて思いながらお聞きをしていま

した。 

  じゃ今後、町として子育てをどうやっていくの

かというところです。私個人的には、もうかなり

行政がやることは限界になってきているんじゃな

いかという部分を感じます。もちろんいろいろ見

直しをして、子育て支援を制度化していくという

ことはまだまだありますけれども、ただ行政だけ

が担っていくというのは、非常に厳しい時代にな

っていくのではないかというふうに思います。 

  それで、今取り組んでいますのが、地域の中で

本当に子育てを応援してくれる人たちを、一応担

っていただける方をやっぱり育てていくといいま

すか、つくっていく、それがまず、今後大事にな

ってくるだろうと思います。 

  ひろばとか支援センターとかと用意させていた

だいていますけれども、いらっしゃる方は限られ

ていらっしゃいます。やっぱりそこに一歩踏み出

せない方もいらっしゃいますし、やはりそういっ

たときに、地域力といいますか、どこかお店に行

けば見守ってくれる方がいたり、地域の自治会へ

行けば声かけてくださる方がいる、もっともっと

身近に子育てを応援していくといった方々を一緒

につくっていきたいというふうに思っているとこ

ろです。 

  ９月から子育てサロンをやらせていただきます

けれども、まさにそれは、その第一歩というふう

に考えています。その子育てサロン、またはそう

いう講座とかを通しまして、もっともっと主体的

に子育てを応援してくれる方を、こども笑顔応援

隊という形で登録をさせていただいて、その人た
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ちと一緒に事業をつくっていきたいというふうに

今思っているところです。 

  回答になったかどうか分かりませんが、以上で

ございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。ありがとうござ

いました。 

  期待しているところと期待していないところと、

いろいろありますけれども、やはりそこのところ

をよく見極めながら、課長ご自身やっていらっし

ゃるなということを理解して終わります。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員、じゃ質問だけ、ちょっと受け付けた

いと思います。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  今、大変マクロ的な時代の、西村委員が小さい

頃の話から現代までされて、質問されましたんで、

非常に質問しづらいんですが、決算ですので、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

  まず、104ページ、これは児童福祉総務費の中

の不用額なんですけれども、委託料、それから工

事請負費、それから負担金、補助及び交付金、そ

れぞれあるんですけれども、委託料では、まず子

ども・子育て支援事業実施計画が策定されました。

これの執行残もありますが、まず、この実施計画

をつくったところの業者、それから、ふじ児童ク

ラブの建設整備に関わる設計委託料、この執行残

もあります。これは、建設のほうに関わっている

のはどこなのか、改めてお尋ねしたい。それから、

金額もお願いしたいと思います。 

  それから、15節の工事請負費は、建設工事の請

負残です。これについては同じですよね。それか

ら、19節については、子育てのための施設利用給

付費の実績が見込みを下回ったということなんで

すけれども、これについても、もう少し詳しい説

明をお願いしたいと思います。 

  それから、108ページのこども医療費支給事業

なんですけれども、これは成果書126ページにも

出ております。 

  対象者数は減っているんですけれども、扶助費

のところでは、前年と比較すると、入院分が多く

なっています。１件当たりの支給額が増えている

要因ですね。これは、重い病気が多かったと言わ

れれば、それで終わってしまうんですけれども、

この辺の増えている要因ですよね。それについて

お尋ねしたいと思います。 

  それから、ファミリーサポートの関係で、これ

は緊急サポートとファミリーサポートというのが

ありまして、前段の中で利用会員、提供会員の、

それぞれどういった方々がなっているのかという

ことの説明ありましたが、今回、令和元年度では

794件の実績ということなんですけれども、月平

均でいくと前年度の約３倍になっています、確か

に。ただ、これは、平成30年度の７月からという

ことがありますよね。その４分の１を差し引いて

も随分多くなっています。その辺の増えた要因で

すよね、その点についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、111、112ページの児童措置費の中の

児童手当支給事業なんですけれども、支給額が減

っていますよね、児童数、それから受給者数、そ

れぞれ。これは、前年度と比較すると、741万円

の減額となっております。これについての説明を

お願いしたいと思います。 

  それから、111、同じく112ページの保育園費で、

不用額が7,906万円となっております。保育園費

における不用額については、７節の賃金、それか

ら、臨時で賃金については、町立保育園の臨時職

員が確保できなかったという理由なんですけれど

も、もう一方、保育園管理事業において、小規模

保育施設において、３園分予算では計上しました
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けれども、これは１園にとどまっているというこ

とで、そういう理由だとは思うんですけれども、

これは委託料としては、どこに不用額が反映され

ているのか、お示し願いたいと思います。 

  それと、114ページのみやしろ保育園運営事業

で、やはり賃金が、臨時職員が確保できなかった

という理由が挙げられているんですけれども、そ

の点については、再任用の職員を配置して対応し

たということなんですが、国納保育園のほうも賃

金では、やはり臨時職員が確保できなくて、不用

額が発生しておりますけれども、国納保育園のほ

うはみやしろ保育園と違って、再任用の職員を確

保できなかった分は、どういうふうに対処してい

るのか、その点お尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思います。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、丸藤委員の質問に対してのご答弁を

お願いします。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課、

石井です。 

  それでは、丸藤委員さんの質問に対して、順次

お答えのほうさせていただきます。 

  まず、１点目なんですが、決算書の103、104ペ

ージ委託料、工事請負費及び負担金、補助及び交

付金の不用額に関することなんですが、まず１点、

この中の委託料で予算執行をさせていただきまし

た第２期子ども・子育て支援事業計画の策定業務

委託ということで、契約の相手方が株式会社サー

ベイリサーチセンターというコンサルタント会社

でございます。契約額につきましては、成果書に

あるとおり、税込みで198万円となっております。 

  こちらの執行残と、あと合わせまして、ふじ児

童クラブの建設設計業務委託料としまして561万

1,680円の契約額となっており、契約の相手方が

株式会社島田建築事務所という設計会社となって

おります。こちらの執行残と、先ほど申し上げま

した計画業務委託の執行残と合わせて、不用額が

546万4,388円というふうになっているところでご

ざいます。 

  続いて、工事請負費につきましては、こちらに

つきましても、ふじ児童クラブの建設工事と付帯

工事が主なものとなっております。本工事の契約

の相手方につきましては、町内の金子建設株式会

社というところと契約を執り行いまして、その契

約額が、本体工事につきましては１億4,080万円、

その他、本工事には見られなかった部分の付帯工

事も合わせて執行させていただいた結果、不用額

が257万400円という状況になっております。 

  以上となっております。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（横内宏巳君） 子育て支援

課副課長の横内でございます。 

  104ページからの委託料等の執行残についてで

ございますが、無償化に係る部分の執行残がござ

いまして、こちらにつきましては、負担金、補助

及び交付金等のところになってまいりますが、や

はり無償化の制度が昨年度始まりましたことから、

不足しないように見込んで、実際に多めにちょっ

と取ってあったという事情がございます。なかな

かちょっと見込みが難しいということと、あと、
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特に認可外保育の利用等につきましての見込みが、

全くデータがなかったものですので、不足しない

ように、ちょっと安全な範囲を狙って多めに取っ

てあって、それが結局執行残になってしまったと

いう事情がございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

  続きまして、こども医療費の対象者が減になっ

ているのに額が増えているという関係でございま

すが、こちらは委員おっしゃるとおり、入院分の

額とかが、１件当たりの単価が増加している傾向

にございます。こちらは予想するに、高度医療と

かを使うようになりまして、大変医療費の単価が

上がっている状況でございますので、こういった

ことが影響しているのではないかというふうに考

えられます。 

  続きまして、ファミリーサポート事業ですね、

こちらの利用が３倍ぐらいに増えているというこ

とでございますが、こちらは、やはり平成30年７

月から事業を開始しまして、普及啓発に担当課と

して努めてまいりました。普及啓発の効果と併せ

て、あと利用会員と提供会員の交流会等を実施い

たしまして、実際に利用するに当たっての不安を

解消していったというような取組も行いましたと

ころから、おかげさまで利用件数が増えてきたも

のというふうに捉えております。こちらも引き続

き、利用件数が増えるように周知等を心がけてい

きたいというふうに考えております。 

  続きまして、児童手当の支給額が減少になって

いるという点でございますが、こちらにつきまし

ては、対象者数がやはり減になっておりまして、

少子化の中で児童数が減少しているために、児童

手当の給付額も減になっているものというふうに

見込んでおります。 

  続きまして、111ページ、112ページの、申し訳

ございません、まず委託料の減のほうからお話し

させていただきたいと思います。 

  こちらの委託料等の減につきまして、小規模園

が影響しているのではないかというお話がござい

ましたが、委員おっしゃるとおり、小規模園が令

和元年度から３か所になるということで町として

計画を進め、また予算のほうも計上しておりまし

たが、結局１園、令和元年度中には小規模園がで

きなかったために、１園分が残になっているとい

うものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 子育て支援課、

吉田です。 

  丸藤委員さんからご質問のありました、みやし

ろ保育園では４月に再任用の職員が確保できた、

国納保育園のほうでは再任用の確保できなかった

分をどのように賄ったかというご質問にお答えさ

せていただきます。 

  まず、この再任用の職員は臨時の職員ではなく

て、正職員の中に含まれる人数となります。みや

しろ保育園は、昨年の４月では正職員が12名、そ

こには再任用の職員も含まれております。国納保

育園では９名の正職員が配属となりました。ここ

の人数、既に３人違うんですが、ここは毎年、定

数が決まっているわけではなく、必要な人数を配

属されてはいるんですが、みやしろ保育園のほう

では、療育事業、一時保育、病後児保育と、国納

保育園よりも多くの事業を行っていることから、

職員数は毎年増となっております。昨年は特に多

く、みやしろ保育園のほうに正職員を配属してい

ただいたこととなっております。そのことから、

要望をかけていた臨時職員の数までいかなくても、

みやしろ保育園のほうでは、執行残は出たんです

が、保育をしていくことができました。国納保育

園のほうでは、再任用というと、職員の配置とな
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りますので、ここは配置ができなかったというよ

りも、ここで臨時職員をどのように雇用していく

かというふうになるんですが、両園合わせまして、

平成30年度まではオフィスサポーター雇用事業と

いうことで、総務のほうで費用を持っていました、

職員減に伴う１名分ずつの賃金を総務のほうで持

ってもらっていました。それが平成31年度から、

同じく臨時職員の賃金になるということで、１名

ずつ各保育園の予算につきました。なんですが、

この２人分です、各１名分ずつ合わせますと、両

園合わせますと大体500万ぐらいになるんですが、

この分の職員の雇用ができず、執行残の大きな理

由となっております。 

  ここで、じゃどのように、要望かけていたのに、

不足の職員の分を賄えたかということになるんで

すが、この１名分といいますのが、通常の担任保

育士、担当保育士をまず配置していきまして、そ

こにフリーの職員として、例えば職員の研修です

とか、あとは休暇ですとか、あとは体調を崩して

急な休みですとかした場合に、そこの不在になっ

た職員のところに入る職員という、フリー職員と

いう立場での雇用を出しておりました。というこ

とで、ここをどうにか通常のクラスの配置人数を

調整していきながらですとか、時には所長が保育

に入ったりですとかしながら、１年間賄っていた

という結果です。その中で、正職員の超過勤務と

いうところが増加したという結果も出ております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。ご答弁

ありがとうございます。 

  ちょっと確認しながらお願いしたいと思います。 

  まず、103、104ページの児童福祉総務費の中の

不用額の関係ですが、これは分かりました。 

  それから、こども医療費について、108ページ

の関係ですが、これについては高度医療が影響し

ているのでは、これはどういう病気だとか、そう

いうのは、担当のほうには返ってくるんじゃない

んですか。その辺の内容については把握できない

んでしょうか。できないようになっているのか、

答弁からいくと、そういうふうに聞こえたんです

けれども。 

  私も数字上からいくと、対象者が減っています

ので、普通は減ってくるのかなと思うんですけれ

ども、逆に１件当たりの支給額が増えているとい

うのは、そういうことも考えられるのかなとは思

うんですけれども、これはこういうふうな入院分

にかかったとか、通院分、こういうふうな内容だ

ったというのは、そこまでは担当には来ないんで

すか。その点ちょっと確認したいと思います。 

  それから、110ページのファミリーサポートセ

ンター運営事業なんですが、分かりました。 

  これなんですけれども、子育てのお手伝いをし

てほしい方、それから子育てのお手伝いができる

方、利用会員、それから提供会員というふうにな

っています。これは緊急サポート運営事業もそう

なんですけれども、これは非常にいいのかなと思

うんですけれども、これはほかの自治体でもやら

れているんですが、そういった点では、先ほど、

いろいろ普及啓発の効果が出てきたという答弁だ

ったんですけれども、非常にそういう意味では、

住民の力を借りてというような感じはしているん

ですけれども、そういった意味では、そういった

先進例みたいのがあって、そういうのが宮代でも

取り入れられてきているというふうに考えていい

のかどうか。そういう点では先進なのかどうか、

その点お尋ねしたいと思います。 

  それから、保育園費の111、112ページの不用額

については、おっしゃるとおりだと思うんですけ

れども、委託料については、やはり令和元年度か
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ら３か所になるというところがならなかったとい

うことなんですけれども、これによる、先ほども、

待機児童、これの関係も非常に厳しくなるのかな

と、質の問題もありますけれども、大変それがき

つくなるわけなんですけれども、そういった点で

は、今後については、しっかりやっていかれると

思うんですけれども、その点、待機児童との関係

で、どういうふうに関係してくるのかお願いした

いと思います。 

  それから、宮代の少子化ということなんですけ

れども、道佛の土地区画整理事業も整備されて、

子供は増えてきているんですけれども、このあた

りでは、じゃ、どういうふうになっていくのかな

と。そういう点では、四、五年のスパンではどう

なるかどうか、その点も併せてお答え願いたいと

思います。 

  それから、みやしろ保育園と、114ページ、国

納保育園の関係ですね。そうすると、答弁のとお

りだと思うんですけれども、そうすると、みやし

ろ保育園のほうでは再任用職員も配置できたんで

ということなんですけれども、そうすると、国納

保育園については、職員がやっぱり超過負担、い

ろんな再任用職員等で対応できない分、職員に負

担がかかってくると思うんですけれども、そうい

った点では、令和元年度は、職員の状況というの

はどうなんでしょうかね。臨時職員数が、初めか

ら確保しなければいけないというのを分かってい

て確保できなかった。その辺の理由と、現職の職

員にやっぱり負担がかかっている。その辺のこと

については、今後どういうふうに考えていったら

いいのか、その点についてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課、

石井です。 

  再質問に関しましてお答え申し上げます。 

  こども医療費の個々の疾病の状況ですとか、け

がの状況というものにつきましては、我々は領収

書でのみ、保険点数ですとか、領収書に書いてあ

るものでしか判断できないものですから、その内

容について、いわゆるどんな疾病だったですとか、

どんなけがについてということに関しましては、

内容については残念ながら把握していないところ

でございまして、その疾病の内容に関する分析等

も行っていないところではございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小暮正代君） 子育て支援課長

の小暮でございます。 

  ２点目のファミリーサポートの件でございます

けれども、実は宮代町は、たしかファミリーサポ

ート事業に取り組んだのは、県内でも遅かったと

いうふうに記憶してございます。ただし、じゃ内

容はどうなのかというと、個々それぞれ要綱で定

めて実施しているわけでございますけれども、お

かげさまでスタートしたばかりではございますが、

昨年度の利用実績等を見させていただきますと、

やはりかなり浸透していただいておりまして、ご

利用いただけているというふうに考えております。 

  緊急サポート事業でございますけれども、こち

らは県内、同じところにほぼ委託をしていまして、

宮代町含めて35自治体が、こちらの緊急サポート

センター埼玉というところですね、ＮＰＯの病児

保育を作る会というところなんですけれども、こ

ちらに委託をして取り組んでいるところでござい

ます。 

  それから、委託料の関係でございます、待機児

童の関係でございまして、待機児童につきまして

は、先ほど数のほうはお話しさせていただきまし
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た。 

  宮代町といたしましては、これまでも町立保育

園の受入れ人数の拡大をはじめ、民間保育園の定

員の弾力化、また、小規模保育園につきましても、

募集をして補助金を交付して、今２園、開設・開

所しているところでございます。そのほか、今回

の決算にも出ておりますけれども、民間保育園の

ほうで１クラス増やさせていただくということで、

拡大のための補助金を創設いたしまして、待機児

童対策に取り組んできたところでございます。 

  今後ももちろん、少子化というところで、子供

の数は、道佛の区画整理事業が終了し、今後は減

ってくるというふうには見ておりますけれども、

一方で、働く親御さん、母親さんが増えていると。

幼児教育・保育無償化ということの影響も見てい

かなければいけませんので、まだまだ保育事業と

いうのは伸びてくるだろうというふうに考えてい

るところでございます。 

  そうした中、今後につきましては、小規模保育

園の整備、それから認可保育園の整備といったと

ころも、順次進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  少子化で子供が今後どうなっていくのかという

ところでございますけれども、先ほど言った子供

の数は減ってきますが、学童保育を利用するとい

った保護者、少し10年スパンで、保育園の需要か

ら、今度、学童保育のほうの需要に移っていくと

いうふうに見ているところでございまして、併せ

て学童保育という部分の整理といいますか、整備

のほうも検討していく必要が出てくるだろうとい

うふうに思っています。 

  最後の保育園の職員の負担がというところでご

ざいます。本当に委員ご指摘のとおりでございま

して、さらに今、コロナ禍において、本当に現場

の保育士のほうは心労が計り知れない状況でござ

います。 

  今年度につきましては、会計年度任用職員とい

うところでございますので、一斉に必要な人数を

昨年のうちに募集をしまして、きちんとした人数

は確保できている。といいますのは、会計年度任

用職員ですが、一斉に、ほかの町のいろんな部署

の必要な職員と併せて募集をいたしまして、町外

からも実は応募してきていただいた方も、新規の

方も結構いらっしゃったところでございます。そ

ういった部分で確保できているとともに、本年度、

昨年度の状況も踏まえまして、補助員というもの

をつけさせていただきました。これ、予算をつけ

させていただいて、要は保育に直接携わるわけで

はないですけれども、いろいろな、お布団敷いて

いただいたり、ご飯を出していただいたりとか、

様々な保育以外の業務を補佐していただける方の

職員を配置いたしました。そういった部分で職員

の体制強化というところを図ってきたところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ないようですので、以上で子育て支援課の質疑

を終了いたします。ありがとうございました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ２時５７分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより健康介護課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 
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○健康介護課長（小島 修君） 改めまして、こん

にちは。 

  健康介護課長の小島でございます。 

  出席している説明員、担当職員につきましては

自己紹介で進めたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○健康増進室長（竹花 治君） 改めまして、こん

にちは。 

  健康増進室長の竹花と申します。よろしくお願

いいたします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 皆様、こんに

ちは。 

  健康介護課副課長の稲宮と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 皆様、こん

にちは。 

  健康介護課高齢者支援担当主査の齋藤でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（野口延寿君） こんにちは。 

  健康増進担当の野口と申します。よろしくお願

いいたします。 

○健康増進担当主査（岡本知佳子君） 健康増進担

当の岡本と申します。よろしくお願いします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに審議に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けい

たします。ただし、特別会計は入りませんので、

ご注意ください。 

  それでは、質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか質問させていただきます。 

  まず最初に、成果書の132ページのところなん

ですけれども、文章の中に、町民の皆様が住み慣

れた宮代町で安心して老後が迎えられるよう、そ

して、健康で自立した生活が送ることができるよ

うというふうに書かれてありますが、この文言を

読ませていただきまして、私は非常に…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（浅倉孝郎君） 139ページですね。すみま

せん、139ページ。 

  「町民の皆様」がという、今言いました文言が

ありますけれども、この文言は大変すばらしいと

思います。ご年配の方々が、本当に理想の老後を

代弁してくれるような文言でしたので、ぜひこの

とおり施策を進めていただければというふうに思

います。 

  そこで、質問ですけれども、成果書の141ペー

ジの高齢者健康づくり支援事業になります。 

  平成元年度から町内親睦輪投げ大会が始まり、

152名が参加しているというふうに書かれてあり

ますけれども、これ、なぜ輪投げなのかというの

と、輪投げが高齢者の方々の健康にどのような効

果があるのかというのを教えてください。 

  続きまして、成果書の144ページのアクティブ

シニア参加支援事業になります。 

  この「縁じょい」交流会や「縁じょい」フェス

ティバルというのは、こちらも高齢者の皆様が地

域で活動を広げることに対して、本当に後ろから

背中を押してくれるようなイベントで、いいなと

思っております。 

  そこで、質問なんですけれども、「縁じょい」

交流会と「縁じょい」フェスティバルの参加者の

男女比というのはどれくらいなんでしょうか。ま

た、この中から、地域デビューをした高齢者の皆

さんがいるということなんですけれども、こちら
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も男女比はどれくらいなんでしょうか。 

  なぜこういった質問をするかといいますと、も

ともと女性の高齢者の皆様は、若い頃からいろい

ろな方と交流がありまして、アクティブに活動し

ていらっしゃる方がたくさんおります。ところが、

男性の高齢者の皆さんは、会社に行っている間は

地域との関わり方がないことから、定年後は家に

引き籠もる、もしくは図書館通いやスポーツクラ

ブ通いになる高齢者の皆さんが多いと聞いており

ます。 

  また、私も宮代町でＮＰＯ法人を20年間続けて

おりますけれども、様々な高齢者の皆さんと携わ

らせていただいた中で、昔の名刺をいまだに出す

方とか年功序列を強要する方などがいて、なかな

か地域デビューしづらいなという方がたくさんい

ましたので、ちょっと男女比のほうをお聞かせく

ださい。 

  続きまして、成果書の152ページの健康診査事

業なんですけれども、健康診査の人が10名という

のは、何か少な過ぎるように思えるんですけれど

も、こちらはいかがなものなのでしょうか。また、

がん検診や骨粗鬆症検査など、検査者が少ないよ

うな気がします。疾病の早期発見、早期治療には

健康診査は欠かせないものなので、健診者が増え

るようなＰＲというのはしているのでしょうか。 

  続きまして、成果書の153ページの健康教育事

業なんですけれども、全体的に健康教室の参加者

というのは、もっと参加者があっていいように思

います。今後、参加者が増えるような告知とかＰ

Ｒというのは、どういうものを考えているのかと

いうのと、教室は今後、種類を増やしていくのか

ということをお聞かせください。 

  最後になりますけれども、健康相談事業、成果

書の154ページになります。 

  精神保健相談の電話やメールの件数が、相談が

たくさんありますけれども、どんな相談が多いの

かというのと、また、相談に対してどのように対

処しているのかというのをお聞かせください。例

えば、聞いてアドバイスをするのか、それとも、

場合によっては医療機関などを紹介するのかとい

うことです。できましたら、解決に至ったという

ケースを何か一つ教えていただければと思います。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをいたします。 

  まず、最初の高齢者健康づくり支援事業でござ

います。輪投げ大会につきましてのご質問でござ

いますが、まず、この高齢者健康づくり支援事業

でございますけれども、平成29年度までは、町民

グラウンドゴルフ大会と町民ゲートボール大会、

この２つを開催しておりました。失礼しました、

平成30年度までですね。 

  グラウンドゴルフ大会につきましては、町のグ

ラウンドゴルフ協会に委託をいたしまして、また、

ゲートボール大会につきましては、さわやかクラ

ブ連合会のほうに運営を委託して行っていたとこ

ろでございますが、それまで行っていましたゲー

トボール大会につきましては、年々競技人口が減

少いたしておりまして、なかなか参加するチーム

が少ないという状況がございました。実際に参加

者なんですけれども、平成28年度は23人、それか

ら、平成29年度につきましては16人、それから、

平成30年度は雨天で中止となりましたが、非常に

少ない参加者という状況がございました。この点

を踏まえまして、さわやかクラブ連合会さんとお

話合いをさせていただきまして、より高齢者の方

が参加しやすい、そして、たくさん参加していた

だけるような競技に変更したいということで、輪
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投げ大会に変更いたしました。 

  そうしまして、昨年度、令和元年度につきまし

ては、第１回の大会だったんですけれども、こち

らにつきましては、成果書にもありますとおり、

参加者の方が152名という非常にたくさんの方に

出席をしていただきまして、皆さん、場所はちょ

うど進修館の大ホールだったんですけれども、楽

しんでいただいたというようなことがございます。 

  また、輪投げ大会という内容についてですけれ

ども、こちらについては、特に専用の道具を用意

しなければいけないとか、そういったこともござ

いませんし、なかなか運動がちょっと苦手な方、

難しい方、そういった方でも比較的簡単に楽しめ

るというような大会となったというふうに考えて

おります。 

  また、実際参加していただいた方の声といたし

ましても、非常に楽しかったと、結構盛り上がっ

て、皆さん、またぜひ来年もやっていただきたい

というような声をいただいたところで、高齢者の

方の健康に増進した効果というのはあるんじゃな

いかというふうに考えております。 

  続きまして、２点目のアクティブシニアの社会

参加事業でございますが、ご質問のように「縁じ

ょい」交流会、それから「縁じょい」フェスティ

バルというように、イベントのほうを開催させて

いただきました。 

  「縁じょい」交流会につきましては、７月に開

催をいたしまして、120人を超える方が来場して

いただいております。また、「縁じょい」フェス

ティバルにつきましても、12月に開催をいたしま

して、参加者の方が200人と、非常に多くの方の

ご参加をいただいたところでございます。 

  ご質問にありましたように、参加者と実際に登

録をしていただいた方の男女比ということでござ

いますが、誠に申し訳ございませんが、こちらに

ついては、特に男女比の人数につきましては把握

をしていないところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、健康診査事業10名とは、受診者数が少な

いのではないかというお話でございます。 

  こちらにつきましては、委員さんもご存じのよ

うに、町で行わなければならない方々というのが、

まず基本的に特定健康診査ということで、国民健

康保険の方々に対する診査と、あと後期高齢の

方々に対する健康診査、そのほかに、衛生部門で

行っております生活保護の方々に対する健康診査

がございます。衛生部門におきましては、生活保

護の方々に対する診査でございますので、10名程

度ということでご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、がん検診、骨粗鬆症の検診の数が

少ないのではないかというご質問だったかと思い

ます。 

  こちらにつきましては、対象者の方々には３年

ぐらい前からですかね、ご自分が今年度、何の検

診を受けられるかというところで、個別の通知を

させていただいておりますし、広報ですとかでも

お知らせをさせていただいたりとか、あと、保健

センターガイドでも、今年度こういった検診がご

ざいますということでＰＲをさせていただいてお

りますので、これ以上、個別の通知も含めて考え

た場合には、今以上に通知をさせていただくとい

うのは、非常に難しい状況にあるのではないかな

と考えているところでございます。 

  153ページの健康教育というところでございま

す。増えるＰＲというようなところでございます

けれども、こちらにつきましても、各種健診に基



－１６０－ 

づき、その受診をした方々が参加できるものとい

うことも多かったりとかしているところでござい

ます。 

  そちらが、そもそもその方々の対象になる教室

で開催しているというところで、なかなかこれ以

上増やすというところはご理解、難しいかなとは

思っているところでございますが、昨年度、健康

増進計画を策定させていただき、その計画に基づ

き、いろいろな各種教育の教室等を今後開催して

いかなければならないところがございますので、

今後は少しずつ増やしていきたいというところで

ご理解いただきたいと思います。 

  また、154ページ、精神の相談というところで、

内容的な部分でどういったものがあるのかという

ところでございますけれども、本当に多様な相談

内容になっておりまして、例えば、死にたいとい

うようなお話で相談をいただきながら、ずっとそ

れを定期的に連絡をいただきながら、今でもずっ

と継続しているというケースもございます。 

  そうじゃなくて、就労を考えたりとかというこ

とであれば、近くにふれんだむさんとか、いろい

ろなところがございますので、そちらと連携を取

りながら、そこにつながってというケースもござ

いまして、どこがゴールというところはないよう

なというところで、必要があれば継続して相談の

ほうを行っているというところで、どういった解

決したようなケースがあるのかという質問につき

ましては、なかなか難しいというところでご理解

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  再質問させていただきます。 

  高齢者健康づくり支援事業の輪投げに関しては

よく分かりました。 

  アクティブシニア参加支援事業なんですけれど

も、これ、男女比が分からないというのも分かっ

たんですけれども、担当課として両方参加してみ

て、ぱっとのイメージでいいんですけれども、ち

ょっとこっちが多いなというのを聞かせていただ

ければと思います。 

  健康診査事業と、あと健康教育事業についてな

んですけれども、やっぱりなかなか個人に送付し

たりとか、健康診査と、あと健康教育事業につい

いても、やっていますというだけだと、なかなか

私、増えないと思います。 

  そこで、参加するに当たって、インセンティブ

やモチベーションを上げるために、他市町村を見

ますと、健康ポイント制度というのを導入して、

参加者のモチベーションを高めているところがあ

ります。 

  例えば、宇都宮市であれば、歩く、自転車に乗

るといった運動や、体重の記録、健診の受診など

を自己管理、健康づくり活動の成果として、体重

の適正化といった活動にポイントを付与するとい

う制度をやっています。１年間でたまったポイン

トは、翌年度に5,000ポイントを上限に、バスカ

ード、図書カード、市有施設の利用券などと交換、

または寄附することができ、１年間でたまったポ

イントが3,000ポイントを超えた場合は、翌年度、

飲食店などで使える割引券がもらえたり、協賛企

業の提供物品がもらえる抽せんに参加したりする

ようなといったポイント制度を行っております。 

  全国を見渡せば、ほかにも熊本市とか金沢市、

立川市、志木市、山形市など、全国的に取り組ん

でおりまして、それぞれ地域によって工夫を凝ら

した健康ポイント制度を導入しております。 

  そこで、宮代町でも健診者や健康教室の参加者

が増えるよう、また、高齢者の皆様がわくわくし

ながら参加できるよう、町独自の健康ポイント制
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度の導入を考えているのかということをお聞きい

たします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをいたします。 

  アクティブシニアの社会参加支援事業の関係で

ございますが、先ほど質問のほうでお答えをさせ

ていただきましたが、「縁じょい」交流会並びに

「縁じょい」フェスティバルの参加者人数の男女

比でございますが、正確な人数というのは把握は

していないんですけれども、参加者の方を見たお

おむねの感じといたしますと、大体６対４で女性

のほうが多いというような当日の参加の印象を受

けております。両方とも同じような男女比だった

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。いただきました質問の健康診査

事業、または健康教育事業、インセンティブなど

も考えて、ポイント制にすべきではないかという

ところのご質問かと思いますけれども、こちらに

つきましては、現在、ご存じのようにみやしろ健

康マイレージということで、今、歩くだけのポイ

ントで、皆さんにクオカードのほうをお渡しさせ

ていただいたりとかしていますので、そちらに絡

めまして、今、みやしろ健康マイレージの健康診

査事業を受けた方々というところで、国民健康保

険の方々はプラスをしたり、社会保険の方々にお

いても、同等の診査を受けた方々については、ク

オカードをプラスさせていただいたりとかという

ところがございます。併せて、今後、先ほども申

し上げました健康増進計画に基づいた、いろいろ

な事業を展開していかなければならないという部

分もございますので、委員さんのほうのご指摘い

ただいた、そこのインセンティブにつなげるとい

うようなところは十分検討してまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ４点質問させていただきます。 

  １点目は、成果書の143ページ、あんしんカー

ド設置事業の件なんですけれども、告知方法と実

際使用されたという件数などを詳しく伺いたいと

思います。 

  ２点目は、決算書124ページ、成果書149ページ

の産後ケア事業とはどんな事業になるのか、詳し

く教えてください。 

  あと、決算書124ページの委託料の不用額のご

説明をお願いします。 

  ４点目、決算書128ページ、成果書154ページの

不妊治療助成事業についてなんですけれども、宮

代町の独自の支援もありまして、いろいろご配慮

いただいていると思います。こちらの申請は、窓

口での対応しかないのかということと、あと、対

応するのは女性職員がされているのかとか、その

辺も詳しくお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  あんしんカードについてお答えをさせていただ

きます。 

  こちらのあんしんカードの事業でございますけ

れども、高齢者の方とか障がい者の方が、自宅や

外出先でもし急病とかになった場合、そこに例え
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ば救急隊員の方が駆けつけたときに、その方の情

報について、ご本人がしゃべれないような状況に

なったときに、救急隊の方にすぐその情報を伝え

るためということで運用させていただいているも

のでございます。 

  その周知の方法でございますが、町の広報に掲

載をさせていただいているほか、町のホームペー

ジにも同様に載せさせていただいております。 

  また、窓口でご相談があったときには、チラシ

というか、パンフレットのほうをこちらのほうで

ご用意させていただいていますので、制度につい

てご説明をさせていただいて、情報を提供してい

るといった形でございます。 

  実際にそれが使用された件数ということでござ

いますが、実際、先ほど申し上げましたように、

救急隊員の方が現場に行って、そのカードを実際

に見たか、あるいは見て活用したかというところ

については、特にこちらのほうには、消防のほう

から報告とかも上がっているということではござ

いませんので、ちょっと申し訳ございませんが、

そちらの件数については把握をしていないという

ような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  産後ケア事業につきましてということでござい

ますけれども、どのような事業かということなん

ですけれども、出産された後、女性の方ですので、

母乳の出方ですとか、いろいろなご心配があると

思いますけれども、そちらに関して、助産師の方

を状況によってお邪魔させていただきながら、そ

のフォローのほうをさせていただいたりとかとい

うことを行う事業でございます。 

  続きまして、128ページの不妊治療のところな

んですけれども、窓口につきましては、取りあえ

ず保健センターに来ていただきながらの申請にな

ります。申請の方法ですね、申請につきましては、

保健センターに来ていただいての方法になるんで

すけれども、対応させていただく職員につきまし

ては、基本的に地区担当の保健師のほうで対応さ

せていただくようになります。 

  124ページの不用額のところだったと思うんで

すけれども、こちらにつきましては、予防費のと

ころになりますので、予防接種のところの個別接

種のところの委託料のほうの不用額というところ

でご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  １点目のあんしんカードなんですけれども、今

778件ということで、この数は大体、このカード

が必要な方の何割ぐらいの方がこれをお持ちなの

かということをもう一度お伺いしたいと思います。 

  ２点目の産後ケア事業ということで、助産師さ

んが訪問をされているということなんですけれど

も、これは希望された方のところに訪問するとい

うことなのか、決まって訪問しているのかとか、

もう一度ちょっとお伺いしたいと思います。 

  ３点目の予防接種が不用額の主な理由というこ

とで、予防接種を受けていない方が多いというこ

とでよろしいのでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  あんしんカードについてお答えをさせていただ

きます。 

  あんしんカードを必要とされている方の中で、
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どのくらいの方があんしんカードを持っているか

ということですけれども、実際にあんしんカード

を必要とされている方では、町にお申出をいただ

いて、そこでご提供させていただいているという

状況がございますので、利用を希望するんだけれ

ども実際には持ってはいないというところの数字

というのは、ちょっとこちらのほうでは、なかな

かそこまではつかめないのかなというふうに考え

ております。 

  一応、参考になんですけれども、宮代町の65歳

以上の高齢者の方の単身の世帯というのが、前回、

平成27年の国調のデータなんですけれども、

1,279人いらっしゃいます。この1,279人の方皆さ

んがあんしんカードを必要としているかどうかと

いうのは、必ずしもそうとは言い切れないと思う

んですけれども、大体全体の中の６割ぐらいの方

があんしんカードを使っていらっしゃるというよ

うなことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問２点についてお答え申し上

げます。 

  まず、助産師さんをお伺いさせていただいたり

とかするところでございますけれども、希望者だ

けかというところでございますけれども、こちら

につきましては希望者の方だけになります。その

前にいろいろな相談とかされる中で、必要だと思

われる方々にご説明のほうをさせていただきなが

ら、つないでいるというところでご理解いただき

たいと思います。 

  ２点目の予防接種というところの接種者が少な

いのかというところでございますけれども、こち

らにつきましても、例えば高齢者の肺炎球菌ワク

チンですとか、あと第５期の風疹の予防接種等に

つきまして、本来であれば、このぐらいの方々が

受けるのではないかという予測で予算のほうを取

らせていただいているんですけれども、実際には

それ以上、実はご希望があって、事前に受けられ

ていらっしゃった方々がいらっしゃるということ

で、残っている不用額というところでご理解いた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  １点だけ、もう一度伺いたいんですけれども、

産後ケアについて、希望者の方だけということで、

対象になる方と言ったんですけれども、どのよう

な対象の方に、こういった事業があるよというこ

とをお伝えして訪問しているのか、もう一度お願

いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  この事業につきましては、近隣の産科の先生方

も結構ご存じだったりとかしているところがござ

いますので、宮代の方だったりとかすると、こう

いう事業もあるので、相談してみたらいかがです

かというようなところでご紹介いただいたりとか

しておりますので、比較的漏れなく対応させてい

ただいているのではないかなというところでご理

解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ちょっと細かい質問で申し訳ないんですが、成

果書の156ページで、介護老人保健施設というこ
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とで、３番目の短期入所療養介護（ショートステ

イ）とあるんですが、こちらは令和元年度、249

名使われていますが、この規模というんですかね、

何か所あって、１か所に何人ぐらい入れるかとい

うのをお聞きしたいんですが、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（山下秋夫君） １点だけですか。１点だ

けでよろしいんですか。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問、福祉医療センター運営事

業となりますので、六花だけの１か所だけの事業

となりますので、ご理解いただきたいと思います。 

  規模的には、入所が80名おるんですけれども、

それの１割程度の方々が入れるだけの、一応いつ

も余裕、その部分の確保をしているというところ

でご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  そうしますと、この249名は１年間のトータル

の人数であって、ずっと入っているわけではなく

てということで言っているわけですね。あくまで

も六花１件のみということで。 

  あと、これを受けるサービスというんですかね、

これは何か制限みたいなものがあるのでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ただいまの質問にお答えいたします。 

  こちらの利用につきましては、要介護１以上の

方がご利用いただけるというような制度になって

おります。 

  以上でございます。 

○委員（泉 伸一郎君） 分かりました。ありがと

うございました。 

○委員長（山下秋夫君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  １点お願いします。 

  成果書の153ページ、決算書で125ページ、みや

しろ健康マイレージ事業についてお聞きします。 

  これは、もともと県の事業ではありますが、た

くさんの方が参加しているんですが、県から先日、

私じゃなく、家族がおいしい豚肉を頂きました。

その際に配達の方が、すごく町内の人たくさん、

これ、今日配達するんだよと言われたんだけれど

も、すごい参加していると思うんですが、結構た

くさん歩いている人、率というのかな、すごく多

いと思うんですが、8,000歩以上毎月歩いている

とかあるんですが、結構利用されている、何かそ

の辺ちょっと漠然な質問なんですが、分かりまし

たらお願いします。 

  あと、これをやっていると、特定健診とかちょ

っとポイントついたりしますけれども、その人数

とかを教えてください。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきましたご質問にお答え申し上げます。 

  まず、クオカードのところでございますけれど

も、8,000歩以上歩いていらっしゃる方、5,000歩

以上歩いた方、どのぐらいいらっしゃるかという

ところでございますけれども、統計を取れば出な

くはないんですけれども、大変申し訳ございませ

ん、今手元に資料がございませんので、後ほどご

希望があれば出させていただきたいと思います。 
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  ちなみに、平成30年度から行っている町のクオ

カードのみやしろ健康マイレージのところでござ

いますけれども、実際に8,000歩以上歩いていら

っしゃって、健診が未受診者の方というところで

考えますと239名いらっしゃって、そのほかに、

8,000歩以上で健診の受診者という方々が442人、

8,000歩以上の方だといらっしゃいます。 

  例えば、5,000歩以上というところでそれを考

えたとき、健診を受けていらっしゃらずに5,000

歩以上歩かれた方だと136名、実際に健診も含め

てやっていらっしゃる方157名ということで、実

際にみやしろ健康マイレージをやっている、その

月だけの数にはここはなりますけれども、ただ、

その前後のところでも、少し準備というところも

あるようでして、歩いている歩数というのがその

前後のところでは少し増えて、マイレージのとき

でさらにピークにいって、翌月にもその流れで少

し増えてというところがあるようでございまして、

その前後の１か月は比較的、それまでのところよ

りも歩数は増えているという認識がございます。 

  ですので、今後、そこの部分も含めて、いろい

ろな事業を検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 分かりました。 

  導入されてから非常に増えているのと、使って

いる人がすごく歩く。今ご報告あったように、や

っぱり8,000歩の適用になるときって、みんな一

生懸命やっているし、声をいっぱい聞くんですね。

やっぱり健康の基が歩くことだというのは非常に

声を聞きますので、今後またいろんな楽しみ、何

か皆さん楽しみで、これ始めてからもう３年です

か、なりますけれども、やっと知ったという方も

いらして、入りましたとお聞きもするんですね。 

  なので、また周知と、やっぱりお楽しみをつけ

ていただくと健康につながりますので、お願いし

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問しますので、お願いいたします。 

  まず、97、98ページの老人福祉費の中の不用額

でございますが、委託料が107万7,000円、これに

ついてのご説明をお願いします。 

  それから、19節の259万5,000円についても額が

大きいですので、併せて不用額の理由についてお

尋ねいたします。 

  それから、99ページ、100ページの地域敬老会

支援事業でございます。これも毎年いろいろ委員

のほうからも意見が出て、議論されたところでご

ざいますが、成果書では、説明もありましたよう

に、町内77の自治会のうち８割を超える67の自治

会で地域敬老会が開催できたと。開催した地域で

は、高齢者の約４割、1,935人の参加を得たとい

うことで言われておりますけれども、やはり、こ

れまでも老老祝いというような話も出ているんで

すけれども、本来祝っていただきたい方が祝うほ

うに回ってやっていると。そういう苦労話も話さ

れているんですけれども、これは地域自治会等の

協力があってのことなんですけれども、やはり私

は、これは本当にそこに参加した方、じゃ参加し

ない方はどうなるのかという、やはりその問題が

あると思うんですね。 

  それについては、自治会に任せているので、ど

うしてもそこには手が届かないと思うんですが、

それをやはり手を届くようにしなければいけない

と思うんですけれども、前提が地域敬老会に移行
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したということで、町はお金を出すだけで、これ

までの体制づくりもあるんですけれども、そうい

った手の届かない方々にはどうするのかという問

題が残っていると思うんですけれども、その点に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

  それから、101ページ、102ページの災害時要援

護者見守り支援事業、これにつきましては、142

ページの成果書にも載っておりますけれども、こ

れは、あくまでも自主防災の代表者に個別説明を

行いましたということなんですけれども、私は、

あんしんカードもいいし、それから、制度の対象

者に対して地域への情報提供を行うというのもい

いと思うんですけれども、やはりこれは災害とタ

イアップして生かされないといけないと思うんで

すよね。 

  そういう意味では、意向確認を行っているんで

すけれども、その後、それは確かに対象者も、ぜ

ひ何かあったときには助けてほしい、急病時の救

急活動の際にぜひ役立ってほしい、そういう思い

から情報提供していると思うんですけれども、そ

ういった点では、自主防災組織の代表者に個別説

明をしたということなんですけれども、しただけ

ではいけないと思うし、そういう点では、町民生

活課の審議もありましたけれども、やはり避難所

への、誰が助けて、誰がそこへ誘導してくれるの

か、その辺まで連携をしないと生きてこないと思

うんですけれども、その辺では、どういうふうに

健康介護課では考えているのか。その点について

もお尋ねしたいと思います。 

  それから、121ページ、122ページの予防費でご

ざいますが、やはりここでも不用額が出ておりま

す。賃金では、臨時職員の確保が難しかった、そ

れで不用額が出ているということなんですけれど

も、賃金、それから８節の報償費、それから、委

託料では1,429万9,000円、当初の見込みを下回っ

ています。この辺の理由について、説明もありま

したが、もう少し詳しい内容についてもお願いし

たいと思います。 

  それから、121、122ページの保健予防事業で、

成果書の147ページに記載されております。特に

子宮頸がんの予防ワクチンについて、平成25年６

月以降、積極的勧奨を差し控えているということ

からゼロになっておりますけれども、この辺の状

況なんかは依然変わっていないのかどうか、それ

も併せてご説明願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） それでは、ここで休憩と

いたします。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ３時５５分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、丸藤委員の質問に答えてください。

ひとつよろしくお願いいたします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをいたします。 

  まず、１点目の老人福祉費の中の不用額の大き

なものでございますが、13節委託料、それから19

節の負担金、補助及び交付金、この２点を挙げら

れていたかと思いますけれども、この理由につい

てご説明をいたします。 

  まず、委託料の不用額でございますが、こちら

は不用額といたしまして、107万7,640円の不用額

が生じております。こちらが生じました主な理由

でございますが、決算のほうでは、実際実績がな
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かったということで、数字のほうが上がってはい

ないんですけれども、老人福祉施設措置委託事業、

こちらで令和元年度、措置が必要なケースがなか

ったということで実績がゼロになっておりますが、

こちらの予算額が73万8,000円ございました。こ

ちらのほうの決算額がゼロになったということが、

この委託料が生じた主な理由ということでござい

ます。 

  それから、もう１点、19節の負担金、補助及び

交付金でございますが、こちらにつきましては

259万5,874円の不用額が生じております。 

  こちらにつきまして、不用額が生じた主な原因

でございますけれども、こちらは、低所得者利用

者負担対策事業の介護サービス利用者負担助成金

の不用額でございます。こちらの不用額が発生し

たものですけれども、年度によってサービス利用

の負担の助成の対象者、もしくはどのようなサー

ビスの給付量があるかということについて、あら

かじめ見込みを立てまして、予算を積算している

んですけれども、なかなかその予算の積算という

ところが実際と離れることもございまして、こち

らで約200万円の不用額が生じたというところが、

19節の負担金の不用額が生じた理由ということで

ございます。 

  それから、２点目ですけれども、地域敬老会の

ところの事業でございます。 

  こちらにつきましては、成果書などのほうにも

記載をさせていただいているところでありますけ

れども、全体で77地区のうち67地区、そして

1,935人の方、率にしますと約40％、４割近くの

方に参加をいただいているようなところでござい

ます。 

  丸藤委員さんが先ほどご質問にありましたよう

に、当然、敬老会に参加できる方もいれば、そう

でない方もいらっしゃるかと思いますが、こちら

の敬老会の事業というのは、町の後期実行計画の

中にも示されておりますように、敬老会を開くこ

とによりまして、元気な高齢者が活躍できる場、

そして世代を超えた交流を図ることができる、ま

さに地域コミュニティの醸成の場ということで、

この地域敬老会の支援事業を設けているところで

ございますので、様々な事情の方がいらっしゃる

かと思いますけれども、そういったコミュニティ、

まさに顔の見える地域づくり、こういったことを

基本に事業を行っていくというふうに考えており

ますので、今後もそういった点を視点に、制度に

つきましては運用を図っていきたいというふうに

考えております。 

  それから、３点目のご質問でございます。 

  こちらは、災害時の要援護者見守り支援事業で

ございます。 

  委員さんのご質問にありますように、近年大き

な災害が発生するといったこともございますので、

なかなかご自身で避難することが難しい方につき

まして、どのように避難を支援していくかという

のは、今後の重要な課題であるというふうに認識

をいたしております。実際、事業の対象者数

1,099人のうち、同意書を頂きましたのが644人と

いうことで、約３分の２の方から同意書を頂いて

おります。また、このうち、実際に自主防災組織

のほうから個別計画の作成ということで上がって

きたのが、143名の計画が地区のほうから上がっ

てきております。 

  もちろん、こういった計画が上がってきた方に

つきましては、その計画を基にして、災害時には

対応させていただきたいというふうに考えており

ますが、実際のところ、地区の自主防災組織の方

からお話を聞くと、なかなか個別計画を作成する

ということについては、ちょっと難しい面もある

というお話も聞いておりますが、実際に計画を作
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成するまでに至らなくても、実際に名簿を地区に

提供することによりまして、その方の状況、どう

いった生活、独りで住んでいらっしゃるとか、ご

家族の方がいるとか、どういった状況にあるとか、

そういったことがまさに見えるような状況になっ

てくることによって、いざ災害が起きたときには、

たとえその計画が作成されていない方についても、

こういった方だという情報があれば、速やかに対

応ができるようなことも可能というふうに思って

おりますので、もちろん個別計画のほうは、今後

も作成を進めていくように、町として進めていき

たいとは考えていますけれども、そういった、や

っぱり地区の中で顔と顔とを突き合わせることに

よって、そういった情報が皆さんで共有ができる、

そういったことに結びつければいいなというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  予防費のところの不用額というところでござい

ますけれども、まず１点目、賃金ですね。賃金に

おきましては、母子保健事業で、子育て包括支援

センター、こちら、保健センターが開館時には、

保健師の方もしくは看護師の方にずっといていた

だくような形の賃金を確保させていただいていた

んですけれども、いろいろな事情があって、フル

には来ていただけないということで、その間につ

きましては常勤の保健師が対応させていただくと

いうことで生じた不用額でございます。 

  ８節の報償費のところでございますけれども、

こちらの報償費につきましては、健康教育事業の

ところでございます。こちらのその他の報償費と

いうことで、クオカードのほうを皆さんに、みや

しろ健康マイレージのときに頑張っていただいた

方々にお渡しさせていただくクオカードのほうの

予算を取らせていただいていたところでございま

すけれども、予想よりも参加者の方々が少なかっ

たことによって生じた不用額というところでご理

解いただきたいと思います。 

  あと、委託料でございます。委託料は、先ほど

も申し上げましたところと重複する部分と、そう

でないところがあるんですけれども、まず、やは

り個別接種の委託料ということで、お子様方が、

どうしても年度をまたいで受けていただいたりと

かということで、接種率としては結構高い率をず

っと維持はしているんですけれども、予算の執行

した時期によって不用額が生じてしまいますので、

こちらの、まず個別接種の委託料が大きく残って

しまっております。 

  また、先ほども申し上げましたように、成人の

肺炎球菌の予防接種の委託料でございますけれど

も、こちらは５年間一区切りで一回りさせていた

だきながら、対象者の方、１回回っているんです

けれども、その間に、どの方々が接種したかとい

うところは、こちらで接種していただいた方々は

分かるんですけれども、それ以外の方々で、個別

に接種していただいた方の情報がないので、実は、

いつその方々が受けられるか分からないので、非

常に予算取りが難しくというところで生じている

不用額でございます。 

  また、麻疹・風疹の予防接種の委託料につきま

しては、第５期の委託料ということで、37年から

54年の方々に対して、オリンピックの前に、その

方々の抗体が低いということが予測されるので、

まず抗体の検査をしていただきながら、予防接種

をしていただくという形の流れで予算取りをさせ

ていただいているんですけれども、こちらの方々

も、予想以上に検査もしないですし、予防接種も

していただけないというところで、予算額につい
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て不用額が生じているところでございます。 

  また、併せて、成果書の152ページの健康診査

事業のところをご覧になっていただいてもお分か

りかと思うんですけれども、各種がん検診が非常

に、いろいろＰＲはさせていただいているんです

けれども、伸び悩んでおりまして、逆に前年度か

ら比べると、少なくなっている方々が非常に多い

というような状況がございますので、診査におい

ても、委託料のほうに不用額が生じたというとこ

ろでご理解いただきたいと思います。 

  あと、申し訳ございません、147ページの子宮

頸がんのワクチンについてでございますけれども、

こちらにつきましては、ご存じの方もいらっしゃ

るのかもしれませんけれども、婦人科学会とかで

は、もうそろそろ始めてもいいんじゃないかとい

う学会の意見もあるというところを踏まえて、今、

厚生労働省のほうの予防接種の審議会のほうでは、

いろいろご検討はされているようではあるんです

が、まだ再開というお話には至っていないという

ところでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。答弁あ

りがとうございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、97、98ページの老人福祉費の不用額につ

いては分かりました。 

  99、100ページの地域敬老会支援事業でござい

ます。答弁の言っていることは分かるんですけれ

ども、こちらがというか、住民がやっぱり言って

いるのは、対象者全員になぜ敬老祝いができない

のかということなんですよ。 

  地域コミュニティの醸成化、顔が見える化とい

うことで、そういうことに重点を置いてというこ

とであれば、これでいいんでしょうけれども、じ

ゃ、それでいいんですかということになるでしょ

う。 

  先ほどからも、町内77の自治会の８割を超える

67の自治会で敬老会を開催している。開催してい

るところの高齢者の約４割の1,935人が参加して

いる。これだけ参加しているんですよということ

を言っても、じゃ、対象者は何人ですかというこ

とになるんですよ。 

  町民が言っているのは、そういう方々、いつも

言われるんですけれども、ひきこもりのお年寄り、

それから、病気はもちろんなんですが、そういう

ことで出られない人、それは本人のためにも出る

ような努力はしていますよ。していますけれども、

出られない方に、じゃ、敬老会、祝いをしなくて

もいいのかということになりますよね。そこをみ

んな言っているわけですよ。その点について、や

はりどうするのかというのが必要だと思うんです

けれども、それについてお願いしたいと思います。 

  それから、101、102ページの災害時要支援者見

守り支援事業、これにもやはり関わってくるんで

すよね、そういう問題が。 

  じゃ、あんしんカードの普及に努めた、この制

度の対象者について情報提供を行い、意向確認を

行ったと。でも、最終的にはこれは、先ほども答

弁で言われたように災害が多くなっていますよ、

地震、特に風水害については。そういう人たち、

ゼロにしなければいけないんでしょう、ゼロに。

一人でも残さない、重要課題だという認識がある

んであれば、やはりこれもきちっと対策を講じな

いと。 

  地域にそういう情報を流し、また本人からの意

向も聞いて、地域の人たちにこういう状況なんだ

というのは分かるかもしれないけれども、分かる

範囲で分かるだけで、じゃどうするかということ

が大事だと思うんですよ。そういった点では、や
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ればいいというだけじゃなくて、これを本当にど

う生かしていくかということが大事だと思うんで

すけれども、これはこれでやるけれども、いざと

いう、風水害やそういった災害については、それ

はそちらでやってくれということなんでしょうか。

その点、再度お尋ねいたします。 

  121、122ページの予防費の賃金の関係でありま

すけれども、これは常勤の職員で対応したという

ことですと、保健師でやっているのか。今現在、

昔は保健師さんがすごく多くて、県内でも多いと

ころだということで、宮代は一目置かれていたん

ですけれども、そういった点では、臨時職員の確

保が難しいということで、これは確保するのが難

しいのか、それをやる方がいないのか。なおかつ、

じゃ、確保が難しいので職員でやったというと、

やはりこれも職員への負担になるわけなんですけ

れども、その辺はどういう事情なんでしょうか。

その辺、もう少し詳しく教えていただければと思

います。 

  それから、委託の関係は分かりました。 

  それから、121、122ページの保健予防事業です

が、これもやはり、そろそろ始めていいのではと

いうことには、そういう情報があるにしても、や

はりきちっとした再開というふうにならないと、

町としてはできないわけですよね。その点、もう

一度お願いしたいと思います。 

  それから、先ほどお聞きするのを忘れたんです

けれども、健康診査事業の中で、127、128ページ

に健康相談事業がありますよね。これは保健セン

ターにおいて、毎週水曜日の午前中ということで、

個別健康相談を実施しているということなんです

が、これは誰がどういうふうに個別相談を受けて

いるのか。また、それについての実績等々はどう

いうふうになっていますか。併せてご報告お願い

したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、１点目の敬老会についてでございます。 

  委員さんがおっしゃられるように、住民の方か

ら、敬老会については様々なご意見というのをい

ただいております。確かに、健康で敬老会に出席

ができる人だけでなく、何らかの事情があって出

たくても出られない人というのがいらっしゃると

いうことも、町のほうでも把握はしております。 

  先ほどのお話でもちょっと申し上げたんですけ

れども、この敬老会の支援という補助金自体が、

地域のコミュニティの醸成のためということで位

置づけられているものでございますので、あくま

でも出席をした方に対して町が補助をする。その

敬老会を開催した地区に対して、出席した人数な

どに応じて計算をして、町が補助金を出すという

形でやっているところでございますが、中には出

たくても出られないといった方がいらっしゃると

いうことも把握はしておりまして、実際、敬老会

を９月、早いところでは始まって、年明け１月ぐ

らいまで各地区で開催はしていますけれども、そ

の後、アンケート調査をいたしております。その

中で、やはり敬老会のやり方については、何らか

の見直しの必要があるということでご意見を様々

いただいておりまして、その中で、参加できない

人に対しても何らかの敬老のお祝いをしてほしい

というお声をいただいております。 

  今後は、そういったご意見を参考に、敬老のこ

の支援事業については、見直しの検討を進めてい

きたいというふうに考えております。 

  また、敬老会の支援のほかに敬老の祝い品とい

うことで、節目節目の年齢の方に、町からは商品
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券をお配りさせていただいています。こちらは、

77歳、88歳、99歳、100歳、それから101歳以上の

方、こちらの対象となった年齢の方について、町

から商工会の発行しているありがとう商品券、こ

ちらを配付させていただいている。こういった形

でも、敬老の事業として町では取り組んでいると

いうところでございます。 

  それから、もう１点目の災害時の要援護者見守

り支援事業でございます。 

  こちらについては、各地区の自主防災会に、も

し万が一災害が起きてしまったときの援護を必要

とする方の避難についてご協力をいただいて、プ

ランを立てていただくということで、例年５月に

自主防災会の連絡会議の中で、町のほうで出席を

させていただいて、制度についての説明、それか

ら名簿の提供についてのお願いをさせていただい

ております。 

  昨年度も５月にお願いはさせていただいたとこ

ろであるんですけれども、その後、年が明けまし

て、２月にも予定していたんですが、あいにく新

型コロナの感染症拡大というのがございまして、

その会自体が中止になってしまいました。また、

新年度に入りまして５月にも、例年ですと予定さ

れていたんですけれども、やはり同じように新型

コロナウイルスの関係で中止というふうになって

おります。 

  書類のほうは各自主防災会のほうに、こちらで

郵送で送らせていただいて、お願いはしていると

ころなんですけれども、災害のほうはいつ来るか

分からない、待ってはくれないという状況があり

ますので、町としましても積極的に、こちらのほ

うは自主防災会のほうにお願いをして、進めてい

かなければならないというふうに考えてはおりま

す。 

  今までは、こちらからそういった形でお願いを

していたところなんですけれども、何かしらこち

らのほうからも、もう一歩進んでお願いを進めて

いくような形で対応していかなければ、働きかけ

をしていかなければならないというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただいた質問にお答え申し上げます。 

  まず、賃金のところでございますけれども、こ

ちらにつきましては、今、保健師のほうの確保と

いうお話があったかと思うんですけれども、非常

に確保が難しいような状況でございまして、１人

の保健師が各市町村をまたいで、いろいろなとこ

ろに行っているという状況で、対応しているとい

うような状況ですので、いろいろな、退職をされ

た方々だったりとかする人たちにお声かけはさせ

ていただくんですけれども、なかなか来ていただ

くのが難しいという状況でございます。 

  ２点目の予防注射、子宮頸がんワクチンの話で

ございますけれども、こちらにつきましては、確

かに婦人科学会のほうとかでは、そういう推奨が

少しずつされているということでございますけれ

ども、やはり国のほう、厚生労働省のほうで正式

に、積極的に勧奨を始めますというところがない

と、なかなか町としても始められないというとこ

ろは理解しているつもりでございますので、情報

収集を常にしながら、もし積極的に勧奨が始まっ

たというときには、速やかに始められるように準

備のほうを進めているところでございます。 

  また、127、128ページの定例の栄養相談、健康

相談でございますけれども、こちらにつきまして

は、委員さんのご指摘のとおり、定期的に水曜日

に行っているものでございます。 
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  ちなみに、成果書151ページの真ん中辺にある

健康相談、栄養相談、こちらは乳幼児の方々に対

して行っているものでございまして、そのほかに

151ページのところに、健康相談として、成人の

方々を対象として行っているというところの、毎

週行っている健康相談というところでご理解いた

だきたいと思います。 

  すみません、職種につきましてでございますけ

れども、保健師と、あと管理栄養士のほうで対応

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再々質問です。 

  99、100ページの地域敬老会支援事業なんです

が、るる答弁もありました。単なる、これについ

ては検討していくというのであれば、それはもう、

検討というのはやらないということなんですけれ

ども、見直しの検討をしていきたいということで

すので、やはりこれは前進的な答弁なんでしょう

か。 

  先ほど言った、参加できない方々への対応はと

いうことなんですけれども、なぜこういうことを

聞くかというと、今回、令和２年度ですけれども、

コロナ禍で、地域敬老会できないところがほとん

どですよね。当初２地区と言っていましたが、今、

１地区だけだと思うんですけれども、どういう声

が上がっているかというと、やはり役場のほうか

らも、じゃ役場がやってもらえないんだったら、

自治会でもやろうかという話もあるんですけれど

も、やっても、仮に対象者が抜けちゃう場合もあ

りますよね。それなりのきちっとした名簿がない

んですよ。仮にやって、そういうところも聞きま

すよ。地域によっては、そういうふうにやるとい

うふうに言っている地域もありますけれども、や

れないというところについては、そういった漏れ

た方が出た場合に、うちには来なかったというこ

とになってしまいますよね。地域としても何とか

したいんだけれども、やれないと。 

  だから、そういう地域もあるので、こういうこ

とを言うと、これが来年になって、コロナ禍であ

あいう状況だったんで、仮にやったとしても１年

限り、こういう状況ですからね。そういう理由も

言えるんですけれども、去年やったから、やって

くれたじゃないかと言われるのがつらいのか、予

算的にどうなのかということもありますよね。そ

の辺で、特に令和２年度については、全然やれな

いほうが多いわけで、じゃどうするんですかとい

うのを今試されているというふうにも思うんです

けれども、その点どういうふうに。 

  それから、先ほども、じゃ、1,935人の参加を

得たと言うんですけれども、これの対象者をお聞

きします。 

  幾ら８割を超える自治会でやったとか、参加者

の約４割が参加していただいたとか、そういうこ

とを言っても、祝っていただけない方たちは残る

わけですよ。それをどうするのかというふうに、

ずっとこれまでも議論されたと思うんですね。ア

ンケートでも、そういうことも言われているとい

うんであれば、それは是正しないと駄目でしょう

というふうに私は思うんですけれども、その点で、

今後のこともありますので、どうするのか、もう

一度お願いしたいと思います。 

  それから、災害時要援護者見守り支援事業、こ

れ以上の答弁は出ないと思うんですけれども、や

はり、誰一人犠牲者は出せないんですよ。じゃこ

れ、町で守れるんですかというふうに言われても、

できるわけないですよね。そうしたら、やはり地

域にお願いするしかないと思うんですけれども、

地域もただお願いされても、本当に、かなり責任
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もあるし、自分自身も助からなければいけないし、

いろんなことが考えられるんですけれども、大変

だと思うんですけれども、これは守っていかなけ

ればいけないと思いますし、要援護者見守り支援

事業ですから、それができて初めて達成できると

いうことになると思うんで、これから町民生活課

との関係も出てきますけれども、ただあんしんカ

ードの普及に努めた、情報を地域に流して、また

関係、要援護者からも意向を聞いてというふうに

しても、ただしたというだけで、実際助からない

といけないわけですから、そういった点では連携

が必要になると思いますけれども、これは要望に

なりますけれども、ぜひタイアップしていただき

たいと思うんですが。 

  健康相談、これは成果書にも載っていますし、

分かりました。 

  その点だけお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  敬老会のご質問についてお答えをいたします。 

  先ほどの委員さんのご質問にもありましたよう

に、今年は特にコロナ禍の中で、なかなか開催し

たくてもできないという地区が多く、実際のとこ

ろ、本日現在で、町のほうで把握している敬老会

を実施したというのは１件にとどまっているとこ

ろでございます。 

  ただ、実施するに当たりましても、従来の集会

所、公民館といった場所で、ある程度大きな人数

でやるというのは、すごく密の状態を引き起こし

てしまうということがありまして、より広い会場

で３密対策を取りながら、また内容についても、

十分コロナ対策をした上でやっていただくという

ことで、かなりご苦労されていたというふうに、

こちらで聞いているところであります。 

  この敬老会の支援制度というものが、先ほど来、

ちょっとお話はさせていただいていますが、地域

のコミュニティを醸成するというところが第一の

目的ではありますけれども、そういった、出たく

ても出られない方がいらっしゃるということもあ

りますので、具体的な今後の検討につきましては、

まだ今の段階で、こういった形で検討を進めてい

くとか、こういった方向で検討を進めていくとい

うふうな話では申し上げられるところではないん

ですけれども、何らかの見直しの検討が必要かな

というふうには考えているところでございます。 

  それから、参加者の数なんですけれども、

1,935人というふうにありますが、実際に対象者

の方の数というのは、令和元年度ですと5,131人

というふうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） そのほかに質疑あります

か。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） ３点、簡単にお聞きします

から、簡単に答えてください。 

  まず、成果書142ページ、度々出ていますけれ

ども、災害時要援護者見守り支援事業、これ、事

業名としては間違いないですね。それと、その下

の説明のところで、避難行動要支援者支援制度。

実は昔、「援護」という言葉は上から目線だから

やめなさいということで、一旦「要支援」に変わ

っているはずなんですよ。それがまたここで出て

きているということはいかがなものか、お答えを

願います。 

  それと、同じ見守り支援の中で、話を聞いてい

ると、自主防災会をかなり過信されていますね。

実際、健康介護課からリストが各自治会のほうに

いきますよね。そのリストは個人情報ですから、

当然秘匿ということになるわけですけれども、こ
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の個人情報について、受けた後、自主防災会はど

ういう行動をされているということで理解されて

いますか。それ、お聞きします。 

  次、成果書の155ページ、福祉医療センター運

営事業の関係ですけれども、一番下のところの医

療というところで利用状況が出ているわけですけ

れども、往診がゼロ、これ、いつからなったんで

すか、往診がゼロというのは。訪問看護がゼロ、

これ、いつからゼロになったんですか。訪問診療

は、辛うじて令和元年度は10名ということですが、

六花はもともとこういう数字を想定していないん

ですよ。なぜこういうふうになったのか、お考え

があればお答えください。 

  それと、最後３つ目、これは、ちょっと前段の

委員の質問に対して納得いかないから、改めてお

尋ねしますけれども、参加できない人、参加しな

い人、これは実行計画の中のコミュニティという

言葉、これがあるから何も対応できませんという

ことなんですが、コミュニティよりも不公平のほ

うが先じゃないですか。不公平、公平じゃないと

いう。 

  参加できない人も参加しない人も、やむを得ず

だと思います。今、数字出されましたけれども、

五千幾ら出して千九百幾らの参加者ということで

すが、私どものところでは、推定350、うち190が

出ています。だから、少しは確率的には高いはず

なんですけれども、でも、参加できない人、参加

しない人に何もできないというのは、補助項目が

ありますよね、何に使ってもいいというやつと、

それから１人当たりのあれとか。そういう項目の

中に、参加できない人に対する配付金、これを入

れてくださいよ。その検討をしてください。不公

平ですよ。 

  今年度はもう中止というのが決まっていますか

ら、当方は。だから、ありませんけれども、少な

くともその先については、やっぱり考えてやって

いただかなきゃいけない。 

  その３点だけお伺いします。 

  再質問しませんから、しっかり答えてください。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  災害時要援護者見守り支援事業、成果書ですと

142ページになりますが、こちらの名称について

ということで、「要援護」という言葉がふさわし

くないということでお話いただきました。 

  こちらにつきまして、過去のちょっといきさつ

というのは分からないところはあるんですが、国

のほうが既に法律の名称を変えておりまして、そ

の関係がございまして、昨年度の令和元年度の成

果書につきましては、事業名につきましては、こ

ちら、災害時要援護者見守り支援事業とさせてい

ただいておりますが、令和２年度につきましては、

新たな法律のほうの避難行動要支援者支援制度、

そちらの事業名のほうに変更のほうをさせていた

だいております。 

  あと、もう１点ですね。自主防災組織のほうに、

ちょっと過信し過ぎて、そちらのほうに任せ過ぎ

てはいないかということであるかと思います。 

  こちらにつきまして、現在、自主防災組織、ど

ういった取組を今回、名簿提供して、実際に動い

ていただいているかということにつきましては、

本当の一部の自主防災組織さんに限ってなんです

が、実際その名簿に基づきまして、個別支援計画

についても話し合っていただいたり、実際に作成

のために動いていただいているということで把握

しております。 

  ただ、やはり自主防災組織さんに全部お任せと

いうのも、負担が多いというのは重々承知してお

りまして、ですから、また民生委員さんのほうに
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つきましても、名簿のほうを受け取るということ

でお話いただいておりまして、そちらのほうに、

民生委員さんにも名簿の提供の準備をしておりま

す。 

  また、こちらの災害時要援護者見守り支援事業

の中ではないかもしれないんですが、地域包括支

援センターのほうも、そういった災害時の対応と

いうことで、名簿のほうを準備したいというお話

で伺っておりますので、そういった対象者の方々

に関わる方を増やしていくことで、何らかの支援

が行き届くように努めていきたいと考えてござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  敬老会のご質問についてお答えをさせていただ

きます。 

  委員さんのおっしゃられるように、こちらにつ

いては、あくまでも敬老会の参加者に対して支援

をさせていただいているところではあります。た

だし、参加をしたくてもできない人という方がい

らっしゃるということも、こちらのほうで認識を

しているところでありますので、現段階でそれを

入れることができるというふうにお答えをするこ

とは、今この場ではできませんけれども、できる

かできないかも含めて、今後検討をさせていただ

くというふうに考えております。 

  すみません、あと１点でございますが、休憩前

の泉委員さんへのご質問の答弁の中で、１件ちょ

っと訂正がございましたので、そちらについてお

話をさせていただきたいと思います。 

  成果書の156ページの介護老人保健施設の短期

入所療養介護（ショートステイ）のところでござ

いますが、こちらの条件ということで、先ほど説

明させていただく中で、要介護１以上の方という

ことでお話をさせていただいたところではありま

すが、ちょっとこちら、通常の入所の方は要介護

１なんですけれども、短期入所の方につきまして

は要支援１ということが条件になりますので、大

変申し訳ありませんが、訂正をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきましたご質問にお答え申し上げます。 

  医療の部分でということでございますけれども、

まず訪問看護につきましては、この成果書155ペ

ージでは、全部全て平成29年度からゼロになって

いるんですけれども、実際には平成27年度からゼ

ロの状況でございます。 

  こちらにつきましては、訪問看護ということを

そもそも名乗れるというところ自体で、訪問看護

に携わる方、1.5人の常勤を常につけておかなけ

れば名乗れないというような状況とかがございま

したので、その1.5人というのを確保するのが非

常に難しいというところがあるというところで、

一応ただ、今年度以降もそうなんですけれども、

指定管理を行っていく上では、水準書とかにその

辺を明記してある以上は、速やかに始められるよ

うにお願いをしたいというところをずっと申し上

げているところでございますので、今、もう１点

の往診とか訪問診療のところもそうなんですけれ

ども、利用者さんの状況とかからなかなか、往診

についても平成30年度、令和元年度がゼロという

状況でございますけれども、こちらについても、

いらっしゃったときには、なるべく積極的に行っ

ていただくようにというところで、水準書のほう

にきちっと明確にさせていただきながら、調整の

ほうを進めてまいりたいと思いますので、ご理解
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いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 本当は終わりにしたかった

んですけれども、訪問リハビリ、往診、訪問診療、

訪問看護、これは採算ベースに合わない項目なん

ですよ。でも、それは最初は承知して、その分、

不採算の分については町が補塡するということに

なってスタートしているはずなんです。調べてく

ださい。 

  それがいつの間にか外来と入院だけになってし

まっていると、ほとんど。これは診療所として、

目的を完全に変えているということになるわけで

すよ。もうけに走っているということですよ、早

く言うと。これはゆゆしきことだと理解します。 

  その点について、今きちっとした説明がなかっ

たの。どうでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  今のご質問にお答え申し上げます。 

  各項目ごとで、医療の部分のこの部分が赤字だ

ったから補塡するとかいうことではなくて、施設

全体の運営に伴って、外来の部分とか入院の部分

とか全体的な部分を見て、赤字が出ていたときに

は補塡するという認識でございまして、医療の部

分が、先ほど委員さんが申し上げた部分だけがマ

イナスだったから、そこの部分の補塡をするとい

う認識ではなかったので、先ほどのような答弁に

なってしまったんですが、申し訳ございません。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  そんなのは十分分かりますよ、おっしゃってい

ることは。でも、これは最初は、最初から明らか

に、これは赤字になる項目ですよということでス

タートしているんですよ。ここで黒字出したら大

したもんですよ。 

  だから、全体の採算で、その収支で赤になった

ときはどうこうするということはもちろんありま

すよ。でも、特にこの下の４項目については見込

めないという、採算が。明らかなんですよ、項目

的にいうと。だから、それをお聞きしたんです。

もうこれで終わりですから。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩にいたします。 

 

休憩 午後 ４時４６分 

 

再開 午後 ４時４７分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  今の質問はなしということで、よろしくお願い

いたします。 

  ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で健康介護課の質疑を終了といたします。 

  ここで休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

 

再開 午後 ５時００分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより産業観光課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○産業観光課長（井上正己君） 産業観光課長の井



－１７７－ 

上です。よろしくお願いいたします。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 商工観光担当

副課長の野口と申します。よろしくお願いします。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。よろしくお願いします。 

○農業振興担当主査（鈴木 功君） 農業振興担当

主査の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○農地調整担当主査（鷺谷栄一君） 農地調整担当

主査の鷺谷と申します。よろしくお願いします。 

○商工観光担当主査（山内一生君） 商工観光担当

の山内と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括しての質疑をお受けいたします。 

  それでは、質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  １点質問をさせていただきます。 

  決算書146ページ、成果書163ページのメイドイ

ンみやしろＰＲ事業についてです。 

  東武動物公園駅のショーケース使用料について

なんですけれども、こちらのショーケースはどの

くらいの頻度で内容を変えているのかなど、ちょ

っと詳しくお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  東武動物公園駅に置いてあるショーケースにつ

いてですが、こちらのほうは、少なくとも月に１

回、中のほうの入替えを行っております。それ以

外に、もし必要なときには、それ以上の入替えの

ほうを行っているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  ショーケースなんですけれども、いろんなもの

が、メイドインみやしろのものとか、いろいろ展

示をされていて、月に１回入替えをしていただい

ているということなんですけれども、いつも同じ

ような印象を受けてしまっているので、例えばな

んですけれども、メイドインみやしろを１品ずつ、

１店舗といいますか、そういうもので構成したり

とか、何かもうちょっと目を引くというか、何か

ご検討いただくことはできますでしょうか、今後。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  なかなか、同じ商品のサンプルを置いてしまっ

ているので、代わり映えがしないということだと

思うんですが、私どもも貼り紙を変えたり、いろ

んな中の小物を変えたりということはされている

んですけれども、もっと今後、大胆に何か変えら

れるかどうか、ちょっと課内で検討させていただ

いて、できるだけあそこで宮代町の商品のほうが

ＰＲできるような、そんな形を考えていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか質問させていただきます。 

  まず、成果書の36ページの宮代型観光推進事業

についてです。 

  観光ビジョン策定検討委員会により、観光ビジ

ョンの中間報告が出されました。観光は、地域経

済の活性化、交流人口を増やす、町の魅力をＰＲ

することになります。第５次総合計画では、観光
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をどう位置づけ、どう取り組んでいくのでしょう

か。 

  続きまして、成果書の44ページ、宮代ファーマ

ーズタウン推進事業になります。 

  新しい村、集落農園「結の里」は、大変人気が

高いと聞いています。67区画全てが埋まっている

ということも、これすばらしいことだと思います。 

  そこで、質問ですけれども、結の里を借りてい

る町民と町外の方の比率はどれくらいでしょうか。

また、令和２年度から新たに５区画、規模を拡大

するということですが、今後もさらに拡大してい

くのでしょうか。 

  というのは、東京都が2015年に行ったアンケー

トで、あなたは農作業の体験をしたいと思います

かという設問に対して、全体の57％が「したいと

思う」というふうに回答しております。都民の半

数以上の方が農作業体験に興味を示しているとい

う結果になります。 

  そして、興味深いのが、年代別に見た場合、60

代以上が46％、50代が51％、40代が62％、30代が

70％、20代が62％と、年齢が下がるほど、農作業

体験をしたいとするような感じになっています。

今後、若い方の定住人口を増やす切り札になるか

もしれないので、お尋ねいたします。 

  続きまして、成果書の49ページのまちなか起業

創業支援事業になります。 

  起業創業支援のウェブサイトによる情報発信に

ついて、起業創業支援ウェブサイト「宮代で働こ

っ」ですが、こちら、空き店舗情報は掲載してい

ますけれども、起業・創業の仕方や講座など何も

なく、また、宮代町で創業するとこんなメリット

がありますよ、こんな補助金がありますよという

ような情報もないように思いました。 

  情報発信をするウェブサイトは、これ生もので

す。常に更新、リニューアルをしていかないと、

賞味期限切れのサイトになってしまいます。少な

くとも、今の宮代町の「宮代で働こっ」を見て、

宮代町で起業しようかなと思うことは少ないので

はないかと私は思っています。 

  例えば、全国で一番開業率の高い福岡市のウェ

ブサイトを見ると、本当に創業したいなというよ

うなウェブサイトになっております。ほかにも、

横浜市とか石川県の七尾市、宮城県の丸森町なん

かを見ても、やっぱり創業したいなと思わせるよ

うなウェブサイトになっております。 

  そこで、今後、「宮代で働こっ」ですけれども、

大幅なリニューアルが必要だと思いますが、いか

がでしょうか。 

  続きまして、成果書52ページの明日の農業担い

手支援事業になります。 

  農のあるまちづくり担い手支援対策事業補助金

で生まれた紫ニンジンジュースなんですが、これ

幾らで販売していて、どれくらい販売されたので

しょうか。 

  また、６次化による商品づくり、これはぜひと

も必要だと思っておりますので、今後、第５次総

合計画ではどのように取り組んでいくのでしょう

か。 

  続きまして、成果書56ページの農業経営基盤強

化対策事業になります。 

  農家の高齢化や担い手不足の解消や大規模化等、

農業の効率化を図るため、利用権設定による農地

の集約・集積は今後も進めていかなければならな

い事業です。 

  そこで、質問ですが、令和２年に105ヘクター

ルと目標が掲げてありますけれども、現在どれく

らい集積でき、この目標は達成できるのかどうか

ということをお尋ねします。 

  続きまして、成果書56ページの農業生産基盤整

備推進事業になります。 
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  農地の集積・集約化及び共同化への取組におけ

る宮東・中島地区の農地集約化への具体的な取組

というのは、いつ頃から始まるのでしょうか。こ

ちら、遅くなればなるほど、農家さんの高齢化が

進み、集約化が難しくなると思いますので、お尋

ねいたします。 

  続きまして、成果書の161ページの新しい村管

理運営事業になります。 

  先日、新しい村の社長から決算報告を聞きまし

て、大変努力をしているなということを分かりま

した。今後、町として、新しい村に対してどう取

り組んでいくのか。特に、第５次総合計画ではど

う取り組んでいくのかということをお聞かせくだ

さい。 

  最後になります。成果書の164ページ、消費生

活相談員による相談件数が80件ということですが、

これ、どんな相談内容が多いのかお聞かせくださ

い。 

  また、コロナ禍で不景気になりますと、特殊詐

欺などが恐らく今後増えていくと思います。この

消費者被害防止サポーターという方は、どんな啓

発活動をしているのか教えてください。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  まず、１点目の観光ビジョンの検討会議が行わ

れて、第５次総振の中ではどのように観光を位置

づけるかということなんですが、今の予定では、

第５次総振につきましては、観光の中心は新しい

村ということで、新しい村のまずは検討というこ

とで、その中で観光についても考えていくという

ことで、今のところは進めていく予定でございま

す。ですので、観光事業を政策事業として挙げる

んではなくて、一般的にはもちろんやっていくん

ですけれども、そういう形で、新しい村のことを

ちょっと考えていきながら進めていきたいと思っ

ております。 

  続きまして、「結の里」、市民農園の町内外の

比率ということなんですが、ちょっと申し訳ない

んですが、手元に今資料がなくて、町内外の比率

が分からないんですが、申し訳ありません。 

  拡大の予定はということですが、昨年５区画増

やさせていただきまして、今現在ですと、区画の

ほう、いっぱいになっておりますので、今後、新

しい村と相談しながら、場所のほうがあればとい

うことで、今の時点では72区画で、こちらのほう

でいく予定でおります。 

  続きまして、ウェブサイトのほうの「働こっ」

のことなんですが、委員おっしゃるとおり、情報

の発信というものは常に新しくするということは、

私どもも承知しておりますが、なかなか起業・創

業の欲しい内容がないんではないかということな

んですが、こちらのほうでもいろいろ考えてはい

るんですが、ちょっとウェブサイトのほうで発信

が弱いんではないかなということで、今後ちょっ

と検討させていただいて、もう少し効率的な発信

の仕方、これは「働こっ」だけではないんですけ

れども、全体的に情報のほうの発信の仕方を考え

ていきたいと思っております。 

  続きまして、飛びますが、消費生活相談の件を

先に回答させていただきます。 

  内容はということなんですが、80件の中で多い

のが、売買契約に関するもの、あとは不審な郵便

物、不当請求、こういうものが令和元年度は多く

なっております。多いのは、やっぱりどうしても

契約上のもの、あとは今、ネット関係の、ウェブ

関係の、そういう相談も随分来ております。 

  あと、コロナ禍でということで、特殊詐欺とか

多いんではないかということで、ちょっと相談員
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にも聞いたんですけれども、コロナだからという

相談は今のところ、それほど増えていないんです

が、コロナ禍で外出が制限されることによって、

自宅から通販で買うとか、そういう意味での売買

の契約のトラブル、そんなものは増えているとい

うふうには聞いております。 

  また、消費者被害防止サポーターについて、ど

んな取組をしているかということなんですが、今

年については、ちょっとコロナの関係もあります

が、昨年につきましては、県で主催しています交

流会に参加したり、または、みやしろ大学のとこ

ろで、消費者に対する消費者問題の講師の講演の

中で、ちょっと寸劇みたいな形で自分たちの活動

のほうを紹介したり、また、その前の年になって

しまいますが、桜市のほうで啓発活動をやったり

ということで、発足したのが平成30年12月という

ことですので、まだちょっと活動の実績は浅いん

ですが、そういう形で町民に対して、まず、サポ

ーターさんがいるんだよということを認識してい

ただく、それで、その中でも、特に高齢者等の消

費者被害に遭わないように、そんな活動に取り組

んでいけたらと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず、成果書52ページ、宮代町農業の６次化推

進事業の中で、６次化推進事業に対する補助金、

紫ニンジンジュースの商品開発の本数と金額とい

うことでございますが、まず、本数につきまして

は、180ミリリットルが416本、それから720ミリ

リットルが229本で、いずれも完売となっており

ます。ただ、申し訳ないんですけれども、金額の

ほうがちょっと確認が取れておりませんので、そ

この把握ができておりません。現状、手持ちでは、

ちょっと把握ができておりません。 

  続きまして、成果書56ページ、57ページにまた

がります。後期実行計画の成果目標でございます

農地の集積の面積、利用権の設定面積ですね。 

  平成26年度98ヘクタールに対しまして、目標が、

令和２年度105ヘクタールというふうになってお

ります。現在、令和２年度でございますが、106

ヘクタールということでございます。 

  続きまして、成果書57ページの中段、農地の集

積・集約化というところで、宮東・中島地区の圃

場整備のスケジュールでございます。 

  こちらにつきましては、圃場整備を行うという

ことで、地元の方中心に平成30年12月に準備委員

会というものが設立されまして、その後、埼玉県

が中心となって行う補助事業でございますので、

埼玉県のほうに補助事業の採択の要望を上げてお

ります。それが、今年度当初に採択の通知を受け

ましたので、その後、準備委員会等を行い、現在、

地元の方とエリアの確定と、あと、まだ地権者の

中で反対されている方ですとか未回答の方がいら

っしゃいますので、その皆さんのお宅を今回って、

賛同を集めているところです。 

  今後の具体的なスケジュールといたしましては、

今年度、予備的な調査を県と合同でかけながら、

地権者の合意を取り付けると。今年度中に地権者

の合意が得られた場合は、来年度から調査を２年

かけて行います。令和３年、令和４年とかけて調

査を行います。そうしますと、最短のスケジュー

ルです、令和４年度に具体的な絵が見えてきます

ので、その段階で改めて地権者の皆さんに、この

圃場整備の絵でよろしいかどうかという形で、も

う一度同意を取ります。そこで初めて、皆さんの

ほうから同意が得られましたら、令和５年度から

工事に移るという形を取る予定となっております。

工事につきましては、その後、２年度ないし３年
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度以内に終わらせる予定でございます。 

  続きまして、成果書161ページ、新しい村管理

運営事業についてでございます。 

  こちら、第５次総合計画の中で、新しい村の進

め方ということでございますが、こちらにつきま

しては、新しい村のリニューアルプランというこ

とで、今、実行計画の中で特出しをしております。 

  具体的には、現在の新しい村の使われ方といた

しましては、非常に効果的な、ちょっとコロナ禍

ということもあるのですけれども、非常に売上げ

も伸びておりまして、お客さんも増えております。

それぞれの皆さんの過ごし方も、いい過ごし方を

されていますし、いろいろな商品メニューという

のも増えてきているところです。そうした農園の

部分につきましても、アグリの部分につきまして

も、経営自体は今順調に進んでおります。 

  ですので、これが本当にこの先も続くのかどう

かといった部分で、現状の分析と今後の経営の見

込みについて、少し調査をかけようというふうに

考えております。それが来年から再来年度、ちょ

っとコロナが明けてからではないと、正確な姿が

見えないのかなというふうに考えておりますので、

来年度、ちょっとずれ込んで来年度の後半になっ

てしまうかなと思うんですけれども、来年度後半

から再来年度にかけて、そうした調査をかけてい

こうというふうに考えております。 

  その上で、皆さんと話合いをしながら、新しい

村、将来的にどういう方向で進むべきかというの

を見定めていきたいというような計画をつくって

いきたいというふうに考えているところです。 

  以上となります。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） それでは、幾つか再質問を

させていただきます。 

  まず、ウェブサイトの「働こっ」の件なんです

けれども、こちらは効率的な情報発信をしていく

ということを考えていくということで、リニュー

アルをしていくということで理解してよろしいの

でしょうか。何もしないというわけではないと思

いますので、リニューアルをしていくということ

で確認してよろしいのでしょうか。 

  もう一つが、紫ニンジンジュースなんですけれ

ども、こちら、180ミリリットルと720ミリリット

ルがあるということなんですけれども、これ、販

売価格って幾らだったのかというのを教えてくだ

さい。 

  あと、もう一つ、消費者被害防止サポーター、

こちら何名ぐらいいるのでしょうか。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 以上でよろしいですか。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず、紫ニンジンジュースの金額についてでご

ざいますが、すみません、今ちょっと手元に金額

の資料がございませんので、取り急ぎ今、担当の

ほうに確認をさせております。部署に戻れば資料

がございますので、後ほどご説明させていただき

ます。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  まず１点目、ウェブサイトのリニューアルをす

るのかということですが、「働こっ」のサイトは、

もともと「暮らそっ」から分かれて作ったという

こともございますので、それで作って何年かたっ

ています。第４次総合計画もありますんで、来年

に向けて今、どのように発信していこうかという

ところを今検討していますので、どんな形でリニ

ューアルできるかというのはちょっと分からない
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んですが、効果的な発信の仕方をしようというこ

とで、ほかの担当とも、私たち産業観光課だけで

はなくて、ウェブのほかの担当とも話ししながら、

効果的な発信をしていこうということで考えてお

りますので、リニューアルになるかどうか分かり

ませんけれども、そのように情報の効果的な発信

のほうの仕方ということでできるように、今検討

を進めているところです。 

  もう一つ、消費者被害防止サポーターの人数、

何人かということですが、令和元年度で５人です。

こちらは、先ほど言いましたとおり、平成30年12

月に養成して、10人が町のほうで受けたんですが、

実際登録されたのが７人、その後、年度が替わり

まして、令和元年度は５人ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  まず初めに、観光事業の、今回で６回目となり

ます和ｅ輪ｅでの質問とさせていただきます。 

  今年度は、ちょっと後半がコロナの関係で、参

加店舗とか人数も大分減ったと思うんですけれど

も、今までの参加店舗数とか並びに参加人数が、

今年はしようがないんですけれども、増減ですね、

参加人数、参加店舗の。それが分かったら教えて

ください。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員、今の何ページ

ですか。 

○委員（土渕保美君） ページ数、説明書157ペー

ジです。 

  あと、よろしいですか、もう一つ。 

  もう一つ、説明書163ページ、スタンプラリー

の実施についてお伺いいたします。 

  応募総数はどのくらいあったのか教えていただ

ければ、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  和ｅ輪ｅのほうの参加店舗、人数の推移という

ことなんですが、令和元年度につきましては、19

講座で、参加者140人ということになっています。

こちらは、先ほど委員のほうからもありましたが、

後半が中止になってしまっていますので、参加人

数については減になっております。 

  その前の過去のことなんですが、その前、平成

30年度につきましては、ちょっと１回、和ｅ輪ｅ

の人材育成だったり、見直しをしようということ

で、どっちかというと、人材育成の研修を中心に

した関係で、開催講座のほうはすごく少なくて６

講座、参加者のほうも69人ということになってい

ます。 

  その前までは、参加人数、講座共に多かったん

ですが、平成29年の実績でいきますと、24講座で

425人という人数になっております。 

  スタートしたとき、平成26年度は、参加者262

人からスタートしたということになっております。

毎年徐々に増えていって、平成30年度はちょっと

人材育成の研修を中心にした関係で１回下がって、

昨年はコロナの関係で人数がちょっと達していな

いという、そういう現状になっております。 

  続いて、スタンプラリーのほうの参加人数はと

いうことになっていますが、ちょっとお待ちくだ

さい。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩いたします。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 大丈夫です、

失礼いたしました。 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 失礼しました。 
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  スタンプラリーにつきましては、令和元年度に

つきましては、６月末までスタンプラリー、受付

ける予定だったんですが、コロナ禍の関係で、ち

ょっと動けないということもありまして、９月末、

今月末まで今延ばしております。その関係で、今

年度は、ちょっと今人数は分からないんですが、

７月末で１回確認したところ、25件ぐらいの申込

みでした。 

  その前の平成30年度、初めて行ったときなんで

すが、このときが応募総数が36件の応募でござい

ました。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） それでは、和ｅ輪ｅのほう

で再質問をさせていただきます。 

  今年はコロナ禍ということで、大変厳しいと思

うんですけれども、和ｅ輪ｅは今後実行していく

のでしょうか。 

  和ｅ輪ｅに関しては１点と、もう一つ、言っち

ゃっていいですか。 

  あと、スタンプラリーの参加者の意見や感想が

あると思うんですけれども、もし分かったら、そ

れを教えていただければと思います。 

  その２点でお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  和ｅ輪ｅの今後ということなんですが、今年は

ちょっとコロナ禍で中止をするということで、実

行委員の中で一応決定をさせていただいて、今年

は和ｅ輪ｅそのものはやらないということになっ

ております。ただ、再来年に向けて、実行委員会

は定期的に開いて、どのように開催していくか、

どのようにやればもっともっと盛り上がるかとい

うことを検討して、来年に向けてということで、

今動き出しておりますので、どのような形で再来

年を迎えるか、ちょっと分かりませんが、コロナ

禍というのがすぐには終息はしないでしょうから、

そちらも念頭に入れながら、再来年の開催に向け

て、今検討を進めているところでございます。 

  スタンプラリーのほうの意見ということですが、

今ちょっと手元に意見のものがないんですが、こ

ういうことをやったことによって、今までお店は

知っていたんですけれども入ったことないお店に

入ることができたとかと、そういう意見をいただ

いております。あと、町外の方も結構参加も多か

ったもので、そういうところでも宮代町を知って

いただく一つのきっかけとなったかなと、担当課

のほうでは思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございました。 

  コロナ禍で大変ではございますが、ぜひまた再

開を望んでいますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ちょっと教えてもらいたいということで質問さ

せていただきます。 

  １点目が、成果書の162ページの森の市場「結」

防犯カメラ設置工事ということなんですが、こち

らのほう、43万7,800円を使われているわけです

が、これ多分、１か所のみの価格なのかなと思う

んですが、こちらのほうはカメラを設置するとい

うぐらいですので、何か過去にそういういろいろ

なことがあったのかなと思いますので、ちょっと

盗難とか、その辺のことを教えていただければと

思います、が１点目と、あと２点目は、163ペー

ジの商工業活性化事業補助金ということで、157
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万4,000円使われているわけですけれども、空き

店舗活用事業が２件、商店街販売促進事業が３件、

あと商店街環境整備事業が１件というふうになっ

ているんですが、これ、具体的にどういうものか

を説明していただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず、成果書162ページ、森の市場「結」防犯

カメラ設置工事につきましてお答えいたします。 

  こちらにつきましては、森の市場「結」の直売

所の中、それから、花や苗木を売っておりますガ

ラスハウスの中、それと、あとは、カフェ方面か

らデッキに向かって外にも１基つけております。

合計、場所でいいますと、３か所に設置をさせて

いただいております。 

  こちらにつきましては、まず直売所の中、それ

とガラスハウスの中につきましては、生産者組合

会議というのを年に４回やっておりまして、その

中で生産者の方から、いろいろとご意見を伺って

いるんですけれども、その席でもやはり、自分の

出した商品がなくなっているというようなお話と

いうのが何件がございまして、とはいえ、ちょっ

と確たる証拠もないものですので、その生産者組

合会議の中の話だけではあったんですけれども、

何度かそういうお話をいただいておりましたので、

これを機会に防犯カメラを設置しようと。なおか

つ、夜とかも、最近ちょっと新しい村に来る人が

いたりですとか、そういったケースもあるという

こともあったので、併せて外にも１基設置しまし

ょうということで、今回この工事をさせていただ

いた次第です。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  商工業活性化事業補助金の内容はということで

すが、まず、空き店舗活用補助金につきましては、

１件がカフェのほうの開設ということになります。

そちらで改修費のほうを100万円補助しておりま

す。もう１件のほうは、30年度から継続なんです

が、平成30年度に美容室のほうを開店させてのと

きで補助金を出しましたが、家賃補助のほうが12

か月までということなので、平成30年度のほうで、

ちょうど開店してから６か月間で、令和元年度で

また６か月間ということで、２年にまたがった支

出になってしまっております。そちらのほうで、

家賃補助ということで、６か月分17万4,000円で、

117万4,000円が空き店舗補助金になります。 

  もう一つ、商店街販売促進事業、こちらのほう

が３件になっております。こちらと、その下に、

次にあります商店街環境整備事業、この２つは商

店街に対する補助金でございます。 

  まず、販売促進事業につきましては、西口商店

街のほうでの遊んでフェスタというもの、それと、

東口商店街で流灯祭と同時開催しておりますサマ

ーフェスティバルと、大学通り商店街のほうの夏

祭り、この３つのイベントのほうに、それぞれ10

万円ずつ補助をしております。 

  もう一つ、環境整備事業につきましては、百間

新道商店街のほうが防犯灯をＬＥＤ化するという

ことで、そちらのほうに対して補助をしておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ないのかな。ありませんか。 

  丸山委員。 
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○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。 

  ちょっと、先ほど前段委員から、多分駅のショ

ーケースのことの質問があったんですけれども、

毎月１回点検してくれてというのは、本当、私も

たまにしか行かないんですけれども、いつも同じ

ように見えていたんで、こんなにしてくださって

いたんだなと思っています。 

  それで、私も塚村委員と同じ考えを実は持って、

質問しようと思っていたんですが、いい推奨品が

いっぱいあるので、１つ、２つ、本当に毎月買っ

て、今度何が町の推奨品なんだろうと分かるよう

な、特化してやっていただいたほうが、せっかく

あのケースは生かせると思うのと、女性から見る

と暗いんですよね、あそこの中が。もうちょっと

目立つ、だから特化して、明るく、せっかくこん

なに職員の方、努力してくださっているんだと思

いますので、ちょっと発想を変えた、町民の方が

次何かなと、やっぱり、私もあまりあの駅は利用

しないんですけれども、見るたびに変わっていな

いなと思って、今月こんなにやっているんだ、前

回これだったけれどもみたいな印象、インパクト

あるようにしてほしいと思うんですけれども、そ

のところ、担当課としてはどう考えるのかお聞き

します。 

  あと、すみません、148ページ、成果書164ペー

ジ、前段からも出ましたけれども、消費者対策事

業なんですが、今日も２階のトイレの手前で相談

室、ドアが閉まっていて、件数が結構、今年度、

ちょっと多いとは聞いているんですけれども、こ

の周知、ちょっとお聞きしたら、昨年より相談が

多いということなんですけれども、いまだに知ら

ない人も多いし、相談室の手前のチラシですか、

横に３列、縦に10段で、上のほうはやっぱりコロ

ナ関係とかのが出ているんですけれども、結構い

ろんな相談があるんですね。みんな知らないので、

もう少し周知のほうをやっていただきたいと思い

ます。 

  それで、私も相談されたときは、産業観光課に

電話して、分からなかったら場所を聞いて行って

ということで、何人かお話ししています。やっぱ

り周知が大事なのと、あのチラシを見ると、いろ

んなトラブルがあって、消費生活相談てこんなに

もということなので、この周知の方法、もうちょ

っと知らせていただけると被害に遭う方少ないの

で、そこのところ、また担当課がどう考えている

のか、どう対応するのかお聞きします。 

  あと、すみません、商工業振興事業、144ペー

ジ、成果書163ページです。 

  このメイドインみやしろの推奨品の認定、毎年、

毎回、30年度も申請数47品目ということで、新規

申請６品目となっているんですが、これやっぱり、

さっきのショーケースも一緒なんですが、これ、

町内、町外にアピール、知らない人いっぱいいる

んですよね。知らないで食べていたりもするんで

すけれども、ここのところ、やっぱりＰＲって大

事だと思うので、そこ、もうちょっと担当課とし

てどう考えるか。 

  以上お願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  それでは、まず、駅のショーケースにつきまし

ては、２人の委員からご質問ございまして、こち

らのほうでもできるだけ、今どのように改善する

と、ちょっとこの場では申せないんですが、ご意

見といいますか、いただきましたので、一つ一つ、

例えば、一つの案としては、メイドインみやしろ

を一個一個、毎月毎月替えたりとか、それも一つ

の案でございますので、それも含めまして、ちょ

っと効果的なＰＲの仕方、目立つＰＲの仕方とい
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うのをちょっと考えて検討させていただきたいと

思いますので、そういうことでお願いをしたいと

思います。 

  消費者相談なんですが、こちらのほう、チラシ

のほう、来たものは全部入替えをさせていただい

ていますが、どうしても同じようなチラシが並ん

でしまうのは仕方がないと思っています。 

  あとは、相談をやっているよという周知という

ことですが、ホームページ、または広報のほうで

は、毎月毎月載っけさせていただいています。そ

れ以外にも、いろんな問合せがあったときには、

消費生活相談があるということで、そちらのほう

も紹介をさせていただいております。 

  あと、杉戸・宮代で合同でやっておりますので、

宮代で開催できないときには杉戸町を紹介、また、

杉戸・宮代両方駄目なときには県を紹介というこ

とで、どちらかでは相談ができるような体制は、

もし私ども担当課のほうに電話が来たときには、

そのように対応させていただいております。もっ

ともっと困っている方々が気軽に相談できる、そ

んな広報手段のほうをちょっと考えてみたいと思

います。 

  あと、メイドインみやしろの町内外への発信と

いうことになります。 

  こちらは、先ほどのショーケースとちょっとか

ぶるかもしれませんが、皆さん、町内の商工業者

さんが頑張って、いろんなものを作っていただい

て、広めておりますので、それについて、それを

私どもがどのようにＰＲするかということだと思

います。 

  一つには、２年前ですか、見直させていただい

て、特選というものをつくったり、もしくは、モ

ニターさんということで市民モニターを募集して、

その方々に食べていただいて、消費者目線の声と

いうんですかね、そういうものを聞くという機会

を持って、それを生産者のほうにフィードバック

する、そんなこともさせていただいています。 

  それ以外にも、町内外、特に町外ですけれども、

町外、県外のほうで物産展とかあれば、メイドイ

ンみやしろを持って積極的に行きたいと思ってお

ります。今はちょっとまだ、そういう物産展がな

かなかないんですが、昨年につきましては、ラグ

ビーワールドカップのほうが熊谷で行われました

んで、そちらのほうも宮代町として参加させてい

ただいて、宮代町の商品、メイドインみやしろの

ほうをＰＲさせていただきました。 

  また、２年に１回、東京で行われます町イチ！

村イチ！という、全国から400ぐらいの町村が集

まる、本当に大きな物産展といいますか、そちら

のほうにも昨年参加させていただいて、宮代町の

商品をそちらで売るとともにＰＲをさせていただ

きました。 

  機会があれば、そういう形で、物産展とか、い

ろんなイベントの出店とかさせていただいて、メ

イドインみやしろのほうをＰＲをしていきたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 例えて言っているだけなの

で、本当に担当課として、これがいいという、特

に東武動物公園はいろんな方がいらっしゃいます

よね、電車の利用の方もいるので、それこそふる

さと納税に結びついたり、おいしいものとかいっ

ぱい私はあると思うんです。私みたいに、気にな

ると見る人って結構いて、また、ちょっとがっか

りしている、そういう声はなかなか届かないと思

うんですけれども、やっぱり見ている、あの場所

は目立つ場所ですので、お願いするしかないんで

すけれども、やっていただきたいと思います。 

  消費生活のほうは、私もすごく気になるので、
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広報とか見ると載せてくれているんですよね。で

も、やっぱり皆さん、ふだん関係ないと思ってし

まうので目を通さない。そこをやっぱりちょっと、

インパクトになるんでしょうけれども、還付金詐

欺とかは、はがきが来ると相談があったりとかあ

りますけれども、いろんな相談があるので、やっ

ぱり目につくように何か形、それで被害減らして

もらいたいというのと、これ始まった事業ですけ

れども、やっぱりすごくそこの相談員室があるの

は、結構扉が閉まっているんですね。議会がある

ときとか用事があって来るときって、結構戸が閉

まっているんですよ。やっぱり相談者が多いとい

うことだと思うので、もっと進めていただきたい

と思います。 

  メイドインみやしろの商品は、私も、１人用の

焼き肉焼くのとか、あれはとてもよくて使ったり

しているんですけれども、やっぱりＰＲお願いす

ることになりますけれども。 

  せっかくなんで、かけているお金より効果があ

るように知らせることを、町内の商工業の方はす

ごい頑張っていると思うんです。効果的な対策を

お願いします。何か要望になっちゃったみたくて、

すみませんけれども、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 以上でよろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問しますので、よろしくお願いいた

します。 

  まず、成果書の157ページの本年度の成果とい

うことで書かれております。これ、農業従事者の

高齢化や後継者不足、遊休農地の増加等の農業に

関する課題に対応しというふうに書かれておりま

すが、これは農業委員さんの、やはり言われてい

る課題でもあるし、これらについてはどういうふ

うに、具体的に予算決算では評価されているの

か。その一端もいろいろ入っていると思うんです

けれども、やはりこれは大きな課題だと思うんで

すけれども、それに対してどういうふうに、課題

解決のために頑張ってきて、こういうところに決

算として生かされているという、そういうものが

あれば、示していただきたいというふうに思いま

す。 

  それと、135、136ページの農業振興費の中に不

用額があるんですけれども、特に７節の賃金で、

新しい村で雇用していたオフィスサポーターの雇

用形態の変更や退職と、雇用形態の変更というふ

うに説明されたんですけれども、これについての

ご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、135、136ページの農業経営基盤強化

対策事業ということで、耕作放棄地の再生利用を

推進する耕作放棄地再生利用対策補助金が出てお

ります。これらなんかは、先ほど言った遊休農地

の改善の一つなのかなというふうに思いますけれ

ども、これらについての一つの事業なのかどうか

確認と、それから、これに関連して、成果書の

161ページに、被災農業者向け経営体育成支援事

業による支援の実施ということで、これ、平成30

年の台風24号の関係なんですけれども、これは繰

越し、成果書でも書かれておりますけれども、な

ぜ平成30年度の台風24号の関係がこういうふうに

なっているのか、その点も併せてお願いしたいと

思います。 

  それから、細かい点で申し訳ないんですけれど

も、140ページの15節工事請負費の関係で、芝生

広場への水道設備増設工事なんですけれども、こ

れはどういった内容でしたか、すみません、その

点伺いたいと思います。 

  それから、143、144ページの商工振興費なんで

すけれども、やはり不用額が4,965万円、その大
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半がプレミアム付商品券の発行事業ということな

んですけれども、売上げ枚数が見込みを下回った

という理由なんですけれども、これについて、も

う少し詳しくご説明をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長の菅原です。 

  まず、成果書157ページ、産業観光課の本年度

の成果１行目の農業従事者の高齢化や後継者不足、

遊休農地の増加等の農業に関する課題に対して、

様々な業務を行いましたということで書かせてい

ただきました。 

  現在、農業振興を取り巻く課題というのは、ほ

ぼ全て、こちらにやはり合致してしまう、どうし

ても高齢化や後継者不足に伴って遊休農地が増え

ていると、こういったのが全ての事業にも当ては

まるのかなというふうに考えてはおるんですけれ

ども、特にその中でも、成果書で申しますと、ま

ず134ページの農業委員会の事務事業におきまし

ては、報償費等で遊休農地の解消活動謝金という

のが出てございます。決算書ですね、ごめんなさ

い、決算書134ページになります。こちら、農業

委員会の事務事業の中で、報償費で遊休農地の解

消活動の謝金というのがございますが、町の農業

委員会としましても、やはり自らの手で遊休農地

の解消を一緒にするということで、毎年耕作をし

ていただける方を見つけて、遊休農地を耕作でき

るような状態にして、それを新たな担い手に渡す

というような作業、それを農業委員さんと最適化

推進委員の皆さんで協力してやっております。 

  この農業委員会事務事業の中の事業の中で一貫

してやっているんですけれども、この報償費など

は、そういったときにトラクターですとか、ご自

身の農機具を持ってきていただいている方に対す

る謝金ですとかということで、小さいんですけれ

ども、農業委員の方と協力しながら、そういった

遊休農地の解消をしているというのが一つござい

ます。 

  それから、続きまして、決算書の136ページで

ございます。 

  こちら、次の質問とも重なってしまうんですけ

れども、負担金ですとか補助金といったところに、

農業近代化資金の利子の補助金、あるいは農地流

動化の奨励補助金、耕作放棄地再生利用対策補助

金といった各種補助金を用意させていただいてお

ります。 

  こちら、まず、農業近代化資金の利子補助金に

つきましては、これから先、規模を拡大しようと

する農業者さんが設備投資をする際に借り入れた

お金の利子分を国・県・町のほうで補給するとい

った補助金になっております。 

  また、その次の農地流動化の奨励補助金につき

ましては、こちらも、規模を拡大して自ら耕作す

る農地を広げていこうという方に対しまして、補

助金を出すような事業を行っております。 

  その次の耕作放棄地再生利用対策補助金ですが、

こちらは、先ほどご質問ございましたが、具体的

には地域農業再生協議会のほうに出す補助金には

なるんですけれども、再生協議会のほうで、こち

らもやはり新たな担い手を探して、その方のため

に遊休農地を使えるような状態にするための補助

金でございます。 

  具体的に申しますと、こちらにつきましては、

今回、新しい村のほうで引き受けるということで、

大字須賀字金原地内の水田2,371平方メートルの

遊休農地の解消、それから、字西原地内の482平

方メートルの畑の遊休農地の解消を行っておりま

す。 

  また、それから、決算書140ページ、明日の農
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業担い手支援事業、こちらにつきましては、事業

費丸々、そういった高齢化対策、新たな担い手の

後継者対策という形になっておりまして、いずれ

も宮代町で農業をしたいと、始めたいという方に

対して、町内の農家さんですとか農協、町の職員、

それからＪＡなどが協力をしながらサポートをし

て、１人約３年かけて農家に育て上げ、宮代町の

中で就農していただくというような事業となって

おります。 

  また、ちょっと具体的には出てこないんですけ

れども、民間企業の誘致ですとか、こういった大

きな取組も、こういった遊休農地の解消、それか

ら農家の後継者不足への対応といったところで、

竹内園芸の企業誘致等を行っているようなところ

です。 

  こちら、１問目の主な取組としましては、以上

となります。 

  続きまして、村の賃金につきましては後ほどお

答えさせていただきまして、その次にございまし

た、決算書136ページの耕作放棄地の再生利用補

助金につきましては、先ほどご説明をさせていた

だいたとおりとなります。 

  続きまして、成果書の160ページでございます。 

  被災農業者向け経営体育成支援事業による支援

の実施ということで、こちら、平成30年度に繰越

しですが、こちら、平成30年９月末に台風24号が

起きまして、宮代町のほうにも直撃をしまして、

こちらでハウスが壊れたりですとか、あとは果樹

棚が倒れたりといった被害が出ております。当初

は国の補助の話も、当面なかったんですけれども、

平成30年度の年度末にかけて、国のほうから補正

で、国補正により補助金をつけるというような話

がありまして、もう年度末だったこともございま

したので、繰越明許させていただきまして、平成

31年度に実施をさせていただいたところでござい

ます。 

  続きまして、決算書の140ページ、芝生広場工

事請負費、芝生広場水道設備増設工事についてで

ございます。 

  こちらは、一昨年度から、いろいろ皆様からご

要望がありまして、芝生広場においてバーベキュ

ーのほうの再開をさせていただきました。その際

に一番懸念されていたことが、やはり洗い場がな

くて、油をそのまま用水とかに流されてしまうの

ではないかですとか、あるいは、洗ったものをそ

のまま、そこら辺の木の脇とかに捨てられてしま

うのではないかと、以前ちょっとそういうことが

あって、取りやめたという経緯がございましたの

で、そういったことがちょっと懸念をされており

ました。 

  また、洗い場が欲しいというようなお話という

のは、親子連れを中心に以前から上がっていたと

いうこともございましたので、昨年度事業化をさ

せていただきまして、新しい村、森の市場「結」

の前のデッキの近くに外水道を設置させていただ

いたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  まず、１点目の新しい村の賃金の不用額につい

てですが、こちらにつきましては、町のほうの臨

時職員のほうを、当初はフルタイム２人、パート

タイム２人ということで予定していたんですが、

実際に雇用のほうを面接等を行った結果、フルタ

イム１人、パートタイムが３人というふうに変更

になった関係で、不用額が生じてしまったことに

なります。 

  あとは、決算書143ページの商工業振興事業の

ほうの不用額四千九百何万なんですが、こちらに
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つきましては、全体としてプレミアム付商品券発

行事業に係る不用額がほとんどでございます。 

  こちら、その理由はということなんですが、こ

の商品券につきましては、消費税が増税されると

いうことに伴いまして行ったものでございます。

そのために、商品券を買える方、対象者というの

が決まっておりまして、一つには低所得者、非課

税者と、あとは子育て世帯、３歳未満の子供の世

帯主ということになります。 

  子育て世帯の方々は、誰が買ったというのがち

ょっとこちらで分からないので、想定になってし

まうんですが、子育て世帯の方々は、ある程度使

っていただいたんではないかというふうに考えて

おるんですが、低所得者につきましては、一度申

請をして、買うか買わないかという判断をして、

それから、引換券が町のほうから送られて、その

引換券を持って郵便局に行って、商品券を買って

使うという、ちょっと何回か申請、また、そうい

う工程があるということ、また、どうしても商品

券ですので、自分から負担するお金がどうしても

出てしまいます。一部の報道では、そういう購入

資金を準備しなくてはいけないというところも、

申請が低くなった理由ではないかと言われていま

すが、買った方、買わなかった方について、アン

ケートを取っているわけじゃないので、はっきり

としたことは分からないんですが、こちらのほう

の考えでは、そういう元の買うための購入資金が

必要だったからということも考えられるんではな

いかと思っています。 

  そういう関係で、当初予算では、全員の方々が

買っていただける、全部使っていただける、その

つもりで予算のほうは組んでおります。ただ、実

際行った結果、令和元年度３月31日末であっても

申請が50％に満たないという、半分以下の申請し

かないということになっておりますので、そうい

う関係で、5,000万弱というものの不用額が出て

しまったということになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休

農地の増加等への対応ですよね。いろいろ答弁あ

りましたけれども、なかなか一夜にしてできるよ

うな問題じゃありませんし、これは今後の課題で

もあると思うんですけれども、町としては、その

ためにこれをやったという、そういうものがやは

り、例えば遊休農地の改善にしても、これは非常

に大きな改善につながったとか、そういうのがあ

ればいいんですけれども、そういった点ではどう

なんでしょうか。 

  それから、後継者不足の問題もなかなか、もう

あと10年もすれば、今の水田の形もいつまでも守

られるかとか、そういう課題もずっと言われてい

るんですけれども、本当にそういった点では、先

行き厳しいのかなというふうに思うんですけれど

も、そういった点では、これについては確かな問

題として、課題としてできたというようなもの

はあるのかどうか、その点についてお尋ねしま

す。 

  それから、農業振興費の不用額の関係について

は分かりました。 

  それから、農業経営基盤化対策事業、特に成果

書の160ページの関係では、これは国の関係だっ

たんですね。そうすると、昨年あった台風19号に

ついては、やはり気になるところなんですけれど

も、それはきちっと対応されて、まず被害がどう

いう状況なのか、あったのか、なかったのか。そ

れについては、決算としてきちっと対応できてい

るのかどうか、その辺についても関連でお尋ねし
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たいと思います。 

  それから、芝生広場への水道設備については分

かりました。これは、バーベキューなど再開と言

ったんですけれども、私はずっとできて、できな

かったのかなというふうに思っていたんですけれ

ども、以前はやっていたというふうに理解してよ

ろしいのか。水道設備そのものについては分か

りましたが、その点もう一度伺いたいと思いま

す。 

  それから、143、144ページの商工振興費の関係

で、プレミアム付商品券発行事業なんですけれど

も、これはやはり、低所得者にとっても大変です

よね。ですから、やはり、消費税導入による補塡

事業というふうに言っていいのか分かりませんけ

れども、やはり消費税を上げるべきではないと、

そういうふうに思うんですけれども、そこでそう

いう、ここでの議論はできませんので、やはり問

題があるのかなというふうに思います。 

  これは、どうしても売上げ枚数が見込みより下

回るのはしようがないというふうに思うんですけ

れども、担当としてはどういうふうに思いますか。

その点、最後、お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長、菅原です。 

  まず、ご質問いただきました成果書157ページ

の農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休農地の

増加等への対応ということで、明確に成果のある

ものについて、具体的にということでございます

が、一番大きなものにつきましては、新しい、や

はり農業者の育成が非常に、近隣に比べても、こ

ういう言い方はあれですけれども、頑張っている

制度なのかなというふうに考えております。 

  平成23年度から農業担い手塾を開設いたしまし

て、これまで９人の宮代町、若い農家の方、誕生

しております。いずれも皆さん頑張っておりまし

て、売上げにつきましても、かなり高い売上げを

上げておりますし、町内の森の市場の活性化だけ

ではなく、町外にも販路を広げて、今活躍をされ

ているところです。 

  また、そういった方々につきましては、町の農

商、農業者、商業者とのコミュニケーションを図

るための会議ですとかにも積極的に参加していた

だいておりますし、そうした本当に町の新たな担

い手だけではなくて、まちづくりにも寄与してい

ただいているという部分でも、非常に大きな効果

があるというふうに考えております。 

  それと、もう一つは、遊休農地の個人的な解消

だけではなく、企業誘致ということで、法人の誘

致につきましては、かなり今力を入れているとこ

ろでございます。 

  近隣のネギ農家の丸源アグリさんですとか関田

農園といったところだけではなくて、魚民等を経

営しておりますモンテローザさんにつきましても、

約３ヘクタール以上の遊休農地を今、預かってい

ただいているようなところでございます。 

  また、現在進めております竹内園芸につきまし

ても、100人近い地権者、筆数の中で、いろいろ

と説明会、あるいは個人的にも１軒ずつ回って交

渉をさせていただいて、何とか２ヘクタール、そ

の中には遊休農地１ヘクタールほどあったと思い

ます。そういったものの解消を今進めているよう

なところでございまして、その２点につきまして

は、町としても大きな、担当としても大きな成果

ではなかったかというふうに考えているところで

す。 

  続きまして、成果書160ページの被災農業者向

け経営体育成支援事業、こちらにつきまして、昨

年度の台風19号については、こういった施設等の
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影響は出たかということでございますが、こちら

は農家さんのほうに確認取ったところ、施設につ

いての影響は出ていないということでございまし

て、一部ソバが水で倒れてしまって、刈取りがで

きなかったといったところの影響が出たところで

ございます。ですので、成果書等に反映される部

分はございません。 

  続きまして、決算書140ページの芝生広場水道

設備増設工事のバーベキュー関連でございますが、

こちら、ちょっと詳細までは把握し切れていない

んですけれども、平成20年ちょっとぐらいの段階

で、一度バーベキューについては取りやめをして

いるというふうに、その当時伺った記憶がありま

す。その際のやめた理由を確認したところ、やは

りそういった用水に水を流されてしまったですと

か、直火で芝生が焦がされてしまったですとか、

油を木の植込みに捨てられてしまったですとか、

そういった話があって取りやめたというような話

は聞きました。 

  ただ、その後、消費者モニター会議ですとか、

あるいは議員の皆さんのほうからも、バーベキュ

ーを再開してはいかがかというようなお話が何人

かの方からございましたこともありまして、一昨

年度よりバーベキューは再開させていただいたと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  決算書143ページのプレミアム付商品券の関係

ですが、見込みより低かったことを担当課ではよ

しとはしていないんですが、できるだけ皆さんに

使っていただけるように、広報での周知、または

勧奨の通知も１回差し上げております。ですので、

できるだけ申請をされていない方には、申請はど

うですかということでお知らせはさせてもらいま

した。 

  ただ、結果としては、やっぱり５割満たなかっ

たというのは事実でして、あとはまだ、全国的な

申請率とかというのが出ていないので分からない

んですが、報道等を聞きますと、何か国全体でも

４割ぐらいではないかという報道も一部ではされ

ています。今後、申請率全体の集計が出てきまし

たら、またご報告をさせていただきたいと思いま

す。 

  ですので、私どもでは、できるだけ皆さんに使

っていただけるように、申請していただけるよう

に、勧奨通知をやったり、また広報等でお知らせ

したり、あらゆる機会の中でそういう形はさせ

ていただきましたが、結果的にはこの数字にな

ったということでご理解いただきたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。

ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で産業観光課……  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（菅原隆行君） 産業観光課副

課長、菅原です。すみません、最後になってしま

いまして申し訳ございません。 

  先ほど浅倉委員のほうからご質問がございまし

た、成果書52ページ、紫ニンジンジュースの単価

ということでございますが、180ミリリットルが

453円（税込み）、720ミリリットルが1,240円

（税込み）となっております。 

  以上でございます。すみません、失礼いたしま

した。 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で産業観光課の質疑を終了したいと思います。 
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  本日はこの程度にとどめ、次回は９月16日水曜

日、午前10時から委員会を開き、引き続きまちづ

くり建設課関係の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会をいたします。ご苦労さまでした。 

 

延会 午後 ６時１４分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（山下秋夫君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月14日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

  小河原委員におかれましては、本日、委員会欠

席の連絡を受けておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４２号の審査（まちづくり

建設課・教育委員会） 

○委員長（山下秋夫君） これよりまちづくり建設

課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） おはようご

ざいます。まちづくり建設課長の石塚でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） おはよ

うございます。道路担当、副課長、高橋と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） おはよ

うございます。まちづくり建設課副課長の宮野と

申します。よろしくお願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） おはようございま

す。上下水道室長の成田と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（髙橋勝己君） おはよう

ございます。道路担当の髙橋と申します。よろし

くお願いします。 

○道路担当主査（冨田満晴君） おはようございま

す。同じく道路担当の冨田といいます。よろしく

お願いします。 

○都市計画担当主査（髙橋道彰君） おはようござ

います。都市計画担当の髙橋と申します。よろし

くお願いいたします。 

○都市計画担当主査（島村明子君） おはようござ

います。都市計画担当、島村と申します。よろし

くお願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（新井庸一君） おはよう

ございます。建築開発担当の新井と申します。よ

ろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） おはよ

うございます。上下水道室の忽滑谷です。よろし

くお願いします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出、一括しての質疑をお受

けいたします。 

  ただし、特別会計は入りませんのでご注意をく

ださい。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。４点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の152ページ、成果書166ページ、道路維

持管理事業についてです。 

  13節の道路側溝等清掃委託料についてなんです

けれども、街路樹管理、道路除草、側溝掃除など、

どこの場所を年に何回しているのかとか、詳しく

教えてください。 

  ２問目です。決算書158ページ、成果書172ペー

ジ、公園等環境管理事業についてです。 
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  ８節の報償費で、公園管理報奨金についてなん

ですけれども、公園の管理協定に基づいて、自治

会で管理をされているということなんですけれど

も、管理をされている自治会の方から要望などは

ありますでしょうか。あったらお伺いしたいです。 

  ３問目が、決算書160ページ、成果書172ページ、

同じく公園等環境管理事業です。 

  13節の街区公園草刈り樹木管理委託料なんです

けれども、こちらの詳細を教えてください。例え

ば、草刈りの頻度などとか教えてください。 

  ４問目は、成果書の172ページに職員によるパ

トロールとありますけれども、どのようにされて

いるのか、詳しくお伺いしたいと思います。お願

いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋と申します。よろしくお願いします。 

  ご質問いただきました、まず152ページの維持

管理事業の関係です。成果書166ページです。 

  どちらのほうの草刈りとか、側溝の清掃関係を

ということでございますけれども、主に側溝の清

掃につきましては、通常であれば、今、春ごろ、

地区の清掃、自治会のほうでおやりいただいてい

たところがあると思うんですけれども、それ以外

に交通量の多いところの側溝の清掃をさせていた

だきました。 

  その場所につきましては、側溝の清掃につきま

しては、本田２丁目地内と笠原１丁目地内におき

まして、側溝に堆積物が多くありましたので、清

掃させていただきました。あと、申し訳ございま

せん、宮代台１丁目も清掃させていただきました

ので、側溝清掃につきましては３か所やらせてい

ただいております。 

  続きまして、道路除草の関係でお答え申し上げ

ます。道路の除草の関係につきましては、河川敷

も当然含まれてくる形になるんですけれども、隼

人堀及び古利根川、大落古利根川の河川敷地、健

康マッ歩とあると思うんですけれども、そういっ

たところを中心に、業者さんのほうに単価契約を

結ばせていただきまして、草刈りをやっていただ

いております。 

  及びその他、町内の約10か所、具体的にいうと

はらっパークの脇の道路とか、いろんなまだ人が、

大規模でなくても人が入れるような場所があるん

ですけれども、そういったところにつきましては

シルバーさんへ委託をして、高齢者の雇用促進と

いうことで、お願いをさせていただいております。 

  あとは、街路樹の関係でお答えを申し上げます

と、町内のいわゆる街路樹の消毒につきましては、

約580本を超えるいろんなカエデであったり、ハ

ナミズキであったり、そういったものがございま

すので、そういったところの街路樹の消毒は年２

回、６月と９月ごろ、やらせていただいています。 

  すみません、ちょっと遅れましたけれども、除

草につきましては、基本的には年２回、ひどいと

ころは３回ということを目安に、そういったとこ

ろで管理をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長、宮野です。 

  決算書158ページ、成果書172ページの公園等環

境管理事業でございますけれども、こちらの報奨

金で、自治会の管理というところで、どんな要望

がというお話でございますけれども、自治会から

の要望といたしましては、こちらの成果書とかに

も載っているんですけれども、遊具の破損とかあ

った場合とかに、やはり先ほど職員のパトロール

という点もありましたけれども、全部見切れると

ころがございませんので、急遽そういったところ
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を、利用されている自治会の方々から破損してい

るとか、それから公園の中にごみが落ちていると

か、そういったものが多くございます。あと、や

はり、夏場はやはり草がやや繁茂するのが避けら

れませんので、その時期に草が伸びていたとか、

そういった内容の維持管理的な内容が要望がござ

います。 

  続きまして、この草刈りの頻度でございますけ

れども、基本的に58か所の街区公園等がございま

す。29か所、町で除草してございます。管理協定

を結んでいる23か所の公園につきましては、地元

のほうでお願いをさせていただいているところで

ございます。町のほうといたしましては、令和元

年度におきましては、年２回除草をしております。

ただし、先ほどちょっと中には利用頻度の高い、

草がちょっと多く生えるようなところに関しては、

３回とか対応をさせていただいているところでご

ざいます。 

  それから、最後の質問の職員のパトロールでご

ざいます。こちらにつきましては、やはりまちづ

くり建設課で道路担当、それから都市計画、建築

開発と各担当がございまして、当然、現場の仕事

が多くございます。そういったときに、現場に行

ったときに、近くに公園等があれば、そちらで現

場のほうをちょっと見ていただくとかしていただ

いております。あと、職員のほうでも、公園の担

当のほうでも災害等が、災害というか台風とかあ

った、そういったときにはすぐパトロールに行っ

て、樹木とか遊具に影響がないかとか、そういっ

たパトロールはしています。 

  現場に行った際には遊具とか、ちょっと目視で、

職員でできる範囲の点検をさせていただいている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  まず、再質問をさせていただきます。 

  １問目なんですけれども、このような、先ほど

伺ったような形で清掃等をしていただいていると

いうことで、私、宮代町に来たときに本当にきれ

いな町だなと思いまして、このように皆さんで町

も清掃されているんだなと思って、承知をいたし

ました。 

  ２問目なんですけれども、公園の管理を地元の

方がされているということで、こちらの報奨金を

ちょっと拝見しまして、少し少ないのかなという、

ちょっと印象があるんですけれども、その辺での

要望というのか、そういうのがあったかどうかで

もう一度伺いたいと思います。 

  あと、４問目なんですけれども、職員によるパ

トロールをしていただいているということで、災

害時など、安全の確認ということで、していただ

いていると思うんですけれども、町で管理いただ

いている公園だと、地元の方がその公園について

は有志で管理、見ていただいているというような

状況で、割とごみのポイ捨てが多くて、近隣の方

が心配を、そこに火をつけられたりとかというこ

とで心配をされたり、あとはペットボトルなどで

は、そこからただいまコロナのこともありますの

で、感染などで不安なことがあるんです。そこで

捨てるほうが悪いと思うんですけれども、そのポ

イ捨てをしないでくださいという立て看板など、

ちょっと死角になるところが捨てやすいようなと

ころに目立つようにつけていただくことはできる

のかということをもう一度伺います。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） 報奨金

のまず、金額でございますけれども、従前からこ

のような金額でやってございますので、特に昨年
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度、それについてというようなお話はございませ

んでした。ただ、公園の管理をしていただく中で、

ごみとかのお願いもしているところがございます

ので、そういったところにはごみ袋の配布とか、

そういった町のほうでできるサポートについては、

できる限りやらせていただいているところでござ

います。 

  それから、ごみ、先ほどのごみ、次の２点目の

再質問のごみに関しまして、立て看板につきまし

ては、ポイ捨ての多いところについては、やはり

啓発として、看板とか立てるということもありま

すので、ごみがよく捨てられるようなところとか

につきましては、町のほうでも検討してまいりた

いと思ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  まず、成果書48ページの東武動物公園駅東口整

備事業になります。ここに東口駅前広場の完成イ

メージが掲載されていますけれども、こちら、い

つつくったイメージなのでしょうか。同じＢ型の

ロータリーで駅前開発をした幸手市も、幸手駅も

完成前のイメージというのがロータリー周辺にビ

ルが整然と立ち並んでいるイメージで紹介されて

いましたけれども、完成後は、実際はイメージと

は程遠いのが現状です。 

  現状にある程度即したイメージを、今後、町民

の皆さんに提示すべきだと考えますが、こちらは

いかがでしょうか。 

  ２つ目が、公園等環境管理事業です。 

○委員長（山下秋夫君） 何ページか。 

○委員（浅倉孝郎君） 成果書の172ページになり

ます。 

  公園管理協定に基づく住民主体の維持管理、こ

ちら草刈りのほうは、先ほどの委員のお話で分か

りましたけれども、剪定のほうなんですけれども、

こちら草刈りは、私も中須公園で草刈りやってい

ますけれども、草刈りは十分できるし、垣根ぐら

いは剪定できるんですけれども、高い木などはど

う剪定したらいいのかというのをお聞きいたしま

す。 

  ３つ目が、決算書の156ページの空き家対策事

業になります。町内で空き家が目立ち、定住人口

の促進、防犯上、または景観上、害獣のすみかと

ならないように、ほかの自治体では空き家対策に

非常に力を入れています。空き家バンクを創設し

たり、積極的に若い方、起業したい方、大学生に

ＰＲをしております。また、空き家を改修して、

シェアハウスやシェアオフィスを開設する自治体

もあります。 

  こうした中で、町として空き家対策、何をして

いったのでしょうかというのが１点目と、また、

第５次総合計画では空き家対策をどのように行っ

ていくのか、意欲的な回答をお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１８分 

 

再開 午前１０時１９分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長、石塚でございます。 

  東口のイメージパースにつきましては、東口の

駅前広場の都市計画決定に先立ちまして、地元の

まち・道づくり協議会の皆様へ、まずはご提示を

して、イメージとして共有をいたしております。
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駅前広場の土地計画決定につきましては、平成25

年３月でございますので、平成24年の具体的に何

月というのが、今すぐは出ませんけれども、24年

の段階で地元にまずはお示しをしたと。その上で、

都市計画決定の内容について、ご審議をいただい

て、それをもとに都市計画決定の手続を進めてい

たということで、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

  このイメージパースでございますけれども、見

ていただくと分かるとおり、３階建て程度の商業

施設的なものが立ち並んでいるようなイメージで

ございますが、当時の町の考え方といたしまして

は、駅東口を開発することによって、にぎわいが

出るということで、にぎわいと人々の集まる場所

としたいという意味を込めて、このような絵柄に

させていただきましたが、実際には地域の地権者

の皆様、またテナントを希望される皆様の希望に

よって、今後どのようになるかというのが決定を

していくわけでございますが、イメージパースの

中で今現在示せる内容としては、これ以上でもな

いですし、これ以下でもございません。実際に造

っていただく方とのお話合いという場面がもしあ

るのであれば、ぜひ商店が立ち並ぶようなイメー

ジをお願いしたいと。そのようなことも含めまし

て、杉戸町では、金子委員の一般質問でもござい

ましたけれども、７月に東口通り線を一体的に考

えていこうということで、杉戸町が主体ですけれ

ども、まちづくり構想の策定委員会もできまして、

宮代町の職員と杉戸町の職員が一体となって今後

検討していくということにもなりますので、それ

は商業の活性化とか景観整備ということも含めて

でございますが、そのような中でより具体的なも

のが、もし示せるようなときか来れば、つくって

いきたいと思っていますが、町が勝手に描くとい

うのもなかなか難しい点もございますので、その

点についてはご理解をいただきたいと思います。 

  あと、公園管理協定の剪定のものでございます

が、地域の皆様にお願いしている剪定については、

仮にユキヤナギとかそういうものがちょっと伸び

てしまって、邪魔になっているというようなもの

を、低木を剪定していただくということで想定を

しております。それ以外の高木については、当然、

脚立等を使ったりしなければ切れないところもあ

りますので、危険が生じますので、それは町の業

務委託の中で専門の業者に対応をお願いしており

ます。 

  そのどこからどこまでやるかというのが、もう

自治会のご判断と、また無理な場合についてはご

相談をいただければ、順次、町で対応するという

ような対応はしております。 

  次の空き家バンクの関係でございますけれども、

実は今年度から町民生活課のほうに移管がされて

おりますが、昨年度までまちづくり建設課で対応

をしておりました。昨年度は、県が主催をいたし

ますおしかけ講座というものがあるんですが、県

の費用で講師を招いて、地区の皆様方に対して空

き家の対策の必要性、特に相続となっている建物

を対象に、今後どうしていくかというようなご説

明をさせていただくのと、あとは相続に対しての

取組、事前の取組ですね、それをご説明させてい

ただく機会を設けさせていただいております。 

  また、空き家バンクについては、今年３月に設

立をさせていただいております。 

  また、シェアハウス等の今後の対応等も含めて

は、町民生活課が主体となって、また商工担当と

も連携しながら対応していくことにはなろうと思

っております。 

  ５次総合計画だけではなくて、都市計画スター

プランにおきましても、今後の空き家対策につい

ては非常に重要ということで認識はしております
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ので、それぞれで事業を行うように考えていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） よく分かりました。 

  東武動物公園駅の東口のイメージなんですけれ

ども、あまりかけ離れた感じになりますと、実際

にできたときに、何か全然違うじゃないかという

ふうに言われかねませんので、後ほど杉戸町のほ

うのまちづくり構想策定委員会のほうで具体化が

されれば、また新しいのが出るということを期待

して終わりにします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  説明書168ページ、地域生活道路整備事業の一

つで、道路用地購入実績とあります。町道第1487

号線東姫宮１丁目地内のこの進捗状況を質問いた

します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋です。 

  今、お尋ねいただきました成果書168ページ、

決算書でいうと152ページになろうかと思います。

こちらのほうの1487号線の整備状況ということで

ございますけれども、昨年度、東姫宮１丁目地内

の用地を買収できまして、今年度、東姫宮１丁目

地内につきましては道路の整備を、測量が昨年終

わりましたので工事を今後進めているところでご

ざいます。 

  逆に、町道第26号線を挟んで、東姫宮２丁目地

内につきましては、現在、未整備の地区が、未整

備の場所があるということで、買収がなかなか進

んでいないという場所があるんですけれども、そ

こにつきましては、草が、当然未舗装であります

ので砂利が伸びてきています。それにつきまして

は近所の方の、当然、苦情等の原因になりますの

で、年に２回ほど刈らせていただきまして、これ

から９月末に下水道担当のほうで刈っていただき

ます。その後、そのままでありますと、当然、元

水路敷であったところでありますので、くぼみ等

あります。そういったところを不陸整正、平らに

して、砂利を敷く等の検討をして、未整備のまま

なんですが、環境保全のために向けて検討してい

くということでご理解賜りたいと思います。お願

いします。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 了解いたしました。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

します。 

  154ページ、一般住宅耐震対策事業、成果書169

ページ、これ上限100万なんですが、ちょっと、

この説明をすみません、お願いしたいのと、例年

２件ということで、大体やっているみたいなんで

すが、これで耐震が追いついていくのか、町は今

後どうしていくのかということをお聞きします。 

  あと、決算書158ページ、成果書171ページ、排

水路維持管理事業の中の実績の除草、樹木管理等

管理業務委託なんですが、これ、宮代町全域で

231万3,361円となっているんですが、この金額で

できるのかというか、量です。安いとか高いとか

じゃなくて、見ていますと、これ足りないんじゃ

ないかという思いと、この金額でいいのかという

ところを町の考えをお聞きいたします。 
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  あと、決算書158ページ、成果書172ページ、委

員からもご質問ございましたけれども、公園等環

境管理事業についてです。 

  それで、公園管理協定に基づく住民主体の維持

管理の中で、先ほども出ておりましたけれども、

地区と町の作業のすみ分けがございます。それで、

地区とか自治会が雑草などの除草廃棄を分担とい

うことでやっているわけなんですが、ご存じのよ

うに真夏とか結構やめているところ、除草をやめ

ているところとか、私たちが住んでいるところに

よるというと、もう何年も前からその月が、８月

とか除草になると委託しているんです。もう、や

っぱり体調壊してしまう、炎天下で体調を壊して

しまう。あと、出てくるのが高齢者、若い方、出

てきてくださらなくて、大体同じ顔ぶれが出るん

ですけれども、やっぱり体調を崩しちゃいけない

ということでやめたりしているんですが、この維

持管理いただいてはいるんだけれども、ここは町

が出すお金じゃないかというのと、協定は結んで

いるんですが、ここのところちょっと不明という

ところがございますので、ちょっと、考え方とか、

今後、ますます暑くなっていくと思うんですが、

その点。 

  １回抜いてしまうと、次の月がすごい量になっ

ていまうと、そこが委託管理、例えば10月とかに

なると、私たちのところは、住んでいるところは

委託管理しているんですが、そこがちょっと違う

ところがやるとすごい量になっちゃうんです。そ

んなことがありまして、ちょっとお聞きします。 

  あと、空き家は分かりました。 

  あと、すみません、先日お話しいただいたんで

すが、決算書158ページ、公園等環境管理事業の

説明の中で、はらっパークと川端広場の説明をい

ただいたし、決算書のほうにも書いてありますが、

この川端広場について、ちょっともう一回詳しく、

金額等もお知らせ願います。 

  以上です。 

  すみません、もう１点ありました。いいですか、

もう１点、すみません。 

  あと、先ほどの質問の中で、維持管理なんです

けれども、健康マッ歩のところの桜の木とかがも

う古木とか、かなり根が盛り上がっている、そう

いうところがけっこう歩いてみると、私は役場の

ところから私たちの粂原のほうずっととか、あっ

ちは歩くんですけれども、結構、盛り上がってい

るところで、かなりひび割れというんですか、道

路の、それもあるし、やっぱり危ない。散歩して

いる方が言われていたのが、結構高齢者が多いん

です。 

  それで、維持管理なので、町としてちょっと把

握されていると思うんですが、その辺、今後どう

していくのか。結構数が多いんです、箇所も多い

と思うんで、その点ご質問いたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田と申します。お答えいたします。 

  まず、排水路維持管理事業の除草、樹木管理業

務委託のご質問についてお答えいたします。 

  こちらは、私どもが管理している場所は市街化

区域を流れる水路が主に下水道担当が管理してお

ります。市街化調整区域につきましては、産業観

光課、あと地元の方が管理しているという形にな

っております。 

  それで、下水道担当で、除草している箇所は東

姫宮の１丁目、２丁目地内を流れる排水路と、あ

と川端３丁目、４丁目地内、あと宮代２丁目と、

あと中島です。こちらをシルバー人材センターの

ほうに委託しております。こちら年に２回程度で

す。 
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  あとは、道佛の調整池の下水道担当のほうに管

理が移管されましたので、そちらのほうの除草、

これは年１回程度ということで、やらせていただ

いております。 

  あと、姥ケ谷落、和戸とか宮代台を流れる姥ケ

谷落ですが、そちらの水路沿いの草刈りを年２回

行っております。 

  金額にして231万3,361円というところなんです

が、担当といたしましては年２回というのがぎり

ぎりのところです。結構、住民の方からももう少

しできないかというお話も伺うところなんですが、

努力はしているんですけれども、年３回、本当は

やりたいところなんです。そこにお金をつぎ込む

とほかの事業もできなくなるという、ちょっとバ

ランスを考えますと、年２回、どうしても家屋等

に影響が出てしまうようなところは３回とか考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長、宮野です。 

  成果書の169ページ、一般住宅耐震対策事業の

件でご質問にお答えさせていただきます。 

  こちら、令和元年度におきましては、耐震診断

の補助が２件、行ってございます。こちらにつき

ましては、補助金が１件当たり５万円ということ

で、２件ということで前年度と同じ件数でござい

ました。 

  ただ、耐震改修工事のほうにつきましては、こ

ちら令和元年度につきましては、件数がゼロだっ

たわけなんですが、令和２年度におきまして、こ

ちら耐震診断が出てきたのが年度末だったもので

すから、２年度に１件、今年度です、改修工事の

補助申請がされているところでございます。 

  こちらの耐震診断につきましては、昭和56年５

月31日以前、新耐震基準ができる前に建築された

建築物について耐震診断を行っていただき、その

住宅の診断が基準に満たされていないという診断

をされた場合については、基準に満たすような工

事をしていただくなり、補強していただくなり、

建て替えをしていただくなりで、耐震診断を満た

すというような趣旨で行っているものでございま

す。 

  現在、町では宮代町建築物耐震改修促進計画と

いうものをつくってございます。こちらにつきま

しては、現在、平成29年度から令和２年度までの

５年間の計画になってございます。当初、こちら

のほうで耐震の必要性のある住宅につきまして、

算出してございます。こちらちょっと正確な数字

が出ていませんので、１個１個、ちょっと数える

というのが困難なもんですから、こちらにつきま

しては住宅土地統計調査、それから税務課の資料

により、ちょっと推計をさせていただいていると

ころでございます。こちらにつきましては、平成

28年３月31日現在の推計では、およそ3,260件ほ

ど耐震が必要な住宅がございますというような推

計を出してございます。 

  今、ちょうど今年度で計画が５年迎えますので、

新たな計画を今、作成しているところでございま

す。その中で、今年度末のおおよその推計という

ことで、先ほどの住宅土地統計調査と税務課の資

料から同じく推計をさせていただいて、耐震性が

必要な住宅が約1,780件ぐらいになったというこ

とで、おおむね住宅の割合にしますと耐震化率と

いうんでしょうか、住宅に対してどのくらい耐震

基準が満たされている住宅があるのかというよう

なところで、平成28年３月現在では76％が耐震基

準が満たされていると。今年度推計で、今計算し

ているところなんですけれども、おおむね87％程

度の耐震が満たされているというような予測を立
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ててございます。 

  したがいまして、５年間で約10％、耐震化率が

上がっているというところでございます。 

  今後につきましても、当然、まだ推計では、や

っと先ほどもお話ししましたが、1,780件程度の

住宅が、まだ耐震化がされていないというような

計画でございますので、今後につきましてもこの

補助、それから啓発などを行って、耐震化率を上

げていくような形で進めていきたいと考えてござ

います。 

  それから、この次の成果書の172ページ、公園

等環境管理事業で、草刈り等、地元方が夏になか

なか、高齢者の方が増えてきて厳しいというよう

なお話がありました。町といたしましては、地域

の公園ですので、できるだけ地元の方で行ってい

ただくということが大変助かるところでございま

すけれども、最近のコロナとか、そういった状況

もございますので、町といたしましては今後につ

きましては、時代が時代で、それぞれの状況とい

うか、地区の状況等もございますので、１回決め

たからというわけではなく、地元の方とよく話し

合って、今後の方針等を検討させていただければ

と思ってございます。 

  それから、同じく公園の環境管理事業でござい

ますけれども、先ほどの川端広場の件でございま

す。こちらにつきましては、もともと川端地区に

つきましては、公園が川端広場しか、１か所しか、

市街地の中で、結構広い地区において１か所しか

ない公園で、そちらで地域の方々が利用頻度も高

く、それから地域の防災訓練とか、お祭りとか、

地域コミュニティに必要な公園だということで、

そういったお話もあり、町といたしましてはその

地権者の方に、その用地について取得をお話をさ

せていただいてございます。 

  それで、全体で川端広場につきましては、面積

が約946平米あるわけでございますけれども、平

成27年度に地権者の方から、当時、約680平米の

売ってもお譲りいたしますというような言葉をい

ただきまして、平成27年度にその一部、一部とい

っても半分以上なんですけれども、680平米程度

買収させていただきました。令和元年度、昨年度

でございますけれども、残りの約263平米、こち

らも譲っていただけるというようなお話になりま

して、こちらの令和元年度につきましては、鑑定

とそれから土地の測量調査のほうを流用させてい

ただき、実施させていただいたところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 道路担

当、高橋です。 

  先ほどご質問いただきました健康マッ歩の関係

でございます。 

  桜の木の成長とともに根上がりという形で、カ

ラー舗装、きれいな舗装してあるんですけれども、

ひび割れてあったりということで、当然夕暮れと

か朝とか暗い時期もありますので、歩行される方

とか、たまに自転車、サイクリングで通られる方

もいらっしゃって、歩行の支障であったり、通行

の支障であったりということが確認をさせていた

だいているところもあるんですが、ただ桜の木と

いうことで、根本がかなり大きいということがあ

りますので、その桜の木自体を切ることは特に問

題ないと思うんですけれども、根が問題でござい

ますので、根を伐根したことによって用水が流れ

ておりますので、用水の擁壁の強度とか、それに

よっていろんな他の障害が出る可能性もあります

ので、取りあえず、健康マッ歩の陥没、穴が空い

ているところの修繕であったり、もし根上がりの

すりつけでうまく皆様が転ばないような、支障が
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ないような形でできればいいんですけれども、そ

ういったところも難しく、いろいろ用水の管理者

が当然いるので、そことの調整をパートパート、

部分部分で図っていく必要があると考えておりま

すので、今後、また調整を引き続きさせていただ

ければと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 川端広場に関しては分かり

ました。今後、地元にとっていいものができて段

階だと思うので、そこは分かりました。 

  それで、今のすみません、根上がりのほうは、

木を切るとかじゃなくて、足、皆さん足が上がら

ないんですよね。そうするとやっぱりつっかかっ

ちゃうとかあるから、やっぱり、私も何度か歩い

ているんですけれども、全部じゃないんだけれど

も、かなり上がっているところは、やっぱり注意

喚起、それで、結構、六花から歩いていって、そ

んなに遠くない地区が一番飛び出ているんです。

利用者も多いんです。なので、やっぱり注意喚起、

やっぱり桜の木も大事だし、注意喚起があるとい

いかなというのはすごく感じますので、今のまま

だとけが人も出ることもありますので、そういう

ところ、今後もちょっとよく見ていただいて、お

願いしたいと思います。 

  それと、地域の公園についてなんですが、コロ

ナもありまして、以前は草刈りとかも地域コミュ

ニティでおしゃべりしながら楽しい部分もあった

んですけれども、できないとかいろんなことがあ

るのと、やはりちょっと状況が皆さんやりたくて

もできない状況がたくさん出ていますので、反対

に出てこない若者は何だという、ちょっと違っち

ゃう批判にもつながってしまうので、何かここの

ところは夏の暑いところ、私が住んでいるところ

は子供会さんも出てくださったりしてやってくだ

さっているんだけれども、そういうところ、ちょ

っと今後課題だと思いますので、お願いします。 

  一般住宅耐震対策事業に関しまして、やっぱり

ちょっと、１年の耐震する件数がこれだとどれだ

けかかるかというのと、あと、空き家、空き家は

今度、町民生活になったんですけれども、多分空

き家の中にも、たくさんそういうところが含まれ

ている、昭和56年ということだと、結構対象にな

っている家があると思うんです。それで、やはり

もうちょっと、これ見ると国庫補助金なんか毎年、

財源が５万円ということなんですけれども、これ

国からとかちょっと補助金がつく可能性というの

はあるのか、今までもあったのか、そこの点、大

きな地震が来たり、空き家が倒れたりという可能

性が出てくることもありますので、ちょっとそこ

を、補助金があったときに一気に進められるとか

あるのか、ちょっとそこの点は質問とさせていた

だきます。 

  それでお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長、宮野です。 

  耐震の補助金の関係でございますけれども、決

算書の24ページの歳入といたしまして、24ページ

の土木費、国庫補助金でございますけれども、住

宅・建築安全ストック形成事業補助金という形で、

先ほど丸山委員さんのほうから５万円ということ

で、２分の１補助となってございます。こちらに

つきましては、今のところ県の、国のほうからも

来年度とかもこういった補助金の制度については

なくなるとか、そういったお話は聞いてございま

せんので、改修工事についても、２分の１、国の

ほうから補助金が出ますので、その国の補助制度

に基づく、また町のほうとしても補助金要綱がご

ざいますので、そちらに基づいて、補助金のほう
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は行っていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 補助金が多くつくというこ

とはあまりないんでしょうか、これから。大体、

大体決まった金額が補助金でつくのか、もう一回、

そこをお聞きします。 

  先ほど、ちょっと質問しそびれちゃった排水路

維持管理に答弁いただいたんですが、市街化調整

区域のところでということで、やはりご答弁でも

いただいたんですが、２回は本当に３回やってい

ただくと本当助かる、２回だと本当に大きくなっ

ちゃうんですよね。まだ、まだ来ない、来ないと

言っていると刈ってくださるんですが、２回が限

界とのことなんですが、市街化調整区域、これ今

お聞きしたところもそうですけれども、結構皆さ

ん、通られるところで、予算難しいかもしれない

んですが、３回というものが、３回だったら、２

回、途中から２回になった気がするんです。もう

随分前の話ですけれども、この３回というのが全

部ではないんですけれども、そういうことをやっ

ていけないのか、ちょっと、もう少しできないか

というところ、ちょっと、もう一回お聞きします。 

  全部一緒に３回、全部のもの対象のところを、

全部は難しいかもしれないけれども、３回のとこ

ろをどこかは入れていく、ここは大きく伸びたと

いうところは刈ってくださっているとご答弁いた

だいているんですけれども、何かそういう、ちょ

っと、もうちょっと刈っていただく町民の声を聞

いてもらえることはできないのか、お聞きします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長、宮野です。 

  耐震の補助金の関係でございますけれども、補

助率は先ほどお話ししたとおり２分の１というこ

とで、あと、今、町のほうで、国のほうに補助金

の要望をしている件数につきましては、令和元年

度につきましては２件ということで、100％の補

助が一応ついているところでございます。ただ、

先ほどお話もあったとおり、ちょっと件数が２件

ということで、町といたしましては当補助制度を

利用していただくため、昨年度におきましては８

月６日と９月６日に役場ロビーおきまして、また、

10月20日には地域防災訓練におきまして、耐震診

断士や耐震改修工事店の協力をいただいて、耐震

リフォーム相談会を３回開催させていただきまし

た。また、宮代の広報みやしろ、それからホーム

ページへの掲載など、それからあと役場窓口での

チラシの配布、それから固定資産税の納付書を送

付する際にも、そういったチラシをお配りさせて

いただいて、できるだけ耐震化率を上げるように

啓発を行っているところでございますので、引き

続きこのような啓発活動をさせていただきながら、

耐震化率アップについて、図っていきたいと思っ

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  排水路の草刈りの件でございますが、現状です

と、先ほどもお答えしたとおり２回、場所によっ

ては３回やっているところもある。基本的考えは

今後もそのような形になると思うんですが、これ、

排水路だけでなんですけれども、町全体の話とし

て、今のご質問受け止めさせていただきたいと思

います。ご要望というんですか、道路も今、現状

で２回、ひどいところ３回と同じ考えで除草のほ

うはやらせていただきますので、地元のほうから

生活にどうしても影響が出るんだという、そうい
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うところがあれば、私どもで把握していない箇所

でそういうのがあれば、ちょっとご要望いただけ

れば、そういうところはちょっと重点的にやるこ

とも検討してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  成果書の165ページのまちづくり建設課の１枚

目のページなんですけれども、まちづくり建設課

では引き続き国や県の補助金を最大限に活用する

ということで、この成果書の中で国の補助金、ま

た県の補助金の事業をちょっと説明していただく

というのと、あと167ページの都市計画道路の整

備事業なんですが、春日部久喜線の町道12号線の

道路の整備が着々と進んでいるんですが、春日部

久喜線、これは主要道路ですね、宮代町の。この

町道第12号線を含め、県道としての変更手続みた

いなのはできないのかどうか。 

  この２点を質問させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課副課長、高橋と申します。よろしくお

願いします。 

  順番ちょっと狂うんですけれども、成果書167

ページの都市計画道路の整備事業の関係でお答え

を申し上げます。 

  現在、町道第12号線、山崎のポンプ場のところ

から、山崎の交差点から姫宮の交差点のところを

整備を進めさせていただいております。今後、春

日部への延伸ということで、その先の町道第252

号線の延伸ということで、春日部市のほうで、北

春日部のほうで区画整理事業をやられていますの

で、そこと併せて延伸を今考えているところで、

それを都市計画決定に基づいて、春日部市と同時

の日付で考えをさせていただいております。 

  また、歳入のほうでお答えを申し上げます。 

  国庫補助金ということで、決算書24ページの国

庫補助金、真ん中のほうに社会資本整備総合交付

金ということで、道路、橋梁と都市計画費の補助

金ということで、社会資本整備総合交付金がそれ

ぞれ載っているところでございます。 

  道路に関しましては、先ほど申し上げました町

道第12号線につきましては、基本的には補助率

50％の補助率です。ただ、補助金のつきぐあいに

よっては、実際三十何％、３割程度しかいただけ

ていないのが事実になっております。それは全国

的な大枠の中で配分する形になりますので、要望

に対しては全てつくという形ではありません。 

  あと、道路に関しては50％が補助率です。あと

は橋梁の補修工事等につきましては55％、一応つ

く形になっておりますが、それも年度によりまし

て、全国的な要求の補助によっては、補助率がそ

れ以下になるという形で、基本は50％であったり

55％であったりということで、補助をいただく申

請をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長の宮野と申します。 

  １点目の国、県の補助事業はというところでご

ざいます。 

  決算書の先ほど出ました24ページの４目の土木

費国庫補助金でございますけれども、こちらに住

宅・建築安全ストック形成事業補助金でございま

す。こちらが、先ほどからちょっとお話が出てご

ざいます成果書の169ページの一般住宅耐震対策

事業、こちらに充当しているところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（山下秋夫君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  国庫補助金というのは、これは国の補助金なの

か、県の補助金なのかちょっとまだ分からないの

でひとつ教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課、高橋と申します。よろしくお願いし

ます。 

  決算書24ページの社会資本整備総合交付金につ

きましては国の補助金ということで、ご理解賜り

たいと思います。 

  すみません、先ほどお話、すみません、続けて

…… 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課副課長、高橋でございます。 

  現在の春日部久喜線、都市計画決定された春日

部久喜線につきましては、県道は現在のところ予

定がございませんので、県道への移管は、予定は

ございません。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 再質問させていただきます。

川野です。 

  ちょっと最初の質問が、ちょっと質問したんで

すけれども、ちょっと私が質問したのとちょっと

答弁が違うのかなと思うんですけれども、国と県

の補助金の頂いている補助金の種類というものを

ちょっと教えていただきたいのと、あと、町道12

号線含め、今、町道になっている町の道路は主要

道路春日部久喜線ということで、この県道として

移行できるような手続みたいなのは考えていない

のかなというふうに質問させていただいたんです

けれども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課副課長、高橋と申します。よろしくお

願いいたします。 

  都市計画道路春日部久喜線につきましては、計

画上、備中岐、和戸のほうまでつながる道路とい

うことで、計画、都市計画道路の決定をさせてい

ただいておりまして、そこで今のルートではなく

て、東粂原のほうを通るルートを今、計画上はあ

ります。それにつきましては、整備につきまして

は、国・県に対して整備要望をさせていただいて

おりますので、別なルートで要望を例年させてい

ただいております。 

  あとは、先ほどの歳入のほうで社会資本整備総

合交付金につきましては、国土交通省所管の地方

公共団体向けの補助金を一括交付して、自由度が

高く創意工夫が生かせる総合的な交付金として頂

いているものでございますので、道路担当として

は道路の整備、ちょっと比較的交通量の多い道路

及び橋梁の補修工事等、あとは長寿命化計画です。

そういったところで使わせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩としたいと思

います。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  それでは質疑をお受けいたします。 

  質疑ありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  決算書の154ページ、真ん中より下の方の都市
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計画マスタープラン761万円、これ今どの程度作

業が進んでいるのでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長の宮野です。 

  こちら、都市計画マスタープランの進捗状況で

ございますけれども、昨年度につきましてはこち

らの都市計画審議会に、決算書の154ページの都

市計画審議会というところ、報酬で都市計画審議

会委員というところがございます。こういった形

で、都市計画審議会を２回開催させていただきま

した。 

  都市計画マスタープランの進捗につきましては、

昨年こちらの業務委託費において、都市計画マス

タープランを作成する際の基礎調査、それからア

ンケート調査、それからワークショップ、まち歩

きですね、それからこちらのマスタープランの素

案づくりという形で、内容を進めてまいりました。 

  素案づくりについて、今現在行っているところ

でございまして、今年度につきましては、来月に

都市計画審議会の開催を考えてございます。10月

初旬ですね。あと年度末、それから10月の後、そ

れから冬、12月にパブリックコメントを予定して

ございます。そのパブリックコメントのほうを終

了しました後、再度２月に２回目の都市計画審議

会を開催させていただいて、諮問させていただい

て、最終的に都市計画マスタープランの作成とい

うような形で考えてございます。 

  それで、今現在、来月10月６日に都市計画審議

会を開催予定でございまして、こちらの資料を作

っているところでございますが、今月末に議員の

皆様のほうにも、そのマスタープランの素案的な

ものをお示ししたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） そうしましたら、来年のプ

ランが完成する、その完成までひっくるめて761

万円なんですか。それとも、また今年度も来年度

も少し予算組む。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野です。 

  令和元年度におきましては、こちらは決算書

154ページにございます761万2,000円が委託料と

なってございます。引き続き令和２年度におきま

しても、今年度作業を進めているところでござい

ますが、578万6,000円、令和２年度の予算といた

しまして委託をさせていただいているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） そうしますと、761万足す

578万で1,330万、これだけの予算をかけてプラン

を作成するわけですか。 

  令和１年度が761万で、翌年に578万円、合計し

て1,330万、これだけの予算をかけてプランをつ

くるということでよろしいんですか。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野です。 

  議員のおっしゃったとおり、昨年度の金額と、

先ほどお話をさせていただいた578万6,000円足し

た金額で作成するということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質問はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。何点か

ご質問させていただきます。よろしくお願いいた

します。 
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  まず、149、150ページの道路維持管理事業なん

ですけれども、これは繰越明許費の6,500万円、

台風19号に伴うということなんですけれども、町

道第17号線と74号線の道路の冠水対策工事なんで

すけれども、これは現在どのような進捗状況にな

っているのか、お示し願いたいと思います。 

  それから、同じく151、152の工事請負費の宮東

地内の町道第18号線については、上程説明のとき

に、これは国庫補助を619万円受けているという

ことなんですけれども、これはなぜ国庫補助が受

けられるのか、その点お尋ねいたします。 

  それから、同じく151、152の道路新設改良費な

んですけれども、不用額が1,443万円で、特に委

託料が269万円、それから公有財産購入費が799万

円とありますけれども、これについてのご説明を

お願いしたいと思います。 

  それから、151、152の下のほうの笠原人道橋の

修理工事、これについては国庫補助がどのぐらい

交付されているのか、その点が第１点。 

  それから、申し訳ありませんが個人的な意見な

んですけれども、あの橋の色がすごい赤の濃い色

なんですよね。何とも子供たちが通る橋にしては

色がどうなのかなと。ふさわしいのかなという感

じするんですけれども、何かあれについては設計、

あるいは工事の関係で、好きなようにやらせたの

かと言うとちょっと語弊がありますけれども、色

は何とかならなかったのかなというふうに思うん

ですけれども、その点申し訳ありませんが、その

点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、153、154ページの関係で、都市計画

総務費で不用額が9,722万円ございますね。これ

についてもご説明お願いしたいと思います。 

  それから、同じく153、154ページの一般住宅耐

震対策事業なんですが、これは前段の議員のとこ

ろでもご説明されました。 

  私は、町の担当としてはよく頑張っているとい

うふうに評価したいんですよ。結果はやはり少な

いとどうしても、少なくてどうなっているんだと

言いたくなるんですけれども、先ほどの説明聞い

て、やっぱり町としては耐震化率アップのために

やっぱり啓発しているし、努力はしていると思う

んですよね。 

  ですから、これについてはまだ87％、1,780件

ということで、道のりは遠いように感じるんです

けれども、これは宮代町のこの87％の水準という

のは、ほかの自治体と比べてどうなのか、その点

１点お尋ねしたいと思います。 

  ですから、先ほど令和元年度で、耐震工事のほ

うはゼロになっていますけれども、令和２年で１

件はあるということで、引き続きまだ期間があり

ますので、努力していただきたいと思うんですけ

れども、先ほどのこの87％という到達点はどうい

う状況なのか、お示し願いたいと思います。 

  それから、153、154ページ、成果書でもあるん

ですけれども、道佛の土地区画整理事業ですね、

これは今年の3月10日付で解散したということな

んですけれども、あと清算業務ということなんで

すけれども、何が残っているんですか。その点１

点お尋ねしたいと思います。 

  それから、156ページの東武動物公園駅西口周

辺整備事業、一方では、これまでの中央通り線の

地権者との用地交渉を進めて、用地買収が完了し

たと言っているんですけれども、もう一方では、

交差点の改良に向けて地権者との用地交渉を行っ

ているけれども、まだ合意に至っていないと。そ

の辺の状況についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく東武動物公園駅東口周辺整備

工事なんですけれども、これは東口駅前広場の整

備ということで、平成29年８月に街路事業の許可

を受けました。これはたしか７年ぐらいでしたか、
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そうするともうあと三、四年しかないわけですよ

ね。 

  私はいつも言っているんですけれども、少なく

ともロータリーはやはり非常に狭く感じるし、皆

さんが特に雨降ったときには困っていますので、

このロータリーについては進めなければいけない

と思うんですけれども、先ほどやはり前段の議員

のときに、この東口の想像図ですよね、これで私

２回目だと思いますよ、榊原町長のときも物すご

いイメージの想像図が出されたことあるんですけ

れども、本当にこういうふうになりますかという、

これはやはりちょっとイメージがオーバー過ぎる

のかなと思いますけれども、それは別にしても、

ロータリーは必要だと思うんですけれども、そう

いった点で、あとこの街路事業、何でもないんで

すけれども、用地買収とか進まなければそれなり

に遅れるんでしょうけれども、この辺はどういう

ふうに考えているのか。 

  それと、この西口周辺整備と東口周辺整備のこ

れまでの国庫補助とか町の財源ですね、内訳、ど

のように決算としてなったのか、それも併せてご

報告をお願いしたいと思います。 

  それと、東口駅前広場の整備なんですけれども、

3,572万円が国庫補助を受けていますけれども、

これ繰越分となっていますが、これについてもご

説明をお願いしたいと思います。 

  それから、157、158ページの排水路維持管理事

業の排水路用地草刈り業務委託料、やはり前段か

らの話が出ていましたが、私はやっぱり草という

のは毎年出てくるんですよ。ですから、２回か３

回かというのはあるんですけれども、やはりそれ

に合わせてきちっとやっていただきたいんですけ

れども、特に要望のあるところは、これは１回き

りじゃないんですよ。草刈ってもまた生えてきて、

できないとそれが残って、今度火災のほうにつな

がるわけですよね。道路の草刈りもそうですけれ

ども、やはりそういう意味でも、よく要望のある

ところについては、特に用水はここを、道路と違

ってしょっちゅう使うわけではないですけれども、

要望のあるところについては、もう前もってやる

というぐらいのことがあっていいのかなと思いま

すが、その点お願いしたいと。 

  それから、これは決算で、しかも県道の話はし

たくないんですけれども、やはり県道というと主

要な道路ですよね。そこのやはり草がもう繁茂し

てすごくて、どことは言いませんけれども、全体

にそういうところがあるんですけれども、やはり

これについてはどういうふうに県のほうには言っ

ているんでしょうか。その点お尋ねをしたいと思

います。 

  それから申し訳ありません、155、156ページの

空き家対策なんですけれども、これはまちづくり

建設課から町民生活課に移っているんですけれど

も、これは現在宮代町全体でどれぐらい件数があ

るのか。先ほども質問がありましたが、どういう

ふうに対応しているのか、それについてももう一

度お尋ねしたいと思います。 

  それから、157、158の下水道費の湛水防除対策

事業で、これは電気料だけなんですけれども、こ

れはご承知のように笠原の関係で、今年度工事や

っていますが、進捗状況ですね、特に夏休みが短

くて、工事のほうも大変だったと思うんですけれ

ども、その辺ちょっとどういう状況なのかだけで

もご報告お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課副課長の高橋です。 

  順番にお答えを申し上げます。 

  まず、道路維持管理事業の繰り越した6,500万
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の関係でございますが、先ほどお尋ねいただいた

とおり17号線、あと74号線ということで、現在、

測量設計中ということで進めておりまして、多分

一般質問のほうでも一部お答えさせていただいた

と思うんですけれども、年度内の完成ということ

で進めさせていただいておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  その中には一応、電柱の移設とか支障物件の移

設で時間がかかるものもあるということで、ご理

解を賜りたいと思います。 

  続きまして、18号線の整備の関係でございます

けれども、こちらにつきましては、成果書で申し

上げますと道路維持管理事業成果書166ページの

中で、国庫支出金619万3,000円ということで、こ

ちらにつきましては先ほど申し上げましたとおり、

社会資本整備総合交付金を頂いております。その

中で、防災・安全に対する項目、メニューがあり

まして、その中で交付金ということで頂いており

ます。 

  ３年度計画で、昨年度３年で無事約１キロ程度

完成いたしました。これにつきましては、事前に

個別施設計画、道路の長寿命化計画でございます

が、そういった計画をもって、そういった資料に

基づいて申請をさせていただいているものでござ

います。 

  同じく、151、152ページの中で、道路新設改良

費の関係でございます。こちらの不用額につきま

しては、役務費89万円不用額、公有財産費不用額

799万2,659円、負担金補助及び交付金85万1,728

円ということで、多額の不用額が出ているという

お話でございますが、こちらにつきましては、都

市計画道路春日部久喜線、町道第12号線の用地買

収が進まなかったことによる、役務費であれば不

動産鑑定料、公有財産購入費であれば道路用地の

購入費、負担金補助及び交付金であれば農地転用

除斥決済金等の残ということで、そういったとこ

ろで不用額が出ております。 

  続きまして、同じ成果書151ページ、152ページ

の橋梁維持管理事業の笠原人道橋の色の関係でご

ざいますが、あちらの色につきましてはかなり明

るいという色でということで、今ご指摘をいただ

いているわけでございますが、当初策定した色が

当初の色ということで、一番最初に造ったときの

色があの色ということで、笠小の色があの色だっ

たということで、もともとなんですけれども、焼

けてきたんですけれども、それに合わせて出した

ので、差異がちょっと出てきてしまっているとい

う、そういうお答えになってしまいます。 

  続きまして、決算書153ページ、154ページの不

用額の関係でございますけれども…… 

〔「人道橋の国庫補助」と言う人あり〕 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） 申し訳

ございません。 

  人道橋に関わる国庫補助につきましては、笠原

人道橋は橋梁長寿命化修繕ということで、645万

8,000円を国のほうから頂いてございます。 

  続きまして、決算書153ページ、154ページのほ

うの不用額の多さということでご指摘をいただい

た点につきましては、こちらが大きなものを上げ

させていただくと、西口整備事業費の用地買収が

進まなかったことによる、需用費のほうでは印紙

代であるとか、役務費のほうでは不動産登記鑑定

料、公有財産購入費では用地購入費、あとは賠償

等のお金の金額ということで補償費の残というこ

とで、西口に関するものが比較的東口より多いこ

とが挙げられます。 

  あと、続きまして、成果書155、156ページの西

口の交渉の関係でございます。 

  こちらにつきましては、中央通り線と県道春日

部久喜線が交わるところのお家の関係でございま
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すけれども、個人的な情報もありますので限られ

たところでしかお話はできませんが、最近８月頃、

一応コンタクトというんですか、買う買わないと

かではなくてお話ができましたので、今ちょっと

間が空いてしまったんですが、再度お話を進めさ

せていただいているところでございます。 

  続きまして、東口の関係になります。 

  駅前広場の事業につきましては、先ほどお話し

いただいたように事業認可を平成29年８月４日に

いただいて、事業期間というのは平成29年から令

和５年ということで、完了するのかということで

ございますが、町道第12号線も同じような形にな

るんですが、用地買収に伴うものということで、

令和５年に終わるかどうかというのは、ちょっと

延びる可能性があるということでご理解を賜りた

いと思います。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長、石塚でございます。 

  東武動物公園駅の東西口の国庫補助金等の財源

の内訳についてご説明申し上げます。 

  東武動物公園の東西口についてはまだ事業が完

了しておりませんので、決算ベースでの正確な数

字は出しておりませんが、当初の事業計画ベース

での数字としてご理解をいただきたいと思います。 

  まず、東武動物公園駅の西口につきましては、

全体事業費は19億円でございます。内訳といたし

ましては、国庫補助金が50％の補助でございます

ので、全体に補助金がつくわけではこの事業はご

ざいませんが、国が６億円、町が４億円、東武鉄

道が10億円で合計19億円となっております。 

  また、東武動物公園駅の東口につきましては、

駅前広場の事業でございますので、これは全て国

庫補助対象になりますので、事業費といたしまし

ては18億円が総合計でございます。そのうち、９

億円が国庫補助、残りが町になるんですが、杉戸

町のほうから、全体事業費から国庫補助金を除い

た残りの額の２割をご負担いただくことになって

おりますので、杉戸町から1.8億円、宮代町がそ

の残りの7.2億円で合計18億円で、今事業を進め

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課副課長、高橋と申します。 

  続きまして、決算書157、158の東武動物公園駅

東口周辺整備事業の平成30年度の繰越しにつきま

しては、個人の方と、あとお店のほうの用地買収

と支障物件の移転費が主なものでございます。 

  なお、工事費につきましては、購入した土地の

ところに防護柵であったり進入防止の柵を造った

りということで、そういったもので支出しており

ます。 

  道路担当で最後の質問になると思うんですが、

草刈りのほうにつきましては、言われるように県

道なんですけれども、先日もちょうど和戸の辺り

がありまして、草がかなり生えていたということ

で、道路相談のほうに直接町のほうから出向きま

してお願いしたところ、昨日から和戸の通学路の

方面とか草刈りをしていただいておりますので、

なかなか今年は草が生える時期とか期間、長さが

あれなんですけれども、直接県土のほうに行って

申し出て、施工管理だったり道路相談のほうに出

向きまして、お話をして依頼をさせていただいて

おります。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課副課長、宮野です。 

  耐震の関係の耐震化率が近隣の自治体がどのく



－２１５－ 

らいなのかという質問でございますが、28年３月

末現在の数値でございますけれども、近隣市町村

として、杉戸町のほうが83％、白岡市91％、久喜

市88.9％、春日部市81％でございます。 

  続きまして、区画整理の清算業務がどのように

なっているのかというご質問でございますけれど

も、令和元年度におきまして、清算金のほうが約

390万円ほど８名の方から徴収させていただいて

ございます。そして、令和２年度、今年度でござ

いますけれども、残り５名となりまして、今年の

７月に約130万円ほどですね、清算の徴収のほう

が全て終了してございます。 

  ですので、清算業務につきましては、令和２年

７月をもって終了となっているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  決算書の157、158ページの排水路維持管理事業

の用地の草刈りの業務についてでございますが、

草刈りにつきましては、地元から要望のあった箇

所につきましては、その要望があった年度に草刈

りをするようにしております。次年度以降につき

ましても、一度要望のあった箇所というのは計画

に入れております。 

  あと、同じく157、158ページの湛水防除対策事

業でございますが、こちらは繰越ししております。

この３月に補正予算のほうをご承認いただきまし

て、5,052万9,000円ほど頂きまして今、業務をし

ているところでございます。 

  まず、事業の経過でございますが、４月30日に、

まず浸水対策工事に係る実施設計の業務委託を発

注いたしまして、これはもう完了しております。 

  次に、排水ポンプを運搬するトラックを７月29

日に購入しております。あと排水ポンプ３台、こ

ちらも７月29日に購入済みでございます。ホース

のほうも９月14日納品済みでございます。 

  工事のほうなんですが、８月３日に契約をいた

しまして、伊草建設株式会社、こちらが1,254万

円で落札しておりまして、今工事のほうを進めて

おります。 

  工事の内容は、当初お知らせしたものとちょっ

と変更になりまして、グラウンドの下に管を通す

ということで、大きめの管を、400ぐらいの管を

グラウンドの下に布設して、その上にボックスカ

ルバートか何かでカバーするような設計でござい

ましたので、それを実施設計の中で詳細に検討し

た結果、ポリ塩化ビニル管という柔軟性のある、

よく下水道とか水道管で使うような管なんですが、

その150ミリ、15センチの管を２つ並べまして、

それを笠原沼落に排水するというような形を取ら

せていただいております。 

  現在の進捗でございますが、管の埋設はもう全

て完了しております。学校とのお約束で、運動会

が始まる前に終わらせてくれということでしたの

で、それは約束どおりもう終わらせております。 

  今、はけ口となる笠原沼落の吐き出し部分です

ね、そこの護岸というのは、洗掘されないように

蛇籠というものを並べる工事をやるんですが、そ

の仮締切りをやって、多分今日あたりもその蛇籠

工事に着手しているかと思います。 

  あと残っている工事は、商工会から笠原小学校

に向かう道の横の第５排水路から水を汲み上げる

ますを造るわけなんですが、こちらのますが特殊

な形状をしておりますので、今、千葉のほうの工

場で製作しておりまして、それも完成したという

連絡がございましたので、それが納品されたら排

水路の脇を掘削して、それを設置して完了となり

ます。 
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  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野と申します。 

  空き家の状況というご質問がありました。 

  住宅土地統計調査の中で、平成30年の空き家の

数の資料ですけれども、670件となってございま

す。 

〔「戸だよ」と言う人あり〕 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） ごめん

なさい、670戸となっております。 

  それで、住宅総数が１万4,250でございますの

で、率といたしまして4.7％ということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございます。 

  それでは再質問させていただきます。 

  149、150ページの道路維持管理事業についての

繰越明許については分かりました。 

  それから、町道第18号線の整備についての国庫

補助の受けたことについても分かりました。この

個別寿命化計画の補助金というのは随分大きいな

というふうに感じましたが、分かりました。 

  それから、３目の151、152の道路新設改良費の

不用額なんですけれども、私はなぜいつも不用額

について聞くかというと、予算との関係でどうだ

ったのか、過大な見積りだったのか、それとも単

なる工事の、それから単価が変わったりいろいろ

するものですから、その理由をという意味でしつ

こく聞くんですけれども、先ほどこの件について

は委託料と公有財産の購入費の説明を聞いたんで

すけれども、これについてはどうなんでしょうか。

もう一度、単なる用地交渉が進まなかったとか、

それだと理由にならないですよ。いろいろあるん

でしょう、それなりの不用額の理由が。その点に

ついて、ここについてはお願いしたいと思います。 

  それから、151、152の笠原人道橋の補修工事で

すよね。なるほど、言われるとそういう考えだっ

たのかなというような、そうすると、こちらから

笠原人道橋の色についても、町のほうからこうい

う色にしてくれというふうに言ったわけですよね。

そういうふうに言われればそうかなという感じな

んですけれども、私は橋なんで、そこまで見てい

るのかなという思いしているんですけれども。 

  ここは個人的な私見で申し訳ないんですけれど

も、もっと爽やかな色にしたらどうなのかなとい

う気がしますね。子供たちが通う、また通る橋で

すので、これはもう今から言ってもしようがない

んだと思うんですけれども、いろんな橋も腐食す

るじゃないですか、そういう意味からもああいう

色になってしまったのかなと思うんですけれども、

私としてはもっと爽やかな。 

  東武動物公園に行く橋というのは、あれは何と

いう橋でしたか。 

〔「蓮谷橋」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） 蓮谷橋。あれは関係ないで

すよね。 

  ですからもう少し、これはもう遅いんですけれ

ども、もう少し爽やかな色にしていただきたかっ

たということで、これは要望になりますけれども、

次回というとまた相当後になりますので、その点

お願いしたいと思います。 

  それから、153、154ページの都市計画総務費で

不用額なんですけれども、これもやっぱり用地買

収が単なる済まなかったというようなことなんで

すけれども、そういった点ではどうなんでしょう

か。 

  特に、先ほど合意には至っていないということ

なんですけれども、そうすると、特にあそこの交
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差点については支障はないんでしょうか。一定程

度の幅もありますし、そういった点では心配はな

いと思うんですけれども、やはりこれは町のほう

も、相手がいることですから大変だと思うんです

けれども、やはりそういった点ではどうなのかな

というふうに思いますので、これは引き続き努力

していただくしかないんですけれども、これは初

めから町としての計画があっての事業ですから、

そういった点ではどうなのかなというふうに思い

ますので、その点もう一度お願いしたいと思いま

す。 

  それから、153、154の一般住宅耐震対策事業な

んですが、近隣の状況も伺いました。そういう状

況なのかというふうに思いますけれども、これも

ぜひ、先ほども言いましたが、引き続き住民には

あらゆる機会に啓発をしていただいて、耐震化率

のアップを図っていただきたいと。これは結構で

ございます。 

  それから、153、154ページの土地区画整理推進

事業については分かりました。そうすると、もう

これで土地区画整理事業については完全に終わっ

たわけですよね。そういうふうに理解していいと

いうことで、そういうことであれば結構でござい

ます。 

  それから、157、158の県内全域の排水路用地の

除草、樹木の消毒等々なんですけれども、これに

ついては分かりました。毎年毎年要望に行かなけ

ればいけないのかということもありますし、そう

いった点では、要望のあったところは次年度につ

いても計画に入れているということで、分かりま

した。ぜひお願いしたいと思います。 

  それから、157、158ページの湛水防除対策事業

に関わっての今年度の中での状況なんですけれど

も、そうしますとあとは蛇籠の工事というだけと

いうことなんですけれども、これは大きな台風が

来たとすれば、このポンプだとか、ずっとこの間

工事は進めているんですけれども、最終的なチェ

ックというのはいつ頃になるんでしょうか。それ

と、最終的にはいつから稼働するのか。その点に

ついてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、県道の関係なんですけれども、先ほ

ど和戸の話が答弁がありました。 

  私は、どうも出身が北海道なものですから、北

海道というと国は開発局、県道に関わるのが道道

ですか、北海道道、道道ということで、土木現業

所がやるんですよ。 

  北海道はどうしても観光の、北海道全体が観光

のところなので、そういう点ではもう徹底してい

るんですよ。ここ宮代、町内もそう、ほかもそう

なんですけれども、全然草がぼうぼうでも平気。

私は本当におかしいなと思っているんですよ。 

  ですから、宮代は観光地でも何でもないかもし

れないけれども、やはり草が物すごい繁茂で、特

に高校生なんか通学路にもなっているわけですよ

ね。やはりそういった点ではきちっとやってほし

いと。これが住人が言わなければやってもらえな

いのか、もう苦情が来るまで待つのか。ですから、

これは県道だけれども、宮代町民からすれば、町

のほうでもどんどん言っていただいたほうがいい

と思います。 

  先ほど、どことは言いませんけれども、特に農

協から向こうなんかひどいですよね、見ていて。

私はぜひこれは定期的に、町もパトロールしてい

るんでしょうから、そういった点では県のほうで

はそういうふうにパトロールもできていないので

あれば、町としてこういうふうに見てきましたの

でぜひ、困るのは町民ですから、県土事務所から

すれば県道かもしれませんけれども、町民が困る

わけですから、そういった点ではぜひ要求なんか

は、こちらでぜひお願いしたいなと。結局はそれ
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は町道にも跳ね返ってきますので、ぜひお願いし

たいと思います。その点もう一度お願いしたいと

思います。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入ります。 

 

休憩 午後１２時０５分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、午前中に引き

続き質疑を行います。 

  丸藤議員に対しての答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野と申します。 

  成果書170ページの土地区画整理推進事業の関

係で、先ほど丸藤議員さんのほうから、道佛土地

区画整理事業につきましては全て終わったという

ようなお話があったんですが、その件について、

ちょっと補足して説明させていただきます。 

  先ほど私のほうで、清算金の徴収業務につきま

しては、組合員さんから頂く清算金の徴収業務に

つきましては、令和２年の、今年の７月に終了し

ているというお話をさせていただいたところです

けれども、あとは、残務処理というか、事務とし

て記念誌、組合、道佛地区の区画整理事業が完成

したことによる記念誌の発行とか、あとは最終的

な財産処分の事務処理、こういった残務処理がま

だ若干残っておりまして、今、一応年内中に全て

終了というような予定で事業を進めているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（高橋正巳君） まちづ

くり建設課副課長、高橋です。 

  先ほどのご質問につきましてお答え申し上げま

す。 

  決算書151ページ、152ページにかけての道路新

設改良費の中の都市計画道路整備事業の関係の不

用額のほうでお尋ねを、ご質問をいただきました

けれども、成果書の167ページにもございますよ

うに、昨年度、道路用地の購入実績ということで

396.58平米を購入することができました。ちなみ

に30年度は74.23平米ということで、こちらにつ

きましては、土地をお持ちの方との交渉というこ

とで、相手の交渉のお話の中で、進んでいく中で

不用額が出てしまったということでご理解をいた

だきたいと思います。 

  あと、人道橋のほうの色の関係でございますが、

こちらのほうにつきましては、当初の色というこ

とで、かなり笠原小学校本体自体の色もあせてし

まったのですが、当初の色ということで、ああい

う少し明るめの色にさせていただいているところ

でございます。 

  続きまして、決算書でいいますと153ページ、

154ページの中で、不用額の多さが西口の関係で

……西口整備事業の関係で、交差点の関係でとい

うお話をさせていただいたと思うんですけれども、

主要通り線からちょうど役場の前の道が94号線と

いうことになるんですけれども、そのところの線

形が合わないということで、交差点のほうの改良

のために用地が必要となったわけでございまして、

こちらのほうも買収のほうの努力をさせていただ

きましたが、契約に至らなかったということで不

用額が出ておりますが、年度を越しての、年度内

での購入に至らなかったということで、不用額が

出てしまったということでご理解いただきたいと

思います。 

  あと、草刈りの関係でございますが、先ほどお

話をいただいたように、特に通学路の関係の繁茂
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が、雑草が激しくて生えているところにつきまし

ては、その都度、杉戸県土事務所なりに連絡を密

にし、早急な草刈りを依頼するようにさせていた

だきますので、ご理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  ３月補正でいただきました湛水防除対策事業の

今現在行っております笠原地区浸水対策工事の最

終確認はいつ頃かというご質問でございますが、

今月いっぱいで残っている工事のはけ口の蛇籠の

工事と、あと、汲み上げの、第５排水路からのま

すの設置工事が終わる予定ですので、10月の頭に

通水テストを実施したいと考えております。また、

今の状況でも大雨が来た場合にはポンプを稼働す

ることも可能でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） いいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  もうほとんど出尽くしちゃったんで、答弁が求

められていない事業で１点質問、それから既に答

弁があって、なお確認したい事項がありますので、

その点、それだけお願いいたします。 

  まず、質問は、公園等の環境管理事業の中の公

園管理協定に関する質問になります。そこの趣旨

については十分理解をしているわけですが、実際

に、この公園管理協定を締結している地区自治会

数、その対象になってくる地区自治会数、まずそ

の数字だけ教えてください。 

  決算上は、報奨金が18万円、トータルで出てい

ますけれども、そこらあたりについて、なお再質

問をしたいと思います。お願いします。 

  それから、確認は、排水路の関係の答弁で、排

水路維持管理の答弁で、それは細かいことで申し

訳ないんですけれども、宮代台を通っている姥ケ

谷落、これについての除草を年２回行っておりま

すというお話があったんですが、実は、この姥ケ

谷落の通路を含めて西側水路、北側水路、これら

については、春秋の大掃除の中で除草を行ってい

るんであって、本当に町のほうでこの除草を年２

回行っているのか、確認のために伺います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野です。 

  成果書172ページ、公園等環境管理事業で地元

主体との維持管理ということで、協定を結んでい

るところが何地区かというご質問でございますけ

れども、全部で14地区となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野と申します。 

  対象地区につきましては、姫宮北団地、姫宮南

団地地区、西原団地地区、金原地区、こちら川端

１、２、３、姫川町１、２、こちら川端広場の維

持管理となってございます。松ノ木島地区、中須

地区、弁天桜木町内会、新道集会所管理運営委員

会、こちら新道児童公園になってございます。あ

と、宮代学園台地区、和戸町内会、ディアコート

宮代、桃山台地区、以上となってございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  排水路維持管理事業の姥ケ谷の除草でございま

すが、先ほど私の答弁で宮代台と答弁いたしまし
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たが、ちょっと位置的に分かりやすいので宮代台

という言葉、位置を使わせていただいたんですけ

れども、宮代台を通っている姥ケ谷落の右岸側と

いうんですかね、国納側の除草工事をやっており

ます。宮代台団地内を通っている姥ケ谷落につき

ましては、自治会さんのほうでやっていただいて

いることは認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  排水路の関係は分かりました。 

  それで、今、14地区がこの公園管理協定を結ん

でいるということで、私は細かいところを聞く気

持ちはなかったんですが、実際に、この管理協定

を締結する対象がどれぐらいあるかということを

まず求めたんです。公園のない地区もありますか

ら、そういうところは対象から外れるんじゃない

かと思いますけれども、その対象地区、いや、全

部ですよと言われれば、それで構わないんですが、

地区数は全部で77ぐらいあるんだよね、たしかね。 

  それで、報奨金がさっき言いましたように18万

6,000円、トータルで、しか出ていないんですよ

ね。それで、実際協定を結んだ地区がどういうこ

とをするかというのは左側に、町はどういうこと

をするのかというのは右側に簡潔に書かれている

わけですけれども、実際にこの報奨金を含めて、

あるいは報奨金を超える費用支出があった場合、

持ち出しになるわけですけれども、そういう面で

締結している地区から、あるいは自治会から問題

の指摘というのはこれまでなかったのか。もうか

なりこれ最初の協定開始から時間が経過している

わけですけれども、その点についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（宮野輝彦君） まちづ

くり建設課、宮野と申します。 

  こちら対象自治会数ということに関しましては、

大変申し訳ないんですけれども、基本的には、先

ほど委員さん言われたとおり、公園のある地区の

地区が協定の対象地区というような形になるとい

うふうに考えております。ただ、ちょっと対象地

区数が全部で幾つなのかということに関しては、

ちょっと今、数字を持っておりませんので、ご理

解いただきたいと思います。 

  自治会のほうから、協定を結んでいる自治会の

ほうからそういったお話があるのかどうかという

お話ですけれども、やはり先ほど前段でもござい

ましたとおり、草刈り等についてちょっとご相談

を受けたりするということは、負担について、そ

ういったようなことについてはお話があったとい

うことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  公園が小規模あるいは中規模レベルであれば、

この管理協定を締結してやるというのは妥当だと

思うんですが、大規模な公園を持っているところ

というのは、所詮住民の力ではいかんともし難い

んで、シルバーに頼むとかということになれば、

はるかにこれオーバーする金額です。 

  報奨金の算出の仕方というのは決まっています

から、それで実際どれぐらい必要なのかというの

は当然試算するわけですけれども、大規模な公園

を抱えるところというのは、ちょっと割が合わな

いというか、かなりのやっぱり持ち出しになっち

ゃうんです。だから、協定を締結しないという。 

  それで、町に年２回除草していただくという形

になるんですが、そういう各地区、自治会でどう

いう公園を抱えていらっしゃるかということで、

これでよしとするんであれば、それでいいんです
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が、そうでないところでかなり協定を結んでいな

いところもやっぱりあると思うんで、これからこ

れを拡大するということもなかなか難しいと思う

んで、実際、私どもが考えるに当たって、確かに

もうこの制度はいいんですけれども、やはり一定

の規模以上のやつは単価を上げるなりちょっとし

ないと、締結するまでは持っていけないというふ

うに思っているんですが、全体でこれ18万5,000

円しか出ていないんですよね。6,000円しか。こ

の点について、最後にお伺いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。 

  公園管理協定につきましては、平成21年度から

実施しておりますので、既に12年ほどたっており

ます。この公園管理報奨金ができた内容というか、

背景といたしましては、基本的には町の公園です

から、町が除草等を行うのは当然のことだと思っ

ております。 

  当時は、町が除草等を全て行っていた公園と、

この公園管理協定は結ぶ前なんですけれども、地

元の自治会で草刈りとか仮剪定などは自主的にボ

ランティアで行っていただいているところが幾つ

かございました。 

  当時、私も担当しておりましたので、町が、町

の公園だから町が全てやるということではなくて、

地元の意向を踏まえて、地元が積極的に管理をい

ただいているということに対しては、何らかの報

奨というか、お手伝いをさせていただきたいとい

うことで始まったのがそもそものこの報奨金でご

ざいます。 

  そのために、西村委員さんおっしゃるように、

大きな公園は、当然管理が大変になりますので、

なかなか地域としても持ち切れないというのがご

ざいますので、当初からそういう大きな公園や広

場につきましては、どうしても自治会のほうでや

るよということでお話をいただければ対象にはし

ておりましたが、基本的には自治会で管理できる

公園を対象に行っております。 

  そのため、学園台の自治体などは、全ての公園、

広場ではなくて、一部の公園について協定を結ん

でいらっしゃいます。それはほかの自治会も同じ

でございます。 

  ですので、そもそも報奨金が出た趣旨といたし

ましては、町としては何もお出ししていなかった、

支援できなかった部分を少しでもご支援ができれ

ばということで、当初は軍手や、もしくは飲物代

などに充てていただきたいという趣旨、それに加

えて、各地区でごみの、指定袋にもなりましたの

で、その指定袋の配布などについて支援をさせて

いただいているということですので、除草作業全

般について、その費用を町が補助しているという

趣旨ではまずございませんので、そこをご理解い

ただきたいと思います。 

  ただし、10年以上がたちまして、当時の状況と

は、自治会の構成員の方の年齢層も大きく変わっ

てきておりまして、確かに自治会の組織自体が高

齢化も進んでいるような状況で、当時とは体力的

にも違ってきているというのは、ほかの幾つかの

自治会さんからもお話をいただいておりますので、

見直しの時期にあるのかなというふうには思って

おります。 

  その点も踏まえて、今後、早期に検討はさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんね。 

  ないようですので、以上でまちづくり建設課の
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質疑を終了いたします。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時２７分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開いたしま

す。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより教育委員会の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○教育長（中村敏明君） こんにちは。 

  教育長の中村でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○教育推進課長（大場崇明君） こんにちは。 

  教育推進課長の大場でございます。よろしくお

願いいたします。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

こんにちは。 

  学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越と申し

ます。よろしくお願いします。 

○生涯学習室長（飯山 武君） こんにちは。 

  生涯学習室長の飯山と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） こんにちは。 

  教育総務担当の青栁と申します。よろしくお願

いいたします。 

○教育推進課主幹（小島英樹君） お世話になりま

す。 

  学校教育担当、小島です。よろしくお願いしま

す。 

○教育推進課主幹（青木 豊君） よろしくお願い

します。文化財保護担当、青木と申します。よろ

しくお願いします。 

○教育推進課指導主事（加藤裕一君） こんにちは。 

  学校教育担当の加藤です。よろしくお願いいた

します。 

○教育推進課指導主事（鵜川裕介君） こんにちは。 

  学校教育担当、鵜川でございます。よろしくお

願いいたします。 

○教育総務担当主査（加藤正久君） こんにちは。 

  教育総務担当主査の加藤です。よろしくお願い

します。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）

 こんにちは。 

  生涯学習・スポーツ振興担当の川﨑と申します。

よろしくお願いいたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主任（大越一範君）

 こんにちは。 

  生涯学習・スポーツ振興担当の大越と申します。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては、所属、氏名を述

べていただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  それでは、質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ７点質問をさせていただきます。 

  決算書164ページ、成果書174ページ、小中学校

適正配置事業についてです。群馬県の甘楽町での

研修での詳細を教えてください。あと、委員の方

の感想などもお伺いしたいと思います。 

  ２問目、決算書166ページ、成果書177ページで

す。交通安全防犯対策事業について、スクールガ

ードの方々へのボランティア保険などには入って

いるのか、その辺、教えてください。 
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  ３問目、決算書177ページ、子ども110番の家は、

どのように募集をしているのでしょうか。また、

子供たちへの周知はどのようにされているのかお

伺いいたします。 

  ４問目、不登校対策事業について、決算書166

ページ、成果書178ページです。こちら町独自の

ボランティア相談員も配置をいただいているとの

ことで、ご配慮ありがとうございます。さわやか

相談室では、教室以外で生徒の居場所になってい

たり、保護者の相談できる場所として実施をされ

ていると思いますが、そこで子供たちの話に耳を

傾けて登校ができるようにということで、具体的

にどのような支援をしているのか教えてください。 

  ５問目です。決算書166ページ、成果書178ペー

ジ、小中一貫教育推進事業についてです。８節の

報奨金は、外国語の補助員の方のものでしょうか。

それと、小中学生が一緒に学ぶ機会はどれくらい

確保しているのでしょうか。 

  もう１点、中１ギャップの解消につなげること

ができたということですが、どのようなことがで

きたのか詳しくお伺いいたします。 

  ６点目です。決算書176ページ、成果書182ペー

ジ、小学校学力向上推進事業についてです。非常

勤講師の配置により、少人数指導できめ細やかな

指導をいただいているとありますが、具体的にど

のくらい時間、いつ、どのようにされているのか

教えてください。 

  最後になります。決算書184ページ、成果書186

ページ、人権教育推進事業についてです。人権作

文などで児童生徒一人一人が人権問題について考

える機会になったとありますが、例えば夏休みの

宿題で人権作文などが出ていたと思うんですけれ

ども、子供も、保護者からも何と説明していいの

か分からないという話をよく聞いております。 

  私は、人権は特別なものでなくて、どんな人で

も尊重されて大切にされなければいけないという、

本当に基本的な誰でも知っていてほしいと思うこ

となんですけれども、自分とはちょっとかけ離れ

た、何か人権問題というと、何かそういうイメー

ジがあるのかなと思う印象を受けるので、その辺

をどのように考えて、身近に感じてもらうように

どのようにしているのかお聞かせください。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  １点目の適正配置事業の甘楽町の視察研修の内

容についてお答え申し上げます。 

  視察研修につきましては、令和２年２月14日に

実施をいたしまして、群馬県の甘楽町に審議会の

委員と事務局で視察研修を行いました。甘楽町に

つきましても、中学生を３校から段階的に１校に

再編したということがありましたので、その事例

を聞きに伺ったということでございます。 

  実際の研修先では、事前にあらかじめ質疑をお

送りさせていただきまして、その当時の教育委員

会の方々ですとか、その方と審議会の委員の皆様

で意見交換、質疑を行いまして、再編に至るまで

の背景ですとか、あとは実際にどういう手続、段

取りといいますか、それで進めたのかというよう

な意見交換を行いました。 

  その後、実際に１校に、新設校なんですけれど

も、実際に新設された小学校、学校のほうに行き

まして、そこの校舎ですとか、あとは体育館が防

災機能を有している体育館ということで、実際に

その体育館のほう等も現場を見させていただきま

して、そこでの実際に防災機能ですとか、食堂な

んかが、体育館には、災害になったときには住民

の方が一堂に、避難所としてもちろん開設される
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んですけれども、そのときに、その学校では食堂

なんかが１か所で全員のお子さん、子供たちが集

まって食べられるような食堂を完備しているとい

うことで、そういったところがいざ避難所となっ

たときには、被災された皆さんが集まってそこで

食事がとれるような機能を有しているとか、そう

いった具体的な現場の確認などを行いました。 

  甘楽町につきましては、３校から１校というこ

とだったんですけれども、やはり山間部というこ

ともありまして、都市部と実際には山間地域でか

なり生徒数の偏りがありましたので、一概に宮代

町と全てがもう一致するかと言われれば、そうい

うわけではないんですけれども、そういった背景

があるような話を伺いました。 

  委員の皆様からは、特に視察された実際の建物

などが大変参考になったですとか、あとは、実際

に部活動の取組なんかも活発化したようなお話が

聞けて参考になったというような感想をいただい

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

それでは、学校教育担当の塚越と申します。 

  まず、決算書の166ページ、成果書の177ページ

のスクールガードのボランティア保険のことです

けれども、こちらのほうはボランティア活動保険

というものに入っておりまして、大体の人数で、

今年度、これぐらい活動していただけるかなとい

う人数のものを保険のほうに加入をしております。

１年契約のもので入っております。 

  続いて、成果書の177ページ、110番の募集、子

供への周知についてでございますけれども、募集

につきましては、各学校ごとに地域の方々に学校

だより等や改めての文章等を通じまして、協力へ

のお願いをしております。 

  また、子供たちにつきましては、年度当初等に

子供たちの下校のタイミングの中で、こういった

場所があるということでお話をしながら、また看

板についても、こういう看板があるうちについて、

110番の家で、何かあった場合には、そちらのほ

うに助けを求めたりというようなことで各学校で

お話をしているところです。 

  続きまして、決算書166ページ、成果書178ペー

ジのボランティア相談員につきまして、ボランテ

ィア相談員、さわやか相談室につきまして、具体

的な支援をということですけれども、こちらのほ

う、やはりなかなか教室に入るというものが難し

いお子さんたちがこちらのほうの教室に通ってい

るということが多いです。 

  そのために、一律にこういったものをというこ

とで指導をしているわけではなくて、その子供た

ちに合わせて指導をしています。例えば実際に学

習を進めたりでありますとか、やはり子供たちの

気持ちといいますか、心持ちを和らげるための活

動をしたりとか、そういったことをしながら、そ

の子、その子に合わせてさわやか相談員やボラン

ティア相談員、あと学習支援員という者がおりま

すので、その者たちが状況を見ながら対応してい

るというところでございます。 

  続きまして、決算書166ページ、それから成果

書178ページの小中一貫教育についてでございま

す。こちら講師の謝金というものにつきましては、

小中一貫推進委員という方がいらっしゃいまして、

その方々が、年２回の推進委員会というものがあ

りまして、一般で公募されている方につきまして

謝金を出しているものになっております。 

  それから、２つ目の小中一貫の成果でよろしい

んでしょうか。 

  すみませんでした。一緒に学ぶ機会ということ

ですけれども、学ぶという、改めてこの授業を、
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何かをするということではなくて、例えば朝のあ

いさつ活動を中学生が小学校に赴いて一緒に活動

したりでありますとか、こちら成果書の179ペー

ジにありますが、英語教育の推進ということで、

年１回、各中学校区ごとに英語での交流会を行っ

ております。 

  具体的には、こちら中学２年生と小学６年生が

それぞれ体育館のほうに集まりまして、英語での

交流会を行っております。こちらのほう、基本は

郷土の偉人、島村盛助さんを顕彰する会というふ

うになっておるんですが、英語の活動を通じなが

ら交流し、共に学ぶという場を設けております。 

  それから、中１ギャップにつきましては、各中

学校区ごとに生徒指導等の一貫したプランをつく

りまして、あいさつ運動についてでありますとか、

そういったものを共通した取組をつくりまして、

子供たちが小学校から中学校に行ったときに、同

じような取組で生活ができるというような形のプ

ランをそれぞれの中学校区ごとにつくっておりま

して、そういった小学校から中学校に行ったとき

のギャップをなるべくなくすというような取組を

それぞれの中学校区ごとの教員同士で話をしなが

ら進めているところでございます。 

  それから、決算書の177、それから……すみま

せん、10款ですね。失礼しました。176、それか

ら成果書が182ページ、学力向上非常勤講師のほ

うですけれども、これは各学校ごとに２名配置し

ておりまして、月曜日から金曜日まで、この方々、

先生方に入っていただいております。時間も１日

7.5時間ということですので、基本的に朝から放

課後まで子供たちの指導に当たっていただいてお

ります。 

  どのようにということですけれども、基本的に

は担任と一緒に授業に入りまして、いわゆるＴＴ

と言われるものを行っておりまして、担任主導の

授業の中で、この非常勤講師の先生が子供たちの

サポートに入るというような形で取り組んでいる

ことが主になっております。また、場合によって

は、１つのクラスを２つに分けて、担任とこちら

のほうで指導をするという場面もあるということ

になっております。 

  続きまして、決算書184ページ、成果書が186ペ

ージ、人権教育につきまして、委員おっしゃると

おり、やはりどの人も尊重されるということをメ

インに進めているところでございます。子供たち

にも改めて、もちろん作文を書く場面では、どの

ような書き方があるのかという指導はしています

が、人権につきましては、どの人にも、どの人も

尊重される、みんなが同じように生活できる、み

んながみんなすばらしいものなんだということを

常に指導しながら進めているところです。 

  ですので、取り立てて作文を書く場合には指導

する場面もありますが、日頃からこちらの人権に

つきましては、事あるごとに子供たちにそういっ

た対応をしていくようにというようなことで指導

をしているところでございます。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。どうもありがと

うございます。 

  １問目から再質問をさせていただきます。 

  小中学校適正配置の視察の件なんですけれども、

こちらの甘楽町に行ってみて、３校から１校にな

ったということでの、山間部ということで状況も

違うと思うんですけれども、宮代町でもこういう

考えになっているという、１校にするということ

が前提になっているのかとか、もう一度お伺いさ

せてください。 

  ２点目なんですけれども、スクールガードの

方々が300人ぐらいいらっしゃいまして、こちら
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の皆さん、ボランティア保険に入られていて、謝

金のようなものはないということで、暑い中、と

ても大変な状況の中、本当にお世話になっており

まして、いつも本当にボランティアでされている

ことに皆さん、感謝をしております。 

  それで、途中で皆さん、徒歩で行き帰りされて

いるので、高齢の方も多いので、急に具合が悪く

なったりとか、そういうことも心配になっていた

んですけれども、保険に入っているからいいとい

うことではないんですが、入っているということ

を聞いて安心しました。 

  それで、スクールガードの方々のケアといいま

すか、そういうことも少し考えていただくことは

できるのかというのをもう一度伺いたいと思いま

す。 

  ３点目なんですけれども、子ども110番の家と

いうことで、子供たちも登下校のときにそれを承

知しているということで安心いたしました。 

  ４点目なんですけれども、教室に入るのが難し

い子たちの一人一人に合わせて対応いただいてい

るということで、成果のところに登校ができたと

いうことがあったので、その辺を、どういうこと

なのかというのをもう一度ちょっとお伺いをした

いと思います。 

  ５点目なんですけれども、あいさつ活動を通し

て小中一貫の交流で、あまり中学に行ったときに

状況が変わらないように配慮をしているというこ

とで承知をいたしました。あと、英語活動で交流

をということで、もっと交流する時間があるとい

いなと思ったんですけれども、この辺が小中一貫

教育の講師の方もいらっしゃるということで、そ

の辺はどのようにあいさつ以外に考えているのか

ということをもう一度お伺いいたします。 

  ６点目なんですけれども、小学校の学力向上推

進事業ということで、各学校２名の非常勤講師の

方が月曜日から金曜日までいらしていただいてい

るということで、各校に２名の講師の方がどんな

時間、何の時間のときに、全てに入れないので、

その辺をもう少し詳しく、どのように定義という

か、されているのか、もう一度お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  再質問の１点目、宮代町でも３校から１校とい

うことが前提かどうかということなんですけれど

も、現在、町のほうで策定しています小中学校の

適正配置計画によれば、中学校については、３校

から１校が適正であるというふうになっておりま

す。 

  ただし、これについては平成28年度に議会から

請願をいただきまして、慎重に進めるようにお願

いしたいということをいただきまして、それを受

けて、ちょうど昨年の７月に再度、審議会のほう

を設置いたしまして、今の、現在の計画の検証を

今、順次行っているという段階でございます。 

  その検証を行いました結果、審議会から答申を

受けて、また再度、町のほうで検討していくもの

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当、塚越です。 

  スクールガードの皆さんのケアということです

けれども、各校、小学校にですけれども、スクー

ルガードリーダーさんという方がいらっしゃいま

すので、その方を中心として学校と連携をして、

リーダーさんがやはりそれぞれのスクールガード

の方たちといろいろお話をしていただいています
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ので、そういったリーダーさんを通して学校が話

をしながら、その辺のケアといいますか、対応を

しながら、今後もご協力いただけるように進めて

いきたいと考えております。 

  実際、今、やっているところもありますけれど

も、それをまたさらにしっかりとできるように対

応してまいりたいというふうに思っております。 

  続きまして、さわやか相談室のことですけれど

も、教室に戻れるというところもありますけれど

も、なかなかそれが難しいというところもあった

りもします。様々な状況で、子供たちがそういっ

た教室に入れたりとか、またなかなか難しいとい

うところがありますので、さわやか相談室だけで

はなくて、これは当然のことなんですけれども、

子供たちの担任も含め、それから学校の管理職も

含め、関わりを持ちながら進めているところでご

ざいます。 

  そういった中で、教室に戻れることもあります

し、なかなかそれが難しいというところもあるん

ですけれども、学校全体で、さわやか相談室だけ

ではなくて取り組んでいるというところがありま

す。 

  それから、小中一貫のことですけれども、交流

する時間をもう少しというところです。各学校と

も様々、長期の休みを使いながら、教員たちがど

のような交流といいますか、子供たちの関わりも

含めてできるかというところを話をしております。 

  なかなかやはりそれぞれの時間割と、簡単に言

うと時間割というものがありますので、それを超

えて交流をしていくというのはなかなか難しいと

ころかなというふうに思っております。今後は、

お話を今、いただきましたことを各学校、校長を

含めて、持ち帰らせていただきまして、なるべく

交流の時間、どういったところでできるかという

ことを考えさせていただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それから、学力向上の非常勤講師ですけれども、

教科でいいますと、主に算数が多いというふうに

各学校からは聞いております。算数で、しかも高

学、３年生以上の算数に入っていることが多いで

す。 

  ですから、１、２年生につきましても、なかな

か毎日は入れないところがありますけれども、時

間割を組みながら、１、２年生のサポートに入れ

るところは入っていただいて学習に取り組んでい

ることが多いというふうに聞いております。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  ２点だけ、もう一度再質問をさせていただきま

す。 

  ２点目のスクールガードの方々への謝金という

か、のは今後もないということでよろしいのかと

いうことと、あと、４点目の不登校対策事業につ

いてなんですけれども、私も、登校を促すものだ

ったり教室に戻らせるということが目的ではなく

て、その子が楽しく時間を、自分らしく時間を過

ごせて、その子を励ましてあげて、それによって

登校ができたりとか教室に入れたりということは、

その結果であって、それが目的ではなくて、なの

で励まして、とても多分、勉強もしたいと思いま

すし、本当は教室に入って授業をしたいという気

持ちがある中で、どうしても入れなかったりとか、

そういうこともあると思うので、その子のいい部

分を励ましてあげて、そこの登校につなげるとい

うことではないんですけれども、それが結果、自

信がついてそういうことになったら、本人がそれ

を望んでいるんだとしたら、それが、そういうこ

とをしていただけることがうれしいなと思いまし
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た。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当、塚越です。 

  スクールガードの方ですけれども、謝金につき

ましては、今のところありませんし、今後につき

ましても、今のところでは、ちょっとなかなか難

しいかなというふうに考えてはおります。 

  それから、不登校につきましては、委員さんお

っしゃるとおり、やはりその子供たちがどう過ご

していくか、どう成長していくか、やはりどう生

きていくかという部分かなというふうに思ってお

ります。それはそのとおりだなと思っております

ので、いただいたご意見を学校のほうにも伝えて、

子供たちが自信を持って生活できるように指導し

ていきたいというふうに考えております。ありが

とうございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ４点ほど質問させていただきます。 

  ちょっと細かいことで申し訳ないんですけれど

も、まず１点が成果書の175ページのスポーツ振

興のところで、真ん中からちょっと下のほうにな

るんですが、宮東テニスコートなどのグラウンド

では延べ４万6,654人、学校の体育館や校庭での

学校開放においては３万8,105人の利用があり、

多くの方々のスポーツ、健康づくりの場として活

用をいただくことができましたとあるんですけれ

ども、成果書の196ページになるんですが、主な

実施内容というところで、町内グラウンド、テニ

スコートの利用状況ということで表があるんです

けれども、29年度、30年度、元年度という形でだ

んだん減っていまして、特に元年度はすごい減っ

ているということがあるので、これは何か原因み

たいなものがあるのでしょうか。ちょっとお聞き

いたします。 

  それから、先ほどの前段の委員も質問されてい

ましたが、不登校対策事業ということで、令和元

年度の不登校の児童生徒は21人でしたということ

で、これ予算としては818万1,000円ですか、これ

で何人の人が登校できるようになったかというこ

とをお聞きいたします。 

  それから、３問目なんですが、179ページの成

果のところなんですけれども、下のほうで百間中

学校区の研究の成果をほかの中学校区にも広めと

あるんですけれども、これ上のほうにいろいろあ

るんですけれども、郷土の偉人、島村盛助を顕彰

する英語活動発表会のことを言っているのか、ち

ょっとお聞きいたします。 

  ４問目なんですが、成果書の180ページになり

ます。町民みんなが先生というところなんですけ

れども、部活動等で14人の方々が中学生の指導を

行いましたとあるんですが、部活動以外ではどう

いうことを教えられていたかをお教えください。 

  以上、４点です。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩としていきた

いと思います。 

  暫時休憩としていきたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開をいたし

ます。 

  外で工事をやっているもんですから、音がちょ

っと大きな音がするもので答弁ないし、あと質問

のほうをはっきりと端的にお願いします。 
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  それでは、答弁のほうお願いします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質問いただきました成果書の196ページ、社

会体育施設維持管理事業におけるグラウンドの前

年度対比の内訳でございます。 

  グラウンドにつきましては、雨天による利用中

止というようなことがブレインとしてありますが、

昨年度におきましては、グラウンドを定期的に利

用されている団体、週に５回ほど利用されていた

団体が、昨年度におきましては活動回数を減らし

たということで、週５回から週３回に減らされた

というような団体の例がございました。 

  また、グラウンドによりましては、ソフトボー

ルでありますとか、あるいは地元の幼稚園の運動

会に使われているような例もございます。運動会

自体は実施できたところですが、その練習をする

に当たりまして、グラウンドも使っていただいて

いると、そういったことが練習をする際に、雨天

で活動ができなかったというようなことが大きな

減収になった要因であると考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当、塚越です。 

  成果書の178ページの不登校対策につきまして、

登校できるようになった人数ということでお伺い

したところでございますけれども、その人数につ

きまして、何人という数字は、大変申し訳ありま

せんが、持っておりません。 

  ただなぜこのようなことが言えるかと言います

と、やはりこちら、先ほどの質問の中でもありま

したが、さわやか相談室等の役割につきましては、

やはり子供たちとの関係をなるべく絶たないよう

にというようなことでそれぞれ対応しているとこ

ろでございます。 

  減少傾向にあるというふうに答えた１つの例と

しましては、一昨年ですかね、学校になかなか足

が向かなかったお子さんがいるんですけれども、

その子がさわやか相談室に通うようになれたとい

うような事例もあります。そこで、そのボランテ

ィアさんであるとか学習支援員さんとともに、学

習ができるようになったということで、こちらの

学校のほうに通えるようになったという事例もあ

ります。 

  そういったものを少しずつ増やしながら、子供

たちの対応をこれからもしていきたいなというふ

うに考えております。 

  続きまして、179ページ。 

  百間中学校区での研究、お披露目というところ

でございますけれども、こちらは何かといいます

と、平成26、27、28、29の４年間ですね。百間中

学校区、百間中学校を中心として東小学校、笠原

小学校で、英語教育についての研究を文科省から

指定を受けまして４年間行っていたというものが

あります。これは、小学校の英語が小学校に入っ

てくるというものについて、先行的にこちらの中

学校区で取り組んだものになります。 

  そこで４年間蓄積したものがございますので、

そういったものを町内の小中学校に広めて、さら

に英語教育の充実を図っていくというようなもの

になっております。 

  続きまして、180ページの町民みんなが先生制

度につきまして、部活動以外でということですけ

れども、これは外国籍のお子さんに対して日本語

の指導を行うということでご協力をいただいた方

がいらっしゃいます。なかなか日本語が難しいお

子さんがいましたので、その方を通じて子供たち

の支援を行っていただいたということになってお
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ります。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  そうしますと、何かグラウンドでちょっと使い

勝手が悪くなったとか、あと申請がしにくくなっ

たとか、そういうことがあるわけではないという

ことでよろしいわけですね。分かりました。 

  あと２問目で、やはりちょっと難しいところが

あるとは思うんですけれども、やはり一人でも多

く学校に通えるようになっていただきたいなと思

いまして、ちょっと質問させていただきました。 

  今後とも大変だと思うんですが、よろしくお願

いいたします。 

  あとそうですね、３問目の件については、４年

間の実績ということでということですね。私も英

語がとても苦手な人間だったものですから、こう

やって長い年月をかけながら向上させていくとい

う、これはすばらしいことだと思いますので、今

後ともよろしくお願いいたします。 

  あと４問目も分かりました。 

  ありがとうございました。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  私自身が中学校のＰＴＡ会長をしていたことも

あったりとか、小学校や中学生の保護者の方から、

これは聞いてほしいというたくさんのご要望をい

ただいておりますけれども、全ては質問できませ

んので、精査して質問をいたしますが、ちょっと

多くなってしまいますので、よろしくお願いいた

します。 

  成果書に沿ってご質問させていただきます。 

  成果書177ページになります。 

  交通安全防犯対策事業で学校安全体制推進スク

ールガード、スクールガードリーダーのところに

なります。 

  児童の登下校において不審者が増える中で、ま

た児童が犯罪に巻き込まれる危険性が高くなる中

で、スクールガードは絶対に必要な存在となって

います。ただし、一方でスクールガードの成り手

がかなり不足しているという現状もあります。登

下校時にスクールガードがいない通学路も増えて

きております。スクールガードはどのように募集

しているのでしょうか。また、定着させるために

は何か工夫をしているのでしょうか。 

  続きまして、成果書178ページ、小中一貫教育

推進事業になります。 

  中学生が小学生に学習ボランティアとしてサマ

ースクールで支援を行っているということですが、

これ非常に教育上有意義があると思っております。 

  中学生にとっては、小学生に教えることで分か

りやすく丁寧に教える工夫をすることで教える力

が身につきます。また、小学生にとっても、大人

ですと、何でこんなことも分からないのかなどと

言われて気軽に聞けなくなってしまうことや、そ

の児童を傷つけてしまうケースが多々あります。

中学生だと丁寧に教えてくれるし、教わる小学生

も余裕を持って教わることができます。中学生に

とっても、小学生にとっても、大変いいことです。 

  そこで質問ですが、サマースクールは全校で行

っているのか。具体的に、中学生はサマースクー

ルでどのように小学生に学習の支援をしているの

か、また教わる側の小学生の反応を教えてくださ

い。 

  続きまして、成果書180ページの町民みんなが

先生推進事業になります。 

  先生方が年々多忙となり、また経験不足などで

部活動の顧問の成り手がなかなかいないという現

状がある中で、外部指導員が入るということは大
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変いいことだと思っております。 

  どんな部活に外部指導員がいるのか、また外部

指導員になるには何か資格などが必要なのか、そ

して、先生方とはどんな連携を行っているのか、

外部指導員は今後も増やしていくのかお聞かせく

ださい。 

  続きまして、成果書180ページの英語教育推進

事業になります。 

  小中学校の英語教育は、将来のグローバル化を

見据えると大変意義のある教育事業です。英語の

授業では、ＡＬＴの先生もいて、ほとんどが中学

校は英語で行っているということもあり活気もあ

ります。直接ネイティブな発音を聞いているので、

私のころとは異なり、英語を身近に感じることが

できます。 

  ただ一方で、英語の授業についていけない児

童・生徒もいることも事実です。私が中学校のＰ

ＴＡ会長をしているとき、英語の時間を退屈そう

にしている生徒が何人かいました。こうした英語

の授業についていけない児童・生徒へはどう対応

しているのでしょうか。 

  続きまして、成果書181ページの小学校施設整

備事業になります。 

  小学校劣化診断調査にかなり大きな予算を使っ

ていますけれども、こちら結果はどうだったので

しょうか。 

  続きまして、成果書182ページの小学校学力向

上推進事業になります。 

  成果の中に児童の伸びや課題を明確にし、児童

一人一人の実態に応じた指導を行うことで基礎・

基本の定着を図ることができたというふうにあり

ます。確かに、宮代町は他市町村と比べて小学校

の基礎学力の定着はいいほうです。 

  ただし一方で、授業についていけない生徒が少

数ですけれども、いることも事実です。先生と非

常勤講師の先生がこうした授業についていけない

生徒に対してどんなフォローをして基礎・基本を

定着させていくのかお聞かせください。 

  続きまして、成果書の182ページになります。

小学校環境教育推進事業です。 

  今年の初夏の長雨、そして８月の猛烈な酷暑、

大型台風の到来など、地球温暖化による気候変動

が近年顕著になっております。環境教育の重要性

が増しているところです。 

  また、2025年からは久喜宮代衛生組合が解消さ

れ、久喜市にごみを委託する予定です。ごみの委

託料はごみ量に応じて支払うので、ごみ量を減ら

せば委託料も減らすことができます。ごみの減量

という観点からも、環境教育は重要だと考えてお

ります。今後、環境教育を一層充実させていかな

ければと思いますが、こちらはいかがでしょうか。 

  続きまして、成果書184ページの中学校学力向

上推進事業になります。 

  成果の中に、その教科が苦手な生徒や理解に時

間がかかる生徒等、個別に支援が必要な生徒への

指導を充実させることができましたとありますけ

れども、教科が苦手な生徒を先生と非常勤講師の

方が協力して、個別的にどのように支援や指導を

して基礎学力を定着させているのかお聞かせくだ

さい。 

  続きまして、成果書184ページの学校給食運営

管理事業になります。 

  給食において世界の料理を出すということは、

これすばらしいことですし、町内外とも評価が高

いです。保護者の方々にも評判は上々で、私の子

供も世界の料理が出る日を楽しみにしています。 

  しかし一方で、その国について、世界の料理の

国ですね。国についてどこにある国なの、どんな

国なのと尋ねると、分からないとすぐに言います。

ほかの保護者に聞いても同じような感じです。 
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  世界の料理を出す日は、事前に児童・生徒にど

んな国なのか、朝の学活の時間でもいいですし、

社会の時間でもいいですし、給食で出された料理

の国がどこにあるのか、またどんな国なのかは簡

単に解説をしてあげることはできないでしょうか。 

  そうすれば、地理の教育にもつながりますし、

グローバルな視野の広がると思っております。 

  給食はもう１点あります。 

  コロナ禍において外出が制限され、飲食業が大

打撃を受けています。それに伴い、お米の消費が

減り、米価が下がり、農家さんにとっても死活問

題となっています。コロナ禍においてお米の消費

を上げ、また農家さんへの救済も踏まえ、学校給

食において、コロナが終息するまでパンやうどん

などを極力少なくして、できる限り、お米のご飯

にしていただきたいということはできないでしょ

うか。 

  続きまして、成果書の185ページ、社会教育活

動事業になります。 

  人間は幾つになっても学びたいという欲求があ

ります。みやしろ大学では、シニア世代の生きが

いや健康づくりにつながる講座、ウオーキングな

どをテーマに開催していることで、シニアの方の

ニーズに合った講座でいいのかなと思います。 

  ただ一方で、本格的な講義を聞きたい、もっと

本格的に勉強したいというシニアの方もいらっし

ゃいます。我が町には日本工業大学があります。

日本工業大学と共同でシニアの方が本格的に大学

で学べるような仕組みづくりをつくってほしいと

考えますけれども、いかがでしょうか。 

  例えば、学生と一緒に聴講でき単位がもらえる

とか、名誉教授を中心として前期・後期のカリキ

ュラムを組むとかです。日本工業大学も地域に開

かれた大学校としてイメージも上がり、国から補

助金をもらえるメリットもあります。 

  続きまして、成果書188ページの青少年健全育

成事業になります。 

  放課後子ども教室の開催ですが、現在、百小の

みで行っています。来年度はほかの小学校で行う

予定はあるのでしょうか。ちなみに、近隣の自治

体では、杉戸町が６校中３校、久喜市は23校中23

校、春日部市は22校中21校で行っております。 

  続きまして、成果書の197ページの生涯スポー

ツ振興事業になります。 

  少年少女スポーツ推進事業のスキー教室は、こ

ちら児童に物すごく人気が高く、私の子供も毎年

楽しみにしている事業の一つです。しかし、近年

地球温暖化によりスキー会場が雪不足ということ

で中止になる年が増えています。日光湯元温泉ス

キー場が会場になっていますけれども、雪が明ら

かに少ないときは別のスキー場に変更するなど柔

軟な対応はできないのでしょうか。 

  続きまして、成果書201ページの進修館管理運

営事業になります。 

  資料館管理運営事業ですが、資料館がある町と

いうのは県下でも非常に数が少ないです。郷土資

料館は郷土の歴史や文化を知り、さらに貴重な町

の資料を保管し公開する、町の郷土を知り、保存、

伝えていく重要な役割を担っております。 

  町内では、３小学校３年生が社会科見学で郷土

資料館に学びに来ますが、私としては、郷土愛を

育てるため、また郷土に誇りを持ってもらうため、

そして将来宮代町に定住してもらうために小学校

では高学年で資料館で学ぶ、さらに中学校でも、

例えば２年生で再度郷土資料館で学ぶ機会をつく

っていただきたいのですが、こちらはいかがでし

ょうか。 

  また、一般の市民の方についても、市民ガイド

クラブの案内で、郷土資料館を訪れて町の郷土に

興味を持ったという町民の方もいますので、町民
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にもっとＰＲすべきだと思いますが、こちらもい

かがでしょうか。 

  最後になります。決算書の174ページになりま

す。ＰＣＢ廃棄物処理手数料です。 

  こちらどこにＰＣＢが使われていたのか教えて

ください。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当、塚越です。 

  まず171ページ、交通安全スクールガードの成

り手についてどのように募集をかけるか、その工

夫はということですけれども、先ほどもお話をし

ましたが、募集につきましては、各学校ごとにそ

れぞれ、失礼しました。こちらはスクールガード

につきましては、スクールガードリーダーさんを

中心にお声がけをさせていただいているというと

ころがあります。また、各学校でも先ほどの110

番の家と同じように、学校だより等を通じまして

地域の方々にご協力をいただているというところ

があります。 

  今後も、そのような取組、例えば、学期ごとで

ありますとか、そういったときに期間を少し短く

取りながら、お声がけといいますか、募集のほう

をかけていって、なるべくこちらのほうご協力い

ただけるように働きかけを学校とともにしていき

たいなというふうに考えております。 

  続きまして、178ページの小中一貫教育サマー

スクールにつきましてですが、こちら全学校でや

っているというふうに聞いております。 

  具体的な支援につきましては、基本的に子供た

ち、小学生が集まってきたときに、中学生に丸つ

けのお手伝いをしていただいたり、場合によって

はその解き方について指導をしてもらっていると

いうところがあります。 

  子供たちの反応としましては、やはり知ってい

るお兄さん、お姉さんから指導してもらえるとい

うことで、気軽に質問ができたりですとか、学習

に取り組む意欲といいますか、取り組みやすい、

聞きやすいというところがあってとても好評であ

るというふうに聞いております。 

  続きまして、180ページの町民みんなが先生制

度に係る部活動の担当ですけれども、様々な部活

動に協力をいただいております。例えば、剣道で

ありますとか野球、ソフトテニス、サッカー、バ

レーボール、卓球、そういったものにご協力をい

ただいております。 

  特に、こちらにつきましては資格というものは

ございませんで、地域の方でそういったものを指

導していただける方にはご協力をいただいている

ところでございます。 

  こちら今後増やしていくかというところでござ

いますが、状況を見ながらご協力いただける方が

またいらっしゃる場合には、その都度検討をして

いければというふうに考えております。 

  続きまして、180ページ、英語教育推進事業、

それからすみません、これは一緒にお話をさせて

いただければと思うんですが、182ページの小学

校学力向上推進事業、それから184ページの中学

校学力向上推進事業、それぞれ学習についていけ

ない子供たちへの指導についてということでお答

えをさせていただきます。 

  そちらに書かせてありますように、授業の中で

そのチームティーチングや少人数、習熟度別に学

習をしている中で対応しているのが基本となりま

すけれども、授業の中で対応していく部分と、あ

とは個別に休み時間などに声かけをしながら、子

供たちの支援をしている時間もございます。 

  時間をなかなか限られた中での指導になります

ので、その子その子に合わせまして、この担当と
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それから講師のほうで連携を図りながら、こちら

のほう指導をしているということになっておりま

す。その子に合わせてこちらも進めているという

ふうになっております。 

  すみません。あと町民みんなが先生制度の中で

すみません、１つ忘れてしまいました。 

  担当の教諭と顧問との連携ということでござい

ますけれども、こちら部活動の中で担当教諭とそ

の指導をしていただける方、常に連絡は取り合っ

ているというふうになっております。子供たちの

状況、そういったものをこの話合いをしながら指

導をしているというふうになっております。 

  以上になります。 

  すみません。環境教育ですね。失礼しました。 

  182ページ、環境教育になります。 

  こちら委員おっしゃるとおり、やはり環境につ

きましては、これからやはりしっかりと考えてい

かなくてはいけないかなというふうに考えており

ます。 

  そういったことを踏まえまして、宮代町では子

供たちにその環境について考えていただくために、

子ども環境会議というものを毎年行っております。

その中で、子供たちの中から出てくる様々環境に

対する取組、こういったものをその会の中で取り

まとめまして、学校から来る各子ども環境会議の

委員が各学校に持ち帰って、またその学校の中で

環境について考えを深めていくというような取組

を毎年行っております。 

  今後も、同じような取組を進めながら、子供た

ちに環境について考えていただき、持続可能な社

会の構築に向けて取り組んでいければなというふ

うに考えております。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  私のほうからは、給食についてご質問にお答え

させていただきます。 

  まず学校給食の１点目、世界の料理について実

際その国がどこにあるのかとかというのが分から

ないので、そういった地理的な面も含めて、学校

の中でそういった時間を設けられないかというご

質問でございますけれども、確かにご指摘いただ

きましたとおり、今日、外国料理を提供して、そ

の外国の場所も分からないということですと、確

かに教育上の観点からもありますので、実際、給

食主任の先生とまた栄養教諭の先生で毎学期、給

食研究会、教育委員会も含めて、そういった会議

を行っておりますので、そういったご意見をいた

だいたということをちょっと共有させていただき

まして、今後検討させていただきたいというふう

に考えております。 

  ２点目のコロナ禍における米の消費について、

学校給食、お米だけにできないかということでご

ざいますけれども、学校給食につきましては、年

間、やはり大量のお米ですとかパンとかの消費の

関係がございますので、やはり年間であらかじめ

その計画を策定しております。その中でバランス

のいい食生活ですとか食育の観点からも、パンで

すとか麺の食事を取り入れているということでご

ざいますので、そういった視点からも、今後とも

お米だけというわけではなくて、パンですとか中

華麺等も取り入れたいと思います。 

  パンにつきましては、地元の消費という観点で

は、いわゆる地域のパン屋さんが実際作っており

ますので、そういった点もあろうかというふうに

考えております。 

  続きまして、私のほうからは、ＰＣＢの関係に

つきましてお答えをいたします。 

  ＰＣＢは何に使っていたかということでござい
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ますけれども、各小中学校の蛍光灯の安定器でか

つて使っていたというものでございます。それを

実際に交換しまして、実際処分に当たりましては、

平成28年度にその登録するためのまず手続を開始

いたしまして、実際にその専門的な機関に登録を

行いました。その登録した結果、中小企業ですと

か大企業というのが処分の優先順位というのがあ

りまして、そういったところの優先順位が順番待

ちをしていて、実際、昨年度その処分の順番が回

ってきたということで補正予算を調整させていた

だいて、実際に処分をさせていただいたというよ

うな経過でございます。 

  劣化診断につきまして、すみません。私のほう

からもお答えを申し上げます。 

  劣化診断につきましては、昨年の７月から２月

にかけて実施をしておりまして、建築物、いわゆ

る校舎の構造軀体というところと電気設備ですね。

受電盤の設備ですとかキュービクルとか、そうい

ったものと、あと機械設備、給排水の設備、空調

関係、あと非構造部材と言われる、いわゆる体育

館の例えば、バスケットゴールですとかスピーカ

ーとか、そういったいわゆるつるしてあるような

ものの耐震性ですとか、そういった視点で劣化診

断を行いました。 

  劣化診断を行いまして、共通で指摘されている

のは、外壁等について、やっぱり経年劣化がかな

り見られて、一部塗装の剥離とか一部多少亀裂等

も見られるというような診断をいただいています。

あと屋上防水についても、定期的な更新が必要で

すということと、電気設備、非構造部材につきま

しても、それぞれ耐用年数に応じた対策が必要で

あるというような診断結果をいただいております。 

  総括をいたしますと、各小学校ともやはり建築

後40年から、古いところではもう60年近くが経過

しておりまして、建築電気設備、機械等について

は、経年劣化は確かに見られるということでござ

いますが、必要な改修等を行うことで現状を維持

した使用は可能というような判断をいただいてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  まず、成果書185ページ、社会教育活動事業に

おけます、みやしろ大学関係でのご質問でござい

ます。 

  地元の大学である日本工業大学と連携した大学

事業の実施というようなご質問をいただきました

が、昨年度、みやしろ大学におきましては、こち

らの185ページの表でいきますと、５回目になり

ます視覚の時間「人間の目と動物の目・いろいろ

な錯視」というテーマがあります。こちらにつき

ましては、こちらの講師を、日本工業大学の先生

の方を講師に招きまして講義のほうをいただいた

ところでございます。 

  また、みやしろ大学におきましては、毎年地元

の日本工業大学さんのご協力をいただきまして、

昨年のような座学でございますとか、あるいは何

年か前には日本工業大学の吹奏楽部の生徒をお願

いしまして吹奏楽を鑑賞するというような様々な

取組をしておるところでございます。 

  そういった一方で、ご質問のありますような、

例えば、例といたしますと、埼玉県で行っており

ますような生きがい大学というようなものを想定

されてのご質問であるかと思いますが、現在のと

ころ、参加されている方からのそのようなかちっ

としたような大学というようなニーズのほうはお

声はいただいていないところでございます。 

  実際実施するとなりますと、今行っております

みやしろ大学と比べて、相当知識的にも高度な知
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識を学んでいただくような場になるというふうに

考えてございますから、その辺、参加者ではござ

いますシニア世代のニーズ等を踏まえながら、あ

るいは日本工業大学さんとも調整をさせていただ

きながら検討をさせていただければというふうに

考えてございます。 

  ２点目、成果書188ページでございます。青少

年健全育成事業におけます放課後子ども教室の関

係でございます。 

  こちらにつきまして、昨年度、宮代町で初めて

百間小学校モデル事業といたしまして、百間小学

校におきまして実施のほうをさせていただいたと

ころでございます。 

  ご質問にありますとおり、宮代町では百間小学

校１校は行ったところでございますが、近隣の市

町におきましては、複数の学校において実施をさ

れているというような状況がございます。 

  今後、当然、町のほうといたしましても、百間

小学校だけじゃなくて、ほかの学校のほうに広げ

ていきたいと、展開をしていきたいというふうに

考えております。 

  ですが、実際、昨年度初めてモデル事業として

実施してございますので、その辺の検証を踏まえ

て、今後どのように広げていくのかということを

考えていきたいというふうに考えてございます。 

  昨年度行った実績といたしましては、成果とい

たしましては、子供たちにとっても放課後に子供

と過ごすことができる貴重な時間として喜ばれて

いますよとか、あるいは昨年は共栄大学の大学生

を参加にいただきまして、子供たちにとってはお

兄さん、お姉さん的な存在としてかかわってもら

えたということから大変好評を得たところでござ

いますが、そういう反面、課題といたしまして、

まずボランティアスタッフ、運営に携わるスタッ

フを確保しなきゃいけない、あるいは場所の確保、

小学校の余裕教室をメインの会場として行ってい

るところでございますが、そのような場所の確保、

そういったことも課題としてございますことから、

昨年行われましたモデル事業の検証を今後も踏ま

えながら、残念ながら、今年度はまだ新型コロナ

の関係で開催できておりませんので、そういった

ことを踏まえながら、今後、他の学校への展開を

含めて検討のほうをしてまいりたいというふうに

考えてございます。 

  続きまして、成果書の197ページ、生涯スポー

ツ振興事業におけます年少者スキー教室の関係で

ございます。 

  成果書では198ページ、その他の事業といたし

まして開催のほうをさせていただいてございます。 

  こちら昨今の暖冬等によります雪不足によって、

年によっては雪の不足によって開催ができないと

いうような状況も過去にはございました。こちら

につきましては、開催に当たりましては、実際、

町だけの力では開催は難しゅうございますから、

町のスキー連盟のご協力をいただきながら、毎年

開催のほうをしているところでございます。 

  実際その会場となるスキー場でございますが、

このスキー教室が始まってから日光湯元スキー場

のほうで例年行っているところでございますが、

まずそこに行くまでの交通手段ですね。こちら日

光湯元スキー場ですと電車、バスを使って行ける

と。比較的近いところに行けるというようなこと

もありますとか、こちらのほう会場で行ってきて

ございますが、今後、ますます暖冬等を考えます

と、果たして現在のスキー場でいいのかというこ

とも当然検討課題として出てくると思いますので、

その辺、スキー連盟さんのほうと今後検討をさせ

ていただきながら、よりよい方向を目指していけ

ればというふうに考えてございます。 

  続きまして、成果書の201ページ、資料館管理
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運営事業でございます。 

  こちらにつきまして、小学生の社会科見学の受

入れのほうを行ってございますが、ご質問のほう

では、小学生のほうから中学生の勉強での活用と

いうようなご質問もいただいたところでございま

す。 

  現在、中学生につきましては、社会体験チャレ

ンジ事業といたしまして、昨年度は２つの学校か

ら合計13人の中学生を社会の体験ということで受

入れをしたところでございます。こちらの事業に

ついては例年行っておるところでございます。 

  こういった話題で、郷土資料館における仕事、

資料館の作業内容等を学んでいただくというよう

な作業を行っておりますが、社会科見学という観

点におきますと、学校、中学校におけるカリキュ

ラム等というものがありますので、そちらのほう

を調整しながらでないと、なかなか実施について

は難しいのかなというふうに考えてございます。 

  また、中学生以外にも一般の方が訪れていただ

けるような場所ということでのご質問ございまし

た。 

  こちらにつきましては、昨年もご質問をいただ

いたかもしれませんが、文化財保護法の改正によ

りまして、今まで文化財については保存するだけ

じゃなくて、今後はそれを活用していくというよ

うな法改正もありましたことから、郷土資料館に

おきましては、町の指定文化財であります旧加藤

家住宅でございますとか、あるいは旧進修館でご

ざいますとか、そのような歴史的な施設も多うご

ざいます。そのようなものを今後は活用をしなが

ら多くの方に郷土資料館を見直してもらうと言っ

ちゃあれですけれども、来ていただけるような、

そのような仕組み、事業のほうを展開してまいり

たいと思ってございます。 

  なお、図書館の事業になりますが、図書館のホ

ームページにおきまして、デジタル郷土資料館と

いうコーナーがございまして、そちらのほうに例

えば、宮代町史でございますとか、あるいは宮代

で過去に発掘されたような土器をデジタル化によ

って紹介しているようなサイトがございます。 

  そちらのほうも、資料館にお越しいただけなく

ても自宅において見ていただいて、宮代の歴史を

振り返っていただくというようなこともできます

ので、その辺のことについても、今後もＰＲのほ

うをしてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか再質問させていただきます。 

  まず、交通安全防犯対策事業、成果書の177ペ

ージですけれども、こちらもう一つ、定着しても

らうためには何か工夫をしているのでしょうかと

いうのを答えていただけませんでしたので、こち

らをお願いします。 

  というのも、スクールガードは高齢者の皆さん

のボランティアで成り立っています。先ほど言い

ました謝金はありません。それなので、自治会な

どに声をかけてみるとか、自治会の総会のときに

募集の案内をしてもらうとか、または長く活動し

てもらうために、例えば節目ごとに教育長から表

彰をしてみるというような方法もあると思います。

定着してもらうということが一番大切だと思いま

すので、何か工夫をしているのかお聞かせくださ

い。 

  成果書の178ページの小中一貫教育推進事業は

分かりました。ただ丸つけとか、時に指導してい

るというだけではもったいないので、もっと教え

る機会を増やしてほしいです。 

  成果書180ページの町民みんなが先生推進事業
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なんですけれども、こちらは再質問としまして、

今スポーツ関係の部活を上げていただきましたけ

れども、これ文化部の指導というのは、外部指導

員というのはいないのでしょうか。 

  成果書の180ページの英語教育推進事業と、あ

と合わせまして小学校学力向上推進事業、中学校

学力向上推進事業のほうで、チームティーチング

とか少人数制、もしくは個別で休み時間に教えた

ということですけれども、私から言わせると、こ

んな感じじゃ、全然授業についてこれない子に対

して基礎学力を定着させるのは、正直無理だと思

います。学校の先生も非常に忙しいということも

ありますので、できれば子供教室、子供放課後教

室のほうで補助補習授業などをやっている自治体

もありますので、こうした地域にもっと頼っても

いいのではないかなというふうに思いますので、

こちらは要望で終わりにいたします。 

  成果書181ページの小学校施設整備事業は、こ

ちらは分かりました。 

  成果書の182ページの小学校環境教育推進事業

ですけれども、こちら特にごみの委託料は直接町

の支出にもかかってきますので、ぜひとも引き続

きお願いいたします。 

  それと、成果書184ページの学校給食管理事業

のほうですけれども、世界の国の外国の料理がで

きるときは今後検討していくということ、こちら

ぜひとも早急にやっていただければと思います。

本当にやってくれたかどうか、毎月子供に聞きま

すので、よろしくお願いします。 

  それとご飯の件ですけれども、こちらは分かり

ました。できれば、町内の農家さんを救済も踏ま

えてご飯を欲しいということをお願いいたします。 

  成果書の185ページの社会教育活動事業の件も

分かりました。 

  成果書188ページの青少年健全育成事業ですけ

れども、こちら検証して考えていくというのもも

ちろん大切ですけれども、ぜひとも来年度、もう

１校増やしてほしいと思います。やはり、これか

ら子供たちの先ほど言った学習の補習とか、そう

いうのも地域の皆さんにもっと頼って、そこで地

域で生徒を、児童を見ていくというような感じが

主流になってくると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  成果書197ページの生涯スポーツ振興事業なん

ですけれども、スキー場の開催場所ですね。こち

ら柔軟な対応をお願いいたします。 

  成果書201ページの資料館管理運営事業、こち

ら先ほど図書館でデジタル資料館というのをやっ

ていましたけれども、資料館の方に聞きますと、

やはり郷土を知ってもらうには実際に来て見て話

を聞いてということが大切だというふうに思って

おります。これから郷土愛、もしくは郷土に誇り

を持ってもらうために、中学生、小学生、直接資

料館に行って学んでもらってほしいなということ

をお願いしておきます。 

  ＰＣＢの件も分かりました。 

  再質問だけお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越です。 

  スクールガードの方々の定着のための工夫とい

うことでお話をいただきました。ありがとうござ

います。 

  確かに、ご協力していただいている方々に長く

活動していただくということは大切なことかなと

いうふうに考えております。こちらのほうも、ど

のようにしたらいいかということを今後また検討

していただき、委員さんからいただきましたお話

を、こちらのほうも受け取らせていただきまして、

長く活動していただけるための工夫というものを
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今後考えていきたいというふうに考えております。 

  それから、町民みんなが先生制度の文化部の指

導員ということですけれども、今お話をいただい

たように、確かに運動系の方々に支援をしていた

だいているところですけれども、今後その文化部

に関して、やはりたけている方が地域の方にもい

らっしゃるのかなというふうに思いますので、そ

ういった方々から、こちらのほうを支援していた

だけるように、学校を通じながらご協力をいただ

けるように呼びかけをしていきたいなというふう

に考えております。ありがとうございます。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） スクールガードの件は分か

りました。 

  また、町民みんなが先生事業も分かりました。 

  ぜひとも、ちょっとこれ要望になりますけれど

も、私がＰＴＡ会長をしているときに、外部指導

員と教員がうまく連携していないケースが見られ

ました。例えば、教わっている部活の生徒が外部

指導員の方に暴言を吐いても、教員が注意をしな

いというようなこともありましたので、こういっ

たことはないように教員と外部指導員の先生方と

連携をしていただければと思います。 

  最後に質問しますのが、先ほど言ったスクール

ガード、高齢者の皆さんのボランティアで成り立

っていることですけれども、節目ごとに教育長か

ら表彰してみるって、私、これいいと思っている

んですけれども、教育長、いかがでしょうか。 

  以上、申しまして質問を終わらせていただきま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 教育長。 

○教育長（中村敏明君） ご提言ありがとうござい

ます。 

  教育委員会には表彰規定というのもございまし

て、どういった方を表彰していくかということが

ありますので、そういった内容も、もう一度精査

しながら検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  決算書192ページ、成果書195ページ。 

  総合運動公園管理事業に関して、教室等の自主

事業施設状況に関して質問をさせていただきます。 

  ３月17日から全ての自主事業を中止となってお

りますが、現在の状況はどうなっていますでしょ

うか。 

  よろしくお願いいたします。その１点でござい

ます。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書192ページ、成果書でいいますと194ペー

ジからの総合運動公園管理事業でございます。 

  ご質問のほうで自主事業のほうの状況というこ

とでご質問いただきました。 

  新型コロナウイルスの感染拡大防止のために３

月３日からまず子供を対象とした自主事業、具体

的には水泳教室、テニス教室というのはそれぞれ

の事業がございます。そちらの事業、あるいは３

月17日からは子供以外の一般の方を対象にした自

主事業をそれぞれ中止とさせていただいたところ

でございます。 

  その後でございますが、現在のところ、６月か

らは水泳教室を初め、それぞれ各自再開のほうを

しているような状況でございます。ただこういう

状況でございますので、例えば、水泳教室におき

ましても、水泳のプール自体が３密を防ぐために
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人数制限等をしてございますので、プールのスイ

ミング教室等におきましても、この辺の人数制限

のほうを遵守した上で再開のほうをするような状

況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  来年度に行われます東京オリンピック・パラリ

ンピックで、日本並びに各国のアスリートの活躍

で各スポーツに与える影響は計り知れないものが

あるとございます。 

  そこで、スポーツを通して人材育成、ましてシ

ニア層に対しては、生涯スポーツの推進によるけ

がをしない体力づくりが必要とされると思います

が、町としての考えをお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  東京2020オリンピックの１年先への延期という

形の関連でのご質問でございます。 

  人材育成、特に高齢者、シニア世代のというよ

うなお話でございますが、こちらのほう、ぐるる

宮代の指定管理者におけます事業ということにな

りますが、自主事業において、30年度からシニア

世代をメインといたしました自主事業というもの

を行っているところでございます。 

  スポーツの推進という観点よりも、むしろ体力

低下、現在の体力を維持するということで介護予

防というような観点が主となりますが、60歳以上

の方を対象としました事業、こちらの成果書でい

いますと、195ページのほうに60歳から始める健

康プログラム、あるいは60歳以上の体力測定とい

うものを行ってございます。 

  また、事業におきましては、例えば、健康とい

う観点でいいますと、腰痛体操でございますとか、

膝の体操でございますとか、そういうような健康

系の教室のほうも行っているところでございます。 

  そちらのほうでそれぞれ対応のほうをさせてい

ただいたところでございますが、今後も東京2020

オリンピックを契機にいたしまして、スポーツの

振興という観点で、町のほうにおけます事業、あ

るいは総合運動公園におけます指定管理者におけ

る自主事業という観点で、それぞれ事業のほうの

推進のほうを図ってまいりたいというふうに考え

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございました。 

  特に、水泳教室はほかの教室に比べて参加人数

が突出しております。私も何度か水泳教室には参

加した経緯がございますが、コロナ禍で大変かと

思いますが、シニアクラスにとって、せっかく身

についた体力も教室等が中止では落ちる一方にな

ります。これからもコロナ禍でできる教室の在り

方がございますと思いますので、ぜひとも今後も

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  成果書の180ページの英語教育推進事業なんで

すが、２か年で英語の教育を推進していくという

ことで英検を入れているかと思うんですが、どこ

かで聞いたかもしれないんですが、その成果、小

学生と中学生の成果の数というか、それを教えて

いただきたいなと思います。 

  あと教育委員会が第三者の点検評価報告書とい

うのを見てプログラミングとか、そういうのを二

重丸で、あとは大体みんな丸で達成できているな
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というふうに思うんですが、あと学力向上に関し

て、この……。 

○委員長（山下秋夫君） 何ページでしょうか。 

○委員（角野由紀子君） 学力向上、小学校でいき

ますと、成果書、先ほど学力向上ですから小学校

と中学校で分かれているんですけれども、成果書

的には。学力テストというのはやられていますよ

ね、その宮代町的には日本全国、また埼玉県２つ

くらいあるかと思うんですが、その評価というか、

それについて学力向上の結果ということになるか

と思うので、それを教えていただきたいと思いま

す。 

  それからもう一つ、成果書では小学校の劣化診

断を今年終えまして、1,000万かけて。昨年は800

万かけて中学校の劣化診断をしたかと思うんです

が、この２か年かけて外壁があれだとか、電気関

係とか機械関係がという多分分けた診断を行った

んだろうと思うんですが、その結果というのは、

改めて公表するとか、そういうことがあるんでし

ょうか。お伺いします。 

○委員長（山下秋夫君） 以上でよろしいですか。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越です。 

  英語教育の成果ということでお答えをいたしま

す。 

  昨年度から中学生に向けまして英検の補助とい

うものを行っておりまして、宮代町でも、それに

ついて中学生の生徒が取り組んでいるところでご

ざいます。成果といいますか、昨年度実績で考え

ていますと、受検した人数は全部で、宮代町の補

助を受けた子供たちですけれども249人いまして、

受検級が３級、準２級、２級とありまして、合わ

せますと129人中121人が合格ということになって

おります。 

  それから、小学生に関しましては、小学生英検

ジュニアブロンズというものを受検しております。

正答率でいいますと93.6％の正答率となっており

ます。そして、こちらブロンズの次にシルバーと

いうものがあるんですけれども、そのシルバーの

ほうを受検することができますよというパーセン

トにしますと、98.4％の児童が次のレベルに行け

るというような結果を出しております。 

  続いて、成果書の182、184の学力向上について

になります。 

  それぞれ小学校の６年生と中学校の３年生のほ

うで全国学力・学習状況調査というものを受けて

おります。 

  昨年度実績のものになりますが、全国学力・学

習状況調査、宮代町は６年生は県平均よりも上回

った結果が出ております。中学生に関しては、若

干県平均、全国平均を下回るという結果になって

おりますが、そのような状況になっています。 

  また、埼玉県学力・学習状況調査というものが

ありまして、こちらは小学校４年生、５年生、６

年生、それから中学校１年生、２年生、中学校３

年生まで受けることになっております。 

  こちらのほうの結果を見ますと、小学生におき

ましては、こちら小学校４年生から６年生まで全

て国語と算数を行っておりますけれども、全て県

平均を上回るという結果を得ております。中学生

におきましては、中学校１年生におきましては、

県平均を全て上回るという結果になっていますが、

中２、中３に関しましては、県平均若干下回ると

いうような結果となっております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  小学校の劣化診断の結果について今後公表して
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いくのかというご質問ですけれども、ご指摘いた

だきましたとおり、一昨年度に中学校を行いまし

て、昨年度に小学校の劣化診断を行ったところで

ございます。 

  結果につきましては、先ほど概要のほうを申し

上げました。確かに劣化診断の中ですと、かなり

やっぱり今後30年間で相当の財政負担が伴うよう

な結果が出ておりますので、個別に具体的に細か

く公表する予定はございませんが、その中で限ら

れた予算の中で優先順位をつけさせていただきま

して、計画的に修繕については対応していきたい

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  ご答弁いただきましてありがとうございます。 

  英検３級と準２級という話を今伺いました。そ

れから、小学生はブロンズとシルバーのほうにも

いくレベルの人もいるという話なんですが、これ

は基本的には小学校からずっと英語をやり出して

英検を最後に受けるというか、この中学校の英検

は３年生だけなんですか。その辺をちょっと再質

問で伺います。 

  それから、学力に関してですが、ちょうど宮代

町まち・ひと・しごと創生総合戦略という計画が

平成27年からちょうど令和元年までの総合戦略と

いう計画が町にございまして、そこにそういう項

目の中に小中学校の学力向上推進事業も入ってい

るんですよね。その中で、５項目中２項目で県平

均を超えている、県のほうは14項目中８項目で県

平均を超えているという、そういう目標と達成状

況みたいなのがあるんですが、この項目というの

はこれ何なのかということをちょっとお伺いしま

す。 

  その学力向上に関して、それと、それからちょ

っと心配なのが、だんだん勉強をしていかなきゃ

いけない年ごろになって下回ってくるというのは

ちょっと心配なんですけれども、その辺どうなの

か、余りこう競争心がなくなってきているのか、

その辺がちょっとよく中学２年生、３年生という

とこら辺がちょっと心配なので。 

  それから、劣化診断ですが、これ今後30年個別

でこう優先順位をつけていかなきゃならないとい

うお話なんですが、そうしますと、劣化診断の結

果を踏まえて長寿命化計画というのをしっかりと

つくっていくということでよろしいんでしょうか。

そして、それをしっかり公表するんでしょうか。 

  お願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越です。 

  英検の受検に関しましては、こちらは中学生１

年生から受検可能となっております。３年間の中

で、これは補助になるんですけれども、その補助

につきましては、中学校の中で、３年間の中で一

度補助をするということになっています。なので、

受検に関してはそれぞれまた受けていくことは聞

きますので、中３だけではないということになり

ます。 

  それから、学力につきまして項目ということで

すけれども、こちら全国と県がありまして、全国

のほうは先ほどもお話ししたんですけれども、小

学校６年生とそれから中３というふうになってお

ります。ですので、小学校ですと国語と算数の２

科目、それから中学校ですと国語、数学、それか

ら英語というものになっておりますので、それで

５項目、それから県の学力・学習状況調査におき

ましては、それぞれ小学校では国語、算数、中学

校で中１に関しましては国語と数学、中２から中

３にかけましては国語、数学、英語というふうに
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なっておりますので、そちらでその数となってお

ります。 

  また、学年が上がるごとにいうふうにお話があ

りましたが、子供たちが例年入れ替わっておりま

して、その子供たちの状況によってもというとこ

ろもあります。いずれにしましても、ご心配いた

だいているとおり、やはり子供たちの学力につき

ましては、やはり高めていく必要があるかなとい

うふうに思っておりますので、この辺に関しまし

ては各学校の教員とも、教育委員会とともに分析

を行いながら子供たちの学力向上に努めてまいり

たいというふうに考えております。 

  以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  再質問で長寿命化計画のようなものを策定する

のかということでございますけれども、劣化診断

を行いまして、ある程度優先順位は出ております。

長寿命化計画というとやはり財源的な裏づけ等も

必要になります。 

  先ほど申し上げましたとおり、30年間で相当な

数十億円という単位の一応改修に要する費用とい

うことで概算で結果としては出ておりますが、な

かなかこれ全てやっぱり計画として財源の裏づけ

待って実施することは難しいので、毎年度その優

先順位をつけた上で実際に現場を確認して、子供

たちの授業に支障がないもの、支障があるものを

優先してやっていくということになろうかと思い

ます。 

  ちなみに、来年度につきましては、先ほど劣化

診断で申し上げましたとおり、非構造部材につい

ては今年度設計業務を行っておりますので、来年

度は実際に非構造部材の工事について予算化をし

ていきたいというふうに、教育委員会は考えてお

ります。 

  その他、例えば、防水とか屋上防水につきまし

ても、大方、今年度、百間小学校の改修等も行い

まして、大きな部分では実施できているのかなと

いうふうに考えております。 

  しかしながら、毎年大分建物自体老朽化してい

ますので、状況も変わっていきますので、もちろ

ん劣化診断を基準に、その年度に優先順位の高い

ものを予算化していくということで考えておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  劣化診断の今ご答弁いただきましたけれども、

進修館のトイレとかも、手でぱっと手をかざせば

水が出るという、そういうのが小学校に一番あっ

たらいいなという本当大きな希望なんですけれど

も、やはり小学校自体がもうちょっと老朽化して

いるのに、そこへ新たに全部つけるというのは大

変なことなんだろうし、また財源も必要だなとい

うふうに思うところで、もちろんトイレの話もそ

うですよね。トイレも本当に快適なトイレをする

には大改修が必要で、その老朽化した校舎にそう

いうことが必要なのかどうかという、また判断も

出てきますし、その辺が悩みどころなんだろうな

というふうに思いますが、何とも言えないんです

けれども、そういう財源もそうですし、その老朽

化だったら建て直してくださるのが一番いいんだ

けれども、その辺がちょっと悩みどころかなとい

うふうに、私から特にはあれなんですけれども。 

  それから、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

中にもう一つ、英語の推進に関して目標というの

が、修学旅行において外国人と英語でコミュニケ

ーションを取る児童の割合50％と、そういう目標

を立たれているようなんですが、ちょうど平成31
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年とか令和元年でこの目標が終わっているわけで

すけれども、実績は約10％という、その辺につい

て、私もこれ見て初めて、そのことを目標にして

いたんだというふうにちょっと思ったんですが、

その辺について、外国人とのコミュニケーション

ということに関して、ＡＬＴを早くから取り入れ

てくださっていますが、この辺の成果というか、

この辺についてはどんなふうに捉えているんでし

ょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越です。 

  修学旅行での外国人との会話ということですけ

れども、なかなかやはり英語が話せる方がいらっ

しゃらないというようなところがあって、実際の

ところ、そのパーセントになっているというよう

な状況があります。 

  ただ子供たちはやはりＡＬＴの先生方が学校に

いますので、学校の中で常時そのＡＬＴのネイテ

ィブの先生方のほうにはお声かけをしているとい

うか話をしているというような状況が見られると

いうふうに、学校のほうからは聞いております。 

  ですので、最終的にはそういった様々な場所で

気兼ねなく、そういった話ができるというのが最

終目標でありますけれども、子供たちの中にはそ

れに向けた、何というんですか、力というものが

学校の中ですけれども、芽生えてきているかなと

いうふうに感じているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思います。 

 

休憩 午後 ３時２７分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問しますので、よろしくお願いいた

します。事項別で順に質問してまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

  まず、161、162ページの教育委員会の活動事業

なんですが、教育委員会は年間12回開催しており

ます。もう一方で、教育委員と若手教員との意見

交換、それから教育委員と保護者との意見交換を

開催したというふうに言われましたが、どのよう

な意見交換の内容なのか、その点まずお尋ねいた

します。 

  それから、163、164ページの小中学校適正配置

事業、これは一般質問でも出されましたが、教育

委員会として最終判断はいつ頃をめどとしている

のか、これについてもう一度確認の上でご質問さ

せていただきます。 

  それから、165、166ページの不登校対策事業で

ございます。まず、小学校では0.14％、中学校で

は2.67％というふうに成果書でも書かれておりま

すけれども、県平均では幾つなのか、それから、

不登校では確かに児童・生徒は21人ということな

んですけれども、これは別々に何人、児童と生徒

で何人ずつなのか、その点も明らかにお示し願い

たいと思います。 

  ここにも書かれていますけれども、対応はどの

ようにやられているのか、成果もあるようですの

で、お願いしたいと思います。 

  それと、不登校問題では、やはりいじめが関わ

っているんだと思うんですけれども、最近では大

人の世界でもＳＮＳだとかそういう中で誹謗中傷
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したりして自殺者まで出ているという状況の下で、

子供たちもそういった点ではどういうふうな状況

になっているのか、実態なんかはどうなっている

のか、その点についてもお示し願いたいと思いま

す。 

  続きまして、167、168ページの教職員研修奨励

事業なんですけれども、小中学校の教職員の資質

の向上を図るためということでもちろん研修して

いるんですけれども、これはどのような研修内容

なのか、この点についてもお尋ねしたいと思いま

す。 

  それから、169、170ページの15節の工事請負費

の笠原小学校の放送設備更新工事なんですけれど

も、それなりに説明は伺ったと思うんですけれど

も、これは更新するに当たってどういうことで更

新に至ったのか、その点についてもお尋ねしたい

と思います。 

  それから、171、172ページの児童・教職員の健

康管理等対策事業でありますけれども、ここに書

かれていることも分かるんですけれども、特に小

児メタボ、子供たちの中でやはりメタボリック症

候群があると思うんですけれども、今、いろんな

例えば睡眠とか食事といった生活習慣をどういう

ふうに改めて肥満なんかを防いでいくのか、いろ

いろあると思うんですけれども、また一面では、

心理的なストレスだとかそういうのもあると思う

んですけれども、今、子供たちのそういったメタ

ボというかそういう点ではどういう状況になって

いるのか、その点お伺いをしたいと思います。 

  それから、175、176ページの小学校要準特別支

援教育就学援助事業、これ中学校もありますけれ

ども、決算では前年とほぼ同額というふうに言わ

れておりますけれども、今、子供の貧困問題は

年々ひどくなっているようでございます。こども

食堂も宮代町でも取り組まれるようになっており

ますけれども、これはどういった状況なのか、小

学校では支給者が146人となっておりますけれど

も、そういった点ではどういう状況なのか、金額

的にはほぼ同額なんですけれども。 

  それから、併せて学校給食費などの援助もする

というふうになっているんですけれども、滞納の

ほうはどうなっていますか、その点お尋ねしたい

と思います。これは小中についてもお願いしたい

と思います。 

  それから、小学校学力向上推進事業、それから、

これは中学校もありますけれども、町の非常勤講

師の問題ですが、小学校の場合も１校当たり２名

ということで配置されておりますけれども、未配

置期間があったというふうに上程説明でも言われ

ておりますけれども、それはどういう理由でなの

か、これも小学校、中学校併せてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、175、176ページの小学校環境教育推

進事業でございます。前段でも質問がありました

が、私は、特に宮代町キッズエコサミットとか子

ども環境会議とかみやしろ江戸の日とかみやしろ

冬の江戸の日とか設定してやっているようなんで

すけれども、やはり大きな台風が来ておりまして、

地球温暖化が原因と言われております。これは二

酸化炭素の大量排出が原因なんですけれども、や

はり一刻も早く二酸化炭素の大量排出社会から脱

皮しなければいけない、これは政治の問題だと思

いますけれども、やはり地球環境の問題として子

供たちの中でもウエートが大きいと思うんです。

それらを含めて、今、変化してキッズエコサミッ

トだとかというふうに言ってきているのか、そう

いった点では変化というのが私には分からないの

で、こういった取組も必要なんじゃないかなと。 

  特に、決算額では3,360円です。各学校でいろ

いろ議論して、それを発表する会とかにしてやっ
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ているんだと思うんですけれども、この二酸化炭

素をどう減らしていくのか、これが今の台風だと

かそういった影響を及ぼしているという点での子

供たちの議論も必要なのかなというふうに思うん

ですけれども、そういった点ではどういうふうに

なっておりますか、お尋ねしたいと思います。 

  それから、185、186ページの公民館管理運営事

業なんですけれども、確かに非常階段も取っ払っ

てと言うと言葉が悪いんですけれども、努力もし

ているようなんですけれども、やはり公民館の駐

車場が圧倒的に少ない、百間公民館は。そういっ

た点ではやはり課題であると思うんですけれども、

令和元年度は元年度としていいんですけれども、

今後の問題としてどういうふうに取り組んでいか

れるのか、決算ですのでその点も併せてお尋ねし

たいと思います。 

  それから、学校給食の関係、決算書では195、

196ページなんですけれども、確かに３月からの

学校休業によって３月分の給食も休止になったと

いうことで不用額が出ております。 

  宮代産の米や野菜を積極的に取り入れていると

いうことで、学校が休業になったにもかかわらず

野菜なんかは例年と変わりないと。ということは、

それだけ令和元年度については積極的に本当に取

り入れたんだと思いますが、そういった点では業

者の努力、地元の方においてはこういった努力を

されたとか、そういうのがあると思うんです。逆

に、コロナの影響で大変厳しい状況ももう一方で

はあると思うんですけれども、その辺はどのよう

に把握されておりますか、お願いをしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  まず私のほうは、教育総務担当で所管するご質

問についてお答え申し上げます。 

  まず、１点目の教育委員と教職員との情報交換

会でどんなテーマで話し合ったのかというご質問

でございますが、昨年の８月に実施しておりまし

て、教育委員の方、教育長合わせて５名と、あと

は教職員の先生方が８名、比較的若手の先生を対

象にしております。 

  テーマにつきましては、教職員の働き方の改革

についてというのをテーマにしまして、それに基

づいて若手の先生方と教育委員の方々で意見交換

を行ったというものでございます。それぞれ１年

目の立場のご意見ですとか、長い先生ですと６年

目ぐらいの方もいらっしゃいまして、そういった

方々の日頃の大変なご苦労をされているお話です

とか、そういった内容をそれぞれ意見交換して共

有していたということでございます。 

  保護者の方とも情報交換会を行っておりまして、

これについては昨年の12月に実施しております。 

  これも教育委員の方と各小中学校のＰＴＡの方

との意見交換会を行っておりまして、これにつき

ましては、テーマというよりは町のほうから各担

当でそれぞれ報告事項としまして幾つかご報告を

させていただいて、その内容に基づいて幾つかフ

リートークのような形での意見交換というのをさ

せていただいたところでございます。 

  続きまして、小中学校の適正配置に関しまして、

最終的にいつ結論が出るのかというご質問でござ

いますが、７月の第５回の会議におきまして、実

は審議会の委員からも今後の進め方につきまして

全体像を示していただきたいという指摘がありま

したので、第５回の会議におきまして、あくまで

事務局として想定するスケジュール案というもの

を提示させていただいております。 

  その中では、１つ目途として12月に答申という
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ような形でスケジュール案を提示させていただい

たところでございますけれども、これにつきまし

ては、審議会の中で特に合意が得られたものでは

ございませんので、審議会での議論の状況によっ

ては前後する可能性は大いにあるというふうに考

えておりますので、一つの目安ということであれ

ば年内というのを事務局は想定しているというこ

とでございます。 

  続きまして、私のほうから最後のご質問の、学

校給食に関するご質問でございます。 

  学校給食につきましては、ご指摘いただきまし

たとおり３月から休止となっております。それに

もかかわらず、野菜のほうの使用量が多いという

ことでございますけれども、昨年度については年

度内に途中から町内業者の方からも仕入れを実は

協議して始めまして、それで野菜の町の地場産の

消費量が増えているという状況でございまして、

今後もこうした取組については継続していきたい

というふうに考えてございます。 

  あと、コロナの状況を仕入れ業者からどう把握

しているかということでございますけれども、実

際の仕入れ等につきましては、委託業者を通じて、

お米以外の野菜とかいわゆる副食の部分について

は委託業者を通じて行っております。状況につき

ましては、毎月、状況については報告が上がって

くるんですけれども、実際のコロナの状況でどれ

だけ影響が出ているかというところまでは把握し

ていないというような状況でございます。 

  以上でございます。 

  失礼しました。あと、令和元年度の給食費の滞

納の状況ということでございますけれども、令和

元年度につきましては、給食費の滞納はございま

せんでした。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越です。 

  それでは、決算書165ページの不登校対策につ

きまして、県の平均ですけれども、昨年度の県の

平均は小学校では0.47％、中学校ですと3.11％と

なっております。本町の別になりますが、小学校

で２名、それから中学校で19というふうになって

おります。合わせまして21というふうになってお

ります。 

  それから、対応について、その成果ということ

でございますけれども、先ほどもお話をしました

けれども、その子、その子に応じて状況がそれぞ

れ異なっております。ですので、一進一退という

ところもあるんですけれども、先ほどもお話しし

ましたように、子供たちの関係を断ち切らないよ

うに、さわやか相談室のさわやか相談員等を中心

にしながら子供たちの関係を築きながら連携を図

って、子供たちの状況に合わせて指導していると

ころでございます。 

  先ほどもお話をさせていただきましたが、そう

いったことを通じて、学校に足が向かなかった生

徒が実際にはさわやか相談室に来て学習をできる

ようになったというようなことがあります。今後

もその子、その子に合わせて子供たちとの関係を

築きながら、子供たち、その子に合った生活が進

んでいけるように支援をしていきたいなというふ

うに考えております。 

  それから、いじめにつきまして、本町ではやは

り実際にそれぞれいじめというものについては認

知されているところがございます。その中には、

冷やかし、からかいといったものが今までどおり

最も多くて、中には仲間外れや無視といったよう

なものもあります。ただ、本町につきましては、

ＳＮＳ等での誹謗中傷については減少していると

いうふうな状況を捉えております。 
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  続きまして、成果書167、168ページの教職員の

研修になりますけれども、こちらの町全体の教職

員での研修としましては、人権をテーマとした研

修を毎年行っております。それ以外には、全体の

研修で様々新しく学習指導要領が変わることによ

る識者による講演会などを行っていたり、その年

度によって様々な研修が変わってきますが、そう

いったもので教職員の資質の向上を目指す研修を

行っております。それ以外にも、各学校で校内研

修としまして様々各学校の課題、研修テーマを設

けまして研修に取り組んでいるところでございま

す。 

  先ほど来出ておりますように、小学校では英語

に特化した研修を行って、教職員の指導力を高め

るとともに、子供たちの学力向上を目指している

というような研修も行っております。 

  続きまして、成果書の171、172、健康管理につ

きまして、小児メタボの状況ということでござい

ますけれども、こちら正確な数字を、申し訳あり

ません、こちらのほうで持っておりません。です

が、各学校におきまして、睡眠、食事、基本的な

生活習慣についての指導は継続して行っていると

ころでございます。 

  それから、心理的ストレスというものに関しま

しても、子供たちの状況を、各担任を含め学校で

組織的に子供たちの様子を確認しながら、子供た

ちの変容について、逐一捉えられるように教員が

子供たちの指導に当たっているところでございま

す。 

  成果書175ページ、就学援助、小中学校ともに

ということですけれども、成果書のほうにもあり

ますが、例年とほとんど変わってはいないところ

でございますが、昨年度を見ますとこのような数

字となっておりまして、平成30年度と本当に数字

は変わっておりません。ただ、今後、やはりコロ

ナ禍というところも含めまして、家庭を含めた子

供たちの生活の状況が変わっていくんではないか

なというところはこちらとしても敏感に捉えてい

かなくてはいけないなというふうに考えておりま

す。教育委員会としましても、学校の教員のほう

に校長を通して、家庭の状況の変化について確認

できるように指導しているところでございます。 

  続きまして、学力向上非常勤講師未配置期間の

理由というところでございます。 

  基本的に各小中学校とも２名ずつの配置という

ことになっております。ですが、近年、やはり教

員不足というものが宮代町にとりましても非常に

問題となっておりまして、本町の非常勤講師を行

うには資格として教員免許状を持っている方とい

うことでお願いをしております。 

  ですが、最近、教員免許をお持ちの方がなかな

か数が少なくなってきておりまして、お願いする

に際しまして適材な方をすぐに見つけるというの

がなかなか難しい状況にあります。特に、中学校

におきましては教科がありますので、その教科の

方を見つけるというのがなかなか現状として難し

いところがございまして、未配置の期間ができて

しまったということになっております。 

  続きまして、決算書175ページの環境教育、キ

ッズエコサミット、環境会議等、ＣＯ２をどう減

らすかということで子供たちの議論をということ

でございますが、大きな環境問題を子供たちに目

を向けさせるというところで指導もしているとこ

ろでございます。そういったことから派生をしま

して、子供たちが自分でできる、実際に私たちな

らこれができそうだということは、先ほど議員お

っしゃっていらっしゃいましたとおり、各学校で

取組をそれぞれ考えまして子ども環境会議等で提

案をし、実際にキッズエコサミットという場所で

子供たちの活動については発表をそれぞれして、
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町内の小中学校で共有しているというような状況

でございます。 

  先ほど来、話しているとおり、やはり環境問題

につきましては、今後もとても重要な課題となっ

てまいりますので、子供たちに環境についての学

習についてはこれからも引き続き指導をしてまい

りたいと考えております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書185ページ、186ページ、公民館費におけ

ます百間公民館の駐車場ということについてご質

問いただきましたので、答弁させていただきます。 

  百間公民館の駐車場におきましては、成果書

190ページにも記載してございますが、昨年度、

老朽化した非常階段を撤去させていただきまして、

その跡地に駐車スペース２台分を確保させていた

だいて、現在、詰めて駐車していただいて６台分

の駐車場を確保させていただいた状況でございま

す。 

  しかしながら、委員のご指摘がございましたよ

うに、駐車場が不足ぎみであるということは認識

してございますが、町の公共改革の一環で新たに

借地を増やさないという方針がございますことか

ら限りある駐車場でございますが、利用者同士で

乗り合わせをしていただくなど、ご協力をいただ

いているような状況でございます。 

  そのような中、昨年におきましては新たに駐車

場を整備するということではございませんが、近

隣の町有地、具体的には百間６丁目地内にありま

す、現在、いちょうの木児童クラブが駐車場とし

て使っております町有地がございます。そちらの

駐車場におきまして、公民館の混雑時には学童ク

ラブへの支障が生じない範囲で公民館利用者が使

用できるように担当課のほうと調整をさせていた

だいて使わせていただくような状況としておると

ころでございます。 

  今後におきましては、市街化区域内にございま

すことから、新たな駐車場を確保するというのは

なかなか困難な面があると思いますが、今後、検

討課題とさせていただければというふうに考えて

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越です。 

  決算書の169、170、笠原小学校放送設備更新工

事につきまして、こちら老朽化に伴いまして校内

放送の音の出が悪いということに伴いました全面

的に新設した工事となっております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。確認を

しながら何点かお尋ねしたいと思います。 

  まず、161、162ページの教育委員会の活動事業

ということで、教育委員と若手教員との関係は分

かりましたが、教育委員と保護者との意見交換、

これは教育委員というのは、これ５人ですね。そ

れと小中ＰＴＡということなんですけれども、フ

リートークということで、成果はどういうことな

んでしょうか。教育委員と若手教員との関係では、

働き方の改革ということである程度いろんな若手

教員の声なんかも聞くというふうになったかと思

うんですけれども、教育委員と保護者との関係で

はどういうふうな話合いなのか、先ほどの答弁で

は、ちょっとどういう話合いだったんだろうかと

いうことで分からないんですけれども、その点、

もう一度こちらの点についてお伺いしたいと思い
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ます。 

  それから、163、164ページの小中学校適正配置

事業の関係で、これの教育委員会としての最終判

断は、それはどういうふうになるかは分かりませ

んけれども、取りあえず12月末までには提示した

いということで、これはそうしますともちろん小

中学校、保護者とか議会にもということになると

思うんですけれども、その点について確認をした

いと思います。 

  それから、165、166ページの不登校対策事業な

んですけれども、確かにこの間の取組については

ずっと聞いてきましたし、その前に、すみません、

小学校では県のほうの平均が0.07というふうに聞

こえたんですけれども、それから中学校では3.11

ということで、小学校はそんなに低いんでしょう

か。ちょっと私、聞き間違えたのか、もう一度そ

の点ではお願いしたいと思います。数字は21人と

いうことで分かりました。 

  この内容なんですけれども、さわやか相談員と

かボランティア相談員を各中学校に配置してやっ

ているということなんですけれども、宮代の場合

はそんなにインターネットというかＳＮＳだとか、

そういうので誹謗中傷は全くないわけではないと

思うんですけれども、その辺ではよくこういうこ

とが言われておりますけれども、宮代の場合はど

ういうふうに、じゃ逆にどうしてこういった点で

は少ないのかということでお尋ねしたいのと、や

はり、不登校対策では、子供たちというのは誰か

に自分の話を聞いてもらうことで救われる、そう

いうことがあると思うんですけれども、そういっ

た点では、究極の場合は死に至るということもあ

るんですけれども、ある程度どこでも子供専用の

フリーダイヤルというか、そういうのをやはりき

ちっと確保するというのも一つの手だと思うんで

すけれども、そういった点ではどういうふうにな

されているんでしょうか。 

  それと、県から派遣されたスクールカウンセラ

ー４人の協力も得ているということなんですけれ

ども、これは大変心強いと思います。効果もある

んじゃないかなと思うんですけれども、そういっ

た点ではこれもあれば成果につながると思うんで

すけれども、そういった点ではどういうふうなこ

とになっているのか、その点も併せてお伺いした

いと思います。 

  先ほど、その子、その子によって関係を築き合

いながら子供に合わせてというようなことも話さ

れておりますけれども、スクールカウンセラー、

これは県から派遣されているのでこの人件費とい

うはもちろん県が持ってくれるものだと思うんで

すけれども、県にはそんなにスクールカウンセラ

ーというのは多くいるんでしょうか、その点お尋

ねしたいと思います。 

  それから、167、168の教職員研修奨励事業、全

体では分かりました。各学校で校内研修を設けて

いるということなんですけれども、それぞれ学校

によっては研修内容も違っていると思うんですけ

れども、そういった点では成果も上がっているん

であればもちろん宮代全体に反映できるのかなと

思うんですけれども、そういった点での内容はど

うなっているんでしょうか。 

  それから、169、170ページの笠原小学校の放送

設備については分かりました。 

  それから、171、172ページの小児メタボの関係

なんですけれども、これについては子供たちの生

活習慣病、これは早いうちに食い止めることが大

切だと言われるんですけれども、今、血液検査な

どで科学的、医学的にそういった分析に基づいて

健康指導の充実を図っているところもあるような

んですけれども、宮代ではそういった点ではどう

いうふうにされているのか、また、こういった子
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供たちは減る傾向にあるのかどうか、その点お尋

ねをしたいと思います。先ほど、この点について

は、何か教育委員会もきちっと把握されていない

ような答弁であったように思うんですけれども、

そういった点で分かるようでしたらお答えいただ

きたいと思うんですけれども。 

  続きまして、175、176の小学校要準備特別支援

教育就学援助事業、それから中学校もありますが、

これはほぼ変わりないということなんですけれど

も、先ほど答弁がありましたように、今回は特に

コロナ禍で仕事もなくなるとか、そういった状況

もあるようですので、先ほどそういった意味では

子供たち、親のほうの状況も変わってくるかと思

いますので、十分これについては注視する必要が

あるのかなというふうに思いますので、そのとき

にはそれなりの対応をぜひお願いしたいと思うん

ですけれども、それについては要望といたします。 

  それから、175、176ページの小学校環境教育推

進事業なんですけれども、これは、先ほどぜひ引

き続き指導していきたいということなんですけれ

ども、これは先ほど私も政治の責任だと言ったん

ですけれども、子供たちにもやはり今のこういっ

た自然災害とかそれがなぜそうなっているのかと

いうことについては、子供の立場からも十分知っ

ていただき、そのことについてのこういった二酸

化炭素を大量排出している、こういった社会を変

えていかなければいけないという、そういう教育

も必要だと思いますので、私は今やっていること

について駄目だとは決して言いませんが、こうい

うこともせっかく環境教育ですので、ぜひお願い

したいと思うんですけれども、それについて、先

ほど引き続き指導していきたいということなんで

すけれども、それ以上の答弁がなければ結構なん

ですが、ぜひお願いしたいと思うんですけれども、

それについてお願いしたいと思います。 

  それから、小学校それから中学校の非常勤講師

の未配置期間があるということで、教員免許が必

要ということなんですけれども、これは別に町内

から非常勤講師を募らなければいけないというこ

とではないんですよね。だったら、いろいろほか

の自治体からも来てもらえるような、これは各自

治体でもやっているんですよね、確かに。私が聞

いたところでは、これもあくまでも予算があれば

配置するということなんですけれども、予算がな

ければ配置できないということもちょっと伺った

ことがあるんですけれども、宮代の場合は１校当

たり２名ということで、小学校では８人、中学校

では６人確保するというような姿勢ですので、特

に教科によってという話なんですけれども、どう

いった教科の教員免許を持った先生が少ないんで

しょうか。これは、特別な教科によって毎回、毎

回未配置期間があるのかどうか、その点も含めて

お尋ねしたいと思います。これは181、182ページ

の中学校でも同じことが言えると思いますので。 

  それから、185、186の公民館費の公民館駐車場

の関係ですが、百間公民館だけなんです。新たに

増やせない厳しい状況もあるかもしれないんです

けれども、川端公民館は別にしても和戸公民館も

何とかああいう形で近くに確保できていますし、

いちょうの木の駐車場、また子供たちにしわ寄せ

がいっても困りますし、ちょっと遠くにもなるし

という課題もあると思うんですけれども、これは

百間公民館の近くで探すしかないんですけれども、

今、百間公民館の駐車場では自動の駐車場にして

いるところもあるようですので、話しかけて改善

していくしかないのかなというふうに思うんです

けれども、そういった点で差があるんです。言い

たいのは。そういった点では、ぜひそういう努力

も必要なんじゃないかなと思うんですけれども、

その点についてもう一度お尋ねしたいと思います。 
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  最後の195、196ページの学校給食の関係でござ

いますけれども、委託業者を通じて把握はしてい

ないということで影響については分からないんで

すけれども、とにかく、いい面では町内の業者か

ら特に野菜、取り入れるようにして増やしていた

だきたいと思うんですけれども、把握されていな

いんですよね。でしたら、これ以上聞きようがな

いんですけれども、これからもこういうコロナ問

題、出てきますので、やはりそういった点ではき

ちっと学校給食にも食材が入るように、やはり把

握していく必要があるのかなというふうに思いま

す。これについては結構でございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  私から、再質問の１点目の教育委員と保護者の

情報交換会について、改めてお答え申し上げます。 

  先ほど、１点、訂正がございまして、出席者、

教育委員については教育長含めて４名でございま

す。５名ではなくて、保護者との情報交換会につ

いては４名になります。出席されたＰＴＡについ

ては、町のＰＴＡ連絡協議会の理事をされている

方で３名になります。 

  先ほど、意見交換の内容についてですけれども、

町からの報告内容についてフリーで意見交換を行

ったということなんですけれども、報告された内

容につきましては、教育総務担当のほうからは、

小中学校の適正配置及び通学区域の編成に関する

審議会についてのご報告をさせていただきました。

学校教育の担当からは、宮代町小中学校の英語検

定助成事業についての報告をさせていただきまし

た。生涯学習室からは、放課後子ども教室の実施

と百間小学校の滑り台が登録有形文化財に登録さ

れたということについて報告をさせていただきま

して、主に内容につきましては、これらの報告さ

れた内容についての意見交換を実施したというこ

とでございます。 

  ２点目の小中学校の適正配置のスケジュールに

ついてですけれども、あくまで、先ほど12月と申

し上げましたのは、今、小中学校の適正配置の審

議会での答申をいただきたいと事務局が想定して

いるのが12月ということですので、その答申を町

のほうで受けてから、今度は町のほうで現在の適

正配置計画の答申内容に応じて必要なら見直し等

が必要になりますので、そういった検討を改めて

今度は町のほうでさせていただきまして、それか

ら町としての方向性を示すということになります

ので、先ほどの12月というのはあくまで審議会の

答申をいただくのが12月、その後の町からの改め

て見解を示せる時期等については、はっきりはし

ていないので未定ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当、塚越です。 

  まず、165ページの不登校対策の県の小学校の

割合ですけれども、こちら0.47％でございます。 

  それから、宮代町、なぜ少ないかというところ

ですけれども、やはりいじめでありますとかそう

いったものに関しましては、早期発見、早期対応

というところが一番のポイントになってくるかな

というふうに考えております。そういった中で、

町内の小中学校の教職員が子供たちの様子を適宜

確認しながら対応しているという成果であるのか

なというふうに考えております。そういったこと

も含めまして、本町の教職員、子供たちの様子を

的確に捉えながら指導を進めていただいていると

ころかなというふうに考えております。 

  そういった中で、委員おっしゃったとおり、話
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すことで救われるという、聞いてくれることで救

われるというところにも本町の教職員、対応して

いるのかなというふうに考えておりますので、今

後も同じように進めていければなというふうに考

えております。 

  それから、フリーダイヤル等の確保ということ

でございますけれども、町の広報紙等にも町の教

育委員会内におります相談員につきまして、連絡

が取れるということで情報発信をしております。

また、県のほうからも様々そういったことに関す

る相談の窓口の案内、手紙やパンフレット等が来

ております。そういったものを子供たちに配布し

ながら、何かのときにはそういったところの活用

ということも学校を通して周知しているところで

ございます。 

  それから、スクールカウンセラーにつきまして、

その効果ということでございますけれども、やは

り専門的知識をお持ちの方たちですので、子供た

ちの様子などを的確に見ていただいて、この子に

はどういう特性や傾向があるのかというあたりを

さわやか相談員やボランティア相談員、それから

学校の管理職を含め教職員に的確にアドバイスを

いただいているということで、そのことで子供た

ちへの対応というものがそういったものを参考に

しながらできているというのもあります。また、

保護者が直接連絡を取りながら子供の様子を相談

するという場面も確保しながら進めているという

ことがありますので、非常に有効に活用させてい

ただいているというところです。 

  スクールカウンセラーにつきましては、こちら

の平成30年度の数字ですけれども245名の方にご

協力をいただいているというふうになっておりま

す。 

  続きまして、167、168ページの教職員研修でご

ざいますが、先ほどお話がありましたように、各

校の研修の成果につきましては、これは順番とい

いますか、毎年、小中学校１校ずつがそれぞれ行

ってきた研修について町の教職員を集めまして発

表会を行っております。その中でどんな研修を行

いどんな成果があったか、また、課題は何であっ

たかという点につきまして、それぞれの講師ごと

に先生方、教職員が集まりまして確認をし、情報

を共有しているところでございます。 

  続きまして、171、172、健康管理、小児メタボ

のことにつきまして、すみません、先ほど数字が

捉えられていないというところだったんですが、

町の養護教諭のほうで資料をまとめたものがござ

いまして、やはり委員おっしゃいますとおり平成

30年度と令和元年度の数字を見ますと肥満傾向に

ある子の数が微増といいますか増えているところ

が見られます。 

  こちらは、先ほどお話がありましたように血液

検査で分析というところまでは本町は行っていな

いんですけれども、各養護学校が身長、体重等か

ら割り出した数値を基に肥満度を確認しています。

そういった肥満の子供たちに関しましては、学校

のほうから保護者に対して手紙を発出しまして、

内科の検診を受けるようにということで促してい

るところでございます。 

  また、そういった生活習慣病の指導につきまし

ては、学校で学校保健委員会というものを開催し

まして、保護者等にも指導をしているところでご

ざいます。 

  続いて、学力向上におきまして非常勤講師の配

置のことでございますけれども、どういった免許

が少ないかというところですけれども、特にこれ

が少ないとか多いとかというものは特にないんで

すけれども、やはり他の自治体というか宮代町以

外からも可能な方はいらっしゃらないかなという

ことで、こちらのほうも探しているところなんで
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すけれども、それでもなかなか見つからないとい

うのが現状であります。実際に言いますと、県内

全てにおいてやはり教員が足りないというような

状況がありまして、そういった中で人を見つけて

いくというのが非常に最近は困難な状況にあると

いうのが現状でございます。 

  それから、175の環境教育につきまして、子供

たちにその現状を把握させたいということで、子

ども環境会議やキッズエコサミット以外にも、教

科の中で理科の学習であるとか社会科の中で、昨

今の気候の状況でありますとか環境の状況につき

ましては学習をする機会があります。そういった

ところと関連づけながら、さらに環境について先

ほど来お話をしていますように持続可能な社会に

向けてどのように取り組んでいったらいいのか、

どのような生活がいいのかということを子供たち

とともに考えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  百間公民館の駐車場の関係についてご質問いた

だきましたので答弁させていただきます。 

  百間公民館の駐車場につきましては、立地環境

的に市街化区域内におきまして、また、近隣にお

きましても住宅が密接しているというような立地

環境でございまして、駐車場を新たに確保すると

いうのはなかなか難しいのかなというふうに考え

てございますが、財政的な負担も新たに、例えば

民間の駐車場を確保するといった場合についても

財政的な負担も相当の負担が強いられるというこ

ともございますので、その辺も加味しながら、今

後、検討のほうを進めさせていただければという

ふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

します。 

  すみません、順番が不同になってしまいます。 

  まず、答弁の中からちょっと数の確認なんです

が、浅倉委員の質問の中で登下校の見守りの中の、

今、答弁の中で令和元年度245人という…… 

○委員長（山下秋夫君） すみません、何ページで

すか。 

○委員（丸山妙子君） すみません。 

  まず、先日お配りいただきました宮代町教育委

員会の事務に関する点検評価報告書の中で、スク

ールガードリーダー、スクールガードで小学校組

織254名というのが、令和元年度事務事業の報告

の中にこの数字が入ってございます。 

  それで、さっきの答弁の中でも令和元年度とあ

ったんですが、質問のときに、決算書166ページ、

成果書の177ページに学校安全体制推進スクール

ガード、スクールガードリーダーの設置というと

ころの真ん中ら辺に小学校４校300人となってい

るんですけれども、この数字はどっちが正しいの

か、それをちょっと確認でお願いいたします。 

  あと、すみません、決算書192ページの総合運

動公園、成果書194ページです。この中で、主な

修繕、昨年度、町内視察でも見せていただいたん

ですが、野球場の下の段差がすごくあったところ

とかフェンスとかはきれいになったんですが、そ

の後、利用状況、きちっと見た感じ直っている感

じがあるのですが利用者の声とかわかりましたら、

かなり改善されたと思うのですが、その辺お願い

いたします。あと決算書194ページ、成果書196ペ

ージのアーチェリーの利用者が380人増えている

んです。それで、ほかのところはコロナの関係と

か、いろいろ減なんですが、ちょっとここの利用
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者が結構多くなっているので、そこをなぜなのか

理由をお願いいたします。 

  あと、決算書188ページ、成果書199ページにな

ります。文化財保護がとても大事と思っておりま

すが、ちょっと耳にしたりしているのが、一生懸

命皆さんやってくださっているのは物すごく分か

ります。ところが、保護委員の成り手が少ないと

ちょっと聞いているんですが、保護委員さん、人

数、今、枠組みは何人いて、何人やってくださっ

ているのか、お聞きいたします。 

  あと、決算書190ページ、成果書201ページ、資

料館管理運営事業の中で、毎年、ちょっとご質問

させていただいているんですが、利用人数なんで

すが２階を利用する人と本当に資料館を目的に来

る人の仕分けというか、全体の人数が出ているん

ですが、ここのところの、新聞にもよく資料館の

催し物よくなっていて中身がいいんですけれども、

どの程度来ているのか、お願いいたします。 

  あと、すみません、186ページ、成果書188ペー

ジです。子ども放課後教室の開催なんですけれど

も、これを設置するときにもお願いしたんですけ

れども、各学校に設置はできないのか、いろんな

イベントとかやっていただいているんですが、今

後の学校運営に関してどうするのか、お願いいた

します。 

  それと、教育推進の173ページも書いてあるん

ですけれども、推進課の中で真ん中より下辺りに、

学校運営の中で学校評議員会の充実を図り、その

提言や意見を活用し、地域の中で特色ある学校づ

くりを目指すことができましたと、学校評議員さ

んの位置づけというか、とても重いんですけれど

も、なかなか分かってこないので、この充実を図

りというところをちょっとご説明、特色ある学校

づくりを目指すことができましたとなっています

ので、ここのところの説明をお願いいたします。 

  あと、不登校対策。 

  すみません、その前に、決算書174ページ、役

務費のＰＣＢ廃棄物処理手数料というのが343万

5,740円となっているんですけれども、工事件数

が減ったということなんですが、結構この金額っ

て、１件幾らとか学校で幾らとか、何かそういう

数で幾らとか何かありましたらお願いいたします。 

  それと、不登校対策、165ページ、166ページ、

この中で成果書の中が、すみません、ページ数が

今、すみません。成果書の中で人件費の金額が

120万ぐらい少ないと思うんですが、これは途中

で人事で変わってしまった、辞めしまったという

ことなのか、お聞きしたいのと、今年もさわやか

相談員さんが１人途中で辞められていたのをホー

ムページでも募集が出ていた気がするんですが、

さわやか相談員さんになる人材ってなかなかいな

いのか、お聞きいたします。 

  お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 以上ですか。 

○委員（丸山妙子君） はい。 

○委員長（山下秋夫君） じゃ、ここで休憩に入り

たいと思います。 

 

休憩 午後 ４時４９分 

 

再開 午後 ５時０５分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に続き会議を開きます。 

  答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育、塚越でございます。 

  私のほうから、まずスクールガードの数でござ

いますが、こちらの数字なんですけれども、平成
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31年度は300人ということになっています。 

  それから続きまして、学校評議員会の件につき

まして……。 

  すみません、こちら成果書の173ページの学校

評議員、中段の学校運営においてという学校評議

員につきまして、学校評議員の皆様におかれまし

ては、各学校で学校経営の基本方針を説明してご

理解をいただいていたり、あと学校が抱えていま

す課題を相談したり、また、学校に対するご意見

をいただいたりというようなことをしています。 

  その中で、学校が行っている例えば音楽祭であ

るとか、合唱コンクールなどの行事についてご指

示をいただいたり、改善点などのご意見をいただ

いたりして、よりよい取組につなげるということ

で充実を図っているというところでございます。 

  続いて、決算書165ページ、成果書178の不登校

対策のことですけれども、平成31年度は平成30年

度に比べまして、予算のほうは特に変更はござい

ません。減額等もなく、平成30年度と同じ額の支

払いとなっております。 

  あと、本年度につきましてさわやか相談員とい

うものの募集を、この期間に出させていただいて

おります。やはりその仕事の特性上、やはり適正

な方といいますか、相談業務につきまして、やは

り子供たちの悩みを受け止めていただいてという

ところでやっていただいておりますので、特に資

格等はございませんけれども、そういった方に受

けていただいて、子供たちに寄り添った指導、支

援をしていただける方にお願いしているというと

ころでございます。 

  私からは以上になります。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  成果書の194ページ、総合運動公園の工事の関

係でございます。 

  昨年度、総合運動公園野球場におきまして、各

種の補修工事のほうをやらせていただきました。

内容といたしましては、成果書195ページに施設

の主な修繕ということで、野球場のバックネット

の修繕工事、それと放送棟の空調設置工事、それ

と野球場整備工事ということで、内外野の段差の

解消工事、それぞれ実施させていただいたところ

でございます。 

  こちらのほうにつきまして、利用者からの反応

はというようなご質問でございますが、町の野球

連盟及び主に平日でございますけれども利用いた

だいております昌平高校野球部、こちらのほうか

らは、今回の整備に関しまして、おおむね良好と

いうことで、好評のご意見のほうをいただいてい

るところでございます。 

  続きまして、成果書の196ページになります。 

  社会体育施設維持管理事業におきます町内グラ

ウンドの利用状況でございます。こちらのほうで

アーチェリー場の利用人数についてご質問いただ

きました。 

  アーチェリー場の利用人数の増加の理由といた

しましては、町のアーチェリー連盟がございまし

て、そのアーチェリー連盟さんのほうで定期的に

記録会を開催して利用者の意欲向上を図っておら

れること、また、初心者教室及び体験会を通して

新規利用者が増えているということが、増加の理

由として考えられております。 

  続きまして、成果書の199ページ、文化財保護

事業でございます。こちらで、文化財保護委員会

の関係につきましてご質問いただきました。 

  文化財保護委員会につきましては、定数が現在

８名となってございます。昨年度につきましては、

平成30年度、平成31年度、２年間の任期で行って

ございます。昨年度につきましては、定数８名に
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対して８名の委員に就任していただいたところで

ございます。 

  内訳といたしましては、この文化財保護委員会

につきましては、専門的知識を有する委員が５名

と一般町民から公募した委員３名の合計８名とい

うことで、昨年度は就任のほうをしていただいた

ところでございます。 

  続きまして、成果書の201ページ、資料館管理

運営事業におきます入館者数の関係でございます。 

  ご質問のほうで入館者について２階の会議室、

フリースペースがございまして、そちらのほうで

囲碁、将棋というような利用をされている方もい

らっしゃいます。また、郷土資料館の館内におい

て企画展でございますとか、常設展示などをご見

学いただいている方がそれぞれいらっしゃいます

が、そちらのほうの割合というか人数配分でござ

いますが、２階の囲碁、将棋を使われている方に

つきましては、大体１日当たり10人程度、昨年度

は282日の開館でございましたので、単純計算で

ございますが、2,800名ほどが２階を利用されて

いた方ということになります。大体２割程度が２

階を使われている方というような状況でございま

した。 

  続きまして、成果書の188ページです。 

  青少年健全育成事業におきます放課後子ども教

室でございます。 

  放課後子ども教室につきましては、昨年度は町

で初めてということもございまして、百間小学校

をモデル事業といたしまして実施のほうをさせて

いただいたところでございます。昨年度モデル事

業として初めてやったということもございまして、

昨年度についての成果・検証を踏まえまして、今

後、他の学校のほうに広げてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

  その中で、浅倉委員さんのほうからご質問あっ

た中で答弁させていただいと思いますが、成果と

しては、子供たちが地域住民と交流する機会があ

って子供たちにとって貴重な体験する場であった

とか、あるいは、子供たちは友達と過ごすことが

できたとか、あるいは、お姉さんお兄さん的な存

在であります共栄大学の学生さんとの交流もでき

たというような大きな成果がある一方で、課題と

しましては、運営体制、特にスタッフの確保とい

う面でなかなか難しい点もあったというようなこ

とが課題として上げられております。 

  また、活動する場所が余裕教室、空き教室を主

に使っていることから、百間小学校におきまして

は、空き教室があったことからモデル事業として

実施のほうをさせていただいたところでございま

すが、ほかの学校におきましては、なかなか余裕

教室、空き教室を確保するということが難しい点

もありますことから、そのような点を踏まえなが

ら、今後ほかの学校のほうに広げていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  私からは決算書174ページのＰＣＢ廃棄物処理

処分手数料に関してお答え申し上げます。 

  ＰＣＢ廃棄物については、その処分する場所と

処分の手続ですね、これについてあらかじめ指定

されております。その中で、処分料につきまして

は１キロ当たり３万800円というふうに定められ

ておりまして、昨年度115キロのＰＣＢ廃棄物の

処分を行いました。登録した時期によって割引が

ありますので、ちょっと今の金額で決算書の額と

は一致しないんですけれども、原則は今のような

ことになります。 

  その処分する場所についても、埼玉県の場合は
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北海道の最終処分場というふうに定められており

まして、その北海道までの運搬に係る費用が13万

2,000円ということで、その処分手数料の下にあ

るものになります。 

  私からは以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ＰＣＢの細かくありがとう

ございました。分かりました。この金額の300万

がなぜかということがよく分かりました。北海道

まで運ばれる運賃、ＰＣＢの早く処分をお願いし

ていただいていて、ありがたいと思っております。

それは分かりました。 

  じゃ、学校評議員の活動ってなかなか見えづら

いところがございまして、提言とかされていると

いうことで、ここに教育推進の書かれている173

ページを読ませていただくと、すごい学校評議会

の充実を図りといっていたので、何か随分今まで

と変えたのかなと、取組とか、お願い、相談事と

かを変えたかなと思ったので、ちょっともう１点

そこだけ、今までと変わったのか、そこだけお願

いします。 

  あと、すみません、168ページ、不登校、さわ

やか相談員さんなんですが、さわやか相談室に来

るお子さんというのは、いろんな事情があって教

室に入れないお子さんだと思うんだけれども、と

ても繊細、皆さんよくご存じだと思うんですけれ

ども、そこでやっぱり指導員さんが変わってしま

ったりとかというのは大きな、やはりまずそこか

ら、先ほども答弁にございましたけれども、学校

に来られなかったけれどもさわやか相談室に来ら

れるようになったと大きな位置づけをされている

ので、いい人材の確保をお願いして、その子の個

性を受け止めてというとても大きな役割はあるん

ですけれども、やっぱりかけたお金、これは20数

年、さわやか相談室ができてなっていると思うん

ですが、今まで以上に必要な場所となっておりま

す。 

  それと、これはボランティア相談員さんとなっ

ているんですが、もともとボランティア相談員さ

んですが、これボランティアという意味とちょっ

と違うんですが、これはほかの市町村でも全国的

にボランティアって使うんですか。何かさわやか

相談員さんとボランティアさんって、きちっとし

た仕事をしてくれていると私はずっと見ているん

ですけれども、ここの違い。でも、ボランティア

ではないと思うんですよね。きちっと式典に行っ

てもご紹介もございますし、そこの位置づけ、こ

れはほかの近隣も全国もこの呼び名なのか、もう

ちょっとちゃんとした言葉があるのか、そこをお

聞きいたします。 

  あと、ぐるるに関しては、昌平は決勝戦までこ

の前行きましたし、きれいになって活躍できてい

るのかなと、ちょっとこれは私個人でちょっとす

ごく思いました。やっぱり直していただいたので、

よくなったんで、町内視察で見せていただいたと

きひどかったんで、よかったです。ここは分かり

ました。 

  あと、アーチェリーは体験会も確かに載ってい

ました。こんなに増えていくんだなと、もともと

国体でもこちらやっていましたけれども、みんな

コロナでマイナスの中で、これだけ380ってとっ

ても多い人数なので、ちょっと質問させていただ

きました。理解しました。どんどん増えていくと

いいなと思います。 

  あと、文化財保護委員は、じゃ現在は欠員はな

しということで確認です。よろしいんでしょうか。 

  それと、資料館の入館者ですね、２階10人程度

と、201ページの人数を見ると、大体上と利用状

況の１万842人とその下の展示、町の歴史文化の

紹介のところの特別展や企画展のを合せると同じ
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人数になるんですけれども、将棋で来てついでに

見てくださっている方もいらっしゃると思うんだ

けれども、本来の目的の人、でも結構いらっしゃ

るんだなと、取組を一生懸命やっているので、そ

れが生かされているのかなと思いました。分かり

ました。 

  それと、成果書188ページ、百間小の放課後児

童クラブなんですが、ぜひとも昨年度ボランティ

アさんもいる、そして空き教室もあるということ

だったんですけれども、ぜひとも広めていただき

たいと思います。 

  笠原小のひだまりサロンが創ったときに、ほか

の学校にも広めるという話を私は聞いた覚えがあ

ったんですね。それから長いことたってしまって

いるので、やっぱりぜひとも各地域の学校に設置

していけるような教室利用、人材確保をお願いし

たいと思います。 

  あと、すみません、１点聞き忘れちゃったんで

すが、子ども110番の家ですね、ここの教育推進

のところにも書かれていたんですけれども、子ど

も110番の家なんですけれども、道佛地区には件

数あるのか、増えているのか。もともとの設置が

121人、一番初めより減っているとは思うんです

が、ここ道佛地区に新しい区画整理のときに、子

ども110番の家があるのか、それをすみません、

ちょっと聞き忘れたのでお願いします。それをお

願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 以上ですか。 

○委員（丸山妙子君） はい、以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当、塚越です。 

  まず、学校評議員につきまして今までと変わっ

たところはというところでございますけれども、

内容的なものと全体としましては、大きな変化は

ございません。ただ、その会自体を充実させてよ

りよく学校運営に生かしていくという意味で、こ

ちらのほうを書かせていただきました。ですので、

特に大きく変わった点はございません。今後とも

また充実をさらに図っていきたいなというふうに

考えております。 

  それから、不登校対策の件でございます。委員

ご指摘のとおり、本当に子供たちに関わるとても

重要な仕事かなというふうに考えております。

我々のほうとしましても、その人選に関しまして

は今後ともしっかりと行っていきながら、適材適

所ということで、子供たちに寄り添えるといいま

すか、子供たちの悩みを聞きながら支援していけ

る、そういった人材を探していきたいなというふ

うに考えております。 

  また、ボランティア相談員さんに関しましても、

こちらもお話しいただいたとおり、非常に活躍し

ていただきまして、子供たちの学校に足が向くで

ありますとか、学習のほうに目が向くであります

とか、そういったところのお手伝いというのは非

常にこのボランティア相談員さんの活躍は大きい

ところがあるかなというふうに感じております。

今後もこのボランティア相談員さんの力等も借り

ながら、さらにこういったさわやか相談室の充実

に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

  それを受けまして、ボランティア相談員さんに

つきましても、やはり先ほど位置づけというお話

がありましたけれども、今後またそういったとこ

ろも含めて、さらなるそういったさわやか相談室

の充実、ボランティア相談員さんの位置づけにつ

きましても併せて考えていきたいなというふうに

思いますので、今後ともその相談業務につきまし

て充実を図ってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  それから、子ども110番の家、177ページのもの
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でございますけれども、こちらの数字につきまし

ては、平成30年度からは２件増加となっておりま

す。道佛地区に関しましては、実はこれは個人の

家ではないんですけれども、道佛地区の店舗がこ

ちらのほうの協力をいただけるということで、２

件増えております。商業施設なんですけれども、

こちらのほうが２件増えて昨年度より増えて121

件というふうになってございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  文化財保護委員の関係について答弁させていた

だきます。 

  先ほどご説明いたしましたのは、昨年度の委員

の関係でございまして、こういう文化財保護委員

さんについては、任期が２年間になってございま

す。この年度、令和２年度、３年度の２年間につ

きましては、定員８名に対しまして７名というこ

とで、１名欠員となっております。 

  その内訳といたしましては、公募委員さん３名

の枠がございますが、３名に対して２名というこ

とで、そちらのほうが１名欠員となってございま

す。 

  先ほどちょっと説明が足りなくてご迷惑をおか

けしましたが、以上のとおりでございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） すみません、確認で、その

ボランティアという名前、ちょっと気になったん

だけれども、そこのところは近隣とか全国とか、

ちょっとそこはどうなっているのか。それで、ち

ょっとこの言葉はボランティア団体とか、ちょっ

と意味合いがあやふやな感じがするんですね。き

ちっとして協力体制を取っているので、ここのと

ころをどう考えるのか、じゃ教育長、ちょっと答

えていただけないでしょうか。どうでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 教育長。 

○教育長（中村敏明君） では、お答えを申し上げ

ます。 

  さわやか相談室についてはちょっと定かではな

いんですが、平成元年か平成２年に県のほうから

さわやか相談室を各中学校につくるようにという

ことで、当時は県のほうのお金と、それから、さ

わやか相談員の給料についても県が全額支払うと

いうことでスタートしたものです。 

  そのときに、さわやか相談員というのは、中学

校とその中学校区にある小学校も対象にして相談

を受けるということでスタートいたしました。現

在もそういう状況になっています。そのときに、

さわやか相談員だけでは到底やり切れないという

ところで、ボランティア相談員という、そこで名

前ができまして、市町で給料を出して雇うという

形で、どこでもスタートしたというところだと思

います。 

  したがいまして、本町でもそうなんですが、そ

のときのボランティア相談員という名前がそのま

ま残っているところもあれば、その名前を改正し

て違った名称で呼んでいるというところもあると

いうことで、これは各市町によってちょっと差異

が出ているというところでございます。 

  委員さんご指摘のとおり、ボランティアではな

くいろいろやっていただいていることもあります

ので、その名称について適当であるかどうかとい

うことは今ご指摘をいただきましたので、今後そ

ういったことについても考えてまいるということ

で対処してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 引き続き質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 



－２６１－ 

  私のほうからは、小中学校の適正配置、この１

点に絞ってご質問をいたします。 

  関係ページは決算書の164、174ページです。そ

れで、成果書は58ページ。主として58ページに沿

って質問をいたします。 

  まずは決算のほう、それから、この決算を受け

て今後どうするかというスケジュール的なやつ。

前段者の答弁を踏まえつつ、重複のないようにし

たいと思っております。決算については、全部枝

分けをしますので、簡潔にご答弁をお願いしたい

と。 

  では、質問に入ります。 

  まず、成果書58ページの実施内容、小中学校の

適正配置の欄、それの右側に1,119万6,731円、こ

れがありますけれども、この内訳を教えてくださ

い。それが１点目。 

  それから次に、この適正配置計画の検証等に向

けて審議会が設置されましたということなんです

が、この審議会の委員の任期及び委員の選出分野、

つまり構成ですね。これについて教えていただき

たいと思います。 

  それから、第３点目は、令和元年度は４回開催

をしたということでございますけれども、どうい

うお話合いがされたかというこの議事録、これは

公開されるんでしょうか、されているんでしょう

か、そこのところをお尋ねいたします。 

  それから、もう一つ、４点目は、審議会委員が

元年度、現地研修に行かれております。これ群馬

に行かれているんですが、群馬を選ばれた理由に

ついて教えてください。 

  それが一応決算の関係です。 

  この小中学校の適正配置、通学域の編成等につ

いては、保護者だけじゃなくて、これまで小中学

校に関わってきた人たち、おじいちゃん、おばあ

ちゃん含めて大変関心のあるところであります。

スケジュールに関しましては、先ほど前段の委員

から質問でご答弁いただいておりますが、改めて

確認をいたしますと、12月に答申をいただきたい

ということで申入れがされていると、これについ

ては合意が得られたわけではないんですが、この

申入れをされたのはいつ頃なんでしょうか。 

  それから、２つ目は、多少のぶれはありますけ

れども、年内かあるいは年を超えるかちょっと分

かりませんけれども、その後、町で検討して方向

性をお示しするということではありますが、計画

として年度内にやるのはできるのかな、難しいか

なということ。ただ後期の実行計画の問題もあり

ますので、そのあたりスケジュールを方向性を示

す、示した後どうするのかという計画が今あれば、

あればですよ、まだそこまでは全然検討していま

せんというんだったらしようがないですけれども、

いつどういう形でこの決着がつくのかというのは

非常に皆さん目が行っているところですので、可

能な範囲でお話をいただければなと。以上が私か

らの質問です。なお、この後議事もありますので、

再質問はいたしません。丁寧に簡潔にお答えをい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育総務担当の

青栁です。 

  それでは、ご質問いただきました小中の適正配

置のご質問につきましてお答え申し上げます。 

  まず、１点目の小中学校の適正配置の審議会委

員の任期と構成についてですけれども、任期につ

いては、昨年の７月１日から令和３年６月30日ま

での２年間の任期となります。 

  構成につきましてお答え申し上げますと、各小

中学校のＰＴＡの代表の方が７名、自治体等の代

表の方が４名、小中学校長が小学校と中学校で各
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１名ですので２名、識見を有する方が３名、公募

による市民の方が３名ということで、全部で19名

の委員構成というふうになっております。 

  ２点目のこれまでの会議録ですけれども、全て

審議会の会議録については、ホームページのほう

で公表をさせていただいております。 

  次、３点目の甘楽町の視察研修の選定理由です

けれども、先ほどちょっと研修報告のご質問のと

ころで申し上げましたとおり、甘楽町というのが

中学校を３校から１校に再編したということをご

説明申し上げました。宮代町の現行計画において

も、中学校を３校から１校ということで計画が策

定していますので、主な理由としましては、その

中学校の再編というところが宮代町の現行計画に

類似しているということで選定したということで

ございます。 

  続きまして、スケジュールについてですけれど

も……。 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 失礼しました。

１点目の決算の成果書58ページの1,119万6,731円

の内訳ですけれども、これにつきましては、小中

学校の劣化診断の費用が1,056万円ほど入ってお

りますので……。 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） それです、

1,056万円含まれております。 

  それ以外につきましては、小中学校の適正配置

事業の一般財源というふうになりますので、金額

についてはそのようになります。 

  ただ、こちらにつきましては、小中学校の適正

配置が公共事業再編第２期計画の一部になります

ので、あとは企画財政課のほうで行っている、い

わゆる公共施設の借地解消等の具体的な取得計画

等に基づく用地の取得費なども含まれてはおりま

すので……。 

  ちょっとすみません、一般財源については、ち

ょっと確認をさせていただきます。 

  スケジュールの申入れの時期ですけれども、審

議会のほうにスケジュールを提示したのは、先ほ

ど申し上げましたとおり第５回の会議ということ

ですので、令和２年７月21日になります。 

  その経過といたしましては、１月に第４回の会

議をやりまして、その会議の中で今後のスケジュ

ールを示していただきたいという話がありました

ので、その審議会での意見を踏まえて、７月21日

にスケジュール案を提示させていただいたという

ことでございます。 

  続きまして、町の方向性を示す時期に関するご

質問ですけれども、その第５回の会議に提示させ

ていたスケジュール案であると、先ほど申し上げ

ましたとおり12月までに審議会から答申をいただ

いて、その答申を受けて町のほうで答申を尊重し

た形で検討させていただきまして、必要があれば

計画等の見直しを踏まえて、ここからは事務局案

としては年度内に現行計画の見直し等があれば行

いたいというようなスケジュール案は提示させて

いただいております。 

  ただし、先ほども申し上げましたとおり、これ

につきましては、まだ審議会のほうで合意をした

ものではございません。 

  ただ、事務局案としてこちら年度内と案を示さ

せた理由につきましては、今委員からもご指摘い

ただきましたとおり、第５次総合計画にも小中学

校の適正配置事業は実行計画事業として位置づけ

られる予定ですので、その第５次総合計画のスタ

ートに合わせ、やはり新たな取組を行っていきた

いということもございまして、そのようなスケジ

ュール案を提示させていただきました。 

  ですので、ただ具体的に今町のほうでどういう
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考えかというところにつきましては、あくまで今

は審議会において検証中ということですので、そ

の答申を受けて、その答申を尊重した形で考えて

いきたいというふうに考えております。 

  以上になります。すみません、金額については、

ちょっと後ほど確認をさせて……。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 終わり。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で教育委員会の質疑を終了したいと思います。ご

苦労さまでした。 

  これをもちまして、議案第42号 令和元年度宮

代町一般会計歳入歳出決算の認定について、本件

に対する質疑は全て終了いたしました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ５時４２分 

 

再開 午後 ５時４５分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第42号 2019年度、令和元年度一般会計決

算の認定について審議が本日終わったばかりでご

ざいますので、改めて９月28日に反対の立場から

討論させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 反対討論のほうはありま

すか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 賛成討論もありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） これをもって討論を終了

いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議案第42号 令和元年度宮代町一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立多数でございます。 

  よって、議案第42号 令和元年度宮代町一般会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定されました。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月18日金曜

日午前10時から委員会を開き、引き続き住民課の

国民健康保険特別会計の審査から始めたいと思い

ます。 

  これにて延会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

延会 午後 ５時４７分 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 



－２６５－ 

出席委員（１３名） 

        山  下  秋  夫  君            丸  藤  栄  一  君 

        丸  山  妙  子  君            浅  倉  孝  郎  君 

        金  子  正  志  君            西  村  茂  久  君 

        小 河 原     正  君            泉     伸 一 郎  君 

        角  野  由 紀 子  君            塚  村  香  織  君 

        合  川  泰  治  君            土  渕  保  美  君 

        川  野  武  志  君 

  （議 長  田  島  正  徳  君） 

 

欠席委員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

町 長 新  井  康  之  君 副 町 長 渋  谷  龍  弘  君 

会計管理者兼
会 計 室 長 

大  橋  洋  巳  君 住 民 課 長 高  橋  暁  尋  君 

住民課副課長 草  野  公  浩  君 
国保・後期 
担 当 主 査 

岡  安  英  之  君 

国保・後期 
担 当 主 査 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（山下秋夫君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は13名であります。定足数

に達しておりますので、９月16日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４３号の審査（住民課） 

○委員長（山下秋夫君） これより本会議に付託さ

れました議案第43号 令和元年度宮代町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定について審査を

行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○住民課長（高橋暁尋君） おはようございます。 

  住民課長の高橋でございます。よろしくお願い

いたします。 

○住民課副課長（草野公浩君） おはようございま

す。 

  住民課副課長の草野と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

○国保・後期担当主査（齋藤幸成君） 住民課国

保・後期担当の斎藤と申します。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（山下秋夫君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  成果書の217ページの退職被保険者等高額療養

費支給事業についてですけれども、平成30年度は

13人で、１件当たりの高額療養費は６万1,205円

だったんですけれども、令和元年度では同じ給付

件数で金額が倍になっているというのは、これど

ういった理由からでしょうか。 

  ２つ目が、成果書の221ページの疾病予防事業

になります。病気は何といっても予防することが、

町民の皆さんにとっても、また医療費削減にとっ

ても、高齢化が進む中で最も重要な事業だと思っ

ております。町民の皆さんが介護などを必要とせ

ず、健康寿命でいられるために、疾病予防事業は

拡充してほしいです。 

  例えば、長野県であれば、県全体で減塩したこ

とで男性の寿命が全国１位になったというように、

ちょっとした予防を徹底することで病気を予防す

ることが分かっております。 

  そこで質問ですが、健康ステーション事業にな

ります。令和元年度は２回の開催でしたけれど

も、コロナ禍ということもあるんですけれども、

今後こういった講演会やイベントを増やしていっ

てほしいと考えますが、いかがでしょうか。 

  ３つ目は、成果書の222ページの保健衛生普及

事業になります。ジェネリック医療品の使用を促

進することで、被保険者の自己負担の軽減ではな

く、医療費の削減を図りましたとありますけれど

も、歳出した162万8,912円分は削減できたという

認識でよろしいのでしょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 
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  まず最初に、成果書の217ページの退職被保険

者高額療養費の支給事業における１人当たりの高

額療養費の増の理由でございますけれども、退職

被保険者につきましては、毎年度、大幅な減少に

なっておりまして、今年の３月で一応被保険者は

ゼロになりました。そうしますと、被保険者数が

大幅に減っていきますと１人当たりの変動が非常

に大きうございまして、今回、この同じ13件で12

万249円ということですけれども、やはり同じ13

件でも高齢者の方が多いと１人当たりの高額療養

費の額は大きくなります。高齢化が大きな原因で

１人当たりの件数が増えているというふうにご理

解いただきたいと思います。 

  続きまして、２点目の221ページの健康ステー

ション事業の関係でございますが、昨年、元年度

は２回イベントを開催させていただきました。今

年度も３回ほど予定していたんですけれども、今、

コロナの関係で一応中止をさせていただいており

ます。 

  今後につきましては、コロナの感染の状況を見

まして、でき得れば１回か２回開催したいなとい

うふうに考えております。 

  これにつきましては、来年度以降も継続して開

催をしていきたいというふうに考えております。 

  それから、３点目の保健衛生普及事業のジェネ

リックの関係ですけれども、こちらはジェネリッ

ク医薬品に切り替えた場合に自己負担額が300円

以上の削減効果がある場合について通知を出して

おりますので、実際は切り替えたかどうかちょっ

と分からないんですけれども、少なくとも出され

たこの422通の方は300円以上の効果があるという

ふうに見ております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 改めておはようございます。

丸藤でございます。 

  それでは何点かご質問しますので、お願いした

いと思います。 

  まず、215、216の国民健康保険税でございます。

被保険者数は減少したけれども、税率等の見直し

によってということですので、前年度の平成30年

度と令和元年度の税率はどうだったか、改めてお

尋ねしたいと思います。 

  それから、不納欠損の関係でございますけれど

も、不納欠損処分件数は90件ということです。こ

の件数の中身についてご報告願いたいと思います。 

  それから、217、218ページの県支出金の県補助

金保険給付費等交付金、これは普通交付金につい

ては2,600万円の減収となっております。それに

ついてのご説明と、それから特別交付金について

は、収納率向上の取組を積極的に行っているとい

うことなんですけれども、そのよしあしは別とし

ても減収となっておりますが、どのように評価さ

れているんでしょうか。これは県支出金ですので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、217、218ページの繰入金でございま

すが、その他の一般会計繰入金、つまり法定外の

繰入金なんですけれども、これも2,583万円の減

収となっております。これについてお尋ねいたし

ます。 

  それから、223ページ、224ページ、歳出なんで

すけれども、連合会負担金てございますよね、こ

れは県の国民健康保険団体連合会への負担金なん

ですけれども、２つあって、１つは平等割、それ

から２つ目は被保険者割とあるんですけれども、

これはどういうふうに入っているんでしょうか。

その点についてお尋ねします。 

  それから、２項の徴税費、225、226ページなん

ですけれども、支出済額が509万円です。不用額
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が210万円と、割と不用額が大きくなっておりま

す。不用額の多くなった理由についてご説明いた

だきたいと思います。 

  続きまして、227、228でございますが、これに

ついては高額療養費でございます。今、前段での

委員さんにも答弁しておりましたが、私は、この

点については不用額が3,051万円と大きくなって

おります、その点についてお尋ねしたいと思いま

す。 

  続いて、229ページ、230ページの出産育児諸費

でございますが、５名の方に支給したということ

なんですけれども、申請件数が減少したというこ

とで支出済額が出ておりますけれども、これは不

用額との関係で予算の立て方はどうだったのかと

いうことでお尋ねしたいと思います。 

  続きまして、231、232ページの保健事業費でご

ざいますが、特定健康診査等事業費、これは５月

27日現在で48.4％ということなんですが、これに

ついての受診率の評価は県内ではどういう位置に

あるのか。また、近隣の自治体と比べてどうなの

かお尋ねしたいと思います。 

  それから、233、234ページの疾病予防費でござ

いますが、前段の委員さんも言っていたように、

早期発見による重症化の防止、これはもう必要で

ございますが、大腸がん検診の受診者は増加した

ものの、胃がん等のがん検診、それから人間ドッ

クの助成件数が減少しております。これらについ

ての理由をお聞きかせいただきたいと思います。 

  それから、233、234ページの保健衛生普及費で

ございますが、医療費通知やジェネリック医薬品

のお知らせなどをしているということで、この効

果はどのようになっていますでしょうか、お尋ね

いたします。 

  それから、235、236ページの諸支出金の中の償

還金及び還付加算金、１目の一般被保険者保険税

還付金、この中に一昨年の固定資産税の課税によ

る還付が発生したためということなんですけれど

も、これについて改めてご説明をお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、１点目の決算書215、216ページの税率の

改正の状況の説明をということでございますが、

成果書の214ページに賦課徴収事業の内容があり

ますけれども、こちらが令和元年度の保険税率を

見直ししたということでございまして、その結果、

決算のほうでは前年度より600万ぐらい税収が増

えたわけですけれども、ご承知のとおり、被保険

者が大幅に減少していく中で、本来であれば、30

年度までの税率でもし試算をしていましたら

7,000万ぐらい下がっていたというふうに見てお

りまして、税率を改正したおかげで前年度600万

円の増収になったというふうに考えておりますの

で、赤字額の削減に大変効果があったというふう

に思っております。 

  続きまして、２点目の不納欠損の内容でござい

ますけれども、不納欠損は合計で90件、金額にし

ますと653万9,944円ございました。その内訳でご

ざいますが、倒産が78件で515万280円、生活困窮

の方、生活が苦しいということで欠損にしたのが

10件、金額が100万764円、所在不明の方が１件で

５万4,800円、その他１件、33万4,100円というこ

とで、合計で90件の653万9,944円となってござい

ます。 

  続きまして、決算書217、218ページの県支出金

の普通交付金が減額になった理由でございますが、

この普通交付金については、市町村の医療費を県

のほうで負担するという取決めがございまして、
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医療費が減れば当然ここも減りますので、保険給

付費が減った関係で、この普通交付金も減ってご

ざいます。 

  その下の特別交付金の減った理由でございます

が、こちらは備考欄にあります保険者努力支援分

等が増えていますが、繰入金が減っております。

この県繰入金２号分ですけれども、市町村の医療

費の適正化の取組に対して県が交付する交付金と

なっておりまして、若干、昨年度に比べるとその

評価が下がった関係で減額となっております。 

  その他繰入金の関係でございます。これが減っ

た理由ということですけれども、やはりこれも、

先ほど申しました税率改正の効果によりまして税

収をある程度確保できたということで減額となっ

ているというふうに考えております。 

  次に、224ページの連合会負担金の関係でござ

いますが、こちら埼玉県の国保連合会に納入して

いるものでございますけれども、平等割と被保険

者割がございまして、平等割につきましては前期

と後期２回に分けて７万円ずつ負担させていただ

いております。被保険者割については前期と後期

合わせまして43万4,450円になっております。こ

ちらは被保険者当たり１人50円ということで、被

保険者割のほうは計算されて負担をするものでご

ざいます。 

  続きまして、225、226の徴税費の不用額210万

9,834円の関係でございますけれども、科目ごと

に要因がありますので、科目ごとに説明させてい

ただきたいと思います。 

  まず、11の需用費でございますけれども、こち

らは保険税の納付書とかの関係でございますけれ

ども、督促状とか再発行納付書の印刷が、予定し

ていたのがなかったということでございます。 

  続きまして、12の役務費でございますが、督促

状の郵送代の執行残と口座振替手数料の執行残が

出ております。 

  それから、13の委託料ですけれども、こちらは

保険税の税計算を行うための電算委託料ですけれ

ども、こちらは毎月の移動に伴う税計算の電算委

託料の執行残でございまして、こちらもやはり被

保険者の減少に伴って件数が減少している状況で

ございます。 

  続きまして、227、228の高額療養費の不用額で

ございますが、やはりこちらも被保険者の減少が

大幅に影響してございます。一般被保険者の高額

療養費については、成果書にもありますように、

前年度より増額となっているんですけれども、全

体的には被保険者の減少ということで大幅な減少

となっております。 

  続きまして、229、230の出産育児諸費の関係で

ございますが、予算との関係でどうだったのかと

いうことでございますが、予算の段階で月40件ぐ

らいあるかというふうに思っていたんですけれど

も、それでも前年度より減らしてはいたんです

が、実際には５件ということで、大幅な減少があ

りまして、その辺の読み違いがあったのかなとい

うふうには思っております。確かに被保険者の分

布を見ましても、現役の20代、30代、40代、50代

の方の被保険者が極端に減っておりまして、その

辺をしっかり見ておけば、こういった数字にはな

らなかったのかなというふうには思っておりま

す。 

  続きまして、230、231の特定健診の受診率の評

価でございますが、この５月末の段階で48.4％と

いうことでございますけれども、現在、その後９

月上旬で49.3％まで上がっております。これにつ

きましては、恐らく県内で10位以内に入るだろう

というふうには思っております。最終的には10月

１日で締めとなりますので、その後に確定いたし

ます。そういう点で、受診率については県内でも
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高いほうだというふうに考えております。 

  近隣自治体の状況ですけれども、春日部市さん

がやはり50％前後を毎年達成しておりまして、春

日部市とほぼ同じレベルで今受診率のほうを上げ

させていただいております。 

  そのほかは、杉戸、白岡、久喜につきましては

大体30％か40％の前半で毎年推移していますので、

近隣でもかなり高いほうかなというふうに思って

おります。 

  続きまして、233、234ページの疾病予防事業で

す。がん検診の関係で、胃がんと子宮頸がんとか

乳がん検診とか人間ドックが減っているけれども、

どうだったのかということでございますけれども、

やはり大腸がん検診を受けたがる方が大変多いと

いうのは聞いております。胃がん検診については、

被保険者数の減少もあったりして減っておりまし

て、ちょっと詳しい分析はなかなかしていないん

ですけれども、そういった被保険者数の減少も多

いのかなというふうに思っております。特に高齢

者の方がどんどん減っていきますので、やはり関

心の高い胃がん、肺がんのところの方が減ってい

るのかなというふうに思っております。 

  それから人間ドックにつきましても被保険者数

の減少が大きく影響していると思っております。

やはり申請を見ていても、かなり年齢の高い方の

申請が大変多いものですから、そういった方が今

度は後期にいって申請をするという流れができて

いるのかなというふうに思っております。 

  続きまして、233、234のジェネリックの効果で

ございますけれども、元年度どれぐらい効果があ

ったかというのは、恐らく4,000万ぐらい下がっ

ているというふうに担当では見ております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 答弁漏れがござい

まして、235、236ページの償還金の関係ですけれ

ども、これは30年度に固定資産税の課税誤りがあ

りまして、大幅に還付金を出しております。これ

につきましては、国保税は平成28年度までは資産

割というのがありまして、資産割というのは固定

資産税に対してパーセントを掛ける税率がござい

ました。29年度からは資産割をやめて２方式でや

ったんですけれども、過去の分がやはり残りまし

て、税務課さんのほうの固定資産税の課税の誤り

があったということで、29年度以前の資産割の分

について還付をするということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点か確認しながら再質問もお願い

したいと思います。 

  国保税の関係なんですけれども、215、216の税

率等の見直しです。この見直しがなければ7,000

万の減収だったということなんですけれども、そ

れは町サイドの考えです。住民からすると負担が

増えたということですから、やはりかなり厳しい。

ご承知のように、国保加入者は低所得者が多く加

入しています。年金者が多い。国保加入世帯の平

均所得は一般質問でお聞きしました、約113万

1,000円、国保税の１世帯当たりの平均課税額が

13万5,000円と。そうすると、平均所得の方でも

113万1,000円、それで国保税を払い、治療費、病

院にかかれば医療費もかかる。私は大変だと思っ

ているんですけれども、そういった点では、国保

税と治療費を合わせてどれぐらいになっているか

把握されているんでしょうか。把握されていれば

お示しいただきたいんですが。 

  それと、もう１件、不納欠損の関係ですが、倒

産が78件、生活の困窮が10件ということで、金額

も示されましたけれども、倒産というのが多いん
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ですけれども、これは生活の困窮の一種じゃない

ですか。生活が困窮しなければ倒産なんかしない

わけで、令和元年度で78件、生活の困窮が10件で

すから、コロナ禍でさらに増えるというふうに予

想されるんですけれども、生活の困窮になりませ

んか。やはり厳しいんですよ、と思います。その

点、税率の見直しをしておりますけれども、不納

欠損も出ております、滞納状況はどうなんでしょ

うか。 

  それと、不納欠損のその他１件33万4,000円と

おっしゃいました。その他というのはどういう理

由なんでしょうか。その点も併せてお願いしたい

と思います。 

  あと、保険給付費等交付金については分かりま

した。 

  217、218ページの特別交付金については、宮代

は収納率向上のために、それは先ほどもよしあし

と言いましたけれども、かなり積極的にやってい

ると思いますよ。なのに下がったということは、

県のほうの評価を下げたということですよね。ど

うして下がるんでしょうか。対前年度比とだけの

関係なのか、そういった点ではそんなに変わりば

えがないんじゃないかなと思うんですけれども、

その点どうなんでしょうか。伺いたいと思います。 

  それから、217、218ページの繰入金、特に法定

外の繰入金の関係です。税率を見直ししたから法

定外の繰入金も下がったと、これは比例している

んですよね。ですから、国保税を上げるんでなく

て一般会計からの繰入れが必要だ、これ以上大変

だというふうに私は思っているんですけれども、

先ほど国保税のところでお聞きしなかったんです

けれども、国保の滞納者が出ておりますけれども、

滞納者に対して資格証明書とか短期保険証は発行

しなくなった。それぞれ発行状況はどうなってい

るのか、その点もお尋ねしたいと思います。 

  223、224ページの連合会負担金なんですが、平

等割で７万円掛ける前後期２回ずつで14万円、こ

れはもう全自治体同じなんですか。それと被保険

者の人数も違いますよね、それは被保険者割とい

うことで１人50円というのは分かるんですけれど

も、この平等割というのは県内ではどういうふう

になっているんでしょうか。その点についてお尋

ねいたします。 

  それから、徴税費225、226については、分かり

ました。 

  それから、227、228ページの高額療養費、これ

も被保険者の減少ということで、分かりました。 

  229、230ページの出産育児諸費なんですけれど

も、これは、先ほど月40件と考えていたけれども

読み違いしたということを先ほどの答弁で言い切

っちゃっているんですけれども、今までこういう

間違いしましたか、誤りはあったんでしょうか。

その点お尋ねいたします。 

  それから、231、232の特定健康診査等事業費、

これについては９月１日で49.3、近隣でも春日部

が50％台ということですので、これについてはや

はり受診率は高ければ高い程医療費に返ってきま

すので、ぜひいい面はもっと伸ばしていただきた

いということで、これは要望で結構でございま

す。引き続きお願いしたいと思います。 

  ただし、疾病予防の関係なんですけれども、大

腸がん検診は受けたがる方が多くて、胃がんのほ

うは検証していないということなんですけれど

も、ニュアンスは分かるんですけれども、やはり

もう少し分析しなければいけないと思いますの

で、その点では、それ以上の答弁がなければ結構

なんですけれども、やはりきちっと把握する必要

があるのかなと。何となく言っている感じは分か

るんですけれども、そうかなというだけではいけ

ないと思いますので。特に人間ドックの助成件数
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が減っています。これについても、やはり引き上

げる必要があるのかなというふうに思います。 

  あと、がんの手術をしたり、再発をしないよう

にということで、大腸がんにしても、胃がんにし

ても高度医療のところで受診したり、予防のため

にやっている方は町のはあまり受けないのかなと。

これも主観ですが、そういう気がするんですけれ

ども、そういった点ではどうなんでしょうか。 

  それから、人間ドックの助成件数なんですけれ

ども、これはやはり補助金を出せば受診率も上が

るのかなというふうに思うんですけれども、その

点についても今後の考えについてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、233、234ページの保健衛生普及費な

んですけれども、ジェネリック医薬品の勧めとい

うことなんですけれども、私らも大して変わらな

いと思いますのでジェネリック薬品を使うように

はしているんですけれども、4,000万円も違いま

すか。そうすると、ジェネリックの医薬品を勧め

るようになってもう三、四年たちますか、随分こ

の効果は大きいなというふうに思うんですけれど

も、この通知についてはどういうふうに啓発され

ていますか。医療費の通知と併せてと思っている

んですけれども、その点もう一度確認させていた

だきたいと思います。 

  それから、235、236ページの償還金及び還付加

算金については、分かりました。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、１点目の215、216ページの国保税と医療

費のほうは掌握されているかということでござい

ますが、被保険者それぞれ税率が違いますので、

一人一人の状況は把握していませんけれども、国

保税のほうは１人当たりの平均の調定額ですけれ

ども、８万7,105円でございまして、前年度より

7,000円ぐらい上がっております。 

  それから、医療費についてですけれども、こち

らも全体には下がっておりますが、一人一人が上

がっておりまして、１人当たりの年間の医療費は

37万4,774円でございます。税金と医療費も若干

上がっておりますので、所得が少ない中で被保険

者の方は負担が増えているのは承知しております。 

  次に、不納欠損の関係でございまして、その他

の33万4,100円、１件でございますけれども、こ

ちらは生活が困窮をしたために財産がないという

ことで落としたというふうに徴収担当のほうから

聞いております。 

  それから、滞納世帯数のほうですけれども、７

月中の滞納者が416世帯ということで、金額にし

ますと6,921万1,928円というのが、今手元にある

最新のデータでございます。 

  続きまして、217、218の特別交付金の関係でご

ざいまして、なぜ評価が下がったかということで

ございますが、こちらのほうはご承知のとおり、

埼玉県のほうで毎年評価をいただくものでござい

まして、評価項目が36項目ございます。委員さん

のほうからもご照会がありました徴収の関係もあ

りますし、特定健診の受診率のことや、それから

県の運営方針にどれだけ沿った運営をしている

か、そういったことの評価もございますし、あ

と、ジェネリックの先ほどの利用率、そういった

項目もございまして、どれが下がったかというこ

となんですけれども、まず、特定健診の受診率で

すけれども、評価のほうでは、昨年と今年度を比

較して５％以上上がると大幅に評価が上がるよう

になっておりまして、29年のときには、宮代町は

前年に比べて大幅に受診率を増加したわけですけ

れども、そのときは大きな評価をいただきました
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が、30年度と31年度を比較いたしますと高いんで

すけれども、数％にとどまっておりまして、そう

しますと評価が低くなってしまう、そういったこ

ともございます。 

  それと、県の評価基準ですけれども、これも毎

年同じではなくて、毎年少しずつ変更しておりま

して、その変更した部分にうまく合致すれば評価

も高くなるんですけれども、合致しないとなかな

か点数が取れないということで、そういったこと

が原因として評価が下がってしまったのかなとい

うふうには思っております。 

  続きまして、217、218の繰入金の関係でござい

ますけれども、委員さんのほうからありました、

当然、国保税率を上げれば繰入金が減るというの

は比例しております。ただ、やはりその他繰入金

というのは国保以外の方の税金も投入しているわ

けですので、そういった方のお気持ちとかを考え

ますと、一刻も早くその他一般会計繰入金は解消

していく必要があるのかなというふうに考えてお

ります。その際は、一気に改正するのではなく、

段階的に、徐々に改正していくように、なるべく

負担がいかないように目を配りながら進めてまい

りたいというふうに思っております。 

  続きまして、滞納者の資格書と短期証の発行状

況でございますけれども、まず短期証につきまし

ては、昨年の元年４月ですけれども49件交付して

おります。それから、元年10月に51件交付してご

ざいます。それから、資格証明書については元年

度は実績がございませんでした。 

  こちらも、短期証につきましては徐々に件数が

減っておりまして、被保険者が減少されたのもあ

りますし、また被保険者の方のご協力も大変あっ

たというふうに考えております。資格証明書につ

きましては件数がなかったということで、基準に

該当する方がいらっしゃらなかったというふうに

思っております。 

  続きまして、224、225ページの国保連合会の負

担金の平等割の関係でございますけれども、こち

らは県内の市町村であれば全て同じ７万円でござ

います。 

  それから、229、230ページの出産育児金の関係

ですけれども、これまでにこういった読み違いは

あったのかということでございますが、たしか過

去に大幅に増加したことがありまして、そのとき

予備費で対応していただいたことがあるんですけ

れども、そういった増の誤りは１回ございました。 

  減のほうは、今回初めてでございましたので、

今後、適正に積算をしていきたいというふうに考

えております。 

  ちなみに成果書の218ページのほうに、出産育

児一時金の支給事業ということで過去の支給件数

ですけれども、29年度が29件、30年度が24件、元

年度が５件ということで、19件の減少ということ

でございます。 

  続きまして、がん検診の関係でございますけれ

ども、がん検診につきましては、ご指摘のとお

り、今後がん検診が非常に重要だということを担

当のほうも理解しておりまして、今年度から、こ

のがん検診の受診率を出して、その受診率の向上

に向けた取組をしていこうということになってご

ざいます。こちら保健センターさんと連携して進

めなければいけませんので、保健センターと連携

をしながら、がん検診の受診率を今後上げていき

たいというふうに考えております。 

  それから、人間ドックの助成金の増額について

の考えでございますけれども、平成29年度のとき

に人間ドックの助成金を２万5,000円から２万

7,000円に上げさせていただいた経緯がございま

す。まだ上げて間もないので、もう少し様子を見

させていただきまして、今後しっかりと検討して
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いきたいというふうに考えております。 

  233、234のジェネリックについてですけれども、

通知の関係でございますが、年２回、９月と10月

に通知の発行をさせていただいております。先ほ

ども申しましたとおりに、ジェネリックに切り替

えた場合に、自己負担額が300円以上の削減の効

果がある方、ここでは422通出しておりまして、

その通知もありますし、あと、うちのほうでは保

険証にジェネリックを希望しますというシールを

全被保険者の方に貼っていただいたりとか、昨年

は医師会のほうに出向きまして、ジェネリックに

切り替えることをぜひ協力していただきたいとい

うことで要請もさせていただいております。そう

いった形で4,000万円の削減が見込めたのかなと

いうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

先ほど出産育児金のところで件数40件と申しま

した、月40件というふうに答弁したかと思います

けれども、年40件の誤りでございますので、訂正

させていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございま

す。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、215、216の国保税の関係なんですけれど

も、やはり国保加入世帯の平均所得は、先ほども

言いましたように113万1,000円、国保税の１人当

たりの平均課税額は13万5,000円となっています。

これは、やはり厳しいですよね。本当に生活保護

基準以下の生活じゃないでしょうか。ですから、

国保税を引き上げるのは結構とは言いませんけれ

ども、それだけ滞納も増えてくるということで、

その辺は負担が厳しいということは承知している

ということなんですけれども、担当者としてはそ

れは厳しいとは思うんですけれども、やはり国や

県に沿ってやっていくという方向ですので、さき

の一般質問の答弁でも、引下げについては、一般

会計からの繰入れを増やしていくということにつ

いては国や県には働きかけないという冷たい答弁

があったんですけれども、これではやはり滞納者

が増えてくるし、その点では、国保税はもうぎり

ぎりなんですよ。質問が最後ですのであえて言う

んですけれども、やはり引き下げるべき、もうこ

れ以上増やしても滞納者が増えるだけですので、

ぜひそういうふうな考えを持っていただきたいと

思うんですけれども、その点大事なので、もう一

度お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、資格証明書はゼロということで分か

るんですけれども、短期保険証については随分多

いと思いませんか。県内でも51人に発行というと、

宮代の被保険者数からいくと相当短期保険証を発

行している人数というか、多いと思うんですけれ

ども、なぜそんなふうになっているんでしょうか。 

  あくまでも短期保険証は短期保険証ですので、

そうするとだんだん滞納したり、厳しくなってい

くと、ペナルティーがそれだけ大きくなっていく

と、要するに病院にかかれなくなっちゃうんです

よ。そうすると、すぐ治る病気も治らないで医療

費がかさむというちぐはぐな関係になりますの

で、短期保険証は発行しないようにお願いしたい

と思うんですけれども、その点どうなのか、もう

一度伺いたいと思います。 

  それから、先ほど滞納世帯が416世帯、国保税

との関係で一気にではなくて、徐々に負担をかけ

ていくということなんですけれども、そういった

点では県の計画等もあるんですけれども、現在の
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ところ県のほうでは一般会計への繰入れ、赤字解

消を最終的にはどの辺に目標を持っているのか、

その点も伺いたいと思います。 

  私らは法定外繰入れ解消計画は撤回すべきだと

いうふうに思っていますけれども、町として県の

指導もあります、国の指導もあります、そういっ

た点ではどのように見込んでおられるのか、その

点伺いたいと思います。 

  それと同時に、保険税の減免の大幅な拡充を求

めたいと思うんですけれども、そういった点では

どういうふうにお考えか、最後ですのでよろしく

お願いしたいと思います。 

  それから、219、220ページ、法定繰入れの関係

で、これは一般会計からの繰入金については決算

額の確定後に精算するということなんですけれど

も、これは毎年いつ頃なんでしょうか。その点だ

け参考までにお聞かせいただきたいと思います。 

  連合会の関係は、分かりました。 

  出産育児についても、分かりました。 

  申請件数がこんなに減っているのは何でなんで

しょうね。ここへ来て急激だと思うんですよ。そ

の辺の関係はどういうふうに捉えていますか、そ

の点だけお尋ねいたします。 

  それから、特定健康診査等事業費についての県

のほうの評価については36項目ということで、県

が評価するものですから、その点については分か

りました。 

  それから、233、234ページの一番上の疾病予防

費でございますが、今後、向上に向けて実施して

いく、検討していくということなんですけれど

も、人間ドックの助成金についても様子を見てと

いうことなんですが、ぜひ検討をお願いしたい

と、これは要望で結構でございます。 

  233、234ページの保健衛生普及費についても、

こちらは通知で知らせるというのも大事なんです

けれども、やはり薬局のほうのジェネリックもあ

りますので、これでもいいですかという、やはり

それの効果というのは大きいと思いますので、引

き続き担当としても、町のほうからも医師会にぜ

ひ働きかけていただきたい。これは要望でござい

ます。 

  その点について、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思います。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○委員長（山下秋夫君） じゃ、再開をいたします。 

  丸藤委員の回答答弁をお願いします。 

  副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、１問目の今後税率の引下げの考えはある

かというご質問でございますが、万が一の話です

けれども、今後税率の見直しをしなかった場合で

すけれども、令和９年度までに法定外繰入金が約

2.5億円以上まで膨らむというふうに試算をして

おります。ですので、今後につきましては、赤字

額はやはり解消していくという意味において税率

の見直しを２年置きにしていきたいというふうに

考えております。ただ、その２年の見直しのとき

に、例えばその年の標準保険税率より若干高くな

ってしまったということであれば、その部分を部

分的に下げることはあるかもしれませんので、そ

の辺はご理解いただきたいというふうに思います。 

  次に、２点目の短期証が多いということでござ

いますが、過去の実績からしますと、年々、短期

証の発行枚数は減っております。ですので、短期
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証につきましては当然規定がございまして、滞納

額が30万円以上あるとか、納税相談を持ちかけて

いるにもかかわらず、ある一定の期間、相談にも

応じないというような規定がありますので、それ

に規定をすれば、当然その発行をさせていただき

ます。ただし、短期証が発行されたからといって

医療機関が受けられなくなるとか、そういうこと

はありませんので、ぜひ納税相談に来ていただけ

れば全然支障がない話だというふうに思っており

ます。 

  それから続きまして、県の赤字解消の目標でご

ざいますけれども、県のほうでは今のところ、令

和９年度に県内の市町村の保険税の統一化を今目

指しております。その前年の令和８年度までに赤

字を解消していただきたいというような指針をい

ただいております。ただ、これはまだ決定ではあ

りませんので、多少方針が変わるかもしれません

けれども、基本的にはそういうことでございます

ので、令和８年度までには解消していきたいとい

うふうに考えております。 

  それから、国保税の減免の拡充の考えでござい

ますけれども、この減免のことにつきましても、

県のほうで保険税の統一化に合わせまして各市町

村の減免の基準を統一化していこうということで、

今事務のワーキングのほうで、今話合いが行われ

ておりますので、宮代町も県の考えを踏まえて減

免のほうの考えをしっかり県のほうに合わせてい

きたいというふうに考えております。 

  それから、法定外繰入金の精算の時期でござい

ますが、毎年度３月に精算をさせていただいてお

ります。 

  次に、出産育児金の減でございますけれども、

この辺はやはり分析不足が否めないと思いますの

で、しっかり今後分析をして、しっかり対処して

いきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  それでは、国民健康保険税について、今まで出

ていないところでご質問いたします。 

  決算書は215、216で、成果書が208、214の関係

です。 

  まず、国保税の所管は住民課なんですけれども、

滞納繰越分も含めてこの徴収事務は全て住民課で

完結ですか。それとも、それなりのノウハウを持

っている税務課との関係はどうなっているのかが

１つの質問です。 

  それから、もう一つ大きいこととしては、国保

の関係については広域化をしているわけですけれ

ども、これについての効果というんですか、何年

かたっていますけれども、この効果についてどの

ように捉えられているのかということで、次の３

つ目は、成果書の208ページが分かりやすいと思

いますのでそれに沿ってお尋ねしますけれども、

国保税というのは、大変これを支払う納税義務者

というんですか、それが所得が低いというのはも

う見え見えなんで、そういう中で、まず収納率が

87ということで、年々これは上昇しています。こ

の努力は当然評価しなくちゃいけないと思います

けれども、何と言っても調定収納の状況の中で収

入未済が１億に近いと。これは現年と滞繰を含め

てそういうことになるんですけれども、大変大き

な額で、歳入の確保という視点からいくと、極め

て問題があると。そういうことについてどうでし

ょうかということ。 

  それから、不納欠損については、中身は一応ご

説明があったので分かるんですけれども、不納欠

損のほとんどは当然滞繰分ですけれども、ここに

も現年課税分で9,600万ほど不納欠損処理をして
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いるわけで、これは先ほどの90件の中の何件に当

たっているのか、お答えいただきたいのと、現年

課税分で不納欠損をしているというのは理由があ

ると思うので、それを教えてください。 

  次に、209ページ、隣のページですけれども、

滞繰分のところで収入済みが3,422万ですか、収

入済みとして計上されていますけれども、これは

滞納処分による額というのはどれだけ入っている

んですか。納税相談、あるいはいろいろ分割で納

めるというふうな形で、あるいは一発で納めると

いうことの納税相談があるんでしょうけれども、

その中で滞納処分以前にお支払いいただくという

のがほとんどだと思うんですけれども、滞納処分

による額がどれぐらいこの中に入っているのか、

お願いします。 

  滞繰分の収納率も非常に町税と違って難しいと

いうんですか、年々少しずつ上昇はしているんで

すけれども、なお30％の前半ということで、ご苦

労は分かるんですけれども、少し低いんではない

かなという印象を持っております。これをほかの

市長村の国保税の徴収については大変苦労してい

ると思います。その中で、当町にとっても、何と

いっても歳入を確保しなければほかのところにも

影響が出てきますので、その点、今まで上げた項

目についてお答えをいただきたいと思います。 

  もう一つ、最後になりますけれども、いわゆる

保険に加入されている方が年々低下をしていると、

この理由は何なんでしょうか、教えていただけれ

ばと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、１点目の税務課との仕事の関係でござい

ますけれども、徴収対策はほとんど税務課の徴収

担当さんのほうで実際行っております。住民課の

ほうで行っていますのが、さっき言った短期証と

資格者証明書、それから現年の督促状等の発行は

住民課のほうで行っておりまして、それ以外の内

容につきましては徴収担当のほうで行っておりま

す。 

  続きまして、２点目の広域化の効果でございま

すが、まず１点目が、標準保険税率が毎年毎年県

のほうで示されることによりまして、自分の市町

村の税率が一体どういう位置にあるのかというの

は、その場で判断できるようになりました。これ

によって、各市町村で上げるのか、下げるのか、

そういった判断がしやすくなったというのは１つ

ございます。 

  それから、先ほどお話ししていましたとおり、

県のほうで医療費のほうを全額見ていただけると

いうことになりましたので、毎年市町村はそれま

で年度末になりますと、医療費が足りるのかどう

なのかという不安を抱えながら財政運営をしてお

りましたけれども、その不安が一切ないというこ

とで安定した運営ができるということが１つござ

います。 

  それから、あと町民の人にしてみますと、保険

証が今度今まで各市町村でばらばらだったんです

けれども、県内の市町村全て統一になりましたの

で、例えば転入転出した場合の異動処理が大変楽

になっております。 

  あと、これは今後の話になりますけれども、今

年の３月からマイナンバーを使った被保険者証が

マイナンバーカードでできるというような仕組み

が導入されますけれども、そういったことも広域

化によりましてできるような状況になっておりま

す。 

  それから、今検討中でございますけれども、高

額療養費の申請の仕方とか、先ほど言った税の減
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免の在り方とか、そういった事務の簡素化が今後

は一層進むというふうに考えております。 

  それから、決算書の215、216ページの収入未済

額が大きいということでございますけれども、過

年度分が実際入ってきているということで大きく

なっているというふうに考えております。 

  続きまして、不納欠損の関係ですけれども、不

納欠損90件のうち、現年分が３件になりまして、

金額が９万6,855円でございます。 

  それから、理由につきましては、３件のうち１

件が財産がなしということでございます。それか

ら、１件が生活保護を受給されまして、その方は

現在は亡くなっております。それから、もう１件

が所在不明ということでございます。 

  あと、そのあとの滞繰分の関係とか、細かい収

入済額の関係につきましては、徴収担当のほうで

実際事務を行っておりますので、ここでは答えを

お控えさせていただきたいと思います。 

  あと最後、被保険者の減った理由でございます

けれども、もちろん社会保険への離脱、当然一番

多いんですけれども、そのほかに、やはり後期高

齢者への加入がここ数年多くなっておりまして、

約500件前後、毎年後期高齢者へ異動しておりま

す。これが大変大きくなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 徴収の関係含めて税務課と

処理を共同でやっているということで、詳しい内

容というのはちょっと税務課がこの席にいないと

分からない、だから質問のしようがないんで、こ

れは別途税務課のほうにはお尋ねをしたいと思い

ますけれども、例えば滞納処分が行われたとすれ

ば、極めて処分を受けたほうはダメージが強いと

思うんで、その辺を心配しているわけですけれど

も、それもちょっと中身がつかめないので結構で

ございます。 

  不納欠損の現年課税分についても、ちょっと問

題があるんで、それも税務課がいないと質問のし

ようがないということで、これもできないと。 

  いずれにしても、これから国保会計をやってい

くに当たって、まず加入人員世帯が後期高齢へ移

行するというのは、これはしばらくはずっと続く

と思います。そういう中で、元年度については、

税率改正があって、県の関係については標準税率

というのが214ページ、成果書に出ていますから、

この中で、当町としては医療分、支援分、介護分

と税率を改正したということですけれども、今回

増収になった基本的な部分、これは医療分、支援

分、介護分、いろいろありますけれども、どのあ

たりにこれが、あるいは均等割も含めてどれが影

響したのかということが分かれば教えてください。 

  先ほどの前段のご答弁の中で、前年の税率でい

くと7,000万という答弁があったんですけれども、

今回増収ということで決算が出ておりますが、か

なり金額はでかいですよね。私も不勉強で、これ

まで改正前の税率がそれぞれ、あるいは均等割額

がどうだったというのはちょっとつかんでいない

んで分からないんですけれども、どれが影響を大

きく与えたか、教えてください。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員、これで以上で

すか。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  増収の要因でございますけれども、医療分、支

援分、介護分というふうに分かれているわけです

けれども、この中で支援分と介護分の率と均等割

の額を見ていただきますと分かりますように、割

と支援分と介護分については、標準保険税率に医

療分よりは近い形で設定させていただいておりま
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して、やはり決算の結果といたしましても支援分

と介護分の税収が思った以上にあったというふう

に理解をしております。 

  医療分につきましては、実は国や県の公費が入

るのが医療分に全て入ってきますので、非常に不

確定な要素、それから当然医療費もかかったり、

かからなかったり、変動が激しいですので、医療

分につきましてはどうしても差が出てしまうとい

うふうに理解をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、以上

で質疑は終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  これは一般会計のときも申し上げましたが、

2019年度令和元年度宮代町国民健康保険特別会計

決算につきましては、改めまして、９月28日に反

対討論をしたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 続きまして、賛成討論あ

りましたら。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ないようですので、次に、

本件に対して反対討論の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） 続きまして、本件に対す

る賛成討論の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） これをもって討論を終了

します。 

  これより採決に移りたいと思います。 

  議案第43号 令和元年度宮代町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立多数でございます。 

  よって、議案第43号 令和元年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員会において原案のとおり認定をされました。 

  ここで休憩に入りたいと思います。暫時休憩と

いうことでまずやりたいと思います。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、再開いたしま

す。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４５号の審査（住民課） 

○委員長（山下秋夫君） 続きまして、本会議に付

託されました議案第45号 令和元年度宮代町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

の審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ
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います。よろしくお願いいたします。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（岡安英之君） 失礼します。 

  後期高齢担当しております岡安と申します。お

願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括しての質疑をお受けいたします。 

  それでは、質疑ありますか。 

ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  後期高齢者医療特別会計については、３点お尋

ねいたします。 

  まず、287、288ページの後期高齢者医療保険料

なんですが、一応確認の上で平成30年度の１人当

たりの保険料と、令和元年度の１人当たりの保険

料をお示し願いたいと思います。 

  それから、成果書にも載っておりますけれども、

令和元年の10月から均等割の特例軽減、９割軽減

と8.5割軽減が段階的に見直されました。その関

係で、10月前と10月後の関係でどういうふうに変

化しているのか、その点も併せてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、同じく287、288ページの一般会計繰

入金の１目の保険基盤安定繰入金なんですが、こ

れについては前年度と比較して225万円の増収と

なっております。この辺についてのご説明もお願

いしたいと思います。 

  その３点、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  まず、１点目の調定額でございますが、令和元

年度ですが、１人当たりの平均調定額が７万

2,245円でございます。すみません、30年度につ

いては後ほど資料をお持ちしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  ２問目の均等割の変更の関係でございますけれ

ども、これまで均等割の軽減で8.5割軽減と９割

軽減というのがございまして、10月以降、９割軽

減の方が８割に変更になっております。それから、

8.5割の方だった方が7.75に変更になっておりま

す。その関係で、当然保険料の徴収額が増えるわ

けですけれども、それによりまして、10月の時点

で影響のあった人が1,037人で約430万ぐらいの増

収になっております。１人当たりにしますと

4,170円が増になっているというふうに考えてお

ります。 

  続きまして、基盤安定繰入金の220万の増でご

ざいますけれども、こちらは保険料の軽減に充当

される財源でございますが、対象者の増加により

ます増加でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。丸

藤でございます。 

  それでは、確認をさせていただきます。 

  令和元年度の１人当たりの保険料が７万2,045

円ですね。平成30年度については後で結構ですの

で、お示しいただきたいと思います。 

  それから、均等割の関係ですけれども、はい、

分かりました。影響というか、保険料の増収につ

いては、はい、分かりました。 

  それから、もう１点の保険基盤安定繰入金なん

ですけれども、確かに対象者の増によるというこ
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となんですけれども、これは詳しくは分かりませ

んか。その点、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  成果書の260ページをご覧いただきたいと思い

ますが、ここに上の保険料徴収事業の中で、２割

軽減から8.5割軽減の方の人数が出ておりますけ

れども、この中で30年度と比較いたしまして２割

軽減、830と出ておりますが、こちらから117名前

年に比べまして増加しております。それから、８

割軽減の961ですけれども、こちらが253人増加し

ています。それから、8.5割軽減のところが753と

なっておりますけれども、179人前年より増加し

ておりまして、この２割、８割、8.5割のところ

の人数が増加しているというのが主な要因だと考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） じゃ、確認でございますが、

足しますと549人ということなんですか、それで

結構ですか。確認していいですか。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  549人でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思います。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは、午前中に引き

続き、会議を開きます。 

  丸藤委員に対しての答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課の草野でご

ざいます。 

  平成30年度の現年分の１人当たりの平均調定額

ですけれども、７万270円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第45号 令和元年度後期高齢者医療特別会

計決算につきましては、後日、改めて反対討論を

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 次に、これより反対討論

の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 
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  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） これをもって討論を終了

いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議案第45号 令和元年度宮代町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君は起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立多数でございます。 

  よって、議案第45号 令和元年度宮代町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定をされました。 

  ここで暫時休憩をいたしたいと思います。 

 

休憩 午後 １時０３分 

 

再開 午後 １時０４分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４４号の審査（健康介護課） 

○委員長（山下秋夫君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第44号 令和元年度宮代町介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○健康介護課長（小島 修君） 改めましてこんに

ちは。 

  健康介護課長の小島でございます。 

  出席している職員につきましては、自己紹介で

進めさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 皆様、こんに

ちは。 

  健康介護課副課長の稲宮でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） こんにちは。 

  健康介護課介護保険担当の小林でございます。

よろしくお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 皆様、こん

にちは。 

  健康介護課高齢者支援担当、齋藤でございます。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括しての質疑をお受けいたします。 

  それでは、質疑はありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか質問させていただきます。 

  まず、成果書の244ページの介護予防普及啓発

事業になります。 

  健康教室、ますます元気塾、はじめて元気塾、

どれも介護予防する教室で、とてもいい取組だと

思っておるところですけれども、参加者が少ない

ような気がします。ひきこもりの高齢者の方が増

加する中で、高齢者の皆さんにもっと参加しても

らうようどのように周知し、参加を増やすための

努力をしているのでしょうか。また、今後どうい

ったことをしていくのでしょうか。 

  続きまして、成果書250ページの生活支援体制

整備事業になります。 
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  地域支え合い講座は、地域交流サロンの立ち上

げ、フォローアップの講座ということですが、こ

ちらはどのような内容で行っているのでしょうか。 

  続きまして、成果書247ページの地域自立生活

支援事業になります。 

  独り暮らしの高齢者が増える中で、高齢者等配

給配食サービスは安心して自立した生活ができる

ことから、こちらもいい事業だと思っております。

独り暮らしの高齢者が増える中で、利用人数や延

べ調理食数は逆に減少しているんですけれども、

これはなぜでしょうか。 

  もう一つ、介護相談員による訪問相談ですけれ

ども、利用者からの介護サービスに関して受けた

相談で多かったものはどんなものなんでしょうか。

また、訪問中に気づいたことを事業者側に伝えた

というふうにありますけれども、これはどんなこ

とを伝えたのか、教えていただけないでしょうか。 

  続きまして、成果書251ページの認知症総合支

援事業になります。 

  こちらは町内に認知症の方というのはどれくら

いいらっしゃるのでしょうか。 

  もう一つ、町民や介護関係者に対し、認知症カ

フェを開催していますけれども、これは何回開催

し、何名ぐらい参加しているのでしょうか。よそ

の自治体ですと、認知症の方が参加する認知症カ

フェもありますけれども、こういったものを宮代

町でも行っているのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問につきまして、お答えをさせていただき

ます。 

  まず、１点目でございます。 

  介護予防普及啓発事業の健康教室、ますます元

気塾、それからはじめて元気塾など、参加者の人

数が少ないというご質問でございました。 

  まず、そちらの参加者の人数ですが、こちらの

成果書の説明にありますように、まず健康教室に

おきましては、令和元年度は５名の方、延べ10名

の方にご参加をいただいております。前年度が４

名でしたので、１名増という形になります。それ

から、ますます元気塾につきましては、元年度の

参加人数は90名ということで、前年度の91名と１

名減ということでほぼ同じ人数が参加をいただい

ているところでございます。そして、はじめて元

気塾でございますが、こちらの参加人数につきま

しては、令和元年度は85名というふうになってお

りまして、前年度と同じ人数というふうになって

おります。こちらの参加の周知の方法でございま

すが、こちらにつきましては、町の広報、それか

らホームページなどで対象者の方に参加を募るよ

うな形で周知をしているところでございます。介

護予防の事業につきましては、今後の介護予防と

いう点から、非常に重要な事業というふうに町も

考えておりますので、積極的にこれから周知も図

っていって、より多くの方に参加をしていただき

たいというような形で進めていきたいというふう

に思っております。 

  続きまして、ちょっと１点飛ばせていただきま

して、介護相談員さんの相談の具体的な内容とい

うことでご質問だったと思うんですけれども、こ

ちらの介護相談員の相談事業につきましては、令

和元年度は４名の方に介護相談員として対応して

いただきまして、施設訪問が延べ156回、そして

施設のほうの延べ人数が8,230名、そして毎月１

回の連絡会議ということで12回開催をしたところ

でございます。具体的な内容でございますが、直

接介護相談員さんのほうが施設に赴きまして、入
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所されている方からお話を聞いたりですとか、施

設に入所されている状況を見まして気づいたとこ

ろがあればそれを事業者側に伝えて改善をしてい

くというふうに対応を図っていたところでござい

ます。具体的な内容でございますが、様々な内容

でいろいろなお話のほうをいただいているところ

ですが、主なところでは入所されている方の状況

がちょっとなかなか見た形で厳しい状況がある、

具体的には、例えば食事のときにうまく食事がと

れていないとか、トイレに行くときの対応ですと

か、そういった形の職員の対応が十分でないとい

うふうなことをおっしゃられる入所者の方がいら

っしゃいましたので、その旨を施設のほうに伝え

て、対応について改善を図っているところでござ

います。 

  それから、認知症についてのご質問でございま

すが、町内におきまして、具体的な認知症にかか

っていらっしゃる方の人数ということについては、

こちらのほうでは申し訳ございませんが、ちょっ

と把握をしておりませんので、こちらでお答えを

することはできないのでご理解をいただきたいと

思います。 

  それから、認知症カフェでございます。 

  こちらにつきましては、令和元年度、新たな形

で開催をしたものでございまして、こちらの目的

でございますけれども、認知症患者を支えるつな

がりというのを支援するということで、家族の介

護負担の軽減を図るということで認知症カフェを

開催いたしました。回数ですが、令和元年度は５

回開催をいたしております。６月14日、８月９日、

10月11日、12月13日、それから年が明けて２月14

日ということで５回開催をいたしました。いずれ

も２時間程度で、場所は進修館において開催をい

たしております。こちらにつきましては今申し上

げましたが、２時間程度のコースではありますけ

れども、認知症のご本人だけということではなく、

家族の方の総合交流、情報交換、それから介護負

担の軽減ということを目的としたものでございま

して、当日は精神保健福祉士の方ですとか作業療

法士の方を招いて、様々な形での交流ということ

でお話をしたりですとか軽い体操をしたりとかと

いうことで、少しでも負担を軽減できるようにと

いうことで開催したものでございます。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  成果書250ページ、251ページ、生活支援体制整

備事業における地域支え合い講座、地域交流サロ

ン立ち上げ・フォローアップ講座のことについて

ご説明いたします。 

  地域交流サロンの立ち上げキーマンを育成する

ための講座といたしまして、２月に地域支え合い

講座を開講いたしました。今年度は２日間の予定

で開催の予定でしたが、新型コロナウイルスの影

響によりまして、１日目のみの開催となってしま

いました。 

  １日目につきましては、町職員と社会福祉協議

会の職員で宮代町の高齢者を取り巻く現状と未来

の状況、サロンを行うことによる効果、こういっ

たものを伝えさせていただきました。２日目はち

ょっと中止になってしまいましたが、埼玉県立大

学の先生をお呼びしまして講演等をしていただく

予定でございました。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員いかがですか。 

○委員（浅倉孝郎君） 答えてもらっていないのが

あります。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 申し訳ござい

ませんでした。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 
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○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  先ほどのご質問の中で、１点答弁漏れがござい

ました。 

  給食配食サービスについてということでござい

ますけれども、人数のほうが減っているというお

話でございます。成果書の247ページにございま

すように、延べ利用者数につきましては、令和元

年度が1,119名、平成30年度の1,157名から38名減

というふうになっております。また、延べ調理食

数におきましても、令和元年度は１万1,866食で

ございましたが、平成30年度の１万2,272食から

人数と同様に406食の減というふうになっており

ます。こちらの給食配食サービスの人数でござい

ますが、過去何年かの数字を見ていきますと、若

干増もあれば減もあるということで、少し数字の

ばらつき等はあるんですが、中には増えている年

もありますし、減少している年もございます。お

おむね人数につきましては同じような数字で来て

いるところではありまして、現在、直接決算のこ

とではございませんけれども、令和２年度につき

ましては、こちらは増加傾向にあるということで、

多い人数に対応できるように、今こちらのほうで

準備を進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  幾つか再質問させていただきます。 

  介護予防普及啓発事業なんですけれども、こち

らの周知のほうを町の広報とホームページという

ことなんですけれども、高齢者の皆さんを考えれ

ば、ちょっとホームページは厳しいですし、町の

広報も見ていない方もいらっしゃると思いますの

で、もっと別な機会でも周知していただければと

思いますので、こちらは要望になります。 

  地域自立生活支援事業、成果書247ページにな

りますけれども、介護相談員による訪問相談なん

ですけれども、訪問中に気づいたことを事業者に

伝えたということなんですけれども、これは伝え

た後、事業者のほうというのは改善したのでしょ

うか、それとも伝えて終わりということなのでし

ょうか、こちらをお聞きいたします。 

  あと、成果書251ページの認知症総合支援事業

のほうの認知症カフェのほう、こちらは何名参加

したのか、教えてください。 

  それと、ほかの自治体では、認知症カフェとい

いますと、もちろん介護者に対しての認知症カフ

ェもありますけれども、認知症の方が直接何かを

するという認知症カフェもございまして、例えば

認知症の方がメイドの服を着まして、一般の方に

コーヒーとかケーキを提供するというようなこと

をやっているところがありまして、それを地域の

人は大学生や市民団体と連携しているというよう

なことをやっているところもありました。そうし

ますと、認知症の方もかなり症状が改善したり、

温和になったという話を聞きますので、そういっ

た認知症の皆さんが参加する認知症カフェという

のを今後宮代町でも開いていくのかどうかという

ことをお聞きします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  介護相談員さんの事業の関係でございますけれ

ども、施設に赴きまして、気づいた点を施設に伝

えた後の対応でございますけれども、介護相談員

は、施設についても一度訪問したらそのまま終わ

りということではなく、その後も訪問することが

ございますので、その点につきましては、後日確

認をしているところもございます。 
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  それから、認知症カフェの参加の人数というこ

とでございますけれども、こちらは30名というこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課課長の

小島でございます。 

  認知症カフェについて、補足してご答弁申し上

げます。 

  議員ご指摘のとおり、認知症カフェについては

市町村によっていろいろな形態で開催されている

ところでございまして、宮代町におきましては、

比較的認知症カフェの実施に当たっては歴史が浅

いところです。それについては、町内で地域交流

サロンというのが早い時期から数多く開催されて

おりますので、そちらへの参加がこれまで多かっ

たというふうに認識をしております。地域交流サ

ロンにおきましては、介護予防、認知症予防はも

とより、認知症になった方であっても参加をでき

るといったところでございまして、従来はそちら

のほうに宮代町も力を入れてきたところなんです

が、認知症カフェについても、国や県のほうから

具体的なそういった名称を用いたカフェを開催す

るようにというようなこともございましたので、

本町においてもようやくといいますか、昨年度実

施をしたというところです。 

  現状では、認知症カフェについては、おおむね

情報共有、情報交換、さらには介護者の苦労して

いるところをこうするといいよとかといったアド

バイス的なこと、そういったことをメインに行っ

ております。 

  委員ご指摘のとおり、認知症の方が例えばメイ

ドさんになってとか、衛生管理上の問題もあろう

かと思いますけれども、そういったところもご意

見を踏まえて、今後検討していきたいなというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  最後になりますけれども、やっぱり老後は誰も

が自立して安心して暮らしたいと思っていると思

います。要介護者にならないための工夫や努力と

いうのは結構誰でもできると私は思っております。

今後、町はさらに高齢化が進み、要介護者が増え

ることが予想されています。超高齢化社会になり

まして、これから町をどう運営していくのかとい

うこともあるかと思いますので、町長にお聞きし

たいんですけれども、今後どのような介護予防が

必要と考えますかというのと、また、ご自身で日

頃から気をつけていることがあったら教えてくだ

さい。 

○委員長（山下秋夫君） 町長。 

○町長（新井康之君） 町長の新井でございます。 

  介護予防は、やはり人と会うということが一番

だと思っていますので、地域でのサロン、または

健康体操、家から外へ出て、人と人が会ってお話

しをするということが一番大切だと思っています

ので、そういうことの展開を町内で多く広げてい

けたらなというふうに考えています。 

  また、自分自身もそうですけれども、いろいろ

な方と会って、またそういう方々とお話をして、

それを逆に引っ込み思案にならないようにしてい

くことが一番だと思っていますので、自分も同じ

ようなことで地域の中で溶け込んでいけたらなと

いうふうに思っています。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ８点質問をさせていただきます。 



－２８７－ 

  １点目、決算書262ページ、成果書235ページ、

介護認定調査会運営事業についてです。介護認定

調査会について、詳しく教えてください。あと、

委員の構成も教えてください。 

  ２点目、同じページで、元年度の申請区分変更

で却下取下げについて詳しく教えてください。そ

の却下された方の対応をどのようにしているのか

というのも教えてください。 

  同じく、決算書262ページ、成果書235ページ、

認定調査事業についてです。調査員の方は何名い

らっしゃいますでしょうか。訪問調査はスムーズ

に行われておりますでしょうか、お伺いします。 

  ４点目、決算書264ページ、成果書237ページ、

施設介護サービス給付事業についてです。入所待

ちの方がいらっしゃいましたら人数を教えてくだ

さい。 

  ５点目、決算書274ページ、成果書246ページ、

認知症高齢者見守り事業についてです。こちらＧ

ＰＳの支援がありますけれども、徘回をされる在

宅の認知症の方の人数は把握をされておりますで

しょうか、お聞かせください。 

  ６点目、先ほども出たんですけれども、高齢者

給食配食サービスについてなんですけれども、延

べ人数ではない人数をお聞かせください。 

  ７点目も同じく、先ほどご質問ありましたけれ

ども、介護相談員による訪問相談についてです。

こちらは相談員の方が聞いたことをまた事業所に

伝えて改善をしているということなんですけれど

も、それでまたその確認を何回か訪問している際

にされているということなんですけれども、現場

のほうでは、なかなか要望が本当に改善できるこ

とならいいんですけれども、改善できないことと

かはそこの事業所によっても違うと思いますし、

介護士の方の人手不足もありまして本当にそこが

改善をされているのか、ただそこで相談を聞いて

ガス抜きのようなものになっているのか、もう一

度その辺をお伺いしたいと思います。 

  ８点目です。決算書276ページ、成果書250ペー

ジ、生活支援体制整備事業なんですけれども、認

定ヘルパー養成講座で７名の方が認定を受けたと

いうことなんですけれども、この７名の方は就業

しているのか、お伺いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問につきまして、お答えをさせていただき

たいと思います。 

  まず、介護認定審査会でございますが、こちら

につきましては毎週金曜日に開催しているところ

でございますけれども、その認定の審査に至るま

でのところの過程についてご説明をさせていただ

きたいというふうに思います。 

  まず、介護認定の手続でございますけれども、

まず介護認定の申請をしていただきまして、その

後かかりつけ医に意見書というのを請求するよう

になります。その後、日程調整を行いまして、町

の認定調査員が自宅もしくは施設のほうにお伺い

をいたしまして調査をいたします。その後、書類

のほうを作成いたしまして、こちらの介護認定審

査会に上げるような形になりまして、そこで出席

されている委員の方々からご意見をいただきまし

て、そこで最終的に介護認定についての決定を図

るというような手続で行っているものでございま

す。 

  それから、委員の構成でございますが、全部で

23名いらっしゃるようになっておりますけれども、

こちらについては様々な方の委員がいらっしゃい

ますけれども、例えば医師であるとか歯科医師で

あるとか、医師がそれから４名、それから薬剤師
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が３名、それから歯科医が４名、それから保健師

が４名、それから介護分野の方ということで、全

部で４部会に分かれまして毎週一度、金曜日に開

催をしているところでございます。総数は24名と

いうふうになっております。 

○委員長（山下秋夫君） 介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 区分変更と却

下についてご説明申し上げます。 

  区分変更却下という区分は、要介護の区分が上

がった、下がった、ご本人はそういうふうに思っ

て申請をされるわけですが、審査会におきまして、

現状そのままだった、例えば要介護２が区分変更

がきて要介護２のそのままが出た、その場合は区

分変更申請の却下という形でやっております。取

下げというのは、申請中に例えばご本人様がお亡

くなりになられて、その申請が必要なくなった、

その場合は取下げという形で取扱いをしておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  認定の調査に当たりましての調査員の人数とい

うことですが、こちらは５名で対応させていただ

いているところでございます。こちらの調査がス

ムーズに行われているかというところでございま

すけれども、調査員の方が直接自宅、それから施

設などに赴きまして、直接お話をいろいろお聞き

して状況を確認しているところですけれども、調

査員の方もなるべく相手方の立場に合った形で、

丁寧な、そして親切な対応というところを心がけ

て対応しておりますので、特に調査員の対応につ

いて問題が発生したとかというような事例につい

ては、特に聞いてはいないところではあります。 

  それから、続きまして施設介護サービスについ

てのところのご質問でございますが、入所待ちの

方の人数という質問でございました。現在のとこ

ろ、町で把握しておりますのは、特別養護老人ホ

ームの入所希望者の調査というのが町で把握して

いる数字でございまして、こちらについては近隣

市町も含めて統計のほうが出ているところなんで

すけれども、宮代町においては、令和元年度は43

名の方が入所を希望されていらっしゃるというよ

うなことで把握をしているところでございます。 

  それから、見守りの事業のＧＰＳの関係でござ

いますが、こちらにつきましては成果書の246ペ

ージにございますけれども、実際、このＧＰＳ位

置情報発信器を使った方につきましては２名とい

うことで載せさせていただいておりますけれども、

実際、ＧＰＳをつけていないような事業の対象と

なっていない方も含めました人数については、特

に町では把握はしていないところでございますの

で、ご理解をいただければと思います。 

  それから、続きまして給食配食サービスの関係

でございます。こちらについては、延べ人数でな

くて実人数というお話でございますが、令和元年

度におきましては、登録されている方は113人と

いうことになります。 

  それから、介護相談員についての内容でござい

ます。確かになかなか人手不足等の問題もありま

して、事業の遂行に当たりましては苦労している

ところもございます。なかなか現場で聞いた声と

いうのを施設のほうに伝えて、それを確認すると

いうところも場合によってはなかなか難しいとい

うようなところもありますけれども、実際、なか

なか入所されている方が自ら、家族も含めてです

けれども、施設のほうにそういったことを直接言

いにくい点も多々あろうかと思いますので、ここ

は入所されている方、ご家族と施設との間に入っ

て町が多少なりとも本人の言いにくいところも含
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めて施設に伝えていって、それが少しでもよいふ

うなほうに改善されていくことができればなとい

うふうに考えております。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  成果書の250ページに記載あります生活支援体

制整備事業におけます認定ヘルパー養成講座、こ

ちらにつきまして、受講者がその後、実際の事業

者への就労に結びついているかというご質問でご

ざいましたが、こちらにつきましては、ヘルパー

養成講座の最後の日に研修が終わった後に、参加

者と事業者とのマッチングみたいなことは実施し

ているんですが、なかなか就労に結びついていな

いという状況がございます。こちらにつきまして

は、その原因といたしまして、なかなかまだ緩和

した基準におけるサービス、訪問型サービスＡと

呼んでいますが、こういったものがまだ一般の業

者の間にもまだ理解されていない、そういったこ

とから事業者のほうでもまだ積極的ではないとい

うような状況が考えられております。町といたし

ましては、昨年度までは就労を考えている人に受

講していただきたいといことで進めてはいたんで

すが、そのままですと実際の講座が無駄になって

しまうという状況もございましたので、令和２年

度からは、ちょっと対象者というかを見直しまし

て、家族の介護とかそういったことを主に考えて

いる方でも受講いただきまして、その先々に認定

ヘルパーとして事業所とかで働いていただければ、

関心を持っていただければということで、今回、

ちょっと間口を広げた形での実施を予定しており

ます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。どうもありがと

うございました。 

  再質問をさせていただきます。 

  ２点目なんですけれども、変更が却下された場

合の方にはどのように対応しているのかというと

ころをもう一度お願いいたします。 

  ３点目の訪問調査がスムーズに行われているか

ということで、問題ないとのことだったんですけ

れども、例えばちょっと急いでいたりとか認定を

早く調査を進めたいというときに、町の日数とか、

そういった日程的なことでのスムーズにというと

ころももう一度伺いたいと思います。 

  ７点目なんですけれども、介護相談員による訪

問相談についてなんですけれども、町が間に入っ

ていて、利用者様と、あと事業者の方にサービス

向上のためにされているということは本当にいい

ことだと思います。実際、現場でもしそのような

改善ができないという状況を、例えばその中でも

こういう要望があったということでお願いするだ

けではなく、町のほうももう一方の事業所のほう

もお声も聞いて、その辺、総合的に改善をできた

らいいなと思いました。そのようなことをしてく

ださっているのか、もう一度伺います。 

  ８点目のヘルパー養成講座で、就業よりも家庭、

家族の介護にということで、それも本当に知識と

して養成講座で家族のためにということでもとて

もいいと思います。きっとそこにハードルのよう

なものがあって、就業というところまでにいくと、

やはり大変というイメージがついてしまって、家

族の介護をするという目的でという、そこで止ま

っちゃっているというか、なのでもう一方の介護

従事者が増えてくださることが介護される側の方

のサービスの向上にもつながりますので、ここを

もう一度、就業のハードルを下げるというところ

での取組をお聞かせいただければと思います。 

  以上です。 
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○委員長（山下秋夫君） 介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

の小林でございます。 

  委員さん質問の却下が出た場合の対応につきま

してご説明申し上げます。 

  却下が出た場合につきましては、あなたの申請

が却下になりましたという通知を基本的には差し

上げます。基本的には、その通知をもって対応は

終了という形になっております。その後、お客様

からの個別の相談があれば相談申し上げる、また、

ある程度事情が分かっているケアマネジャーさん

のほうにもご事情をお伝えする、そういう形で対

応しておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  認定の調査についてでございますけれども、全

体的な日程ということで、おおむね申請から結果

が出るまでは、大体１か月程度かかるというのが

通常のスケジュールでございます。やはり、最初

に申請をしていただいた後に、かかりつけの医師

の方の意見書を頂くということが必要になってく

るんですが、こちらがどうしても最初おおむね２

週間ぐらいかかるような状況でございます。そう

いったこともありますので、その後、書類を審査

して、審査会にかけるという形になりますが、介

護の認定というところでは、ご家族の方もなるべ

く早めに申請の後の結果を知り得て、サービスを

受けたいという声もあろうかと思いますので、少

しでも早く結果が出せるように町のほうでも準備

を進めていって、なるべくご迷惑のかからないよ

うに、そして申請者の方にとって有利になるよう

に進めていきたいというふうに考えております。 

  それから、介護相談員さんの事業についてでご

ざいます。 

  先ほど、ご質問でもお答えをさせていただきま

したけれども、介護サービス向上のためというこ

とで、現場のほうに赴いてお話を聞いて、必要に

応じて施設のほうにその声を伝えて、改善をして

いっていただいているというような状況がござい

ます。ただ、委員さんご質問のように、実際には

施設側のほうも何か事情があって、できるところ、

できないところもあろうかと思いますので、そこ

は利用者の方、それから施設の方、両方話を聞い

て、そういった形で改善していく方法が一番いい

のかというのをまさにそこを総合的に考えてやっ

ていければなというふうに思っております。実際

のところ、介護相談員さんだけではなく、直接町

のほうにもいろいろな方のご相談を受けることが

あります。そういった場合は、必要に応じて職員

のほうが直接施設に赴いていって、当事者の方か

らお話を聞いて、施設側とお話をして、今後どう

いうような改善策を考えていけるかといった形で

相談をさせていただいていることもございますの

で、今後そういった点も参考に進めていきたいと

いうふうに思っております。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当の齋藤でございます。 

  認定ヘルパー養成講座につきまして、就業のハ

ードルを下げる、そういった取組をしたほうがい

いのではないかというご質問でございましたが、

町のほうの広報におきまして、認定ヘルパー養成

講座の募集のほうをさせていただいておりますが、

そこでは、昨年度、やはり対象者につきましては、

認定ヘルパーとしての就労を考えている方という

ことの募集でございまして、大変ちょっとやはり

ハードルとしては高かったのかなと思っていると

ころでございます。そのため、やはりなかなか参
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加者が集まらず、昨年度につきましては一応７名

の方に受講いただいたところでございます。ただ、

先ほども申しましたとおり、なかなか就労にも結

びついていないような状況がございましたので、

そこにつきましてはぜひ多くの方々にご参加いた

だいて、少しハードルを下げてご参加をいただい

て、そこから就労に関心を持っている方、そうい

った方が現れれば、また事業所のほうにつなげて

いく、そういった取組をしていきたいということ

で考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。どうもありがと

うございました。 

  全体的に分かりました。 

  それで、最後に、今いろいろ施設介護のほうも

43名待ちであったり、いろいろ伺いましたけれど

も、町全体としての宮代町の傾向といいますかを

最後に伺えればと思います。お願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  町としての傾向ということでございますけれど

も、今、宮代町の高齢化が進んでおります。特に、

団塊の世代の方が75歳になるという2025年には、

宮代町のほうの高齢化も進んで、より一層今より

も介護の必要とされる方が増えるというふうな形

がありますので、もちろん介護になったときのサ

ービスということを考えるのも必要ではあります

けれども、介護が必要とならないようにするため

にも介護予防というところで積極的に進めていっ

て、なるべく介護サービスを受けないで済むよう

な、そういった形で取り組んでいければなという

ふうに思っております。そのためには、地域包括

ケアシステムというのがございますけれども、医

療、介護、住まい、そして生活支援介護予防、こ

ういった点で一体となって問題に取り組んでいく

必要が町としてもあるのかなというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  何点かお願いします。 

  決算書276ページ、成果書251ページ、地域支え

合い講座についてです。 

  25名の方が受講してくださったということで、

サロン立ち上げに向けた機運と高めましたという

ことなんですけれども、２回目ができなかったと

いうことなんですが、受講してくださった方がサ

ロン立ち上げの意思というか、動き、ある程度何

人いてくれているか、気持ちが動いているかとい

うことをお聞きします。それがまず１点です。 

  それと、成果書246ページ、決算書274ページで

す。ＧＰＳの情報発信ということなんですが、防

災無線でもよくちょっと家を出たまま見つからな

いということが何度か防災無線でも時々流れたり、

あと、ちょっと施設の方とかに聞くと、結構施設

から出てしまったり、ちょっと気をつけたいとい

うことがあるんですが、そういうＧＰＳをつけて

いることで見つかったとか、そういう事例という

ことはあるんでしょうか。やっぱり認知症の方で

出てしまっているとか、もう少しＧＰＳの必要が

大事なのかなとも感じるんですが、そこのところ

をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  まず、成果書の251ページ、地域支え合い講座
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の関係でございます。 

  こちらにつきまして、昨年度２日間の予定でご

ざいましたが、１日目だけで終了してしまいまし

て、その際に25名の方に参加いただいたところで

ございます。こちらの方々が実際に地域交流サロ

ンの立ち上げの意思を持っていただいたかという

ことになりますと、ちょっと把握できていないと

ころがあるんですが、今年度、直近の話でござい

ますが、１か所、地域交流サロンを立ち上げたい、

その参加者かどうかはちょっと分からないですけ

れども、１か所新たに立ち上げたいんだというご

相談をいただいたところでございます。 

  続きまして、認知症の徘回の高齢者の方のＧＰ

Ｓのサービスのほうにつきましては、こちらにつ

きましてはなかなか実際に発見に至ったという事

例というのがなかなか報告は受けていないんです

が、やはりＧＰＳを持っているということで安心

感があるということでお話しはいただいておりま

す。また、ＧＰＳのほうではないんですが、一般

会計のほうの事業になりますが、安心カードとい

う事業がございますが、本人の情報を書いた名札

の小さいような物をお持ちいただくものなんです

が、こちらの安心カードを持っていることによっ

て保護していただいた方がその名札を見て、ご本

人様を特定していただいて、役場のほうにご連絡

いただいた、そういったことで徘回高齢者の方を

無事に保護することができたという事例がござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） サロンの立ち上げのほうな

んですけれども、コロナになりまして、大きなサ

ロンとかはちょっと休会状態になったりとか、集

会所とかはスペース的に20人ぐらいの状況になっ

ている状況です。それで、私も関わってはいるん

ですけれども、やっぱりできなくなってしまった

ということで、やっぱりその大事さを今まで以上

に感じたんですけれども、本当にちょこちょこと

数がいっぱいあるのがいいと思うんです。私のと

ころの集会所も毎日誰かが１日やってくださって

いるという、そのためにはやっぱり立ち上げの人

が必要なんですが、組織をつくって、言い方がち

ょっとうまくいかないけれども、頭でっかちにな

ってつくるとできないんですよ。本当にサロンな

んで、そういう人づくり、気楽にできるんだよと、

無理しなくてできるんだよという、構えないと講

座もやってくださったりしてくださっているんで

すけれども、肩肘張らなくてできる、それをでき

る人がそういうサロン立ち上げができる人だと思

うんです。そういうところを講座の内容とか、そ

ういうところを言っていっていただくのと、やっ

ぱりこれは自治会がやるものではなくて、地域の

個人がいっぱいつくっていくところだと思うので、

個人のお宅を活用してくださっているところもい

ますので、そういう点で担当課としてはこれから

大きなところというのはなかなか難しくなったり

すると思いますので、どう考えているのかお聞き

したいのと、サロンを開催していますと、本当に

コロナの対応で本当に担当課の方たちが一生懸命

福祉協議会とやってくださっているのは本当にあ

りがたく、体操のものを全部印刷をお願いしたり

とか、フェースガードとか本当によく体温を測る

ものとかもやってくださっているので、これがも

っと地域につながっていくといいなと思っていま

す。少ないと、一生懸命やっているよさがつなが

っていかない、それがもっと敷居が高いというか、

そういうんじゃなくて、本当にみんなで地域の支

えになっているというのが実際自分がやっていて

運動をする施設を紹介したりとか、皆さん個々で

やるんです。その中でもできるだね、町内にこん
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なところにあるよとか、そういうのももうちょっ

と垣根を低くやっていくような講座とか、誰でも

できる立ち上げというのを考えてもらいたいんで

すけれども、ちょっと長くなったんですけれども、

そういうところを担当課はどう考えているのか、

お願いします。 

  あと、ＧＰＳのほうは、徘回高齢者を介護する

方に対してＧＰＳを貸しているということなんで

すけれども、これは希望者がもう少しいるのか、

家族にしたら欲しいのかなと思うんですが、そこ

のところはどうなっているのか。 

  あと、安心カードのご説明をいただきましたが、

確かにそれを持っていると保護していただきたい

ので、ちょっと特別会計ではないかもしれないん

ですけれども、安心カードの配布の状況というの

は非常に多いのか、少ないのか、お願いいたしま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  まず、地域支え合い講座、地域交流サロンの立

ち上げに係るハードルを下げて人づくりを進める

ということのご質問かと思いますが、こちらの地

域交流サロンにつきましては、やはり１人の人が

一生懸命やっていただいても、その方もやはり活

動に限界があるかと思いますので、やはりできる

だけ多くの方々に支えていただきまして、ぜひ長

続きするような地域交流サロンにしていただきた

いなとは思っております。町といたしましても、

エンジョイメンバー、あちらのほうでそういった

人づくり、地域の支え合い、そういったものに参

加いただけるような人をそういったところで意識

啓発のほうを進めているところでございますので、

そういった活動を通じまして、ぜひ多くの方にご

参加いただいて地域交流サロンを充実させていく、

そういったことが必要なのかなということで考え

ているところでございます。 

  また、コロナの対応につきましても、やはり地

域交流サロンはやはりコロナが感染拡大が始まっ

てからお休みしているというところが非常に多く

なっております。９月ぐらいからまた始めました

というようなお話もいただいておりますが、７月

補正でコロナの対応の消耗品、マスク、消毒用の

アルコール、こういったものも町のほうでご準備

させていただきましたので、こちらのほうも地域

交流サロン等に配布のほうを始めておりますので、

そういった中でも地域交流サロンの支援のほうを

していきたいと考えてございます。 

  また、ＧＰＳの利用者、こちらにつきまして、

今現在、元年度の利用者は２名しかいらっしゃら

ないところではございます。こちらにつきまして

は、最近ですとスマートフォンにＧＰＳの機能が

あって、そちらのアプリなどを使うことによって

同等の機能があるということもありまして、ふだ

ん使い慣れたもの、新たにＧＰＳの機械を持つよ

りも、ふだん使い慣れたものをそのまま持ってい

くということが利用しやすいというような、ちょ

っとお話はいただいているところでございます。

そういったところで、また徘回につきましても新

たなサービス、利用者のニーズに合ったようなサ

ービスをちょっと考えていく必要があるのかなと

いうことでいるところでございます。 

  安心カードの利用状況でございますが、こちら

につきましては、元年度全体で778名の利用者が

いるところでございます。ただ、こちらにつきま

しては、基本的な利用方法としましては、自宅や

外出先において急病や事故で倒れてしまってなか

なか救急隊員の方に詳細をご説明できない、そう

いったときにご利用いただいているというのが基

本的な考えでして、認知症の方の徘回対策という



－２９４－ 

ことではございませんが、そういった中で多くの

方に利用いただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） よく分かりました。 

  地域サロンは、今後本当に小さいところがたく

さんできていいと思いますので、担当課が一生懸

命力を入れてくれている事業なので、ますます広

げていただきたいと思います。 

  安心カードのことも分かりました。私の地区の

方が持っているんですけれども、安心カードを持

っていると、出かけるときにすごく自分自身も安

心だということで言っておりましたので、よく分

かりました。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ここで休憩に入りたいと

思います。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  引き続き会議を開きたいと思います。 

  先ほどの議事の続きとして、角野委員。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  質疑をお願いします。 

  成果書の249ページなんですが、地域包括支援

センター運営管理事業なんですが、令和元年から

町の直営から民間にお願いしてやったということ

で、これについて町としての評価というかよかっ

たところ、また、課題点ちょっとお伺いしたいと

思います。 

  それから、成果書223ページの３行目、第１号

被保険者が１万921人で、そして、要介護者認定

が1,664人で、15.2％が認定率となっているとい

うふうに書かれておりますが、この15.2％という

数字というのは多いのか少ないのか、その辺ちょ

っとお伺いします。というのが第４次総合計画で

地域サロンということで、町も実行計画ずっとや

ってこられて、そういう介護にならないように、

介護予防に一生懸命力を入れてきたというところ

でちょっとお伺いしたいなというふうに思います。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目の地域包括支援センターについて

でございます。ご質問のとおり令和元年度からこ

ちらについては委託ということで、スタートをい

たしたところでございます。その委託についての

評価というところでございますが、成果書の249

ページにも書かせていただいているとおりでござ

いますけれども、今までは平成30年度までは町の

ほうで、職員のほうで対応をしていたところです

が、元年度から委託をした際に地域包括支援セン

ターの職員ということで、実務経験を積んだ方、

専門職の方が業務のほうに携わっていただいてお

ります。実際、今６名いらっしゃるんですけれど

も、保健師あるいは社会福祉士、主任介護支援専

門員の人など、専門職の方が専門職としての今ま

での豊富な実務経験を基に対応をしていただいて

いるというところがありますので、サービスの内

容については、より様々な面から包括的な支援を

できたんではないかなというふうに考えておりま

す。 

  いろいろな方からのご相談になるべく迅速に対

応してサービスにつなげるということで、高齢者
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が住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを

続けることができるように支援したということで、

一定の成果は上げられたんではないかなというふ

うに考えているところであります。 

  それから、２点目の要介護認定の人数でござい

ますが、先ほど成果書の文章のところで触れさせ

ていただいておりますけれども、前年度より56名

増加して、1,664名というふうになっております。

こちらについて多いというふうに考えるかという

ところでございますけれども、実際この数字でご

ざいますが、ほかの市町村、同規模程度のほかの

市町村と比べて、それが多いのか少ないのかとい

うところで比較をしたことはございませんので、

これが多いかという判断はなかなかちょっと難し

いところではあると思っております。 

  ただ、宮代町の人口を考えますと、この認定率

15.2％という数字については、決して低くはない

数字ではないのかなというふうに考えております

ので、今後この人数が増加していかないように、

町としても対策をしていかなければならないとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  今、ご答弁いただきました。地域包括支援セン

ターについては１年目ということで、まだそこの

場所の認知度というのがなかなかなかったのかな

というふうに思いますけれども、だんだん慣れて

くればあそこにあるというふうに分かってくるん

だろうと思うんですけれども、これができたこと

によって町の職員の任務というかそういうものの

負担というのが減っている、3,000万かけて民間

委託した分のその減った分というふうなところは、

どんなふうに考えたらいいのかお伺いします。 

  それから、成果書の今のお話なんですが、成果

書の226ページ、平成12年に介護保険が始まりま

して、もうちょうど20年くらいたっているんです

けれども、これで第７期の２年目ということで、

元年度の収支というのを見させてもらって、単年

度でいくと三角印があります。あらと思ってちょ

っと見たんですけれども、成果でも単年度では赤

字に、単年度収支だと赤字ということが、2,356

万の赤字となっているということで、2025年を前

に大分心配だなという思いで、223ページの公費

投入によって第１段階から第３段階の保険料の軽

減が行われて、785万減になっていますというふ

うにありますが、公費投入で軽減を行った分、そ

の公費はどこに、この介護保険の会計に入ってい

るとしたらどこなのかお伺いします。 

  それから、積立てを行って、今この３年間で介

護保険計画を実施するわけですけれども、その２

年目ということで、今２年目終了になった時点で、

基金がどれくらいになったかお伺いします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをさせていただきます。 

  先ほどの公費投入の分ですけれども、介護保険

の特別会計でどこに入っているのかというところ

でございますが、決算書でいいますと256ページ

になります。こちらで低所得者保険料軽減繰入金

ということで、一般会計のほうから町の介護保険

の会計に入っております。ただ、国と県の負担分

につきましては、もともと一般会計のほうに入っ

てきておりますので、そこで町負担分と合わせて

介護保険の会計に入ってきているというような形

でございます。 

  続きまして、２問目の質問にお答えをさせてい

ただきます。 

  介護保険給付費の準備基金の残高でございます
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けれども、こちらのほうにつきましては、決算書

の282ページでございます。令和元年度におきま

してですけれども、前年度平成30年度の残高が３

億5,901万9,000円でございました。令和元年度で

1,646万3,000円の減というふうになりまして、令

和元年度末の残高につきましては、決算書にあり

ますように３億4,255万6,000円となっております。

今回、令和２年度の補正予算のほうで計上もさせ

ていただいておりますけれども、こちらにつきま

しては、基金については、金額のほう増というこ

とで、補正予算のほうを出させていただいている

ところです。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。 

  最初にご質問いただいた地域包括支援センター

の外部委託による効果というご質問でございます

けれども、従来は直営で地域包括支援センターを

おいて事業も行っておりました。担当職員は町の

職員として社会福祉士、保健師、それから、ケア

マネジャーの主任ケアマネジャーの資格を持った

職員ということで、全部で専属が４名、あと介護

予防関係の業務を行っている保健師が１名という

ことで、センターのほう運営しておりましたが、

昨年度から外部委託ということで、直営で行って

いた職員を若干業務の多いところに配置替えをし

たというところで、配置替えした先のほうで業務

が円滑に行われているというふうに認識をしてお

ります。 

  特に、健康介護課内部に限って申し上げますと、

保健師については、なかなか専門職の採用が難し

い、町職員として採用が難しいところもございま

す。内部異動によって保健事業に携わっていただ

くと。特に昨年度は健康増進計画、食育計画が策

定しましたので、この計画に基づいた事業展開と

いうものをしっかり行っていく必要があったとい

うこと。それと併せて、計画策定の義務になって

おります自殺対策計画、これも昨年度直営でコン

サルを入れずに計画策定をしてまいりました。 

  そういったことで、保健事業、健康増進に絡む

事業については、これから事業の拡充をしていく

必要があるということで、包括支援センターの外

部委託によって必要な人材が内部でまずは確保、

十分ではないかもしれませんけれども、内部での

人材確保というものができたというふうに認識を

しております。強いて言えば、こういったところ

が委託による効果ということでご理解いただけれ

ばというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  成果書の232ページですか、準備基金も元年度

はたくさん入れています。前年度より4,300万増

えていますし、それから、また積立てのほうもし

っかり前年度並みにしっかりやっているから、単

年度収支、もっと基金を入れたらいいのにと思っ

ていたんですけれども、そしたら、ある程度基金

を残さない限り３年で、あともう１年あって、そ

うすると基金がなければ、その次の８期計画で保

険料が上がるわけですよね。何か見ていると本当

に介護保険、宮代町は介護保険本当にきめ細かに、

施設にしても、内容にしてもやっている分、費用

的には苦しくなってきているんだなというのが今

回本当に切実に分かりました。 

  あと１年この計画でやって、あとその第８期の

保険料がどうなっていくんだろうとちょっと不安

というか、2025年を前にして10年間の第４次総合

計画で、地域交流サロンでみんなで元気にいつま

でも暮らしていこうというその思いよりも、高齢
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になって心身が弱っていくというほうがだんだん

強くなってきたのかなという、そんなちょっと心

配だなという、決算的にはこれが事実なんだなと

いうふうに分かりました。 

  でも、地域包括支援センターはやはり民間で、

しっかり専門職員やってくださった分、垣根が、

ハードルが高くないというか相談しやすくなって

いるので、それは大変ありがたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  ２点お願いします。 

  いずれも認知症に係る事業です。 

  成果書の246、まず。これＧＰＳの位置情報の

発信機の貸与が主な事業なんですけれども、29、

30、それから、元年度とこういう実績、これは出

来高で一般財源からは別に出していませんのでい

いんですが、ちょっとあまりにも少ないというか、

予算で見込んだ件数よりはるかに少ないという。

これ何で少ないのかその原因と、使っていただく

ように普及、啓発する何か方策をお考えか、それ

１つです。 

  もう一つは、同じ成果表の251、認知症の総合

支援事業ですけれども、これも一般財源からは出

ていないのでいいんですけれども、３つ目の認知

症の初期集中支援チームの設置ということで、こ

れは30年１月から白岡市の専門病院に16万6,000

円出して委託しているんですけれども、残念なが

ら29、30、元年度とほとんど欠席にカウントされ

ていないで、そこで質問は集中支援というのはど

ういうことを想定されているのか。 

  もう一つは、こういう事業というのは確かにな

いよりはあったほうがいいんでしょうけれども、

もし一般財源であるとしたら、この制度はやめた

ほうがいいというふうに思うんですけれども、一

般財源も負担していないので、そこまで言うつも

りはありませんけれども、何でこれも利用しない

のか、ひとつお答えを願います。 

  以上。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず１点目のＧＰＳの関係でございます。確か

におっしゃられるように、利用の数、利用者の方

というのはここ３年間見ましても２人、４人、２

人と少ない数字ということになってきております。

これにつきましては、先ほどの前段の委員さんの

ほうでもご質問のほうでお答えをさせていただい

ておりますけれども、今、携帯のスマホのアプリ

等で、ＧＰＳ情報で確認できるようなことがある

ということで、ふだん使い慣れたそちらの機能の

ほうがいいんではないかということで、使ってい

る方も多くいるのではないかということもござい

ますけれども、こういった町のほうで施策として

やっておりますこういった制度もございますので、

こういったこともなるべく多くの方に使っていた

だけるように、町として制度の周知を図っていか

なければならないというふうに考えております。 

  周知の方法でございますけれども、ホームペー

ジや広報などでお知らせするには、やはり皆さん

にお知らせするということもなかなか難しいとは

思いますので、そういった周知の方法も含めて、

より多くの皆さんが使っていただけるように検討

をしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当の齋藤でございます。 
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  成果書251ページ、認知症総合支援事業につい

てご説明いたします。 

  認知症初期集中支援チームにつきましては、認

知症になっても本人の意思が尊重され、できる限

り住み慣れた地域で、よりよい環境で暮らし続け

ることができるように、認知症の人やその家族に

早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置し

まして、早期診断や早期対応に向けた支援体制を

構築することを目的とした事業でございます。 

  こちらにつきましては、決算額21万8,736円、

それについて対象ケースが１件ということで、少

ないというような状況はございますが、こちらに

つきまして、まず、認知症について困っている、

そういったことがありましたら、まずは町や地域

包括支援センターのほうにご相談いただいており

まして、そこで解決できることはそこで解決する。

あるいはちょっと難しいケースについては、認知

症初期集中支援チームのほうにつないで、対応の

ほうちょっとしていただいているところでござい

ます。 

  また、こちらの認知症初期集中支援チーム、こ

ういった対象ケースの支援だけではなく、例えば

認知症カフェ、こういったところにも認知症初期

集中支援チームのほうの相談室の白岡市の認知症

専門病院、こちらのほうの方にも参加いただいて、

事業のほうを運営しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  分かるんですけれどもね。今、確かにもう認知

症は周りに結構、今いらっしゃるんでね。その家

族も大変だと思うんですけれども、いろんな認知

症を取り巻く制度、事業があるにもかかわらず、

なかなかそこへ結びついてないなという印象が強

いんですよね。こういう制度あるよ、事業やって

いるよということを言っても、なかなかそこへ飛

びつかないということがあって、こういう事業と

いうのは、これは国と県が大体２対１で負担して

いるようなんですけれども、やらなくちゃいけな

いんですかね。やらなくちゃいけないのね。だか

ら、ただ予算取りが非常に、こんなところで不用

額は出したくないんですよね、あんまりね。だか

ら、その辺少し予算を取るときに、もう少し需要

を考えた予算の取り方をしていただければなとい

うふうに思います。終わります。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問しますので、よろしくお願いいた

します。 

  まず、249、250の１款の介護保険料なんですけ

れども、ここで不納欠損額がありますけれども、

397万円ですね。この内容についてお尋ねをいた

します。 

  それから、261、262ページの介護認定審査会費

なんですが、ここで報酬に100万5,000円不用額が

出ております。審査委員の出席回数が当初より下

回ったということなんでしょうけれども、もう少

しどうして当初の見込みを下回ったのか、その点

お尋ねをしたいと思います。 

  それから、261、262の認定調査費なんですけれ

ども、これが賃金というのがありますけれども、

臨時職員に欠員が生じた期間があったということ

なんですが、これは居宅介護支援事業所への調査

委託料となっております。調査に支障はなかった

のか、その点心配ですので、また、その後のフォ

ローはどうなっているのかということでお尋ねい

たします。 

  それから、265、266ページの居宅介護住宅改修
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費なんですけれども、令和元年度の支給件数が81

件ということなんですが、前年度と比較して支給

件数、支給総額共に減ということなんですけれど

も、その辺の理由についてもお尋ねいたします。 

  それから、267、268ページの介護予防住宅改修

費、これも令和元年度の支給件数が38件なんです

けれども、前年度と比較して支給件数、支給金額

共に減となっております。増えたのは結構なんで

すけれども、減った分についてはそれぞれ理由が

あると思いますので、お尋ねいたします。 

  それから、271、272、介護サービスに関わる費

用を抑制するためには、介護予防に力を入れるの

が当然なんですけれども、介護予防ケアマネジメ

ント事業、それから、介護給付等費用適正化事業

の中に、やはりケアマネジャーなどの点検を行っ

ているということなんですけれども、ケアマネさ

んは実際何人いるんでしょうか。お示し願いたい

と思います。 

  それから、271、272の地域介護予防活動支援事

業、成果書の27ページで、介護予防リーダー養成

講座、これは前段のところでも質問が出ましたけ

れども、介護予防リーダー役として13人の介護予

防リーダーを養成したということなんですが、こ

れは令和元年度の成果なんですけれども、そうす

るとトータルで何人になるんでしょうか。また、

これまでの介護予防リーダーはどういうふうなこ

とでリーダー役として発揮をしているのか、その

点お尋ねをしたいと思います。 

  それから、同じく地域交流サロンなんですけれ

ども、新たに４か所が開設されて、町内で30か所

の交流サロンが運営されているということなんで

すけれども、これは数字では30か所というんです

けれども、自治会単位で考えますとまだまだ必要

なのかどうか、これでいいのかというふうには担

当としても思っていないかもしれませんけれども、

じゃ、どのぐらい必要なのかということでお尋ね

したいと思います。 

  それから、地域自立生活支援事業、成果書では

248ページに書かれておりますけれども、現在、

何台設置されているんでしょうか。すみません。

利用者数と新規設置台数は書かれているんですけ

れども、私、見逃したかな。その点お尋ねしたい

と思います。 

  それから、275、276の、今、前段でも質問あり

ましたけれども、認知症総合支援事業費というの

があります。この辺では白岡市の認知症専門病院

に委託するということなんですけれども、町民や

介護関係者を対象に、精神保健福祉士とか作業療

法士の協力も得ているということなんですけれど

も、これはどこから協力をいただいているんでし

ょうか。この点についてお尋ねをしたいと思いま

す。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず１点目、不納欠損の内容でございます。不

納欠損の金額についてでございますが、決算書の

250ページ、上のところです。介護保険料のとこ

ろの不納欠損額で397万100円という金額が上がっ

ております。こちらの内容でございますけれども、

不納欠損の件数につきましては、465件となって

おります。年度別の内訳でございますけれども、

平成25年度が１件、それから、平成26年度が５件、

平成27年度が５件、平成28年度が16件、それから、

平成29年度が436件、そして、最後に平成30年度

が２件ということでございます。こちらが不納欠

損の個別の件数というふうになっております。 

  それから、次のご質問でございますけれども、
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介護認定審査会運営事業におきまして、報酬の額

が予算額の501万円に対して支出済額が400万

5,000円ということで、100万5,000円の不用額が

生じております。こちらの理由でございますけれ

ども、こちらは当初回数分、人数分ということで

予算のほうは積算をいたしているところでござい

ますが、予算の中にこの介護認定についての研修

会の出席に係る予算というのも計上しておりまし

た。こちらがあいにく令和元年度につきましては、

研修の機会に出席できなかったということで、こ

の分の不用額が生じたものでございます。 

  また、併せて審査会におきましては欠席、やむ

を得ない事情等があるかと思いますけれども、欠

席をされる委員さんもいらっしゃいますので、そ

の分の報酬が不用額となったもので、結果的に

100万5,000円の不用額が生じたものでございます。 

  続きまして、認定調査に関わるところの賃金で

ございます。こちらについては、欠員が生じた期

間があったということでお話がありましたけれど

も、認定調査員につきましては、５名の方に対応

していただいているところですが、現在ですね。

令和元年度におきましては、１名減の４人という

時期がございました。そのため、中のその認定の

調査の事務におきましても、その分をカバーしな

ければならないということで、残った４名の方で

その分をカバーしていただきまして、調査を行っ

たところでございます。 

  また、併せまして13節委託料のところで、認定

調査委託料、こちらが決算額として183万320円ご

ざいます。こちらはちなみに前年度の平成29年度

の決算額は99万7,920円でしたので、大きく増と

なっております。これは先ほどの調査員の方の１

名減に伴いまして、一部の調査を外部に委託した

ことによりまして、この委託料が増えたものでご

ざいます。ということで、結果的にその支障とい

うのは特に生じなかったものというふうに考えて

おります。 

  すみません。引き続き、ご質問にお答えいたし

ます。 

  居宅介護住宅改修費給付事業でございます。こ

ちらの支給件数につきましては、ご指摘のとおり

減少をいたしております。令和元年度におきまし

ては81件、それから、その前の30年度におきまし

ては104件、そして、その前年度の29年度におき

ましては111件ということで、年々減少している

傾向にございます。こちらにつきましては、減っ

ている理由というところでは、現状ちょっとその

理由については分析をしていないところではあり

ますけれども、町としてももしその原因というの

が、例えば周知不足とかそういったことがあるよ

うでしたら、その対策についてもしっかりと講じ

ていかなければならないというふうに考えており

ます。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  決算書271、272ページの介護予防ケアマネジメ

ント事業、こちらの関係でございますが、こちら

の費用につきましては、総合事業に関わるケアプ

ランの作成費用、ケアマネさんたちにお支払いす

るための予算、費用でございますが、こちらにつ

いてケアマネの方の実際の人数ということなんで

すが、こちらにつきましては、実際に宮代町の方

のケアプランの作成に関わっていただいている方

のケアマネ様、町内外問わずという形になってき

ますので、その辺でちょっとケアマネさんの人数

というのはなかなか把握することが難しい状況で

ございます。 

  町内にいらっしゃるケアマネさんの人数、町内

のケアマネ事業所に所属している方の人数といた
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しましては、ケアマネさん21人でございます。 

  続きまして、介護予防リーダー養成講座です。

こちらにつきまして、今年度の受講者につきまし

ては13人ということで、養成確保したところでご

ざいますが、これまでの実績といたしましては、

今年度の13人を含めまして142人ということにな

ってございます。実際どういった活動をしている

かということにつきましては、こういった方々主

に自らその方々は、それぞれのグループに所属し

ていることが多い方々でございますので、そうい

ったグループ内での介護予防活動、ちょっとした

リクリエーションですとか、そういったことを通

じて介護予防に努めていただいているというとこ

ろでございます。 

  続きまして、地域交流サロンです。今年度まで

に30か所を整備されたところでございますが、そ

れで地域交流サロンが足りているのかというご質

問でございますが、やはり地域交流サロン、身近

なところで歩いて高齢者の方々通いやすいという

のも大事かと思いますので、宮代町内に満遍なく

ある形が望ましいのかと考えております。今の状

況としましては、やはり町の中心部ですとか、駅

に近いところとか、そういったところに多くある

ようなところもございますので、やはりまだまだ

これからもサロン増やしていく必要があるのかと

考えているところでございます。 

  続きまして、成果書の248ページの緊急時通報

システムの設置台数についてということでござい

ますが、こちらの記載の方法ちょっと分かりづら

くて申し訳ございませんでした。こちらの緊急時

通報システムの機器につきましては、65歳以上の

独り暮らしの方を中心に設置しているものでござ

いまして、基本的にはこの利用者数がそのまま台

数になってくる。ですから、新規の設置が12台で、

基本的な台数は75台ということになってくるもの

でございます。 

  最後に、認知症総合支援事業に係る精神保健福

祉士、どちらの方が関わっているのかということ

でございますが、こちらにつきましては、認知症

初期集中支援チームを設置したときの白岡市の認

知症専門病院、こちらの精神保健福祉士さんにい

らっしゃっていただいております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。丸藤です。 

  まず、249、250ページの介護保険料の関係です

が、不納欠損は徴収が難しくなるというのは、消

滅時効が２年でなかったかな。そうすると、さっ

き言ったのは５年でしょう。465件ということで、

時系、年数別に言っていただいたんですけれども、

これはそもそも被保険者が亡くなって、相続人が

いなくなったり、分かんなくなったり、そういう

ことが不納欠損に当たるんだと思うんですけれど

も。そうすると、29、30年、438件ということで

すか。ちょっとその点もう一度確認していただけ

ますか。 

  それから、それと大事なことなんですが、やは

り介護保険料も生活困窮などで介護保険料を払え

ない方もいらっしゃると思うんですけれども、令

和元年度の場合は何人ぐらいいたのか併せてお尋

ねいたします。 

  それから、介護保険の積立基金なんですけれど

も、これは決算書に３億4,255万6,000円というふ

うになっていますけれども、先ほども前段の委員

の中で、第８期に向けての保険料が大変気になる

ところなんですけれども、これについては保険料

を決めるときにも、どのぐらいの基金積立が必要

なのかということでお尋ねしたことがあるんです

けれども、これらの基金については、やはりなる



－３０２－ 

べく保険料を減らすために活用すべきだと思って

いるんですけれども、やはり第８期に向けて大変

気になるところですので、その辺は、基金につい

てはどの程度まで目標に積み立てるのかどうかそ

の点も併せてお尋ねしたいと思います。 

  それから、261、262の介護認定審査会費なんで

すけれども、報酬に不用額が出ていますよね、

100万5,000円。これは研修会ができなかったもの

で、それと審査委員会の出席回数によると思うん

ですけれども、これが理由だとすれば、随分不用

額が出ているなというふうに思うんですけれども、

確かに審査委員さんも大所帯ですよね。ですから、

出席率によってはそうなるのかもしれませんけれ

ども、じゃ、この出席回数と研修会に分けた場合、

どういうふうな不用額になっていますでしょうか。

再度この点についてお尋ねいたします。 

  それから、認定調査費、261、262ページについ

ての臨時職員の賃金、当初５人を予定していたけ

れども、１人欠員で４名で、これ４名でカバーで

きたんですよね。できたというふうな返事がない

と困るんですけれども。これは次年度に向けては

大丈夫なんでしょうか。臨時職員に欠員なんで、

特に専門的な知識が必要だとか、そういうのが必

要なのかどうかその点も含めてお願いしたいと思

います。 

  それから、265、266の居宅介護住宅改修費なん

ですけれども、先ほど令和元年度の支給件数が81

件ということで、平成30年度は104件、平成29年

度は111件とだんだん減っているのは事実なんで

すけれども、その支給件数と支給総額が減った理

由ですよね。これは居宅介護住宅改修だから、手

すりだの段差だのそういった解消のためだと思う

んですけれども、これがなぜだんだん減ってきて

いるのかその辺の理由ですよね。聞いた理由。そ

の辺についてお示しいただければと思います。 

  それから、267、268の介護予防住宅改修費、こ

れについてもお尋ねいたします。 

  それから、271、272の介護予防ケアマネジメン

ト事業、これは分かりました。町内がいるという

ことで。ただし、町内の事業所には21人というこ

とで、これは結構でございます。 

  それから、271、272の地域介護予防活動支援事

業につきましては、令和元年度では13人の介護予

防リーダーが養成できたと。トータルで142人と

いうことで、これも分かりました。ただ、地域交

流サロンなんですけれども、これは町内で30か所

が運営されているということで、これはまだまだ

町の中心部あるいは駅に近いところということで、

これはやはり自治会単位で増やす必要があるんで

しょうか。自治会だと77ぐらいあるんで、それぐ

らいあればとは思うんですけれども。まだ確かに

経験が少ないので、そうはね、すぐにはとはいか

ないとは思うんですけれども。やはり目標として

はそれぐらいに持っていこうとしているのかどう

か、その辺についてお尋ねいたします。 

  それから、成果書248、地域自立生活支援事業

の緊急時通報システムなんですけれども、利用者

数イコール設置台数ということで、これはじゃ、

もっともっと新たに12台とかってなっていますけ

れども、これは例えば15台、20台、30台とかなっ

た場合でも、これから増えますからね。それは大

丈夫なんでしょうか。その辺のところについても

お尋ねいたします。 

  275、276の一番下の認知症総合支援事業費の精

神保健福祉士と作業療法士の協力ということで、

これも答弁で分かりました。この認知症カフェと

いうのはどれぐらいの頻度で行われているんでし

ょうか。参考まで、すみません。よろしくお願い

いたします。 

  以上です。 
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○委員長（山下秋夫君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず１点目、介護保険料におきまして不納欠損

でございます。介護保険料の不納欠損におきまし

ては、委員さんのご質問でありましたとおり、基

本といたしましては、２年ということで時効で消

滅をいたします。先ほど年度別の件数を申し上げ

たんですが、これはあくまでも何年度の保険料か

というところのご説明を申し上げたものでござい

ます。ですので、例えば平成25年度が１件、平成

26年度が５件というふうに申し上げたのは、平成

25年度の介護保険料が１件不納欠損になったとい

うことで、通常の不納欠損の２年の消滅執行より

はかなり古いものですけれども、これは例えば分

納誓約などによりまして時効が停止していた案件

について該当があったものでございます。ですか

ら、当然のように今回２年ということですと、平

成29年度がその２年に該当いたしますので、一番

多い436件というのが通常の２年の消滅執行によ

る不納欠損というふうになっておりまして、その

前は時効の中断によりまして残っていた保険料と

いうことになります。 

  続きまして、滞納者の人数というところでござ

います。令和２年度の滞納者の人数ということで

ございますが、こちらにつきましては、令和元年

度で116人というふうになっております。合計で

116名ですが、やはり所得の低い方にその人数と

いうのが集中している傾向がございまして、介護

保険料の第一段階の該当の方の滞納者数というの

が46人ということで、最も多い階層というふうに

なっております。 

  基金の件につきましては、また後ほどお答えを

させていただきます。 

  続きまして、介護の認定審査会の報酬の不用額

でございます。先ほどこちらの不用額のほうが

100万5,000円ということでご説明をさせていただ

きましたが、その内訳ということでございます。

こちらはもともとの予算の501万の積算の中で、

審査会の委員さんのその審査会の出席に対しての

報酬というのが約440万円ございます。これと併

せまして、研修についての報酬というのがござい

まして、これは研修と言いましても町でその研修

会を開いてやるというのではなくて、外部で行わ

れる研修会に出席をしていただくためのものとい

うことで、こちらの予算が令和元年度は約35万円

ほど計上をしていたところがございます。こちら

で合計100万5,000円の不用額が生じた理由の大き

なものだというふうに考えております。 

  それから、続きまして、認定調査事業の中で臨

時職員の賃金でございますが、人員の減というの

がございまして、４名で一時期１名不足していた

期間ございましたので、そちらについては残った

４名で対応させていただいて、併せて外部に委託

を行うということで対応をさせていただいて、特

に支障は生じなかったということで、先ほどの質

問にもお答えをさせていただきましたが、現在、

令和２年度におきましては、認定調査員の方は、

また５名ということで行っておりますので、現在

のところは欠員は生じておりませんので、対応を

できているというような状況でございます。 

  続きまして、住宅改修でございます。成果書

238ページの居宅介護住宅改修費給付事業、それ

から、成果書240ページの介護予防住宅改修費給

付事業、こちらにつきましては、いずれも件数が

減少をいたしております。特に、居宅介護住宅改

修費給付事業につきましては、前年度よりも23件

の減というふうになっております。こちらのほう

の減となった理由ですが、こちらのほうの理由を
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考えるに当たりましては、近年、住宅を建てる際

には、やっぱりバリアフリーということを観点に

家を建てる方が多いんではないかというふうに考

えています。実際、この住宅改修の給付事業の中

身を見ますと、玄関の階段の段差の解消ですとか、

スロープですね。そういったもんですとか、玄関

の手すり、それから、階段の手すり、また、併せ

てお風呂場での浴槽のところの手すりとかそうい

ったものが非常に多いというふうに感じておりま

す。かなり昔に建てた家ですと、そういったもの

が当時はなかったために、現在になってそういっ

たものが必要になってきたということで、件数は

以前はかなり多かったと思いますが、近年はあら

かじめそこの点を踏まえて家を建てる方が増えて

きているんではないかというふうに考えています

んで、そういった点がここ数年件数が減少してい

るというところの大きな原因の一つかなというふ

うに考えております。 

○委員長（山下秋夫君） 高齢者支援担当主査。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） 高齢者支援

担当主査の齋藤でございます。 

  地域交流サロンの数についてでございますが、

先ほど委員さんのほうからも自治会の数というの

が目安というようなお話もあったかと思いますが、

具体的な数について今現在の目標としては、後期

実行計画のほうで30件ということで目標のほうは

立てているところではございますが、まだまだや

はり実際、高齢者の方々が気軽に集まれるという

のはやはり歩いて行くというのが一番気軽な方法

かなと思いますので、数についてはまだまだ増や

していく。また、地域交流サロンできたからおし

まいということではなく、やはり継続していくた

めの支援というのも必要かと思いますので、そう

いったものにも力を入れていきたいと考えている

ところでございます。 

  続きまして、緊急時通報システムについてでご

ざいますが、こちらは利用者数、成果書のほうに

29、30、令和元年度と３年間載せさせていただい

ておりますが、あまり大きな増加は見られていな

いところでございます。こちらにつきまして台数

が増えても大丈夫ですかというお話いただきまし

たが、基本的に台数の制限というのは考えてござ

いませんので、増えても対応させていただきたい

と考えてございます。 

  続きまして、認知症カフェについてでございま

すが、こちらについては令和元年度から始めた事

業でございまして、昨年度は偶数月に１回開催、

初回が６月からでしたので、６月、８月、10月、

12月、２月、こちら５回開催させていただきまし

た。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。 

  基金の積立額、目標額についてのお尋ねだった

かと思います。決算書では282ページ、財産に関

する調書ということで、決算年度中には1,646万

3,000円の取崩しがあって、決算年度末現在で３

億4,255万6,000円と、３億4,000万円を超える基

金残高となっております。今年度の当初予算で約

１億5,900万円の取崩しをすることによって今年

度の予算が編成されております。 

  また、昨年度の決算剰余金のうち国・県への返

還金、一般会計との精算、そういったことを踏ま

えた後の残りを基金に積み立てるということで、

今般の議会に補正予算の中で計上をさせていただ

いておりますが、その額が約１億1,000万でござ

います。 

  目標額というお尋ねなんですが、基本的にこの

基金のお金の中身というのは、第１号被保険者の



－３０５－ 

保険料でございますので、財源として保険給付費

に充てるというのが大前提であるというふうにご

理解をいただければと思います。目標額について

は特段定めておりません。 

  先ほど申し上げましたように、基金というのは

保険料を一時的に積み立てておくというものです

ので、保険給付費の財源として活用するというこ

とが大きな目的になるわけなんですけれども、た

だ、その年度実際始まって保険給付費が急激に伸

びた場合とか、状況の変化で財源が必要になると

いうこと、それと、場合によっては介護保険料の

収納が何らかの理由によって間に合わないケース、

こういったことも考えられますので、一時的に保

険給付費の支払いができない、現金がない状態が

場合によっては起こり得ると、そういったことの

ために支払いがストップするといけませんので、

町としては基金に最低でも１か月分の支払いがで

きるような基金を置いておきたいというのが本音

でございます。 

  そういったことから、現行の計画第７期の保険

料を算定する際の財源として、基金からの取崩し

額を決定したという経緯がございます。今後もそ

ういった方向で第８期の保険料の額を算定する際

も、同じような考えでいくかというふうに考えて

おりますけれども、計画については、現在、今年

度策定中でございます。 

  保険給付費がどれぐらいの額になるのか、ある

いは国の負担金の法定の負担割合もありますけれ

ども、第１号被保険者の保険料の持つべき割合と

第２号被保険者の持つべき割合、これが計画期間

ごとに少しずつ変わってきておりますので、来年

度以降８期の期間がどういう割合で設定されるか、

これについてはまだ示されていないという状況に

あります。 

  そういったことも踏まえて、全体でどれぐらい

の額になるのか、どれぐらいの財源が必要なのか、

そういったところを踏まえた上で基金の取崩し額

というのは今後決めていくと。その結果、第１号

被保険者の保険料の額が決定していくというよう

な順序になろうかと考えております。介護保険料

の額ありきということではなくて、全体がどれぐ

らいかかる、３年間で保険給付費、保健事業がど

れぐらいかかるのか、まずはそこを算出、見込ん

でいかないとなかなか次のステップには行かない

というようなことでございます。ですから、総合

的にと言いますか、基金の目標額というのは、こ

れといった額というのは、設定はできないという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再々質問はありません。考え方とかこういうふ

うになっているということで承知しました。ただ、

１点聞き忘れましたんで。前段の中で入所待ちが

令和元年度で43名というふうに答弁されましたが、

これについて実際、町内での利用できるところも

あるようにも見えますが、実態はどうなっている

のかと、それから、これの入所待ちをどういうふ

うに解消していくのかということについて、すみ

ません。最後よろしくお願いします。 

○委員長（山下秋夫君） 健康介護課課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。 

  特別養護老人ホームの待機者ということで、先

ほど副課長のほうから43名というふうにご答弁を

させていただきました。 

  これ県のほうで全市町村調査をしておりまして、

年１回調査を行っているところなんですけれども、

その中では今すぐ入所したいという方が20名です。

１年以内に入所したいという方が４名、１年先以
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後に入所したいという方が１名、入所希望時期な

しが18名という。こういったご本人さん、あるい

は家族のご意向があります。 

  なかなか町内特別養護老人ホームについては３

か所ありますし、そのほか地域密着型の特別養護

老人ホームも１か所ございます。そのほかに老人

保健施設も２か所ございまして、この県の調査の

中で、この43名が今現在どこにいるかというよう

な調査も併せて行っております。医療機関や老人

保健施設に調査日現在いらっしゃるとか、あとは

認知症対応型のグループホームであったり、有料

老人ホーム、それから、サ高住、こういったとこ

ろにいらっしゃると。ですから、それ以外在宅の

方もいるわけでして、やはり在宅でというのはや

っぱり住み慣れた環境でというふうに言えると思

いますので、そこで必要な方には必要なだけのサ

ービスをご利用していただくということが重要か

なと考えております。 

  町内３か所ありますけれども、どこの施設も待

機者が大勢いるというふうに伺っておりますが、

実際、特別養護老人ホームごとに待機者数という

のを公表している施設もあれば、未公表だという

施設もあります。どれぐらい待っているのかと申

し込んでみないと分かりませんし、申し込んでお

かないと入所もできないという現状もございます。

町内の特別養護老人ホームはいずれも待機者数に

ついては公表しておりませんので、何人待機され

ているのか、あるいはお一方が何か所も申し込ん

でいることも、いわゆる重複してカウントされて

いるということもありますので、それぞれの施設

での実の待機者ってなかなか町としては把握でき

ないということでございます。 

  ですから、特養以外の施設で何とかお過ごしい

ただいている方もいらっしゃれば、在宅の中で必

要なサービスを利用していただくという、そうい

ったご本人さんの意向も踏まえながら必要なサー

ビスを提供して、ご利用していただくということ

が重要だというふうに考えておりますので、町と

してこうするということではなくて、まず、利用

者さんの意向をしっかりと把握して適切なサービ

ス利用につなげていく、そういったことが重要で

あると思いますし、そういった仕組みが理想的か

なと。そのためにも、介護従事者の連絡会とかそ

ういったことも開きながら、情報共有をしてまい

りたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  なければ、以上で質疑は終了…… 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） 先ほどの不納欠損について

ですね、担当のほうから…… 

○委員長（山下秋夫君） まず、暫時休憩と……。 

  質問ですか。 

○委員（丸藤栄一君） 質問じゃなくて、委員長に

対してお願いするんですけれどもね。 

  資料を請求したいんですよ。 

○委員長（山下秋夫君） 資料を請求したい。 

○委員（丸藤栄一君） はい、その中身をちょっと

担当課とお話をしようと思っていたんですけれど

も。 

○委員長（山下秋夫君） 後じゃできないですか、

それは担当官と一緒に。 

○委員（丸藤栄一君） あと、もう質疑を終えて、

討論、採決に入っちゃうと、それはもうできない

から。だから、一応質疑を終えたというところで

…… 

○委員長（山下秋夫君） 休憩時間にやりたいとい

うことで、暫時休憩で。 

○委員（丸藤栄一君） はい、そういうことなんで

す。 
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○委員長（山下秋夫君） そういうのできるのかな。 

○委員（丸藤栄一君） ちょっとよろしいですか。 

○委員長（山下秋夫君） ちょっと暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○委員長（山下秋夫君） それでは再開いたします。 

  ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） なければ以上で質疑は終

了したいと思います。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第44号 2019年度令和元年度介護保険特別

会計決算の認定について、今、審議が終わったと

ころでございますので、改めて後日反対討論をい

たしますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんね。 

次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんね。 

これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第44号 令和元年度宮代町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定することに賛成の諸君は起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立多数でございます。 

  よって、議案第44号 令和元年度宮代町介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定をされました。 

  ここで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ４時００分 

 

○委員長（山下秋夫君） 時間ですので、再開をい

たします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４６号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（山下秋夫君） 続きまして、本会議に付

託されました議案第46号 令和元年度宮代町公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室の主幹の忽滑谷です。よろしくお願いします。 
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○施設担当主査（高澤 学君） 上下水道室施設担

当の高澤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  それでは、歳入歳出一括して質疑をお受けいた

します。 

  質疑はありますか。 

  ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、300、301ページの１節受益者負担金の関

係で、収入済額が前年度と比較して約76.3％の減

ということでございます。これについての理由を

お示しいただきたいと思います。 

  それから、２点目は、同じく300、301ページの

使用料、下水道使用料、下水道使用料の現年度分

ですが、これは収入済額が２億104万円と、前年

度比で約15.6％の減でございます。これについて

の理由もお示しいただきたいと思います。 

  それから、２節の滞納繰越分なんですけれども、

不納欠損が９万852円あります。これについての

ご説明も、金額は少ないんですけれども、お願い

したいと思います。 

  同じく手数料、下水道手数料なんですけれども、

下水道排水設備指定工事店及び責任技術者の登録

申請件数の増だということであるんですけれども、

成果書でも示されておりますけれども、これの令

和元年度の工事数ですね、それと、発注先は何社

なのか、その点お尋ねしたいと思います。 

  それから、308、309ページの下水道新設改良費、

管渠等新設改良費なんですけれども、不用額が１

億1,188万円ございますが、これについての説明

をお願いしたいと思います。 

  それから、最後ですが、310ページ、311ページ

の公債費でございます。元利の償還先、件数も多

くなっておりますけれども、これまでの利息の低

利への借換えというか、それはどういうふうにな

っていますでしょうか、その点についてお尋ねし

たいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  丸藤委員の全般的な質問が、不用額が大きいの

と、あと収入未済額が大きいという、そこの点な

んですが、個別にご質問いただきましたが全体的

なことでちょっとお話をさせていただきたいと思

います。 

  令和元年度の決算額ということで、決算書の

298、299をちょっとお開きいただきたいと思いま

す。 

  歳入額が８億8,871万6,308円ですね、歳出が７

億9,709万5,213円で、歳入歳出差引残額が9,162

万1,095円となっております。歳入では収入未済

額が4,617万3,624円で、これ１枚その前のページ

になると思います、歳出は不用額が全体で２億

1,976万4,787円となっております。 

  このように、収入未済額と不用額が多くなって

いますが、その理由といたしましては、公共下水

道事業特別会計は令和２年４月から地方公営企業

会計に移行となったことから、通常だと出納整理

期間というのが５月まであるんですが、それがな

くて、打切り決算ということで３月末日で打切り

決算となりまして、その３月末日までの収入支払

いが、収入と支払いが済んでいないものは地方公
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営企業法施行令第４条第４項の規定によりまして、

令和２年度の企業会計の債権と債務としてそれぞ

れ流動資産の未収金、流動負債の未払金に振り替

えています。これらを特例的収入と特例的支出と

言いまして、成果書のほうにその数字が記載され

てございますが、令和２年度予算書第４条の２に、

特例的収入及び支出として見込額が計上していま

すが、本議会におきまして、額の確定により補正

予算を上程させていただいているところでござい

ます。 

  この特例的収入・支出を含めた実質の決算額で

ございますが、こちらが、歳入のほうが９億

3,033万1,587円、歳出が９億7,205万8,366円とな

りまして、収入未済額が全体で455万8,345円で、

不用額が全体で4,480万1,634円となりました。 

  これが全体の決算の不用額と収入未済額が多い

理由でございますが、個別にいきますと、受益者

負担金の減の理由というのは今お話しした理由で

ございまして、受益者負担金については、特例的

収入としまして、あと13万5,600円ございます。

そうしますと、実質収入済額が134万8,210円とな

りまして、収入未済額がゼロということになりま

す。 

  次に、使用料の減の理由も同じでございます。

使用料につきましては、特例的収入としまして

4,147万3,359円がこの決算額に加わりまして、実

質的な収入済額が２億4,661万5,601円で、収入未

済額が455万8,345円となります。 

  続きまして、滞納不納欠損につきましては、元

年度はゼロ、受益者負担金滞納繰越分については

ゼロですね。すみません、滞納繰越分につきまし

ては、平成26年、５年前ですね、平成26年度分と

いうことで51件ございます。すみません。 

  次の、手数料と指定工事店の関係ですが、これ

は工事の発注件数とかそういうのと関係なく、指

定工事店の登録手数料です。新規の登録が４社ご

ざいまして12万円、これ、新規３万円するんです

けれども、それが４社で12万円、更新手数料とい

たしまして、これが6,000円かかるんですが、49

社ございまして29万4,000円となっております。

あと、手数料としては、専任技術者ということで、

新規登録１万円、これ１人です、更新に2,000円

かかるんですが、こちらも１人ということで計上

しております。 

  あと、管渠等新設改良費ですね。管渠等新設改

良事業の不用額ですが、こちらは特例的支出が

9,302万1,628円ございまして、工事関係なので、

３月に検査のほうをしますので、支払いがどうし

ても４月とかになりますので、これ特例的支出に

ほとんどの事業費がなっております。実質の決算

額が9,901万6,273円、不用額が1,999万1,727円と

なっておりますが、この不用額につきましては、

第一中継ポンプ場の更新工事等の工事請負費の残

額ということでございます。 

  公債費につきましては、繰上償還というのがあ

るんですが、繰上償還を行う場合には、貸し手は

本来、繰上償還以降も受け取り続けるはずの利息

というのがありまして、その収入を失うことにな

る一方で、借り手から繰上償還を受け取った資金

を元手に新たに貸付けを行って利息収入を得るこ

とが可能となっております。貸し手にとって、失

った利息収入と新たに得られる利息収入の差額が、

繰上償還に伴って生じる損失となりますことから、

繰上償還に応じる場合には、それに伴って生じる

損失に対する補償金というのも支払わなきゃなら

ないということで、それが結構な高額になるので

なかなか繰上償還はできない状況になっておりま

す。 

  財務省のほうで、平成４年５月31日までに貸し

付けられた金利５％以上の地方債については、あ
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る一定の条件をクリアしたものに限りまして補償

金免除の繰上償還を可能としました。本町におい

てもこれを利用しまして、現在金利５％を超える

地方債はございません。また、５％以下の金利に

対しての制度は、現在ありませんので、借換える

ことはできない状況となっております。 

  このようなことから、全国町村下水道推進協議

会と全国町村下水道推進協議会の埼玉県支部にお

いて、国と埼玉県選出国会議員の先生方に提言活

動を行っておりまして、その中で地方債制度の補

償金免除繰上償還の要件緩和ということで提言を

させていただいているところでございます。昨年

は２回、議員会館を訪問しまして、提言活動をし

たところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  確認をしながら、お願いしたいと思います。 

  まず最初の、下水道使用料についての収入済額

は前年度と比較して減ということの理由なんです

けれども、これは全て地方公営企業法施行令第４

条第４項の規定に基づくというお話なんですが、

これはそうしますと、打切り決算となることから

歳入歳出ともに一定の減額が生じているというこ

とで、じゃ、どういうふうにこれは、未収金とか、

未払金については特例ということなんですけれど

も、どういうふうに処理されるんでしょうか、そ

の点お願いしたいと思います。 

  それから、滞納繰越分なんですけれども、確か

に平成26年度の51件ということなんですけれども、

平成26年度の分ということなんですけれども、こ

れ何かありましたか、この辺のちょっと理由が分

からないので説明していただきたいと思います。 

  それから、手数料の関係は分かりました。そう

ですね、それぞれ件数もそのとおりですので、分

かりました。じゃ、この点についてもう一度お尋

ねしたいと思います。 

  それから、今後、そうしますと企業法に新しく

なると、これまでのこういった、例えば、収入済

額とか未済額ですよね、この辺はどういうふうに

会計上なっていくのか、その点についても併せて

お尋ねしたいと思います。 

  ちょっとすみません、聞き方が前後しまして、

申し訳ありませんが、お願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  打切り決算となりまして、今後の未収金等の処

理ですね、今後の企業会計となったときのその処

理はどうなるかというご質問だと思うんですが、

企業会計の債権、債務としてそれぞれ流動資産の

未収金と流動負債の未払金というところがござい

ます。そちらに金額が入るようになっておりまし

て、これらを特定的収入、特例的支出というのも

予算書の第４条にこれ計上されておりまして、そ

の債権、債務として処理されるという、ちょっと

そこまでしかご説明できないんですが、１点目は

そうですね。 

  あと、滞納ですね、平成26年分の滞納で、これ

はどういうことがあったのかというご質問ですが、

ほとんどが転居先不明等で徴収ができなかったと

いうのが主な理由でございます。収納率にしてみ

ますと、全体でもう99.9％超える収納率になって

おります。 

  あと、地方公営会計になるとその収入未済額と

か不用額とかどうなるのかということで、これは

水道事業会計とまるきり同じでございまして、先

ほどのご説明と重なるんですが、これが、そもそ

も余ったものが流動資産の未収金と流動負債の未

払金という形で、同じですね、処理することにな
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ります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  これは、これまでの出納整理期間である今年の

４月１日以降の収入及び支出については、先ほど

言ったように、地方公営企業法施行令第４条第４

項の規定に基づいて、それで、特例的収入及び特

例的支出として、次年度未収金、流動資産の未払

いとして処理するということなんですけれども、

これは全部特例的収入及び特例的支出ということ

で、そういう扱いになってしまうんですか、この

地方公営企業法施行令第４条第４項というのは。

その辺、こういうふうに処理するんだという理由

はここにあるというふうには分かるんですけれど

も、その第４条第４項の規定というのはどういう

ふうに書いてあるんでしょうか、すみません。 

  それと、滞納繰越分なんですけれども、平成26

年度の分として転居先不明、これは特定の地域で

はなくて、全町での件数だと思うんですけれども、

転居先不明、そうすると空き家とかああいうのも、

もっとありますけれども、そういう部分も入るん

でしょうかね、これに該当するんでしょうか。こ

れは、しかも51件ということなんですけれども、

大した金額でないので躍起になってもかえって事

務量のほうがかかるという、損得考えるとね、そ

ういう気はするんですけれども、これはもうそう

いうことで転居先は不明でもしようがないという

感覚なんでしょうか。どういうふうに捉えて考え

ればいいんでしょうか、その点お尋ねいたします。 

○委員長（山下秋夫君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。 

  まず、滞納繰越分や不納欠損について、私から

ご説明をさせていただきたいと思います。 

  今回、多いか少ないかは別にして、不納欠損が

出てしまったということは、今までの対策として

十分でないというご指摘をいただいても、まあ、

そこはもうやむを得ないことだと思います。 

  どうしても上下水道料金として、公共下水道の

料金についても一緒にお支払いをしていただいて

おります。 

  税の住民税や固定資産税のように住民票があっ

たり、もしくは土地がそこにあるという場合には、

住民票は源泉徴収票なりがまず来ます、また、土

地を持っているということは土地の登記簿に住民

票とか印鑑証明書をつけて登録しますので、住民

票というか、きちんとした住所、連絡先がある程

度分かる状態でございます。 

  ただし、水道料金の申込みについては、特に住

民票の添付等が不要でございますし、どなたの名

前でも基本的にはお申込みいただいて給水が、下

水道の料金ですね、水道料金も同じでございまし

て、上下水道一緒にいただいているということで

連動しております。その関係で、住民票等がなく

ても申込みができるイコール徴収金額が出るとい

う状況になりますので、水道の話になってしまい

ますけれども、水道料金についても同様でござい

まして、基本的には２か月に一遍徴収はしており

ますが、４か月程度たまると給水停止ということ

で長期にわたる未収というのはないんですが、そ

こで住民票があれば、住民票の移動等で転居先を

追いかけることが当然可能なんですが、住民票が

ないケースとか、もしくはどなたの名前でもでき

るということがありまして、その後の追跡という

のが税の追跡の状態とはちょっと違うということ

は、まず、ご認識をいただきたいと思います。 

  まず、住民票の確認といたしましても個人情報

の管理というものがございますので、水道料金の

課税と住民票の管理の状態がリンクしているわけ
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ではございません。そんなような管理体制という

か、個人情報保護の関連もまずございます。 

  上下水道担当といたしましても、未収金が基本

的にはあってはいけない、きちんと公平性の問題

もありますので納めていただかなければならない

というのは当然なんですが、先ほども丸藤委員か

らもお話もあったとおり、４か月程度の未納料金

で、水道料金と下水道料金が発生をしていますの

で、今回９万円ちょっとで50件ということで平均

すると2,000円弱になってまいります。当然、転

出先等も含めて調査は、大家さんとかも含めて調

査を行うんですが、なかなか住民票とのリンクが

できないために、その後の追跡というのが非常に

困難な状況にあるということはご理解をいただき

たいと思います。 

  取りあえず、以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室主幹。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室の主幹の忽滑谷です。 

  再質問で、特例的支出とか処理についてという

ことで、まず、地方公営企業法施行令第４条第４

項の規定ということで、ちょっと一部なんですけ

れども、そちらのほうを読み上げようと思います。 

  法の適用の日の属する会計年度に、前の会計年

度に発生した債権または債務に係る未収金または

未払金は、法の適用の日の属する事業年度に属す

る債権または債務として整理するものとするとい

うことになっておりまして、今年度、令和２年度

宮代町下水道事業会計予算書のほうに、特例的収

入及び支出ということで、第４条の２のほうに、

こちらのほうの金額の予定を入れさせていただい

ております。 

  その中で、地方公営企業法施行令第４条第４項

の規定により、当年度に属する債権及び債務とし

て整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ

4,129万5,000円、１億4,195万1,000円と規定され

ております。 

  これをもって、令和元年度で打切り決算を行い

まして、３月31日もって締めさせていただきまし

て、それ以降に発生する未収金、未払金について

は令和２年度に、今回に限り入ったりするという

ことで処理させていただきたいと思います。 

  今後につきましては、公営企業になりますので、

その元年度で未払、未収金につきまして発生した

ものについては、その当年度で処理させていただ

くものでございますので、今回に限り特別という

ことで特例的支出、特例的収入となっているもの

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  浅倉委員。 

○委員（浅倉孝郎君） 浅倉です。 

  １点だけご質問します。 

  成果書の273ページの管渠等新設改良事業の一

番下の令和２年度下水道事業会計予算に定めた特

例的支出として支出をした、主な工事実績の宮代

第一中継ポンプ場更新工事に、これ8,800万円か

けているんですけれども、電気設備工事一式とい

う工事、簡単でいいので、どんな内容なのか教え

てください。 

○委員長（山下秋夫君） 施設担当主査。 

○施設担当主査（高澤 学君） 施設担当の高澤で

ございます。 

  宮代第一中継ポンプ場更新工事につきましてご

説明させていただきます。 

  施工箇所につきましては、宮代町の山崎地内に

ございます宮代第一中継ポンプ場、山崎の交差点

のところにございます、あの青い建物、あちらが

第一中継ポンプ場でございます。こちらの工事の

概要につきましては、ポンプ場内の操作室内に設
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置してございます計装盤及びコントローラー盤、

こちらを更新するものでございます。 

  計装盤につきましては、ポンプ場の施設、こち

らの流量及び水量、これらの計器からの信号を発

するための装置でございます。 

  コントローラー盤につきましては、これらの信

号や監視装置からの操作によるポンプ場の運転制

御を行うための装置でございます。 

  こちらを更新したものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  ２つほど聞きます。 

  １つは、もう何回もやっていて聞き飽きている

質問です。 

  調整区域に下水道はなぜ引けないのか。という

のは、快適な生活環境の確保または公共用水の水

質改善、こういうことを中心にうたっていますよ

ね。それでいながら、なぜ駄目なのかなと。この

間、会派別説明会のときにもちょっと言ったんで

すけれども、ほかの市町村では調整区域も下水を

使用しているところあるんじゃないですかという

ことで、調べておいてくださいと、そう頼んであ

るんですけれども、その結果をちょっと教えても

らいたい。 

  もう１点は、今言ったような生活環境の問題を

聞くとですね、宮代町は確かに一部要望のあると

ころは入らないにしても下水は一応完備されてい

ますよね。私はいつも思うんですけれども、私の

この宮代町の中心を流れている笠原、あとは、も

う一つ何だっけ、でも私たち、オオフリと言っち

ゃうんだけれども、２つの川が流れていますよね。

よく見ていると水質が良くないですよね。なぜか

というのはもう分かっていると思いますよ、白岡

が流れていますね、白岡の排水がね、どんどん。

ですから、白岡の下水道完備は何％で、どうなっ

ているのか教えてもらいたい。幾ら宮代町が一生

懸命下水を何とかしてくださいと言っても、昔あ

る課長に質問したことあるんですよ。宮代だけや

っても駄目ですよと、なぜだと言ったら白岡がや

んなきゃ意味がないですと、そのことが今でも耳

にこびりついています。昔の大物の課長が言った

んです、そういう答弁を。そのことが耳にこびり

ついていますので、ひとつ、白岡の下水道完備ど

のぐらいしているのか、それで教えてもらいたい。

幾ら宮代がやっても良くならないよという答弁を

いただいたことがありますので、ひとつ、白岡の

下水道完備をどうなっているのか詳しく教えても

らいたい。 

  以上、２点です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  まず、白岡の下水道の状況でございますが、下

水道の普及率といたしましては、69.1％です。宮

代町は73.6％でございます。ちなみに、埼玉県の

平均が81.9％という状況になっております。 

  これは、公共下水の今普及率でございますが、

あとは、汚水処理人口普及率という考え方もござ

いまして、これは公共下水道と農業集落排水とあ

と合併処理浄化槽、この３つを合わせた普及率と

いうのも埼玉県のほうに出してありますんで、そ

ちらは、宮代町は90.9％、白岡市は80.4％、埼玉

県の平均が92.8％となっております。 

  それで、調整区域への下水道の接続でございま

すが、以前から、委員にご指摘を受けているとこ

ろでございます。宮代町の調整区域につきまして

は、公共下水は完備されているところは、昔コミ



－３１４－ 

ュニティプラントといって集合の浄化槽があった

団地ですね、桃山台団地、こちらが既に下水が完

備されていて、そこのコミュニティプラントで処

理されて、古利根川に落としていたと、そういう

状況でございますので、公共下水道に接続しやす

いということで、桃山台団地のみ市街化調整区域

では公共下水道につないでいるところでございま

す。 

  あと、公共下水道が調整区域に建設できないと

いうか、整備できない理由といたしましては、市

街化区域のように住宅が連なったところであれば

公共下水を数メーター設置しましても何軒もそこ

で使用できるんですね。調整区域ですと、本当に

飛び飛びで家が建っておりますので、整備効率が

非常に悪いんです。工事費的には、もう調整区域

も市街化区域も同じ工事費がかかってしまうとい

うことで、なかなか調整区域には下水道のほうを

整備が進まない状況でおります。 

  あと、公共下水に隣接して調整区域の地区がご

ざいます。そういうところは、個人的に申請して

いただければ、区域外接続ということができます。

その市街化区域外の接続件数ですが、今そういう

制度を使いまして24件の方が調整区域から接続し

ています。区域外ですので、お金は個人の負担に

もちろんなってしまうんですが、取り付け管とか

公共ますの設置工事費とか、舗装本復旧までで30

万円から50万円ぐらいかかってしまったり、あと

宅内工事で40万円から70万円ほどかかると思われ

ております。そのようなことで、なかなか調整区

域のほうには公共下水の接続というのは延びて行

かない。 

  全国的に見ても、公共下水道の区域の見直しと

いうものがされておりまして、特に地方なんかは、

公共下水道は市街化区域の人口が密集していると

ころのみで、あとは、調整区域については合併処

理浄化槽ですね、そちらの整備でいいんじゃない

かと。合併処理浄化槽も大分品質が良くなってお

りますので、水質のほうは大分これで改善されて

おります。 

  今年の４月から浄化槽法が改正されまして、そ

の内容は、単独浄化槽から合併浄化槽への転換の

強化を進めると、国がそういうふうに進めており

ます。調整区域はなかなか公共下水道が進まない

ので、合併浄化槽で整備しようじゃないかという

ことで、今、国のほうで進めているところでござ

います。 

  あと、管理が不十分な浄化槽は、特定既存単独

処理浄化槽というものに指定しまして、都道府県

知事が除却等の助言、指導、命令を行うことがで

きるように、この４月からなりました。 

  町のほうも、その合併浄化槽の設置に関しまし

ては補助金を出しておりまして、今、普及に進め

ているところでございます。ですので、今後は、

その公共下水に隣接しているところでしたら区域

外接続というのは可能なんですが、改めて調整区

域に公共下水道を進めていくということはちょっ

とお金の問題もございますし、費用対効果を考え

ますと、これからは合併浄化槽の普及のほうに力

を入れていったほうがいいんじゃないかと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 質問の逆の答弁、２問目

から答弁をいただいたので、再質問は２問目から

やります。 

  白岡、宮代より本当に、今、話を聞いて、利用

率が少ない、そこが問題だと前言ったことがある

んですよね。一向に白岡がよくならないと、ここ

に流れてくる川は水質は良くならないですよね。

宮代町の稲も両川からくんで稲を作っている家が
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あるんですよ。それを考えると、何が流れてくる

か分からないような川から稲を作るというのは、

本当にちょっと私は問題があるんじゃないかなと、

それも１つあると思いますよね。水質が違うんだ

から、もう、色が変わっていますよ。 

  ですから、白岡にも、宮代以上によくしてもら

うように働きかけるということはしないんですか。

それは他の市町村だからできないよと言ったって、

前言ったんだけれども、前にもある人が答弁した

ように、幾ら宮代がよくしたって、白岡がよくな

らなければ、水質は良くなりませんと、こういう

答弁をいただいていますので、それはやっぱり白

岡に働きかけないといけないですよね。宮代の真

ん中を通っているんで、それも笠原、真ん中を通

っているんですからね。それに本当に、たまには

油が浮いているようなときもあるようですよね。

それは何とかすべきだと思います。それは、明日

２回目、どうするか、答弁をお願いしたい。 

  ２問目、確かに合併浄化槽の問題は何回も聞い

ています。私が言いたいのは、個人で金を出せば

という何か、いつも、前回もそんなような答弁し

ていましたよね。本管が何百メーターも離れてい

るんなら分かりますよ、目の前を通っているんで

すよ、本管が、そういう状況は考えていないんで

すか。１回言ったら、その本管につなげるのがえ

らい大変なんだと。じゃ、あそこへ建った大きな

施設はそこへつないだんだよね、一昨年あたり。

だけれどもね、水質をまた町民の皆さんがより良

い生活を得るにはね、そういう答弁は、私はどう

もまだ納得できないんですよ。これは、また言っ

ても同じ答弁なると思いますから、私は当分の間

同じことを質問すると思います、これについては。 

  それで、その本管から、20件以上の人がつない

でくれればいいのにねと言う。それは当然、その

20件ぐらいの近くのところまで本管つないでもら

いたいですよね。それも個人でやれなんて言った

って、それは大変ですよ、それはおかしくなりま

すよ、話がね。 

  それで、じゃ、今のどうしているんですかとい

うとね、今Ｕ字溝がありますよ。業者に頼んでま

でね、蓋は開かないし、金を出して清掃している

状況。その清掃しなければ、それが田んぼに入っ

ていく、田畑、皆さんが食べる稲のところに入っ

ていくんですよ。それでいいんですか。環境は良

くないですよね。 

  そのことはやっぱり考えてくださいよ。口じゃ、

環境を良くするとね、ここに文章のときには書い

てあるけれども、やることは環境に良くするとい

うことをやっていないんだよね。言葉だけなんだ。

それでいいものかどうか。またちょっと愚痴が出

ましたけれども。それは１つ、また考えてくださ

い。 

  ２回目、質問を終わります、２回目の。 

○委員長（山下秋夫君） 答弁願います。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  まず、白岡市については、ほかの団体というこ

ともございまして、白岡さんとはよく会議とかで

お会いすることもございますので、委員が今おっ

しゃったことをちょっと伝えたいと思っておりま

す。それで改善されるかどうかは分かりませんが、

話として、そういう意見もございましたというこ

とでお話はさせていただきます。 

  あと、何回も同じことになってしまうんですけ

れども、調整区域への下水道の整備については、

国のほうもそうなんですけれども、合併浄化槽の

ほうを推していこうという国の方針になりました

ので、調整区域に限りましては、宮代町もそれに

従ってやっていきたいと思っておりますので、ご
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理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  また同じ質問すると同じ答弁でしょうから、ま

たこの次質問いたしますので、よく勉強しておい

てもらいたいと思います。 

  以上、終わります。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。ほかにありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第46号 2019年度、令和元年度宮代町公共

下水道事業特別会計決算の認定については、後日

改めて反対討論をいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありませんか。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） ありません。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） ありません。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第46号 令和元年度宮代町公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立多数でございます。 

  よって、議案第46号 令和元年度宮代町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおりに認定されました。 

  以上で終わりたいと思います。 

  ここで休憩にいたします。 

 

休憩 午後 ４時５４分 

 

再開 午後 ５時０８分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４７号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（山下秋夫君） 本会議に付託されました

議案第47号 令和元年度宮代町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての審査を行

います。 

  本件については、既に本会議において説明済み

ですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑ありますか。 

  ありませんか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 
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  先ほどの下水道事業会計と同じように、使用料

及び手数料、それから農業集落排水費、これらに

ついては地方公営企業法施行令第４条第４項の規

定に基づきというような答弁になりそうなので、

そのほか１点についてお尋ねします。 

  325、326ページの農業集落排水事業費、農業集

落排水新設改良費でございます。これは、分担金

及び負担金とも関わりあるんですけれども、予算

減額が147万4,000円、しかし新規接続者がないた

めに支出はないということなんですけれども、じ

ゃ、予算では計上したので、その点、その関係で

はどうだったのかということがやはり問われると

思いますので、その点についてお答え願いたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ご答弁お願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。 

  お答えいたします。 

  農業集落排水事業費でございます。これは実績

がございませんでした。予算では、例年４か所の

接続を見込んで計上してございます。工事請負費

の公共ます取付工事ですね。予算を取っていない

と、接続したいというお宅が現れたときに、予算

なくては困りますので、毎年これは４件程度を計

上させていただいております。 

  次に、舗装復旧工事費、こちらも、これは公共

ますの取付けの本復旧４か所を計上しております

が、公共ますの取付工事がございませんでしたの

で、こちらも実績はございません。こちらも毎年

４か所の工事費を計上させていただいているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  今、答弁聞いたんですけれども、あくまでもそ

ういうふうな、例えば新設改良費が出た場合とか、

そのために予算、今回の場合は予算計上していま

すので、単なる予算項目だけでなくて、147万

4,000円ということで、これは４か所分かもしれ

ませんけれども、あるかないか分からなければ、

単なる予算項目だけで普通1,000円とか、１万円

とかというふうになるかと思うんですが、そうい

うふうにしなかったのはなぜなんでしょうか。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。 

  お答えいたします。 

  こういうものは、事前に把握できるものではご

ざいません。工事の方が建築されるときにその接

続行為というのが行われますので、私どもが事前

に把握することができませんので、いざ、個人様

が接続したいといっても、私どもで予算がなけれ

ば工事がストップしてしまったり、入居が遅くな

ったりしてしまってご迷惑をかけてしまうという

ことですので、科目設定というやる場合も多々ご

ざいますが、そうしますと、予算流用とかそうい

う手続が必要になってきますので、速やかに工事

のほうができるようにするために、毎年４件計上

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） なければ以上で質疑を終

了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成
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討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） また、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） 本件に対する賛成討論の

発言を許します。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） これをもって討論を終了

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号 令和元年度宮代町農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおりに認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立全員でございます。 

  よって、議案第47号 令和元年度宮代町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時１５分 

 

再開 午後 ５時１７分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４８号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（山下秋夫君） 続きまして、本会議に付

託されました議案第48号 令和元年度宮代町水道

事業会計利益の処分及び決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○経営総務担当主査（宮下義樹君） 上下水道室経

営総務担当宮下と申します。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（山下秋夫君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括しての質疑をお受けいたします。 

  質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  決算書の内容ではないんです。運営についてち

ょっと聞きたいんですけれども、というのは、メ

ーターから先は自分で、当然故障をすれば漏れた

りすると修理しますよね。メーターは役場が交換

しますね。７年か何年かに１回。その先にバルブ

がありますよね、その先に止水管がありますよね、

それの責任はどうなのかよく教えてもらいたいん

ですけれども。それの故障、たしか前も聞いたこ

とありますけれども、メーターの先は確かに自家

が修理すると。私が聞きたいのはメーターと、メ

ーターのちょっと先にメーターを交換するための

バルブがありますよね。それの故障。そのまた先

に、全部止まる止水管だと思ったのがある、必ず

ついていますよね。それが故障した場合、それち

ょっとどういう対応をするのか教えてもらいた

い。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室主幹。 
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○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道主幹の忽滑谷です。 

  量水器、水道の給水管に係る工事の範囲という

か、その責任ということのご質問ということで、

通常、水道の本管から、皆様が個人の費用で宅地

のほうに引いていただいております。財産的には

個人の持ち物になります。 

  メーターにつきましては町の対応ということで、

８年に一度交換させていただいておりまして、基

本的にメーターより手前、道路の本管からメータ

ーの手前で漏水があった場合につきましては、町

のほうで修理をします。それにつきましては、メ

ーターを通る前に水が漏れてしまいますと、料金

も計れませんですし、道路とかで漏水することも

あったりして、陥没とかのおそれもありますので、

そうしますと人が落ちたり車が事故に遭ったりし

ますので、そちらについては町のほうで責任持っ

てやっております。 

  メーターから先については、基本的にはお客様

のものでございますので、そこで何かあれば修繕

をしていただくというのがお客様の負担というこ

とになりますので、そのようなことでやらせてい

ただいております。 

  ちなみに、漏水ではない、例えば水道の本管で、

しばらく家を留守にしていたりとかして水が出な

くなるということがあるんですけれども、そちら

につきましては漏水ではございませんので、個人

の持ち主の方が直していただくという形になりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  小河原です。 

  およそ分かりました。でも、もう一回確認した

いんですけれども、メーターの先に必ずバルブが

ついているんだよね。それがちょろちょろ漏って

いるのどうするんだと聞かれたことがあるんです。

それは前に、たしか個人でやるんだと言われたこ

とがあるんです。ちょろちょろ止まらないんです

よね。そうすると、メーターより手前だから個人

だと。そういう言われたような記憶があるんだけ

れども、それはもう町で直してくれるわけですね。

話しすれば。それを確認したいわけ。これは大事

なことなんです。バルブが漏っているうちがある

んですよね。メーターの先だからね。そうすると

メーター、そうなるから漏水と同じになるんだよ

ね。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道主幹。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道主幹の忽滑谷でございます。 

  メーターを分界点としまして、例えば道路側で

漏水した場合につきましては、町のほうで漏水の

ほう、バルブから水が出ている場合は行います。

家側につきましては、例えば、２階とか３階に行

く手前とかにバルブとかをつけますので、そちら

の漏水についてはお客様ということになります。

量水器から手前の道路側については、繰り返し言

いますけれども、町のほうで漏水のほうは直させ

ていただいております。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） しつこいようだけれども、

小河原です。ありがとうございました。 

  メーターの箱があるんだよね。入っている。道

路側だからね、それがちょろちょろ漏っているわ

け。メーターは漏っていない。メーターを取り替

えるとき、それを止めるんだよね、そのバルブで。

そのバルブが漏っている。ちょろちょろと。それ

を言っているんだよ。先じゃないよ、メーターか
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ら道路側だよ。大事な止め口だからね、一般の家

庭にすれば。それは、じゃ、役場へ申し入れれば

直してくれるのね。それだけ確認すればいいで

す。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室主幹。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道主幹の忽滑谷です。 

  委員さんのおっしゃるとおり、メーターより道

路側であれば、町のほうで漏水は直します。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  まず、１つは、利益剰余金の建設改良積立なん

ですけれども、これは令和元年度の純利益１億

335万円を積み立てるということだったと思うん

ですけれども、そうしますと、合計では幾らにな

るんでしょうか。 

  それから、２つ目は、今回給水件数は増加した

ものの、給水人口、年間総排水量、年間有収水量

が減少しています。今後、水の量は本当になかな

か増やすのは厳しいのかなというふうに思うんで

すけれども、その厳しい背景にはどういうことが

考えられるのか、それが第２点。 

  それから、この給水人口なんですけれども、こ

れは前年度と比べて２人減の３万3,963人。給水

件数が前年度と比較して403件増の１万5,268件と

いうことなんですが、これは住民基本台帳とは違

いますよね。例えば、給水人口が３万3,963人で

す。ところが、一般会計のほうでは、住民基本台

帳で３万3,969人。それから、給水件数について

は、今言ったように、水道のほうでは１万5,268

件ですが、一般会計のほうでは１万5,116件、こ

の給水人口と給水件数の違いについてお尋ねした

いと思います。 

  それから、年間の受水量なんですけれども、県

のほうから購入しています。これは単価は１立方

メートルどれぐらいになっているのか確認のため

お願いしたいと思います。 

  同じく、決算書での令和元年度の供給単価が

184.69円。それから、給水原価が175.25円となっ

ております。この県内比較での宮代町の順位、ど

ういうふうになっているのか、その点お尋ねした

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 経営総務担当主査。 

○経営総務担当主査（宮下義樹君） 経営総務担当、

宮下です。 

  まず、１件目、利益を積み立てた後の建設改良

積立金についてお答えいたします。 

  今回提出しております決算報告書、こちらの一

番最後のページ、31ページをご覧ください。 

  31ページに、補塡財源明細書というのがござい

まして、こちらの中段当たり、こちらに建設改良

積立金というものがございます。こちら左から令

和元年度期首残高ということで、昨年度の期首、

４月１日時点での残高が載っておりまして、その

後、当年度発生額ということで、令和元年度に発

生した実際発生というか、積み立てた建設改良積

立金がございます。その隣、当年度使用額という

ことで、令和元年度に取り崩した建設改良積立金

がございまして、その隣に令和２年度への繰越額

ということで、３億4,107万2,954円という金額が

ございますが、こちらが令和元年度末での建設改

良積立金となっております。こちらの金額に、先

ほどの令和元年度の純利益でございます金額、１

億335万2,140円というものを足した金額が、令和

２年度に現段階では積み立てた後の金額というこ

とになりますので、そちらの数字を足し込みます

と、数字を読み上げますと、４億4,442万5,094円
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ということで、左から数字を読み上げていきます

と、444425094という形になります。 

  １件目の回答としては以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） ２問目でございま

す。 

  使用する水量がどんどん減っているということ

で、その背景ということでございますが、まず、

人口の減少というのも１つの要因で、あと、大口

のお客様の使用水量も、年々、ここ３年でちょっ

と推移しますと、0.1％ずつ全体の占める割合で

減っております。全体に見ても、その一般家庭の

方を見ても、減っている状況でございます。 

  それには、やはり水道水を飲まないで、ペット

ボトルで購入したりとか、そういう方も結構増え

ているということで、あと、節水の機能のついた

電化製品ですね、そういうものが普及していると

いうことで、これはうちだけではなくて、全国的

なそういう有収水量の減ということの要因として

挙げられているところでございます。 

  あと、３点目、給水人口と給水件数のあれです

けれども、人口の違いというんですかね、給水人

口というのは町の人口が３万3,969人、４月１日

現在おりまして、町内には水道水を使っていない、

井戸水を使われている方もいらっしゃいます。そ

の方が４世帯６人いらっしゃいます。それを差し

引きますと、３万3,963人ですね。それが給水人

口ということになっております。それで町の人口

とはちょっと異なった数字になっております。 

  あと、給水件数につきましては、これはやっぱ

り住民登録に関係なく、例えば学生さんとかは住

民票移さないでそのままアパート等に住まわれて

いる方も多いので、そういうのも給水件数にはカ

ウントされます。あと企業ですね。企業関係、会

社関係もそうですね。住民登録が関係ございませ

んので。 

  以上でございます。 

  あと、県水の単価でございます。これは１立方

メートル当たり61.78円でございます。今はこの

値段でずっと水位しているんですけれども、今後、

県内全域で水の浄水の高度処理というのを、今、

埼玉県では新三郷浄水場のみで行っているんです

けれども、通常の緩速ろ過方式に加えて、オゾン

処理とあと、活性炭処理を行うんですが、それを

全浄水場に導入する予定でいるというふうにお聞

きしております。それが何年先になるかはちょっ

とまだ捉えていないんですが、そうしますと設備

投資費がございますので、県水の単価は上がるも

のと見込んでおります。 

  あと、供給単価、給水原価、県内順位というこ

となんですが、まだ決算が公表されておりません

ので、令和元年度決算での順位というのは把握で

きないところでございます。ただ、昨年度の県の

平均ですと、給水原価が155.2円で、令和元年度

の宮代町は175.3円となっております。供給単価、

昨年度の県の平均が163.7円、宮代町は令和元年

度で184.7円となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございました。 

  確認しながらなんですが、まず、建設改良積立

金、合計で４億4,442万5,094円と、分かりました。 

  それから、給水人口と給水件数、給水人口につ

いては、よくやはり水道のほうで調べていますね。

マイナス６というのはどういうことなのかなとい

うふうに思ったものですから。分かりました。そ

れから、給水件数についても分かりました。あり

がとうございます。 

  供給単価なんですけれども、やはり宮代町は高
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いですよね。それから、給水単価についても高く

なっています。これについては、今後どのように

考えていくのか。 

  それから、先ほど聞くの忘れたんですけれども、

令和元年度10月から消費税導入されています。こ

れの影響額ですね。半年なんですけれども、それ

についてもお示し願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  供給単価が、これを見ますとほかの県平均より

も宮代町は高くなってございます。供給単価とい

うのは、水をつくるほうの単価なんですが、有収

率というのをちょっと見ていただきたい、17ペー

ジですね。有収率というのを見ていただきたいん

ですけれども、年々、昨年に比べると1.5ポイン

ト上昇しております。これは、有収率というのは、

町のほうで浄水場や配水場で水を供給する量と、

実際にお金となって配っている水の量、有収水量

というのですか、それの率でございまして、平成

25年当時は、これが77.63％だったんですね。こ

んな有収率が低い要因というのは、要は漏水です。

どこかの管から水が漏れている。それで26年度か

ら町のほうで給水管の漏水調査を実施しまして、

その後、平成30年からは給水管のほかに配水管、

道路に通っている本管ですね、配水管というのは

本管なんですが、そちらの漏水調査をしたところ、

もちろん漏水箇所が発見されるわけなんですが、

それをその都度補修していきました結果、令和元

年度には89.03ポイントまで上がっております。

ですから、こういう無駄な水をなくすことが供給

単価を安くするポイントになるのではないかと考

えております。これからもうちのほうは90％を目

安に、今目標に、有収率が上がるように努力して

おるんですが、今後も漏水調査を実施しまして、

なるべく単価が安くなるように努めてまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時３９分 

 

再開 午後 ５時４１分 

 

○委員長（山下秋夫君） 再開いたします。 

  経営総務担当主査。 

○経営総務担当主査（宮下義樹君） 経営総務担当

主査、宮下です。よろしくお願いします。 

  消費税の影響額ということでございますが、実

際消費税の増額がありましたのが昨年の10月１日

でございます。水道料金につきましては、２か月

に一遍の請求となっておりまして、月の頭に検針

をしまして、その後に検針票というのをお渡しす

るのですが、10月分の検針と11月分の検針、こち

らにつきましては、10月分の検針というのは、実

際のところは８月、９月分、11月分の検針という

のは、９月、10月分の水道料金をお願いすること

になっていますので、消費税を８％から10％に上

げたのは、実際12月分の検針、12月分調定分とい

うところから８％から10％のほうに消費税のほう

を増税させていただいた形になっております。そ

うなりますと、12月分の検針から、３月までの検

針分まで、この４回分の検針が消費税が８％から

10％に変わった部分になりまして、この４回分の

調定に対して、消費税の２％分といいますと、

金額としますとおよそ450万円程度が消費税とし

て２％増額になった分の金額という形になりま

す。 

  以上です。 
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○委員長（山下秋夫君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  先ほど、まず、供給単価と給水単価の関係で、

今後どういうふうにということで、有収量のほう

に行っちゃったんですけれども、それはもうどこ

も有収率は上げるというのは当然だと思うんです

けれども、ちょっとそういう関係では私は供給単

価と給水単価ですよね。これは県平均よりも高い

ということで、これは水道料金に跳ね上がるので、

やはりその点、考えていただきたいということで

聞いたつもりなんですけれども。 

  それと、消費税の影響額なんですけれども、そ

うすると、水道料金については２か月で、しかも

水道料金の量を量るのはそういう影響から、実際

は10月１日からなんですけれども、例年こういう

ふうに、私は、消費税は２か月分水道料金払わな

くて済むので、個人的にはいいと思うんですけれ

ども、それで毎回こういうふうに途中で変わった

場合は、これはやむを得ないということで、そう

いうふうにしているんでしょうか。それとも、単

に消費税の影響額はと言われたので、数字的には

そういうふうになるということで示すためにそう

いうふうになっているのか、実態は２か月分です

よね。１回分が飛んじゃうわけなんですけれど

も、その点についてはどういうふうになさってい

るのか。もらわないということで理解していいの

か。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。 

  お答えいたします。 

  まず、１問目の給水単価と供給単価のその違い

なんですが、先ほど有収率のお話をさせていただ

きましたが、まず、供給単価というのは、有収水

量１立米当たりについてどれだけの収益を得てい

るかというものを表しているものでございまして、

給水原価というものは、有収水量１立米当たりに

ついてどれだけ費用がかかっているかを表してお

ります。供給単価の式としては、年間の総有収水

量から給水収益を割ったものが供給単価というこ

とでございます。ですので、有収率も関わってく

るんです。どれだけ水をつくったかというのが関

わってきますので、そのつくった水がちゃんとお

客様のところに届けられている分と、漏水して流

れてしまっている分、無駄になっている分がござ

いますので、その無駄になっている分が少なくな

れば供給単価も安くなるというふうにそういう考

えでいます。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 経営総務担当主査。 

○経営総務担当主査（宮下義樹君） 経営総務担当、

宮下です。 

  ２点目でございますが、消費税の増税分につい

ての負担ですが、こちらにつきましては、今回の

８％から10％だけではなく、前回の５％から８％

のときも同じような形で処理をしております。こ

ちらに関しては、宮代町においては、検針が２か

月に一遍ということで、どうしてもその消費税の

増税のタイミングで検針を行う形になりますので、

その２か月分の料金を計算するときに、今回で言

えば８％だけの方、それと、１か月分は10％にか

かってしまう方というのがあるんですが、そうい

った２か月に一遍の検針の部分については、こち

ら水道だけではなくて、ガスであるとか、電気で

あるとか、そういったところも、消費税が上がっ

た翌月の検針分まで従前の８％のままで消費税の

ほう計算してもいいですよというのが国のほうか

ら指針で出ておりまして、最終的には自治体とか

あとは企業体のほうで８％にするのか10％にする
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のかというのは選択制ではあるんですけれども、

宮代町においては、今回で言えば11月検針の方が

10％という形になりますと、10月検針の方に比べ

て１か月分消費税が上がってしまうというので、

不利を生じるというのがありますので、こちらに

関してはそちらの住民の方の負担にならないよう

にということで、11月検針分まで８％での消費税

の計算という形で取らせていただいている形にな

ります。 

  以上です。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありませんか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  １点だけお願いします。 

  水道工事に関してなんですが、町は強靭な水道、

安全な水道ということで、水道管の新設、新しく

してくださっているわけなんですが、去年、今年

と、やっぱり水道管の汚れをやったときの、結構

その地域の住民の声というのがあるんですね。そ

れで、今ちょっと前段の委員からも話出ましたが、

宮代町の水道料金より安いところから来た方、転

入者さんにとっては、宮代町の水道は高いと感じ

るので、節水に心がけるそうです。少なく使うよ

うに。こんなに上がっちゃったと言ってびっくり

して。ところが、今回のうちの地区でもあったの

ですが、多い人はお風呂のお湯をちょうどお休み

だったので、早めに入ろうということで、でも砂

利が混ざるので、５回目にやっとお風呂の水が使

えたというんですね。そうすると、若くてマンシ

ョンから引っ越ししてきた人とかは、マンション

では定期点検があったりして、貯水槽とかなので

そういうことはなく、一戸建てに来て５回変える

となると、結局１週間の５日分のシャワーとか使

うけれども、５日分のお金になると。節水こんな

に心がけているのに、宮代町の水道は高い、で、

こうなのかというふうに、高いという金額がもっ

と高くなってしまう印象を持ったと言われたんで

すね。 

  なので、本当、町としては新しく水道管を変え

て工事を必要としてきちっとやってくださってい

ることを、やっぱり町民にきちっと知らせる。そ

れで、やっぱり担当課にしたら、汚れることはや

むを得ないことだと思うんです。古いものを新し

いものに変えて、汚れていくって。ただ、それが

町民に伝わらない、町民にとってやっぱり節水に

心がけたり、一生懸命している中で、考え方の違

いとか、工事をしてくれているんですけれども、

町民に伝わらない部分があるので、そのあたり、

きちっと町はやっているんだとということを出す

ことと、やっぱりその基本料からちょっと上がる

ところとかに、その行き来をしている人にとって

は、その５回分のお風呂代はとても大きいと言う

んです。そういうところをどう考えるのか、お聞

きいたします。１点です。 

○委員長（山下秋夫君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。 

  お答えいたします。 

  町内、水道管の布設替えを今、年間４億4,000

万円程度ということで計画して今進めているとこ

ろでございます。 

  どうしても、その切替えのときに、そういう赤

水が出たり、ちょっと砂利が入ったりというそう

いうお話がございます。うちのほうも慎重にそう

いう迷惑かからないように、バルブの操作をして、

バルブを開けたときに、新しい水が押されてそう

いう状況になるわけでございますが、ならないよ

うに慎重に操作はしているんですが、場所によっ

てはそのようにご迷惑をおかけしちゃうところも

ございます。 
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  以前もその住民に知らせるすべはないのかとか、

お話をいただきまして、私のほうも去年、大分赤

水を出してしまったので、ちょっと反省しまして、

そういう工事を接続するところは、ホームページ

でいついつ頃接続工事をしますということでご案

内のほう差し上げるようにしております。また、

そういうそれでも赤水が出た場合には、すぐその

お宅に行って状況を確認させていただいていると

ころでございます。 

  今後も、どうしても水を使うということは、赤

水を捨ててきれいにするまでに、水量を使ってし

まうということで、水道料金にもかかってしまう

というご負担をかけてしまうことですので、今後

も慎重に、まずなくなるということはちょっと今

の段階では考えられないところなんですが、慎重

にやらせていただきたいと思います。また、広報

も丁寧に知らせていきたいと思いますので、ご理

解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山下秋夫君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 車でやはり回っていくと、

今工事していますとか、していますと言われれば

お風呂のお湯も入れないし、ちょっと試しに入れ

るとか、やはり皆さん、突然結構、今回和戸のと

きはびっくりしたりとか、結構水使って何回もや

ったという方の声を聞いていますので、これから

ちょっとよく、やっぱり回っていただくというこ

とをやっていただきたいと思います。 

  町のための強靭な水道ということで、きちっと

いいことをやってくれていることの対応で住民の

反感を買って、水道料が高い高いという意識が高

くなっていくのはよくないと思いますので、お願

いします。 

○委員長（山下秋夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） なければ以上で質疑は終

了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第48号 2019年度、令和元年度宮代町水道

事業会計利益の処分及び決算の認定については、

審議が今日行われたばかりでございますので、後

日改めて反対討論をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（山下秋夫君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） 本件に対する反対討論の

発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） 本件に対する賛成討論の

発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（山下秋夫君） これをもって討論を終了

したいと思います。 

  これより採決をいたします。 

  議案第48号 令和元年度宮代町水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（山下秋夫君） 起立多数であります。 

  よって、議案第48号 令和元年度宮代町水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり認定されました。 

  ありがとうございます。 

 

────────── ◇ ────────── 
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◎閉会の宣告 

○委員長（山下秋夫君） 以上をもちまして、本委

員会に付託された決算の審査は全部終了いたしま

した。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、全ての決算の認定について、私にご

一任願いたいと思います。 

  これにて決算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ５時５７分 

 


